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注(1) 本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」、「ファイザー」、又は「ファイザー社」と

は、文脈に応じてファイザー・インク又はファイザー・インク及びその子会社を指す。また、本書におい

て、以下に説明又は定義する用語も使用される。
 

ACA 米国医療保険制度改革法（患者保護及び医療費負担適正化法（医療及び教育費負担適正

調整法により修正済））

調整後希薄化後EPS 非GAAP調整後希薄化後1株当たり利益

提携による収益 他社又は当社が創薬又は開発した製品を当社が共同販促活動する提携契約による収益

アナコール アナコール・ファーマシューティカルズ・インク（Anacor Pharmaceuticals, Inc.）

ANDA 簡易新薬承認申請

アステラス アステラス・ファーマ（Astellas Pharma US, Inc.）

BLA 生物製剤承認申請

BMS ブリストル-マイヤーズ　スクイブ・カンパニー（Bristol-Myers Squibb Company）

cGMPs 現行適正製造基準

CD&A 報酬に関する説明及び分析

CFDA 中華人民共和国国家食品医薬品監督管理総局

委員会 取締役会報酬委員会

DCP ファイザー・インク繰延報酬制度

DEA 米国麻薬取締局

先進国市場 米国、西ヨーロッパ、日本、カナダ、オーストラリア、北欧諸国、韓国、フィンランド

及びニュージーランド

DRG医薬品インデッ

クス、又はDRGイン

デックス

ニューヨーク証券取引所アーカ（ARCA）医薬品インデックス。株式公開会社のインデッ

クス

EFPIA 欧州製薬業団体連合会

EH エッセンシャル・ヘルス

ELT エグゼクティブ・リーダーシップ・チーム。CEOおよびその直属の部下

EMA 欧州医薬品庁

新興市場 以下の市場を含むが、限定されない：アジア（日本及び韓国を除く）、ラテンアメリ

カ、アフリカ、東欧、中欧、中東及びトルコ

EU 欧州連合

証券取引法 1934年証券取引法

FCPA 海外腐敗行為防止法

FDA 米国食品医薬品局

FFDCA 連邦食品・医薬品・化粧品法

GAAP 米国で一般に公正妥当と認められている会計原則

GPD グローバル・プロダクト・ディベロップメント・オーガナイゼーション

GPP グローバル・パフォーマンス・プラン。SCT（要約報酬表）において「非株式インセン

ティブ制度報酬」として報告される、年次インセンティブ報奨プログラム（賞与）

HIS ホスピーラ・インフュージョン・システム

ホスピーラ ホスピーラ社（Hospira, Inc.）

IBT 税引前利益

ICUメディカル ICUメディカル・インク（ICU Medical, Inc.）

IH イノベーティブ・ヘルス

IPR&D 仕掛研究開発活動

IRC/内国歳入法 1986年内国歳入法（その後の修正を含む。）

LOE 独占権の喪失

MCO 管理医療組織

メディベーション メディベーション・インク（Medivation, Inc.）

指名業務執行役員

（NEO）
最高経営責任者及び最高財務責任者、並びに2016年度中報酬が上位３人の業務執行役員

NDA 新薬承認申請

NYSE ニューヨーク証券取引所

OI 非GAAP調整後営業利益
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OTC 一般医薬品

PBM 薬剤給付管理会社

PCPP ファイザー統合年金制度。適格確定給付制度、2011年1月1月以降新規加入者を受け付け

ておらず、2017年12月31日まで凍結される。

PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(日本)

PRAPサブ制度 ファイザー退職年金制度。PCPPのサブ制度

PSA 業績株式報奨。業績に対する長期インセンティブ報奨

PSP ファイザー貯蓄制度。401(k)の機能を含む、適格確定拠出制度

PSSP ファイザー貯蓄補助制度。非適格貯蓄制度

R&D 研究開発活動

RSC 退職貯蓄拠出金。PRAPに加入していない従業員に対する、PSP及びPSSP（適用ある場

合）への雇用主による年次退職拠出（年齢及び勤務に基づく）

RSU 制限株式ユニット。長期インセンティブ報奨

SCT 要約報酬表。直近年度及びそれ以前２年間のNEOの報酬（SECの規則により定義される）

を示すSECが求める表

SEC 米国証券取引委員会

第16条 1934年証券取引所法（改正済）第16条

TDC 直接報酬総額

TSR 株主総利回り

TSRU 株主投資収益ユニット。絶対的TSRに関連づけられる長期インセンティブ報奨

U.K. 英国

U.S. アメリカ合衆国、米国

WRD ワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロップメント
 

注(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書に

おいて便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝110.96円の換算率（平成29年5月31日現在の東京

外国為替市場における対顧客電信直物売買相場仲値）により換算されている。

注(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。パーセンテージは

すべて、四捨五入しない数字を使用して計算されている。
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第一部 【企業情報】
 

第１ 【本国における法制等の概要】

 
１【会社制度等の概要】

(1)　当社が属する国及び州における会社制度

当社を規制する法体系は、アメリカ合衆国連邦法及びデラウェア州法である。アメリカ合衆国連邦法は、独占禁止、破産、

労使関係、有価証券及び税務に関する法律を含む、会社の事業活動の広範囲にわたって影響を及ぼしている。アメリカ合衆国

の連邦証券関係諸法の施行は、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC)がこれを司っているが、同法は、その数多い役割の一つ

として、詐欺的手段による有価証券の提供及び販売を禁ずるものである。またSECは、当社を含む株式公開会社に対し、定期

的に財務その他の報告をＳＥＣ及び株主に行うことを要求している。

　

アメリカ合衆国においては、会社は、一般に州法に基づいて設立される。当社は、デラウェア州の法律に基づいて設立され

たが、このデラウェア州一般会社法（以下「デラウェア会社法」という。）は会社に関する様々な法律を一つに編纂したもの

である。以下は、デラウェア会社法並びに当社の基本定款及び付属定款の骨子である。

 (a)　基本定款及び付属定款

デラウェア州の会社は、デラウェア州州務長官に基本定款を届け出ることによって設立される。基本定款は、最低限、会社

の基本的事項－名称、デラウェア州における登録営業所、事業目的、授権資本株式数及び（もしある場合には）株式の種類

又はクラスを定めなければならない。基本定款の他に、会社は、その事業、事務処理、権利及び権限、並びにその株主、取

締役、その他役員又は従業員の権利及び権限について、基本定款の規定並びに適用される州法及び連邦法と矛盾しない種々

の規定を内容とする付属定款を採択しなければならない。

 (b)　株式の種類

デラウェア会社法には、会社は、その基本定款に定めるところに従って、一種又は数種の株式を発行することができる他、

株式を発行する場合には額面株式としても無額面株式としてもこれを発行することができ、また基本定款に定める議決権株

式としても無議決権株式としてもこれを発行することができ、さらに基本定款の規定、その修正に定めのある、あるいは基

本定款の明示規定に従って取締役会により承認された名称、優先権、関連する権利、利益への参加権、選択的権利その他の

特別な権利、条件、制限又は制約付きの形で発行することができると定められている。基本定款に別段の定めがない限り、

株式はその所有株式１株につき１議決権を有する。会社は、基本定款に定められた授権枠内において株式を発行することが

できる。デラウェア州の会社の株式の引受の対価は、取締役会が決定するが、額面株式のときに額面未満の価格とすること

を禁じる制限がある。

 (c)　株主総会

定時株主総会は、取締役の選任及びその他業務の適宜処理を目的として、会社の付属定款に定めるところに従って開催され

る。臨時株主総会は、取締役会の決議によってこれを招集することができる他、基本定款又は付属定款に定めるところに

従ってこれを招集することができる。会社は、取締役会の決議によって、総会の前10日以上60日以下の日を、株主総会にお

いて議決権を行使できる株主を確定するための基準日とすることができる。その基準日に名簿に登録されている登録株主が

議決権を行使できる。株主総会の法律上の定足数は、付属定款に別段の規定がない限り、議決権のある株式の過半数を有す

る株主が自ら又は代理人によって出席すれば、満たされる。但し、いかなる場合でも定足数を議決権のある株式の3分の1に

満たない株式の株主としてはならない。
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 (d)　取締役会

デラウェア会社法に基づいて設立された会社の場合には、基本定款に別段の定めある場合を除き、その事業の管理運営は取

締役会がこれを司る。一般に取締役会には、デラウェア会社法、基本定款及び付属定款によって課されている制限の範囲内

において、会社の事業の管理運営に関しては広範囲な裁量が認められている。取締役は、各定時株主総会において選任され

る。取締役の死亡、辞任又は定員の増加によって欠員が生じたときは、その状況に応じて株主が定時株主総会又はその目的

で招集された臨時総会において、又は取締役会が自ら、空席を補充すべき取締役を選任することができる。基本定款又は付

属定款で認められている場合には、取締役はこれを2つ又は3つのグループに分割することができ、2つ以上のグループがある

ときには、グループごとに任期をずらすことができる。取締役は、理由の有無を問わず、株主の過半数の議決によって解任

され得る。但し、取締役がグループに分けられているときには、基本定款に別段の定めのない限り、株主は取締役を理由の

あるときにのみ解任できる。

　

取締役会は、基本定款及び付属定款の定めるところに従ってこれを招集する。基本定款又は付属定款で特に制限されていな

い限り、取締役会に義務づけられ又は許されているすべての決定は、全取締役の書面による同意に基づきこれを有効に決議

することができる。

 (e)　委員会

基本定款又は付属定款に規定のあるときには、取締役会は、１人以上の取締役が構成する委員会に、一定の権限を委譲する

ことができる。

 (f)　役　員

デラウェア会社法に基づいて設立された会社は、付属定款又は取締役会の議決により決定された役職及び職務付きの役員を

設置することができる。会社の日常の業務執行を担当する役員は、通常取締役会の決議によって選任される。各役員の権限

は、付属定款に定められ、又は取締役会が認めたものとされる。

 

(2)　当社の基本定款及び付属定款に規定する会社制度

　

当社の会社制度は、アメリカ合衆国連邦法及びデラウェア州法によって決せられるほか、当社の基本定款及び付属定款によ

り定められている。当社の基本定款及び付属定款の現在の概要は、次のようなものである。

 (a)　株　式

(ⅰ) 発行可能株式総数

当社の発行可能株式総数は、１株当たり額面金額0.05ドルの普通株式12,000,000,000株と、無額面優先株式27,000,000株

（そのうち7,500株の優先株式は、シリーズA永久転換優先株式として指定されている。）からなる。

(ⅱ) 普通株式

普通株式１株につき１議決権が与えられる。普通株式の株主は、デラウェア会社法の規制の範囲内で、取締役会の定める

ところに従って配当の支払いを受けることができる。

(ⅲ) 優先株式

デラウェア会社法及び当社の基本定款に従うことを条件として、当社は、優先株式について１以上のシリーズで発行する

ことが許されている。取締役会は、その権限により、各シリーズに含まれるべき株数を設定し、そのシリーズに関する議決

権、名称、優先権、関連する権利、利益参加権、選択的権利、その他の権利及びそれらの権利の条件、制限、制約について

決定する。上記「発行可能株式総数」を参照のこと。

(ⅳ) 株　券

当社の株券の形式は、取締役会がこれを承認する。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

  5/408



(ⅴ) 基準日

取締役会は、株主総会の招集及び散会の通知を受領し、当該総会において議決権を行使できる株主、配当その他分配金の

支払い若しくは権利の付与を受けることのできる株主、又は株式の変更、転換、交換に関する権利を有する株主を決定する

ため、若しくはその他の適法な行為をなすことをその目的として、予めある日をもって基準日と定めることができる。この

基準日は、株主総会開催日の前60日を超えてはならず、かつ10日を下回ってはならない。また他のすべての行為について

は、その前60日を超えてはならない。

(b)　株主総会

(ⅰ)　定時株主総会

取締役の選任及びその他株主総会前に適切に提示される議事の処理を行うための株主総会は、取締役会が定めるデラウェ

ア州内外のいずれかの場所において毎年取締役会の定める日時及び場所で開催される。

(ⅱ)　臨時株主総会

臨時株主総会は、取締役会会長、取締役の過半数、又は議決権が与えられている株式の20％以上の株主が、何時でもこれ

を招集することができる。

(ⅲ)　総会通知

すべての株主総会の通知は書面により、総会の開催される場所、日時及び臨時株主総会の場合にはその招集目的を記載

し、総会日の60日前以内かつ10日以上前に、郵便又はその他付属定款の定める方法により、当該総会日において議決権を有

する各株主になされる。

(ⅳ)　定足数

法律に別段の定めのある場合を除き、当該株主総会において議決権を有する発行済株式の過半数を有する株主の、本人又

は代理人による出席が定足数を構成する。

(ⅴ)　議事の運営

議長は、いかなる株主総会においても、取締役会で定めた規則に反しない範囲において、投票及び議事の運営方法をはじ

めとする議事次第並びに手続に関し決定権を有する。

(ⅵ)　投票

株主総会において議決権を行使できる株主は、普通株式１株に１議決権を本人又は代理人により行使できる。転換優先株

式については、かかる優先株式が転換可能な普通株式１株につき１議決権を行使することができる。すべての議決は、法

令、定款又は附属定款に定めのある場合を除き、出席者の議決権の過半数によってなされる。株主は定時又は臨時株主総会

以外の場において、いかなる法律行為をなすこともできないばかりか、書面による同意に基づく法律行為もこれを為すこと

ができない。

(ⅶ)　プロキシー・アクセス

付属定款第16項は、株主が当社の議決権行使勧誘書に取締役会に選出する候補を記載する制限的な方法を定める。付属定

款に記載の通知、適格性並びにその他の要件及び制限に従い、取締役会が定時株主総会での取締役選出に関して委任状を勧

誘する場合、当社はかかる株主総会の議決権行使勧誘書類に、取締役会が指名した又はその指示によって指名された候補者

に加えて、株主により指名された候補者の氏名及びその他所定の情報を掲載するものとする。

(c)　取締役会

(i)　員数

当社の事業は、取締役会の指示に基づき運営される。取締役の員数は、最少10人、最大24人とするが、取締役数は、その

時点で就任する取締役の過半数の決議により、この範囲内で変更することができる。
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(ⅱ)　任期

各取締役は、その取締役の後任者が選任され取締役としての資格を授与されるまで、又はその取締役が辞任するまで若し

くはその取締役が解任されるまで、その地位を保持する。

(ⅲ)　欠員

取締役に欠員が生じた場合あるいは何らかの理由で増員する場合、その時点において在任する取締役の過半数の選任によ

り補充することができる。

(ⅳ)　定時取締役会

定時取締役会は、取締役会が指定した日にデラウェア州内外において開催される。各定時取締役会の通知はこれを行う必

要はない。

(ⅴ)　臨時取締役会

臨時取締役会は、取締役2名の書面要請により、取締役会長、1名の取締役会副会長若しくは社長、又は秘書役がこれを開

催する。臨時株主総会の通知は、手渡し、電話又は電信により各取締役に対してこれを発しなければならない。通知が郵便

により発せられる場合、少なくとも当該臨時取締役会の開催日の48時間前にこれを投函しなければならない。手渡しあるい

は電話若しくは電報の場合には、当該臨時取締役会開催24時間前までの通知が必要となる。

法律、基本定款、又は付属定款に別段の規定のない限り、臨時取締役会においてはいかなる議題でも処理することができ

る。

(ⅵ)　定足数

授権取締役数の三分の一が取締役会の定足数である。

議決時に定足数に達する出席がある場合、出席している取締役の過半数の賛成投票により、議題は可決される。但し、法

律、基本定款又は付属定款によって別段の定めがある場合にはこの限りでない。

(d)　委員会

取締役会は、その過半数の決議により、１名以上の取締役から構成される委員会を設置することができる。各委員会は、取

締役会の議決又は付属定款による授権の範囲内で、デラウェア会社法の制限を受け、取締役会の有する当会社のあらゆる事

業活動及び事務に関する管理・運営を行う権限を行使する。

(e)　役　員

当社の役員は、取締役会会長及び／又は社長、１名以上の副社長、コントローラー１名、財務役１名、秘書役１名である。

これに加えて当社は、その他の役員を設けることができるが、これには取締役会により別途規定される場合を除き当社の取

締役ではない1名以上の副会長が含まれる。付属定款の規定に従って選任された場合を除いて、役員は取締役会により選任さ

れる。取締役会は、会社の事業遂行上必要と判断した場合には、その必要とされる役員を選任し、あるいは選任の手続につ

いて定めることができる。これらの役員の権限及び責務については、付属定款の定めるところにより、あるいは取締役会が

随時これを決定する。

(i)　取締役会長

取締役会長は、その出席するすべての株主総会及び取締役会の議長を務める。取締役会長は、取締役会又は付属定款で随

時定める内容のその他の権限及び責務を有する。

(ⅱ)　社長

社長は、取締役会長又は（在職している場合には）副会長が不在の場合に、取締役会の議長を務める。社長は、その他、

取締役会が随時定める内容の権限及び責務を有する。
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(ⅲ)　副社長

副社長は、取締役会、取締役会長、社長又は付属定款が随時定める内容の責務を有する。

(ⅳ)　秘書役

秘書役は、取締役、委員会及び株主のすべての集まりについて、その議事録を作成しなければならない。秘書役は、付属

定款の規定に従い、株主総会及び取締役会の必要な通知を行う。秘書役は、その他、取締役会長、取締役会又は付属定款に

より定められた内容の責務を有する。

(ⅴ)　財務役

財務役は、当社の資金及び有価証券を保管する。財務役は、当社の附属定款で定める又は取締会長、社長により割り当て

られた職務を遂行し、取締役会で別途定める場合を除き、財務役の職務に一般的に付随する権限及び職務を有する。

(ⅵ)　コントローラー

コントローラーは、当社の財産及び業務上の取引につき、その適性かつ正確な記録を作成し、保管しなければならない。

コントローラーは、その他、取締役会会長、社長、取締役会が決議又は付属定款により定められた内容の責務を遂行する。

 

 

２ 【外国為替管理制度】

　
アメリカ合衆国には、非居住者による国内法人の株式の取得、並びに配当金又は清算配当の海外送金に関する外国為替管理

上の規制は存在しない。

 

 

３ 【課税上の取扱い】

 

(1)　アメリカ合衆国における課税上の取扱い

以下は、当社普通株式の購入、所有及び処分に関するアメリカ合衆国の連邦所得税の、かつ限定的に州及び地方所得税並び

に遺産税の重要な影響についての概要である。本項は、「資本資産」（一般的に、投資のため保有する財産）として株式を保

有し、特別規則を適用される可能性のある所有者には属していない、日本の居住者たる株主（以下に定義される。）のみを対

象とするものであり、当該株主は証券ディーラー、パートナーシップ（若しくはその他パススルー主体）、銀行又は当社の株

式の10％以上を所有する若しくは所有するとみなされる個人を含むがそれらに限定されない。本概要は、アメリカ合衆国の連

邦、州及び地方所得並びに遺産課税の全ての側面は対象としておらず、投資家の個人の状況に照らして関連する可能性のある

外国又はその他の課税上の影響については扱っていない。株主は、当社の株式を特別の状況において所有及び売却することに

より受ける米国の課税上の影響に関して、各自が税務顧問に相談すべきである。

 

パートナーシップ（又はアメリカ合衆国連邦法人税の目的でパートナーシップとして扱われる事業体を含む。）又は一定の

外国金融機関若しくは受動的非金融外国事業体（それぞれ、一般にFATCAと呼ばれる、内国歳入法第1471条から第1474条及び

それに基づく規制に記載される。）が当社の普通株式を保有する場合、課税上の取扱いは以下に記載されるものと異なる可能

性がある。パートナーシップ、外国金融機関又は受動的非金融外国事業体を通じて当社の普通株式を保有する場合は、各自の

税務顧問に相談すべきである。

 

「日本の居住者たる株主」とは、普通株式の実質所有者（パートナーシップ又はアメリカ合衆国連邦法人税の目的でパート

ナーシップとして扱われる事業体以外）を意味し、日本の法律に基づいて、住所、居所、市民権、本店若しくは本社の所在の

場所、設立地又は類似の性質の基準を理由として日本において課税され、アメリカ合衆国連邦所得税法の目的で以下のいずれ

でもない者である。

・　アメリカ合衆国市民又は居住者である個人
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・　アメリカ合衆国、そのいずれかの州若しくはコロンビア特別区において、又はそれらの法律に基づいて設立又は組織さ

れた法人（又はアメリカ合衆国連邦法人税の目的で法人として扱われるその他の事業体）

・　所得の源泉にかかわらずその所得がアメリカ合衆国連邦法人税の課税対象となる財産

・　(1)アメリカ合衆国内の裁判所の第一義的な監督に服する信託であって、1名以上の合衆国人内国歳入法に定義され

る。）が当該信託の実質的な決定のすべてを支配する権限を有するもの、又は(2)適用ある米国財務省規則に基づいて合衆国

人として取り扱われると有効に選択した信託

 

日本の居住者たる株主が当社の株式に関して認識する所得には、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止

のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約（以下「2003年日米租税条約」という。）の規定が適用されることが

ある。2003年日米租税条約の有利な規定が適用されるかは、株式を保有する日本の投資家が租税条約に基づいて日本の居住者

とみなされる要件を満たしていることをアメリカ合衆国の税務当局に対し十分立証するためのアメリカ合衆国の国内法に基づ

く所定の手続きをとるか否か次第である。これらの規定の一部は、以下に詳細が記載されている。投資家は、適用ある所得税

条約に基づいて優遇を受ける権利に関して、各自の税務顧問に相談すべきである。

 

本要約は、すべて本書日付現在の内国歳入法及び財務省規制、行政決定及び裁判所判決の規定に基づいている。これらの典

拠が、おそらく遡及的に、異なる解釈の対象となり、又は変更される可能性があり、その結果、アメリカ合衆国の連邦、州及

び地方所得税並びに遺産税の影響が以下に要約されるものと異なる可能性がある。

 

当社は、以下の要約で行った声明及び出された結論に関して米国内国歳入庁（「IRS」）からいかなる裁定も求めておら

ず、IRSがかかる声明及び結論に同意するという保証はできない。普通株式の購入を検討する株主は、アメリカ合衆国の連

邦、州及び地方所得税法並びに遺産税法の各自の特定の状況への適用に関して、並びに外国税務管轄の法律に基づいて生じる

課税上の影響に関して、各自が税務顧問に相談すべきである。

(a)　当社普通株式に対する配当についての所得税の源泉徴収

当社が、当社普通株式に関する分配を行う際、当該分配は、アメリカ合衆国連邦所得税方針に基づいて決定される、当社の

当期利益又は利益剰余金から支払われる範囲において、アメリカ合衆国連邦所得税の目的で配当金を構成する。当社の当期

利益及び利益剰余金を超えた分配は資本の返還を構成し、当社の普通株式における株主の調整後課税基準に対して適用さ

れ、それを減少させる（ゼロは下回らない）。残りの超過額は、当社普通株式の売却又はその他処分に係る実現益として取

り扱われ、以下の「当社株式の売却に関する所得税」に記載のとおり取り扱われる。

 

一般的に、アメリカ合衆国の連邦所得税法に基づき、当社の普通株式に関して支払われる配当金からは、かかる配当金が株

主のアメリカ合衆国における取引又は事業と事実上関連性を有する場合を除き、30%の税率によりアメリカ合衆国の連邦所得

税が源泉徴収される。しかしながら、2003年日米租税条約により、日本の居住者（アメリカ合衆国市民又は居住者を除く）

又は当社の株式保有が10％未満である日本の法人が実質的に所有する配当金については、適用される源泉徴収率が10％に減

額される。条約による減額を受けるためには、日本の居住者たる株主は、減額を受ける資格を適切に証明するIRSフォームW-

8BEN若しくはIRSフォームW-8BEN-E（又は適宜その後継フォーム）を当社に提出しなければならない。株主が、当該株主の代

理として行為する金融機関又はその他代理人を通じて株式を保有している場合、株主は、当該代理人に適切な書類を提供し

なければならない。株主の代理人は、その後、直接又はその他仲介会社を通じて当社に証明を提供する必要がある。必要な

証明を適時に提供できないが、条約による減額の資格がある株主は、払い戻しの適切な請求をIRSに適時に提出することで、

源泉徴収された超過額の払い戻しを受けられる可能性がある。

 

日本の居住者たる株主がアメリカ合衆国内に恒久的施設を有し、かかる株主の受領する配当金が当該恒久的施設に帰属する

場合には、当該株主に対しては上記の源泉徴収税は通常免除され、当該株主が合衆国人であった場合と同一の方法で、通常

のアメリカ合衆国連邦所得税の累進税率によるアメリカ合衆国連邦所得税が純所得額ベースで課せられる。かかる場合、当

社は、株主が適用ある証明及び開示要件を遵守している場合、アメリカ合衆国連邦所得税を源泉徴収する必要はない。源泉

徴収税からのこの免除を受けるために、日本の居住者たる株主は、当該免除の資格があることを適切に証明するIRSフォーム

W-8ECIを当社に提供する必要がある。
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(b)　当社株式の売却に関する所得税

一般的に、当社の普通株式の売却に関連して日本の居住者たる株主により実現した利益は、以下に該当しない限りアメリカ

合衆国連邦所得税の課税対象ではない。

 

・株式の売却により認識された利益が合衆国内における株主の取引又はビジネスに事実上関係し、かつ当該株主のアメリカ

合衆国における恒久的施設に帰属している場合、

・株主が個人の場合、かかる個人が売却が行われた年に183日を超えて、アメリカ合衆国に滞在しており、かつその他一定

の条件を満たす場合、

・当社が合衆国連邦所得税の目的で「米国不動産持株会社（USRPHC）」としての地位にあることを理由として、かかる売却

の行われる前5年間又はかかる実質株主の保有期間の短い方の期間、当社の普通株式が米国不動産持分（USRPI）に該当する

場合。

 

上記の第１番目に記載された利益を得る日本の居住者たる株主は、合衆国人であった場合と同様な方法で通常の累進による

合衆国連邦所得税に基づき売却から得た純利益について課税される。

 

上記の第２番目に記載された要件に該当する日本の居住者たる株主は、売却から得た利益について30％の均一税率で課税さ

れる。これは、当該個人が合衆国居住者とみなされない場合であっても一定の合衆国源泉の資本損失により相殺できる可能

性がある。ただし、日本の居住者たる株主は、適時にかかる損失に関して合衆国連邦所得税の納税申告書を提出する必要が

ある。

 

当社のUSRPHCとしての地位に関して、当社は、合衆国連邦所得税の目的で当社が現在USRPHCであるとは考えておらず、また

USRPHCになることも考えていない。

 

株主は、当社普通株式の所有及び処分に関する上記規則の適用に関して、各自の税務顧問にご相談いただきたい。

(c)　当社株式についての配当及び譲渡所得に対する州及び地方の所得税

上記(a)及び(b)に記載のアメリカ合衆国連邦所得税のほかに、日本の居住者たる株主がアメリカ合衆国の一つ以上の州と、

いく通りかの形で関連性を有している場合、かかる株主は、株式の配当金又は譲渡所得に対し州及び／又は地方の所得税が

課せられる。一般的に、2003年日米租税条約では、外国の法人又は個人に対する州又は地方の課税を禁止又は制限していな

い。日本の株主による関連性で、州又は自治体の管轄権による課税を生じる形態には、法人の場合は、駐在所の維持又は事

業の一部をアメリカ合衆国で実施していることであり、また個人の場合は、1年の一部をアメリカ合衆国で労働又は生活する

ことが含まれている。

(d)　遺産税

現行法によれば、当社株式の実質株主である日本人が死亡した場合には、同人の所有にかかる当社株式は、合衆国連邦遺産

税の目的でかかる株主の総遺産に含まれるアメリカ合衆国内にある財産とみなされ、アメリカ合衆国内の連邦相続税の課税

対象となる可能性がある。ただし、「遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日

本国とアメリカ合衆国との間の条約（以下「1954年日米相続税条約」という。）の条項に別段の定めがある場合を除く。

(e)　情報報告及び予備源泉徴収

当社は毎年、IRS及び各日本の居住者たる株主に、かかる株主に支払われた配当額及びかかる配当に関する源泉徴収税額

を、源泉徴収が必要とされるか否かに関わらず報告する義務がある。かかる配当及び源泉徴収を報告する情報申告書の写し

は、2013年の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力

及び理解に関する声明（以下「2013年政府間協定」という。）」に基づき、日本の税務当局が利用できる可能性がある。
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日本の居住者たる株主は、かかる株主に支払われる配当について予備源泉徴収の対象である。ただし、かかる株主が（偽り

の場合は、偽証罪となることを承知の上）自身が合衆国人（内国歳入法に定義される。）ではないこと、及び支払人がかか

る株主が合衆国人であることを実際に知っている若しくは知っている理由がないことを証明する場合、又はかかる株主がそ

の他の免除を証明する場合を除く。情報報告及び（状況により）予備源泉徴収は、合衆国内における、又は一部の合衆国関

連の金融仲介機関を通じて行われる、当社普通株式の売却手取金に適用される。ただし、かかる株主が（偽りの場合は、偽

証罪となることを承知の上）自身が合衆国人（内国歳入法に定義される。）ではないこと、及び支払人がかかる株主が合衆

国人であることを実際に知っている若しくは知っている理由がないことを証明する場合、又はかかる株主がその他の免除を

証明する場合を除く。株主の証明の要件は、一般的に、適切に作成されたIRSフォームW-8BEN、IRSフォームW-8BEN-E又はIRS

フォームW-8ECI（又は適宜その後継のフォーム）を提出することで満たされる。

 

予備源泉徴収は追加的な課税ではない。予備源泉徴収規則により源泉徴収された税額は、必要な情報がIRSに適時に提出さ

れるならば、自身の米国連邦所得税債務の還付又は控除として認められる。

 

上記の説明は一般的な情報であり、税務上の助言であるとみなすべきではない。当社の普通株式を取得しようとする株主

は、各自の税務顧問に、各自の特定の状況に関する合衆国連邦所得税法及び遺産税法の適用並びに外国税法及び条約の適用

可能性及び効果に関して相談することを強くお勧めする。

 

(2)　日本における課税上の取扱い

日本国内の所得税法、法人税法、相続税法及びその他の関連法令の遵守を条件として、かつその限度内で、日本の個人又は

法人は、上記(1)「アメリカ合衆国における課税上の取扱い」の(a)、(b)及び(c)に記載した個人又は法人の所得（個人の場合

には相続財産を含む。）を対象とするアメリカ合衆国の租税については、適用される租税条約に従い、日本における支払税額

からの外国税額控除の適用を受けることができる。

 

 

４【法律意見】

 

当社の上席副社長兼秘書役、チーフ・ガバナンス・カウンセルであるマーガレット・M・マデンより下記の趣旨の法律意見

書が提出されている。

 

(a)　当社は、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づく法人として適法に設立され、有効に存続している。

(b)　同氏の知り且つ信ずる限りにおいて、本書の「第１　本国における法制等の概要（「３　課税上の取扱い―(2)　日本

における課税上の取扱い」を除く。）」に記載されているアメリカ合衆国及びデラウェア州の法律に関する記述は正確

である。
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第２ 【企業の概況】

 
１【主要な経営指標等の推移】

(上段：一株当たり金額を除き百万ドル)

(下段：一株当たり金額を除き百万円)

 
2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度

売上高
52,824 48,851 49,605 51,584 54,657

5,861,351 5,420,507 5,504,171 5,723,761 6,064,741

ファイザー社に帰属する当期純利益
7,215 6,960 9,135 22,003 14,570

800,576 772,282 1,013,620 2,441,453 1,616,687

資本金
485 485 484 486 487

53,816 53,816 53,705 53,927 54,038

発行済み普通株式数(百万株) 9,230 9,178 9,110 9,051 8,956

ファイザー社株主に帰属する

資本合計*

59,544 64,720 71,301 76,307 81,260

6,607,002 7,181,331 7,911,559 8,467,025 9,016,610

資本の部合計*
59,840 64,998 71,622 76,620 81,678

6,639,846 7,212,178 7,947,177 8,501,755 9,062,991

資産の部合計
171,615 167,381 167,566 170,415 182,974

19,042,400 18,572,596 18,593,123 18,909,248 20,302,795

1株当たり当期純利益‐基本的
1.18 1.13 1.44 3.23 1.96

131 125 160 358 217

1株当たり当期純利益‐希薄化後
1.17 1.11 1.42 3.19 1.94

130 123 158 354 215

株主持分比率 34.87％ 38.83％ 42.77％ 44.98％ 44.66％

1株当たり現金配当金
1.20 1.12 1.04 0.96 0.88

133 124 115 107 98

営業活動より調達した資金(純額)
15,901 14,688 17,084 17,684 16,746

1,764,375 1,629,780 1,895,641 1,962,217 1,858,136

投資活動より調達した(使用した)

資金(純額)

(7,811) (2,980) (5,654) (10,544) 6,154

(866,709) (330,661) (627,368) (1,169,962) 682,848

財務活動より調達した(使用した)

資金(純額)

(8,921) (10,409) (10,187) (14,975) (15,999)

(989,874) (1,154,983) (1,130,350) (1,661,626) (1,775,249)

現金及び現金同等物
2,595 3,641 3,343 2,183 10,081

287,941 404,005 370,939 242,226 1,118,588

従業員数 約96,500名 約97,900名 約78,300名 約77,700名 約91,500名

 

* 上表の「資本の部合計」とは、「ファイザー社株主に帰属する資本合計」と「非支配持分に帰属する資本」の合計

である。
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２【沿　革】
 
1849年 チャールズ・ファイザー・アンド・カンパニーが精製化学薬品事業を開始。ファイザー初の医学的大発明

となった飲み易く糖蜜加工された駆虫薬サントニンの製造を開始。

 

1862年 食品・化学産業に必要不可欠な酒石酸及び酒石クリームの国内初生産を他社に先駆けて開始。

 

1868年 南北戦争中連邦軍が使用した多くの医薬品を製造。戦時中の成長に合わせてマンハッタンのウォールスト

リート地区メイデン・レイン81番地に新事務所を開設。

 

1880年 輸入レモン・ライム濃縮を使用しクエン酸の製造を開始。その後のファイザーの主要製品となると同時に

成長の跳躍台となる。

 

1882年 合衆国の西部開拓の波に乗りイリノイ州シカゴに事務所・倉庫を開設。ファイザー初のニューヨーク州外

への進出となる。

 

1900年 ファイザーは、ニュージャージー州に正式な基本定款を提出した。授権株式2百万ドルは、1株当たり100

ドルの20,000株に分割された。

 

1919年 発酵によるクエン酸の大量生産に成功。これによりヨーロッパの柑橘類生産業者への依存度を軽減。

 

1924年 チャールズ・ファイザー・アンド・カンパニー創立75周年。従業員306名

 

1928年 アレクサンダー・フレミングがペニシリン黴の抗生作用を発見。ファイザーの将来に多大な影響を与える

医学史上の大発見となる。

 

1939年 ファイザーが開発した砂糖の発酵によるクエン酸の製造により1919年では1ポンド1.25ドルだったクエン

酸の価格が20セントにまで値下がり。発酵技術における先駆者としての地位を確立。

 

1941年 合衆国政府の要請に応え第二次大戦中の連合軍兵士の治療に必要なペニシリンの製造を拡大。ペニシリン

の大量生産に尽力する企業のなかで唯一ファイザーが発酵技術を利用。

 

1944年 深水槽発酵によりペニシリンの大量生産に成功。世界最大の「ミラクル・ドラッグ」製造業者となる。D-

Day（北フランス侵攻開始日）の連合軍のために輸出されたペニシリンの大半を製造。

 

1949年 ファイザー創立100周年。

 

1950年 ファイザーのファースト・ディスカバリー・プログラムの成果である幅広い実用性を持つ抗生物質のテラ

マイシン（オキシテトラサイクリン）が初の「Pfizer」銘柄製品として合衆国内で販売開始。国際市場に

も進出を開始し、国際部門を設置。

 

1951年 キューバ、イギリス、インド、メキシコ及びプエルトリコにおいて事業を展開。

 

1952年 動物の疾病に対する最先端の治療技術の提供を目的として農業部門を設置。インディアナ州テラホートに

初の農業部門専用の研究施設を建設。

 

1953年 栄養補給剤メーカーのJ.B. ローリグ・アンド・カンパニーがファイザーの傘下に。マーケティング部門

の重要な一員となる。

 

1955年 英国における発酵工場の創業を開始。ファイザーの英国における研究開発の礎となる。日本の台糖と業務

提携。1993年には吸収合併によりファイザーの100％子会社に。

 

1960年 コネチカット州グロトンに医療研究所を開設し、ファイザーの研究に対する更なる熱意をアピール。

 

1961年 10年にわたる大幅な実質成長が始まる。マンハッタンの中心街に新しい本社ビルを建設。
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1971年 世界各地の医薬品、農業及び化学研究部門を統合し中央研究部門を開設。イギリス、フランス、日本及び

アメリカ合衆国の研究所もその傘下に。

 

1972年 売上10億ドルを達成。ジョン・パワーズ・ジュニアが退職し、エドモンドT.プラット・ジュニアが最高経

営責任者、ジェラルドD.ローバークが社長に就任。

 

1980年 フェルデン（ピロキシカム）が、世界で最も良く売れている抗炎症処方薬の一つとなり、総売上高が10億

ドルに到達したファイザー初の製品となった。

 

1988年 農業部の名称をアニマルヘルス部門に変更。以後数年間にわたりデクトマックス（ドラメクチン）などの

画期的な製品を発売。

 

1989年 1日1回投与で効く革新的な狭心症及び高血圧用持続放出錠剤プロカーディアXL（ニフェジピン）の販売を

開始。

 

1991年 ウィリアム・C・スティア・ジュニアが社長に任命され、1年後に最高経営責任者にも指名される。

 

1992年 スティアが取締役会会長に就任。ファイザーの得意分野をさらに強化する方針を固める。ゾロフト（セル

トラリン塩酸塩）ノルバスク（アムロディピン・ベシレイト）及びジスロマック（アクスロミシン）を同

時に量産。

 

1993年 医薬品業界においては最初の医薬品寄付プログラム ― シェアリング・ザ・ケア ― を開始。アメリカ合

衆国内で100万人を超える対象の低所得層及び非保険加入者に医薬品を提供。

 

1994年 研究開発費が10億ドルを突破。

 

1995年 アニマルヘルス・グループがスミスクライン・ビーチャムのアニマルヘルス事業を買収。世界最大の家畜

及びペット用医薬品開発・製造業者となる。

 

1997年 フォーチュン誌の最優秀医薬品企業に選ばれる。翌年も最優秀医薬品企業の地位を維持。

 

1998年 勃起不全治療を飛躍的に進歩させたバイアグラ（シルデナフィル・シトレイト）の発売によりファイザー

の製品ラインアップがさらに充実。研究費が25億ドルに迫る。

 

2000年 ファイザーとワーナーランバートが合併して新生ファイザーとなり、世界で最大手の製薬会社が誕生し

た。

 

2001年 ウィリアム・C・スティア・ジュニアは2001年1月1日最高経営責任者退任を発表し、さらに当社の定時株

主総会後の4月に取締役会会長を辞任した。ヘンリー・A・マッキンネル・ジュニアがスティア氏の後任と

して取締役会会長と最高経営責任者を引き継いだ。2001年6月、ハンク・マッキンネルは、患者、顧客、

同業者、投資家、事業提携者そして我々が働きかつ生活している地域社会にとって、ファイザーが世界で

最も価値の高い会社になるべくその新しい使命を発表した。

 

2003年 ファイザーはファルマシア・コーポレーションの取得を完了した。取得は、パーチェス会計法に基づいて

株式交換で会計処理された。

 

2004年 ファイザーは、ダウ・ジョーンズ・アンド・カンパニーにより、世界でも最も有名な株価指標である、ダ

ウジョーンズ工業株30種平均の構成銘柄に加えられた。ファイザーはエスペリオン・セラピューティク

ス・インクの買収を完了した。かかる買収はパーチェス法により会計処理された。

 

2005年 ファイザーはイドゥン・ファーマスーティカルズ・インクの買収を完了した。かかる買収はパーチェス法

により会計処理された。

 

ファイザーはバイキュロン・ファーマスーティカルズ・インクの買収を完了した。かかる買収はパーチェ

ス法により会計処理された。
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2006年 転移性腎細胞がん（mRCC）を含む進行腎細胞がん及び疾患の進行又は及びメシル酸イマチニブへのアレル

ギーに対する消化管間質腫瘍（GIST）を適応症として、経口型のマルチターゲット型チロシキナーゼ阻害

剤であるスーテント（スニチニブ）の発売により、当社の誇る優れた医薬品にスーテントが新たに加えら

れた。

 

当社は、危険な院内感染又は免疫不全を引き起こすイースト状真菌であるカンジダ菌による特定の感染症

の新しい治療薬であるエラクシス（アニュデラファンギン）を発売した。

 

成人向けの禁煙のための処方薬であるチャンティックス（バレニクリン）を発売した。

 

７月、当社の取締役会はジェフリー・B・キンドラーを最高経営責任者に選任した。キンドラーは、取締

役会会長ハンク・マッキンネルの後任となった。

 

12月、当社の取締役会は、当社の最高経営責任者であるジェフリー・B・キンドラーをハンク・マッキン

ネルの後任の取締役会会長に任命した。

 

12月、当社は、当社のコンシューマー・ヘルスケア事業のジョンソン・エンド・ジョンソンへの166億ド

ルの売却を完了した。

 

2007年 1月、当社は、エンブレックス・インクの買収を完了した。

 

2月、当社は、バイロレクシス・ファーマシューティカルズ・コーポレーションの買収を完了した。

 

2009年 10月、当社は、約680億ドルでワイスの買収を完了した。

 

2010年 12月、ジェフリー・B・キンドラーは、会長兼最高経営責任者を辞任した。取締役会は、社長兼最高経営

責任者にイアン・C・リードを、非常勤取締役会会長にジョージ・A・ローチを指名した。

 

2011年 2月、当社は、36億ドルの現金又はキング・ファーマシューティカルズ・インク（以下「キング社」とい

う。）の株式1株当たり14.25ドルによるキング社の買収を完了した。

 

7月、当社は、当社のアニマルヘルス事業及びニュートリション事業について、戦略的代替案を模索する

決定を発表した。戦略的代替案には、とりわけスピンオフ、売却又はその他の取引による、当該各事業の

当社からの完全な又は部分的な分離が含まれる可能性があることも示した。

 

8月、当社は、現金約24億ドルでカプスゲル事業の売却を完了した。

 

12月、当社の取締役会は、社長兼最高経営責任者であるイアン・リードを取締役会会長兼最高経営責任者

に選出した。リード氏は、ジョージ・A・ローチの後を継いで取締役会会長となった。取締役会の社外取

締役は、ローチ氏を主導的社外取締役として指名した。

2012年 8月、当社は、当社のアニマルヘルス事業を行うゾエティス・インク（以下「ゾエティス社」という。）

の最大20％の持分を取得するための新規株式公開（以下「IPO」という。）を行う可能性があるとして、

SECに対し届出書を提出した。

 

11月、当社は、現金118.5億ドルによる社のニュートリション事業のネスレ社への売却を完了した。

 

2013年 2月、ファイザーの子会社であるゾエティス社の19.8％の持分を取得するIPOを完了した。IPO完了前、当

社は、アニマルヘルス事業の資産及び負債を実質上すべて、ゾエティス社に譲渡した。

 

6月24日、ファイザーは、ファイザー株主へ対するエクスチェンジ・オファーに従い、（ゾエティス社の

発行済株式総数の約80.2％に相当する全クラスB普通株式のクラスA普通株式への転換後）ゾエティス社の

クラスA普通株式の残りの全持分400.985百万株を、非課税ベースでファイザーの発行済普通株式約

405.117百万株と交換した。
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2015年 9月、ファイザーは、ホスピーラ・インク（以下「ホスピーラ社」という。）の買収を完了した。同社

は、世界をリードする無菌注射剤及びインフュージョンテクノロジーの提供業者であり、バイオシミラー

の提供業者でもある。買収金額は、ホスピーラ社株式1株当たり現金90ドルで、総額約161億ドルであっ

た。

 

2016年 6月24日、ファイザーは、アナコール・ファーマシューティカルズ・インク（以下「アナコール」とい

う。）の株式を１株当たり99.25ドルの現金で取得し、買収総額約49億ドル（取得現金控除後45億ドル）

及び698百万ドルの債務引受で、同社の買収を完了した。

 

9月28日、ファイザーはメディベーションを現金約143億ドル（取得現金控除後139億ドル）で取得した。

 

12月22日、ファイザーは主に米国外のアストラゼネカの社の低分子抗感染薬事業について、開発および商

品化の権利を取得した。

 

2017年 2月3日、当社はグローバルな輸液治療の純資産（HIS）を、最大約900百万ドル（現金及び条件付き現金対

価、ICUメディカルの普通株式及び売主融資から構成される。）で、ICUメディカルへの売却を完了した。
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３【事業の内容】
 

概要

 

ファイザー・インクは、研究開発指向型の世界規模のバイオ医薬品会社である。当社は、医薬品の創薬、開発及び製造を通

じて、人々の寿命を延ばしその生活を大幅に改善する治療薬を提供するために、科学及び当社の世界資源を適用している。当

社のグローバル・ポートフォリオには、世界で最も知名度の高い多くの消費者ヘルスケア製品に加え、薬剤及びワクチンが含

まれる。当社は、先進国市場及び新興市場の各地で業務に携わり、我々の時代に最も恐れられている疾病に立ち向かうため、

福祉、予防、治療及び治癒等を促進している。当社は、医療関係者、政府及び地域団体と連携を取り、世界中で低価格で信頼

できる医療が利用できるよう支援しその利用を拡大させている。当社の収益は、当社製品の販売に加え、規模は小さいもの

の、提携契約に基づき他社又は当社が創薬又は開発した製品の共同販促活動を通じて稼得されている。当社の収益の大部分

は、バイオ医薬品の製造販売によるものである。当社は、1942年6月2日にデラウェア州法に準拠して設立された。

 

当社の医薬品は医療関係者及び患者の双方に、疾病治療の向上のみでなく、例えば緊急治療室若しくは入院費用等のその他

の医療コストの削減、並びに保健、健康及び生産性の改善からも、著しい価値を提供すると当社は考える。当社は引き続き、

当社医薬品の価値並びに疾病を予防・治療し成果を向上させるために当社が患者、医者及び支払者とうまく協働できる方法に

ついての対話に積極的に関与する。当社は引き続き現行の法制及び価格構造の中で協働し、価格の取決め及び支払者との契約

方法の見直しを継続し、患者の利用を最大化し、当社収益への悪影響を最小化することを継続する。当社は患者の命を伸ば

し、生活を著しく改善する治療法をもたらす革新的な当社の目的を達成することを固く約束する。そうすることにより、当社

は当社がサービスを提供する患者及び当社株主に価値を創造できることを期待する。

 

当社は、当社自身のパイプラインを前進させ、当社の既存製品の価値を最大化するとともに、提携、ライセンス契約、ジョ

イントベンチャー、共同契約、持分法投資若しくはデットインベストメント、事業売却、M&A等の様々な形式の事業開発を通じ

て成長機会の活用に全力で取り組む。当社は、その事業開発活動を当社戦略を実現する鍵と考え、事業開発機会を査定するた

めに規律ある戦略的かつ財務的手法を遂行することにより、収益の成長を生み出し、株主価値を向上させることを目指す。

 

2017年2月3日、当社はグローバルな輸液治療の純資産（HIS）のICUメディカルへの売却を完了した。その対価は、最大約

900百万ドル（現金及び条件付き現金対価、ICUメディカルの普通株式及び売主融資から構成される。）である。HISにはIVポン

プ、点滴液及び機器を含む。契約の条項に基づき、当社はICUメディカルの新規発行普通株式320万株（当社はこれを約430百万

ドルと評価した（市場性の欠如による割引きを差し引いた、払込日付のICUメディカル普通株式終値に基づく。）。）、ICUメ

ディカルからの約束手形75百万ドル及びおよそ200百万ドルの現金（慣例による正味運転資金の調整前）を受領した。加えて、

ICUメディカルが2019年12月31日までに結合会社について累積的な業績目標を達成することを条件として、当社は追加で最大

225百万ドルを現金で受領する権利がある。ICUメディカル株式の受領後、当社は払込日付でICUメディカルのおよそ16.4％を所

有する。当社は当社が所有するICUメディカル株式につき18か月間の一定の譲渡制限に同意している。詳細については、「第

6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2B「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共

同契約、持分法投資：売却目的で保有する資産及び負債」を参照のこと。

 

2016年12月22日（当社の海外事業については、2017年度の第1四半期にあたる。）、当社は主に米国外におけるアストラゼ

ネカの低分子抗感染薬事業の開発及び商業化の権利を取得した。これにはEUの新承認薬であるZavicefta™ (セフタジジム-

avibactam)、販売済み成分のMerrem™/Meronem™ (メロペネム)及びZinforo™ (セフタロリンfosamil)、並びに臨床開発資産

であるアズトレオナム-avibactam及びセフタロリンfosamil-avibactamに対する権利を含む。契約の条項に基づき、当社は手続

き完了時点でアストラゼネカに対して前払い金約550百万ドルを支払い、2019年1月に175百万ドルの繰延払いを行う予定であ

る。さらに、アストラゼネカはマイルストーンペイメントとして最大250百万ドル、販売関連費用として最大600百万ドル並び

に特定市場におけるZavicefta™及びアズトレオナム-avibactamの販売にかかる段階的ロイヤルティを受領する権利がある。
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2016年９月28日、当社はメディベーションを約143億ドル（取得現金控除後で139億ドル）の現金で取得した。メディベー

ションは現在ファイザーの完全子会社である。メディベーションはがん治療低分子の開発及び商業化に注力しているバイオ医

薬品会社である。メディベーションのポートフォリオには、がん細胞中のアンドロゲン受容体の伝達経路を多段階で阻害する

アンドロゲン受容体拮抗薬であるイクスタンジ（エンザルタミド）、及び２つの開発段階のがん治療資産を含む。イクスタン

ジはファイザーとアステラスとの共同契約により開発及び商業化されつつある。アステラスは米国外のイクスタンジの独占的

販売権を所有している。詳細については、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2A「買収、売却目的で保有す

る資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資：買収」を参照のこと。

 

2016年６月24日、当社はアナコールを約49億ドル（取得現金を除くと45億ドル）の現金及び698百万ドルの債務引受けによ

り買収した。アナコールは現在ファイザーの完全子会社であり。アナコールは、ホウ素化学のプラットフォームからの革新的

な低分子治療法を中心とするバイオ医薬品会社である。アナコールの抗炎症性の非ステロイド分化局所PDE4阻害薬であるクリ

サボロールは、商品名Eucrisaで、2016年12月14日にFDAによる承認を受けた。詳細については、本書「第6 経理の状況」の連

結財務諸表に対する注記2A「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投

資：買収」を参照のこと。

 

2015年9月3日、当社は、世界をリードする無菌注射剤及びインフュージョン（輸液）テクノロジーの提供業者であり、かつ

バイオシミラーも提供するホスピーラ社をおよそ1,610億ドルの現金（取得現金を除くと1,570億ドル）で買収した。ファイ

ザーとホスピーラの現地子会社の統合は様々な管轄地域において保留される可能性があり、統合は様々な現地の法令上の手続

きの完了を条件とする。

 

詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2A「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ラ

イセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資：買収」を参照のこと。

 

当社の事業は、当社が事業を行う大半の国において、厳しい規制を受けている。米国において、当社の事業を規制する主な

規制当局は、FDAである。FDAは、当社が提供する製品の安全性及び効能、並びに当社の研究、品質、製造工程、製品販売促進

活動、広告及び製品の添付文書を規制する。海外においても、ほとんどの国で類似の規制が存在し、政府が当社の薬価を管理

する国も多い。EUにおいては、EMAが当社製品の科学的な評価、監督及び安全性のモニタリングを規制し、EU及び欧州経済地域

諸国の医薬品の承認の集中手続きを採用する。日本においては、PMDAが臨床研究、承認、薬剤の市販後調査及び薬品の安全性

等の幅広い規制業務に関与する。多くの中間及び低所得国の保険当局は、審査請求プロセスの実施及び/又は最終承認の発行を

開始する前に、定評のある規制当局（FDA又はEMAなど）による販促活動の承認を求める。詳細については、本書「第3　事業の

状況、3.　対処すべき課題」の「政府の規制及び価格統制」を参照のこと。

 

注：本書の数字は四捨五入により合計と一致しない場合がある。パーセンテージはすべて、四捨五入をしない数字を使用し

て計算されている。

 

利用可能な情報及びファイザーのウェブサイト

 

当社のウェブサイトのアドレスはwww.pfizer.comである。証券取引法の第13条(a)及び第15条(d)に従い、提出された当社の

2016年度のForm 10-K様式による年次報告書、Form 10-Q様式による四半期報告書及びForm 8-K様式による臨時報告書、並びに

それらの訂正報告書は、当社がSECに電子的に提出後、可能な限り迅速に当社のウェブサイトにおいて、テキスト形式、及び該

当する場合は、インタラクティブ・データファイル形式により閲覧可能となる。

 

当社は、重要な情報の開示手段として、またSECにより公表された「公平開示規則」に基づき、当社の開示義務を遵守する

ために、当社のウェブサイトを利用することもできる。当該開示は、当社のウェブサイト上の「Investors」又は「News」のセ

クションに記載されている。したがって、投資家は、ファイザーのプレスリリース、SECへの提出書類及び公開される電話会議

及びウェブ放送、並びにファイザーのソーシャルメディア・チャンネル（ファイザーのFacebook、YouTube及びLinkedlnのペー

ジ及びTwitterアカウント（＠Pfizer及び＠Pfizer News））に加え、当社のウェブサイトのそれらのセクションを確認する必

要がある。
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当社のコーポレート・ガバナンス原則、取締役資格基準、ファイザーの業務遂行に関する方針（当社の最高経営責任者、最

高財務責任者及び会計担当役員を含む当社の従業員全員）、取締役の業務倫理規範、取締役に関する情報、取締役との電子

メールによる連絡方法、委員会規約、主導的社外取締役の規約、取締役及び役員によるファイザー有価証券の取引、最高経営

責任者及び最高財務責任者による証明を含む、ファイザーのコーポレート・ガバナンスに関する情報は、当社のウェブサイト

で入手できる。当社は、Corporate Secretary, Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755宛ての書面に

よる要請があれば、無料で上記情報を提供する。当社は最高経営責任者、最高財務責任者及びコントローラーに影響を与える

ファイザーの業務遂行方針の規定の今後の修正又は免除を、適用あるSEC及びNYSEの規則で要求される通り、当社のウェブサイ

トに可及的速やかに開示する。Computershare Investment Program、株主所有権の振替及び配当の口座振込を含む、株主サー

ビスに関する情報も、当社のウェブサイトで入手可能である。

 

当社のウェブサイト、Facebook、YouTube及びLinkedlnのページ又はTwitterアカウントに記載される情報は、本報告書の一

部を構成せず、また構成するとみなされないものとする。ウェブサイトのURLへの参照は、補足的な参考資料としてのみを目的

としている。

 

事業運営

 

当社は、2つの異なる事業セグメント、すなわちファイザー・イノベーティブ・ヘルス（IH）事業及びファイザー・エッセ

ンシャル・ヘルス（EH）事業（以前はエスタブリッシュ医薬品事業と呼ばれていた。）を通じて、当社の事業運営を管理す

る。2016年度第2四半期から、当社が現在イノベーティブ医薬品及びコンシューマー・ヘルスケア事業をIHという1つの事業セ

グメントとして運営していることを反映して、当社の事業セグメントを再編した。2014年度開始から2016年第２四半期まで

は、これらの事業は2つのセグメント（グローバル・イノベーティブ医薬品セグメント及びワクチン・オンコロジー・コン

シューマーヘルスケア・セグメント）として運営されていた。当社は前期間の情報をこの再編を反映するように修正してい

る。IH事業セグメント及びEH事業セグメントはそれぞれ1名のマネージャーが率いる。各事業セグメントは、その商業活動、並

びに新たに開発中の製品及び概して実現可能であることを示した既存製品の追加適応のための一部のIPR&Dプロジェクトについ

て責任を担う。各事業は、先進国市場及び新興市場にわたり、地域別拠点を有している。

 

当社の事業セグメントに関する追加情報は、以下のとおりである。

 

ファイザー・イノベーティブ・ヘルス  ファイザー・エッセンシャル・ヘルス

IHは、コンシューマー・ヘルスケア製品に加え

て、患者の生活を大幅に改善する価値創造革新薬

及びワクチンの開発及び商品化を行う。

これらの治療分野には、内科、ワクチン、腫瘍、

炎症及び免疫、希少疾患及びコンシューマー・ヘ

ルスケアが含まれる。

 

EHには、先進及び新興市場において市場独占権を喪失し

た若しくは間もなく喪失する予定のレガシーなブランド

薬、ブランドジェネリック医薬品、ジェネリック無菌注

射剤製品、バイオシミラー及び輸液システム（2017年2

月まで）が含まれる。EHはたまた、R&D組織並びに当社

の受託製造事業を含む。

 
主なブランド薬:

- プレブナー 13

- ゼルヤンツ

- エリキュース

- リリカ (米国、日本及びその他市場)

- エンブレル (米国及びカナダ以外)

- バイアグラ (米国及びカナダ)

- イブランス

- イクスタンジ

- OTC コンシューマー医薬品数種 (例えば、アド

ビル及びセントラム)  

主なブランド薬:

- リピトール

- プレマリン 製品群

- Norvasc

- リリカ (ヨーロッパ、ロシア、トルコ、イスラエル及

び一部アジア諸国)

- セレブレックス

- プリスティーク

- 無菌注射剤製品数種
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当社は、有望な資産を開発するために投資を継続し、未だ満たされていない医療ニーズの分野で高度に差別化された製品候

補の強固なパイプラインを確保することを目的として事業開発の対象を絞ることにより、画期的かつ広く特許保護された既存

及び新規発売製品で構成されるIHのバイオ医薬品ポートフォリオが維持されると期待している。IHによって管理される資産

は、科学主導で高度に分化され、一般に医療関係者及び消費者との高いレベルでの関与が必要となる。

 

EHは、世界中の患者に対し、有効かつ価値の高い治療薬を低価格で提供することにより、強固で着実なキャッシュ・フロー

を生成することが期待されている。EHは、そのバイオシミラー開発ポートフォリオを拡大するために、生物製剤の開発、規制

及び製造の専門的技術を活用する。さらに、EHはジェネリックの無菌注射剤ポートフォリオの発展に役立てるために製剤設計

開発及び製造専門技術の能力を活用する。EHは、商業的戦略をさらに実現するために、対象の事業展開にも従事する可能性が

ある。

 

これらの事業セグメントの詳細については、下記のイノベーティブ・ヘルス及びエッセンシャル・ヘルス、本書「第6　経

理の状況」の連結財務諸表に対する注記18「セグメント別、地域別及びその他の売上情報」（損益計算書に関する主要な情

報、地域別情報及び重要な製品別売上高という表題名の表を含む。）、本書「第3　事業の状況、1.業績等の概要」中のセグメ

ント及び地域別収益の表及び事業セグメント情報の分析を参照のこと。

 

イノベーティブ・ヘルス

 

当社は、2016年度に６つのIH製品のそれぞれ（プレブナー13/プレベナー13、リリカ（ヨーロッパ全土、ロシア、トルコ、イ

スラエル及び中央アジア諸国以外）、エンブレル（米国及びカナダ以外）、イブランス、バイアグラ（米国及びカナダ）及び

スーテント）及び、2015年度及び2014年度に５つのイノベーティブ医薬品のそれぞれ（プレブナー/プレベナー 13、リリカ

（ヨーロッパ全土、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア諸国以外）、エンブレル（米国及びカナダ以外）、バイアグ

ラ（米国及びカナダ）、並びにスーテント）において、10億ドルを超える直接的な製品売り上げを記録した。当社はまた、IH

の提携による収益については2015年度及び2016年度（主にエリキュース）に、10億ドル超を記録した。本書「第３　事業の状

況、4　事業等のリスク」の「主要な既存製品への依存」を参照のこと。

 

10億ドルを超えるIH製品及びIH提携による収益がイノベーティブ・ヘルス収益合計に占める割合

 

イノベーティブ・ヘルスの地域別収益＊
 

* Dev Int'l = 米国を除く先進国市場。Em Mkts = 新興市場
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当社のIH事業の収益（主なIH医薬品の収益を含む。）に関する詳細は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注

記18「セグメント別、地域別及びその他の売上情報」及び本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「収益－主要製品」

及び「収益－代表的な製品について」を参照のこと。さらに、当社のIH事業の主要な事業収入の要因については本書「第3　事

業の状況、1　業績等の概要」の「事業セグメント情報の分析－イノベーティブ・ヘルス事業セグメント」を参照のこと。

 

IH事業セグメントを構成する主要な治療分野は以下の通りである。

 

内科

 

一定の当社の主要な内科医薬品（リリカ（ヨーロッパ全土、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア諸国以外）、バイ

アグラ（米国及びカナダ）、チャンティックス/チャンピックス及びエリキュース（BMSとの共同開発及び販売））についての

説明は、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」を参照のこと。

 

ワクチン

 

プレブナー13/プレべナー 13を含む一定の当社の主要なワクチン医薬品についての説明は、本書「第3　事業の状況、1　業

績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」を参照のこと。

 

オンコロジー（腫瘍）

 

Ibrance、スーテント、ザーコリ、インライタ及びイクスタンジ（アステラスとの共同開発及び販売）を含む一定の当社の主

要なオンコロジー医薬品についての説明は、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品につい

て」を参照のこと。

 

炎症及び免疫

 

エンブレル（米国及びカナダ以外）及びゼルヤンツを含む、当社の主要な炎症・免疫医薬品についての説明は、本書「第3　

事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」を参照のこと。

 

希少疾患医薬品

 

べネフィクス、ジェノトロピン 及びリファクトAF/シンサなどの当社の主要な希少疾患医薬品についての説明は、本書「第

3　事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」を参照のこと。

 

コンシューマー・ヘルスケア事業

 

ユーロモニター・インターナショナルのリテール販売データによると、2016年度、ファイザーのコンシューマー・ヘルスケ

ア事業は、世界で4番目に大きい多国籍ブランドのOTCコンシューマー・ヘルスケア事業であり、世界で売上げの高い10のヘル

スケアブランド製品のうち2製品（セントラム及びアドビル）を製造していた。
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当社のコンシューマー・ヘルスケア事業における主な分類及び製品ラインには、以下が含まれる。

 

・ 栄養補助食品：セントラム・ブランド（セントラム、セントラム・シルバ、セントラム・メンズ及びウィ

メンズ、セントラム・マルチグミ、セントラム・ビタミン、セントラム・スペシャリスト、セントラム・

フレーバー・バースト及びセントラム・キッズ等）、カルトレイト、エマージェンC

・ 疼痛管理：アドビル・ブランド（アドビル、アドビルPM、アドビルLiqui-Gels、アドビルFilm Coated、ア

ドビル生理痛、チルドレンズ・アドビル、インファンツ・アドビル及びアドビルMigraine等）及びサーマ

ケア

・ 消化管系：ネキシウム24HR/ネキシウム・コントロール及びPreparation H

・ 呼吸器及びパーソナルケア：Robitussin、アドビルCold ＆ Sinus、アドビルSinus Congestion & Pain、

Dimetapp、チャップスティック

 

エッセンシャル・ヘルス

 

当社は2016年度に２つのEH医薬品（リピトール及びプレマリン製品群）、2015年度に３つのEH医薬品（リピトール、リリカ

（ヨーロッパ、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア）及びプレマリン製品群）並びに2014年度については６つのEH医

薬品（セレブレックス、リピトール、リリカ（ヨーロッパ、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア）、ザイボックス、

Norvasc及びプレマリン製品群））のそれぞれについて、10億ドルを超える直接的な製品売り上げを記録した。本書「第３　事

業の状況、4　事業等のリスク」の「主要な既存製品への依存」を参照のこと。

 

10億ドルを超えるEH製品がエッセンシャル・ヘルス収益合計に占める割合

 

エッセンシャル・ヘルスの地域別収益＊

* Dev Int’l = 米国を除く先進国市場。Em Mkts =新興市場

 

 

当社のEH医薬品事業の収益（主要EH医薬品の収益を含む。）に関する詳細は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対

する注記18「セグメント別、地域別及びその他の売上情報」及び本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「収益－主要

製品」及び「収益－代表的な製品について」を参照のこと。さらに、当社のEH事業の主要な事業収益の要因については、本書

「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「事業セグメント情報の分析－エッセンシャル・ヘルス事業セグメント」を参照の

こと。
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当社のEH事業セグメントの製品分類には、以下が含まれる。

 

・ グローバル・ブランドは以下を含む。

 ・レガシー・エスタブリッシュ医薬品：特許権の保護を喪失した医薬品（無菌注射剤製品及びPeri-LOE医

薬品を除く。）。

 ・Peri-LOE(独占期間の満了が近い)医薬品：特許の保護を最近喪失した、若しくは間もなく喪失が見込ま

れる製品。これらの製品には主に、一部の先進欧州市場におけるリリカ、全世界のプリスティーク、多

くの先進国市場におけるセレブレックス、ザイボックス及びレバチオ、一部の先進欧州市場及び日本に

おけるブイフェンド及びバイアグラ並びにEUにおけるインスプラを含む。

・ 無菌注射剤製品：ジェネリックの注射剤及び特許権で保護されたスペシャリティ注射剤（Peri-LOE医薬品

を除く。）。

・ 輸液システム（2017年2月まで）：輸液ポンプ及び関連するソフトウェア、サービス、並びに静脈内点滴薬

（大量の静脈点滴液及びその関連する管理セットを含む。）から成る、薬品管理システム製品。

・ バイオシミラー：米国及び一部の海外市場のインフレクトラ/Remsima (バイオシミラー・インフリキシマ

ブ)、一部の欧州市場、アジア市場及びアフリカ/中東市場におけるNivestim（バイオシミラー・フィルグ

ラスチム）並びに一部の欧州市場及びアフリカ/中東市場におけるRetacrit（バイオシミラー・エポエチ

ン・ゼータ）。

・ ファイザー・センターワン：(ⅰ)ゾエティス社との製造供給契約に関連する収益を含む、当社のレガシー

なファイザーの受託製造及び活発な原薬販売事業（以前は、ファイザー・センターソース社と呼ばれ

た。）からの収益、及び（ⅱ）レガシーなポスピーラの相対契約による無菌注射剤受託製造事業からの収

益を含む。

 

一定の当社の主要なEH医薬品（リピトール、プレマリン製品群、Norvasc、リリカ（ヨーロッパ、ロシア、トルコ、イスラエ

ル及び中央アジア）、セレブレックス、プリスティーク、ザイボックス及びインフレクトラ）についての説明は、本書「第3　

事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」を参照のこと。

 

提携による収益

 

当社は、一定の生物製剤製品（エリキュース及びイクスタンジを含む。）に関する共同開発及び/又は共同販売促進契約の

当事者である。エリキュースはBMSと共同で開発し、販売している。両社は全世界の販売費用及び利益/損失を均等に分担す

る。2015年4月、当社はBMSと特定の小規模市場における完全な販売権を当社に譲渡する契約に調印し、これは2015年度第３四

半期から有効となった。イクスタンジはアステラスと共同で開発し、販売している。両社はイクスタンジの米国の純売上高に

関する売上総利益（損失）を均等に分担する。一部の例外を除き、ファイザーとアステラスはイクスタンジの米国市場に帰属

する販売費用全額も均等に分担する。ファイザー及びアステラスはまた、一定の開発費用及びその他共同費用を分担し、ファ

イザーはイクスタンジの海外純売上高の一定割合の段階的なロイヤルティ（「その他の（収益）/費用（純額）」に計上）を受

領する。エンブレル（米国及びカナダ）、スピリーバ及びレビフの共同開発の権利は失効した。これらの共同開発・共同販売

促進契約の説明を含む詳細については、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について」、

本書「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」中の「当社の営業環境－業界固有の課題－知的財産権及び提携/ライセンス権」

及び本書「第3　事業の状況、4　事業等のリスク」の「主要な既存製品への依存」を参照のこと。

 

研究開発

 

当社のR&D組織がもたらす革新は、当社の成功に非常に重要である。充足されていない主要な医療ニーズに対応する画期的

な製品の発見、開発及び市場導入を行うことが当社の目標である。
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研究開発費（単位：10億ドル）
 

 

 

当社の研究開発事業

 

当社は、社内研究の他、第三者との契約、大学及びバイオテクノロジー関連企業との連携を通じて、また他の製薬会社と協

力してR&Dを行っている。当社のR&D支出は多数のマトリックス組織を通じて行われる。当社のWRD組織は一般的に、概念実証が

達成されるまでIH事業の研究プロジェクトに責任を持ち、その後これらのプロジェクトを予定される臨床及び商業上の開発の

ためにGPD組織（2016年初頭に設立された。）を通じてIHセグメントに移管する。

 

GPD組織は、後期開発段階にある当社のイノベーティブ医薬品のための一元化された新センターである。GPDはより効率的か

つ効果的な開発を可能とし、パイプラインを通じて資産を加速及び進化させる能力を向上させることを期待されている。GPD

は、当社の開発ポートフォリオ全体にわたり、より迅速に、より費用効率良く、及び複雑さを減らすことにより、高品質、効

率的かつよく機能する臨床プログラムをもたらすことを期待される開発能力を達成するために、IH事業から以前分離された開

発関連の一部機能とWRD組織を結合する。

 

WRD組織及びGPD組織はまた、一定の科学に基づく、その他プラットフォームサービス組織の端から端までに責任を持ち、専

門技術及びその他サービスを各種R&Dプロジェクト（EH R&Dプロジェクトを含む。）に提供する。これらの組織は、薬学、医薬

品化学、規制及び薬品安全などの科学を基盤とした機能（当社のWRD組織の一部である。）を含む。その結果、これらの各機能

の中で、当社はあらゆる治療分野及び大半の開発段階においてプロジェクト、医薬品候補及び/又はターゲット間の資源を移動

させることができ、当社は発展するニーズに対して迅速に反応することができる。

 

当社は、引き続きグローバルR&D組織を強化し、短期的及び長期的に価値を提供する持続可能なパイプラインを実現するた

めに、R&Dにおける革新及び生産性全体の改善を目的とした戦略を追求する。R&D業務に関する情報は、本書「第3　事業の状

況、1　業績等の概要」中の「原価及び費用－研究開発（R&D）費－研究開発事業の詳細」を参照のこと。

 

当社のR&D優先事項及び戦略

 

当社のR&Dの優先事項には、医学的・商業的に最も見込みのある差別化された治療薬及びワクチンのパイプラインの提供、

ファイザーを長期的な主導的地位に置くことが可能な革新的な新機能、並びに革新及び生産性の進行を早めるバイオ医薬品の

新規提携モデルの策定が含まれる。この目的のために、当社の研究は第一に以下に重点を置いている。

・バイオシミラー

・炎症及び免疫

・代謝性疾患及び心血管系リスク

・神経疾患

・がん

・希少疾病

・ワクチン
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当社は、共同開発並びに提携及びライセンス契約の他社との締結、加えて買収及び株式ベース若しくは負債ベースの投資の

活用により、当社の製品ラインのみならず、第三者が開発した有望な化学的及び生物学的リード分子並びに革新的技術を追求

し、当社の創薬及び開発の過程又はプロジェクトへの組入れも行っている。これらの契約は当社に、有望な化合物、技術若し

くは能力の共同開発、使用許可又は買収を可能とする。当社はまた、見込みのあるマイルストーンペイメント、収益分担支払

金、利益分担支払金及び/又はロイヤルティを受領する権利と交換に、当社の１以上のパイプライン医薬品の開発費用の一部に

資金供与することに第三者が合意する契約も締結する。共同開発、提携及び使用許可契約及び株式ベース若しくは負債ベース

の投資により当社はリスクと費用の分担及び外部の科学及び技術の専門家へのアクセスが可能となり、当社の製品並びに実施

許諾を得た若しくは買収した製品を発展させることができる。

 

当社のR&Dパイプライン及び競争

 

イノベーションは当社の成功に最重要であり、創薬及び開発は、多大な時間と費用を要し、予測不可能なものである。

Pharmaceutical Benchmarking Forumによると、臨床前試験に進んだ20の化合物のうち、主要市場（米国、EU又は日本）の規制

当局によって承認されるものはたった1つの化合物である。初期の創薬又は設計から開発を経て規制当局の承認に至る過程は、

10年以上を要する場合がある。新薬候補は、この過程のいかなる段階においても失敗となる可能性があり、研究開発に何年も

費やしたとしても、規制当局の承認を取得できない場合もある。

 

2017年1月31日現在、当社はR&Dの様々な段階のプロジェクトを下記の通り抱えていた。

 

 

1つの化合物の開発は、複数のプログラムの一部として行われる場合が多い。これらの医薬品候補は、規制当局による承認

を取得する可能性もあれば、結局は取得できない可能性もある一方で、臨床開発段階に進む新薬候補は、将来の製品の基盤と

なるものである。創薬及び新薬の開発に加え、当社のR&Dは、当社の既存製品の有効性を向上させ、服用性を拡大し、新規適応

症の可能性を発見することにより、当社の既存製品に付加価値を与えることを目指し努力している。

 

開発段階にある複数の候補薬及び既存製品の追加申請に関する情報は、本書「第3　事業の状況、6　研究開発活動」を参照

のこと。

 

当社の競合他社も、R&Dには多額の資金及び資源を投じている。また当社は、潜在的な新薬候補を開発するにあたり、数々

の小規模のバイオテクノロジー会社と競争している。競合他社による研究成果の程度により、当社の既存製品及び開発中の製

品の潜在的売上高が低下し、製品の予期せぬ陳腐化が生じる可能性がある。加えて、当社の競合他社のうち数社は、巨額のR&D

費用をかけずに事業を運営し、当社の特許が失効する前に定期的に異議を申し立てることにしている。詳細については、以下

の「競争」及び本書「第3　事業の状況、4　事業等のリスク」の「競合製品」を参照のこと。

 

海外業務

 

当社は、米国外で大規模な事業を展開している。先進国市場及び新興市場における事業は、当社の2つの事業セグメント

（IH及びEH）を通じて運営されている。新興市場は、世界首位を目指す当社の戦略にとって重要な要素であり、当社の組織構

造は、急速に成長を遂げる新興市場の人口動態及び急成長する経済力が先進国市場で見られる特徴に近づきつつあることを認

識したことによるものである。
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当社は125か国以上で製品を販売している。海外業務からの2016年度の収益は265億ドルであり、総収益の50％を占めた。日

本は米国を除き当社にとって最も大きい市場である。収益の地域別内訳については、本書「第6 経理の状況」の当社の連結財

務諸表に対する注記18「セグメント別、地域別及びその他の売上情報」の表「地域別情報」、及び「第3　事業の状況、1　業

績等の概要」の表「セグメント別及び地域別収益」を参照のこと。

 

収益が500百万ドルを超える米国外の国数

 

 

国別収益

 

 

当社の海外事業は、程度の差はあれ、他国で事業を運営する場合に内在する多数のリスクを伴う。そのリスクには、特に為

替変動、資本及び為替の管理規制、収用並びにその他の政府による制限措置が含まれる。本書「第3　事業の状況、4　事業等

のリスク」の「海外業務に影響を及ぼすリスク」を参照のこと。また当社の海外事業は、当社の製品の価格設定、還付及び入

手方法に対する法規制を含む、政府規制の対象にもなっている。これらの事項については、「第3　事業の状況、3　対処すべ

き課題」の「政府の規制及び価格統制 - 米国外」を参照のこと。

 

米国ドルに対する為替の変動の方向により、外貨建て価値が、当社の純資産価値及び営業成績の計上された米ドル価値を増

減させる場合がある。当社は、外国為替レートの将来における変動又はそれが当社に及ぼす影響について確実に予想すること

はできないが、運営上の手法により、また市況によっては各種金融商品を用いて、その影響を軽減する努力を行っている。詳

細は、本書「第6 経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記7E「金融商品：金融派生商品及びヘッジ活動」を参照のこ

と。

 

マーケティング

 

当社は、世界規模のバイオ医薬品事業において、医療関係者及び患者を対象に製品の販売促進を行っている。当社は、マー

ケティング組織を通じて、当社製品の承認された用途、利点及びリスクについて、医師、臨床看護師、準医師資格者及び薬剤

師といった医療関係者、病院、統合医療供給システム、PBM及び医療保険制度等の医療保険を提供するMCO、並びに従業員に医

療保険を提供するためにMCOを利用する雇用者及び政府機関に説明を行っている。また、当社製品の承認された用途、利点及び

リスクの伝達を目的とした消費者向け直接広告を通じ、米国内の消費者に直接販売を行う一方で、医師との意義ある対話を持

つよう人々に訴えかけている。さらに、疾病の認知、予防及び福祉、重要な公共保健問題、並びに当社の患者支援プログラム

について、一般市民の知識を高めるための一般広告のスポンサーになっている。
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当社の処方薬は、主として卸売業者に販売されているが、小売業者、病院、診療所、政府機関及び薬局にも直接販売を行っ

ており、当社のワクチン製品については、主に米国の疾病対策予防センター、卸売業者及び個人の提供業者に直接販売してい

る。当社は、MCOの加入者が利用可能な承認済薬剤のリストである、保健当局及びMCOの処方薬集への当社製品の掲載を求めて

いる。MCOは、優先的に掲載されている製品の利用を促進するために、段階的に設定された処方薬の自己負担金等、様々な給付

計画を用いている。当社は、疾病管理、患者教育及び日常の医療業務に役立つべく、その他の手段によってもMCOと協力してい

る。

 

2016年度、当社の顧客上位3社のバイオ医薬品卸売業者は、当社総収益のおよそ39％（かつ当社における米国総収益のおよ

そ76％）を占めた。

 

2016年度の主要なバイオ医薬品卸売業者及びその他顧客からの収益が

当社総収益及び米国収益に占める割合
 

 

 

全世界のコンシューマー・ヘルスケア事業は、その販売及びマーケティング組織を利用し、製品の販売促進活動を行い、主

に比較的小規模の市場において適宜販売業者及び代理店を利用している。当社のコンシューマー・ヘルスケア事業の宣伝及び

販売促進活動は、通常消費者を対象とし、テレビ、印刷物、デジタルメディア及びその他のメディア広告を通じて、並びにイ

ンストア・プロモーションを通じて行われる。コンシューマー・ヘルスケア製品は、販売業者、薬局、小売チェーン、スー

パー及びコンビニエンスストアを含む、広範囲のチャネルにより販売される。当社のコンシューマー・ヘルスケア事業は、複

数の大手顧客からその売上高の大部分を生成しており、そのいずれかを喪失した場合、コンシューマー・ヘルスケア事業に対

し、重大な悪影響を与える可能性がある。

 

特許及びその他の知的財産権

 

当社の製品は、当社が総合的に重要と考えるブランド名、ロゴ及び特定の製品デザイン商標の下、世界中で販売されてい

る。商標は、それが使用される限り保護される国もあれば、登録されている限り保護される国もある。登録は、一般的には期

限付きであるが更新可能である。
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当社は、多数の米国特許及び外国特許を所有している。これらの特許の適用範囲は、医薬品及びその他の製品、並びにその

用途、医薬品の処方、製品製造工程及び製造に使用される中間化合物に及ぶ。

 

個々の製品に対する特許は、特許の申請又は認可の日付及び特許保護を取得した国々の特許の法定期間に応じ、様々な期間

の延長がなされる。特許によって実際与えられる保護は国によって異なり、特許の種類、対象範囲及びその国の法的救済手段

の適用による。さらに、規制当局による製品認可が遅れた場合、主要国の多くにおいて、それを補う特許有効期間の延長が可

能である。詳細については、本書「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」の「政府の規制及び価格統制 - 知的財産」を参照

のこと。

 

総体的にいえば、当社の特許及び関連する権利は、米国及びその他大半の国での当社の事業にとって非常に重要である。現

在の製品売上高に基づき、また競合他社が販売する製品との熾烈な競争を考慮して、当社がその事業全体に関連して最も重要

であると考える特許権及び基本製品特許が満了する年度（小児科での6か月間の独占権追加有効期間及び/又は特許期間延長の

付与がある場合はそれを含む。）は、下表の医薬品に関するものである。特許期間延長、特許追加保護証明書及び小児科での

独占権有効期間は、特許発行局が付与している場合を除き、下表の期限に反映されていない。場合によっては、特定の形状若

しくは組成、製造方法、又は特定の疾病若しくは症状の治療における薬剤の使用を対象とした当社の製品に関連する、後に満

了を迎える特許が存在する。しかしながら、当該特許は、基本特許満了後、ジェネリック薬又はバイオシミラー（該当する場

合）による競争から当社の薬剤を保護しない場合もある。

 

医薬品名
米国の基本製品特許

の期限

EU主要国の基本製品

特許の期限

日本の基本製品特許

の期限

バイアグラ 2012年(1) 2013年 2013年(1)

リリカ 2018年 2014年(2) 2022年

チャンティックス 2020年 2021年 2022年

ゼルヤンツ 2020年 - (3) 2025年

スーテント 2021年 2021年 2024年

エリキュース(4) 2023年 2026年 2026年

イブランス 2023年 2023年 - (5)

インライタ 2025年 2025年 2025年

プレブナー13/プレベナー13 2026年 2026年(6) 2029年

Eucrisa 2026年 - (7) - (7)

イクスタンジ(8) 2027年 * (8) * (8)

ザーコリ 2029年 2027年 2028年
 

(1) 2012年に満了となったバイアグラを対象とする基本製品特許に加え、バイアグラは、米国の治療方法に関す

る特許によっても保護の対象となっており、バイアグラと同じ活性成分含有のレバチオに関連した6か月の

小児医療での独占権有効期間を含み、その特許は2020年に満了となる。しかしながら、特許訴訟の和解の結

果として、テバ・ファーマシューティカルズ・USA・インクは、2017年12月又は一定の状況下ではそれより

早く、米国におけるジェネリック版バイアグラの発売が許可される予定である。日本におけるバイアグラを

対象とする該当の治療方法に関する特許は、2014年5月に満了となった。

(2) リリカについては、EUにおける独占権が2014年7月に満了となった。

(3) ゼルヤンツは、EUで販売認可の申請を提出しており、現在審査中である。

(4) エリキュースは、BMSと共同で開発したものであり、現在商品化を行っているところである。

(5) イブランスは、日本において販売認可の申請を提出しており、現在審査中である。

(6) プレベナー13に関する13の肺炎球菌血清型による複合体の組合せを対象とするEUにおける特許は、異議申立

手続き後に取り消された。この第一審判決は控訴されている。また、EUにおいては、現在も有効であるプレ

ベナー13の製剤及び製造工程の様々な面を対象とするその他の特許及び申請中の特許がある。

(7) Eucrisaは、EU及び日本において承認されていない。

(8) イクスタンジは、アステラスと共同で開発したものであり、現在商品化を行っているところである。アステ

ラスは米国外でイクスタンジの商品化の独占権を持っている。
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当社の現行製品の多くは、一部の市場において過去数年で、特許が満了又は独占権を喪失している。一定の共同販促契約及

びその失効日の詳細を含む追加情報及び2017年の米国、ヨーロッパ及び日本における特許権の満了若しくは独占権を喪失して

いる若しくは喪失すると見込まれる製品については、本書「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」の「業界固有の課題－知

的財産権及び提携/ライセンス権」及び本書「第3　事業の状況、4　事業等のリスク」の「主要な既存製品への依存」を参照の

こと。

 

他の会社は、製品候補の認可を求めてFDAに対し承認申請を行っているが、それらの会社は当該製品につき当社の特許を侵

害していないと主張する。それらの製品には、特に当社のゼルヤンツ及びイクスタンジと競合する可能性のある候補薬を含

む。詳細については、本書「第6　経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記17A1「契約債務及び偶発事象：訴訟：特許

訴訟」を参照のこと。

 

基本製品特許の失効又は法的な異議申立てによる特許保護の喪失は、一般的に当初特許の対象であった製品のジェネリック

製品との競争を激化させ、極めて短い期間に当該製品の売上高を大幅に減少させる可能性がある。しかしながら、製品製造上

の企業秘密、製品の用途に関する特許、有効成分を経済的に製造するための工程及び中間生成物に関する特許、製品の特別処

方又は投与に関する特許、又は有効成分の市販薬への転換から、引き続き商業的利益を得られる場合がある。

 

バイオテクノロジー製品

 

ベネフィックス、リファクト、シンサ及びエンブレル（米国及びカナダ以外で販売）等の当社のバイオテクノロジー製品

は、バイオシミラー（「後続生物製剤」ともいう。）による競争に将来直面する可能性があり、また現在既に直面している。

当該バイオシミラーは、米国公衆衛生法に基づき承認取得済みのバイオテクノロジー製品を参照する。加えて、FDAは、FFDCA

に基づき承認された当社のバイオテクノロジー製品ジェノトロピンを参照する、後続の遺伝子組換え型ヒト成長ホルモンを承

認した。

 

バイオシミラーは、臨床的に有意義な差異がなく、安全性と効能の面でもともとの生物製剤に類似するよう開発、証明され

た型の生物学的医薬品である。バイオシミラーは高品質、低価格の代替生物学的医薬品を提供する可能性がある。バイオシミ

ラーの承認に関する法的手続きは、一部の海外市場において簡略化されており、ACAの2010年の通過以降、米国において当該承

認手続きの枠組みが存在している。これらのACAの規制が現在実施中であり、2015年以降、FDAはインフレクトラ（インフリキ

シマブ-dyyb）を含む多数のバイオシミラーを承認した。ファイザーは、米国、カナダ及びその他の地域においてCelltrion

Inc及びCelltrion Healthcare, Co., Ltd.（以下「Celltrion」と総称する。）からインフレクトラの独占商品化権を取得し

た。ファイザーはまた、欧州においてCelltrion とインフレクトラの商品化の権利を共有する。インフレクトラの詳細な情報

については、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」中の「収益－代表的な製品について－インフレクトラ/Remsima」を

参照のこと。ACAによるバイオシミラーの承認手続きの枠組みについては、本書「第3　事業の業績　3 対処すべき課題」の

「政府の規制及び価格統制－バイオシミラー規制」を参照のこと。

 

欧州においては、欧州委員会が、過去数年にわたり発行されたバイオシミラーの承認に関する一連の一般指針及び製品クラ

ス別指針に従い、複数のバイオシミラーについて販売認可を与えている。2013年、EMAは、モノクローナル抗体の最初のバイオ

シミラーを、また2016年1月、欧州委員会はファイザーのエンブレルを参照するエタネルセプトのバイオシミラーを承認した。

日本においては、2009年に発行したバイオシミラーの承認に関する指針に従い、規制当局は、一部のバイオシミラーについて

販売認可を与えている。

 

競合会社が、当社のバイオテクノロジー製品を参照するバイオシミラーの販売認可を取得することができた場合、当社のバ

イオテクノロジー製品は、結果として伴う競争圧力とともに、バイオシミラーからの競争にさらされ、価格が低下する可能性

がある。適用される特許権の失効又は申立ての成功は、該当するデータ保護期間の満了を前提とすると、一般的にこの競争の

引き金となりうる。しかしながら、バイオシミラーの製造は複雑である。少なくともバイオシミラーの競合他社が承認を取得

した当初は、生物製剤のバイオシミラー製品競争は、低分子薬剤のジェネリック製品による競争ほど重要とはならない可能性

がある。
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当社は、事業戦略の一環として、生物製剤の製造に関する当社の専門技術、並びに当社の規制及び商業における強みを生か

し、バイオシミラー製品を開発しているところである。よって、バイオシミラーの承認手続きがより確立された場合、当社が

米国において、自社のバイオシミラー製品の承認を求めるにあたり、それが一助となるであろう。詳細については、本書「第

3　事業の状況、4　事業等のリスク」の「バイオテクノロジー製品」を参照のこと。

 

当社は、当社のバイオテクノロジー製品に関する特許の有効性及び／又は適用範囲について、訴訟に直面する可能性があ

る。同様に、当社がバイオシミラーを開発、製造し製品発売に努めると、当社に対して特許を主張する訴訟が生じる場合もあ

る。

 

海外

 

米国外においては、当社の製品に対する有効な知的財産権保護がなされていない国もあり、それが当社の事業運営の主な限

界の一例である。ここ数年の国際条約及び米国の自由貿易協定に基づき、知的財産権の世界的保護は改善されつつある。詳細

については、本書「第3　事業の業績、3　対処すべき課題」の「政府の規制及び価格統制」を参照のこと。

 

競争

 

当社の事業は、競争が熾烈であり、多くの場合、厳しい規制が課せられている市場で運営されている。当社の処方薬の多く

は、類似の疾患又は適応症を治療するブランド薬品若しくはジェネリック薬又はバイオシミラーとの競争に直面している。主

な競争形態は、有効性、安全性、使いやすさ及び費用対効果に関するものなどである。競争手段は、製品分野及び事業グルー

プにより異なるが、当社の製品価値を実証することが、当社の全主要事業で成功するために不可欠な要因である。

 

当社の競合会社には、他の世界規模の研究指向型製薬会社、小規模でより限定的な治療薬を集中的に研究している企業、並

びにジェネリック薬、バイオシミラー及び消費者向けヘルスケア製品製造業者が含まれる。当社は、当社の主力製品に類似す

る疾患又は適応症の治療薬の製造及び販売を行う他社と競合している。

 

当該競争は、まだ対応されていない医療ニーズを満たし、治療上の改善をもたらす製品の発見及び販売のための革新的科学

の応用に重点を置く、当社の中核製品事業に影響を及ぼす。当社が刷新事業を重視していることは、強力な製品パイプライン

の確立を目的とした当社の事業開発取引のみならず、R&Dに対しても数十億ドルを投資したことからも明らかである。当社の研

究に対する投資は、医薬品の認可により止めることはなく、潜在的な新規適応症に加え、治療する疾病に対する当社の製品価

値をより良く理解するために、引き続き投資を行う。当社の医薬品の便益及びリスクに関する健全な医学知識が理解され、患

者、医師及び世界中の医療当局へ伝達されていることを確認することにより、当社は、患者の健康と福祉を守るよう努めてい

る。また、顧客に対し、当社の製品を的確で倫理的な発売及び販売促進活動を行う販売員の支援を調整するなど、バイオ医薬

品の機能すべての組織的実効性の強化を継続するよう模索している。

 

競争、業界規制及び費用抑制の高まる世界的圧力の下で、経営条件はより厳しくなりつつある。当社は、顧客及び公共の

ニーズをより良く満たすために、今後も当社の組織及びビジネス手法の評価、導入及び改善のための措置を講じていく。当社

は、米国における消費者向け直接広告、医療関係者とのコミュニケーション、医療関係者に対する支払い及び医学教育助成金

への取組みを発展させるために、業界の主導的役割を果たしてきたと考えている。また当社は、医療のより優れた解決に向け

た支援を行うことで、医療制度の抜本的改革の推進を図り、患者による購入のしやすさ及び入手方法における障壁に対処する

プログラムに今後も資金援助を行う。
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当社のコンシューマー・ヘルスケア事業は、他の大手医薬品会社及び消費者パッケージ製品製造業者のOTC事業ユニットだ

けでなく、自社のプライベート・ブランドを扱う小売業者による競争に直面している。当社の競争上の位置は、当社及び当社

の競合会社が販売促進のために投入した資源の量及びその効果、顧客受容性、製品品質、当社及び当社の競合会社の新しい製

品、成分、特許請求項、投与形態又はその他の形態の革新薬の導入、並びに薬価、規制及び法律問題（添付文書、患者のアク

セス、処方薬のOTC薬への移行等）を含む、複数の要因によって影響を受ける。

 

当社のワクチン事業は、代替ワクチン又は次世代ワクチンの導入による競争に直面する可能性がある、例えば、プレベナー

13は、その特許満了前に、13価に代わる又は追加的な原子価の次世代肺炎球菌結合型ワクチンによる競争に直面する可能性が

あり、それは当社の将来の業績に悪影響を与える可能性がある。

 

当社のジェネリック及びバイオシミラー事業は競合他社のブランド製品、並びにその他ジェネリック及びバイオシミラーの

製造業者と競争する。全世界で、ファイザーはバイオシミラーに加えて、ファイザー及び競合他社の固体経口剤及び無菌注射

剤のジェネリック版を販売している。当社はジェネリックの注射剤及びバイオシミラーについて「市場一番のり」若しくは市

場の早期ポジションを確立する機会を最大にするよう努力する。なぜなら、「市場一番のり」ポジションは入手可能な場合直

ちに顧客により低価格の代替薬を提供し、かつ唯一のジェネリック若しくはバイオシミラー提供者として当社に独占権の期間

を与えることができるからである。

 

管理医療組織

 

米国における管理医療の進化が、ヘルスケア市場の競争構造上の重要な要素となっている。現在米国において約283百万人

が何らかの管理医療保険に加入している。医療保険の拡大により（本書「第3　事業の業績、3　対処すべき課題」の「政府の

規制及び価格統制 - 米国」を参照のこと。）、消費者及び米国において拡大した保険対象者を管理する事業体の双方に対する

処方薬のマーケティング活動は、今後も共に重要性が増していく。

 

近年、MCOを通じて保険金を受給する患者が増加しているため、MCOによる影響は増大している。それと同時に、これらの組

織は、少数のより大規模な団体に統合されており、この統合により、組織の購買力が高まり、当社にとっての重要性も拡大し

ている。

 

MCOの成長により、収益のみならず、薬価に対する圧力も増大している。MCOは、医療費を抑え、可能な場合はこれを削減す

ることを目標のひとつとしている。MCOは通常、処方薬集（MCO加入者が利用可能な承認済薬剤のリスト）、臨床プロトコル

（ジェネリック製品が利用可能な場合はブランド製品の事前認可を要し、又はブランド薬の使用を許可する前に1以上のジェネ

リック製品において最初は効果がなかったことを示す必要がある。）、大量購入、長期契約、並びに処方薬の市場シェア及び

販売量に影響を与える能力を利用することにより、医薬品提供業者と価格交渉を行う。加えて、処方薬集で最も価格の高いカ

テゴリーにブランド薬を分類することにより、MCOは、医療費の一部を患者へ移転し、その結果、特に慢性疾病治療に対する患

者の立替費用が多額となった。この金銭的阻害要因は、MCOが薬剤費を管理し、患者に対し、MCOが推奨する薬剤の選択を促す

一種の手段となっている。MCOは最近、市場参入障壁、除外リスト、適応症ベースの価格及び価値ベースの価格/費用抑制努力

向上の約束などの追加施策を導入した。当社はこれらの新手法を詳細に監視し、これに対応するために適切な戦略を開発して

いる。

 

ジェネリック医薬品は、概して低価格であるため、MCO処方薬集の最も価格の低いカテゴリーに分類されるのが一般的であ

る。処方薬集で扱われる製品の範囲は、MCOによって大幅に異なり、多くの処方薬集には、特殊な医学的症状の治療に使用する

代替製品及び競合製品が含まれている。2015年、FDAはバイオシミラーを初めて承認し、MCOは処方薬集の新たな作用物質の適

切な配置につき評価を行っている。
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処方薬集から製品が除外された場合又はMCOが実施するその他の制限が設けられた場合は、MCO患者人口における薬剤の使用

に多大な影響を与えかねない。したがって、製薬会社は、自社製品を処方薬集に掲載させるために競争を展開する。優れた有

効性、患者にとっての使いやすさ、又は少ない副作用といった他社製品とは異なる特徴が、処方薬集への掲載に有利となるの

が一般的である。しかしながら、治療費全体を抑えることも重要な要素である。当社は、例外がないとは言えないものの、総

じて自社の主要製品をMCOの処方薬集に掲載することに成功している。しかし、徐々に、当社のブランド薬は、高価格帯又は非

優先的な状態に置かれつつある。

 

MCOは、費用を管理するその他の方法として、初期治療、予防治療、外来治療、並びに医院及び診療所で実施した処置も重

視している。一般に最も高額な治療形態となる入院及び手術は、慎重な管理を行っている。特定の薬品の使用により、入院、

専門治療又は手術の必要性さえも軽減できるため、当該薬剤は、一定の疾患の第一選択治療薬となり、支持される可能性があ

る。

 

ACAは、費用を削減する一方で、品質の向上を目的とした医療の提供において、MCO及びその他の利害関係者全体にリスクを

分散することにより、支払いに関する制度改革を促進しているため、MCOに対し、医療費払戻しを明確な結果に結びつけるよう

圧力がかかっている。2017年、ACAの条項の一部又は全部を、廃止、実質的に修正若しくは無効とする連邦立法及び行政上の試

みが行われる見込みである。当社は、当社事業に影響を与えるACAに対するいかなる変更が制定されるかを把握するため、かか

る動きを監視している。

 

ジェネリック薬品

 

当社のブランド薬が直面している最大の難問の一つは、ジェネリック医薬品メーカーとの競合である。製品（特に低分子製

品）に関する特許保護の失効又は喪失に伴い、極めて短期間で当該製品の売上高の大部分が失われる可能性がある。競合会社

の何社かは、特許の失効前から当社製品の特許に対し、定期的に異議申立てを行っている。ジェネリック医薬品メーカーは、

多額のR&D費をかけることなく、また製品に関する医学界への医学情報の提供に費用をかけることなく、経営を行っている場合

が多い。それに加えて、FDAは、ジェネリック医薬品の承認手続きにおいて、費用と時間を要する安全性及び有効性を立証する

臨床試験を免除しており、ジェネリック医薬品メーカーは、先発医薬品の安全性及び有効性に関するデータに依拠することが

できる。ジェネリック医薬品メーカーは、通常臨床試験を行う必要がなく、当社の特許期間の満了後又は喪失後に当社より安

価な競合製品を販売することが可能となる。

 

さらに、当社の特許保護されている製品は、競合他社のブランド製品のジェネリック版による競争に直面し、その市場での

独占権を喪失することとなる。

 

上記のとおり、主として薬剤の当座の費用を重視するMCOは、ブランド薬よりもジェネリック医薬品を好む場合が多い。ま

た、多くの政府も、米国のメディケイドを含む保険制度において、ブランド薬の代替品としてジェネリック医薬品の使用を奨

励している。米国法は、行政手続きに基づき、ブランド薬と化学的にかつ治療上同等であると評価されたジェネリック医薬品

の代用について、通常は薬剤師に対して許可するが、場合によっては義務づけることがある。一部の状況においては、薬を処

方する医師が明示的に当該代用品を禁止することができる。

 

原材料

 

当社の事業に不可欠な原材料は、通常の事業の過程において、世界各地の多数の供給業者から購入される。一般に、これら

の原材料は、複数の供給元から仕入可能である。2016年度、仕入れに深刻な不足や遅滞は生じておらず、2017年度もそのよう

な事態は予想されていない。当社は、短期的な需要と供給の不均衡が存在する場合でも、当社の要件を満たすために必要な材

料の確保に成功しているが、概して従来のものに比べて高い価格を支払っている。
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４【関係会社の状況】

(1)　親会社

 

当社には親会社はない。

 

(2)　主な子会社

 

当社の子会社・関連会社は、全世界で約550社ある。下表では、当社の主要な一部の子会社及び関連会社の特定の情報を示し

ている。

 

子会社の名称 本店所在地
設立地

(国又は州)

議決権

所有比率
主要な業務

C.P.ファーマスーティカルズ・インター

ナショナル・C.V.

米国ニューヨーク州

ニューヨーク
オランダ 100％ 持株会社

ホスピーラ・Inc.
米国イリノイ州

レイク・フォーレスト
デラウェア州 100％ 医薬品

キング・ファーマシューティカルズ・

LLC

米国ニューヨーク州

ニューヨーク
デラウェア州 100％ 医薬品

メディベーション・インク
米国カリフォルニア州

サンフランシスコ
デラウェア州 100％ 医薬品

ファイザー・アジア・パシフィック・

Pte・リミテッド
シンガポール シンガポール 100％ 医薬品

ファイザー・カナダ・インク カナダ、ケベック州 カナダ 100％ 医薬品

ファイザー・コマーシャル・TRAE・ト

レーディング・Kft

ハンガリー、ブダペス

ト
ハンガリー 100％ 持株会社

ファイザー・インターナショナル・LLC
米国ニューヨーク州

ニューヨーク
ニューヨーク 100％

医薬品・

持株会社

ファイザー・アイルランド・ファーマ

スーティカルズ

アイルランド、

ダブリン
アイルランド 100％ 医薬品

ファイザー株式会社 日本国東京都 日本 100％ 医薬品

ファイザー・リミテッド 英国、サンドウィッチ 英国 100％ 医薬品

ファイザー・ファーマスーティカルズ・

LLC
プエルトリコ デラウェア州 100％ 医薬品
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子会社の名称 本店所在地
設立地

(国又は州)

議決権

所有比率
主要な業務

ファルマシア・アンド・アップジョン・

カンパニー・LLC

米国ミシガン州

カラマズー
デラウェア州 100％

医薬品、コン

シューマー

ワーナーランバート・カンパニー・LLC
米国ニューヨーク州

ニューヨーク
デラウェア州 100％ 医薬品

ワイス・LLC
米国ニューヨーク州

ニューヨーク
デラウェア州 100％

医薬品、コン

シューマー・

ヘルスケア製

品

ワイス・ホールディングス・LLC
米国ニューヨーク州

ニューヨーク
メイン州 100％ 持株会社

 

 

５【従業員の状況】

 

当社の改革重視型事業において、従業員は、成功の決め手となる重要な要因である。当社は、当社と従業員との関係は良好

であると確信している。2016年12月31日現在、当社は、世界中で約96,500名を当社の業務に雇用していた。
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第３ 【事業の状況】

 

１【業績等の概要】

 

収益 - 概要

 

2015年度と比較して、2016年度の国際収益は、国際市場において販売日数が1日多かった結果、およそ100百万ドルのプラス

の影響を受けた。米国においては、2015年度と2016年度の販売日数は差異がなかった。

 

2015年度と比較した2016年度の総収益は、2015年度と比較して2016年度の外国為替による15億ドル（3％）のマイナスの影

響を相殺してなお上回る営業収益の増加55億ドル（11％）を反映している。営業収益の増加の主な要因は、以下のとおりであ

る。

 

・　2016年度におけるホスピーラの世界全体のレガシー事業（引継いだ事業）の通年での収益の統合。これに対して、2015

年度はホスピーラ米国のレガシー事業は4か月間の収益及びホスピーラ海外のレガシー事業は3か月の収益が含まれて

おり、これにより2016年度の営業収益は31億ドル増加した。

・　イブランス、リリカ（IH）、ゼルヤンツ、チャンティックス/チャンピックス及びコンシューマー・ヘルスケア（ほぼ

すべてが米国）並びにエリキュース及びザーコリ（世界的）等の主要なブランド薬による営業収益の継続的な成長

（2016年に合計約36億ドルの増加）。

・　主に新興市場及び米国における、レガシーなファイザーの無菌注射剤医薬品ポートフォリオの営業収益の成長（約290

百万ドルの増加）、及び

・　わずかではあるが、レガシーなメディベーションの事業（140百万ドル）の統合。

 

これらは以下により、一部相殺された。

 

・　主に米国及びいくつかの他の先進欧州市場におけるザイボックス（約410百万ドルの減少）、いくつかの他の先進欧州

市場におけるリリカ（EH）(約330百万ドルの減少)及びその他の製品（合計で約440百万ドルの減少）の独占権喪失及

びその後のジェネリックとの競争。さらにエンブレルのほとんどの先進欧州市場におけるバイオシミラーとの競争

（約230百万ドルの減少）。

・　プレブナー13/プレベナー13の収益の減少。主に2014年第4四半期の発売の成功後、適格人口の当初補足率が高かったた

め、米国における成人への適応よる収益が予想通り減少したことによる。すなわち残りの「キャッチアップ」機会が

前年より小さくなった。さらに政府の小児適応症の購入時期が悪影響を与えた（約450百万ドルの減少）、及び

・　米国におけるレビフの共同販促提携契約の2015年末の終了（2016年に約370百万ドルの減少）。

 

(i) 収益に影響を与える製品独占権の最近の喪失、 (ii) 提携による収益に影響を与える提携権の最近の喪失、及び(iii)

2017年に予想される製品独占権の喪失については、本書「第3 事業の状況、3　対処すべき課題容」の「知的財産権及び提携/

ライセンス権」の項を参照のこと。

 

さらに、当社は、今後数年にわたり、様々な市場においてその他の様々な製品の独占権を喪失すると予想している。詳細に

ついては、本書「第2 企業の概況、3　事業の内容」の「特許及びその他の知的財産権」の項を参照のこと。

 

米国外の事業では、下記の数の国々において、500百万ドルを超える大幅な収益があった。
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米国以外で収益が500百万ドルを超える国々の数

 

 

米国及び日本の2か国は、当社にとって二大市場である。

 

市場別収益内訳

 

 

国内卸売業者及び海外の主要市場における医薬品在庫の供給については、在庫水準を平均1か月以下に維持し、利用パター

ンに基づき、毎月の在庫水準を毎年同時期との整合性を保つことが当社の方針である。当社は、従来より顧客からの直接的な

購入情報により、又はその他の第三者情報を入手することにより、顧客の在庫水準を注意深く監視することが可能となってい

る。当社は、情報源について、方向性としては信頼できると考えているものの、その正確性は確認することはできない。さら

に、当社は当該第三者データを管理していないため、データの継続的な入手は保証されていない。通常とは異なる購入パター

ンや利用については、直ちに調査が行われる。

 

収益からの控除

 

当社の製品総収益は、一般的に収益が認識されたのと同期間に見積り及び計上がなされる様々な控除によって影響を受け

る。その主なものは、卸売業者に対する、並びにより少ない程度で管理医療組織等の販売業者、小売業者及び政府機関に対す

る当社医薬品のチャージバック、リベート及び売上値引である。これらの控除は、報告期間の総売上高に関するリベート及び

割引の見積額であり、そのため、報告期間の総売上高に対するこれらの収益控除による影響を見積もる際に、市況及び慣行に

ついての知識及び判断が必要となる。

 

従来、実績の見積額の調整は、実際の業績又は最新の予測を反映するためのものであり、当社の事業全体にとって重要では

ない。四半期ベースでは、実績を反映するための見積額の調整は、通常収益の1％未満であり、その結果、収益の純増又は純減

となっている。しかしながら、製品別リベート費用は、前年度比の個別の製品成長傾向に多大な影響を及ぼす可能性がある。

当社の比率、要因、評価、実績又は判断のいずれも、当社の将来における実績を示すものではなく、また正確に予測するもの

でもない場合、当社の業績は重大な影響を受ける可能性がある。当社の見積もりの感度は、プログラム、顧客のタイプ及び地

理的位置により異なる。しかしながら、米国のメディケア、メディケイド及び業績に基づく契約によるリベートに関する見積

もりは、見越額の計上と最終的決済との間の大幅な時間差（一般に最長1年）により、重要な調整にとって最も高いリスクをも

たらす。この時間差により、いかなる四半期においても、当社の実際の業績への調整に、過去の四半期の修正が組み入れられ

る可能性がある。
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収益からの控除は、下表のとおりである。

  12月31日に終了した年度

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年

メディケアに基づくリベート(a)  $ 1,063  $ 1,002  $ 1,077

メディケイド及び関連する州のプログラムに基づくリベート(a)  1,473  1,263  779

業績に基づく契約によるリベート(a)(b)  2,560  2,253  2,219

チャージバック(c)  5,736  4,961  3,755

売上値引(d)  4,623  4,200  4,547

返品引当金及び現金による売上値引  1,441  1,335  1,279

合計(e)  $ 16,895  $ 15,014  $ 13,656

　       
 

(a) リベートは製品特有のものであるため、毎年販売された製品の内訳により影響を受ける。

(b) 業績に基づく契約には、契約上の業績条件の達成、並びに当該契約による請求に基づきリベートを受け取る、医療管理組織及

びPBM(薬剤給付管理会社)等の米国内の管理医療の顧客との間で締結する契約によるリベートが含まれる。米国外において

は、業績に基づく契約によるリべートには、特定の製品の契約上の業績条件の達成の基づく卸売業者／販売業者に対するリ

ベート又は売上目標達成金が含まれる。

(c) チャージバックは、第三者に対する契約価格を受け取る米国の卸売業者への払戻しが主なものである。

(d) 売上値引は、主に契約上又は米国外で法律上義務付けられている価格の引下げ、割引及び販売代理料である。

(e) 2016年度については、IH(71億ドル)及びEH(98億ドル)に関連したものである。2015年度については、IH(58億ドル)及びEH(92

億ドル)に関連したものである。

 

2016年度の収益からの控除の合計額は、2015年度より13％増加した。収益からの控除の増加は、売上高の増加に対応する

が、これは特に以下によるものであった。

 

・ EH製品（主に、2015年はレガシーなホスピーラの無菌注射剤に対するチャージバックが4か月間のみ含まれ

たのに対して、2016年は通年で含まれたことによる）及び一部のIH製品からのチャージバックの増加。

・ 主に米国の管理医療顧客への売上による業績に基づく契約のリベートの増加、並びに一部製品の独占権喪

失後の競争圧力による一部欧州市場におけるリベートの高騰。

・ メディケイド及び関連する州のプログラムに基づくリベートの、当該プログラムに関連した売上高の見積

額のアップデートが主因となった増加。

 

リベートの見越額に関する情報の詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記1G「開示方針及

び重要な会計方針：売上高及び売掛金」を参照のこと。

 

メディケアに基づくリベート、メディケイド及び関連する州のプログラムに基づくリベート、業績に基づく契約によるリ

ベート、チャージバック、売上値引、並びに返品引当金及び現金による売上値引の見越額は、2016年12月31日現在は合計で43

億ドルであった。そのうち約28億ドルは当社の連結貸借対照表において「その他の流動負債」に計上され、357百万ドルは「そ

の他の固定負債」に計上され、約12億ドルは「売掛金(貸倒引当金控除後)」に対して計上される。メディケアに基づくリベー

ト、メディケイド及び関連する州のプログラムに基づくリベート、業績に基づく契約によるリベート、チャージバック、売上

値引、並びに返品引当金及び現金による売上値引の見越額は、2015年12月31日現在合計39億ドルであった。そのうち約26億ド

ルは当社の連結貸借対照表において「その他の流動負債」に計上され、272百万ドルは「その他の固定負債」に計上され、約11

億ドルは「売掛金（貸倒引当金控除後）」に対して計上される。
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セグメント別及び地域別収益

 

全世界の事業セグメント別及び地域別収益は、以下のとおりである。

 
 12月31日に終了した年度

  全世界  米国

(単位：百万ドル)
 2016年  2015年  2014年  2016年  2015年  2014年

事業セグメント(a)：             

IH  $ 29,197 $ 26,758 $ 24,005 $ 16,773 $ 14,446  $ 10,958

EH  23,627 22,094 25,600 9,596 7,258  8,115

総収益  $ 52,824 $ 48,851 $ 49,605 $ 26,369 $ 21,704  $ 19,073

　             
 

  12月31日に終了した年度  変動率（％）

 
 海外  全世界  米国  海外  

(単位：百万ドル)
 2016年  2015年  2014年  16/15  15/14  16/15  15/14  16/15  15/14  

事業セグメント(a)：                    

IH  $ 12,424 $ 12,312 $ 13,047 9  11  16  32  1  (6) 

EH  14,031 14,836 17,485 7  (14)  32  (11) (5) (15) 

総収益  $ 26,455 $ 27,147 $ 30,532 8  (2)  21  14  (3) (11) 
　                    

 

(a) IHPとはイノベーティブ・ヘルスケア事業セグメント、EHとはエッセンシャル・ヘルスケア事業セグメントのことである。各

事業セグメントの詳細については、本書「第2　企業の概況-3　事業の内容」の「事業運営」及び「第6　経理の状況」の連結

財務諸表に対する注記18A「セグメント別、地域別及びその他の売上情報：セグメント情報」を参照のこと。

 

 

収益

 

当社は、2016年度に8つの製品について、2015年度に7つの製品について、また2014年度に10の製品について、それぞれ10億

ドルを上回る直接販売による製品売上高を計上した。当社は、2016年度及び2015年度（主にエリキュース）に10億ドルを上回

る提携による収益を計上した。これらの製品の直接製品売上高及び提携による収益は、当社の2016年度収益の43％、2015年度

収益の44％及び2014年度収益の52％を占めた。詳細については、下記「収益 - 主要製品」の項目を参照のこと。

 

2016年度の2015年度との比較

 

全世界の収益結果についての検討は、上記の「収益 - 概要」の項を参照のこと。

 

地域別に見ると、

 

・ 米国における2016年度の収益は、2015年度と比較すると47億ドル（21％）増加した。これは、特に以下を

反映したものである。
 

・ 2016年度におけるホスピーラ米国のレガシー事業の通年での収益の算入（約35億ドル）。これに対し

て、2015年度はホスピーラ米国のレガシー事業は4か月間の収益（12億ドル）であった。その結果2016

年度は約22億ドルの増加となった。

・ イブランス、リリカ（IH）、エリキュース、ゼルヤンツ及びチャンティックスを含むいくつかの主要な

製品が継続して成長（合計で2016年度に約28億ドルの増加）した。
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これらは、以下により一部相殺された。

 

・ 2015年度末のレビフの共同販促提携契約の終了（2016年度に約370百万ドルの減少）

・ ザイボックスの独占権喪失及びそれに関連するジェネリック競争（2016年度に約200百万ドルの減少）

・ プレブナー13製品群の収益の減少。主に米国における成人への適応は、2014年第4四半期の発売の成功

後、適格人口の当初補足率が高かったため、残りの「キャッチアップ」機会が2015年より小さくなった

ことによる（プレブナー13は製品群は2016年度に約380百万ドル減少）。

 

・ 海外市場における2016年度の収益は、2015年度と比較すると693百万ドル（3％）減少した。2016年度に外

国為替が海外収益に約15億ドル（5％）のマイナスの影響を及ぼした。2016年度の営業収益は、特に以下を

反映し、2015年度と比較して、790百万ドル（3％）増加した。
 

・ 2016年度におけるホスピーラ海外のレガシー事業の通年での収益の算入（約12億ドル）。これに対し

て、2015年度はホスピーラ海外のレガシー事業は3か月間の収益の算入（約270百万ドル）であった。

・ エリキュースの収益の継続的成長（2016年度に約340百万ドルの増加）

・ レガシーなホスピーラ及びエリキュースを除く、新興市場におけるその他一部製品の継続的成長（2016

年度に合計で約500百万ドル）

 

これらは、以下により一部相殺された。

 

・ 独占権の喪失及び関連するバイオシミラー若しくはジェネリック（場合による）との競争による収益の

減少。主に先進欧州市場における、リリカ（EH）、エンブレル及びザイボックス（2016年度に合計で約

770百万ドルの減少）

 

2016年度の海外収益は、2015年度の56％に対し、総収益の50％を占めた。外国為替の影響を除けば、2016年度の海外収益

は、総収益の51％を占めた。

 

事業セグメントの収益に関する詳細については、下記「事業セグメント情報の分析」を参照のこと。
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収益 －　主要製品

 

当社の主な製品の収益は、以下のとおりである。

(単位：百万ドル)    12月31日に終了した年度  変動率(％)

製　品  主な適応症  2016年 2015年 2014年 16/15  15/14

          総収益 

営業

収益  総収益  

営業

収益

総収益    $ 52,824 $ 48,851 $ 49,605  8 11  (2)  6

ファイザー・イノベー

ティブ・ヘルス（IH）事

業(a)    $ 29,197 $ 26,758 $ 24,005  9 11  11  19

内科    $ 8,858 $ 7,611 $ 6,727  16 17  13  17

リリカIH(b)

 

  

てんかん、ヘルペス発症後神経痛及び糖

尿病末梢神経障害、線維筋痛、脊髄損傷

による神経障害痛   4,165  3,655  3,350  14 14  9  13

バイアグラIH(c)  勃起不全   1,181  1,297  1,181  (9) (9)  10  10

チャンティックス/

チャンピックス  禁煙治療補助薬   842  671  647  26 27 4  9

トビエース  過活動膀胱炎   258  267  288  (3) (4) (7)  1

ＢＭＰ２  骨及び軟骨の形成   251  232  228  8 8 2  2

提携による収益(d)  各種適応症   1,588  1,256  759  26 26 66  75

その他すべての内科(e)  各種適応症   573  233  276  * * (16)  (12)

ワクチン    $ 6,071 $ 6,454 $ 4,480  (6) (5) 44  51

プレブナー13/プレベナー

13  肺炎球菌疾患の予防ワクチン   5,718  6,245  4,464  (8) (7)  40  46

FSME/IMMUN-TicoVac  ダニ媒介性脳炎   114  104  -  10 10  *  *

その他すべてのワクチン  各種適応症   239  104  16  * *  *  *

腫瘍    $ 4,563 $ 2,955  2,218  54 56  33  43

イブランス  進行性乳がん   2,135  723  -  * * *  *

スーテント

 

  

進行性及び/又は転移性腎細胞がん

(mRCC)、悪性消化管間質腫瘍(GIST)、進

行性膵神経内分泌腫瘍   1,095  1,120  1,174  (2) 1 (5)  7

ザーコリ

  

未分化リンパ腫キナーゼ融合遺伝子

陽性の非小細胞肺がん   561  488  438  15 17 11  20

インライタ  進行性腎細胞がん(RCC)   401  430  410  (7) (6) 5  14

イクスタンジの提携によ

る収益  進行性前立腺がん   140  -  -  * * -  -

その他すべての腫瘍  各種適応症   231  194  195  19 19 (1)  5

炎症及び免疫（I&I）    $ 3,928 $ 3,918  4,241  - 6 (8)  6

エンブレル(米国及びカナ

ダ以外)  

関節リウマチ、若年性リウマチ、乾癬性

関節炎、尋常性乾癬及び強直性脊椎炎   2,909  3,333  3,850  (13) (6) (13)  1

ゼルヤンツ  関節リウマチ   927  523  308  77 78 70  72

その他すべてのI&I  各種適応症   93  61  82  51 42 (25)  (13)

希少疾患    $ 2,369 $ 2,425  2,893  (2) - (16)  (7)

ベネフィクス  血友病   712  752  856  (5) (4) (12)  (5)

ジェノトロピン  成長ホルモン補充薬   579  617  723  (6) (5) (15)  (4)

リファクトAF/シンサ  血友病   554  533  631  4 8 (16)  (5)

ソマバート  末端肥大症   232  218  229  6 8 (5)  7

ラパミューン  腎臓移植における臓器拒絶反応の予防   170  197  339  (14) (7) (42)  (36)

その他すべての希少疾患  各種適応症   122  108  114  13 11 (4)  10

コンシューマー・ヘルス

ケア    $ 3,407 $ 3,395 $ 3,446  - 5 (1)  5

ファイザー・エッセン

シャル・ヘルス(EH)事業

(f)    $ 23,627 $ 22,094 $ 25,600 7 11  (14)  (6)

 

レガシー・エスタブリッ

シュ医薬品(LEP)(g)    $ 11,194 $ 11,745 $ 13,016 (5) -  (10)  (2)
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リピト－ル  LDLコレステロール降下   1,758  1,860  2,061 (6) 2  (10)  (4) 

プレマリン製品群  更年期障害   1,017  1,018  1,076 - -  (5)  (4) 

ノルバスク  高血圧   962  991  1,112 (3) 1  (11)  (3) 
エピペン

  

生命にかかわるアレルギー反応の治療に

使用するエピネフリン注射液   386  339  294 14 14  15  19
 

キサラタン/ザラコム  緑内障及び高眼圧症   363  399  495 (9) (8)  (19)  (6) 

レルパックス  片頭痛の治療   323  352  382 (8) (8)  (8)  (2) 

ゾロフト  うつ病及び一部の不安障害   304  374  423 (19) (14)  (12)  (1) 

エフェクサー  うつ病及び一部の不安障害   278  288  344 (3) -  (16)  (8) 
 

ジスロマック/

ジーマックス  

 

 

細菌感染症   272  275  311 (1) 1  (11)  (3)

 

ザナックス/

ザナックス XR  

 

不安障害   222  224  253 (1) 1  (11)  2
 

カーデュラ  高血圧/良性前立腺肥大   192  210  263 (9) (6)  (20)  (9) 

ニューロンチン  発作   182  196  210 (7) 2  (7)  2 
Tikosyn

  

正常洞調律の維持、心房細動／心房粗動

の除細動   153  179  141 (15) (15)  27  27
 

Depo-Provera  避妊   126  170  201 (26) (22)  (15)  (10) 

ダイフルカン  真菌感染症   119  181  208 (34) (30)  (13)  (3) 

その他すべてのLEP  各種適応症   4,538  4,689  5,242 (3) 4  (11)  (2) 
無菌注射剤医薬品(SIP)

(h)    $ 6,018 $ 3,944 $ 3,277 53 56  20  27
 

メドロール  炎症   450  402  381 12 16  5  12 

スルペラゾン  抗生物質   396  339  354 17 23  (4)  (1) 

フラグミン  抗凝血剤   318  335  364 (5) -  (8)  5 

タイガシル  抗生物質   274  304  323 (10) (5)  (6)  3 

その他すべてのSIP  

 

各種適応症   4,579  2,563  1,855 79 81  38  44
 

Peri-LOE医薬品(i)    $ 4,220 $ 5,326 $ 8,855 (21) (18)  (40)  (32) 
リリカEH(b)

  

てんかん、神経障害痛及び全般性不安障

害   801  1,183  1,818 (32) (29)  (35)  (23)
 

セレブレックス  関節痛及び炎症、急性疼痛   733  830  2,699 (12) (10)  (69)  (66) 

プリスティーク  うつ病   732  715  737 2 4  (3)  1 

ブイフェンド  真菌感染症   590  682  756 (13) (10)  (10)  3 

ザイボックス  細菌感染症   421  883  1,352 (52) (49)  (35)  (27) 

バイアグラEH(c)  勃起不全   383  411  504 (7) (1)  (18)  (8) 

レバチオ  肺動脈高血圧症(PAH)   285  260  276 10 10  (6)  7 
その他すべてのPeri-LOE医薬

品  

 

各種適応症   276  362  714 (24) (21)  (49)  (42)
 

輸液システム(j)  各種適応症  $ 1,158 $ 403 $ - * *  *  * 

バイオシミラー(k)  各種適応症  $ 319 $ 63 $ - * *  *  * 

インフレクトラ /Remsima  炎症性疾患   192  30  - * *  *  * 
その他すべてのバイオシ

ミラー  各種適応症   127  33  - * *  *  *
 

ファイザー・センターワ

ン(l)  

 

  $ 718 $ 612 $ 451 17 18  36  44
 

 

リリカ合計(b)

  

てんかん、ヘルペス発症後神経痛及び糖

尿病末梢神経障害、線維筋痛、脊髄損傷

による神経障害痛  $ 4,966  4,839 $ 5,168 3 4  (6)  -

 

バイアグラ合計(c)  勃起不全  $ 1,564  1,708 $ 1,685 (8) (7)  1  5 

提携による収益合計  各種適応症  $ 1,746  1,312 $ 957 33 33  37  45 
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(a) 以前はイノベーティブ医薬品事業と呼ばれたIH事業は、内科、ワクチン、腫瘍、炎症及び免疫、希少疾患及びコンシューマー・ヘ

ルスケアを網羅し、すべてのアナコール及びメディベーションのレガシーな営業を含む。アナコールは2016年6月24日の合併日以

降、またメディベーションは2016年9月28日の合併日以降、アナコール及びメディベーションの営業は当社の連結損益計算書中の

IHセグメントの業績に含められている。その結果、IHの2016年度の収益はアナコールのレガシー事業約6か月間の収益（重要では

ない。）及びメディベーションの3か月間の収益を反映する。

(b) 欧州、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア全域におけるリリカの収益はリリカ（EH）に含まれる。その他すべてのリリカ

の収益はリリカ（IH）に含まれる。リリカ収益合計は、リリカ（IH）及びリリカ（EH）の全世界の収益合計を示す。

(c) 米国及びカナダにおけるバイアグラの収益はバイアグラ（IH）に含まれる。その他すべてのバイアグラの収益はバイアグラ（EH）

に含まれる。バイアグラ収益合計は、バイアグラ（IH）及びバイアグラ（EH）の全世界の収益合計を示す。

(d) これにはエリキュース（2016年度及び2015年度）及びレビフ（2015年度のみ）が含まれる。

(e) エリキュースの直接販売市場を含む。

(f) 以前はエスタブリッシュ医薬品事業と呼ばれたEH事業は、レガシーなエスタブリッシュ医薬品、無菌注射剤医薬品、Peri-LOE医薬

品、輸液システム（2017年2月2日まで）、バイオシミラー及びファイザー・センターワンを網羅し、ホスピーラのレガシー事業運

営すべてを含む。EHに影響を与える変更についての詳細は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記18A「セグメン

ト別、地域別及びその他の売上情報：セグメント情報」を参照のこと。

(g) レガシー・エスタブリッシュ医薬品は、特許保護を喪失した製品を含む（無菌注射剤医薬品及びPeri-LOE医薬品を除く。）。

(h) 無菌注射剤医薬品は、ジェネリックの注射剤及び専有特殊注射剤を含む（Peri-LOE医薬品を除く。）。

(i) Peri-LOE医薬品は、特許保護を最近喪失した、又はまもなく喪失することが予想される製品を含む。当該製品は主に、一部の先進

欧州市場におけるリリカ、世界におけるプリスティーク、ほとんどの先進国市場におけるセレブレックス、ザイボックス及びレバ

チオ、一部の欧州市場及び日本におけるブイフェンド及びバイアグラ並びにEUにおけるInspraが含まれる。

(j) 輸液システムは（2017年2月2日まで）、輸液ポンプ並びに関連ソフトウェア及びサービスに加え、大容量静脈内点滴用溶液及び関

連する投与セットを含む静脈内点滴製品からなる投薬管理システム製品を含む。

(k) バイオシミラーは、米国及び一部の海外市場におけるインフレクトラ/Remsima（インフリキシマブのバイオシミラー）、一部の欧

州、アジア及びアフリカ/中東市場におけるNivestim（フィルグラスチムのバイオシミラー）及び一部の欧州及びアフリカ/中東市

場におけるRetacrit（エポエチンゼータのバイオシミラー）を含む。

(l) ファイザー・センターワンは、(ⅰ)レガシーなファイザーの受託製造及び有効な医薬成分の販売業務（従前はファイザー・セン

ターソース（PCS）と呼ばれていた。）による収益（当社のゾエティスとの製造供給契約に関連した収益を含む）、並びに（ⅱ）

ホスピーラのレガシーな相対契約による無菌注射剤製造業務からの収益、から成る。詳細については、本書「第6　経理の状況」

の連結財務諸表に対する注記18A「セグメント別、地域別及びその他の売上情報：セグメント情報」を参照のこと。
 

* 計算が実質的な意味がない、又は100％を超えることを示す。
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収益 － 代表的な製品について

 

2015年度と比較して、海外市場における販売日が１日多かった結果、海外収益は2016年度プラスの影響を受けた。米国にお

いては2015年度と比較して2016年度の販売日数は差異がなかった。

 

・ プレブナー13／プレベナー13(IH)は、肺炎球菌疾患を予防する当社の肺炎球菌共役ワクチンである。2016年度

のプレブナー13／プレベナー13全体の全世界における営業収益は、2015年度と比較して7％減少した。2016年度

の全世界における収益は、2015年度と比較して、外国為替による1％のマイナスの影響を受けた。

 

2016年度の米国におけるプレブナー13の収益は、2015年度と比較して9％減少した。これは、2014年第4四半期

の発売開始の成功後、適格人口の当初捕捉率が高かったことによる、米国における成人適応症からの収益の低

下が主な要因となった。捕捉率の高さにより、前年と比較した残りの「キャッチアップ」機会（すなわち以前

にプレブナー13のワクチン接種経験のない65歳以上の成人に到達する機会）がより少なくなった。成人への適

応症の開始依頼の成功を考えると、米国における適格な65歳以上の患者集団のおよそ50％が既にワクチンを接

種している。残りの適格な人口は多いものの、この人々は捕捉するのがよりはるかに困難である。この減少は

小児への適応に向けて政府が購入するタイミングにより部分的に相殺された。

 

2016年度の海外におけるプレブナー13の営業収益は、2015年度と比較して3％減少した。これは、主に政府によ

る発注のタイミングによるが、成人適応症の摂取の穏やかな増加により部分的に相殺された。2016年度の海外

における収益は、2015年度と比較して、外国為替による3％のマイナスの影響を受けた。

 

2014年、ACIP（予防接種実務に関する諮問委員会）は、65歳以上の成人における肺炎球菌疾患を防止すること

を目的としたプレブナー13の日常的使用の推奨について投票を行った。これは成人について、ワクチンに含ま

れる13の肺炎球菌血清型により引き起こされる肺炎を含む。これらのACIPの推奨は、その後CDC理事及び米国保

健福祉省により承認され、2014年9月、CDCは疾病率死亡率週次報告に掲載した。他のワクチンと同様に、CDC

は、ワクチン接種による影響を定期的に監視し、当該推奨を検討する。しかしながら、この場合、CDCは、2018

年にその検討を実施することを正式に発表した。現在当社は、米国の多くの治験責任医師と協力し、プレブ

ナー13に含まれる血清型によって引き起こされる市中肺炎の割合を監視し、引き続きその傾向を観察してい

る。

 

2016年7月、既に承認された50歳以上の成人の適応症に加えて、18歳から49歳の成人について13の肺炎球菌血清

型(1、3、4、5、6A、 6B、 7F、 9V、14、18C、19A、19F及び23F)により引き起こされる肺炎及び侵襲性疾患予

防のための積極的な予防薬として、また6週間から17歳（18歳の誕生日前までの小児）についてワクチンに含ま

れる13の肺炎球菌株により引き起こされる浸潤性疾患の予防のために、FDAは適応年齢の拡大を承認した。プレ

ベナー13は現在、米国、EU及び40か国以上の国において18歳から49歳の成人への使用が承認されている。プレ

ブナー13は人生のすべての時期にわたり使用を承認された唯一の肺炎球菌ワクチンである。

 

2016年4月、EMAはプレベナー13の新たな4投与、MDV (multi-dose vial、複数投与瓶)プレゼンテーションを承

認した。更に、2016年7月、当社は世界保健機関からプレベナー13MDVの事前審査の承認を受けた。このMDVプレ

ゼンテーションは2017年初頭に、Gaviワクチンアライアンスの対象である国々への出荷に対して、事前市場コ

ミットメントプログラムに基づき導入されつつある。新プレゼンテーションはGavi適格国の必要在庫及び輸送

費を大幅に削減するのに役立つであろう。
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・ リリカ(EH（欧州、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア全域からの収益）／IH（その他すべての地域か

らの収益）)は、3つの神経因性疼痛、線維筋痛、及び局部的な発作を患う成人への補助療法として適応されてい

る。米国外においては、適応は、神経因性疼痛（末端神経及び中枢神経）、線維筋痛、てんかんの補助療法及び

全般性不安障害を含む。2016年度の全世界におけるリリカの営業収益は、2015年度と比較して4％増加した。

2016年度の全世界における収益は、2015年度と比較して、外国為替による1％のマイナスの影響を受けた。

 

2016年度の米国における収益は、2015年度と比較して18％増加した。これは、需要の増加及び価格のプラスの効

果による。

 

2016年度の海外におけるリリカの営業収益は、2015年度と比較して14％減少した。これは主に欧州の先進国市場

における独占権喪失及び2016年4月から日本において新国民健康保険（NHI）価格が開始したことが、一部市場

（主にオーストラリア、アジア及びアフリカ・中東）における営業収益増加により一部相殺されたことによる。

2016年度の海外における収益は、2015年度と比較して、外国為替による2％のマイナスの影響を受けた。

 

当社のIHセグメントにおけるリリカについては、2016年度の営業収益は、2015年度と比較して14％増加した。

2015年度と比較して、外国為替は2016年度に、リリカ（IH）の収益にわずかな影響しか与えなかった。当社のEH

セグメントでのリリカについては、2016年度の営業収益は、2015年度と比較して29％減少した。2015年度と比較

して、2016年度にリリカ（EH）は外国為替による3％のマイナスの影響を受けた。

 

・ エンブレル(米国及びカナダ以外においてIH)は、中等度から重度の関節リウマチ、若年性特発性関節炎、乾癬性

関節炎、尋常性乾癬、小児尋常性乾癬、強直性脊椎炎、及びX線所見による変化が認められない軸性脊椎関節症

の治療薬であり、2016年度の米国及びカナダを除く全世界における営業収益は、2015年度と比較して6％減少し

た。これは、最初のエタネルセプトのバイオシミラーの参入、並びに欧州の一部の市場全体の強制的な価格引下

げが主たる要因であり、新興市場（特にラテンアメリカ）における好調な需要及び価格引上げにより一部相殺さ

れた。2016年度は、2015年度と比較して、外国為替による7％のマイナスの影響を受けた。

 

・ イブランス(IH)は、2015年2月に米国において、その後一部の海外市場で特定の種類の進行性乳がんの治療薬と

して発売された。2016年度のイブランスの全世界における収益は21億ドルであり、ほぼすべてが米国で計上され

た。多額の収益は当社による科学/臨床データの強み、継続的な患者による肯定的な体験、並びに2016年12月時

点でいずれの国においてもイブランスがこの種類の唯一の登録医薬品であることに関連する。イブランスは現在

米国及びその他57か国で承認されいてる。

 

・ リピトール(EH)は、高LDLコレステロール血症の治療薬であり、すべての主要先進国市場においてジェネリック

医薬品競争に直面している。2016年度の全世界におけるリピトールの営業収益は、2015年度と比較して2％増加

した。2016年度は、2015年度と比較して、全世界の収益は外国為替による8％のマイナスの影響を受けた。

 

2016年度の米国における収益は、2015年度より2％増加した。これは主に、リベートの減少によるものである。

 

2016年度の海外市場における営業収益は、2015年度と比較して2％増加した。これは、中国からの力強い成長が

牽引したが、一部のその他新興市場（主に中東及びラテンアメリカ）及び先進海外市場における販売量減少並び

に中国における価格設定圧力により一部相殺された。2016年度の海外における収益は、2015年度と比較して、外

国為替による8％のマイナスの影響を受けた。
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・ バイアグラ(IH（米国及びカナダからの収益）/EH（米国及びカナダを除くその他すべての収益）)は、勃起不全

治療薬である。2016年度のバイアグラの全世界における収益は、主に新たな使用制限及びリベートの増加が要因

となり、2015年度と比較して7％減少した。2016年度は、2015年度と比較して、全世界における収益は外国為替

による2％のマイナスの影響を受けた。2016年度の米国における収益は、2015年度より9％減少した。これは、主

に新たな使用制限及びリベートの増加が1処方箋当たりの薬量増加、米国退役軍人省／国防総省による購入増

加、及び卸売業者の購入パターンの変遷により一部相殺されたことを反映する。2016年度の海外市場における営

業収益は、主に中国及び先進海外市場における販売量低下が要因となり、2015年度と比較して1％減少した。

2016年度の海外における収益は、2015年度と比較して、外国為替による6％のマイナスの影響を受けた。

 

当社のIHセグメントにおけるバイアグラの営業収益は2015年度と比較して2016年度は9％減少した。外国為替は

2016年度に、2015年度と比較して、バイアグラ（IH）の収益にわずかな影響しか与えなかった。EHセグメントに

おけるバイアグラの営業収益は、2015年度と比較して2016年度は1％減少した。2016年度のバイアグラ（EH）の

収益は、2015年度と比較して、外国為替による6％のマイナスの影響を受けた。

 

・ スーテント(IH)は、転移性腎細胞がん腫(mRCC)を含む、進行性腎細胞がん、疾患の進行後又はメシル酸イマチニ

ブへの不耐性のあるGIST（消化管間質腫瘍）、並びに進行性膵神経内分泌腫瘍の治療薬である。2016年度のスー

テントの全世界における営業収益は、2015年度と比較して1％増加した。これは、主に米国での価格引上げに加

え日本及び主要な新興市場における需要増によるものであったが、一部の先進海外市場における厳しい競争圧力

及びコスト抑制施策により相殺された。2016年度は、2015年度と比較して、全世界における収益は外国為替によ

る3％のマイナスの影響を受けた。

 
・ プレマリン製品群(EH)は、女性における中等度から重度の更年期障害の症状に対応する治療薬である。2016年度

の全世界における営業収益は、2015年度と比較してほぼ横ばいであった。2016年度の米国における収益は、2015

年度と比較して1％増加した。これは主に価格引上げによるが、一部処方量の減少及び市場の伸びの低下により

相殺された。海外市場については、2016年度のプレマリンの営業収益は、主に先進国市場及びアフリカの一部市

場における販売量の減少により2015年度と比較して1％減少した。海外収益について、2016年度は、2015年度と

比較して、外国為替による9％のマイナスの影響を受けた。

 

・ ノルバスク(EH)は高血圧治療薬であり、2016年度の全世界における営業収益は、2015年度と比較して1％増加し

た。2016年度の業績は中国における好調な需要によるものであるが、日本におけるジェネリック医薬品参入によ

り相殺された。2016年度の全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による4％のマイナスの影響を受け

た。

 

・ ゼルヤンツ(IH)は、メトトレキサートへの反応が不十分若しくは不耐症である中等度から重度の活動性関節リウ

マチの成人患者の治療薬として、米国、日本、オーストラリア、トルコ、カナダ、スイス及びブラジルを含む50

を超える市場において、第二選択療法（従来の疾患修飾性抗リウマチ薬による治療後）に使用される薬剤として

承認されている。2016年度のゼルヤンツの全世界における営業収益は、2015年度と比較して78％増加した。2016

年度のゼルヤンツの米国における収益は、リウマチ専門医による採用の増加、患者による認識の高まり、支払人

へのアクセスの改善及び価格引き上げにより、2015年度と比較して、71％増加した。ゼルヤンツの海外収益は

2016年度に122百万ドルを計上した。2016年度の全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による1％のマ

イナスの影響を受けた。
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・ チャンティックス／チャンピックス(IH)は、18歳以上の成人における禁煙治療の補助薬として、100ヶ国以上で

承認されている。2016年度の全世界における営業収益は、2015年度と比較して27％増加した。全世界の2016年度

の収益は、2015年度と比較して、外国為替による1％のマイナスの影響を受けた。

 

2016年度のチャンティックスの米国における収益は、2015年度と比較して40％増加した。これは主に、価格引上

げ、効果的な消費者へのブランド直接キャンペーン、段階的禁煙アプローチの促進及び管理医療の無制限の対象

による需要拡大によるものである。

 

2016年度のチャンピックスの海外における営業収益は、2015年度と比較して4％増加した。これは、主に韓国で

の増加（政府が資金援助する禁煙補助プログラムの改革により牽引）、スペインにおける消費者のデジタルイニ

シアチブの推進及びオランダでの増加が日本の市場縮小及びトルコにおける政府購入の時期により部分的に相殺

されたことによるものであった。2016年度の海外における収益は、2015年度と比較して、外国為替による3％の

マイナスの影響を受けた。

 

2016年12月、FDAはチャンティックスの表示を重篤な精神神経疾患時に関する枠組みの警告文を除去し、更新し

た。枠組みの警告文の除去は、精神疾患の経歴がある/ない患者に関して最大規模の近年臨床試験である、

EAGLESの結果に基づいており、FDA精神薬理薬及び医薬品安全・リスク管理諮問委員会の勧告に合致している。

EAGLESに基づく追加の表示改定には、精神神経疾患の安全性に関する対応する警告及びブプロピオン（抗鬱剤）

又はニコチンパッチと比較したチャンティックスの優れた有効性に関する追加情報の更新を含む。

 

・ セレブレックス(EH)は、全世界において、骨粗しょう症及び関節リウマチの兆候及び症状の治療、並びに米国、

日本及びその他一部の市場で、急性疼痛の管理に適応されている。2016年度の全世界における営業収益は、2015

年度と比較して10％減少した。これは、主に米国及び多くの海外先進国市場における独占権喪失及び関連する

ジェネリック医薬品競争によるが、中国での成長並びに米国におけるチャージバックの減少及び有利なリベート

により一部相殺されたことによる。2016年度は、2015年度と比較して、外国為替による2％のマイナスの影響を

受けた。

 
・ プリスティーク(EH)は、大うつ病性障害の治療薬として、米国及びその他様々な国で適応されている。プリス

ティークは、一部の海外市場において、更年期障害を伴う中等度から重度の血管運動症状の治療薬としても適応

されている。2016年度のプリスティークの全世界における営業収益は、主に米国における成長により、2015年度

と比較して4％増加した。2016年度の全世界における収益は、2015年度と比較して、外国為替による1％のマイナ

スの影響を受けた。

 

・ ベネフィクス及びリファクトAF／シンサ(IH)は、生涯にわたり血友病の出血性疾患のある患者の治療を手助けす

る、遺伝子組み換え技術による血友病治療薬である。2016年度のベネフィクスの全世界における営業収益は、

2015年度と比較して4％減少した。これは、主に、新しい半減期延長治療オプションの開始による米国及び欧州

諸国の市場シェア低下の結果であった。2016年度の全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による2％

のマイナスの影響を受けた。

 

2016年度のリファクトAF／シンサの営業収益は、2015年度と比較して8％増加した。これは主に、欧州及び一部

その他海外市場における製品需要による。2016年度の全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による

4％のマイナスの影響を受けた。米国における2016年度のリファクトAF／シンサの収益は2015年度と比較して、

価格引き上げを主たる要因として、5％増加した。

 

・ ザーコリ(IH)は、未分化リンパキナーゼ（以下「ALK」という。）陽性若しくはROS1陽性である局所進行性又は

転移性NSCLC（転移性非小細胞肺がん）患者の治療薬である。2016年度のザーコリの全世界における収益は、

2015年度と比較して17％増加した。これは、主要市場全体でALK遺伝子異常の診断率が着実に上昇したことによ

り、治療を受ける患者が増加したこと、及びROS1陽性の腫瘍を持つ転移性NSCLCの患者を治療する追加NDAを2016

年3月にFDAが承認したことによる。2016年度の全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による2％のマ

イナスの影響を受けた。
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・ ザイボックス(EH)は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症を含む、重篤なグラム陽性病原体の治療に使用され

る。2016年度のザイボックスの全世界における営業収益は、2015年度と比較して49％減少した。これは米国及び

先進海外市場におけるジェネリック医薬品競争及びそれに伴う価格圧力によるものである。2016年度の全世界の

収益は、2015年度と比較して、外国為替による3％のマイナスの影響を受けた。

 

・ インライタ(IH)は、過去に全身治療に抵抗を示したRCC（進行性腎細胞がん）患者の治療薬である。2016年度の

全世界における営業収益は、2015年度と比較して6％減少した。これは主に、北米及び欧州における競争激化が

中国並びにオーストラリア、アルゼンチン、ブラジルの業績により部分的に相殺されたことによる。2016年度の

全世界の収益は、2015年度と比較して、外国為替による影響はわずかであった。

 

・ インフレクトラ/Remsima(EH)は、Remicade®（インフリキシマブ）のバイオシミラーであり、特定の炎症性疾患

を持つ患者の治療に適応される。2009年、ホスピーラはインフレクトラを含む一定のバイオシミラー分子を開発

及び販売する契約をセルトリオンと締結した。ファイザーは米国、カナダ及び一部のその他地域においてインフ

レクトラの独占商品化権を所有する。ファイザーはまた欧州において、セルトリオンとインフレクトラの商業化

の権利を共有する。欧州においては、現在36の市場で発売されている。2014年12月、ホスピーラはカナダにおい

てインフレクトラを発売した。2016年4月、FDAはRemicade® の適格適応症のすべてについてインフレクトラ（イ

ンフリキシマブ-dyyb）を承認した。

 

2016年度第4四半期、2016年11月21日の卸売業者への出荷に始まり、ファイザーは米国においてインフレクトラ

の発売を開始した。インフレクトラに関係する特許訴訟が係属中であり、ヤンセンとニューヨーク大学が米国に

おけるインフレクトラの販売が１以上の特許を侵害すると主張している。上訴裁判所が最終的にかかる特許は有

効で侵害されていることを維持した場合、当社はヤンセンの逸失利益の支払の可能性及び/又は１以上の有効な

侵害されている特許の期間中米国においてインフレクトラの販売を中止する必要を含み、特許侵害賠償額の責任

を負う可能性がある。

 

インフレクトラ/Remsimaの全世界の収益は、2016年度には192百万ドルであった。

 

・ 2016年度の提携による営業収益（IH/EH）は、主に以下により、2015年度と比較して33％増加した。
 

・ 市場シェアの拡大によるエリキュースの提携による収益の増加

・ 2016年9月のメディベーションの買収の結果、米国におけるイクスタンジの収益140百万ドルの統合

これらは、以下により一部相殺された。
 
・ 米国においてレビフの共同販促提携契約が2015年度末に終了したことより、2016年度の営業収益が、2015年

度と比較して、約370百万ドル減少した。
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2016年度の提携による営業収益は、2015年度と比較して、外国為替による影響はわずかであった。

 

・ エリキュース(IH)は、ファイザーとBMSによって共同開発され、現在商品化されている。ファイザーは研究に基

づき開発費用全額の50％から60％を資金提供する。損益は全世界で等分に負担し、但しファイザーがエリキュー

スを商品化し、BMSに純売上の割合に基づき対価を支払う一部の国を除く。2015年4月、当社は、BMSと、2015年

度第3四半期から、一部の小規模な市場における完全な商品化権を当社に譲渡する契約を締結した。BMSは、原価

にこれらの市場における最終顧客への純売上高の割合を加え、製品を当社に供給する。エリキュースは、新規経

口抗凝血薬(NOAC)市場を構成しており、このクラスの薬剤は、適切な患者を治療するワルファリンの代替治療オ

プションとして開発された。エリキュース(アピキサバン)は、世界中の主要市場において、以下の複数の適応に

ついて承認されている：

・非弁膜症性心房細動患者の脳卒中及び全身性塞栓症のリスク軽減について

・深部静脈血栓症（以下「DVT」という。）及び肺塞栓症（以下「PE」という。）の治療薬として、並びに初期

治療後のDVT及びPEの再発リスクを軽減する薬剤として

・股関節又は膝の置換手術を受けた患者において、PEを引き起こす可能性のあるDVTについて

エリキュースの使用及び採用は、主要市場全体で引き続き拡大している。エリキュースは、現在米国、日本及び

複数の欧州市場において、心臓専門医の間で処方される第１位のNOACである。

 

・ イクスタンジ(IH)は、ファイザーとアステラスで共同で開発し、販売している。両社はイクスタンジの米国の純

売上高に関する売上総利益（損失）を等分する。一部の例外を除き、ファイザーとアステラスはイクスタンジの

米国市場に関する販売費用全額も均等に分担する。ファイザー及びアステラスはまた、一定の開発費用及びその

他共同費用を分担し、ファイザーはイクスタンジの海外の純売上高につき一定割合で段階的なロイヤルティ

（「その他の（収益）/費用（純額）」に計上）を受領する。イクスタンジは以下の適応症につき承認されてい

る。

 

・米国、欧州及びその他世界中の多数の国における、転移性去勢療法抵抗性前立腺がん患者の治療

・日本における去勢療法抵抗性前立腺がん患者の治療

 

2016年9月28日の買収後、ファイザーは2016年度にイクスタンジの提携による収益を140百万ドル計上した。全額

米国によるものであった。

 

エンブレル及びレビフに関する各種契約による権利の執行についての詳細は、本書「第3　事業の状況　3　対処すべき課

題」の「当社の営業環境－業界固有の課題－知的財産権及び提携/ライセンス権」を参照のこと。

 

上記の製品に関する特許及び製品訴訟についての最近の進展は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記17

「契約債務及び偶発事象」を参照のこと。
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原価及び費用

 

売上原価

 

  
12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

売上原価
 

$ 12,329  $ 9,648  $ 9,577  28％  1％

売上に対する割合  23.3％  19.7％  19.3％     

　           

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度における売上原価は、主に以下により、2015年度と比較して28％増加した。

 
・ 2015年度はホスピーラ米国のレガシー事業4か月及びホスピーラ海外のレガシー事業3か月の算入に対して、

2016年度はホスピーラのグローバルなレガシー事業通年の算入。

・ 主要なイノベーティブ・ブランドからの収益の成長及びファイザーの無菌注射剤医薬品ポートフォリオのレ

ガシー事業の成長。

・ 製品構成の変更による製品の分散。独占権を喪失した製品及び特定のサイトでの製造物の問題（約300百万

ドルの増加）を含む。

・ 費用削減/生産性イニシアチブに関連する費用の増加。工場ネットワーク戦略（約200百万ドル）を含む。

・ 2016年度の外国為替によるマイナスの影響3％、すなわち約410百万ドル。

 
2015年度と比較した、2016年度の売上に対する割合は、主に以下により上昇した。

 

・ 以下による製品構成の不利な変化：（ⅰ）原価の高い製品を持つ、2015年度のホスピーラ米国のレガシー事

業4か月間及びホスピーラ海外のレガシー事業3か月間の算入に対して、2016年度はホスピーラのグローバル

なレガシー事業通年の算入、並びに買収日付で公正価値で測定され、関連する在庫の回転期間中償却される

買収したホスピーラの在庫、及び（ⅱ）以前は高い売上総利益を誇っていた製品の独占権の喪失。

・ 外国為替の不利な影響。

・ 2015年度と比較して、2016年度の費用削減/生産性イニシアチブ（買収には関係しない。）を実行するため

に負担した費用による悪影響。

 
これらは、以下により一部相殺された。

 

・ ファイザーのレガシーな製品に関連する製品構成の有利な変動。上記の製品に係る独占権の喪失の影響を除

く。

・ 製造工場年金債務に関連する経常外費用72百万ドル及び下記「第３　事業の状況、７　財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「世界経済の状況 - ベネズエラ事業」に記載の為替レート変更

に関連する2015年度のベネズエラにおける棚卸資産評価損に関連する経常外費用72百万ドル。
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販売、IT関連及び一般管理(SI&A)費用

 

  12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

販売費、IT関連費及び一般管理

費

 

$ 14,837  $ 14,809  $ 14,097  -  5％

売上に対する割合  28.1％  30.3％  28.4％     

　           

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度のSI＆A費用は、主に以下により、2015年度と比較してほぼ横ばいであった。

 

・ 卸売業者１社の好ましくない動向による、貸倒引当金の増加（約280百万ドル）。

・ 2015年度のホスピーラ米国のレガシー事業4か月間及びホスピーラ海外のレガシー事業3か月間の算入に対し

て、2016年度のホスピーラのグローバルな事業の通年の算入。

・ 当社の主要製品全般への更なる投資。

 

これらは、以下により一部相殺された。

 

・ 2015年度に繰延付与年金給付の一括払いか年次払いかを選択する年金給付を付与された一部の退職従業員へ

の提供に伴う年金債務の決済に関連する経常外費用419百万ドル。

・ 2016年度の外国為替によるプラスの影響2％。

 

研究開発(R＆D)費

 

  12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

研究開発費
 

$ 7,872  $ 7,690  $ 8,393  2％  (8)％

売上に対する割合  14.9％  15.7％  16.9％     

           

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度のR＆D費は、主に以下により、2015年度と比較して2％増加した。

 

・ 2016年第4四半期に中止されたbococizumabのグローバルな臨床開発プログラムの研究終了に関する約260百

万ドルの費用。

・ 2015年度のホスピーラ米国のレガシー事業4か月間及びホスピーラ海外のレガシー事業3か月間の算入に対し

て、2016年度はホスピーラのグローバルなレガシー事業通年の算入、レガシーなホスピーラのバイオシミ

ラー及び無菌注射剤開発プログラムへの投資の増加、並びに（程度は少ないが）アナコールのレガシー事業

の約6か月間の算入及びメディベーションのレガシー事業の約3か月間の算入。

・ 当社のオンコロジー・プログラムに関連する費用の増加。主にメルクKGaAとのアベルマブの提携。
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これらは、以下により一部相殺された。

 
・ 全世界における開発及び商品化契約に関連する2015年度第1四半期のオプコへの経常外費用である前払金295

百万ドル。

・ bococizumab、イブランス及びrivipanselの臨床試験（治験）に関連する契約上のサービス実施の義務が

あった272百万ドルの開発拠出金（本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2D「買収、売却目

的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに原価法投資：研究

開発及び共同契約」を参照のこと。）。

 
下記「事業セグメント情報の分析」の項も参照のこと。

 
研究開発事業の詳細

 

革新は、当社の成功にとって不可欠なものであり、創薬及び開発は、時間と費用がかかり、予測不可能である。当社のR&D

費は、多数のマトリクス組織を通じて生じており、2016年に当社はIH事業及びEH事業の全体にわたりより強固でより効率的な

R&Dの原動力を生み出す当社の研究開発事業への変更を発表した。

 

・　IH事業向け研究資産（有効性検証が未実現の資産）について引き続き責任を有するWRD(ワールドワイド・リサーチ・ア

ンド・ディベロップメント)部門内のリサーチ・ユニット。当社のリサーチ・ユニットは、柔軟性、結束及び集中を強

化するための様々な方法（治療分野ごと又はその組合せ、専門領域ごと、所在地ごと等）で組織されている。当社の

その体制により、従業員が類似する技術、専門知識及び／又は重点課題を共有しているため、適宜様々なプロジェク

ト間でリサーチ・ユニット内の資源を迅速に再配置することが可能となっている。

・　当社は、EH事業セグメント内にR&D組織を創設した。これはEH製品の基盤を支え、バイオシミラーに加えて、見込みの

ある新しい無菌注射剤及び治療法の開発が期待される。

・　当社はGPD組織を設立した。これはWRD及びイノベーティブ・ポートフォリオの臨床試験の段階にある資産の臨床開発全

般の責任を有する。GPDはまた、ファイザーR&Dプロジェクトへの技術的支援及びその他サービスを提供する。

・　当社のR&D費の大部分が生じる、科学基盤及びその他エンド・ツー・エンド・プラットフォーム・サービスを提供する

組織は、様々なR&Dプロジェクトに対して技術的専門知識及びその他のサービスを提供し、製薬科学、医薬品化学、規

制及び薬物安全性といった科学基盤機能（当社のWRD組織の一部である。）、並びに施設、ビジネス・テクノロジー及

びファイナンスといった非科学機能とに分けられている。その結果、各機能内において、あらゆる治療分野及びほと

んどの開発段階において、プロジェクト間、候補薬間及び／又は目標間で資源を移動することができ、それにより、

進化するニーズに即座に対応することが可能となる。

 

当社は、上記のマトリクス組織を通じて、会社全体としてR&D事業を管理する。とりわけ、当社のR&Dグループ及びIH事業組

織の代表から成る単一の委員会は、当社のすべてのWRD、GPD及びIHのR&Dプロジェクト間で資源を調整し、イノベーティブR&D

ポートフォリオ全体での最適な資本の配分を確実にすることを目指している。当社は、このアプローチも、責務及び柔軟性の

最大化につながると考えている。当社のEH R&D組織は、WRD組織及びGPD組織から分けて資源を管理する。

 

通常当社は、上記のとおり、当社のR&D事業の大部分について、開発段階ごと又は治療分野ごとに管理していないため、R&D

費合計を開発段階ごと又は治療分野ごとに分類していない。さらに、状況の変化に応じて、当社の費用の大部分を即座に調整

することができるため、開発段階ごと又は治療分野ごとのR&D費に関する過去の期間の情報は、必ずしも将来の支出を示すとは

考えていない。

 

事業セグメント別の詳細については下記「事業セグメント情報の分析」の項を参照のこと。
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無形資産償却費

 

  12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

無形資産償却費
 

$ 4,056  $ 3,728  $ 4,039  9％  (8)％

売上に対する割合  7.7％  7.6％  8.1％     

　           

2016年度の無形資産償却費は、2015年度と比較して9％増加した。これは、ホスピーラから取得したレガシーな識別可能無

形資産に関連する償却費が2016年度は通年で算入されたのに対して、2015年度はレガシーなホスピーラの米国無形資産償却費

が4か月間及びレガシーなホスピーラの海外無形資産償却費が3か月間のみ算入されたこと、並びに2016年はレガシーなメディ

ベーションから取得した無形資産の償却費が3か月間含まれたことによるが、予想耐用期間末で全額償却された資産により一部

相殺された。

 

詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記10A「識別可能無形資産及びのれん：識別可能無形

資産」を参照のこと。

 

事業再編費用並びに買収及びコスト削減/生産性向上イニシアチブ関連費用

 

  
12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)
 

2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

事業再編費用及び一部の買収関連費用
 

$ 1,724  $ 1,152  $ 250  50％  *

合計追加減価償却-資産再構築
 

207  122  261  70％  (53)％

合計実施費用
 

340  203  270  67％  (25)％

買収活動及びコスト削減/生産性向上イニシアチ

ブ関連費用(a)

 

$ 2,271  $ 1,478  $ 781  54％  89％

　           
 

(a) 事業再編費用及び一部の買収関連費用に加え、当社のコスト削減／生産性向上イニシアチブの関連費用で構成され、適

宜「売上原価」、「研究開発費」及び／又は「販売費、IT関連費及び一般管理費」に計上される。

 
* 計算は実質的な意味がないため省略する。

 

事業再編費用及び一部の買収関連費用に含まれるのは、(ⅰ)従業員解雇費用、撤退費用及び資産の減損（主にホスピーラ買

収及びメディベーション買収に加えて、買収に関連しない費用削減及び生産性イニシアチブ）についての2016年度の12億ドル

の再編費用、(ⅱ)大半がメディベーション及びアナコールの買収に直接関連する、銀行取引、法務、会計及びその他同様の

サービス等の2016年度の取引費用127百万ドル、並びに当社のアラガン社との取引解除に関係する費用、並びに(ⅲ)当社のホス

ピーラ買収及びアラガンの解除された取引に主に関連する、取得した事業の統合に直接関連する外部の追加的な費用であり、

主に2016年度のコンサルティングやシステム及びプロセスの統合支出441百万ドルを含む、統合費用である。詳細な情報は、本

書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編費用及び買収、コスト削減/生産性向上イニシアチブに関連す

るその他の費用」を参照のこと。

 

当社のホスピーラ買収に関連して、当社は、合併会社の適切なコスト構造を達成する努力に集中している。当社は、ホス

ピーラ買収に関連して2018年までに年間のコストの削減10億ドル（当初のコスト削減目標である800百万ドルを25％上回る。）

を達成することを予定し、2016年12月31日までに約500百万ドルのコスト削減を達成している。当社の過去の経験に基づき、削

減を生み出す一回限りの費用は、約10億ドル（取得した仕掛研究及び開発権の返還に関連する2015年度通年の215百万ドルの費

用は除く。）と予想され、買収後の最長3年間計上される。
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2016年に、当社は以前は開示していた、当社のグローバルな事業組織構造の再編、製造工場ネットワークの再編及び最適化

イニシアチブ並びに会社全体の追加コスト削減/生産性イニシアチブに関連する2014年に開始したコスト削減イニシアチブを完

全に終了した。

 

2016年12月31日まで、2014年-2016年プログラムのために総費用31億ドル(税引前)を負担した。上記のプログラムに関連し

た継続中の年間コスト削減（ただしホスピーラ買収に関連する予想コスト削減は含まない。）は、総額で、約31億ドルであ

る。削減額は大部分、2016年度末までに計上された。しかし、2016年度下半期に発生したコストの削減額はその大部分が2017

年度に発生すると予想される。これらのプログラム並びに予想及び現実の総費用に関する情報については、本書「第6　経理の

状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編費用及び買収、コスト削減／生産性向上イニシアチブに関連するその他の費

用」を参照のこと。

 

費用削減/生産性新イニシアチブ―2017年から2019年の活動

 

2016年9月のIH事業及びEH事業を2つの独立した株式公開会社に分割することを進めないというその時点での当社の決断に関

連して実行された査定の結果、当社は当社の事業における競争力を強化する、より大きな最適化及び効率性を達成する可能性

のある新たな機会を特定した。従って、当社は新たな全社的なコスト削減/生産性イニシアチブを開始し、2019年度末までに完

了する予定である。これらのイニシアチブは当社の費用基盤のすべての分野を網羅し、IH及びEHの製品及びパイプラインを支

えるための当社の会社及びプラットフォーム機能の一層の集中化及び当社の製造工場ネットワークの最適化、並びに機会が特

定されたその他分野の活動を含む。これらの新イニシアチブに関連する実行計画が進行中であり、2020年までに約12億ドルの

削減目標を達成するために、当社は今後3年間で約900百万ドルの費用を負担する予定である。

 

これらの活動に関連する2017年度の予想コスト削減額は、2017年度の当社の財務ガイダンスに反映されている。

 

これらの主なイニシアチブに加えて、当社は、特に独占権喪失及び様々な製品の提携契約の満了を考慮し、コスト削減及

び／又は生産性向上機会を目指し、当社の事業を継続的に監視する。

 

その他の(収益)費用(純額)

 

  12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)
 

2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

その他の(収益)費用(純額)
 

$ 3,655  $ 2,860  $ 1,009  28  *

　           
 

* 計算は実質的な意味がないため省略する。

 

「その他の(収益)費用（純額）」の構成要素については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記4「その他

の(収益)費用（純額）」を参照のこと。

 

下記「事業セグメント情報の分析」の項も参照のこと。

 

法人税等引当金

 

  
12月31日に終了した年度  変動率

(単位：百万ドル)
 

2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

法人税等引当金
 

$ 1,123  $ 1,990  $ 3,120  (44)％  (36)％

継続事業における実効税率
 

13.4％  22.2％  25.5％     
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これらの3年において、継続事業の実効税率は、特に当社にとって有利な監査の解決、及び様々な期間を対象とする複数の

税管轄地における出訴期限の到来により影響を受けた。当社の納税引当金に影響を与えたこれらの個別要素に関する詳細につ

いては、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記5A「税金：継続事業利益に係る税金」を参照のこと。

 

2016年度の2015年度との比較

 

2015年度と比較して低下した2016年度の実効税率は、主に以下の結果によるものである。

 

・ プロトニックスに関連する訴訟を原則として解決する、2016年2月に原則合意に達し、2016年4月に確定した

確定判決に関連する利益。これにより当社の税務ポジションの技術的な利点を優先する可能性について当社

の2015年の当初査定を引き上げる情報を得られた。

・ ベネズエラに関連する為替差損の損金不算入がなかったこと。

・ 通常の事業の過程における事業運営の変動の結果、利益の管轄区域構成の変更。

・ 主に様々な海外税務当局との過年度についての一定の税務ポジションの解決に関連した税制優遇の増加及び

一部の制限規則の失効。

・ 2016年度第4四半期における2016年1月1日現在の新会計基準の採用に関連する利益。これは株式基準報酬の

税制優遇又は欠損を法人税引当金の構成要素として計上することを求める。優遇税制の純額は2016年度に

890百万ドルであった。本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記1B「開示方針及び重要な会計

方針：新会計基準の適用」を参照のこと。

 

これらは、以下により一部相殺された。

 

・ 特定の税施策に関連する税制優遇がなかったこと。

 

税法改正

 

2017年1月23日、プエルトリコの知事は、2011年より施行された消費税を定める1994年プエルトリコ内国歳入法第2101号

（法154）を改正する法令3-2017を成立させた。当該消費税は、多国籍企業及びその関連会社がプエルトリコの関連会社より購

入した製品に対して課せられる。当初適用された消費税は、2011年から2016年まで有効であり、2011年の4％から2016年の1％

まで段階的に引き下げられる予定であった。法令2-2013では、2017年まで消費税の実施期間が延長され、2013年7月1日より、

2017年までの全年度、税率は4％まで引き上げられることとなった。法令3-2017は、さらに2027年までのすべての年について

4％の消費税を延長した。消費税は、適宜「売上原価」及び「法人税引当金」に計上される。2017年度に予想される影響はすべ

て、2017年度の当社の財務ガイダンスに反映されている。

 

2015年12月18日、2015年増税防止法案に署名がなされ、同法案は成立した。当該法律においては、適用期間が恒久的に延長

された米国R&D税金控除を含む、失効した一定の税金利得及び控除について、2015年1月1日から遡及的に、一時的又は恒久的に

延長することが一般に定められている。2015年増税防止法の施行日を考慮し、当社は、2015年度のR&D費に関連した税金利得を

2015年度に計上した。
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非GAAP財務評価（調整後利益）法

 

非GAAP財務評価（調整後利益）法の一般的記述

 

調整後利益は、経営陣が用いる業績の別の指標のひとつである。当社は、これに基づき、その他の業績測定基準と併せて全

社の業績を分析する。調整後利益は、ファイザーにとって重要な社内評価方法であるので、当社は、この業績評価法を開示す

ることにより、当社の業績に対する投資者のより深い理解が得られるものと確信する。当社は、損益計算書上の一部項目によ

る影響を考慮する前の処方薬、ワクチン及びコンシューマー・ヘルスケア（一般医薬品）製品の創薬、開発、製造、マーケ

ティング及び販売といった当社の主要業務の実績を示すために、調整後利益、調整後利益の構成要素及び調整後希薄化後１株

当たり利益を報告する。当社は、調整後利益を、下記に記載のとおり、買収、買収関連費用、非継続事業及び特定の重要項目

のパーチェス法による会計処理影響前の「ファイザー・インクに帰属する純利益」と定義している。同様に、調整後利益の構

成要素については、買収、買収関連費用及び特定の重要項目のパーチェス法による会計処理影響前の「売上原価」、「販売

費、IT関連費及び一般管理費」、「研究開発費」、「無形資産償却費」並びに「その他の(収益)費用(純額)」と定義してい

る。当社は調整後希薄化後1株当たり利益を、買収、買収関連費用、非継続事業及び特定の重要項目のパーチェス法による会計

処理影響前のファイザー・インクに帰属する普通株式1株当たりの利益と定義している。調整後利益、調整後利益の構成要素及

び調整後希薄化後1株当たり利益の評価法は、米国で一般的に認められている会計原則（以下「GAAP」という。）による純利益

又は米国GAAPによる純利益の構成要素又は米国GAAPによる希薄化後1株当たり利益に代わるものとはみなされておらず、またみ

なされるべきではない。

 

下記は、調整後利益及び調整後希薄化後1株当たり利益評価法の使用例である。

 

・ 上席経営陣は、調整後利益ベース及び調整後希薄化後1株当たり利益ベースで作成された当社の経営成績に

ついて月間分析報告を受領する。

・ 当社の年間予算は、調整後利益ベース及び調整後希薄化後1株当たり利益ベースで作成される。

・ 上席経営陣の年間報酬は、調整後利益及び調整後希薄化後1株当たり利益ベースの評価法を一部用いて算出

される。調整後利益は、ファイザー・インク・エグゼクティブ・年次インセンティブ・プランに基づく賞与

の決定に利用される業績評価指標のひとつである。これは、内国歳入法（IRC）第162条(m)において、エグ

ゼクティブ・リーダーシップ・チーム（ELT）に支払われる賞与を制限するために策定されたものである。

内国歳入法第162条(m)の制限に従い、賞与は、調整後利益から算出される調整後希薄化後1株当たり利益を

含む、3つの財務指標により測定される業績に基づき、プールから資金供給されている。この指標は、賞与

プールの40％を占める。賞与プールは、ELTメンバー及びその他の上席経営陣を含む、賞与の受給資格を有

する世界中の営業チーム以外の実質上全従業員向け賞与プランに適用される。さらに、2015年度業績株式報

奨から、調整後営業収益は、支払いの決定に利用される評価法のひとつとなる。調整後営業収益は、調整後

利益から算出される。

 

調整後利益、調整後利益の構成要素及び調整後希薄化後1株当たり利益は、米国GAAPが定める標準化された意味を有しない

非GAAP財務評価法である。そのため、投資家にとっての有益性に限度がある。非標準定義のため、調整後利益及びその構成要

素（米国GAAPによる純利益及びその構成要素とは異なり）並びに調整後希薄化後1株当たり利益（米国GAAPによる調整後希薄化

後1株当たり利益とは異なり）は、他社の同様の評価基準による計算と比較することができない場合がある。調整後利益、その

構成要素及び調整後希薄化後1株当たり利益は、経営陣が当社の業績をどのように評価しているかについて、投資家がより深く

理解できるようにする目的にのみ表示される。

 

当社は、業績の社内評価法として、調整後利益、その構成要素及び調整後希薄化後1株当たり利益測定法には限界があるこ

とについても認識しており、当社の業績管理プロセスをこの評価基準のみに限定してない。これらの評価法の限界とは、買収

又は取得無形資産の償却の影響等、ある期間内の全事象を包含することなく、当社の経営の概要を提供しており、当社の業績

とバイオ医薬品業界の他社とを比較した見解を示していないことにある。当社は、最高水準の業績確保を意図して特別に調整

されたその他の手段も用いる。例えば、当社の研究開発組織は、生産性目標を立て、それに基づき効率性を測定する。さら

に、絶対的株主総利回り及び同業他社グループ（2015年度以前）又は株式公開医薬会社のインデックスとの相対的な株主総利

回りは、ファイザーの長期インセンティブ報酬制度に基づく支払いの決定に際して、重要な役割を果たす。
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2016年度及び2015年度の米国GAAPに基づき報告された情報の非GAAP調整後情報への再分類については、以下を参照のこと。

 

パーチェス法による調整

 

調整後利益は、企業結合及び純資産の取得から生じた、パーチェス法による会計処理の重要な影響を考慮する前に算出され

る。こうした影響は、主に、ワイス（2009年に買収）、ホスピーラ（2015年に買収）、アナコール（2016年6月に買収）及びメ

ディベーション（2016年9月に買収）に関連したものであり、公正価値まで引き上げられた取得棚卸資産の売却による売上原価

の増分費用、取得した有限耐用年数の無形資産の公正価値の増加に関連した償却、及び（程度はかなり低いが）取得した固定

資産（主に製造施設）の公正価値の変動に関連した償却、取得した負債の公正価値の増加に関連した償却、並びに偶発的対価

に関連した公正価値の変動が含まれる。したがって、調整後利益の測定には、取得した製品の買収費用を考慮しない当該製品

の販売による収益が含まれる。

 

パーチェス法による一定の調整には、20年以上かかるものがあるが、この指標は、経営陣が業績の社内評価に使用する当社

の業績に対する別の見解を示す。当社は、過去にR&D（研究開発）費を計上した社内開発の無形資産を均等に扱おうとすること

で、取得無形資産に帰属する償却額の消去が、当社の業績に対する別の見解を経営陣及び投資家に対して提供するものと確信

する。

 

しかしながら、社内開発した無形資産と取得した無形資産との完全に正確な比較は、調整後利益によって実現させることは

不可能である。調整後利益の構成要素は、本セクションの第一段落に列挙する項目の影響からのみ決定される。当社は、これ

らの無形資産を独力で発見及び開発した場合に生じる相違の影響を分析しておらず、また調整後利益測定法は、こうした状況

下で生じた結果を示すことを意図していない。例えば、当社のR&D費の合計及び表示期間の額が異なっていたかもしれず、当社

の商品化の速度及びその結果として生じる売上（もしあれば）が異なっていたかもしれず、又は当社の製造原価が異なってい

たかもしれない。さらに、当社のマーケティング活動は、顧客から違った捉え方をされていたかもしれない。したがって、全

体としての調整後利益額は、当社が取得無形資産を発見及び開発した場合、表示額と同一であったとの保証はできない。

 

買収関連費用

 

調整後利益は、企業結合に関連した取引、統合、事業再編及び追加減価償却費の考慮前に算出されるが、これは当該費用が

取引毎に異なり、買収の決定による事業再編及び2つの事業の統合のために発生した費用を示しているためである。さらに明確

化すると、企業結合又は純資産の取得に関連した取引費用、追加減価償却、事業再編及び統合活動のみが、買収関連費用に含

まれる。当社は、結果として生じた相乗効果の調整は行っていない。

 

企業結合に関連して発生した多額の費用は、完全統合された一連の活動の取得による当然の結果として、重複した資産、活

動又は従業員の削減の必要から主に生じるため、当社では、これらの費用の考慮前利益を表示することは、投資家に有益な追

加展望情報を提供することになると確信する。こうした理由により、（例えば企業結合における）異種システムの変換、重複

施設の閉鎖又は重複職務の削減で発生する費用は、その他のより通常の事業状況で発生する費用とは異なった視点で見ること

ができる。

 

企業結合に関連した統合及び事業再編費用は、数年にわたり発生する場合があるが、より実質的な影響は、通常、取引後3

年以内に終了する。一部の措置については外部の承認を必要とするため、一定の事業再編及び統合活動の達成に必要な期間

は、長期になる可能性がある。例えば、厳しく規制される医薬品事業の性質により、製造上の変更はすべて広範囲に及ぶ認可

及び検査を条件とし、またFDA及び／又はその他世界中の規制当局による承認を取得しなければならないため、余剰施設の閉鎖

は数年かかることもある。
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非継続事業

 

調整後利益は、非継続事業に含まれる経営成績、並びに当該事業の売却損益の考慮前に算出される。当社は、当社の業務と

の戦略的適合を諮って当社の事業及び製品ラインの見直しを行う一方で、売却の意図をもって事業を構築又は運営していない

ため、こうした表示を行うことは投資家にとって意味があると考える。非継続事業による再表示は、報酬に影響を与えず、再

表示期間の報酬に対する調整後利益による測定方法も変更されないが、全期間にわたり一貫性を保持し表示されている。

 

特定の重要項目

 

調整後利益は、特定の重要項目の考慮前に算出される。特定の重要項目とは、個々に評価される実質的かつ/若しくは異常

な項目を表す。当該評価においては、性質の定量的及び定性的両面が考慮される。特定の重要項目は非常に変動が激しく予測

が困難である。さらに、場合によっては将来の期間において再発する合理的な可能性がある。例えば、主要な非買収関連コス

ト削減プログラムは定義上事象又は目標に固有であるので、それ自身に基づくが、当社は事業再編、コスト生産性又は独占権

喪失若しくは経済状況への対応に基づくその後のプログラムを保有することができる。訴訟を解決する訴訟費用も特別な場合

に関連し、これは特別な事実及び状況である、かつ（場合により）買収日時点で計算できない、ありそうにない若しくは解決

していない買収会社の訴訟問題の結果でもあるかもしれない。異常項目とは、当社の継続事業の一部でない項目を示すことも

あれば、その性質若しくは規模のいずれかから、当社の通常の業務の一部として発生が見込まれない項目、経常外の項目、又

は現在当社が販売を行っていない製品に関連した項目を示すこともある。すべては包含されないものの、特定の重要項目とし

て含まれる項目には、主要な非買収関連事業再編費用及び関連実施費用、米国GAAPに基づく非継続事業の要件を満たさない事

業、製品若しくは施設の処分関連費用、特定の無形資産の減損額、税務ポジションの解決に関連した調整額、重要な特定事象

の発生による税法の適用による影響、又は本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記17A「契約債務及び偶発事

象：訴訟」に記載されるもの等、法的事項に関連した費用が含まれる。通常の継続的な抗弁費用、又は通常の事業の過程で発

生した法的案件の和解費用及び未払費用は、特定の重要項目とはみなされない。
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米国GAAPに基づき報告された情報の非GAAP調整後情報への再分類 - 一部の内訳項目

 

  2016年度

(単位：1株当たりを除き百万ドル)  

GAAPに

基づく報告  

パーチェス法

会計調整(a)  
買収関連

費用(a)  
非継続

事業(a)  
特定の重

要項目(a) 
非GAAP

調整後

売上高  $ 52,824  $    -  $    -  $   -  $ -  $ 52,824

売上原価  12,329  (295) (7) -  (397) 11,630

販売費、IT関連費及び一般管理費  14,837  (3) -  -  (89) 14,745

研究開発費  7,872  3  -  -  (34) 7,841

無形資産償却費  4,056  (3,928) -  -  -  128

再編費用及び買収関連費用  1,724  -  (778) -  (945) -

その他の(収益)費用(純額)  3,655  39  -  -  (4,423) (729)

税引前継続事業利益  8,351  4,185  785  -  5,888  19,210

法人税等
（b）

 1,123  1,248  104  -  1,943  4,418

継続事業利益  7,229  2,937  682  -  3,944  14,792

非継続事業 - 税引後  17  -  -  (17) -  -

非支配持分に帰属する当期純利益  31  -  -  -  -  31

ファイザー・インクに帰属する当期純

利益  7,215  2,937  682  (17) 3,944  14,761

ファイザー・インクに帰属する希薄化

後1株当たり利益  1.17  0.48  0.11  - 0.64  2.40

　             

注(a)及び(b)については、すべての下表の最後に記載する。
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  2015年度

(単位：1株当たりを除き百万ドル)  

GAAPに

基づく報告  

パーチェス法

会計調整(a)  
買収関連

費用(a)  
非継続

事業(a)  
特定の重

要項目(a) 
非GAAP

調整後

売上高  $ 48,851  $    -  $    -  $   -  $ -  $ 48,851

売上原価  9,648  (413) (75) -  (140) 9,021

販売費、IT関連費及び一般管理費  14,809  -  -  -  (484) 14,324

研究開発費  7,690  7  -  -  (44) 7,653

無形資産償却費  3,728  (3,598) -  -  -  130

再編費用及び買収関連費用  1,152  -  (820) -  (333) -

その他の(収益)費用(純額)  2,860  52  -  -  (3,321) (409)

税引前継続事業利益  8,965  3,953  894  -  4,321  18,133

法人税等(b)  1,990  1,110  303  -  949  4,352

継続事業利益  6,975  2,843  591  -  3,372  13,781

非継続事業 - 税引後  11  -  -  (11) -  -

非支配持分に帰属する当期純利益  26  -  -  -  -  26

ファイザー・インクに帰属する当期純

利益  6,960  2,843  591  (11) 3,372  13,755

ファイザー・インクに帰属する希薄化

後1株当たり利益  1.11  0.45  0.09  - 0.54  2.20

 

(a) 調整の詳細については、下記「GAAPに基づく報告に含まれるが非GAAP調整後利益から除外される損益計算書上の項目の詳細」を

参照のこと。

(b) 非GAAP調整後利益に対する実効税率は、2016年度が23.0％及び2015年度が24.0％であった。2015年度と比較した2016年度の実効

税率は、通常の事業の過程における事業運営の変動の結果として変更となった利益の管轄区域構成、主に様々な海外税務当局と

の過年度に関する一部税務ポジションの解決に関連した税効果の増加、及び一部の制限規則の失効並びに2016年第4四半期の新

会計基準（2016年1月1日より株式ベースの報酬の超過税務ベネフィット若しくは不足額を「法人税引当金」の要素として認識す

ることを求める。）の採用に関連する利益により好影響を受けた。
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GAAPに基づく報告利益に含まれるが非GAAP調整後利益から除外される損益計算書上の項目の詳細

 

上記のとおり、調整後利益は、以下の項目を除外する。

 

(単位：百万ドル)  12月31日に終了した年度

  2016年  2015年  2014年

パーチェス会計法調整       

無形資産償却、減価償却及びその他(a)  $ 3,890  $ 3,540  $ 3,742

売上原価  295  413  (101)

パーチェス会計法調整額合計 - 税引前  4,185  3,953  3,641

法人税等(b)  (1,248) (1,110) (1,085)

パーチェス会計法調整額合計 - 税引後  2,937  2,843  2,556

買収関連費用       

事業再編費用(c)  211  479  50

取引費用(c)  127  123  -

統合費用(c)  441  218  80

追加減価償却 - 資産の再構築(d)  7  75  53

買収関連費用合計 - 税引前  785  894  183

法人税等(e)  (104) (303) (76)

買収関連費用合計 - 税引後  682  591  107

非継続事業       

ファイザー・インクに帰属する非継続事業合計 - 税引後(f)  (17) (11) (48)

特定の重要項目       

事業再編費用(g)  945  333  121

実施費用及び追加減価償却 - 資産の再構築(h)  540  251  478

特定の訴訟費用 - 純額(i)  494  968  999

HIS純資産の再測定による減損(i)  1,712  -  -

資産減損費用(i)  1,426  787  440

ベネズエラに関連した為替差損及び棚卸資産評価損(j)  -  878  -

年金決済に関連した費用(k)  -  491  -

共同研究契約に関連した前払手数料(l)  -  -  1,163

追加1年間のブランド処方薬手数料(m)  -  -  215

事業と法人の調整費用(i)  261  282  168

その他(n)  509  332  165

特定の重要項目合計 - 税引前  5,888  4,321  3,749

法人税等(o)  (1,943) (949) (969)

特定の重要項目合計 - 税引後  3,944  3,372  2,780

ファイザー・インクに帰属するパーチェス会計法調整、買収関連費

用、非継続事業及び特定の重要項目合計 - 税引後  $ 7,546  $ 6,795  $ 5,394
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(a) 主に「無形資産の償却」に含まれる。

(b) 「法人税引当金」に含まれる。法人税には、関連する税引前金額の管轄区域を決定し、当該管轄区域の税率を適用することに

よって算出される、当該税引前金額による税務上の影響が含まれる。

(c) 「事業再編費用及び合併関連費用」に含まれる。事業再編費用には、従業員解雇費用、資産減損費用及び企業結合に伴うその他

の撤退コストが含まれる。取引費用は銀行業務、法律業務、会計業務及びその他類似のサービスに対する外部費用である。統合

費用は、取得事業の統合に直接関連する外部の増分費用であり、主にシステム及びプロセスのコンサルティング及び統合に対す

る費用が含まれる。詳細については、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編費用及び買収、コスト

削減／生産性向上イニシアチブに関連するその他の費用」を参照のこと。

(d) 「売上原価」に含まれる。買収関連の事業再編措置に伴う資産の見積耐用年数の変化による影響を示す。

(e) 「法人税引当金」に含まれる。法人税には、関連する税引前金額の管轄区域を決定し、当該管轄区域の税率を適用することに

よって算出される、当該税引前金額による税務上の影響が含まれる。必要に応じて、当社の工場ネットワーク再編活動の結果生

じた一部の繰延税金負債の再測定による影響も含まれる。2016年度はマイナスの影響を、2014年度はプラスの影響を受けた。

(f) 「非継続事業 - 税引後」に含まれる。2016年度及び2054年度については、事業終了後の調整額である。

(g) 「事業再編費用及び買収関連費用」に含まれる（本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編費用及び買

収、コスト削減／生産性向上イニシアチブに関連するその他の費用」を参照のこと。）。買収関連でない当社のコスト削減及び

生産性向上イニシアチブに関連した金額を示す。

(h) 当社の買収関連でないコスト削減／生産性向上イニシアチブに関連した金額である（本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に

対する注記3「事業再編費用及び買収、コスト削減／生産性向上イニシアチブに関連するその他の費用」を参照のこと。）。

2016年度については、主にすべてが売上原価（423百万ドル）、販売費、IT関連費及び一般管理費(81百万ドル) 並びに研究開発

費(32百万ドル)に含まれる。2015年度については、実質上すべてが、売上原価(145百万ドル)、販売費、IT関連費及び一般管理

費(83百万ドル)、並びに研究開発費(19百万ドル)に含まれる。2014年度については、実質上すべてが、売上原価(253百万ド

ル)、販売費、IT関連費及び一般管理費(141百万ドル)、並びに研究開発費(83百万ドル)に含まれる。

(i) 「その他の(収益)費用(純額)」に含まれる。（上記の「その他の(収益)費用（純額）」及び「第6 経理の状況」の連結財務諸表

に対する注記4「その他の(収益)費用（純額）」を参照のこと。）

(j) 2015年度については、(ⅰ)2015年度中のベネズエラ情勢に関連する「その他の(収益)費用（純額）」に含まれる外貨差損806百

万ドル（最近のベネズエラ情勢により、当社は、通貨切下げの対象となる当社のベネズエラ・ボリバル建の正味貨幣性資産は、

ベネズエラ政府のCENCOEXの公定為替レートの6.30ではなく、最も低い公定為替レートであるその時のSIMADIのレートの200で決

済されると予想することに決定した。これらの条件には、会社間の米ドル建口座に関連するベネズエラ・ボリバルを多額で換算

できないこと、ベネズエラの当社の労働力を36％削減する結果となった2015年度第4四半期の営業再編実施の効果の評価、及び

ベネズエラの自国の経済変動への対応変化についての当社の予想が含まれる。）、並びに(ⅱ)上記の為替変更に関連するベネズ

エラにおける棚卸資産評価損に関連する、「売上原価」に含まれる72百万ドルの費用を示す。

(k) 2015年度については、売上原価（72百万ドル）及び販売費、IT関連費及び一般管理費（419百万ドル）に含まれ、主に、繰延付

与年金給付の一括払いか年次払いかを選択する年金給付を付与された一部の解雇従業員への提供に伴う年金債務の決済に関連す

る経常外費用である。

(l) 実質上すべてが「研究開発費」に含まれる。当該手数料は、2014年11月に発表したメルクKGaAとの共同研究契約の関連費用であ

る。当該契約は、複数の種類のがんに対する潜在的治療薬として現在開発中の抗PD-L1抗体であるアベルマブを共同で開発し商

品化するものである。当該費用には、現金による前払金850百万ドルに加え、メルクKGaAに付与したザーコリの共同販促権の見

積公正価値を反映した追加309百万ドルが含まれている

(m) 「販売費、IT関連費及び一般管理費」に含まれる。2014年度については、IRSにより、2014年度第3四半期に発行された最終規制

に従い、控除対象外のブランド処方薬手数料の追加1年分について計上する費用である。

(n) 2016年度については、主に売上原価(27百万ドル)、及び「その他の(収益)費用(純額)」(526百万ドル)に含まれる。2015年度に

ついては、実質上すべてが、売上原価(149百万ドル)、及び「その他の(収益)費用 (純額)」(473百万ドル)に含まれる。2014年

度については、実質上すべてが、売上高(198百万ドル)、売上原価(238百万ドル)、販売費、IT関連費及び一般管理費(21百万ド

ル)、並びに「その他の(収益)費用 - 純額」(103百万ドル)に含まれる。2016年度については、特に、債務の繰上償還による純

損失（約312百万ドル）（関連する金利スワップの終了を含む。）及び取引解除に関連するアラガンの費用の払い戻しとしてア

ラガンに支払わった150百万ドルを含み、これらの両方が「その他の（収益）費用 - 純額」に含まれている。2015年度について

は、特に、売上原価に含まれる、第三者に売却されていなかった在庫に関連する棚卸資産において繰り延べられた利益の変動

（非現金利益221百万ドル）、「その他の(収益)費用(純額)」に含まれる、偶発報酬負債の再測定で生じた持分法による被投資

会社の費用の当社持分に関連する損失239百万ドル、「その他の(収益)費用(純額)」に主に含まれる、資産の正味実現価値への

償却に関連する173百万ドルの費用が含まれる。2014年度は、特に、40％保有のブラジルのジェネリック医薬品会社Laboratório

Teuto Brasileiro S.A.（以下「Teuto社」という。）に対する残りの持分取得の選択権に対する見積損失額の減少から生じた収

益（約55百万ドル）及び実質上すべてが、売上高（272百万ドル）及び売上原価（237百万ドル）に含まれているゾエティス・イ

ンクとの製造供給契約に関連した収益が含まれている。
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(o) 「法人税引当金」に含まれる。法人税には、管轄区域を決定し当該管轄区域の税率を適用することによって算出される、関連の

税引前金額の税務上の影響が含まれる。2016年度の金額は、2016年2月に原則的合意に達し、2016年4月に確定した、プロトニッ

クスに関する訴訟を解決する確定判決に関連した利益によりプラスの影響を受けた。これにより当社の税務ポジションの技術的

な利点を優先する可能性について当社の2015年の当初査定を引き上げる情報を得られた。2015年度の金額は、特定の税施策に関

連した税効果により好影響を受けた。さらに、2015年度の金額は、ベネズエラに関連する為替差損の不算入及び2016年2月に合

意したプロトニックスに関連する訴訟を原則として解決するための契約の費用の不算入により悪影響を受けた。2014年度の金額

は、当社が無期限に投資を維持する予定であるため、Teuto社に対する残りの持分取得の選択権について、2013年度第3四半期に

計上した控除対象外の見積損失が減少し好影響を受けた。しかしながら、IRSが2014年度第3四半期に発行した最終規制に従い、

ブランド処方薬手数料の追加1年分について計上する控除対象外の費用により、悪影響を受けた。本書「第6 経理の状況」の連

結財務諸表に対する注記5A「税金：継続事業利益に係る税金」を参照のこと。
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事業セグメント情報の分析

 

下表及び関連注記は、当社のIHセグメント及びEHセグメントの2つの事業セグメントの業績に関する追加情報を示してい

る。各事業セグメントに関する詳細は、本書「第2　企業の概況-3　事業の内容」の「事業運営」及び「第6　経理の状況」の

連結財務諸表に対する注記18「セグメント別、地域別及びその他の売上情報」を参照のこと。

 

以下の表は、報告セグメント別の売上高及び原価の情報並びにこれらの情報と当社の連結損益計算書との調整を示す。

 

  2016年度

(単位：百万ドル)  

イノベーティ

ブ・ヘルス

(a)  

エッセンシャ

ル・ヘルス

(a)  

その他

(b)  

非GAAP

調整後

(c)  

調整項目

(d)  

GAAPに

基づく

報告額

売上高  $ 29,197  $ 23,627  $     -  $ 52,824  $     -  $ 52,824

売上原価  4,041  6,273  1,316  11,630  699  12,329

売上に対する割合  13.8％  26.5％  *  22.0％  *  23.3％

販売費、IT関連費及び一般管理費  7,248  3,455  4,042  14,745  92  14,837

研究開発費  2,940  1,232  3,669  7,841  31  7,872

無形資産償却費  102  26  -  128  3,928  4,056

再編費用及び買収関連費用  -  -  -  -  1,724  1,724

その他の(収益)費用(純額)  (988)  (256)  515  (729)  4,384  3,655

税金等調整前継続事業利益  $ 15,854  $ 12,898  $ (9,542)  $ 19,210  $ (10,858)  $ 8,351

　             

 

  2015年度

(単位：百万ドル)  

イノベーティ

ブ・ヘルス

(a)  

エッセンシャ

ル・ヘルス

(a)  

その他

(b)  

非GAAP

調整後

(c)  

調整項目

(d)  

GAAPに

基づく

報告額

売上高  $ 26,758  $ 22,094  $    -  $ 48,851  $  -  $ 48,851

売上原価  3,651  4,891  479  9,021  627  9,648

売上に対する割合  13.6％  22.1％  *  18.5％  *  19.7％

販売費、IT関連費及び一般管理費  6,807  3,573  3,945  14,324  485  14,809

研究開発費  2,712  1,032  3,909  7,653  37  7,690

無形資産償却費  94  36  -  130  3,598  3,728

再編費用及び買収関連費用  -  -  -  -  1,152  1,152

その他の(収益)費用(純額)  (1,086)  (152)  829  (409)  3,269  2,860

税金等調整前継続事業利益  $ 14,581  $ 12,714  $ (9,162)  $ 18,133  $ (9,168)  $ 8,965
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(a) これらの金額は、当社の各事業セグメントが管理する売上高及び費用を示している。概して費用には、事業セグメントに直接帰

属する費用のみが含まれる。

・ 当社の業績には買収完了後の買収事業の業績を含む。当社は2016年6月24日付でアナコールを、2016年9月28日付でメディベー

ションを買収した。それぞれの買収日から、当社の業績及びIHセグメントの業績には約6か月間のレガシーなアナコールの事業

（重要ではない。）及び約3か月間のレガシーなメディベーションの事業を含む。2015年9月3日付で当社はホスピーラを買収し

た。買収日以降、当社の業績及びEHセグメントの業績には、レガシーなホスピーラの営業（レガシーなホスピーラの相対の受託

製造事業を含む。）が含まれる。当社の国内及び海外報告期間に従い、2015年の当社の業績及びEHの業績は、4か月間のレガシー

なホスピーラ米国の事業及び3か月間のレガシーなホスピーラ海外の事業を含む。詳細については、本書「第6 経理の状況」の連

結財務諸表に対する注記2A「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並

びに原価法投資：買収」を参照のこと。

 

・ 2016年度中の以下の組織変更が、当社の事業セグメントに影響を与えた。

 

IH--GPD組織はWRD及びイノベーティブ・ポートフォリオのために臨床試験中である資産の臨床開発に全般的に責任がある、当社

のイノベーティブ製品の最終段階の開発のための新統一センターであり、2016年初頭のその設立及び2016年第2四半期から有効と

なったことに関連して、一部の開発関連機能がIHからGPDへ移管された。2016年のGPDの一部としての表示に合わせて、当社は

2016年第1四半期は約76百万ドル、2015年度は318百万ドル及び2014年度は271百万ドルの費用をIHからGPDに振替えた。

 

EH--2016年度から当社の受託製造事業を行うファイザー・センターワンはEHの一部である。ファイザー・センターワンは（ⅰ）

ゾエティス社との製造・供給契約に関連する売上高及び費用（2016年度以前はPGS の一部としてEH以外で管理されていて、以前

は「その他の未配分項目」で報告されていた。）を含む、レガシーなファイザーの受託製造及び活発な医薬品成分販売事業の収

益及び費用（以前は、「ファイザーセンターソース」又は「PCS」と呼ばれていた。）、並びに（ⅱ）レガシーなホスピーラの相

対の無菌注射剤契約製造事業の売上高及び費用（2015年9月3日付で当社がホスピーラを買収して以降EHに含まれていた。）から

構成される。当社は、現報告期間のEHセグメントの一部としての表示に合致させるために、前の期間のPSC事業の業績の分類を変

えた（2015年度のPCS収益506百万ドル及びPCS利益96百万ドル（当社のゾエティスとの製造・供給契約に関連する売上高及び費用

を含む。）及び2014年度のPCS収益253百万ドル及びPCS利益69百万ドル）。

 

EH--2016年第1四半期に有効となった、新たなEH R&D組織の設立に関連して、一部の機能がファイザーのWRD組織から新たなEH

R&D組織へ移管された。当社は2015年度の費用274百万ドル及び2014年度の費用281百万ドルをWRDからEHへ現報告期間のEHの一部

としての表示に合わせるために分類を変えた。

 

(b) その他は、当社の2つの事業セグメント以外で管理されている調整後利益の構成要素（脚注の(c）を参照のこと。）に含まれる売

上高及び費用で構成され、以下が含まれる。

 

  2016年度

  
その他の事業活動  

全社共通

(ⅳ)  

その他の未配

分費用(ⅴ)  合計(単位：百万ドル)  

WRD(i)  GPD(ⅱ)  
メディカル

(ⅲ)
 

売上高  $     -  $    -  $  -  $     -  $   -  $     -

売上原価  -  -  -  199  1,117  1,316

販売費、IT関連費及び一般管理費  -  -  164  3,841  37  4,042

研究開発費  2,352  691  1  611  14  3,669

無形資産償却費  -  -  -  -  -  -

再編費用及び買収関連費用  -  -  -  -  -  -

その他の(収益)費用(純額)  (24) -  -  676  (136) 515

税金等調整前継続事業利益  $ (2,328) $ (691) $ (165) $ (5,326) $ (1,032) $ (9,542)
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  2015年度

  
その他の事業活動  

全社共通

(ⅳ)  

その他の未配

分費用(ⅴ)  合計(単位：百万ドル)  

WRD(i)  GPD(ⅱ)  
メディカル

(ⅲ)
 

売上高  $   -  $    -  $  -  $     -  $   -  $   -

売上原価   -  -  -  20  459  479

販売費、IT関連費及び一般管理費  2  -  149  3,711  84  3,945

研究開発費  2,331  658  29  878  14  3,909

無形資産償却費  -  -  -  -  -  -

再編費用及び買収関連費用  -  -  -  3  (3) -

その他の(収益)費用(純額)  (77) -  -  817  89  829

税金等調整前継続事業利益  $ (2,255) $ (658) $ (177) $ (5,430) $ (642) $ (9,162)

　             
 

(ⅰ) WRD - 当社のWRDが管理する研究開発(R&D)費である。WRDは、有効性検証が実現するまでのIH事業向け研究プロジェク

ト、並びに潜在的臨床開発及び商業開発のためにこれらプロジェクトの新たに設立されたGPD組織を経由してのIHセグ

メントへの移行に責任を有する。R&D支出は知的財産権に対する初期及びマイルストーンの支払いを含む可能性があ

る。WRD組織はまた一定の科学的基盤組織及びその他プラットフォーム・サービス組織に責任があり、技術的専門知識

及びその他サービスを各種R&Dプロジェクト（EH R&Dプロジェクトを含む。）に提供する。WRDはまた規制当局へのす

べての承認申請び規制当局との関係の円滑化に責任があり、これには安全性事象活動すべてを含む。上記のとおり、

新たなEH　R&D組織の設立に関連して、一部の機能がWRDから新EH R&D組織へ移管された。当社はEHセグメントの一部

としての現在の表示に合わせるために2015年度の費用（約274百万ドル）及び2014年度の費用（281百万ドル）をWRDか

らEHへ再分類した。さらに、新GPD組織の設立に関連して、2016年度第2四半期から一部の開発関連機能がWRDからGPD

に移管された。詳細については下記の注（ⅱ）を参照のこと。

(ⅱ) GPD - 当社の新設立のGPD組織に関連する費用であり、一般的にWRD及びイノベーティブ・ポートフォリオの臨床試験

中である資産の臨床開発に責任がある、GPDはまたファイザーR&Dプロジェクトへの技術的基盤及びその他サービスを

提供する。2016年初頭のGPD組織の設立及び2016年第2四半期からの実働に関連して、一部の開発関連機能がWRD及びIH

からGPDへ移管された。

2016年のGPDの一部としての表示に合わせて、当社は2016年第1四半期は約78百万ドル、2015年度は341百万ドル、及び

2014年度は343百万ドルの費用をWRDからGPDへ、さらに2016年第1四半期は約76百万ドル、2015年度は318百万ドル、及

び2014年度は271百万ドルの費用をIHからGPDに振替えた。

(ⅲ) メディカル - 当社のファイザー・メディカル組織(メディカル)に関連した費用を示す。メディカルは、医療機関、患

者及びその他の当事者に対する医療情報の提供、透明性及び情報開示活動、臨床試験結果の公表、医療の品質向上及

び医学教育のための助成及び世界の公共衛生協会及び医師会との提携を行う。2014年度及び2015年度は、現在は全社

共通のコンプライアンス機能の一部である、規制当局による検査の準備完了確認審査、ファイザーが資金援助する臨

床試験の内部監査、並びに法令遵守の社内手続きも行っていた。

(ⅳ) 全社共通 - 当社の基盤となる機能（世界的技術、海外不動産事業、法務、財務、人事、国際広報活動、コンプライア

ンス及び国際調達等）に関連した費用、並びに受取利息、支払利息及び投資損益等の特定の報酬及びその他の全社共

通の費用である。

(ⅴ) その他の未配分費用 - 事業ユニット（セグメント）の経営陣がこれらの費用（生産に関連する製造差異を含む。）を

管理しないため、営業セグメントに直接帰属しない当社の製造事業及び事業運営に関連した間接費である。2016年度

の売上原価は、特に、一部のレガシーなホスピーラ及びレガシーなファイザー製品の計画と対比した需要の減少によ

る製造差異の変動を反映する。

 情報提供のみを目的としているが、2016年度については「その他」の費用は総額であり、また上記のとおりである

が、(ⅰ) 事業セグメントに帰属しておらず「全社共通」に含まれる純支払利息(約828百万ドルのその他の(収益)費用

(純額))、及び(ⅱ)事業セグメントに帰属しておらず「全社共通」に含まれる投資及びその他資産の純利益 (約177百

万ドルのその他の(収益)費用(純額))は除外され、通常は以下のとおり、当社の事業セグメントに関連する。
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（パーセンテージ）  IH  EH

WRD/GPD/メディカル費用     

販売費、IT関連費及び一般管理費  70％-72％  28％-30％

研究開発費  98％-100％  0％-2％

その他の(収益)費用(純額)  *  *

WRD/GPD/メディカル費用合計  97％-99％  1％-3％

全社共通/その他未配分費用     

売上原価  19％-21％  79％-81％

販売費、IT関連費及び一般管理費  52％-54％  46％-48％

研究開発費  84％-86％  14％-16％

その他の(収益)費用(純額)  *  *

全社共通/その他未配分費用合計  48％-50％  50％-52％

WRD/GPD/メディカル費用及び全社共通/その他未配分費用合計     

売上原価  19％-21％  79％-81％

販売費、IT関連費及び一般管理費  52％-54％  46％-48％

研究開発費  96％-98％  2％-4％

その他の(収益)費用(純額)  *  *

WRD/GPD/メディカル費用及び全社共通/その他未配分費用合計  66％-68％  32％-34％

　     
 

* 当該期間の数字は継続事業活動を必ずしも示唆しない。事業セグメントに帰属しておらず「全社共通」に含まれる純利

払関連費用及び事業セグメントに帰属しておらず「全社共通」に含まれる投資及びその他資産の純利益を除外した後、

「その他の(収益)費用(純額)」は、2016年度に約135百万ドルの収益となった。

 上表のパーセントは、表示期間中に各事業セグメントが独立企業として事業を行ったと仮定して生じる追加金額を反映

することを意図していない。

 
・ WRD/GPD/メディカル - WRD、GPD及びメディカルについて上表に記載される情報は、実質上そのすべてが、各事業

セグメントにおけるR&Dプロジェクトに関連して生じる見積費用から得たものである。

・ 全社共通/その他未配分項目 - 全社共通及びその他未配分項目について上表に記載される情報は、適宜R&D費及び

製造費から得たもの、また程度は低いが個別の特定等、一定のコスト測定基準のみならず、全世界、地域別若し

くは国別売上高、又は全世界、地域別若しくは国別従業員数に基づく比例割当法を用いて得られたものである。

経営陣は、全社共通及びその他未配分費用は合理的に配分されていると確信している。

 

(c) これらの「調整後利益」の構成項目の定義については、本項「調整後利益」を参照のこと。

(d) これには、(ⅰ)パーチェス法による調整、(ⅱ)買収関連費用及び(ⅲ)経営陣が個々に評価する実体的及び/又は異常な（かつ場合に

より反復する）項目（事業再編費用又は訴訟費用等）である特定の重要項目に関連する費用が含まれる。2014年度については特定

の重要項目には当社とゾエティス社との製造供給契約に関連する収益及び費用を含むが、これはファイザー・センターワンの一部

である。これらの調整項目及び／又は非GAAP調整後業績測定基準に関する詳細については、本項「調整後利益」を参照のこと。
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イノベーティブ・ヘルス事業セグメント

 

2016年度の2015年度との比較

 

・ 2016年度のIHの「売上高」は、2015年度の268億ドルと比較して、9％増加し、292億ドルとなった。2016年度

の外国為替は、2015年度と比較して、2％のマイナスの影響を与えた。2016年度の営業収益は、2015年度の同

時期と比較して、11％増加した。
 

 

以下は、2016年度のIHの売上高の増加の分析である。   

  12月31日終了年度

(単位：十億ドル)  2016年

買収   

2016年9月のメディベーションの買収による米国のイクスタンジの売上高の算入  $           0.1

営業の成長/（減少）   

イブランス、リリカ、ゼルヤンツ、チャンティックス/チャンピックス及びコンシューマー・ヘルス

ケア（すべて主に米国）並びにエリキュース及びザーコリ（全世界）を含む主要ブランドの継続的

成長  3.6

2015年度末の米国におけるレビフの共同販促提携契約の終了による米国におけるレビフの売上高の

減少、並びに主にバイオシミラーとの競争による先進欧州市場の大部分におけるエンブレルの売上

高の低下  (0.6)

プレブナー13/プレベナー13の売上高の減少。これは主に2014年第4四半期の発売の成功後、適格人

口の当初補足率が高かった（すなわち残りの「キャッチアップ」機会が前年より小さくなった）た

め、米国における成人適応症からの売上高が予想通り減少したことによる。さらに政府の小児適応

症の購入時期が悪影響を与えた。  (0.5)

その他の営業要因（純額）  0.4

外国為替の不利な影響  (0.6)

2016年度IH売上高の成長  $            2.4

　   

新興市場からのIHの売上高合計は、2015年度の40億ドルに対して、2016年度37億ドルであった。これは2016年度の営業収益

の増加7％を反映し、外国為替の悪影響による15％減を上回った。

 
・ 2016年度の「売上高」に対する「売上原価」は、2015年度と比較して、わずかに増加した。これは主に、不

利な外国為替の影響及びロイヤルティ費用の増加が製品構成の有利な変更（関連する売上原価を持たない、

提携による収益の増加を含む。）により一部相殺された。2016年度の売上原価が2015年度と比較して11％増

加したのは、主に不利な外国為替の影響、ロイヤルティ費用の増加及び販売量の増加が要因である。

・ 2016年度の「販売費、IT関連費及び一般管理費」は、2015年度と比較して、6％増加した。これは、販売業

者の好ましくない動向により生じた貸倒引当金の増加、及び数種類の当社主要製品に対する追加投資を反映

し、不利な外国為替の影響により一部が相殺された。

・ 2016年度の「研究開発費」は、2015年度と比較して、8％増加した。主に以下を反映する。
 

◦ 2016年度第4四半期に中止されたbococizumabのグローバルな臨床開発プログラムの研究終了に関する

費用。

◦ 当社のオンコロジー・プログラムに関連する費用の増加、主にメルクKGaAとのアベルマブの提携。

◦ 2016年度は3か月間のレガシーなメディベーションの事業を算入。

 
 

 これは、以下により一部相殺された。
 

◦ 2015年度第1四半期中のOPKOになされた前払金295百万ドルが繰り返されなかったこと。

 

・ 2016年度の「その他の(収益)費用(純額)」は、2015年度と比較して、外国為替の不利な影響、ロイヤル

ティ収益の純減、及び一部の持分法投資からの当社の持分収益減少を反映し、良くない変化であった。
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エッセンシャル・ヘルス事業セグメント

 

2016年度の2015年度との比較

 

・ 2016年度のEHの「売上高」は、2015年度の221億ドルと比較して7％増加し、236億ドルであった。2016年度の

外国為替は2015年度と比較して4％の不利な影響を与えた。レガシーなホスピーラのポートフォリオからの売

上高を除くと、2015年度と比較して2016年度のEHの売上高は8％、営業収益は3％減少した。
 

 

以下は、2016年度のEHの売上高の増加の分析である。   

  12月31日終了年度

(単位：十億ドル)  2016年

買収   

2016年度のレガシーなホスピーラ・グローバル事業からの12か月間の売上高、これに対して2015年

度のレガシーなホスピーラ米国事業からの4か月間及び海外事業からの3か月間の売上高  $           3.1

営業の成長/（減少）   

Peri-LOE製品ポートフォリオの減少、主に独占権の喪失及び関連するPeri-LOE製品のジェネリック

の競争（主として米国及び一部先進欧州市場のザイボックス並びに一部先進欧州市場におけるリリ

カ）  (1.0)

大部分は新興市場及び米国における、レガシーなファイザーの無菌注射剤ポートフォリオ事業の成

長  0.3

外国為替の不利な影響  (0.9)

2016年度EH売上高の成長  $           1.5

　   
 

 新興市場からのEHの売上高合計は、2015年度の71億ドルに対して、2016年度67億ドルであった。これは2016年度

の営業収益の増加7％を反映する。レガシーなホスピーラ事業の算入及びレガシーなファイザーの無菌注射剤医

薬品ポートフォリオの営業収益の17％成長及びレガシーなエスタブリッシュ製品ポートフォリオの営業収益の

3％の増加によるもので、これは外国為替の悪影響による13％減を上回った。

 
・ 2016年度の「売上高」に対する「売上原価」は、2015年度と比較して、4.4パーセンテージ・ポイント増加し

た。これは主に、2016年度にレガシーなホスピーラのグローバル事業が通年で算入されたのに対して、2015

年度はレガシーなホスピーラ米国事業の4か月間及び海外事業の3か月間が算入されたこと、独占権の喪失し

た製品の不利な影響及び外国為替の不利な影響による。2015年度と比較した2016年度の売上原価の28％の増

加は、2016年度にレガシーなホスピーラのグローバル事業が通年で算入されたのに対して、2015年度はレガ

シーなホスピーラ米国事業の4か月間及び海外事業の3か月間が算入されたこと及び外国為替の不利な影響

が、レガシーなエスタブリッシュ製品ポートフォリオ全体の販売量の減少及び独占権を喪失した製品の影響

により一部相殺された。

・ 2016年度の「販売費、IT関連費及び一般管理費」は、2015年度と比較して、3％減少した。これは、主に外国

為替の好影響、広告・販促及び販売員費用の減少（費用削減及び生産性向上施策を反映している。）及び一

般管理費の減少が、2016年度にレガシーなホスピーラのグローバル事業が通年で算入されたのに対して、

2015年度はレガシーなホスピーラ米国事業の4か月間及び海外事業の3か月間の算入であったことで一部相殺

されたことによる。

・ 2016年度の「研究開発費」は、2015年度と比較して、19％増加した。これは、2016年度にレガシーなホス

ピーラのグローバル事業が通年で算入されたのに対して、2015年度はレガシーなホスピーラ米国事業の4か月

間及び海外事業の3か月間が算入されたこと、並びに主にレガシーなホスピーラのバイオシミラー及び無菌注

射剤の開発プログラムへの投資の増加を反映する。

・ 2016年度の「その他の(収益)費用(純額)」は、2015年度と比較して、主に契約不一致の解決を反映して良い

方向に変化したが、外国為替の不利な影響で一部相殺された。
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２【生産、受注及び販売の状況】

 

上記の「第3 事業の状況、1 業績等の概要」を参照のこと。

 

 

３【対処すべき課題】

 

当社の営業環境

 

業界固有の課題

 

知的財産権及び提携/ライセンス権

 

知的財産権の喪失又は失効並びに共同販促及びライセンス権の失効は、当社の収益に著しい悪影響を与える可能性がある。

当社のブランドの付いた商品の多くは、異なる日付に失効する複数の特許を持ち、それにより当社の全体的な特許権保護を強

化している。しかし特許権保護が失効した時点又は法的な異議申し立ての結果失効日より前に喪失した時点で、当社はこれら

の製品の独占権を失い、ジェネリック医薬品製造業者が一般的に類似製品を製造し、それらをより低価格で販売する。ジェネ

リックの競争が始まる日は特許権若しくは規制上の独占権が失効する日とは異なる可能性がある。しかし、ジェネリックの競

争が始まる場合、その結果として起きる価格競争は影響を受ける製品について当社の収益を実質的に減少させる可能性があ

り、それはしばしば非常に短期において起きる。

 

当社のバイオテクノロジー製品は、ベネフィクス、リファクト、シンサ及びエンブレル（当社はエンブレルを米国外及びカ

ナダで販売する。）を含み、バイオシミラー（後続生物製剤とも呼ばれる。）との競争に将来直面する又は既に直面している

可能性がある。競合相手が当社のバイオテクノロジー製品を参照するバイオシミラーの販売承認を取得できた場合、当社のバ

イオテクノロジー製品はこれらのバイオシミラーとの競争の影響を受ける可能性があり、付随する競争圧力を伴い、結果とし

て価格の引き下げの可能性がある。該当する独占期間が失効することを仮定すれば、適用される特許権の失効又は異議申し立

ての成功はこの競争を引き起こす可能性がある。しかし、バイオシミラーの製造は複雑である。少なくとも当初、バイオシミ

ラー競合相手の承認時に、生物製剤に関するバイオシミラーの競争は低分子医薬品に関するジェネリックの競争ほど重大では

ないかもしれない。

 

当社は特定の市場で多数の製品について独占権を喪失した。また特定の市場において多数の提携製品に関する共同販促権を

喪失した。当社は、一部の製品は今後数年間に増大するジェネリックとの競争に直面すると予想する。

 

特に、
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製品独占権の最近の喪失及び予想される喪失

 

以下の表は、米国、欧州又は日本において、最近失効した又は2017年中に失効が予想される一部の当社製品、特許権の失効

若しくは規制上の独占権の喪失につき、製品ごと、主要な日付若しくは予想日、影響を受ける市場及びこれらの市場において

これらの製品と関連する収益を示す。

 

(単位：百万ドル)  影響を受ける市場の製品収益

製品  日付(a)  影響を受ける市場  12月31日終了年度

      2016   2015   2014

バイアグラ(b)

 

2013年6月

2014年5月

2017年12月  

主要欧州市場

日本

米国  

$ 1,217

  

$ 1,338

  

$ 1,260

ラパミューン

 

2014年1月

2015年6月  

米国

主要欧州市場  

115

  

129

  

254

インスプラ(c)

 

2014年3月

2015年7月  

主要欧州市場

日本  

97

  

118

  

208

リリカ(d)  2014年7月  主要欧州市場  692   1,048   1,634

セレブレック

ス(e)  

2014年11月

2014年12月  

主要欧州市場

米国  

148

  

189

  

1,872

ザイボックス

(f)

 

2014年8月

2015年上半期

2016年1月  

日本

米国

主要欧州市場  

235

  

644

  

1,116

エンブレル(g)

 

2015年8月

2015年9月  

主要欧州市場

日本  

2,146

  

2,402

  

2,832

レルパックス

 

2015年12月

2016年12月  

主要欧州市場

米国  

263

  

295

  

317

ブイフェンド

 

2016年7月

2016年1月  

主要欧州市場

日本  

299

  

349

  

403

タイガシル  2016年4月  米国  80   110   112

プリスティー

ク(h)  

2017年3月

 

米国

 

578

  

553

  

553

 
(a) 別段の規定がない限り、「日付」は、特許権に基づく失効日を示す。

(b) 特許訴訟の和解の結果、テバヴァ・ファーマスーティカルUSAは、2017年12月又は状況によってはそれより早く、米国でバイア

グラのジェネリック版を発売する許可を受ける予定である。

(c) 主要欧州市場の大半においてインスプラの規制上の独占権が2014年3月に失効したのち、ジェネリック会社がジェネリック製品

の販売認可の申請を提出することが許可され、インスプラのジェネリック版が主要欧州市場にて利用可能となった。

(d) EUにおいてリリカの規制上の独占権が2014年7月に失効したのち、ジェネリック会社がジェネリック製品の販売認可の申請を提

出することが許可され、リリカのジェネリック版が主要欧州市場にて利用可能となった。

(e) 2014年12月、ジェネリック製造業者数社との和解契約に従い、セルべレックスのジェネリック版が利用可能となった。

(f) 和解契約の条項に従い、ザイボックスの製剤設計の一部が2015年1月に米国でジェネリック競争の対象となった。ザイボックス

の他の製剤設計は2015年上半期に米国でジェネリック競争の対象となった。

(g) 2016年1月、エンブレルを参照するエタネルセプトのバイオシミラーが欧州委員会により承認された。

(h) ジェネリック製造業者数社との特許訴訟の和解の結果、プリスティークのジェネリック版が2017年3月に米国での発売を認可さ

れる予定である。
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最近の提携権の喪失

 

以下の表は提携権を失った当社の提携収益製品の一部について、製品、提携権の喪失日、影響を受ける市場及びこれらの市

場におけるこれらの製品に関連する提携による収益ごとの情報を提供する。

 

(単位：百万ドル)  

影響を受ける市場における

提携による収益

製品  提携権の喪失日  影響を受ける市場  12月31日終了年度

      2016  2015  2014

スピリーバ

(a)

 

2014年4月 (米国)、2012

年から2016年の間(日本、

一部欧州諸国、オースト

ラリア、カナダ及び韓国)  

米国、日本、一部欧州諸国、

オーストラリア、カナダ及び

韓国

 

$ 6

  

$ 27

  

$ 168

レビフ(b)
 
2015年末

 
米国

 
-
  

371
  

415

 

(a) スピリーバに対するベーリンガーインゲルハイムとの当社の提携は、2012年から2016年の間に国ごとに失効した。2014年4月29日、

当社の米国における提携は終了した。

(b) 米国でレビフを共同販促する当社とEMD Serono Inc.との提携契約は2015年末に失効した。

 

さらに、今後数年で、当社は様々市場でその他様々な製品の独占権を失う予定である。特に、2018年12月に米国でリリカの

基本製品特許が失効する。詳細については、本書「第2　企業の概況 - 3　事業の内容」の「特許及び知的財産権」を参照のこ

と。

 

2016年の財務実績及び2017年の財務ガイダンスは、それぞれ、様々な製品の独占権の喪失及び上記の一部提携製品の契約に

関する権利の失効の影響及び予想される影響を反映する。

 

当社は適切と見なす場合はいつでも、引き続き当社の特許権を積極的に防御する。当社の重要な製品についての詳細な情報

は、本書「第3　事業の状況－1　業績等の概要」の「収益 － 主要製品」及び「収益 － 代表的な製品について」を参照のこ

と。特許訴訟に関する最近の動向の説明は、本書「第6　経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記17A1「契約債務及び

偶発事象：訴訟 - 特許訴訟」を参照のこと。

 

規制環境/価格決定及びアクセス－米国医療立法

 

2010年3月、米国においてACAが制定された。詳細については、下記の「政府の規制及び価格統制」を参照のこと。

 

2016年度業績への影響

 

米国医療制度の立法の結果、2016年に当社は以下の金額を記録した。

・　メディケアの「カバレッジ・ギャップ」割引規定に関連し、410百万ドルの収益の減少を記録した。

・　特定政府プログラムへのブランド処方薬販売の他社と比較した当社の前暦年の割合を基準とした、連邦政府へ支払う手

数料（米国所得税の目的では控除できない。）に関連する「販売費、IT関連費及び一般管理費」に312百万ドルを記録

した。
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2015年度業績への影響

 

米国医療制度の立法の結果、2015年に当社は以下の金額を記録した。

・　メディケアの「カバレッジ・ギャップ」割引規定に関連し、399百万ドルの収益の減少を記録した。

・　特定政府プログラムへのブランド処方薬販売の他社と比較した当社の前暦年の割合を基準とした、連邦政府へ支払う手

数料（米国所得税の目的では控除できない。）に関連する「販売費、IT関連費及び一般管理費」に251百万ドルを記録

した。2014年と比較した2015年の「販売費、IT関連費及び一般管理費」に関する米国立法の影響の減少は、2014年には

追加で一年の非課税控除のブランド処方薬手数料の215百万ドルを１回限り計上したが、これはさらに最初のインボイ

スの割合より低い割合を反映する、それぞれの前歴年につき連邦政府から受領した最終インボイスも関係する、2014年

の有利な調整に対して2015年のそれよりは不利な調整により相殺された。

 

規制環境/価格決定及びアクセス－政府及びその他支払グループの圧力

 

政府、MCO及びその他支払者グループは、継続的に様々な手段（購買力の活用、価格統制の実施及び値下げの要求（直接又

はリベートの活動により）など）を通じて、当社製品に対する割引を増やすことを目指す。ヨーロッパ、日本、中国、カナ

ダ、韓国及びその他一部の国際市場において、とりわけ最近の世界的な経済的圧力のもとで、政府が拠出する医療制度の費用

を抑制するために、政府は患者に対して直接低コストで医療を提供し、医薬品価格又は患者の払い戻し水準を規制する。米国

においては、薬剤価格決定への政府の第１の活動は赤字削減である。メディケア、メディケイド又は実施可能なその他公的拠

出若しくは補助の医療プログラムに影響を与える重要な支出削減、及び/又は広範囲の赤字削減努力の一環として当社に課され

るかもしれない重要な追加の税又は手数料は、当社の業績に悪影響を与える可能性がある。議会がメディケアの診療ごとの個

別支払を保険料補助プログラムに転換する一部法案を進める場合、又は議会がメディケア・ペイメント諮問員会が毎年行う勧

告を実施することを選択した場合（これは主にメディケア・プログラムの財務上の支払能力を拡大することを意図する。）、

結果として多額のメディケアの削減にもつながる可能性がある。

 

MCO内の統合はMCO及び他の民間保険業者の交渉力を強化した。民間の第三者である保険業者及び政府は、処方集に掲載され

る代わりに割引価格を交渉することによりコストを抑制する処方集の採用を増やしている。当社の製品の適時若しくは十分な

価格決定若しくは処方集への掲載を取得若しくは維持ができない、又は不利な価格での価格決定若しくは処方集への掲載は、

収益に悪影響を与える可能性がある。

 

更に、政府高官若しくは立法者による価格若しくは医薬品の支払を抑制する手段を実施するための努力は、実施された場合

当社の事業に悪影響を与える可能性がある。最近、公的及び政府による大規模な医薬品価格の調査並びに高コストと見られて

いる医薬品に対処する提案があった。当社は、薬は医療制度全般に提供する価値に基づき、最も効率的効果的な医療費の使い

方であると考える。当社は効率的で手頃な価格の医療制度の中で医薬品の利用を確保するために利害関係者との協働を継続す

る。

 

連邦レベル又は州レベルでのその他の新たな立法の採択は、さらに当社の製品の需要又は価格に影響を与える可能性があ

る。2017年、ACAの規定の一部又は全部を廃止、実質的に修正若しくは無効とする連邦の法律上及び行政上の試みが起こり得る

ため、当社は不確実性に直面するかもしれない。メディケイドの拡大及びACAに基づく医療保険の交換によりファイザーが得る

収益は、新たなリベート、割引及び税金が上回っているが、ACAの廃止又は代替（特に代替法が雇用主が拠出する保険カバレッ

ジに対するインセンティブを削減する場合）が、当社の事業及び財務実績に悪影響を与えないという確証はなく、当社は医療

制度改革に関する将来の連邦又は州の立法若しくは行政の変更がどのように当社事業に影響を与えるかについて予測できな

い。当社は引き続き、患者の健康を効果的に改善し、医療制度のコストを引き下げる解決法に向けて、積極的に立法者及び擁

護団体と協働する。
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商業部門でのさらなる価格及び利用の圧力の可能性は引き続き重要である。雇用主の中には、2020年に課される予定のACA

のコストの高い健康保険税を避けることを目的に、既に医療給付の規模を縮小し、高い控除可能な給付構造を実施しているも

のが増えている。特に雇用主拠出の健康保険の免税を制限する法案が最終的に立法化される場合は、この傾向が続きそうであ

る。例えば医療保険などの民間の第三者支払人は、薬剤及び医療機器製品の価格にますます異議を申し立てており、これは当

社製品の価格引き下げ、払い戻し率の低下及び需要減少につながる可能性がある。保険市場の競争が非常に激しい結果、当社

製品に価格圧力が起きる可能性がある。医療サービスの購入者は、直接若しくは団体購入機関を通じて、さらなる割引を求

め、又はより厳しい入札若しくは購入検討プロセスを実施している。

 

医療サービスを低価格で提供するために、かつこれらの支出が健康の面で証明された価値を提供すること確実にするため

に、米国のサービス提供者に対する圧力は全体的に増加している。長期では、サービス（診療）ごとの個別支払からプロバイ

ダーにコスト削減の見返りを与える、結果ベースの支払い及びリスク分担の取決めへ焦点を合わせる移行が観察されている。

これらの新たな支払モデルは、時には新薬の価格引き下げ及び新薬への利用の制限につながる可能性がある。同時に、これら

のモデルはまた、成果について医者に検査、診断及び集中を奨励することで利用を拡大する可能性もある。

 

米国以外の政府（異なるEU加盟国を含む。）は当社の医薬品について様々なコスト抑制施策を利用する可能性がある。これ

には値下げ、強制的リベート、価値基準の価格決定及び国際基準価格（すなわち、多くの国が規制対象の薬価を他の諸国の薬

価とリンクさせる慣行）が含まれる。この国際的な寄せ集めとも言える価格統制並びに異なる経済状態及び国を超える価値の

査定は、異なる国及び諸国間の当社製品の第三者の取引における異なる価格につながっている。

 

特に、国際基準価格は個別の国における値下げの地域的影響を強め、患者の利用及び革新を妨げる。国際基準価格制度によ

り増幅される価格変動はまた、為替レートの変動からも生じてきた。このダイナミクスから生ずる下方向への価格圧力は、国

際基準価格政策及び欧州諸国の一部で医薬品を対象とする施策への改革の結果、継続すると予想される。

 

さらに、国際連合（UN）及び経済協力開発機構（OECD）等のいくつかの重要な国際的機関は、報告書の発行及び政策勧告

（例えば、「2016年UN医薬品アクセスに関するハイレベルパネル報告書」及び「2017年OECD報告書－新しい医療技術：その利

用性、価値、持続可能性を管理する」）を通じて、国際的な医薬品価格への政策的圧力及び精査を強化している。これらの勧

告の政府による採択はさらなる価格圧力をもたらす可能性がある。

 

発展する米国及び世界の医療費の状況に対応し、当社は引き続き、保健機関、医療技術の評価及び品質測定機関並びに大手

米国支払者がどのように当社の化合物及び製品を評価するかをより良く理解するために、製品開発プロセス全体を通じ、これ

らの諸機関と協働する。さらに、当社は、医療費のパターンと共に当社の医薬品及び競合相手の医薬品の使用パターンを認識

することにより、当社が創薬若しくは開発、登録及び製造する医薬品の価値を証明することに焦点を合わせた、より強い社内

の能力の開発を目指している。

 

規制環境　－　パイプラインの生産性

 

安全、効果的な新製品の創薬及び開発、並びに既存製品の追加利用の開発は、当社事業の継続的な強みに必要である。当社

は製品が発売される前も後も、当社製品についての安全性及びその他データを継続的に集めているにもかかわらず、医薬品の

安全及び有効性について益々強まる規制当局による精査に直面している。当社の製品ラインは、製品が市場の独占権を失った

場合の収益の喪失を相殺するために、さらに利益の成長に備えるために、時間をかけて満たされなければならない。当社はか

なりの資源をR&D活動に充てている。R&D活動には高いレベルのリスクとコストを含み、また長い年月がかかり、特定のR&Dプロ

ジェクトに関して個別の製品候補又は既存製品の新適応の開発が望んだとおりの臨床評価項目及び安全性プロファイルを達成

する、規制当局の承認を受ける又は商業的に成功するという確証はない。
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製品の開発期間中、特定の患者群に対する全体的なベネフィット-リスク・プロファイルの評価を支援するために、当社は

薬の安全性と効能についてデータを提供する臨床試験を行う。加えて、製品が承認され発売された後も、患者が利用できる限

り、当社はその安全性の監視を継続し、規制当局の要請による検査及び当社が自発的に追加の医薬知識を得るために行う検査

を含み、市販後の検査が行われる場合もある。製品の全有効期間中、当社は安全性のデータを集め、FDA及びその他規制当局に

問題の可能性を報告する。FDA及び他の法域の規制当局はある製品又はある種類の製品に関する安全に対する潜在的な懸念を評

価し、製品の表示の更新、製品使用の制限、一般大衆に向けた新たな安全情報の通知、又は（まれなケースであるが）市場か

らの製品の除去など、対応した規制上の措置を取る。

 

政府の規制及び価格統制

 

製薬会社は、事業を行う政府当局から広範にわたり規制を受ける。ファイザーの事業が準拠する一定の法律及び規制を以下

に記載する。

 

概要　　当社の事業は、多数の法律及び規制の対象となっており、今後も引き続き対象となるであろう。当社の製品の製造

及びマーケティングが準拠するものを含む、これらの法律及び規制を遵守しないことにより、当社は、様々な政府機関による

行政上及び法律上の手続き及び措置の対象となる可能性がある。これらの手続き及び措置の詳細については、本書「第6　経理

の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記17A「契約債務及び偶発事象：訴訟」を参照のこと。かかる手続き及び訴訟による

結果として、刑事罰、多額の罰金及び／又は民事制裁金、警告書及び製品のリコール又は差押え、並びに適用ある法域で当社

が事業を行う能力への制限が生じる可能性がある。

 

米国

 

薬品規制　　米国において、バイオ医薬品は、当社の製品の試験、製造、安全性、有効性、添付文書及び保管、記録、広告

及び販売促進が準拠する規制を含むFDAによる広範な市販前及び市販後規制の対象となる。当社の製品はまた、連邦食品・医薬

品・化粧品法（以下「FFDCA」という。）による市販後の監視及び薬剤に関するその実施規制、並びに公衆衛生法及び生物製剤

に関するその実施規制の対象となる。FDAはさらに、当社のコンシューマー・ヘルスケア製品についても管理する。

 

DEAを含むその他の米国連邦機関も、当社のいくつかの製品について規制を行っている。連邦取引委員会は、OTC薬及び栄養

補助食品等のコンシューマー・ヘルスケア製品の広告を規制する権限を有する。また、当社の活動の多くがSECの管轄下にもあ

る。

 

米国においては、新規のバイオ医薬品を販売する前に、FDAは、新薬については新薬承認申請(NDA)又は生物製剤については

生物製剤承認申請（BLA）を承認する必要がある。FDAによるNDA又はBLA承認前には通常、臨床前試験と、その後、治験依頼者

による臨床試験の実施、FDAの審査のための治験依頼者による申請書提出、薬剤の安全性及び有効性を評価するデータのFDAに

よる検討、並びに製品の製造施設のFDAによる検査等の複数の手順が求められる。

 

米国においては、新規のジェネリック医薬品を販売する前に、FDAが簡易新薬承認申請(ANDA)を承認する必要がある。ANDA

による審査手続きは、過去にNDA手続きを通じて承認された参照薬剤について行われた安全性及び有効性を確立する研究に基づ

いているため、通常、新規の臨床前及び臨床研究は求められない。しかし、ANDA手続きには、ANDA薬剤が過去に承認された参

照ブランド薬剤との生物学的類似性を有することを証明するために1つ以上の生物学的類似性研究を行う治験依頼者、FDAの審

査のための申請書提出、及び製品の製造施設のFDAによる検査が求められる。
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製品の承認条件として、FDAは、治験依頼者に対し、第4相臨床試験として知られる市販後臨床研究及び承認された製品の効

果を監視する監視プログラムの実施を求める場合がある。FDAは、当該市販後研究及びプログラムの結果に基づいて製品のさら

なる販売を制限する場合がある。新規の適応症、あるいは添付文書又は製造工程若しくは施設の修正を含む、薬剤又は生物製

剤への修正により、当該修正が実施される前に新規又は補足のNDA又はBLAの提出及び承認が必要となる場合があり、これによ

り、当社は、追加データを生成し、又は追加の臨床前研究及び臨床試験を行う必要がある場合がある。当社による薬剤及び生

物製剤の継続的な製造及び流通は、記録要件、製品に関連する有害事象の報告及び製造工程の全側面を規制する現行の適正製

造規範の遵守等、FDAによる継続的な規制対象となっている。当社はまた、消費者向け直接広告の基準及び規制を含むがこれら

に限られない、薬剤及び生物製剤の宣伝及び販売促進に関連する多数の規制要件の対象にもなっている。当社の製品の製造及

びマーケティングが準拠する適用ある規制要件を遵守できない場合、当社は、警告書、製品のリコール若しくは差押さえ、差

し止め、罰金、民事制裁金及び又は刑事訴追を含む、行政上又は法律上の制裁措置の対象となる場合がある。

 

バイオシミラー規制　　ACAは、小児科での独占権有効期間の潜在的な6か月の延長を含む、革新生物製剤の12年の独占期間

満了後のバイオシミラー（「後続生物製剤」とも呼ばれる。）について、その承認の枠組みを構築した。ACAに基づき、バイオ

シミラーについては、参照製品である革新生物製剤の承認から4年が経過するまで、承認申請を行うことはできない。

 

FDAは法律の施行に責任を有しており、2015年以降、インフレクトラを含む多数のバイオシミラーを承認した。これらの承

認並びにガイダンスの草案及び最終版の発表により、FDAは、バイオシミラーの命名法、並びに米国で認可された参照製品との

生物学的類似性及び／又は互換性を立証するための、米国外で認可された比較対象群から取得したデータの使用に関する未解

決の問題への対処を開始した。今後数年間に渡って、FDAは、バイオシミラーに影響を与える追加のガイダンスの草案文書及び

最終文書を発表することが予想される。2017年、ACAの規定の一部又は全部を廃止、実質的に修正若しくは無効とする連邦の法

律上及び行政上の試みの可能性がある。ACAが廃止、実質的に修正若しくは無効とされる場合、かかる動きがバイオシミラーの

規制にどのような（もしあれば）影響を与えるかは不透明である。

 

販売及びマーケティング　　米国のバイオ医薬品会社のマーケティング慣行は一般に、医療業界の詐欺及び不正を防止し、

政府の医療プログラムの健全性を保護することを意図した様々な連邦及び州の医療保険法の対象となる。これらの法律には、

反キックバック法及び虚偽請求取締法が含まれる。反キックバック法は一般に、バイオ医薬品会社が、ある特定の製品の購入

又は処方を含む取引発生のための報酬の要求、提供、受領又は支払いを行うことを禁止する。虚偽請求取締法は一般に、第三

者支払人（メディケア及びメディケイドを含む。）に対して、製品（薬剤を含む。）又はサービスについて虚偽の又は不正な

支払い請求を故意に及び自発的に提示、又は提示させることをいかなる者にも禁止する。これらの法律の具体的な規定は異な

るが、それらの範囲は通常広範であり、医薬品会社のマーケティング慣行を含む特定の業界慣行に対して法律を適用する規

制、ガイダンス又は裁判所判決は存在しない場合がある。詐欺及び不正法の違反は、刑事上若しくは民事上の制裁及び／又は

連邦医療プログラム（メディケア及びメディケイドを含む。）からの除外による処罰対象となる場合がある。連邦政府及び

様々な州はまた、医薬品会社の販売及びマーケティング慣行を規制する法律も制定している。法律及び規制は一般に、製造業

者及び医療提供者との間の財務上の関わりを制限し、連邦若しくは州政府に開示及び当該関わりを公開することを求め、並び

に／又はコンプライアンス基準若しくはプログラムの採用を求める。これらの法律及び規制の多くは、曖昧な要件を含んでい

るか、又は施行のための行政上のガイダンスを必要とする。米国の各州も、州検事総長を通じて、消費者保護及び誇大広告に

関する州法に基づき、積極的に処方薬の販売活動を規制するよう努めている。法律及びその施行に明瞭性がないため、当社の

活動は、関係する法律及び規制に基づいて制裁金の対象となる可能性がある。
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薬価設定及び保険料返還　　当社の医薬品の価格設定は、一部は政府の規制に左右される。ファイザーは、メディケイド薬

剤リベート・プログラム、「連邦上限価格」薬剤価格設定プログラム、340B薬剤価格設定プログラム及びメディケア・パートD

プログラム等の様々な連邦及び州政府の健康保険プログラムに基づいて医薬品の購入に割引価格設定又はリベートを提供しな

ければならない。ファイザーはまた、メディケイド薬剤リベート・プログラム及びメディケア・パートB等の健康保険プログラ

ムに基づいて政府機関に特定の価格の報告もしなければならない。報告される価格の決定に必要な計算は複雑であり、価格を

正確に報告できない場合、ファイザーは制裁金の対象となる場合がある。リベートについての詳細は、本書「第3　事業の状

況、1　業績等の概要」の「売上高 - 概要」及び「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記1G「開示方針及び重要な会

計方針：売上高及び売掛金」を参照のこと。

 

政府及び民間の第三者支払人は、当社製品の利用を管理し、コストを抑制することを定期的に求めている。例えば、大半の

州は、メディケイドにおける一部の医薬品の入手を制限するために、推奨処方薬リストを使用する。一部のファイザー製品に

対して制限が存在する州もある。別の例では、メディケイド管理医療プログラムに基づく当社製品の利用は、州のメディケイ

ド代理店が通常メディケイド受給者へのサービス提供のために契約する医療保険プランによって決定される。州における現在

の及び今後も継続する可能性のある財政難を考慮し、一定の治療の利用を制限することによって費用を通常抑制する一人当た

りの管理医療プラン等、様々な価格統制戦略を検討している州が増加している。加えて、当社は、米国での当社の医薬品の主

たる購入者である薬局チェーン及び卸売業者の合併及び統合は当社を含む医薬品製造会社の競争及び価格圧力を増すと予想す

る。

 

医療保険制度改革　　米国連邦及び州政府は引き続き、医療業界を規制することを目的とした法律を提案及び可決してい

る。2010年3月、米国連邦議会は、ACAを制定し、これには医薬品業界に重要な影響を与える以下の規定が含まれる。

 

・ ブランド処方薬及びジェネリック処方薬のメディケイド薬剤リベート・プログラムに基づいて州のメディケ

イド・プログラムに支払われる処方薬リベートの増額、並びに当該リベートのメディケイド管理医療への拡

張

・ 処方薬の費用によりメディケア・パートDの「カバレッジ・ギャップ」に該当するメディケア加入者へのブ

ランド処方薬販売において割引を提供することを医薬品製造業者に要求

・ メディケア及びメディケイドを含む一定の政府プログラムに基づいて還付されるブランド処方薬の製造業者

及び輸入業者への年間手数料の賦課

 

ACAは、健康保険の適用対象となる米国人の数を増加させることを目的とした規定を含んでいた。特に、2014年以降、ACA

は、健康保険の適用を維持しなければ違反として罰金を支払う可能性があると大半の個人に要求しており、メディケイドの適

用範囲となる個人を拡大する選択肢を州に与えている。適用範囲の拡大の実施がファイザーの2016年度の売上高に与えた影響

はわずかであった。

 

ACAは、メディケアの支出が目標とする水準を超えた場合、その支払に変更を提案することによりメディケア支出の人口１

人当たりの増加率を縮小するために、独立支払諮問機関（IPAB）も設立した。2016年にはIPABの提案を引き起こす基準値に達

しなかったので、早くても2019年まではIPABに基づく調整は行われない。IPABのメンバーが指名されない場合、IPABの任務は

米国保険社会福祉省大臣の任務になる。

 

さらに、政府関係者及び規制当局による、医薬品価格若しくは支払を規制する方策を実施するための努力は、実施される場

合当社の事業に悪影響を与える可能性がある。最近、政府による医薬品価格の大規模な公的調査及び高コストであると受け止

められている医薬品に対処するための提案があった。当社は、医薬品は、医療保険制度全体に提供する価値に基づき、医療保

険の資金の最も効率的で有効な使い方だと考えている。効率的で手頃な医療保険制度内での医薬品の入手を確保するために、

当社は、引き続き利害関係者と連携していく。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

 76/408



連邦又は州レベルでその他新たな法律が採用されると、当社製品の需要又は価格設定にさらに影響を与える可能性がある。

2017年、ACAの規定の一部又は全部を廃止、実質的に修正若しくは無効とする連邦の法律上及び行政上の試みの可能性があるた

め、当社は不確実性に直面する可能性がある。現在制定されている、若しくは将来修正されるACAが当社の事業及び財務実績に

悪影響を与えないという保証はなく、医療保険制度改革に関連する今後の連邦又は州の法律上又は行政上の変更が当社の事業

にどのように影響を及ぼすかを予測することはできない。当社は患者の治療上の成果を効果的に向上させ、医療システムのコ

ストを引き下げる解決方法のために、引続き積極的に立法担当者及び擁護団体と協働する。

 

汚職行為防止　　海外汚職行為防止法（FCPA）は、米国企業及びその代理店に対し、海外における新規取引又は取引維持を

目的とした、外国公務員、政府職員、政党又は政治家候補への金銭の支払いの申入れ、約束、承認又は実施を禁止している。

FCPAの適用範囲に、一定の医療専門家との関わりが含まれている国も多く、類似の汚職行為防止法及び／又は規制を施行して

いる国もある。

 

米国外

 

当社は、その他のほとんどの国において、同様の規制上及び法律上の問題に直面している。

 

新薬承認及び医薬品安全性監視　　EUにおける新薬の承認は、「相互認証手続」、「分散型審査許可方式」又は「EUの中央

審査方式」を利用して行うことができる。これらの方式は、EU加盟国に加え、欧州経済地域諸国、ノルウェー、アイスランド

及びリヒテンシュタインで適用されている。中央審査方式はEMAが管理し、EU全体に対する単一の認可となり、これは最も迅速

且つ効率の良いEU全体の承認獲得方法を提供し、新製品について最も一般的に利用される方法である。

 

日本においては、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が、日本で薬剤を販売しようとする事業の入り口である。PMDAは、臨床

研究、承認、市販後審査及び医薬品の安全性を含む広範な規制上の活動に従事しており、新規薬品が日本で市販される前に申

請書を承認しなければならない。PMDAはまた、新薬の臨床試験について協議を行い、製品の分類及び承認に関して助言を提供

する。

 

多くの中低所得国の保健当局は、承認審査手続きを開始する前及び／又は最終認可が下りる前に、広く認められている規制

当局（例えばFDA又はEMAのような機関）による販売認可を求めている。多くの規制当局は、最終販売認可を取得するため、そ

の国の対象集団における臨床研究データも求めている。これらの要件により、米国及び欧州に比べて販売認可の取得に時間が

かかる。

 

中国の規制制度は様々な面で独特であり、その薬剤開発及び登録要件は、米国又はその他海外の基準とは必ずしも一致しな

い。中国は外国の規制当局が承認した治療に対する輸入薬免許しかこれまで発行してこなかったため、米国及び欧州での最初

の販売より2年から8年後に中国市場に参入する治療薬を目にすることが普通である。さらに、中国において新薬の販売承認を

取得するためには、第1相から第3相臨床試験の実施のために、国家食品医薬品監督管理総局（CFDA）が発行する臨床試験認可

が必要となる。輸入薬の海外の申請者は、多地域臨床試験に中国発のデータを含み、関連する技術審査要件を満たしている場

合、個別に追加の現地臨床試験免除を受ける場合がある。一方、経口ジェネリック医薬品は、記録のためにCFDAに提出を行う

際に、生物学的類似性研究を行うだけでよいが、ジェネリックの無菌注射剤は規制当局の承認のために現地の確認試験が必要

な可能性がある。中国の薬剤免許は、審査の後、CFDAが、臨床データが薬剤の安全性及び有効性を確証したと決定する場合の

み付与される。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

 77/408



EUにおいては、医薬品安全対策に関する詳細な立法及び指針があり、これは近年増加及び強化された。EMAの医薬品安全対

策リスク評価委員会が、EU当局に対して製品安全性問題に関する審査及び提言を行う責任があるEUの規制機関が、製薬会社に

対し、医薬品承認時又は科学的発展に照らした承認後の任意の時期に、認可後安全性・有効性研究の実施を求めることができ

る。製品の副作用報告及びさらなる監視に関する広範な追加要件も盛り込まれている。EU及び日本といった先進国市場以外に

おいては、医薬品の安全対策要件はさまざまであり、一般的に範囲も狭いが規制が強化される傾向がある。

 

薬価設定及び保険料返還　　欧州、日本、中国、カナダ、韓国及びその他一部の国際市場においては、特に最近の世界経済

の圧力下で、政府が、低い直接経費で消費者に医療を提供し、政府補助の医療制度のコストを抑制するために、薬価及び患者

への保険料返還水準を規制している。様々なEU加盟国を含む政府は、価格削減、強制リベート、価値に基づく薬価設定、及び

国際基準価格設定（すなわち、規制した薬価を他国のものと連携させる多くの国々での慣行）を含む、当社の医薬品への様々

なコスト抑制措置を用いる場合がある。この価格規制の国際的な食い違い並びに国家間での異なる経済条件及び価値の査定に

より、異なる国々において、及び当社製品の国を越えた第三者の取引の一部において、異なる価格が生じることとなってい

る。

 

特に、国際基準価格設定は、個々の国々の値下げによる現地の影響を増大させており、患者の利用及び革新を妨げている。

価格変動は、国際基準価格設定システムにより増幅され、また外国為替レートの変動からも生じている。国際基準価格設定方

針の改革及び欧州数ヵ国における医薬品を対象とした措置の結果、この原動力から生じる下向きの価格圧力が継続することが

予想される。

 

加えて、一部の重要な国際機関（国際連合（UN）及び経済協力開発機構（OECD）等）は、報告及び政策提言（例えば、

「2016年UN医薬品アクセスに関するハイレベルパネル報告書」及び「2017年OECD報告書-新しい医療技術：その利用性、価値、

持続可能性を管理する」）を発行し、国際的な医薬品価格の政策的圧力及び精査を強化している。これら提言の政府による採

択はさらなる価格圧力につながる可能性がある。

 

日本においては、政府が最近、費用対効果評価の採用及び価格の見直しにつながる医薬品価格設定の基本的枠組みを発表し

た。中国は、2015年6月1日付で、政府設定の価格上限が大部分の医薬品について廃止された。しかし、政府は、薬剤製造業者

と社会保険当局との間の交渉メカニズムを通じて保険料返還基準の設定により、引き続き間接的な価格統制を行使する。さら

に、CFDAは現在、規制承認の条件として、数社にたいして価格コミットメントに参加することを求めている。

 

EUの規制上の変更　　EUは、2014年5月に新規の臨床試験規制を採択し、これは2018年10月までに施行される予定である。

当該新規制は、EUにおける臨床試験の管理を簡素化し統一化することを目的としており、範囲を拡大した臨床研究結果の公表

も求める予定である。

 

臨床研究結果の公表を拡大する別の試みとして、EMAは、ヒトに使用する医薬品の臨床試験データの公開について、新しい

方針を採択し、2015年1月1日に当該方針が発効し、現在積極的に実施されている。当該方針の下、EMAは、販売認可の決定を

行った後、EU外で行われた試験のデータを含む、新規販売認可のための申請書類から得た臨床試験データを現在積極的に公表

する。当該方針は、限定的な商業上の秘密情報に関する例外規定及び保護されている個人情報の除外規定を含む。

 

英国のEU離脱（Brexit）　　2016年6月、英国の有権者は国民投票でEUの離脱を選択した。これは通常「Brexit」と呼ばれ

る。目下のところ、英国がEUの医薬品の承認及び規制制度内に留まる若しくは関与するか、又は完全に分離するかは不明確で

ある。Brexitの直後、EUの法律は英国議会が修正又は廃止するまで引続き適用されると予想される。しかしながら、現在ロン

ドン所在のEMAはEU加盟国への移転をせざるを得ず、多くの加盟国が既に新しい受入国になろうと努力している。Brexit に関

する詳細については、本書「第7　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「財政状況、流動性及び資本

源泉の分析－世界経済の状況 - 英国」を参照のこと。
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中国の規制上の変更　　薬剤の革新を促進し、既存の薬剤承認の未処理分を減らすために、CFDAは、中国の薬剤承認システ

ムへのいくつかの改革施策を発表した。規制当局は、新薬の定義を「中国で市販されたことのない薬剤」から「中国国内外の

いずれでも市販されたことのない薬剤」へと変更し、薬剤を新薬とジェネリック薬品に現在分類している。この定義変更によ

り、中国国外で最初に市販された輸入薬は新薬とはみなされなくなったため、多国籍企業よりも中国国内の薬剤製造業者への

インセンティブを生む。さらに、修正規則は中国における輸入薬の最終承認について外国の規制当局による承認が依然として

必要であるかについて明確にしていない。他の主な施策は、中国の10の省における「市販承認取得者」の試験導入であり、販

売認可／薬剤免許保有者は実際の製造業者である必要がなくなった。「市販承認取得者」制度は、委託製造契約及び資産移動

の柔軟性を拡大するが、輸入薬には適用されない。

 

その他の数々の政策変更により、中国における国内及び輸入薬の承認を合理化及び加速化することができると予想される。

当該変更には、全3相の登録試験の（元々の相ごとの承認の代わりの）一括臨床試験認可の導入、ジェネリック薬品に関する生

物学的類似性研究の申請／記録制度の実施、並びにファストトラック／グリーンチャネル承認経路の資格のある革新的薬剤と

して認める薬剤の種類増加が含まれる。

 

医療提供者との関係の透明性及び情報開示　　多くの国々が、医薬品会社が医療提供者に行う対価の移動の開示を求める法

律を制定している（又はそれをその業界団体が推奨している）。例えば、2013年、欧州製薬業団体連合会（EFPIA）は、医療専

門家及び医療機関に対する対価の移動についての開示規定を公表した。当該規定では、ファイザーを含むEFPIAの会員会社すべ

てに対し、2015年の該当する移動を対象とし、2016年から医療専門家及び医療機関に対する対価の移動についての情報開示を

求めている。

 

知的財産　　知的所有権の貿易関連の側面に関する世界貿易機関協定（以下「WTO-TRIPS」という。）は、加盟国に対し、

2005年までに、先進国以外は2033年までに、医薬品の特許保護を提供するため、知的財産法を改正するよう求めた。当社は、

現在も世界中で特許の付与、実施及びその他の知的財産に関する課題に直面しているが、多くの国において改善が見られてい

る。当社は、他の加盟国において、継続的な事業拡大に向けて検討する要因のうち、特に特許保護を強化している。

 

WTO-TRIPS及び二国間／多国間貿易協定に従い、世界の知的財産環境は改善されているが、当社の将来における事業成長

は、知的財産保護のさらなる進展に左右される。とりわけ新興市場においては、政府が、輸入薬剤の価格引下げの手段とし

て、また現地の製薬業界を保護するため、知的財産に関する方針を適用している。また、現行の知的財産保護を低下させ、さ

らなる保護の実施を阻止しようとする多大な政治的及び経済的圧力が存在する。それにより、バイオ医薬品の発明に対する特

許取得基準がさらに厳しくなり、手続きがさらに困難となる方針がもたらされた。さらに、一定の種類の発明（新しい治療方

法等）に対する特許取得に対する制限、特許の取消し、強制実施権の発行（及び発行の恐れ）が行われ、知的財産権行使が低

下し、効果的な規制当局によるデータ保護が実施されなくなっている。当社を含む業界は権利擁護活動を行っており、外国の

製造業者にとってより均衡の取れた事業環境を模索すること、及び現地の革新的産業にとっての強固な知的財産制度の重要性

を強調することに重点を置いている。

 

カナダの薬剤に対する知的財産制度は、ある程度の特許保護及びデータ保護（8年及び小児科での独占権有効期間の6か月延

長）を定めているが、概して同等の国の知的財産制度と比べ、予測がつきにくく不安定である。カナダ/EU包括的経済貿易協定

の一環として行われた集中協議により、カナダ当局は、特許期間の回復の一形態である審判請求の権利を導入し、知的財産制

度をEUに合わせ、現行のデータ保護を条約上の義務にまで引き上げることに不本意ながら合意した。
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中国の知的財産環境は改善しつつあるが、効果的な執行及び適切な法的救済措置は、依然として懸念事項である。中国政府

は、世界貿易機関条項に準拠して、知的財産権を保護する措置を取っており、ファイザーを含むいくつかの会社は、中国の知

的財産権環境に多くの信頼を寄せているため、中国にR&Dセンターを設立している。それにもかかわらず、中国は、現在も米国

通商代表部による2016年優先監視国に指定されている。さらに、中国における特許性基準は、米国、欧州及び日本を含む他の

主要市場に比べ、現在も制限的である。特許保護に対する枠組みは20年間存在しているが、実施方法が不十分又は一貫性のな

いものであることが多い。例えば、効果的な特許関連メカニズムも仮差止めもなく、立証負担が非現実的であり、実施段階で

特許を無効にするために使用する十分性基準は厳しいものである。

 

ブラジル及びその他の中南米諸国においては、衛生監督庁（ブラジルの国民健康監視庁等）の特許審査における役割、一部

の特許期間に関する曖昧さ、制限的な特許性に関する規則及び特許庁の手続きの遅延が、特許を通じて当社製品を保護する当

社の能力を制限する可能性がある。規制当局によるデータ保護の欠如及び薬剤の新しい用途といった一定の種類の発明保護の

問題により、一部の医薬品の商業的な有効期限が制限される可能性がある。

 

インドにおいては、特許の強制実施権を支持する政策が存在する。異議申立手続き（付与前及び付与後の両方）において、

インド特許庁が医薬品の特許を取り消すという傾向が強まっており、医薬品の特許性に関する基準が限定的であるため、当社

の発明及び当社のイノベーションへの投資の多くは保護するのが困難となっている。これらの政策は、国民の健康にとって重

要であると認識されている分野において、革新薬を対象とする特許に対し、新たな申立てが生じるリスクを高めている。イン

ドにおけるファイザーの特許に対する異議申立てが係属中である。

 

韓国では、特許と規制に関する承認の連携制度に関する法規制が、2012年に締結した米韓自由貿易協定の一環として導入さ

れた。韓国の特許と規制に関する承認の連携制度には、生物製剤が含まれる。

 

環境に関する事項

 

当社の事業運営は、そのほとんどが国、州及び／又は地方自治体の環境法の影響を受ける。当社は、適用法の遵守に必要な

出費を行っており、今後も継続する意向である。当社は、一部の製造施設における過去の産業活動による環境汚染の浄化作業

も行っている。詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表注記17A3「契約債務及び偶発事象：訴訟－商事及び

その他の訴訟」を参照のこと。その結果、2016年度は、環境保護遵守及び過去の産業活動の浄化のため、以下のとおり、資本

支出及び営業支出を計上した。

 

・ 環境に関連した資本支出 - 27百万ドル

・ その他の環境に関連した支出 - 126百万ドル

 

当社は、環境法令の遵守に費やす資本支出又は営業支出について確実に予測することはできないが、これらの支出が、当社

の資本支出又は競争力に重大な影響を及ぼすことはないと現在予想している。

 

気候変動は、追加の規制要件及び関連費用の可能性、及び当社の施設及びサプライヤーの施設に影響を与える可能性のある

より頻繁に生じる厳しい天気事象及び水資源利用問題の可能性等、当社の事業を脅かすものである。当社は、気候変動による

当社の施設及びサプライ・チェーンにとっての物理的リスクが将来生じないと保証することはできないが、これらの潜在的リ

スクに対する当社の脆弱性を評価するプログラムを有し、定期的に当社の評価を更新する。現在まで、当社施設の所在地、既

存の流通ネットワーク及び当社の管理により、近い将来、これらのリスクがファイザーにとって重大な影響を及ぼすことはな

いと予想しているという結論に至った。

 

税務事項

 

税務事項に関する詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表注記5「税金」を参照のこと。
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４【事業等のリスク】

 

本項の記載事項は、当社の事業に対する主要なリスクを記述したものであり、慎重に考慮されるべきである。加えて、同記

載事項は、1995年米国民事証券訴訟改革法に基づいた注意事項を記述したものである。

 

本有価証券報告書に含まれる当社の開示情報及び分析には、将来の見通しに関する記述が含まれている。当社は、随時、当

社が公表するその他の資料に加え、口頭によっても、将来の見通しに関する見解を提供している。かかる記述には、多大なリ

スク及び不確実性が伴う。当社は、可能な限り、かかる記述に「であろう」、「場合がある」、「可能性がある」、「見込み

がある」、「継続中の」、「予測する」、「見積る」、「見込まれる」、「予想する」、「意向である」、「計画する」、

「確信する」、「目標にする」、「見通しを立てる」、「目標」、「目的」及び「意図」といった表現及び類似の意味を有す

る用語を使用することにより、又は特に、将来の経営成績及び財務成績、経営計画及び見通し、既存製品及び製品候補、戦略

的見直し、資本配分、事業開発計画、並びに株式買戻し及び配当計画の記述に関連した将来の日を使用することにより、それ

と分かるよう試みた。特にこれらには、将来の措置、経営計画及び見通し、当社のホスピーラ社、アナコール、メディベー

ション及びアストラゼネカの低分子抗感染薬事業の買収、ホスピーラの輸液システム純資産の売却、見込み製品又は製品の承

認、既存の及び今後予想される製品の将来の実績、販売努力、費用、金利、外国為替レート、訴訟等の偶発事象の結果、株式

買戻し及び配当計画、政府規制、並びに本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「原価及び費用 - 事業再編費用並びに

買収及びコスト削減／生産性向上イニシアチブ関連費用」及び「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編

費用及び買収、コスト削減／生産性向上イニシアチブに関連するその他の費用」に記載される予想経費及びコスト削減（ホス

ピーラ社の買収及び当社のコスト削減/生産性向上イニシアチブからのものを含む）、当社の事業戦略取引から予想される利

益、「第3　事業の状況、7　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「財政状況、流動性及び資本源泉

の分析 - 契約債務」に記載される資本支出計画、並びに「第3　事業の状況、7　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況の分析」の「財政状況、流動性及び資本源泉の分析 - 契約債務」及び「第6　経理の状況」の連結財務諸表注記11「年

金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」に記載される2017年度の当社の年金及び退職後給付制度に対する当社の一般資産か

らの当社の予想拠出等の財務成績に関する記述が含まれる。

 

当社は、将来の見通しに関する記述は、それがいかなるものであっても実現を保証することはできない。将来の業績の達成

は、多大なリスク、不確実性及び不正確な仮定の影響を受ける。既知のリスク、未知のリスク若しくは不確実性が実際に起

こった場合、又は前提となる仮定が不正確であると判明した場合、実際の業績は、過去の業績や予測、見積り又は業績予想と

大幅に異なる可能性がある。将来の見通しに関する記述を検討する場合、このことに留意し、将来の見通しに関する記述に対

し過度に依存すべきではない。

 

当社は、新たな情報、将来の事象又はその他の結果にかかわらず、法律又はSECの規則及び規制に定められるものを除き、

将来の見通しに関する記述の公的な更新を行う義務を負わない。しかしながら、関連事項に関し当社が行う新たな開示の参照

を推奨する。また当社は、以下のとおり、当社の事業に関連したリスク、不確実性及び不正確である可能性のある仮定につい

て、注意事項を提示する。これらは、個別に又は全体として、実際の結果が業績予測、計画又は過去の実績から大幅に異なる

要因である。当社は、1995年米国民事証券訴訟改革法で認められているとおり、これらの要因を投資者のために特筆する。投

資者は、すべての要因を予想又は特定することは不可能であることを理解すべきであり、よって、以下の情報が、潜在的リス

ク又は不確実性のすべてを完全に記述しているとみなすべきではない。
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当社の事業、業界及び営業に関連するリスク：

 
管理医療の動向

 

MCO間の統合によって、MCO及びその他の民間保険会社の交渉力が増大している。政府のみならず、民間の第三者保険会社

は、処方薬集への記載と引き換えに価格の割引を交渉することにより、費用を管理するため処方薬集を採用することが多く

なっている。適時の若しくは適切な価格設定若しくは当社の製品の処方薬集への記載が獲得又は維持できない場合、又は不利

な価格設定若しくは不利な価格での記載がなされた場合、収益が悪影響を受ける可能性がある。処方薬の分類による自己負担

金の差異に加え、民間保険会社及び自家保険の雇用者は、特にブランド医薬品及びバイオテクノロジー製品について、受給者

からの自己負担金額を引き上げている。消費者は処方費用の大部分を支払っており、ブランド医薬品より低価格のジェネリッ

ク代替品を好む可能性があるため、この引上げにより、消費者の治療薬の選択に対する支配力が強まっている。MCOは最近、新

規参入の障害、除外リスト、症状に基づく価格設定及びコスト抑制の努力を向上させるための価値基準の価格設定/契約などの

追加施策を導入した。民間保険会社は、ジェネリック製品が利用可能となった場合のブランド製品について事前承認を求め

る、又はブランド医薬品の利用が許可される前に、まずは患者が1若しくは複数のジェネリック医薬品で効果がないという事実

を求める、臨床プロトコルといった利用管理手段を適用する場合も増えている。米国の支払人市場はさらに集中度が増し、

ジェネリック版がより多くの薬剤で入手可能となっているため、バイオ医薬品メーカーは、患者に対してより低価格のジェネ

リック代替品の使用を促進する民間の第三者支払人からの価格圧力の増大に引き続き直面する可能性がある。

 

ジェネリック医薬品競争

 

当社ブランド製品にとって、ジェネリック医薬品メーカーとの競争は、世界中で大きな課題であり、知的財産権の失効又は

喪失が、当社の収益に多大な悪影響を与える可能性がある。ジェネリック医薬品競争が開始する日は、特許保護の失効日又は

規制上の独占権喪失日とは異なるかもしれない。しかしながら、当社の1製品の特許保護の喪失若しくは失効時、又はジェネ

リック医薬品メーカーが当社の特許取得済製品のジェネリック版について、（ジェネリック製品に対する特許侵害訴訟が係属

中であるにもかかわらず）特許満了前の「リスクのある」発売を行った場合、極めて短期間に当該製品の売上高の大部分が失

われ、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。当社の多くの製品は、今後数年にわたり、激化するジェネリック医薬品競争

に直面すると予想する。

 

また、ジェネリック医薬品メーカーは候補薬の承認を求めて、FDAにかかる会社の請求は当社の特許を侵害しないとする申

立てを行った。これには特に当社の製品中のゼルヤンツ及びイクスタンジと競合するであろう候補を含む。当社のライセンス

供与及び提携パートナーも、その製品を対象とする特許に対するジェネリック医薬品メーカーによる申立てに直面しており、

当該製品の当社のライセンス又は共同販促権に影響を与える場合がある。加えて、特許保護されている当社の製品は、市場で

の独占権を喪失させる競合会社のブランド製品のジェネリック版との競争に直面する可能性がある。

 

競合製品

 

当社は、当社の既存薬剤及び薬剤候補と同様の疾病及び疾患を治療する新規参入製品、既存のブランド製品、ジェネリック

製品、プライベートブランド製品、バイオシミラー並びに製品候補を含む、競合製品の発売の時期又はその影響を正確に予測

することはできない。競合製品の発売により、当社の既存製品の販売又は開発中の製品の潜在的販売が減少し、製品の予期せ

ぬ陳腐化が生じる可能性がある。近年多くの競合製品が発売されており、一部の潜在的競合製品は、様々な開発段階にあり、

その一部は、FDA及び海外の規制当局に対し、承認申請がなされている。
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当社はまた、競合相手並びにその他ジェネリック及びバイオシミラー・メーカーのブランド製品と競合するジェネリック及

びバイオシミラー医薬品も生産する。予想されるジェネリック又はバイオシミラー市場が形成される時点以前にジェネリック

又はバイオシミラー製品を発売する能力は、当該医薬品の収益性にとって重要である。ジェネリック市場形成の後は、通常し

ばしば劇的に製品価格は低下し、またさらなる会社が当該製品の販売承認を受けるため、競争が激化する。会社のジェネリッ

ク又はバイオシミラー製品が、唯一の競合相手が一定の期間ブランド薬剤である「市場初」となることができる場合、他の

ジェネリック又はバイオシミラーの競合相手が市場に参入するまで売上高及び収益性をより高い水準で達成することができ

る。ジェネリック又はバイオシミラー製品市場の競争激化により、当社がジェネリック又はバイオシミラー製品を市販するタ

イミングは重要性を増すであろう。当社の成功は、当社が素早く新製品を市販する能力に依存するであろう。

 

主要な既存製品への依存

 

2016年度、当社は、８のバイオ医薬品（プレブナー13／プレベナー13、リリカ、エンブレル、イブランス、リピトール、バ

イアグラ、スーテント及びプレマリン製品群）の各々につき、10億ドル超の売上高を、並びに提携による収益（主にエリ

キュース）１億ドル超を計上した。それらの製品及び提携による収益は、当社の2016年度における総収益の43％を占めた。こ

れらの製品又はその他の主要製品のいずれかが、特許保護（適用ある場合）の喪失、処方薬の成長率の変動、重大な製造物責

任訴訟、想定外の副作用、規制当局への届出、医師若しくは患者の信頼に影響を与える評判、既存の競合製品からの圧力、添

付文書の改訂等の問題にさらされた場合、又はより有効性の高い新薬が発表された場合、当社の収益は、多大な悪影響を受け

る可能性がある。売上げが最も高い当社のいくつかの医薬品を対象とする特許は、最近失効したか数年後に失効し（10億ドル

超の売上高を計上する及び過去に計上した一部製品を含む。）、売上げが最も高い当社の医薬品の多くを対象とする特許は、

係属中の法的申立の対象となってきている。例えば、和解契約の条項に従い、ザイボックスの製剤設計の一部が2015年１月に

米国でジェネリックとの競争の対象となった。加えて、当社の収益は、主要な新製品の商業的受容の時期及び程度により、大

きな影響を受ける可能性がある。詳細については、本書「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」の「当社の営業環境－業界

固有の課題－知的財産権及び提携/ライセンス権－製品独占権の最近の喪失及び予想される喪失」セクションを参照のこと。

 

さらに、当社の提携による収益は、当社が締結している及び今後適宜締結する提携契約及び共同販促契約の終了により悪影

響を受けるであろう。提携による権利の最近の喪失の詳細については、「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」の「当社の

営業環境－業界固有の課題－知的財産権及び提携/ライセンス権－提携権の最近の喪失」を参照のこと。

 

研究開発への投資

 

安全かつ有効な新製品の発見及び開発、並びに既存製品の新用途の開発は、当社の事業の継続的な成功にとって重要であ

る。当社の製品ラインは、製品がその市場独占権を喪失した時点で収益の損失を相殺するために、また利益成長の引当金を計

上するために、長期間にわたり補充していく必要がある。当社が成長する可能性は、社内のR&D又は提携、買収、合弁事業若し

くは第三者とのライセンスその他契約を通じて、まだ満たされていない医療ニーズに対応する新製品又は既存製品の新適応症

を特定及び開発し、支払人から還付を受ける当社の能力に大部分を依存している。しかしながら、現在の成長、将来の成長へ

の投資及び株主への利益還元との均衡を保つことは、依然として重大な課題である。多くの治療分野における規制上の要件が

強化されるのに伴い、製品開発の平均コストは上昇を続け、これは資金を供与する新薬候補数並びにR&Dポートフォリオの持続

性に影響を与える可能性がある。新製品の導入及び新製品のR&D、並びに既存製品ラインの拡張に対する継続的な投資が、対応

する売上高の伸びを超えることがある。
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さらに、当社のR&Dへの投資計画及び資源は、正確には科学技術と市場との間で適合していない場合がある。また、強固な

パイプラインを提供するための適切な技術プラットフォーム、治療セグメント、製品クラス、地理的市場、並びに／又はライ

センス導入及び導出の機会に投資を行うことができない場合、当社のパイプラインの生産性に悪影響を及ぼすおそれがある。

加えて、最も市場の魅力度が高い分野が特定される場合であっても、研究開発に必要な多額の投資がなされたにもかかわら

ず、科学技術がどのプログラムにも機能しない場合もあり、並びに、製品の商業的可能性が、極めて動的な市場環境並びに入

手及び還付に関する障害のため、予想されたほどの競争力を持たない場合がある。

 

当社は、引き続き当社の全世界のR&D組織を強化し、近い将来において及び長期にわたり、価値を提供する持続可能なパイ

プラインを実現するために、技術を革新し研究開発における生産性全体を向上させることを目的とした戦略を追求する。これ

らの戦略が、期待する結果をもたらすという保証はできず、将来における収益性に影響を与える可能性がある。

 

バイオテクノロジー製品

 

海外の一部市場においては、バイオシミラーの承認について簡略化された法的手続きが存在し、米国では、ACAの可決以

降、当該承認の枠組みが存在している。競合会社が当社のバイオテクノロジー製品を参照するバイオシミラーの販売認可を取

得した場合、当社のバイオテクノロジー製品は、これらのバイオシミラーによる競争及びそれに伴う競争圧力にさらされ、価

格低下が生じる可能性がある。適用される特許権の満了又は申立ての成功は、該当するデータ保護期間が満了となることを想

定とすると、当該競争の誘因となる可能性がある。当社は、当社のバイオテクノロジー製品に関連する特許の有効性及び／又

は範囲について、訴訟に直面する可能性がある。

 

当社は、バイオシミラー医薬品を開発中である。FDA及び一定のその他国々における規制当局によるバイオシミラー製品の

登録及び承認に向けた開発経路は、当社のバイオシミラーに対する投資価値を低下させる可能性がある。バイオシミラーの開

発に関連したその他のリスクには、当社の潜在的なバイオシミラー製品の適時の商品化を妨げ得る臨床開発又は知的財産に関

連した申立てに伴う高い費用と合わせ、競争の激化によって予想を超えて急激に価格が低下する可能性が含まれる。また、革

新薬との同等性に対する潜在的な懸念により、バイオシミラーの処方が減少するというリスクもある。

 

調査研究

 

新薬又はワクチン候補の初期開発段階に行われる研究活動に関する決定は、規制当局の承認を得たならば、マーケティング

戦略及び支払人による還付の可能性に対し、多大な影響を与える可能性がある。例えば、広い範囲の研究により、マーケティ

ング及び支払人による還付手続きに影響を与え得る幅広い適応症について、承認が得られる可能性がある。しかしながら、追

加される各適応症については、有益性を立証するために必要な時間及び資源、開発における複雑さの増加、並びに主な適応症

の承認の潜在的遅延との均衡を保たなければならない。当社は、慎重に臨床試験を計画し、申立てについて合理的に予測し対

応するよう試みているが、臨床試験の実施、速度及び期待する結果との適切なバランスが、毎回達成できるという保証はな

い。かかる潜在的な課題を予想し対応する範囲により、当社の将来における業績に影響が及ぶ可能性がある。

 

海外業務に影響を及ぼすリスク

 

当社の海外業務は、為替変動、資本及び為替規制、収用及びその他の政府による規制措置、知的財産の法的保護及び救済の

変更、取引規制及び手続き、並びに当社製品の承認、製造、価格設定、マーケティング、還付及びアクセスに影響を与える措

置に加え、政治不安、不安定な政府及び法制度、並びに政府内の紛争により影響を受ける可能性がある。こうした変更は、い

ずれも当社の事業に悪影響を与えるおそれがある。
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多くの新興市場は、先進国市場を超える割合で成長しており、その成長率が、業界の全世界における業績への寄与度の増大

につながっている。よって、当社は、新興市場の当社の2つの異なる事業それぞれへの完全統合を含む、新興市場における成長

戦略を採用している。その2つの事業とは、IH及びEHである。しかしながら、新興市場における当社の戦略が成功する又はこれ

らの国が今後もこの成長率を維持するという保証はない。加えて、新興市場には、とりわけ長期間の財政的若しくは政治的不

安定性又は大幅な為替変動の影響を受けやすい国、又は医療保険費に対する資源が限られている国もある。当社がファイザー

に対する予期せぬリスクのため定期的に新興市場を監視しても、かかる市場の一部の財政的若しくは政治的事象は上記のとお

り、当社の業績に悪影響を与えるおそれがある。

 

特殊医薬品

 

特殊医薬品とは、希少疾患又は生命を脅かす症状を治療し、通常比較的少ない患者集団に使用される薬剤である。革新的な

特殊医薬品の利用は増加しているが、他の種類の医薬品と比較して費用が高いこともあり、支払人は、この分野を対象とした

費用抑制戦略の策定に関心を示している。特殊医薬品の利用及び価格設定を管理する支払人の取組みにより当社が受ける影響

は、現在までは限定的であるものの、当社の特殊医薬品ポートフォリオの成長を考慮すると、多くの要因が、将来において業

務へ重要な悪影響を与える可能性がある。これらの影響には、世界中の市場における医療技術評価の利用の増加、割引率上昇

の交渉を求める薬剤給付管理会社、利用可能となった場合のバイオシミラーの取込み及び医薬品の価格若しくは支払を規制す

る施策の実施する政府関係者若しくは規制当局による努力が含まれる。

 

コンシューマー・ヘルスケア事業

 

コンシューマー・ヘルスケア事業は、経済の変動性、咳、風邪及びインフルエンザが発症する時期及びその程度、消費者の

支出傾向に影響を与えるジェネリック医薬品又は販売店舗ブランド品の競争、並びに競合会社のブランド製品又はジェネリッ

ク医薬品の販売店舗ブランド品の市場シェアの獲得により、影響を受ける場合がある。加えて、安全性、有効性又は当社のコ

ンシューマー・ヘルスケア製品における特定の成分の意図していない使用法に関する規制上及び法律上の結果により、一部の

製品（咳／風邪治療薬等）の撤退、組成変更及び／又は添付文書の改訂が求められる場合がある。下記「世界経済情勢」のリ

スク要因を参照のこと。

 

製品の製造及びマーケティングに関するリスク

 

製品製造上又はマーケティング上の問題又は遅延は、規制措置、操業停止、承認の遅延、製品撤退、リコール、罰金、供給

の中断若しくは供給不足、評判の失墜、製造物責任、予定外の費用又はその他によって、将来の業績に影響を与える可能性が

ある。かかる問題又は遅延の例としては、需要に対応した製造能力が拡大できない、承認済み製品の市場需要予測ができない

又はその市場受容性が獲得できない、受入材料の供給が遅延する又は利用できない及び受入材料が規格外でそれを検出できな

い可能性がある、内部及び外部の供給ネットワークを通して適切な品質基準を維持できず並びに／又は現行の「適正製造規

範」及び逐次化等（患者の安全性を強化するために、サプライチェーンにおける製品の追跡を可能にする。）のその他適用さ

れる規制を遵守することができない可能性がある、気候変動に伴うものを含む当社の施設、供給業者又はベンダーにおける自

然災害又は人災によりサプライチェーンの継続に生じるリスクがある、経済の悪化、製品の流用、製品の盗難及び偽造品と

いった意図的行為及び犯罪行為に対する当社のサプライチェーンの保全性が維持できないといったものが挙げられる。

 

規制当局は、適用される現行の「適正製造規範」要件の遵守を確保するために、当社の薬剤製造施設を定期的に検査してい

る。当社がこれらの要件を遵守できない場合、行政警告書、製造停止、製品の差押え、差し止め命令又は製品の自主回収等の

法律上又は規制上の措置を講じる必要が生じる可能性があり、これらのいずれも当社の事業、財政状態及び業績に多大な悪影

響を与える可能性がある。2017年２月、当社はFDAから、FDAの見解を伝える行政警告書を受領した。FDAの見解はカンザス州マ

クファーソンのホスピーラの製造施設においてcGMP規制の違反があったというものである。ホスピーラはFDAが提起した懸念に

対処するために是正措置を取っている。FDAとの交渉は継続中である。違反が是正されるまで、FDAは市販前承認申請への許可

を拒否することができ、及び/又はFDAはカンザス州マクファーソンにおいて製造された製品に関連する輸出証明書の許可を拒

否する可能性がある。
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アウトソーシング及び企業資源計画

 

当社は、取引処理、会計、情報技術、製造、臨床試験の実施、臨床検査業務、非臨床研究、安全性業務、統合施設管理及び

その他を含む分野において、そのサービスの一部を第三者へアウトソーシングしている。例えば、2016年、当社は、臨床試験

の実施業務の大半を4つの戦略パートナー（臨床研究機関）へ移行した。これらの臨床研究機関が有する業務執行上の問題は、

当社の臨床試験プログラムの進行に悪影響を与える場合がある。第三者へのサービスのアウトソーシングにより、当社は、最

適下限の質のサービス又は成果物の提供リスクにさらされ、その結果、納期の遅延若しくはその他適時性の問題、誤りのある

データ、供給停止、法規制（適用ある法的要件及び業界基準を含む。）の不順守又は評判の失墜などの影響にさらされるおそ

れがあり、これらが当社の業績に潜在的なマイナス要素となる可能性がある。

 

当社は、一定の会計処理の取引処理活動をアウトソースする複数年の取組みを継続しており、現在、組織全体で一貫した基

幹業務統合システムに移行中である。これらは、当社の財務共有サービス機能の成長をサポートし、当社の財務システムを標

準化するために実行中の活動を強化するものである。当社の企業資源計画システムへの移行又は当該システムの運営に問題が

生じる場合、当社の製品に対する需要に対応できないなど、当社の事業に悪影響を与え、又は当社の財務報告義務を果たす能

力に悪影響を与える可能性がある。

 

第三者との提携及びその他の関係

 

当社は、当社の製品及び製品候補の開発及び商品化にあたり、第三者提携パートナー、サービス提供業者及びその他に依存

しており、合弁事業及び当社の事業に関連したその他の事業開発取引も行っている。期待される長期の利益を実現するため

に、当社は、当該取引において多額の前払金を支払う場合があり、これが当社の報告利益に悪影響を与える場合がある。当社

は、医薬品開発及び商品化活動の様々な点において、これらの当事者に大きく依存しているが、その多くは、当社が管理して

いるものではない。第三者は、予定どおり又は当社の期待どおりに活動を完了しない場合がある。1以上の当該第三者が、ファ

イザーに対し契約上、規制上若しくはその他の義務を果たせない場合、又はファイザーと当該第三者との関係が途絶した場

合、当社の製品及び製品候補の開発、承認又は商品化が遅延又は中止となり、また法規制を遵守できない又は評判が失墜する

可能性がある。これらはすべて、当社の製品パイプライン及び事業に悪影響をもたらすおそれがある。

 

当社のバイオ医薬品卸売業者に関する問題

 

2016年度、当社最大のバイオ医薬品卸売業者は、当社の総収益の約16％（及び米国における総収益の約31％）を占め、上位

3社が当社の総収益の約39％（及び米国における総収益の約76％）を占めた。当社にとって重要なバイオ医薬品卸売業者のうち

の1社が、財政的又はその他の問題に直面した場合、当該卸売業者は、当社との取引量を減少させ、当社は、適時に又は全く卸

売業者が支払義務を有する金額すべてを回収することができず、当社の経営成績に悪影響を与える可能性がある。

 

事業開発活動

 

当社は、共同研究、提携、ライセンス供与、ジョイントベンチャー、株式又は社債による投資、買収及び合併を通じて、今

後も当社の既存製品及び製品パイプラインを拡大する予定である。しかしながら、これらの拡大計画は、適切な機会の利用可

能性及び費用、同様の機会を追求している他の医薬品会社との競争、並びに予想された期間内に発表を行った取引の実行前提

条件を満たす又は買収を完全なものにする能力等、取引を成功裏に特定、成立及び実行する当社の能力に左右される。さらに

当社は、特にデュー・デリジェンスを通じて、当該取引のリスク及び負債の軽減を目指す一方で、当該デュー・デリジェンス

によって発見できない、当社に対し開示されていない又は当社が適切に評価していないリスク及び負債が存在する可能性があ

る。加えて、当社は、予想されたシナジー及び増価が実現されない又は予想された期間内に実現されない可能性を含め、当該

取引で予想された便益を実現できない可能性がある。
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偽造品

 

偽造医薬品は、その識別及び供給源について、意図的かつ不正に偽装されているものをいう。したがって、ファイザー医薬

品の偽造品は、ファイザー以外の者が製造しているが、本物のファイザー医薬品と同一に見える。薬剤の偽造品は広く普及

し、様々な要因により、業界全体の問題へと拡大している。その要因とは、偽造医薬品が個人の患者に向けて宣伝、販売及び

提供が可能となる容易さを大いに促進しているインターネットの利用拡大、偽造者がより簡単に偽造品を製造できる高度な技

術の利用可能性、規制が十分されていない卸売業者及び再包装業者による医薬品サプライチェーンへの参入増加、小包により

直接顧客へ配達される偽造医薬品がますます増加するにつれ、一部の国際郵便設備における十分な検査の欠如、並びに偽装品

製造業者がさらされる比較的低い罰則のリスクなどが挙げられる。さらに、薬剤の偽造に対する法律は国により大幅に異な

り、現行法の施行については、管轄によって大きく異なる。例えば、薬剤の偽造が犯罪とならない国もあれば、最小限の処罰

のみの国もある。加えて、偽造医薬品の販売に関わる者は、その製品の真の供給源を偽ることにより、税関の管理から逃れる

ために複雑な流通経路を利用している。

 

ファイザーは世界的に評判が高いため、ファイザーの医薬品は偽造組織の重要なターゲットになる。偽造医薬品は、多くの

場合、管理も検査もされていない無許可で不衛生な施設で製造されているため、またその含有物は規制の対象となっていない

ため、患者の健康及び安全性にリスクが及ぶ。偽造医薬品の脅威を軽減することができない場合、サプライチェーンの複雑性

によりそれが増大し、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。とりわけ、ファイザーという社名に対する患者の信頼及び当

社の医薬品の完全性が失われ、その結果、売上高が減少し、製品を回収せざるを得なくなり、訴訟のリスクが増大する可能性

がある。

 

当社は、薬剤の偽造品に関連する脅威に対応するため、大規模な取組みを行っている。特に薬剤の偽造品に対抗するために

FDA、その他の規制当局及び多国間同盟との協力、偽造品を起訴するための警察当局による取組みへの支持、当社の製品を複製

することがより困難となり、患者及び医療関係者が本物と偽造品を見分けられるような新技術及び既存技術の評価、患者の健

康を守ることを目的とした事業慣行の実施、偽造品を阻止するための公共政策の促進、並びに検査を強化し、販売チャネルを

監視し、販売業者及び再包装業者の監視を向上させるための卸売業者、薬局、税関及び警察当局との協力などである。しかし

ながら、当社及び他社の取組みが成功するという保証はできず、薬剤の偽造品がさらに増加する可能性もある。

 

政府規制及び法的手続きに関連するリスク：

 

価格設定及び保険料返還

 

価格統制及び患者による当社製品への利用制限を義務付ける又は当社製品に対し政府機関若しくはプログラムにより支払わ

れる価格を設定する米国及び外国の政府当局による規制は、当社の事業に影響を及ぼし、当該規制又は政策の変更により、当

社の将来の業績が悪影響を受ける可能性がある。

 

米国においては、当社の製品の多くがさらなる価格圧力を受けている。医薬品の価格設定は、一層政府及び一般市民の精査

の対象となっており、改革が求められている。一部の州では、メディケイド・プログラムに基づく医薬品の価格統制又は患者

の利用制限を実施しており、これを検討している他の州もある。また、メディケイド対象者以外にもより幅広く適用される価

格統制制度を検討している州もある。加えて、医薬品価格若しくはその支払を規制する施策を実施する政府関係者若しくは規

制当局による努力は、仮に実施された場合当社の事業に悪影響を与える可能性がある。健康保険組合等の民間の第三者支払人

は、医薬品の価格設定にますます異議を申し立てており、それにより、価格低下、保険料返還率の低下及び当社製品の需要減

少という結果となる可能性がある。当社製品への価格設定圧力は、極めて競争的な保険市場の結果としても生じる可能性があ

る。直接に又は団体購入組織を通じて医療従事者に支払いを行う者は、割引の拡大を求め、又は入札若しくは購入の見直し手

続きをより厳しく実施している。
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当社は、その他ほとんどの国において、類似する規制上及び法律上の問題に直面している。欧州、日本、中国、カナダ及び

韓国等の海外市場の一部では、特に最近の世界的な資金調達圧力の下、政府が価格設定、利用基準（例えば、公的若しくは民

間医療技術評価を通じて）、又はコスト制御のその他方法に積極的な役割を果たしている。その結果、経営成績の価格決定構

成要素に対する圧力が継続すると当社は予想する。

 

新たな管轄における制限的な価格統制又は従来の管轄におけるより制限的な価格統制が導入され、当社の製品に必要な政府

による承認済みの価格設定若しくは処方薬集への記載が適時に若しくは適切に取得できず、又は不利な価格設定若しくは不利

な価格での記載がなされた場合も、当社の収益は悪影響を受ける可能性がある。当社のワクチン事業では、国の予防接種プロ

グラムへ参加するために、多くの国で入札手続きに参加している。国の予防接種プログラムへの参加が確保できない場合、又

は入札で望ましい価格設定を取得できない場合、当社の事業に悪影響を及ぼすおそれがある。

 

米国医療保険制度改革／医療保険制度改革法

 

米国医療保険業界は、高度に規制されており、頻繁かつ重要な変更の対象となる。例えば、ACAは、2010年3月に議会により

制定され、当社の費用及び収益性に多大な影響を与えた多数の新たなリベート、割引き及び税金により一部賄われる、医療保

険の対象の大幅な拡張を成立させた。詳細については、本書「第3　事業の状況、3　対処すべき課題」の「当社の営業環境－

業界固有の課題－規制環境/価格決定及びアクセス－米国医療立法」及び本書「第3　事業の状況、3　 対処すべき課題」の

「政府の規制及び価格統制 - 米国」を参照のこと。2017年、ACAの規定の一部又は全部を廃止、実質的に修正若しくは無効と

する連邦の法律上及び行政上の試みの可能性があるため、当社は不確実性に直面する可能性がある。ACAに基づくメディケイド

の拡大及び健康保険の交換によりファイザーにもたらされた収益を新たなリベート、割引き及び税金が上回ったものの、ACAの

廃止又は代替が当社の事業及び財務業績に悪影響を及ぼさないという確証はなく（特に代替立法が雇用主拠出の保険対象範囲

のインセンティブを削減する場合）、当社は、将来の医療保険制度改革に関する連邦又は州の法律上又は行政上の変更が当社

の事業にどのように影響を及ぼすかについて予測することはできない。

 

その他の米国連邦又は州の法律上又は規制上の措置及び/又は政策の努力も、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある

が、それには、とりわけ特許法の改正、様々な外国政府の統制価格による米国外からの処方薬輸入（米国大統領の政策提案に

含まれている。）、米国における消費者向け直接広告の制約、医療従事者との関係に対する制限、又は、主に価格相違を重視

し、医薬品間の治療上の相違を最小限に抑え、革新薬の利用を制限する方法で実施される可能性がある相対的有効性方法論の

使用が含まれる。

 

米国財政赤字削減措置

 

国家財政赤字を削減する米国政府の措置は、当社の製品又は当社製品を使用して提供されるサービスに対する政府プログラ

ムによる支払いに影響を与える可能性がある。連邦議会予算事務局は定期的に財政赤字を削減するオプションを発行してお

り、2016年12月の発表には州に対するメディケイド補助金に上限を設け、かつ製薬会社に低所得者向けのメディケアの第Ｄ章

に基づく医薬品に関する最低リベートの支払いを求める提案が含まれている。議会がメディケアの診療ごとの個別支払プログ

ラムを保険料補助プログラムに転換する提案を進める場合、又は議会がメディケア・ペイメント諮問委員会により毎年行われ

る勧告を実施する選択をする場合（これは主にメディケア・プログラムの財務上の支払能力の拡大をすることを意図す

る。）、メディケアの大幅な削減も生ずる可能性がある。メディケア、メディケイド、実施される可能性のあるその他の公的

資金若しくは補助金による医療保険プログラムに影響を与えるこれらの及びその他大きな支出削減若しくは費用統制のいずれ

か、及び／又は範囲を拡大した財政赤字削減措置の一環として、当社が追加的に課せられる多額の税金若しくは手数料が、当

社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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重要な規制

 

当社は、主にFDA及びDEAによる米国内の連邦及び州政府当局、並びに外国の規制当局による広範な、複雑で費用がかかり変

化する規制の対象となる。適用ある規制要件すべてを遵守しない場合、当社は、営業への制限及び刑事訴追、金銭上の罰金、

並びに制裁、警告書、製品押収、リコール、罰金、差し止め、停止、承認撤回、又は将来の政府医療保険プログラムへの参加

除外を含む、その他懲戒処分を受ける可能性がある。

 

製品の開発、規制当局の承認及びマーケティング

 

革新は当社の成功にとって必須である。新化合物の特定及び新製品の開発にかかる複雑で長期にわたる過程の結果は、本質

的に不確実であり、高いリスクとコストを伴う。創薬及び開発は、時間も費用もかかり予想は不可能である。創薬初期段階又

は開発計画から規制当局による承認取得までの過程は、何年にも及ぶ。新薬候補が当該過程のいかなる段階においても、不利

な新規臨床データ及び既存の臨床データの不利な追加分析を含む、前臨床及び臨床試験の不利な結果等、失敗となる可能性が

ある。当社は、前臨床及び臨床試験の開始及び終了、規制当局への承認申請提出及び承認、製品候補の発売を予定どおりの日

程で行うこと、又は新製品若しくは既存製品の新規適応症若しくは剤形について、規制当局より承認を得られる可能性若しく

はその時期について、何ら保証することはできず、提出された有効性及び安全性に関する情報全体によって示唆されたベネ

フィット・リスク・プロファイルの規制当局による評価に左右される。添付文書、成分及びその他の事項に関する規制当局の

決定は、当社の製品の利用可能性又は商業的可能性に悪影響を及ぼす。当社の薬剤申請の一部に関して当社が受領した審査完

了報告通知書内のコメントにFDAが納得するよう対応できること、後期開発段階にある当社のパイプライン製品が、規制当局に

よる承認を取得する及び／若しくは商業的に成功すること、又は最近認可された製品が、他の市場において承認される及び／

若しくは商業的に成功することを保証することはできない。また、当社は、法規制の遵守手続きの妥当性に関する規制当局の

調査結果に対して適切に対応できず、法規制遵守を維持し、将来における規制当局の調査結果に対応するための持続可能な手

続きを実施できないというリスクもある。加えて、中間データが提供されている最終研究結果及び／又は追加臨床試験が、中

間データと異なり（中間データに比べて望ましい結果でない場合を含む。）、適用される製品候補又は適応症のさらなる臨床

開発を支持しないというリスク等、中間データに関連するリスクが存在する。

 

世界中の当社製品のマーケティングに影響を与え得る多くの検討事項がある。規制上の遅延、適切な設計、並びに予測した

質、時間及びコストに関するガイドラインに沿った又は適用される規制上の要件に遵守した臨床試験の又はその適切な設計及

び実施の失敗、安全性及び有効性に関する申立て及びそれについての懸念、新規創薬、特許紛争、並びに副作用に関する申立

ては、当社の事業に悪影響を及ぼし得る要因である。さらに、安全性及び有効性に関する申立て及び懸念により、製品売上

高、製品回収若しくは使用中止、並びに／又は消費者への詐欺行為、製造物責任及びその他の訴訟や申立てに悪影響を与える

おそれがある。また、薬剤の安全性及び有効性について規制当局による監視が厳しくなっており、規制当局は、承認済みの製

品に関連がある場合は、製品の安全性及びリスク／利便性に関するデータをさらに重視している。その結果、承認取得前の追

加臨床試験が求められ、又はリスク評価及びリスク緩和戦略といった承認後の要件が追加されるため、規制当局による承認

は、取得にさらに費用も時間もかかる困難な手続きとなっている。

 

加えて、現行の及び進化する規制要件を遵守し、臨床試験及び市販後調査による有害事象に関するデータの効果的な収集、

報告及び管理のために、適切な管理及び／又は資源を維持できない場合、患者の安全性がリスクにさらされ、規制当局が措置

を講じ、製品の売上高にリスクが生じる可能性がある。

 

FDAは、世界中のその他規制当局と共に、新規ジェネリック製品の承認を遅らせてきたジェネリック薬品の申請の処理の未

処理分が生じている。これらの遅延はますます長くなっており、FDAは係属中の申請書の未処理分に対処する手段を取っている

と述べているが、今後数年間にわたって、ジェネリック薬品申請者は引き続き承認の遅延を経験する可能性がある。
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承認後のデータ

 

製品の販売認可を与える条件として、FDAは、企業に対し、追加臨床試験の実施を求める場合がある。当該第4相臨床試験で

得た結果により、販売認可を消失し、製品の添付文書が改訂され、及び／又は製品の副作用若しくは有効性について新たな懸

念が生じる若しくは懸念が増す可能性がある。海外の規制当局は、類似の権限を有することが多く、同等の要件を課す可能性

がある。当社又は他社が実施する場合及び規制当局が義務付ける又は任意で行われる場合にかかわらず、市販後研究及び有害

事象に関する報告等、販売されている製品に関するその他の新たなデータは、当社の製品の入手又は商業的可能性に悪影響を

与える場合がある。さらに、製品クラス全体に関係があるとされる（又は関係があると受け取られている）当社の一製品に類

似する製品に重要な問題が発覚した場合、その製品の入手又は商業的可能性に悪影響を与えるおそれがある。したがって、当

社の製品又は当社の製品に類似する製品に関する新たなデータが、実際の若しくは想定された副作用又は有効性に対する不確

実性により、当社製品の需要が悪影響を受け、場合によっては、添付文書の更新、使用制限、製品撤退又は回収に至る可能性

がある。

 

医療専門家及び政府関係者との関わり

 

当社が医療専門家及び／又は政府関係者に対して価値のあるものを提供する場合、リスク及び不確実性が当てはまる。当該

関わりが不適切であることが発覚した場合、政府による強制措置及び罰則の可能性がある。これらのリスクは、米国外の管轄

が新たな贈賄防止法及び規制を採用する又は強化する場合に増大する。

 

法律及び会計基準の変更

 

当社の将来の業績は、現行法令の解釈の変更、又は米国及び他の国々における会計基準の変更、税務上の要件（税率の変

更、審議中及び予測される将来の法案から生じる可能性のある、米国外で稼得した利益の米国における課税に影響を与えるも

の等、新税法、現行税法の変更、改正法及び税法の新解釈を含む。）、競争法、プライバシー法及び環境法の改正といった法

規制の改正によって悪影響を受ける可能性がある。詳細については、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「法人税

等引当金－税法改正」及び「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記1B「開示方針及び重要な会計方針：新会計基準の

適用」を参照のこと。

 

法的手続き

 

当社及び当社の一部の子会社は、様々な特許、製造物責任、消費者、商業、証券、反トラスト、環境、雇用及び税務に関す

る訴訟及び申立て、政府調査、並びに当社の通常の事業の過程で随時発生するその他の法的手続きに関与している。訴訟は本

質的に予測不能であり、度を越えた決定が下される。当社は、これらの案件において十分な防御を備えていると考えている

が、将来において判決を受け、申立ての和解契約を締結し、又は法的事項の結果に関する予測を修正する可能性がある。その

ような進展が、金額が未払計上される期間の当社の経営成績及び／又は金額が支払われる期間の当社のキャッシュ・フローに

重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

特許訴訟には、様々な製品又は製法に対する当社の特許の対象及び／又は有効性に対する申立てが含まれる。当社は、当社

の重要な特許すべてに関するこれらの申立てに対し、十分な防御を備えていると考えているが、これらの訴訟の結果について

保証はできず、また敗訴した場合、問題となっている製品に対する特許保護を喪失し、当該製品の売上げが大幅に減少し、将

来の経営成績に重大な悪影響が及ぶおそれがある。

 

その他の医薬品会社と同様、当社は、米国、当社が営業を行うその他先進国の市場及び複数の新興市場における政府機関に

よる調査及び広範な規制の対象となっている。その結果、当社は、政府機関と継続的に関わりを持っている。政府の調査の結

果として、刑事罰並びに多額の罰金及び／又は民事制裁金と共に当社が適用ある法域で事業を行う能力への制限が生じる可能

性がある。
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当社の製品の販売、マーケティング及び価格設定に関連する活動は、米国連邦食品医薬品化粧品法、メディケイド薬剤リ

ベート・プログラム、米国海外汚職行為防止法、並びに反キックバック法、虚偽請求取締法等の本書の他の箇所で記載される

ものを含むその他の連邦及び州の法律に加え、海外法域の同様の法律に基づく広範囲の規制の対象となっている。当社が事業

を行う業界の多くの企業と同様に、当社は、政府当局から照会、召喚状及びその他の種類の情報提供の要請を度々受け取って

おり、政府当局、消費者及び民間支払人が提起した当社の事業活動に関連した申立て及びその他の訴訟の対象になっている。

場合によっては、これらの申立て、訴訟及び照会によって、多額の費用、民事の支払い、罰金及びその他の悪影響が生じてい

る。例えば、これらの申立て、訴訟及び照会は、製品情報（認可取得済か未認可に関係なく）の普及に関連した法規制を正確

に解釈若しくは特定し、又はその違反を防止できなかったとする主張に関するものであり、その結果として、政府が強制措置

を講じ、当社の評判に悪影響を及ぼす可能性がある。こういったリスクは、ソーシャルメディア、モバイル・アプリケーショ

ン及びブログによる働き掛け等、デジタル・マーケティングにより高まるおそれがある。

 

環境に関する申立て及び法的手続き

 

当社及び当社の一部の子会社は、通常の事業の過程で生じる、環境に関する申立て及び法的手続きに関連した多数の偶発事

象の対象となっている。偶発事象の計上金額は、将来の事象及び不確実性についての複雑な一連の判断により生じ、その多く

を見積もり及び仮定に依拠している。当社は、全世界の環境賠償責任に対して未払金を計上しているが、計上金額を超える追

加費用が生じないとの保証はできない。当社が、当社の施設の安全性及びそれに関連した環境リスクを適切に管理できない場

合、又は将来において、環境に関する申立て及び法的手続きの偶発事象に対する未払金の増加を求められる場合、当社の経営

成績は悪影響を受ける可能性がある。

 

知的財産に関連するリスク：

 

特許保護

 

当社の長期的成功は、技術的に競争力のある製品を販売する当社の能力に大きく依存している。当社は、当社の知的財産及

び所有権を保護するために、秘密保持契約及びライセンス契約に加え、特許、登録商標、トレードドレス、著作権、営業秘密

及びドメイン名に関する保護法等、様々な知的財産に依存しており、今後も依存する予定である。当社が十分な知的財産保護

を取得し維持できない場合、当社の専有技術を利用した第三者による当社ブランド製品のジェネリック版の発売、又は当社製

品と極めて類似した若しくは同等の製品の販売を阻止することができない可能性がある。現在申請中の特許又は将来の特許申

請は、特許の発行又は適時の承認につながらない可能性がある。同様に、当社が求める特許有効期間の延長は、適時に承認さ

れない可能性もある。加えて、発行済の特許は、類似技術若しくは製品を有する第三者から当社を守るために十分な申立ての

対象範囲を有していないかもしれず、又は特定の製品分野における独占権を含む、当社に競争上の優位性を提供しないかもし

れない。個々の国が独自の特許法を有しているため、当社の請求項の範囲は国により異なる。当社は、特に特許の有効性、行

使可能性、範囲及び有効期間に関する申立てを含む、当社の知的財産に関する第三者の申立ての対象となる場合がある。

 

特許を行使する当社の能力は、個々の国の法律及び知的財産権の行使に関する各国の慣行、並びに現地の政治的圧力の結果

又は国家の非常事態において、国が医薬品の知的財産の定期的な強制ライセンス許諾の政策に関わる程度に左右される。ある

種の規制上の独占権を提供する国においては、規制当局による保護の失効前及び失効直後に、当社の特許に対する競合会社又

はジェネリック医薬品メーカーによる何らかの申立てを容認する制度が存在し、当社の特許権に申立てを行うために特許満了

前の「リスクある」発売等の攻撃的戦略を採用するジェネリック医薬品メーカーも増加している。ジェネリック医薬品メー

カーによる訴訟の大半が、当社製品、製造方法若しくは投与法を対象とする特許が無効であり、及び／又は当該ジェネリック

医薬品メーカーの製品には適用されないという主張に関わっている。また、反訴並びに様々な独立した訴訟が、一定の製品に

関する当社の特許権の主張若しくは行使の試みが不正競争を構成している、及び／又は反トラスト法に違反していると主張し

てなされている。様々な法域で、当社は、ジェネリック医薬品メーカー、支払人、政府又はその他当事者が、ジェネリック製

品の投入遅延の申し立てにより当社から損害賠償を求める、その他特許損害賠償訴訟の当事者でもある。さらに、当社の現行

のライセンス契約又はその他の契約の満了又は終了という理由を含め、第三者が当社に対し知的財産の権利を付与する当該契

約を当社が維持できない場合、当社の経営成績及び財政状態は、重大な悪影響を受ける可能性がある。
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同様に、米国及び他の国々において、現在当社は、発行済及び申請中の登録商標を有しており、そのいずれも、政府又は第

三者の異議申立ての対象となり、登録商標の維持又は発行が妨げられる可能性がある。当社の製品が成熟するにつれ、当社の

競合会社との差別化を図るため、当社の登録商標及びトレードドレスへの依存度が増しており、その結果、当社の登録商標権

を侵害、希釈化又はその他の方法によって違反する登録商標及びトレードドレスの採用、登録又は使用を阻止できない場合、

当社の事業は、重大な悪影響を受ける可能性がある。当社は、当社の従業員、コンサルタント、他のアドバイザー及びその他

の第三者に対し、その雇用、契約又はその他の関係の開始時に、専有情報及び秘密保持契約の締結を求めることにより、当社

の営業秘密及び独自のノウハウを含む、専有情報の保護を積極的に行っている。これらの取組み及び予防措置にもかかわら

ず、当社は、当社の営業秘密若しくはその他の知的財産の無許可の模倣、又はその他の方法による取得及び利用を防止できな

いかもしれず、一部の国においては、かかる無許可の利用により生じた損害賠償を求めた法的救済が、当社に対し適切に補償

されない場合がある。さらに、代替的なデザイン、製法その他により、当社の知的財産を回避する極めて類似した又は同一の

製品を、独自にかつ合法的に開発する会社も存在するかもしれない。

 

第三者知的財産請求

 

適切に機能する知的財産制度は、当社の事業モデルにとって不可欠である。当社は、他社が有する有効な知的財産権を尊重

しているが、特許付与手続きは完全なものではない。したがって、当社は、有効な事業機会を模索するにあたり、不適切に付

与されたと考える他社保有の知的財産権について、申立てを行うことが必要となる場合がある。当該申立てには交渉及び訴訟

が含まれるが、それが成功しない可能性もある。

 

当社のEH事業の一部は、ジェネリック医薬品及びバイオシミラーの機会をうまく特定し、当該機会を利用して製品を発売す

ることにかかっており、これには、訴訟、関連費用及び時期の遅延が生じる場合があり、最終的に成功しない場合がある。か

かる機会は、同等のブランド製品の特許保護が失効した場合、特許が無効であると判断が下された場合、又は製品が他者の特

許を侵害していない場合に生じる可能性がある。ジェネリック医薬品及びバイオシミラーの「市場初」又は早期の市場ポジ

ションを獲得するために、当社は、当社の製品が既存製品の特許を侵害していない又はかかる特許が無効若しくは行使不能で

あると主張して、訴訟などの措置を講じる場合がある。

 

第三者が、当社の製品が当該第三者が所有又は管理する１以上の特許権を侵害していると主張する可能性がある。知的財産

権侵害の訴訟は、解決するのに費用及び時間がかかる可能性があり、製品の発売を遅延又は阻止する場合があり、結果として

多大な損害が生じる場合がある。当社は、ジェネリック医薬品及びバイオシミラーを販売する試みにおいて、第三者との特許

関連紛争に関わっている。当社は、関連するジェネリック医薬品又はバイオシミラーの規制上の最終承認を得ると、関連する

法的訴訟（上訴も含む。）が解決していなくても当該製品を商業的に販売する（すなわち、「リスク状態の」発売）決定をす

る場合がある。当該訴訟により当社製品が第三者の特許権を侵害していると最終的に決定された場合、当社は、当該ブランド

製品の販売による合理的なロイヤルティー又は逸失利益を第三者に対して負う可能性を含む特許侵害賠償金に直面する場合が

ある。救済措置はまた、影響を受けた製品のさらなる製造又は販売を１以上の有効な侵害特許の期間当社に禁止する差し止め

を含む、又は当該差し止めである場合がある。当該不利な結果のいずれも、当社の収益性及び財務状況に重大な悪影響を与え

る可能性がある。
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技術に関連するリスク：

 

情報技術及びセキュリティ

 

大規模なITシステム障害又は情報セキュリティ違反は、当社の事業に悪影響を与える可能性がある。当社は、事業運営のた

めに、高度なITシステムに大きく依存している。通常の事業の過程において、当社は、大量の秘密情報（個人情報及び知的財

産を含む。）の収集、保存及び送信を行っており、当該秘密情報の機密性及び保全性を維持するために、一連の技術上及び手

続き上の統制を配備及び運用している。また当社は、IT基盤の重要要素を含み、第三者に対し、当社の事業の重要な部分をア

ウトソースしている。その結果、当社は、当社の秘密情報にアクセスできる第三者と多くのベンダー取引関係を個別に管理し

ている。当社のIT及び情報安全システムは、その規模及び複雑性により、並びに当社が提携している第三者ベンダーにより

（並びにそれに存在する大量の秘密情報により）、当社のシステムがサービス障害に脆弱となる可能性がある。また、当社の

従業員若しくはベンダーによる不注意な若しくは意図的な行為、又は悪意のある第三者からの攻撃によるサービス障害若しく

はセキュリティ侵害に脆弱となる可能性もある。そのような攻撃はますます高度化し、犯罪グループ、「政治的ハッカー」、

民族国家及びその他を含む、幅広い動機（産業スパイを含むがそれに限定されない。）及び専門知識を有するグループ及び個

人によって行われている。世界規模の製薬会社として、当社のシステムは、頻繁に攻撃の対象となっている。これらの攻撃の

性質により、ある一定期間検出されないままの攻撃が存在するというリスクがある。当社は、データ及び情報技術の保護に投

資を行っているが、当社の取組みが、サービス障害又は当社のシステムのセキュリティ違反を防止するとの保証はできない。

当社のシステムにおける障害又は違反は、当社の事業運営に悪影響を与え、及び／又は重要かつ機密性の高い情報若しくは知

的財産を失い、その結果、当社に財務上、法律上及び業務上の悪影響を与え、評判の失墜を招くおそれがある。当社は、サイ

バー攻撃損害保険に加入しているが、当該保険が、当社のシステムにおける障害又は違反によって生じる財務上、法律上及び

業務上の損失又は評判の失墜を補償するのに十分でない場合がある。

 

当社の戦略的取引に関連するリスク：

 

戦略的買収

 

当社のホスピーラ、アナコール、メディベーション及びアストラゼネカの低分子抗感染薬事業買収の成功は、ファイザーと

これらの事業の統合により予想される利益を実現する当社の能力により大きく左右される。当社は、例えばホスピーラの買収

により期待された費用削減を又は予想された時間内でかかる費用削減を達成できないかもしれない。同様に、ホスピーラ、ア

ナコール及びメディベーションの買収から期待される徐々に増加する影響は、実現できないかもしれず、又は時間がかかる可

能性がある。これらの事業の統合手続きは、主要従業員の喪失、第三者との関係を含む継続事業の中断又は基準、管理、手続

き及び方針の不一致を引き起こす可能性がある。当社はまた、取引開始の時点で予想していた買収事業の収益増加を生み出す

ことができない可能性がある。買収した製品又は製品候補からの予想収益もまた、当社の制御外の進展により抑制されるかも

しれない。臨床検査の失敗、規制上の障害及び商業上の課題は、製品及び製品候補（これらの買収において取得した製品及び

製品候補を含む。）からの収益及び利益に通常悪影響を与える。ホスピーラは、例えば、品質問題による製造の中断、機器の

改修及び規制上の実質的な精査を経験している。これには、カンザス州マクファーソンのホスピーラの製造施設においてcGMP

の違反が存在するというFDAの見解を通知した、2017年２月のFDAからの警告書の受領を含む。製造上の問題、並びに是正措置

及びその業務上の実施により、当社がホスピーラ社から買収した製品によって当社が上げる収益に悪影響を与える可能性があ

り、その結果、大幅な予想外の費用がかかる可能性がある。
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その他リスク：

 

世界経済情勢

 

あらゆるビジネス同様、当社は全世界の及び業界特有の経済状態にさらされている。患者に保険給付を供与する政府、企業

及び保険会社は、ジェネリック製品への切り替え、治療の先延ばし、服用の省略、又は効果の低い治療薬の使用を患者に潜在

的に促して、医薬品の利用についての費用分担及び制限を増やしつつある。政府の財政圧力は、政府が価格設定、利用基準

（例えば、公的又は民間医療技術評価を通じて）又はその他の費用管理方法に積極的な役割を果たす様々な市場において、マ

イナスの価格圧力をもたらす。この例としては、欧州、日本、中国、カナダ、韓国及びその他多くの海外市場がある。米国は

競争が激しい医療保険市場を引き続き維持するが、政府プログラムが保険補償の資金源として継続的に増加するのに伴い、患

者の費用分担及び政府の影響力の著しい増加も見られる。

 

世界経済情勢は、当社の流動性又は資本の源泉に重大な影響を及ぼしておらず、また当社は、この先影響を受けるとは予測

していない。当社の多額の営業活動によるキャッシュ・フロー、金融資産、資本市場へのアクセス、並びに与信契約及びリボ

ルビング・クレジット契約の利用可能信用枠により、当社は、予測可能な将来において、引き続き流動性ニーズを満たす能力

を有していると確信している。当社は、当社の流動性ポジションの監視を進化する経済状態に直面して継続して行うが、当社

の流動性若しくは資本の源泉、又は将来における資金調達を受ける当社の能力が、世界金融市場及び世界経済情勢における変

動に影響を受けないと保証することはできない。

 

当社は、変動の激しい地域及び市場、特に現地通貨と交換で米ドルを入手するのが予測不可能かつ困難な地域及び市場にお

ける信用、資本制限及び経済情勢を引き続き監視している。当社は、これらの経済状況が将来変化する可能性、又はそれらが

当社の経営成績、財務状況若しくは事業に与える可能性のある影響を予測することはできない。

 

さらに、当社事業のかなりの部分が英国を含むEU内で行われていることに鑑み、Brexit（ブレキジット、英国の離脱）によ

り引き起こされる英国とEUの関係性の正式な変更は、英国内及びEU内の当社の研究、商業及び一般事業運営に一定の意味をも

たらす可能性がある。Brexitの実施方法及び残るEU諸国への影響の詳細は、より広い範囲のEUが影響をどのように受けるか、

そもそも受けるか、及び結果として特にギリシャのように弱い経済状態のEU諸国における当社事業に与える影響がどのような

ものであるかに影響を与える。詳細については、本書「第3　事業の状況」の「財政状況、流動性及び資本源泉の分析－世界経

済の状況 - 英国」を参照のこと。

 

当社はまた、全世界の貿易環境及び貿易摩擦の可能性を引き続き監視する。貿易制限が世界の経済活動を縮小する場合、又

はその他要因が経済全般の低迷をもたらす場合、潜在的影響には、売上高の減少、費用の増加、外国為替レートの不安定さ、

当社の金融資産及び年金制度への投資価値の下落、年金資金負担の増額の必要、政府による費用管理努力の強化、顧客、供給

業者及び当社が事業の業績について依存するその他の第三者の履行の遅延又は不履行、並びに当社の貸倒引当金が不十分とな

り得るリスクが含まれる。

 

外国為替及び金利のリスク

 

当社の海外における多額の純資産のみならず、当社の売上高及び利益の大部分は、外国為替レートの変動リスクにさらされ

ている。当社の2016年度の収益の50％は海外事業から稼得され、そのうち21％は欧州地域、20％は日本及びその他アジア諸国

からのものである。当社は、ユーロ、日本円、中国元、英国ポンド、カナダドル及びその他約100の外国通貨を含む、複数の外

国通貨で業務を行っているため、米ドルに対するこれらの外国通貨の変動は、当社の収益及び経費に影響を及ぼす。外国通貨

に対して米ドル安になった場合、その他すべての変数が一定であると仮定すると、当社の収益は増加し、利益はプラスの影響

を受けるが、経費全体が増加し、利益にマイナスの影響を与える。反対に、外国通貨に対して米ドル高になった場合、その他

すべての変数が一定であると仮定すると、当社の収益は減少し、利益はマイナスの影響を受けるが、経費全体は減少し、利益

にプラスの影響を与える。したがって、有権者がBrexitに承認した英国国民投票後の不安定さから生じた変動を含む、外国為

替レートの大幅な変動は、当社の経営成績及び財務指針に影響を与える可能性がある。
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高いインフレ率又は大幅な為替変動に直面している国において潜在的に通貨切下げが行われた場合、当社の経営成績及び財

務指針に影響を与える可能性がある。詳細については、本書「第3　事業の状況、7　財務状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析」の「財政状況、流動性及び資本源泉の分析」を参照のこと。

 

加えて、当社の利付投資及び借入、並びに当社の年金給付債務(純額)及び当社の退職後給付債務(純額)は、金利及び外国為

替レートの変動リスクを受ける。詳細については、本書「第6　経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記7E「金融商

品：金融派生商品及びヘッジ活動」及び注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」を参照のこと。

 

外国の財政状況の変動による影響を予測し、それらを緩和するための当社の取組みにもかからわず、当社は、為替及び金利

の変動、インフレ又は当社の事業に影響を与えるその他の関連要因を確実に予測することはできない。

 

原価及び費用の管理／異常事態／戦略的イニシアチブ及び買収の予測利益を実現できないこと／無形資産及びのれん並びに持

分法投資

 

原価及び費用の増加、製品構成、セグメント構成及び地域構成の変化、並びに買収、事業売却、事業再編、内部組織改革、

製品撤退、リコールその他の異常事態による影響は、進化する事業戦略、資産の実現化評価及び組織の再編に起因し、将来の

業績に悪影響を及ぼす可能性がある。当該リスク及び不確実性には、とりわけ(ⅰ)コスト削減及び生産性向上イニシアチブ、

(ⅱ)当社の現在の事業構造による社内での事業分離、(ⅲ)その他の当社全体の戦略的イニシアチブ、並びに(ⅳ)当社のホス

ピーラ、アナコール、メディベーション及びアストラゼネカの低分子抗感染薬事業の買収等の買収、事業売却又はその他の戦

略、による予測利益を実現させる当社の能力が含まれる。

 

加えて、当社の連結貸借対照表には、のれんを含む多額の無形資産が含まれる。IPR&D資産については、失敗となるリスク

が大きく、これらの資産が最終的に製品の成功を生み出すという保証はできない。高リスクがバイオ医薬品事業の性質であ

り、当社は、承認済製品のポートフォリオを成功させる取組みにおいて、数多くのプロジェクトに投資を行うことが求められ

る。これらの多額の投資価値を実現する当社の能力は、特に規制当局による承認及び市場受容性に左右されることが多い。

よって、これらのIPR&D資産の多くは減損し、将来のある時点で償却されると予想している。のれんについては、全報告ユニッ

トが、のれんの減損費用をもたらす事象及び状況（特に予想外の競争、当社にとって不利な規制当局による措置若しくは評

価、当社にとって不利な法的事項若しくは事業環境の大幅な変更、及び／又は独占権を喪失する製品に代わる製品の開発不成

功等）に直面する可能性がある。当該費用は多額となるかもしれない。開発技術権及びブランド医薬品を含む当社のその他の

無形資産は、類似の減損リスクに直面しており、当該資産に関連した費用も多額となる可能性がある。

 

当社はまた、当社の持分法投資の減損を定期的に見直している。減損繰入は、当該投資から生じる予想キャッシュフローの

当社の予想に影響を与える予想外の有害事象又は経営陣の決定の発生から生じる可能性がある。当社は、減損繰入額を、経済

環境の悪化、特定の顧客若しくは資産タイプに関連する事象、困難な市況又は経営陣の決定の結果として認識する可能性があ

る。

 

財務報告に対する内部統制

 

当社の財務報告の正確性は、財務報告に対する当社の内部統制の有効性に左右される。財務報告に対する内部統制は、財務

書類の表示及び公正な提示に関する合理的な保証しか提供せず、虚偽表示を防止又は発見することはできない場合がある。財

務報告に対する内部統制を維持できない、又は開示の統制及び手続きが欠如すると、正確な開示（財務情報に関するものを含

む。）を適時に行う能力を損なう可能性があり、これにより、投資家が当社の開示（財務情報に関するものを含む。）への信

頼を失い、当該欠如又は欠陥を改善する多大な資源を必要とし、当社が法的又は規制上の手続きにさらされる可能性がある。
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テロリスト活動

 

当社の将来の業績は、米国及び世界の他の地域におけるテロリスト活動の脅威、並びに関連する海外での米国軍事活動によ

り、保険の費用及び利用を含む事業、政治及び経済の状況の変化により、悪影響を受ける可能性がある。

 

 

５【経営上の重要な契約等】

 

該当事項なし。

 

 
６【研究開発活動】

 

製品開発 - バイオ医薬品

 

当社は、新製品の開発のみならず、既存製品及び提携製品の追加用途のために、潜在的な将来の収益源を生み出すR&Dへの

投資を継続している。当社の取組みにもかかわらず、既存製品の追加適応症若しくは開発中のその他の製品に関する規制当局

による承認の時期、又は承認の可否についての保証はない。

 

当社は、グローバルR&D組織の強化を継続しており、短期及び長期において価値を提供する持続可能なパイプラインを実現

するために、R&Dにおける革新及び生産性全体を向上させることを目的とした戦略を模索している。当社のR&Dの最優先治療分

野には、以下が含まれる。

 

・　最大の科学的かつ商業的展望のある差別化された治療薬パイプラインの提供、

・　ファイザーを長期的リーダーシップとして位置づける新しい機能、及び

・　革新及び生産性を加速させるバイオ医薬品の新しい提携モデルの策定。

 

当社のR&Dは、以下に重点を置いている。

 

・　バイオシミラー、

・　炎症及び免疫、

・　代謝性疾患及び心血管疾患、

・　神経性疾患、

・　がん、

・　希少疾患、及び

・　ワクチン。

 

さらに、当社はEH R&D組織により開発中のバイオシミラーも進めている。詳細については、本書「第2 企業の概況、3　事

業の内容」の「事業運営」の項を参照のこと。

 

フ ァ イ ザ ー の 開 発 パ イ プ ラ イ ン の 包 括 的 な 更 新 は 2017 年 1 月 31 日 に 公 表 さ れ 、 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト

(www.pfizer.com/pipeline)で閲覧可能である。ウェブサイトには、当社が対象としている適応症に関する研究の概要及び開発

中の化合物リスト、開発段階、並びに第2相から登録までの候補については作用機序が含まれている。
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下記は、追加適応症及び後期開発段階にある新薬候補に加え、FDA並びにEU及び日本の規制当局による重要な規制措置及び

それらに提出中の申請についての情報である。

 

FDAによる最近の承認

製品  適応  承認日

　     

Eucrisa(クリサボロール)  軽症から中等症アトピー性皮膚炎の治療のため、非ステロイ

ド性局所抗炎症PDE4阻害薬

 2016年12月

Troxyca (オキシコドンHCI/ ナ

ルトレキソン/HCI)

 24時間持続性のオピオイド鎮痛剤が長期間必要な重度の疼痛

を管理するため及び他の治療オプションが不適切である場合

の徐放性カプセル

 2016年8月

ザーコリ（クリゾチニブ）  ROS1陽性転移性非小細胞肺がんの治療  2016年3月

ゼルヤンツ (トファシチニブ)  メトトレキサートで効果不十分又はメトトレキサートに不耐

となった中等度から重度の関節リウマチ患者の1日1回の治療

のための11mgの徐放性錠剤

 2016年2月

イブランス(パルボシクリブ)  ホルモン受容体陽性(HR+)、ヒト上皮増殖因子受容体2陰性

(HER2-)の進行性又は転移性乳がんの治療薬として、内分泌療

法後に疾患進行した女性にフルベストラントと併用する

 2016年2月

 

米国の承認待ち新薬承認申請(NDA)及び補足新薬申請

製品  提案中の適応  申請日*

イノツズマブ オゾガマイシン
 

急性リンパ芽球性白血病の治療
 

2017年2月

リリカ(プレガバリン)
 

放出制御（1日1回）投薬
 

2017年2月

マイロターグ (ゲムツマブ オゾ

ガマイシン)

 
急性骨髄性白血病の治療

 
2017年1月

アベルマブ(PF-06834635)

(MSB0010718C)

 
転移性のメルケル細胞がんの治療

 
2016年11月

Retacrit(a)
 

エポジェン®及びプロクリット®（エポエチンアルファ）

の潜在的なバイオシミラー

 
2015年2月

タファミディスメグルミン(b)
 

トランスサイレチン家族性アミロイドポリニューロパ

チーの治療

 
2012年2月

 

* 本欄に記載される日付は、FDAが当社による申請を受理した日である。

 
(a) エポジェン®はアムジェン・インクの米国登録商標であり、プロクリット®はジョンソン・エンド・ジョンソンの米国登録商標であ

る。2015年10月、当社は、当社の提案中のエポエチンアルファのバイオシミラーであるRetacritの、参照製品の全適応に関して提

出した生物製剤承認申請に関して、FDAより「審査完了報告通知書」を受領した。2016年12月、当社は「完全回答書簡」に対応

し、RetacritについてFDAに生物製剤承認申請を再提出した。当社は次の段階に向けて引続きFDAと緊密に協力していく。

(b) 2012年5月、FDAの末梢神経及び中枢神経系薬諮問委員会は、タファミディスメグルミンに関するデータが、臨床的有益性を予測す

ると合理的に考えられる代用エンドポイントに関して、有効性の実質的証拠を示しているかについて投票を行った。2012年6月、

FDAは、タファミディスのNDAに対して「審査完了報告通知書」を発行した。FDAは、2回目の有効性試験の完了を求め、また現行の

タファミディスのNDAにおけるデータについて追加情報も要求している。ファイザーは2013年12月に、トランスサイレチン心筋症

への新適応の可能性を裏付けるため全世界的な第3相研究である、B3461028の研究を開始した。これにはトランスサイレチン家族

性アミロイド心筋症（TTR-FAC）及び野生型心筋症（WT-CM）を含む。当社は、この研究の結果を2018年には得られる予定であり、

次の段階を確認するために、引き続きFDAと協力していく。
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EU及び日本における規制当局による承認及び申請

製品  承認事項の詳細
 
承認日  申請日*

Ertugliflozin
 

2型糖尿病の治療薬としてEUで申請中（現在メ

ルクと共同開発中）

 -  2017年2月

マイロターグ (ゲムツマブ

オゾガマイシン)

 
急性骨髄性白血病の治療薬としてEUで申請中  -  2016年12月

イブランス(パルボシクリブ)
 

HR+、HER2-進行性又は転移性乳がん、並びに再

発進行性乳がんの治療薬として、内分泌療法と

併用するパルボシクリブについてEUで承認済み

 2016年11月  -

イブランス(パルボシクリブ)
 

手術不可能若しくは再発性の乳がんの治療薬と

して、内分泌療法と併用するパルボシクリブに

ついて日本で申請中

 -  2016年10月

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

 
転移性メルケル細胞がんの治療薬としてEUで申

請中

 -  2016年10月

ザーコリ（クリゾチニブ）
 

ROS1陽性非小細胞肺がんの治療薬としてEUで承

認済み

 2016年8月  -

ザーコリ（クリゾチニブ）
 

ROS1陽性非小細胞肺がんの治療薬として日本で

申請中

 -  2016年8月

イノツズマブ オゾガマイシ

ン

 
急性リンパ芽球性白血病の治療薬としてEUで申

請中

 -  2016年5月

Trumenba
 

10歳から25歳までの患者におけるB型髄膜炎菌

によって引き起こされる侵襲性疾患を予防する

能動免疫のための予防ワクチンとしてEUで申請

中

 -  2016年5月

ゼルヤンツ（トファシチニ

ブ）(a)

 
１以上の疾患修飾性抗リウマチ薬の効果が不十

分又は過敏症の軽度から重度関節リウマチ成人

患者治療薬としてEUで申請中。ゼルヤンツはメ

トトレキサート(MTX)過敏症の場合又はMTXを使

用する治療が不十分な場合に単独療法として投

与が可能である。

 -  2016年3月

 

* EUでの申請の場合、本欄に記載される日付は、EMAが当社の申請を認可した日である。

(a) 2017年1月、EMAのヒト用医薬品委員会は、１以上の疾患修飾性抗リウマチ薬の効果が不十分又はこれに過敏な軽度から重度の関節

リウマチ成人患者の治療薬としてゼルヤンツに承認を付与することを勧告する意見書を発行した。ゼルヤンツはメトトレキサート

(MTX)過敏症の場合又はMTXを使用する治療が不十分な場合に単独療法として投与が可能である。
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追加適応及び剤型について臨床試験が後半段階にある既存製品及び登録製品

製品 提案中の適応

ボシュリフ(ボスチニブ)
慢性期にあるフィラデルフィア染色体陽性慢性骨髄性白血病患者の一次治療薬

(現在Avillion Groupと共同開発中)

インライタ(アキシチニブ) 腎細胞がんの術後補助療法 (現在SFJ Pharmaceuticals Groupと共同開発中)

イブランス(パルボシクリブ) 高リスクの早期乳がんの治療薬（現在German Breast Groupと共同開発中）

イブランス(パルボシクリブ)
HR+早期乳がんの治療薬（現在Alliance Foundation Trials, LLC及びAustrian

Breast Colorectal Cancer Study Groupと共同開発中）

スーテント(スニチニブ) 腎細胞がんの術後補助療法

イクスタンジ(エンザルタミド) 非転移性去勢抵抗性前立腺がんの治療薬

イクスタンジ(エンザルタミド) 非転移性高リスク・ホルモン感受性前立腺がんの治療薬

イクスタンジ(エンザルタミド) 転移性ホルモン感受性前立腺がんの治療

イクスタンジ(エンザルタミド) トリプルネガティブ乳がんの治療

ゼルヤンツ（トファシチニブ） 潰瘍性大腸炎の治療薬

ゼルヤンツ（トファシチニブ） 乾癬性関節炎の治療薬

ビンダケル(タファミディスメ

グルミン)
成人における症候性トランスサイレチン型心筋症
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後期開発段階にある新薬候補

候補薬 提案中の適応

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

進行腎細胞がんの１次治療におけるチロシンキナーゼ阻害剤として、インライ

タとの組み合わせで、PD-L1を阻害するモノクローナル抗体(現在ドイツのメル

クKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

ステージⅢb/Ⅳ期の非小細胞肺がんの一次治療薬となる、PD-L1を阻害するモ

ノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

プラチナダブレット後に進行したステージⅢb/Ⅳ期の非小細胞肺がんの治療薬

となる、PD-L1を阻害するモノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同

開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

プラチナ製剤抵抗性／不応性の卵巣がんの治療薬となる、PD-L1を阻害するモ

ノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

卵巣がんの一次治療薬となる、PD-L1を阻害するモノクローナル抗体(現在ドイ

ツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

尿路上皮がん患者の一次治療における維持治療用の、PD-L1を阻害するモノク

ローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

進行性又は転移性胃がん／食道胃接合部がんの維持治療用の、PD-L1を阻害す

るモノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

進行性又は転移性胃がん／食道胃接合部がんの三次治療としての、PD-L1を阻

害するモノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

アベルマブ (PF-06834635)

(MSB0010718C)

頭部及び頸部の局所進行性扁平上皮細胞がんの治療薬となる、PD-L1を阻害す

るモノクローナル抗体(現在ドイツのメルクKGaAと共同開発中)

Dacomitinib

突然変異を活性化させる糸球体濾過推計率（eGFR）を有する進行性非小細胞肺

がん患者の一次治療薬となるpan-HER（ヒト表皮成長因子受容体）チロシキ

ナーゼ阻害剤(現在SFJ Pharmaceuticals Groupと共同開発中)

Ertugliflozin 2型糖尿病の治療薬となるSGLT2経口阻害剤(現在Merck (U.S.)と共同開発中)

PF-06836922
成人における成長ホルモン欠乏症を治療する持続型hGH-CTP(現在OPKOと共同開

発中)

PF-06438179(a) レミケード®(インフリキシマブ)の潜在的バイオシミラー

PF-05280014(b) ハーセプチン®(トラスツズマブ)の潜在的バイオシミラー

PF-05280586(c) リツキサン®(リツキシマブ)の潜在的バイオシミラー

PF-06439535(d) アバスチン®(ベバシズマブ)の潜在的バイオシミラー

PF-06410293(e) ヒュミラ®(アダリムマブ)の潜在的バイオシミラー

Rivipansel(GMI-1070)
GlycoMimetics Inc.からライセンス供与された、鎌状赤血球症の入院患者の血

管閉塞を治療するパンセレクチン阻害剤

talazoparib (MDV3800)
生殖細胞系乳がん感受性BRCA遺伝子突然変異型進行性乳がん患者を治療する経

口PARP阻害剤

Tanezumab 疼痛治療用の抗神経成長因子モノクローナル抗体(現在Lilyと共同開発中)
 

(a) レミケード®は、ヤンセン・バイオテック・インクの登録商標である。2016年2月、当社は、欧州委員会がホスピーラ買収を承認す

る条件として、EEAを構成する28か国における、レミケード®(インフリキシマブ)の潜在的バイオシミラーであるPF-06438179の開

発及び商品化権をサンドに事業売却した。EEA外の全ての国においては、当社はPF-06438179の商品化権を保持している。

(b) ハーセプチン®は、ジェネンテック・インクの登録商標である。

(c) リツキサン®は、バイオジェン・アイデック・インクの登録商標である。

(d) アバスチン®は、ジェネンテック・インクの登録商標である。

(e) ヒュミラ®は、アッヴィ・バイオテクノロジー・リミテッドの登録商標である。

 

さらなる製品関連プログラムが、創薬及び開発の各段階にある。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

連結包括利益計算書の分析

 

「その他の累積包括損失」の構成要素の変動は、以下を反映している。

 

2016年度
 

・ 「外貨換算調整勘定(純額)」については、主に英国ポンド、人民元、メキシコペソ及びアルゼンチンペソに対

する米ドル高を反映しているが、一部オーストラリアドル及び日本円に対する米ドル安により相殺された。

・ 「デリバティブ取引に係る未実現保有益/(損)(純額)」及び「売却可能有価証券に係る未実現保有益(損失)(純

額)」については、公正価値による再測定及び実現益の収益への組替の影響を反映している。詳細について

は、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参照のこと。

・ 「給付制度：数理計算上の差異(純額)」については、主として割引率の低下に関連する数理上の損失を反映す

るが、これは（i）以前は「その他の包括利益」で認識されていた年金給付債務の変動の償却、及び（ⅱ）資

産の期待収益と比較した制度資産の実際の収益増加、により一部相殺された。詳細については、本書「第6 経

理の状況」の連結財務諸表に対する注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」を参照のこと。

 

2015年度

 

・ 「外貨換算調整勘定(純額)」については、主にユーロ、ブラジルレアル、カナダドル、オーストラリアドル、

英国ポンド、メキシコペソ及び日本円に対する米ドル高を反映している。

・ 「デリバティブ取引に係る未実現保有益/(損)(純額)」及び「売却可能有価証券に係る未実現保有益(損失)(純

額)」については、公正価値による再測定及び実現益の収益への組替の影響を反映している。詳細について

は、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参照のこと。

・ 「給付制度：数理計算上の差異(純額)」については、主に、（i）以前は「その他の包括利益」で認識されて

いた年金給付債務の変動の償却、（ⅱ）資産の期待収益と比較した制度資産の実際の収益低下及び（ⅲ）清算

活動、並びに外貨換算の影響に関連した金額の収益への組替を反映している。詳細については、本書「第6 経

理の状況」の連結財務諸表に対する注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」を参照のこと。

・ 「給付制度：過去勤務収益及びその他(純額)」については、制度内の一定のグループの費用に上限を導入する

2015年6月に承認された制度変更による当社の米国退職後制度の債務の507百万ドルの減少が、（i）以前は

「その他の包括利益」で認識されていた過去勤務費用及び収益の変動の償却、並びに（ⅱ）縮小活動に関連し

た金額の収益への組替により一部相殺されたことを反映している。詳細については、本書「第6 経理の状況」

の連結財務諸表に対する注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」を参照のこと。

 

連結貸借対照表の分析

 

現金及び現金同等物、短期投資、長期投資、一年以内返済予定長期債務を含む短期借入債務、並びに長期債務等の当社の金

融資産及び金融負債の一部に関する情報は、下記「連結キャッシュ・フロー計算書の分析」、「財政状況、流動性及び資本源

泉の分析：流動性及び資本源泉の主要な調達法」及び本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参

照のこと。

 

売掛金(貸倒引当金控除後)の一部に関する情報は、下記「財政状況、流動性及び資本源泉の分析：流動性及び資本源泉の主

要な調達法」の「売掛金」を参照のこと。

 

当社の税金勘定項目に影響を与える事象及び状況についての情報は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注

記5「税金」を参照のこと。
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「資本の部合計」の変動に関する詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結株主持分計算書を参照のこと。

 

「その他の包括損失累計額」の変動に関する詳細については、下記「連結包括利益計算書の分析」及び「第6　経理の状

況」の連結財務諸表に対する注記6「その他の包括損失累計額（非支配持分を除く）」を参照のこと。

 

2015年12月31日と比較した2016年12月31日現在の当社の資産及び負債勘定項目の変動は、特に、メディベーション、バン

ブー及びアナコール買収の一環として取得した資産及び引き受けた負債の影響（「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する

注記2A「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに原価法投資：

買収」及び注記10「識別可能無形資産及びのれん」を参照のこと。）、ファイザーのグローバルな輸液治療純資産（HIS）の

ICUメディカルへの売却に関連する売却可能資産及び負債への分類替え（「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2B

「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに原価法投資：売却目

的で保有する資産及び負債」及び注記10「識別可能無形資産及びのれん」を参照のこと。）、並びに外国為替レートの変動を

一般に反映している。メディベーション、バンブー及びアナコールの買収、HISのICUメディカルへの売却及び外国為替による

影響を除いた説明は、以下のとおりである。

 

・ 「売掛金(貸倒引当金控除後)」については、その変動は、通常の事業の過程における販売及び回収の時期

及び１販売業者の好ましくない変化による貸倒引当金の増加を反映している。

・ 「棚卸資産」については、その変動は、在庫削減計画（需要に関連するものを含む。）及びホスピーラの

買収を通じて取得した在庫の販売を反映するが、新製品発売開始のための在庫積み増しにより、一部相殺

された。

・ 「その他の流動資産」については、その変動は、当社のサプライチェーンの変化によるVAT受取残高の増加

並びに通常の事業の過程における受領及び支払いの時期を反映している。

・ 「有形固定資産」については、その変動は、通常の事業の過程における追加資本によって相殺された当期

中の減価償却を反映している。

・ 「識別可能無形資産(償却累計額控除後)」については、その変動は、当期中の償却及び減損を反映してい

る（当期中の資産減損費用に関する追加情報については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対す

る注記4「その他の(収益)費用（純額）」を参照のこと。）。

・ 「その他流動資産」については、その変動は、デリバティブ取引に関する受取債権の減少反映し、当社の

サプライチェーンの変化によるVAT受取残高の増加により一部相殺された。

・ 「買掛金」については、その変動は、通常の事業の過程における購入及び支払いの時期（運転資金の効率

性向上努力を含む。）を反映している。

・ 「未払給与等」については、その増加は、未払給与の増加を反映するが、2015年度の従業員に対する賞与

の支払いにより一部相殺された。

・ 「その他の流動負債」については、その変動は、メディベーションの買収に関する支払対価（本書「第6

経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2A「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契

約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに原価法投資：買収」を参照のこと。）、プロトニックスに

関連する訴訟を解決するための支払い及び一定の法的訴訟の未払金（本書「第6 経理の状況」の連結財務

諸表に対する注記17A5「契約債務及び偶発事象：訴訟－2016年度に解決した案件」を参照のこと。）、当

社のデリバティブ取引に関連する支払いの減少、支払利息並びに未払金及び通常の事業の過程におけるそ

の他支払いの時期を反映しているが、事業再編項目、bococizumabの臨床研究の中止及び未払いヘルスケア

手数料に関する増加により一部相殺された。

・ 「年金給付債務 - 純額」及び「退職後給付債務 - 純額」については、その変動は、2016年１月の任意の

年金拠出金10億ドル、年金債務の測定に使用される想定割引率の低下、並びに本書「第6 経理の状況」の

連結財務諸表に対する注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」に記載の情報を反映してい

る。
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・ 「その他の固定負債」については、その変動は、当社の組織再編項目、共同開発契約による繰延収益及び

デリバティブに関連する支払債務の増加を反映しているが、一定の法的事項の支払い及び未払金並びに通

常の事業の過程における未払金の変動により、一部相殺された。

・ 「その他の包括損失累計額」については、2016年度の変動は、特に、外貨換算調整及び数理計算上の損失

を反映している。追加情報については、上記「連結包括利益計算書の分析」を参照のこと。

・ 「自己株式」については、その変動は、2016年3月の繰上自己株式取得契約に従いGS&Co.に支払われた50億

ドルを反映している。追加情報については、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記12「資

本」を参照のこと。

 

連結キャッシュ・フロー計算書の分析

 

  12月31日に終了した年度  変動率％

(単位：百万ドル)  2016年  2015年  2014年  16/15  15/14

調達した(使用した)資金：           

営業活動(a)  $ 15,901  $ 14,688  $ 17,084  8％  (14)％

投資活動  (7,811)  (2,980)  (5,654)  *  (47)％

財務活動(a)  (8,921)  (10,409)  (10,187)  (14)％  2％

為替相場変動による現金及び現金同

等物への影響額  (215)  (1,000)  (83)  (79)％  *

現金及び現金同等物の純増（減）  $ (1,046)  $ 298  $ 1,160  *  (74)％

　           
 

* 計算は実質的な意味がないため省略する。

 

(a) 金額は、2016年第4四半期中の新会計基準の適用を反映する。これにより、2016年1月1日以降、キャッシュ・フロー計算書

は、（ⅰ）超過税務ベネフィットを「その他税金（純額）」として、適用年度の最初から見込みベースで財務活動ではなく

営業活動の一部として表示する、及び（ⅱ）源泉徴収税目的で直接株式を預かる場合、当社が支払う現金を営業活動からの

キャッシュフローでなく財務活動による現金流出として表示することが求められ、適用年度並びに2015年及び2014年に遡及

して反映されている。年度開始からこれまでの超過税利益は、2016年第1、第2、第3及び第4四半期のそれぞれにおいて26百

万ドル、51百万ドル、87百万ドル及び91百万ドルであった。当社が源泉課税目的で支払う現金について、2016年度は137百万

ドルが連結キャッシュ・フロー計算書において財務活動として示され、2015年度の189百万ドル及び2014年度の195百万ドル

が現金流出として連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動から財務活動に組み替えられた。（本書「第6 経理の状

況」の連結財務諸表に対する注記1B「開示方針及び重要な会計方針：新会計基準の適用」を参照のこと。）

 

連結キャッシュ・フロー計算書において、「資産及び負債のその他の変動(取得、売却した事業の影響を除く)」勘定項目

は、外国為替レートの変動が、実際の現金流入又は流出を反映しないため、当該変動による影響を除き、またその他の多額の

現金以外の変動を除き表示されている。したがって、表示金額は、当社の連結貸借対照表で表示される資産及び負債の変動と

必ずしも一致しない。

 

営業活動

 

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度の営業活動により調達した純資金は、2015年度の147億ドルに対し、159億ドルであった。営業活動により調達した

純資金の増加は、現金以外の増減を調整後の純利益の増加に加え、通常の事業の過程における顧客よりの受領及びベンダーへ

の支払いの時期を反映しているが、従業員への賞与支払いの増加により一部相殺された。
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2016年度、「その他の調整(純額)」と呼ばれる項目の変動は、主に、貸倒引当金の増加及び売却可能証券の売却正味実現益

の減少を反映しているが、Hisun及びTeutoへの持分法投資に関連する資本損失の非現金変動により一部相殺された。さらに、

2016年度の新会計基準の適用により、源泉徴収税の目的で株式から直接源泉徴収する場合当社が支払う現金は、営業活動によ

るものでなく財務活動からの現金流出として示すことを要求された。追加の情報については、本書「第6 経理の状況」の連結

財務諸表に対する注記1B「開示方針及び重要な会計方針：新会計基準の適用」を参照のこと。

 

2016年度及び2015年度、勘定項目「資産及び負債のその他の変動(取得、売却した事業の影響を除く)」は、主に、通常の事

業の過程における売掛金、棚卸資産、その他の流動資産、その他の資産、買掛金、未払報酬並びにその他の流動及び固定負債

における変動を反映している。2016年度及び2015年度、本勘定項目はまた、2016年度についてはプロトニックス関連事項及び

2015年度についてはニューロンチン関連事項を含む、前期までに未払いの法務関連の一定の負債の支払いを反映するのに必要

な調整も含んでいるが、共同契約の一環としてリリーから受領した前払いの繰り延べにより一部相殺された。売掛金の追加情

報については、下記「財政状況、流動性及び資本源泉の分析 - 流動性及び資本源泉の主要な調達法 - 売掛金」も参照のこ

と。当社の法的未払金の追加情報については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記4「その他の(収益)費用

（純額）」を参照のこと。

 

投資活動

 

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度の投資活動に使用した純資金は、2015年度の30億ドルに対し、78億ドルであった。投資活動に使用した純資金の減

少は、主に以下に起因した。

 

・ 2015年度の投資の純償還/売却による収入額146億ドルと比較した、2016年度の投資の純償還/売却による収

入額125億ドル

・ 2015年度の主にホスピーラ社の買収及びバクスター社の市販ワクチンポートフォリオ取得に支払った現金

165億ドル（取得現金控除後）に対して、2016年度の主にメディベーション、バンブー及びアナコールの買

収に支払った現金184億ドル（取得現金控除後）（本書「第6 経理の状況」の連結財務諸表に対する注記2A

「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに原

価法投資：買収」を参照のこと。）

 

財務活動

 

2016年度の2015年度との比較

 

2016年度の財務活動に使用した純資金は、2015年度の104億ドルに対し、89億ドルであった。財務活動に使用した純資金の

増加は、主に以下に起因した。

 

・ 2016年6月3日及び2016年11月21日における長期債務110億ドルの発行

・ 2015年度における普通株式の購入62億ドルに対し、2016年度における普通株式の購入50億ドル

 

これは、以下により一部相殺された。

 

・ 2015年度における短期借入金の正味手取額43億ドルに対し、2016年度における短期借入金の正味支払金714

百万ドル

・ 2015年度の30億ドルに対し、2016年度の長期債務の償還は77億ドルに増加

・ 2015年度の69億ドルに対し、2016年度の現金配当は73億ドルに増加

・ 2015年度の13億ドルに対し、2016年度のストックオプション行使による手取金は10億ドルに低下
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非現金投資活動及び財務活動の補足情報

 

2015年度、当社は、ホスピーラの17億ドルの債務を事実上同額のファイザー・インクの債務と交換した。

 

2015年度の債務交換の詳細については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7D「金融商品：長期債務」

を参照のこと。

 

財政状況、流動性及び資本源泉の分析

 

当社は、流動性の需要に備えるため、営業キャッシュ・フロー、短期投資、短期コマーシャル・ペーパーによる借入及び長

期債務に大きく依存している。当社は運転資本の効率性を通じて現金流入を改善させる努力を継続する。当社は売掛金、在

庫、買掛金及びその他運転資金を含む個別の重点分野を対象とし、これにより当社は営業キャッシュ・フローを最適化するこ

とができる。当社の金融資産、資本市場へのアクセス、並びに信用枠及びリボルビング・クレジット契約の利用に加え、当社

は、多額の営業キャッシュ・フローにより、予測可能な将来において、以下を含む流動性ニーズを充足する能力を有している

と考えている。

 

・ 当社のR&D活動を含む、事業の運転資本に対する需要

・ 当社の事業への投資

・ 配当の支払い及び潜在的増配

・ 株式買戻し

・ 当社のコスト削減／生産性向上イニシアチブに関連する現金需要

・ 未払債務の支払い

・ 当社の年金及び退職後制度への拠出

・ 事業開発活動

 

株式買戻しプランの詳細については、下記「株式購入プラン及び繰上自己株式取得契約」を参照のこと。

 

当社の長期債務は、スタンダード・アンド・プア－ズ（以下「S＆P」という。）及びムーディーズ・インベスターズ・サー

ビス（以下「ムーディーズ」という。）の両社によって格付されている。下記「信用格付」を参照のこと。市況が変動してい

るため、当社は、引き続き流動性ポジションを監視する。当社は、財政投資に対して保守的な方法を取ってきており、今後も

その方法を取る。短期投資及び長期投資は共に、主として格付及び流動性が高く、バランスよく分散化されている売却可能な

債務証券で構成される。
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流動性及び資本源泉の主要な調達法

 

下表は、当社の流動性及び資本源泉の調達法について示している。

 

(単位：比率及び1株当たり普通株式データを除き百万ドル)  12月31日現在

  2016年  2015年

主な金融資産：     

現金及び現金同等物(a)  $ 2,595  $ 3,641

短期投資(a)  15,255  19,649

長期投資(a)  7,116  15,999

  24,967  39,290

債務(b)：     

短期借入(一年以内返済予定長期債務を含む)  10,688  10,159

長期債務  31,398  28,740

  42,085  38,899

主な金融資産/（負債）(c)  $ (17,118)  $ 391

　     

運転資本(d)  $ 7,834  $ 14,405

流動負債対流動資産比率(d)  1.25:1  1.49:1

普通株式1株当たり株主資本合計(e)  $ 9.81  $ 10.48

　     
 

(a) 保有する資産の詳細及び当社が保有する金融商品に関連する信用リスクの詳細については、本書「第6　経理の状況」の

連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参照のこと。

(b) 当社は2016年1月1日より新会計基準を適用した。これにより、割引債務の表示と一致させて、認識済債務に関する社債

発行費用をその関連する債務の帳簿価格から直接控除して表示するように変更された。本書「第6 経理の状況」の連結

財務諸表に対する注記1B「開示方針及び重要な会計方針：新会計基準の適用」を参照のこと。

(c) 主な金融資産/（負債）の変動は、専ら事業買収（特にメディベーション及びアナコール）のための現金支払いの結果で

ある。当社は、営業活動からもたらされる純現金、当社の高品質の財務資産ポートフォリオ及び資本市場へのアクセス

の結果、十分な財務流動性のポジションを維持している。格付会社であるムーディーズ及びS&Pは買収後、当社の良好な

投資等級の企業債務格付を維持した。追加情報については、下記「信用格付」を参照のこと。

(d) 運転資金の減少は主に短期投資の減少及び短期借入の増加、並びに、通常の事業の過程における繰延金、現金受領及び

支払の時期によるが、主に売却目的資産の組み替えにより一部相殺された（本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に

対する注記2B「買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資並びに

原価法投資：売却目的で保有する資産及び負債」を参照のこと。）。

(e) ファイザー・インクの株主資本合計を実際の発行済普通株式数（自己株式を除く。）で除したものを示す。

 

当社の資金の源泉及び使途に関する追加情報については、上記「連結貸借対照表の分析」及び「連結キャッシュ・フロー計

算書の分析」を参照のこと。

 

2016年11月21日、当社は元本総額60億ドルの無担保優先債（加重平均実効利率3.10％）の公募を完了した（詳細について

は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7D「金融商品：長期債務」を参照のこと。）。

 

2016年6月3日、当社は、元本総額50億ドルの無担保優先債（加重平均実効利率2.09％）の公募を完了した（詳細について

は、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7D「金融商品：長期債務」を参照のこと。）。
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2014年5月15日、当社は、元本総額45億ドルの無担保優先債（加重平均実効利率2.26％）の公募を完了した。

 

国内及び海外における短期資金

 

当社の事業の多くは、米国外で行っており、現金、現金同等物及び短期投資の大部分は、海外で保有されている。当社は、

通常これらの短期資金のうち最大100億ドルまで米国の租税管轄において保有している。米国の租税管轄で保有している資金額

は、通常の事業の過程における現金受領及び支払いの時期、並びに事業開発活動を含むその他の理由により変動する。当社の

現行の流動性評価の一環として、当社は、国内及び海外のキャッシュ・フロー（流入及び流出）の構成を定期的に監視してい

る。海外資金の送金により、米国連邦、州及び地方の法人所得税の追加支払いが発生する可能性がある。当社は、未送金の利

益について米国繰延税金負債を計上しているが、海外において稼得した利益が、米国外へ永続的に再投資する予定されている

場合、米国の税金に対する引当金は計上しない。

 

売掛金

 

当社は、経済状況が依然厳しく不透明である欧州の複数の市場において、政府及び政府機関による売掛金の進展を継続して

監視している。従来、多くの欧州政府及び政府機関からの支払いは、売却の契約期間を超えて延長されている。特に、当社

は、2015年度及び2016年度にギリシャ政府から支払いを遅延して受領した。ギリシャ政府債権の大部分は2016年度の収益に関

係している。また、ギリシャ政府は、2016年第3四半期にその他第三者に対する債務を再編した。当社は、これらの事象を反映

するよう貸倒引当金を調整し、2016年12月31日現在でギリシャ政府からの受取債権純額は43百万ドルであった。2016年12月31

日終了年度のギリシャ内の全顧客の報告収益は、278百万ドルであった。

 

当社は、当社の貸倒引当金は適切であると考えている。当社の評価は、(ⅰ)現在までに受け取った支払金、(ⅱ)顧客からの

支払いの継続性、(ⅲ)認識された政府との直接的やりとり（裁判所への申立てを含む。）及び市場関係者との直接的やりとり

（ファクタリング業界等）、並びに(ⅳ)返済リスクの異なる第三者による評価（格付会社による出版物及びクレジット・デ

フォルト・スワップレートの変動等）の分析に基づいている。

 

2016年12月31日現在、当社は、経済状況が依然厳しく不透明なイタリア、スペイン、ギリシャ及びポルトガルの政府及び／

又は政府機関からの売掛金を総額約574百万ドル有していた。請求日から1年を越える当該売掛金は総額70百万ドルであり、イ

タリアが44百万ドル、ポルトガルが18百万ドル、ギリシャが4百万ドル、スペインが4百万ドルであった。

 

欧州の一部の政府及び政府機関からの支払いは、契約条件より遅延する場合があるが、当社は、顧客との良好な関係の維持

と返済リスクとの適切なバランスを取ること、及び現地の患者ニーズに対する人道的アプローチを確保することに努めてい

る。

 

当社は、返済リスクを引き続き注意深く監視し、必要に応じて継続的に貸倒引当金を調整する。

 

売掛金の回収可能性に関する当社の評価は、将来の事象及び不確実性に関する複雑な一連の判断によるものであり、見積り

及び仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連したリスクについての詳細は、本書「第6 経理の状況」の連結財務諸

表に対する注記1C「開示方針及び重要な会計方針：見積りと仮定」を参照のこと。

 

信用格付

 

企業債務格付機関最大手2社、ムーディーズ及びS＆Pは、当社の短期債券及び長期債券の格付を行っている。有価証券の格

付は、有価証券の購入、売却又は保有の推奨を行うものではなく、当該格付は、格付機関によりいかなる時も変更される又は

取り下げられる可能性がある。各格付は、他の格付けと切り離して評価されるべきである。
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下表は、当社のコマーシャル・ペーパー及び無担保長期優先債に対する各社の格付を記載している。

 

  

ファイザー

コマーシャル・ペーパー

 

ファイザー長期債券

 

最新格付日格付会社  格付  格付  

ムーディーズ(a)  P-1  A1  2009年10月

S＆P(b)  A-1+  AA  2009年10月

　         

(a) 2016年9月、ムーディーズは信用見通しをネガティブ・アウトルックから安定的に更新した。

(b) 2016年4月、S&Pは信用見通しをベガティブ・ウォッチから安定的に更新した。

 

債務負担能力

 

当社は、銀行グループ及びその他の金融仲介機関との間で利用可能な信用枠契約及びリボルビング・クレジット契約を有し

ている。当社は、コマーシャル・ペーパー及びその他の短期借入金を上回る、現金及び現金同等物の残高並びに短期投資を維

持している。2016年12月31日現在、当社は79億ドルの信用枠が利用可能であり、その内790百万ドルは1年以内に失効する。こ

れらの信用供与枠の内78億ドルは未使用であり、貸手は、当社の要求があれば当該金額から71億ドルを融資することを約束し

ている。また、70億ドルの未使用の信用供与枠は、すべて2021年に失効するが、当社のコマーシャル・ペーパーによる借入を

支えるために使用することができる。

 

世界経済の状況 - 全般

 

世界の経済環境は、現在まで当社の流動性又は資本の源泉に多大な影響を及ぼしておらず、当社は今後も及ぼすことはない

と予測している。当社の多額の営業キャッシュ・フロー、金融資産、資本市場へのアクセス、並びに信用枠契約及びリボルビ

ング・クレジット契約の利用により、当社は、予測可能な将来に対する当社の流動性ニーズを満たす能力を有しており、今後

も維持できると引き続き考えている。当社は、進展する経済状態を前にして、当社の流動性ポジションを継続的に監視する。

 

世界経済の状況 - 英国

 

2016年6月、英国の有権者は国民投票でEUの離脱を選択した。これは通常「Brexit」と呼ばれる。英国政府は、自国のEU離

脱の意向について、未だ正式に欧州理事会に通知をしていない。2017年1月に、英国議会は、離脱にかかる諸条件の策定や今後

の英国とEUとの関係の概要を示す2年の期間の交渉プロセスを開始するために首相にリスボン条約第50条を開始する権限を与え

る立法を可決した。英国首相は交渉は2017年3月末に開始する予定であると述べた。この交渉プロセスは、極めて複雑なものと

なることが予想され、2017年1月首相は交渉方針プランの12の要点を公表し、英国政府がEU単一市場のメンバーに留まるつもり

ではないことを確認した。これらの交渉の最終的結果は、英国及びEU内における当社の研究面、商業面及び全般的な事業運営

に意味を持つ可能性がある。

 

2016年度、当社は全世界の当社売上高の約2％を英国から得ていた。しかし、これまでの米ドルに対する英ポンド安による

外国為替の影響を除外すると、英国とEUの関係性はまだ正式に変更されていないので、当社の事業にその他の直接的な影響は

ない。さらに、交渉プロセスに関連する著しい不確実性のために、長期的な影響の可能性については現在のところ決定できな

い。

 

世界経済の状況 - ベネズエラ事業

 
当社のベネズエラ事業は、ベネズエラ経済の超インフレ状況のため、引き続き機能通貨として米ドルで運営を行っている。
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2015年度第2四半期、ベネズエラ政府は3つの公定為替レートを特定し、CENCOEXのレートは6.3、SICADのレートは13.5

（2017年2月現在）、SIMADIのレートは700（2017年2月現在）である。2016年3月より、CENCOEXのレートはDIPROレートの10

（2017年2月現在）に置き替えられた。SICADのレートの提供は中止され、SIMADIのレートはDICOMレートにより置き換えられる

予定であったが、DICOMレートの公表は行われなかった。ベネズエラ政府はSIMADIの公表を継続し、これがDICOMレートとして

一般に呼ばれており、当該レートは2016年3月の206からおよそ700（2017年2月現在）に上昇した。ベネズエラの状況に基づ

き、当社は通貨切下げの対象であるベネズエラ・ボリバル建正味貨幣資産は、ベネズエラ政府のCENCOEXの公定為替レートの

6.3又はDIPRO公式為替レートの10ではなく、2016年度第2四半期及び第3四半期末現在のレートである500並びに2016年度第4四

半期末現在のレートである670で事実上決済されると予想すると決定した。

 

2015年のベネズエラ情勢により、当社は、通貨切下げの対象となる当社のベネズエラ・ボリバル建の正味貨幣性資産は、ベ

ネズエラ政府のCENCOEXの公定為替レートの6.3ではなく、その当時最も低い公定為替レートであるSIMADIのレートの200で決済

されると予想することに決定した。これらの条件には、会社間の米ドル建口座に関連するベネズエラ・ボリバルを多額で換算

できないこと、ベネズエラの当社の労働力の36％削減に関連する39百万ドルの再編費用を計上する結果となった2015年度第4四

半期の営業再編実施の効果の評価、及びベネズエラの自国の経済変動への対応変化についての当社の予想が含まれる。当該予

想変更の影響として、「その他の(収益)費用(純額)」に含まれる為替差損806百万ドルが生じ、2015年第4四半期に計上され

た。本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記4「その他の(収益)費用（純額）」を参照のこと。さらに、2015年

度第4四半期に、当社は、「売上原価」に棚卸資産評価損の72百万ドルを計上した。

 

当社では、ベネズエラ通貨のさらなる切下げが実施されるか、又は当社のDICOMの為替レートの使用が、進展する事実及び

状況によって引き続き裏付けられるかについて、予測することは不可能である。さらに、不透明な経済に対応するためのベネ

ズエラ政府によるその他の潜在的措置は、ベネズエラにおける当社の投資の回収可能性に影響を与え、減損費用が生じ、極端

な状況下においては、当社が従来と同様の方法による当該国での事業を継続する能力に影響を与える可能性がある。当社はベ

ネズエラの厳しい状況下で事業運営を継続する。

 

2016年7月11日、ベネズエラ政府は、製品（具体的には薬品及び食料）の原料使用、生産及び流通を管理する目的の緊急事

態令に基づく新プログラムを発表した。このプログラムがベネズエラにおけるファイザーにどのように適用されるかは不確実

である。当社はベネズエラにおいて営業を継続し、当社の海外事業年度末である2016年11月30日現在、ベネズエラにおいて

（低価法で計上されている在庫を除く。）12百万ドルの正味貨幣資産及び非貨幣資産61百万ドルを保有する。

 

契約債務

 

2016年12月31日現在の契約債務の満期別未払金は、以下のとおりである。

 

(単位：百万ドル)  合計  2017年度  

2018-2019

年度  

2020-2021

年度  

2022年度

以降

長期債務(一年以内返済予定分を含む)(a)  $ 35.623  $ 4,225  $ 6,917  $ 4,601  $ 19,879

長期借入債務に対する支払利息(b)  19,604  1,247  2,464  2,281  13,612

その他の長期負債(c)  3,278  402  775  673  1,429

オペレーティング・リース契約  1,801  220  351  263  967

購入債務及びその他(d)  4,726  1,247  958  973  1,548

不確実な税務ポジション(e)  48  48  -  -  -
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(a) 長期債務は、無担保優先債（固定金利及び変動金利、外貨建て及びその他の社債を含む。）及びキャピタル・リース債務（本

書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参照のこと。）から成る。キャピタル・リースに基づく

契約債務は重要ではない。

(b) 予想支払利息の算出には、金利、外国為替レート及びヘッジ戦略に関する当期の仮定のみが組み込まれ（本書「第6　経理の状

況」の連結財務諸表に対する注記7「金融商品」を参照のこと。）、満期日又は関連商品の満了日まで、利息が計上されること

を前提としている。

(c) 非積立米国(非適格)年金補助制度、退職後制度及び繰延報酬制度に関連する予想支払額が含まれる。米国適格年金制度及び海

外年金制度に関連する金額は除外されるが、必要な拠出義務が重要であると予想されず、並びに／又は年金制度資産及び／若

しくは負債の公正価値に対する経済状況の変動の影響が大きいため、当該負債が必ずしも将来の現金支払いを反映していない

という理由により、当該年金制度はすべて、多額の制度資産を有している。2017年1月、当社は、米国適格制度に対して10億ド

ルの任意の拠出を行った。当社は、2017年度に米国適格制度に追加拠出を行うことは予想していない。また、当該金額は、そ

のほとんどが契約債務ではない法的事項、従業員の雇用終了、デリバティブの公正価値及びその他に関連した55億ドルを除外

している。本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記3「事業再編費用及び買収、コスト削減／生産性向上イニシ

アチブに関連するその他の費用」、注記7A「金融商品：主要な金融資産と金融負債」、注記11E「年金・退職後給付制度及び確

定拠出制度：キャッシュ・フロー」及び注記17「契約債務及び偶発事象」に加え、上記「財政状況、流動性及び資本源泉」の

項も参照のこと。

(d) 法的拘束力のある財及びサービスの購入契約が含まれ、広告、ITサービス、従業員給付運営サービス及び合理的に生じる可能

性があるとみなされる潜在的マイルストーン支払金に関連した金額が含まれる。

(e) 未払法人税のみが含まれる。当社は、税務監査には複雑な問題が伴い、とりわけ交渉又は訴訟が生じる場合は、これらの問題

の解決に数年かかる場合があるため、不確実な税務ポジションに対する長期債務に関連した税務問題の解決の時期について予

測することはできない。

 

上表には、支払いが生じる可能性があると合理的にみなされる場合、提携契約、ライセンス契約又はその他の契約に基づく

潜在的マイルストーンの金額が含まれている。これらの契約に基づく支払金は、一般的に数年かかり、生じない可能性のある

一定の開発、規制及び／又は商業化の目標達成をもってのみ支払期日となる。

 

2017年度、当社は、有形固定資産について約19億ドルを費やす予定である。当社は、必要な設備投資の資金供給を行うため

に、営業活動によるキャッシュ・フローに大きく依存している。営業活動によるキャッシュ・フローは多額であることから、

当社は、設備投資のニーズを満たす能力があると考えており、資本支出計画は遅延することはないと見込んでいる。

 

簿外契約

 

通常の事業の過程において、また資産及び事業の売却に関連して、当社は、取引に関連して生じる又は取引前の活動に関連

する一定の負債に対して、取引先を補償する場合が多い。これらの補償は、通常、環境、税務、従業員及び／又は製品関連事

項、並びに特許侵害の申立てに関わるものである。補償当事者による補償条件に従った請求が受け入れられた場合、当社は、

損失の弁償が求められる。これらの補償は、一般的に基準額、特定の請求期間及びその他の制限事項に従う。従来、当社は、

これらの条項に基づいた多額の支払いを行っておらず、2016年12月31日現在、計上したこれらの補償の見積公正価値の金額は

重要ではなかった。

 

当社の共同販促契約又はライセンス契約の一部は、ライセンサー又はパートナーに対し、当社の一部の製品について、特定

の国における交渉権、又は場合によっては、一定の財務状況下で共同販促を行う権利またその他の権利を付与するものであ

る。

 

株式購入プラン及び繰上自己株式取得契約

 

2014年10月23日、当社は、取締役会が、110億ドルの株式購入プランを承認したことを発表し、それに基づき、2015年1月に

株式購入を開始した。
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2015年2月9日、当社は、当社の普通株式を買い戻す繰上自己株式取得契約を、Goldman, Sachs & Co.（「GS&Co.」）と締結

した。当該契約は、以前当社が発表した株式買戻しに関する承認に従って締結されたものである。契約の条項に従って、2015

年2月11日、当社は、GS&Co.に50億ドルを支払い、GS&Co.から当社の普通株式約151百万株を受領した。当該契約は、2015年7月

に完了し、契約の決済条項に従って当社は現金で決済することを選択し、2015年7月13日にGS&Co.に追加で160百万ドルを支払

い、その結果GS&Co.への支払いは合計約52億ドルとなった。繰上自己株式取得契約に基づいて交付された株式について支払わ

れた最終平均価格は、1株当たり34.13ドルであった。追加情報については、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する

注記12「資本」を参照のこと。

 

2015年12月、取締役会は、徐々に使用される110億ドルの新規株式買戻しプログラムを承認した。

 

2016年3月8日、当社は、当社の普通株式50億ドルを買い戻す繰上自己株式取得契約を、GS&Co.と締結した。契約の条項に

従って、2013年3月10日、当社は、GS&Co.に50億ドルを支払い、GS&Co.から最初の交付として当社の普通株式約136百万株を1株

当たり29.36ドルの価格で受領した。この価格は、2016年3月8日のニューヨーク証券取引所（NYSE）の当社普通株式の終値に基

づいており、繰上自己株式取得契約の名目金額の約80％であった。2016年6月20日、GS&Co.との繰上自己株式取得契約は完了

し、契約の条項に従ってGS&Co.は一定数のファイザー普通株式を当社に返すべき義務を負っている。契約の決済条項に従っ

て、当社は2016年6月20日GS&Co.から当社普通株式を追加で18百万株受領した。繰上自己株式取得契約に基づいて交付された株

式について支払われた平均価格は、1株当たり32.38ドルであった。受領したか普通株式は自己株式に含まれている。当該契約

は、以前当社が発表した株式買戻しに関する承認に従って締結されたものであった。追加情報については、本書「第6　経理の

状況」の連結財務諸表に対する注記12「資本」を参照のこと。

 

下表は、購入した当社の普通株式数及び当社が公表した株式購入プラン（当社の繰上自己株式取得契約を含む。）に基づく

購入費用を示したものである。

 

(単位：株式は百万株、費用は10億ドル)
 

2016年度(a)  2015年度(b)  2014年度

購入した普通株式数  154  182  165

購入費用  $ 5.0  $ 6.2  $ 5.0

　       
 

(a) 2016年3月8日付で締結した繰上自己株式取得契約に基づいて購入され、その決済より受領した株式を示す。追加情報について

は上記を参照のこと。

(b) 2015年2月9日付で締結した繰上自己株式取得契約（追加情報については上記を参照のこと。）に基づいて52億ドルで購入され

た約151百万株及び2015年度末までのその他株式買戻しを含む。

 

2016年12月31日時点で、承認された残りの株式購入額は約114億ドルであった。

 

2017年2月2日、当社は、当社の普通株式50億ドルを買い戻す繰上自己株式取得契約を、Citibankと締結した。当該契約は、

以前当社が発表した株式買戻しに関する承認に従って締結されたものである。追加情報については、本書「第6　経理の状況」

の連結財務諸表に対する注記19「後発事象」を参照のこと。
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第４ 【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】

 

本書「第6　経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記9「有形固定資産」を参照のこと。

 

 

２【主要な設備の状況】

 

2016年、当社は、引き続き効率性を実現し、過剰なスペースを処分するために事業を統合した。2016年12月31日現在、当社

は567の不動産をリース及び所有しており、合計で約57百万平方フィートに達する。

 

2016年度、当社は、余剰不動産を売却し、すべての地域において業務スペースを縮小することにより、当社のポートフォリ

オの不動産数を削減（28か所、2.3百万平方フィート）した。これらの削減には、アナコール、バンブー、セラピューティク

ス・インク並びにBIND セラピューティクス・インク及びメディベーションのほぼ資産全部の買収による相殺も含む。

 

ファイザーは、引き続き世界各国に、販売及びマーケティング、顧客サービス、法規制の遵守、研究開発、製造及び物流、

並びに管理サポート機能の拠点を所有しリースする。多くの所在地で、事業分野及び事業運営は、相乗効果及び事業の効率性

を達成するために、共同の場所に配置されている。

 

ファイザーの本社は、ニューヨーク市に所在し、ファイザーの不動産は、世界90ヵ国以上に及んでいる。

 

2017年、当社は現在のニューヨーク市からマンハッタンのより近代的な施設に本社を移転する計画を進めるつもりである。

さらに、当社はホスピーラ及び他の買収会社に関連する不動産の統合を引き続き実行する予定である。当社はまた、提携及び

イノベーションの育成を可能とする職場を提供するために、世界的な職場戦略を一層拡大する計画である。

 

当社は、北米を重点的にR&D機関をサポートするために世界中に多数の施設を所有している。2017年度、当社は、マサ

チューセッツ州ケンブリッジで行うR&D事業のケンドール・スクエア近郊への集約化を継続し、ミズーリ州セント・ルイス及び

マサチューセッツ州アンドーバーの事業を引き続き進める。

 

ファイザー・グローバル・サプライ（以下「PGS」という。）部門は、ニューヨーク州ニューヨーク市及びニュージャー

ジー州ピーパックのリーダーシップ・チームのほかに、様々な箇所に本部を置いている。2016年12月31日現在、PGSは世界全体

で63の工場を運営し、当社の商業部門向け製品を製造している。主要な製造施設は、ベルギー、中国、ドイツ、インド、アイ

ルランド、イタリア、日本、プエルトリコ、シンガポール及び米国等に所在する。当社のPGS部門の工場ネットワーク戦略によ

り、今後数年にわたり、これらの施設のうち8ヵ所から撤退する予定である。PGS部門は、世界中で複数の物流施設も運営して

いる。

 

全般的に、当社の施設は良好に管理されており、現在の要件及び予測可能な将来における当社の事業に対し、十分かつ適切

であると考えている。本書「第6　経理の状況」の当社の連結財務諸表に対する注記9「有形固定資産」では、土地、建物及び

装置への投資額が開示されている。また、本書「第6　経理の状況」の連結財務諸表に対する注記15「リース契約」も参照のこ

と。

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 

上記「第３．事業の状況、１．業績等の概要」を参照のこと。
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第５ 【提出会社の状況】

 

１【株式等の状況】

 

(1)　株式の総数等

①　株式の総数

(2016年12月31日現在)

 
発行可能株式総数 発行済株式総数 未発行株式数

記名式額面普通株式

(1株当たり額面金額 0.05ドル)
12,000百万株 9,230百万株 2,770百万株

記名式無額面優先株式 27,000,000株 597株 26,999,403株

 

②　発行済株式

(2016年12月31日現在)

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類

発行数

(株)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

記名式額面株式

(1株当たり額面金額 0.05ドル)

普通

株式

9,230百万 ニューヨーク証券取引所

 

普通株式の各保有者は、

株主が投票するすべての

議案について、保有する1

株当たり1つの議決権を有

する。

記名式無額面株式 優先

株式

597 ― 優先株式(取締役会に

よって随時決定される特

別指示、権限、優先権及

び権利が与えられる)

 
(2)　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

 
該当なし。

 
(3)　発行株式総数、資本金の推移

 
①　普通株式

年　月　日
発行済株式総数

増減数(百万株)

発行済株式総数

残高(百万株)

資本金増減額

(百万ドル)

資本金残高

（百万ドル）

2012年12月31日 54 8,956 3 448

2013年12月31日 95 9,051 5 453

2014年12月31日 59 9,110 2 455

2015年12月31日 68 9,178 4 459

2016年12月31日 52 9,230 2 461
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②　優先株式

年　月　日
発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(百万ドル)

資本金残高

（百万ドル）

2012年12月31日 (145) 967 (6) 39

2013年12月31日 (138) 829 (6) 33

2014年12月31日 (112) 717 (4) 29

2015年12月31日 (68) 649 (3) 26

2016年12月31日 (52) 597 (2) 24

 

当社により発行された新株予約権、制限株式ユニット（RSU）、ポートフォリオ・パフォーマンス株式、株主投資収益ユ

ニット及び業績株式報奨の2016年12月31日現在の状況は、以下のとおりである。

 

新株予約権の残高
新株予約権の行使により

発行する株式の発行価格

新株予約権の行使により

発行する株式の資本組入額

186,676,426個 5,013,540,677.47ドル 5,013,540,677.47ドル

 

制限株式ユニット（RSU）の残高
RSUの行使（権利確定）により

発行する株式の発行価格

RSUの行使（権利確定）により

発行する株式の資本組入額

29,605,207個 0ドル 0ドル

 

ポートフォリオ・パフォーマン

ス株式の残高

ポートフォリオ・パフォーマンス

株式の行使（権利確定）により

発行する株式の発行価格

ポートフォリオ・パフォーマンス

株式の行使（権利確定）により

発行する株式の資本組入額

32,521,230個 0ドル 0ドル

 

株主投資収益ユニットの残高
株主投資収益ユニットの行使(清算)

により発行する株式の発行価格

株主投資収益ユニットの行使(清算)

により発行する株式の資本組入額

81,413,367個 0ドル 0ドル

 

業績株式報奨の残高
業績株式報奨の行使(ペイアウト)

により発行する株式の発行価格

業績株式報奨の行使(ペイアウト)

により発行する株式の資本組入額

4,546,150個 0ドル 0ドル

 

(4)　所有者別状況

 

当社は本情報を開示していない。
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(5)　大株主の状況

 

下表に記載される情報は2016年12月31日現在のものであり、1934年証券取引法第13条(d)及び第13条(g)による提出書類に基

づいたものである。当社が認識している当社の普通株式5％以上を保有している実質的所有者は、以下のとおりである。

 

(2016年12月31日現在)

氏名又は名称並びに所在地
実質的所有

株式数(株)

発行済株式総数に

対する所有株式の割合

ブラック・ロック・インク
(1)

アメリカ合衆国ニューヨーク州 10055

ニューヨーク、イースト52ndストリート55

447,701,806
(1) 7.40％

ザ・バンガード・グループ
(2)

アメリカ合衆国ペンシルバニア州 19355

マルバーン、バンガード・ブールバード100

402,108,792
(2) 6.62％

ステート・ストリート・コーポレーション
(3)

アメリカ合衆国マサチューセッツ州 02111

ボストン、ワン・リンカーン・ストリート、

ステート・ストリート・フィナンシャル・センター

322,395,016
(3) 5.31％

 
(1) この情報は、2017年1月25日にブラック・ロック・インクがSECに提出した様式13G/A号による報告（以下「ブラック・

ロック13G/A」という。）にのみ基づいている。

ブラック・ロック13G/Aによると、392,518,713株については単独の議決権を、118,521株については共有議決権を、

447,583,285株については単独の処分権を、118,521株については共有処分権を有している。

(2) この情報は、2017年2月13日にザ・バンガード・グループがSECに提出した様式13G/A号による報告（以下「バンガード

13G/A」という。）にのみ基づいている。バンガード13G/Aによると、9,553,224株については単独の議決権を、

1,157,178株については共有議決権を、391,656,580株については単独の処分権を、10,452,212株については共有処分権

を有している。

(3) この情報は、2017年2月8日にステート・ストリート・コーポレーションがSECに提出した様式13G号による報告（以下

「ステート・ストリート13G」という。）にのみ基づいている。ステート・ストリート13Gによると、263,276,705株につ

いては共有議決権を、322,395,016株については共有処分権を有している。ステート・ストリート13Gによると、

263,276,705株が様々な性質で保有され、59,118,311株がファイザー貯蓄制度、ワイス社ユニオン貯蓄制度及びファイ

ザー・プエルトリコ居住従業員貯蓄制度のための投資運用会社として保有されている。

 

 

２【配当政策】

 

普通株式に対する配当金

 

当社は、普通株式につき2016年に73億ドル、2015年に69億ドル、2014年に66億ドルの配当を支払った。2016年12月、当社の

取締役会は、2017年2月3日の営業終了時における登録株主に対し2017年3月1日に支払われる2017年度第1四半期の配当を1株当

たり0.32ドルと宣言した。2017年度第1四半期の現金配当は、当社にとって313四半期連続の配当であった。

 

当社の現在の及び将来の配当は、事業の成長及び株主価値の向上への投資に十分な資本を確保する一方で、株主への収益還

元を提供するものである。当社の配当金は、債務の誓約条項の制限を受けていない。配当水準は、ファイザーの取締役会によ

る決定を維持し、将来の業績に照らして引き続き評価されるが、現在当社は、重要な予期せぬ事象が生じなければ、将来の年

次増配を維持することができると考えている。
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３【株価の推移】

(下段カッコ内は円)

 決算年月 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

最近5年間の事業年度別

最高・最低株価

最高
$26.09 $32.50 $33.12 $36.46 $37.39

(2,895) (3,606) (3,675) (4,046) (4,149)

最低
$20.75 $25.33 $27.51 $28.47 $28.25

(2,302) (2,811) (3,053) (3,159) (3,135)

 

 
月別

2016年

7月

2016年

8月

2016年

9月

2016年

10月

2016年

11月

2016年

12月

当該事業年度中最近6月

間の月別最高・最低株価

最高
$37.19 $37.39 $34.99 $34.00 $33.83 $33.30

(4,127) (4,149) (3,882) (3,773) (3,754) (3,695)

最低
$35.12 $34.61 $33.30 $31.61 $29.83 $30.51

(3,897) (3,840) (3,695) (3,507) (3,310) (3,385)
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４【役員の状況】

 

取締役

 

ファイザーの取締役会は、毎年株主によって選任され、株主に留保される事項を除き、当社の最終意思決定機関である。取

締役会は、CEO及び当社の事業活動を行う上級経営チームのメンバーを選出する。上級経営チームを選出した後、取締役会は、

上級経営陣に対する顧問及び相談役としての行為を行い、最終的にはその業績を監視する。現在取締役は12名であり、そのす

べての者（リード氏を除く。）が、ニューヨーク証券取引所上場基準及びファイザー取締役資格基準に基づく独立性要件を満

たしている。

 

下記の年齢は、最近開催された定時株主総会の開催日である2017年4月27日現在のものである。

男性　9名　　女性　3名（取締役のうち女性の比率　25％）

 

氏名(年齢) 主な職歴

デニス・A・オージェロ医学博士

(71歳)

主導的社外取締役。2006年より当社取締役。科学技術委員会委員。

主なスキル：医薬及び科学、医療及び薬剤、学術、ビジネス・リーダー

シップ及び運営

その他現在の取締役職：アルナイラム・ファーマシューティカルズ・イン

ク、セレス・セラピューティクス・インク

Center for Assessment and Continuous Health(CATCH)の理事。1996年か

ら2013年4月までマサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタルの名誉医長及び

医局長。ハーバード大学医学部臨床医学の教授。

2006年米国医師会会長。全米医学アカデミー会員、アメリカ芸術科学アカ

デミー特別会員。現在アルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク、

セレス・セラピューティクス・インク及びTARISバイオメディカルLLCの取締

役

主なスキル及び経験

医薬及び科学/医療及び薬剤/学術：オージェロ博士は、医師（腎臓病の認

定専門医）、科学者及び学術的医学において全米で著名な主導者であり、そ

の経験及び訓練で培った見識を基に、当社事業の科学的性質を理解し、当社

が重視する創薬機会の支援等を行っている。

ビジネス・リーダーシップ及び運営：オージェロ博士は、マサチューセッ

ツ・ジェネラル・ホスピタルにおいて、大規模な研究ポートフォリオ、並び

に広範囲にわたる研究・教育予算を監督したことにより、創薬及び開発に対

する批判的視点から疾病予防に寄与する潜在的経路の基本認識を示すことが

できる。マサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタルの医局長としての経験

が、リーダーシップ、監督及び財務においても取締役会で生かされている。
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ロナルド・E・ブレイロック

(57歳)

2017年より当社取締役。コーポレートガバナンス委員会及び科学技術委員

会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、リスク管理、財務及び

会計

その他現在の取締役職：CarMax, Inc. 、 Radio One, Inc. 及び W.R.

Berkley, Inc.

2006年以降、米国のミドルマーケットで産業及びビジネス・サービス会社

への投資に注力する未公開株式投資会社である、GenNx360 Capital Partners

の創立者兼マネージング・パートナー。GenNx360 Capital Partnersを創立す

る前は、ブレイロック氏は投資銀行業であるブレイロック＆カンパニーを設

立、運営していた。同氏はまたUBS、ペインウェバー・グループ及びシティ

コープにおいて上級管理職の地位にあった。

CarMax, Inc.、Radio One, Inc. 及び保険持株会社であるW.R. Berkley,

Inc.の取締役。営利目的の民間企業であるSyncreon U.S.の取締役。カーネ

ギーホール財団の理事。ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジ

ネスの監督理事会メンバー。非営利団体のPrep for Prep信託の理事。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/リスク管理：ブレイロック氏の未公開

株式及び投資銀行業の幅広い経験は、リーダシップ、財務的専門性及びリス

ク管理の専門性を取締役会にもたらす。さらに、他の公開会社の取締役推薦

及びコーポレート・ガバナンス委員会におけるブレイロック氏の職務によ

り、同氏はファイザーの取締役会及びコーポレート・ガバナンス委員会に価

値のある洞察力を提供できる。

財務及び会計：ブレイロック氏の豊富な財務的背景は、GenNx360 Capital

Partnersの創立者兼マネージング・パートナー及びブレイロック＆カンパ

ニーの創立者としてのものを含み、実質的な財務的専門性及び財務に関する

重要な問題に対する独特の視点を取締役会に提供する。
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W・ドン・コーンウェル(69歳) 1997年より当社取締役。当社の監査委員会、報酬委員会、法規制遵守委員

会及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、経営能力、リスク管

理、財務及び会計

その他現在の取締役職：アメリカン・インターナショナル・グループ・イ

ンク及びエイボン・プロダクツ・インク

1988年より同氏が退職した2009年8月までグラナイト・ブロードキャスティ

ング・コーポレーションの取締役会会長兼最高経営責任者、2009年12月まで

取締役会副会長。

現在アメリカン・インターナショナル・グループ・インク及びエイボン・

プロダクツ・インク取締役。Ednaマッコネル・クラーク財団理事。2002年か

ら2012年までウォレス財団理事。以前は10年以上CVSケアマーク（同社報酬委

員会委員長を務めた2年を含む。）の取締役であった。ニューヨーク市ビッグ

ブラザーズ／ビッグシスターズ理事。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/経営能力/リスク管理：コーンウェル

氏は、消費者重視のメディア企業の成長を促した企業家、投資銀行の執行役

員、並びに複数の消費者向け製品及びヘルスケア製品製造会社の取締役とし

て38年の職歴を有している。事業、リーダーシップ及び経営管理の貴重な経

験を得たことにより、重要な視点からファイザーが直面する問題に対応して

いる。コーンウェル氏は、買収及び事業拡大を通じ、消費者重視のメディア

企業グラナイトを設立しており、そうした経験を基に、戦略的方向性及び成

長について洞察し指導を行っている。

財務及び会計：また、グラナイト共同設立前のゴールドマン・サックスに

おける職務、並びにその他の会社における監査、財務及び投資委員会の職務

及びリーダーシップ等、コーンウェル氏の強力な財務経験によって得た財務

諸表、コーポレートファイナンス、会計及び資本市場への理解を含む、財務

に関する専門知識も取締役会に提供している。

ジョセフ・J・エチェバリア

(60歳)

2015年より当社取締役。当社の監査委員会、コーポレート・ガバナンス委

員会及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、海外事業、リスク管

理、財務及び会計、政府及び公共政策

その他現在の取締役職：バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ

レーション、Unum Group 及びゼロックス・コーポレーション

2011年から2014年に退職するまで、世界的な専門サービスを提供するデロ

イトLLPのCEOを務めた。デロイトでの36年間の勤続中、同氏は副マネージン

グ・パートナー、南東部監査担当マネージング・パートナー及び米国マネー

ジング・パートナー兼最高業務執行責任者を含む、様々なリーダーシップの

役割を果たした。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション、財政的保護給

付を提供するUnum Group 及びゼロックス・コーポレーションの取締役、大統

領輸出評議会評議員、大統領選挙管理委員会前委員、マイブラザーズ・キー

パー・アライアンスの名誉会長、マイアミ大学評議委員会メンバーである。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/国際ビジネス/リスク管理：エチェバ

リア氏のデロイトにおける36年間のキャリアは財務の専門能力、国際ビジネ

ス、リーダーシップ及びリスク管理のスキルを取締役会にもたらす。

財務及び会計：以前の重要な監査経験、会計問題の専門知識及び他の株式

公開会社の監査員会の役職を含むエチェバリア氏の財務の見識は、ファイ

ザー取締役会及び監査員会の資産である。

政府及び公共政策：ファイザーはまた、エチェバリア氏の大統領輸出評議

会での公的役割を含む幅広く多様性に富む同氏の経験からも恩恵を受ける。
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フランセス・D・ファーガソン博

士(72歳)

2009年より当社取締役。当社の法規制遵守委員会委員長、並びにコーポ

レート・ガバナンス委員会及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、学術、医療及び薬剤、

リスク管理

その他現在の取締役職：マテル・インク

役職、主たる職務及びビジネス経験

2006年よりバッサーカレッジの名誉会長及び1886年から2006年まで同大学

学長。14年間メイヨ・クリニック理事会理事を務め、最後の4年間は理事長、

2007年から2008年まではハーバード大学監督委員会委員長であった。

2005年から2009年までワイス取締役。現在マテル・インクの取締役。J・

ポール・ゲティ財団（執行委員会）及びSecond State Theatreの理事。John

and Mable Ringiling Museum of Art Foundation Inc. の理事会副理事長。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/学術：ファーガソン博士は、20年間

バッサーカレッジの学長を務め、強力な指導力を有している。そこで長期財

務計画を策定し、同大学の財務体質を強化した。同博士は、バッサーカレッ

ジ及び他の機関において、戦略計画プロジェクトを指揮した。

医療及び薬剤：メイヨ・クリニック（1998年から2002年は理事会会長）を

含む、非営利団体の理事会での職務によって得た医療に関する経験及び知識

により、多様な見地から取締役会に貢献している。

リスク管理：ファーガソン博士の法規制遵守委員会委員長としての職務を

通じ、医療のリスク管理関連分野について確かな理解と洞察力を有してい

る。

ヘレン・H・ホブズ医学博士

(64歳)

2011年より当社取締役。当社のコーポレート・ガバナンス委員会及び法規

制遵守委員会委員並びに科学技術委員会委員長。

主なスキル：学術、医薬及び科学、医療及び薬剤

その他現在の取締役職：なし

2002年よりハワード・ヒューズ医療研究所の治験責任医師、テキサス大学

サウスウェスタン医療センター内のマクダモット人類成長発達研究センター

教授（内科及び分子遺伝学）。

米国臨床試験学会及び米国医師協会の会員。2004年に全米医学アカデ

ミー、2006年にアメリカ芸術科学アカデミー、2007年に全米科学アカデミー

の会員に選出。米国心臓協会より臨床研究賞（2005年）及びDistinguished

Scientist Award（2007年）を受賞。2012年には、International Society of

Atherosclerosis賞の初めての受賞者。2015年、パール・マイスター・グリー

ンガード賞及び生命科学におけるブレークスルー賞の両方を受賞した。2016

年、パッサノ賞及びジル賞を受賞した。

主なスキル及び経験

学術/医薬及び科学/医療及び薬剤：ホブズ医学博士の経歴は、学術及び医

薬における多大な功績を反映している。同医学博士は、20年以上にわたり、

テキサス大学サウスウェスタン医療センターの教員を務め、ファイザーが多

額の投資を行い経験豊富な分野である、代謝性疾患及び心臓疾患において、

主導的立場にある遺伝学者である。ファイザーにとって、同医学博士が有す

る医療及び科学の経験、専門知識、功績及び認識は非常に有益なものであ

る。
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ジェームズ・M・キルツ(69歳) 2007年より当社取締役。当社の報酬委員会及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、国際ビジネス、医療及

び薬剤

その他現在の取締役職：Conyers Park Acquisition Corporation、メット

ライフ・インク、ニールセン・ホールディングスPLC 及びUnifi, Inc.

2006年よりプライベート・エクイティ投資顧問会社であるセンター

ビュー・キャピタルの創設パートナー。2005年から2006年までプロクター・

アンド・ギャンブル・カンパニー副会長。2001年から2005年までジレット・

カンパニー会長兼最高経営責任者、2003年から2005年まで同社社長。1998年

から買収が行われた2000年まで、ナビスコ・グループ・ホールディングス・

コーポレーション社長兼最高経営責任者。

ニールセン・ホールディングスPLC（ニールセン・ホールディングス）の非

執行取締役及び取締役会会長（2011年1月から2013年12月まで）及びニールセ

ン・カンパニーB.V.取締役会会長（2009年から2014年まで）。Conyers Park

Acquisition Corporation（センタービュー・キャピタルの特別目的合併会社

兼関連会社）の取締役会執行会長。メットライフ・インク及びUnifi, Inc.

（織物製造会社）の取締役、2015年３月までビッグハート・ペットブランズ

の会長。2014年4月までミードウェストベーコ・コーポレーションの取締役。

ノックス・カレッジの終身理事及びシカゴ大学の理事、ウェイル・コーネ

ル・メディシンの監督委員会委員及びシカゴ大学ビジネス・スクール

（Booth）のキルツセンターの創立者兼運営委員会共同委員長。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/国際ビジネス：キルツ氏は、ジレット

及びナビスコでのCEO職並びにプロクター・アンド・ギャンブルでの副会長職

により、コスト管理、価値創出及び資源配分に関する専門知識等、事業、

リーダーシップ及び経営管理において貴重な経験を有している。さらに、消

費者事業を理解したことで得た消費者を捉える洞察力及び革新の重要性への

認識は、双方ともファイザーの事業にとって重要な側面である。キルツ氏

は、当社を含む様々な報酬委員会での職務を通じ、執行役員の報酬及び関連

分野について深く理解している。

医療及び薬剤：保険会社であるメットライフ・インクの取締役職を通じ、

キルツ氏は医療について別の角度から意見を述べる。
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シャンタヌ・ナラヤン(53歳) 2013年より当社取締役。当社の報酬委員会、法規制遵守委員会及び科学技

術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、国際ビジネス、財務及

び会計、経営能力、技術、リスク管理

その他現在の取締役職：アドビ・システムズ・インコーポレーテッド

独創的なデジタルマーケテイング・ソフトウェアを製造するアドビ・シス

テムズ・インコーポレーテッドの社長兼最高経営責任者及び取締役（2017年2

月より会長）。2007年12月にCEOに任命される前は、ワールドワイド・プロダ

クツの社長兼最高業務責任者、執行副社長、ワールドワイド・プロダクト・

デベロップメントの上級副社長を含む、様々な主導的職務に就いた。2009年

から2013年10月までデル・インク取締役、2007年から2009年までMetavanteテ

クノロジーズ・インク取締役。現在、アドビ基金理事を務め、世界中の慈善

活動に資金提供を行っている。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/国際ビジネス/財務及び会計/経営能

力：ナラヤン氏は、アドビ・システムズの社長兼CEOとして、強い指導力及び

経営管理能力を取締役会にもたらし、ワールドワイド・プロダクツ・デベ

ロップメントでの役割によって得たグローバル事業における経験は貴重なも

のである。また、過去に他の株式公開会社の取締役を務めたことで、幅広い

視点から株式公開会社が直面する問題及び企業統治に関する事項に取り組ん

でいる。

技術/リスク管理：ナラヤン氏は、ファイザーにとって有益となる多様な経

験に加え、技術分野における優れた経歴及びリスク管理のスキルにより、

ファイザーの取締役会に貢献している。

スザンヌ・ノラ・ジョンソン

(59歳)

2007年より当社取締役。当社の監査委員会委員長並びに法規制遵守委員会

及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、リスク管理、国際ビジ

ネス、財務及び会計、医療及び薬剤

その他現在の取締役職：アメリカン・インターナショナル・グループ・イ

ンク、Intuitインク及びVISAインク

2007年よりゴールドサックス・グループ・インクの元副会長。ゴールドマ

ンサックスでの21年間の在職期間中、グローバル・マーケッツ・インスティ

チュート責任者、グローバル・リサーチ責任者、グローバル・ヘルスケア事

業責任者を含む、様々な主導的職務に就いた。

現在アメリカン・インターナショナル・グループ・インク、Intuitインク

及びVISAインクの取締役。ブルッキングス・インスティチューション評議会

副会長、ワシントンのカーネギー研究所理事会共同理事長及び南カリフォル

ニア大学評議会副会長。世界経済フォーラムの財務金融システムの未来に関

するグローバルアジェンダ評議会メンバー。

主なスキル及び経験

事業リーダーシップ及び運営/リスク管理/国際ビジネス：ノラ・ジョンソ

ン氏は、ゴールドマン・サックスでの様々な主導的職務を含む、法律及び投

資銀行業務での経歴を有しており、貴重な業務経験及び当社の事業における

法律、財務及び戦略的取引の役割に対し重要な識見を備えている。

財務及び会計：財務書類、コーポレートファイナンス、会計及び資本市場

に関する知識を含む、財務に関する専門知識も取締役会において役立ってい

る。

医療及び薬剤：医療における投資銀行業務、並びに科学研究（カーネギー

研究所）及び医療政策（RANDコーポレーション及びブルッキングス・インス

ティチューション）といった非営利団体との関わりによって得た幅広い医療

知識は、世論の試金石を提供し、多様かつグローバルな見解への理解を深め

るものである。
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イアン・C・リード(63歳) 当社取締役会会長兼最高経営責任者。2010年より当社取締役。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、国際ビジネス、医療及

び薬剤、財務及び会計、政府及び公共政策、経営能力、リスク管理

その他現在の取締役職：キンバリークラーク・コーポレーション

2011年12月よりファイザーの取締役会会長兼最高経営責任者。2010年12月

より社長兼最高経営責任者。2006年から2010年12月まで、上級副社長兼ワー

ルドワイド・バイオ医薬品事業のグループ社長。その役職において、同氏

は、プライマリー・ケア、スペシャリティ・ケア、オンコロジー、エスタブ

リッシュ製品及び新興市場の5つのグローバル事業部門を監督した。1978年に

業務監査役として入社。1995年まで、ファイザー・メキシコの最高財務責任

者及びファイザー・ブラジルの責任者を含む、中南米において様々な職位を

務めた。1996年、中南米及びカナダを担当するファイザーのインターナショ

ナル・ファーマシューティカルズ・グループの社長に任命。2000年、欧州の

執行副社長、2001年に常務執行役員、2002年、欧州に加えてカナダの責任者

に就任。その後、アフリカ／中東及び中南米の両地域の運営も担当。

現在キンバリークラーク・コーポレーション取締役。米国研究製薬工業協

会(PhRMA)、国際製薬団体連合会（IFPMA）及びニューヨーク・シティ・パー

トナーシップの理事も務める。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/国際ビジネス/医療及び薬剤/財務及び

会計/政府及び公共政策/経営能力/リスク管理：リード氏は、35年以上の事

業、運営及びリーダーシップにおける経験を有し、取締役会に貢献してい

る。バイオ医薬品業界全体（PhRMA及びIFPMAを含む。）及びとりわけファイ

ザーの全世界のバイオ医薬品事業に関する幅広い知識を備え、当社の戦略計

画及び運営について、当社の取締役会に批判的視点から意見を述べている。

また、経営陣の事業展望において、経営陣と取締役とを連携させる上で欠か

せない存在であり、同氏の知識及び指導力を合わせ、会長兼CEOとしての職務

を最大限果たしている。さらに、他社の取締役を務めた経験によって得た幅

広い視点で、株式公開会社に適用される問題について対応している。

スティーブン・W・サンガー

(71歳)

2009年より当社取締役。コーポレート・ガバナンス委員会委員長、並びに

監査委員会及び科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、経営能力、財務及び会

計、リスク管理

その他現在の取締役職：ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー

1995年から2008年に退職するまで、加工食品製造及び販売業者のジェネラ

ル・ミルズ・インク会長、1995年から2007年まで、同社の最高経営責任者で

あった。

アメリカ保存食品製造業者協会の元会長。2009年、ウッドロー・ウィルソ

ン公共サービス賞を受賞。ビジネス討論会財政政策委員会委員長及びカタリ

スト取締役。現在はウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー取締役（2016

年より会長）。1996年から2013年までターゲット・コーポレーション取締

役。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/経営能力/財務及び会計/リスク管理：

サンガー氏は、ジェネラル・ミルズにおいて12年以上の会長及びCEOを務め

た。また、ジェネラル・ミルズによるピルズベリーの買収を通じて世界最大

手の食品会社を設立した経験を含め、事業、リーダーシップ及び経営管理に

おける経験は貴重である。同氏は、ジェネラル・ミルズのCEOとして、販売

マーケティング体制を改善し、革新的なアイディアを生み出し、事業を効率

化させ、そういった同氏の専門性が現在ファイザーに利益をもたらしてい

る。さらに、製品がFDAの規制の対象となる会社を主導する経験が、規制を受

ける当社のコンシューマー・ヘルスケア事業の性質への見識につながってい

る。
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ジェームズ・C・スミス(57歳) 2014年より当社取締役。当社の報酬委員会委員長、並びに監査委員会及び

科学技術委員会委員。

主なスキル：ビジネス・リーダーシップ及び運営、財務及び会計、経営能

力、国際ビジネス

その他現在の取締役職：トムソン・ロイター・コーポレーション

2012年より、企業及び専門家向けインテリジェント・インフォメーション

提供業者であるトムソン・ロイター・コーポレーションの社長兼最高経営責

任者及び取締役。2011年9月から2011年12月までは同社の最高運営責任者、

2008年から2011年までトムソン・ロイター・プロフェッショナル部門の最高

経営責任者。トムソン・コーポレーション（以下「トムソン社」という。）

によるロイター・グループ・ピーエルシー（以下「ロイター社」という。）

の買収前は、トムソン社の最高運営責任者を、トムソン・ラーニング・アカ

デミック・アンド・レファレンス・グループの最高経営責任者を務めた。

世界経済フォーラムの国際ビジネス評議会、英米ビジネス協議会の国際諮

問委員会及び大西洋協議会メンバー。

主なスキル及び経験

ビジネス・リーダーシップ及び運営/財務及び会計/経営能力/国際ビジネ

ス：スミス氏は、トムソン・ロイター・コーポレーションにおいて社長兼CEO

を務め、同氏の指導力、財務能力及び経営管理能力は、当社にとって重要な

ものである。情報業界において優良な2社を合併及び統合したことで得たスミ

ス氏の組織活動に関する専門技術及び指導力は、最高運営責任者を務めた経

験から得た業務運営及び海外事業の専門知識と合わせ、ファイザーに有益を

もたらすものである。
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業務執行役員

 

現業務執行役員は以下のとおりである。

 

男性　9名　　女性　4名（業務執行役員のうち女性の比率　31％）

 

氏名(年齢) 主な職歴

イアン・C・リード(63歳) 2011年12月よりファイザーの取締役会会長兼最高経営責任者。2010年12月より社

長兼最高経営責任者。2006年から2010年12月まで上級副社長兼ワールドワイド医

薬品事業のグループ社長。その間、5つのグローバル事業ユニット（プライマ

リー・ケア、スペシャリティ・ケア、オンコロジー、エスタブリッシュ製品及び

新興市場）を統括した。1978年に業務監査役として入社。1995年まで、ファイ

ザー・メキシコの最高財務責任者及びファイザー・ブラジルの責任者等、中南米

において様々な職位を務めた。1996年、中南米及びカナダを担当するファイザー

の海外医薬品グループの社長に任命。2000年、欧州の執行副社長、2001年に常務

執行役員、2002年、欧州に加えてカナダの責任者となった。その後、アフリカ／

中東地域及び中南米の両地域の運営も担当。現在、キンバリークラーク・コーポ

レーション取締役。米国研究製薬工業協会(PhRMA)会長及びニューヨーク・シ

ティ・パートナーシップ理事。米中経済協議会のメンバー。2010年12月より当社

取締役。

アルバート・ブーラ(55歳) 2016年6月よりファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業のグループ社長、2016

年2月から2016年6月までグローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長、

2014年1月よりグローバル・ワクチン・オンコロジー・コンシューマーヘルスケ

ア事業のグループ社長。2010年12月から2013年12月までエスタブリッシュ製品部

門の社長兼統括マネージャー。2009年から2010年11月までファイザー・アニマル

ヘルス事業の欧州・アフリカ・アジアパシフィック地域担当社長。2005年から

2009年までファイザー・アニマルヘルスの欧州・アフリカ・中東地域担当社長。

フランク・A・ダメリオ(59歳) 2010年12月よりビジネス・オペレーション部門業務執行副社長兼最高財務責任

者。2007年9月から2010年12月まで上級副社長兼最高財務責任者。当社入社前、

2006年11月から2007年8月までインテグレーションの上級業務執行副社長及びア

ルカテル・ルーセントの最高総務責任者。アルカテル・ルーセントの合併以前

は、ルーセントの最高業務責任者であり、さらにその前はルーセントの最高財務

責任者であった。現在はゾエティス・インク取締役、フマナ・インク取締役及び

フマナの監査委員会委員長。ニュージャージー州インディペンデント・カレッ

ジ・ファンド理事。

マイケル・ドルステン(58歳) 2010年12月よりワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロップメント社長。

2010年5月から2010年12月まで上級副社長兼ワールドワイド・リサーチ・アン

ド・ディベロップメント社長。2009年10月から2010年5月まで上級副社長兼ファ

イザー・バイオセラピューテックス・リサーチ・アンド・ディベロップメント・

グループ社長。2008年6月から2009年10月はワイスの上級副社長及びワイス・リ

サーチ社長。2008年1月から2008年6月までオービメッド・アドバイザース・LLC

のプライベート・エクイティ担当パートナー。Karyopharm Therapeutics Inc.の

取締役。アップル・ツリー・パートナーズの翻訳諮問委員会委員長。

チャールズ・H・ヒル・三世

(61歳)

2010年12月よりワールドワイド・ヒューマンリソース担当業務執行副社長。2008

年から2010年12月までワールドワイド・バイオ医薬品事業部門のヒューマンリ

ソース担当上級副社長。2004年から2008年までワールドワイド・医薬品事業部門

のヒューマンリソース担当副社長。2012年7月から2013年6月までゾエティス・イ

ンク取締役。

レイディ・A・ジョンソン

(55歳)

2013年12月より業務執行副社長兼最高コンプライアンス・リスク責任者。2006年

10月より2013年12月まで上級副社長兼準法律顧問。
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ダグラス・M・ランクラー

(51歳)

2013年12月より業務執行副社長兼法律顧問。2014年1月から2014年2月まで秘書

役。2011年2月から2013年12月まで業務執行副社長、最高コンプライアンス・リ

スク責任者。2010年12月から2011年2月まで業務執行副社長、最高コンプライア

ンス責任者。2010年1月から2010年12月まで上級副社長兼最高コンプライアンス

責任者。2009年8月から2010年1月まで上級副社長、次席法律顧問兼最高コンプラ

イアンス責任者。2006年10月から2009年8月まで上級副社長、準法律顧問兼最高

コンプライアンス責任者。

フレダ・C・ルイスホール

(61歳)

2010年12月より業務執行副社長兼最高医療部門責任者。2009年5月から2010年12

月まで上級執行副社長兼最高医療部門責任者。2008年6月から2009年5月までベル

テックス・ファーマシューティカルズの最高医療部門責任者兼医薬品開発部門業

務執行副社長。2003年から2008年5月までブリストル・マイヤーズ　スクイブ・

カンパニーの医務部門米国医薬品担当上席副社長。現在はテネット・ヘルスケ

ア・コーポレーション取締役。

キルシュタン・ルンド・ユルゲ

ンセン(57歳)

2016年12月より業務執行副社長兼ファイザー・グローバル・サプライ社長。2015

年8月から2016年12月までイノベーティブ医薬品ポートフォリオ・マネジメント

及びコンシューマー・オペレーションズ担当副社長。2014年1月から2015年8月ま

でワクチン、腫瘍、コンシューマー製品ポートフォリオ・マネジメント及びコン

シューマー・オペレーションズ担当副社長。2012年12月から2013年12月までプラ

イマリーケア、エスタブリッシュ医薬品、腫瘍向け製品ポートフォリオ・マネジ

メント担当副社長。2009年10月から2012年11月までプライマリーケア及び腫瘍オ

ペレーティング・ユニット（欧州、シンガポール、カナダの製造施設）副社長。

2008年5月から2009年10月まで特許製品オペレーティング・ユニット（欧州、シ

ンガポールの製造施設）副社長。

アレクサンダー・R・マッケン

ジー(57歳)

2016年6月より業務執行副社長兼最高開発責任者。2016年3月から2016年6月まで

上級副社長兼最高開発責任者。2010年から2016年3月までグループ上級副社長兼

薬物療法研究開発部門長。2007年から2010年まで上級副社長兼ワールドワイド・

リサーチ部門長。マッケンジー博士はファイザーを代表してViiVヘルスケア・リ

ミテッドの取締役を務めている。

ローリー・J・オルソン

(53歳)

2012年7月よりストラテジー・ポートフォリオ・コマーシャル・オペレーション

担当業務執行副社長。2011年から2012年7月までストラテジー・アンド・ポート

フォリオ・マネジメント担当上級副社長。2008年から2010年までポートフォリ

オ・マネジメント・アンド・アナリスティクス担当上級副社長。1987年にマーケ

ティングリサーチ部門のアナリストとしてファイザーに入社以来、当社の米国及

び全世界両方における事業組織で責務の重要性が高まる様々なマーケティング業

務で主導的役割を担っている。

サリー・サスマン

(55歳)

2010年12月より経営企画部門(元経営方針、広報及びコミュニケーション担当)業

務執行副社長。2009年12月から2010年12月まで経営方針、広報及びコミュニケー

ション担当上級副社長。2008年2月から2009年12月まで上級副社長兼最高コミュ

ニケーション責任者。ファイザー入社前は、エステー・ローダー・カンパニーズ

で上級職に就き、2004年から2008年1月まで同社の業務執行副社長。現在はWPP・

plc取締役。

ジョン・D・ヤング

(52歳)

2016年6月よりファイザー・エッセンシャル・ヘルス部門グループ社長。2014年1

月から2016年6月までグローバル・エスタブリッシュ医薬品事業グループ社長。

2012年6月から2013年12月までファイザーのプライマリ・ケア部門社長兼統括マ

ネージャー。2009年から2012年6月までプライマリ・ケア事業部門の欧州及びカ

ナダ地域の社長。2007年から2009年まで英国担当責任者。
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非従業員取締役報酬

 

当社の非従業員取締役は、取締役会の任務に対して現金報酬及びファイザー株式ユニットから成る株式報酬を受領する。

リード氏は、取締役又は会長の役務に対する報酬は一切受け取っていない。

 

非従業員取締役報酬

 

2016年度、当社の非従業員取締役の報酬は、以下で構成されていた。

 

役職 現金報酬 ファイザー株式ユニット

取締役 $ 137,500 $ 187,500

各取締役会委員会委員長 $ 30,000  

主導的社外取締役 $ 50,000  

 

2016年4月、取締役会は、独立報酬コンサルタントと協議したコーポレート・ガバナンス委員会の勧告を受けて、非従業員

取締役へのファイザー株式ユニットの年間付与価値を162,500ドルから187,500ドルへ増額する非従業員取締役報酬プログラム

の修正を承認した。ファイザー・インク非従業員取締役非積立繰延報酬及びユニット報奨制度（以下「ユニット報奨制度」と

いう。）に基づき、2016年度、各取締役は、2016年定時株主総会後に継続して取締役を務めたことを条件とし、当該総会にお

ける選出後、187,500ドル（付与日現在）相当のファイザー株式ユニットを受領した。2017年度、各取締役は、2016年定時株主

総会後に継続して取締役を務めることを条件とし、当該総会における選出後、187,500ドル（付与日現在）相当のファイザー株

式ユニットを受領する。新規取締役も、取締役に初めて選出された時点で、同等の金額相当のファイザー株式ユニットを受領

する。2017年度は、ロナルドE.ブレイロック氏が、取締役選出後の付与日において、187,500ドル相当のファイザー株式ユニッ

トを受領した。

 

取締役の株式所有

 

非従業員取締役は、少なくとも年間現金報酬の5倍の価値を有するファイザー普通株式（現在、687,500ドル相当のファイ

ザー株式）の所有が求められている。この要件を満たすため、取締役の所有には、完全所有している株式に加え、取締役職に

対する報酬として取締役に付与されたユニット及び繰延制度又は類似の制度に基づき保有する株式又はユニットが含まれる。

取締役は、(a)取締役に最初に選出された日、又は(b)それより遅い場合は、保有が求められるファイザー株式の金額が増加し

た日から5年の間に、この所有要件を満たすことが求められる。当社は、ファイザー株式の担保差入又は当社株式のヘッジであ

るとみなされる活動への関与を禁止する方針を維持している。個人ローン又はその他の債務に対する担保として、ファイザー

株式を差し入れている取締役はいない。
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2016年度非従業員取締役の株式所有

 

以下は、保有株式（2016年12月30日現在のファイザー株式の終値を用いて決定されたドル建て株価）が、年間現金報酬の何

倍であるかを示す。

 

 
(1) エチェバリア氏は2015年6月に取締役会のメンバーとなり、ブレイロック氏は2017年2月に取締役会のメンバーとなっ

た。取締役は、(a)最初に選出された日、又は(b)（それより遅い場合は）保有が求められるファイザー株式の金額が増

加した日、から5年の間に、この株式所有の要件を満たすことを求められる。

 

繰延報酬

 

現金報酬　非従業員取締役は、ユニット報奨制度に基づき、自身の年間現金報酬の全額又は一部を、取締役を辞任するまで

繰り延べることができる。取締役の選択により、取締役の口座に保管される現金報酬は、ファイザー株式ユニットに貸記する

又は繰延報酬制度に基づき、ファイザーの従業員が利用可能な投資を行ったとみなすことができる。ファイザー株式ユニット

数は、繰延報酬額を、報酬を得た四半期の最終営業日におけるファイザー普通株式の終値で除すことにより算出される。報酬

がファイザー株式ユニットとして繰り延べられる場合、取締役勘定の株式ユニット数は、普通株式に対する配当金の価値に基

づく追加株式ユニットを貸記することにより増加する。取締役を辞任した場合、当該個人の口座に保管されている株式ユニッ

トに帰属する金額は、取締役の選択により、現金又はファイザー株式で支払われる。現金支払額は、当該口座のファイザー株

式ユニット数に、支払日直前の営業日における当社普通株式の終値を乗じて決定される。

 

株式報酬　前年の12月31日現在に株式所有要件を満たした取締役は、当該年に付与されたユニットの繰り延べる株式により

受領するかについて、毎年選択することが認められている。2017年に付与される全ユニットは、繰り延べられる予定である。

取締役勘定の繰延株式ユニット数は、普通株式に対する配当金の価値に基づく追加株式ユニットを貸記することにより増加す

る。繰り延べられたユニットは、取締役が辞任するまで支払われず、辞任時点又は辞任後、取締役が選択した現金若しくは

ファイザー株式による支払いが行われる。現金支払額は、当該口座のファイザー株式ユニット数に、支払日直前の営業日にお

ける当社普通株式の終値を乗じて決定される。
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マッチング・ギフト・プログラム

 

当社の非従業員取締役は、ファイザーの全ての従業員も利用可能なファイザーのマッチング・ギフト・プログラムに参加す

ることができる。このプログラムに基づき、ファイザー基金
(1)

は、適格非営利団体に対し、年間で最高15,000ドルのマッチン

グ拠出を行うが、宗教及びその他の形態の非営利団体、並びに必要とされる個人その他に対する拠出は、非適格でありマッチ

ング拠出は行われない。さらに、ファイザー基金は、ユナイテッドウェイ・キャンペーンに対し、年間で最高15,000ドルの

マッチング拠出を行う。非従業員取締役のファイザー基金によるマッチング拠出は、「2016年度取締役報酬表」に記載されて

いる。
 

   

(1) ファイザー基金はファイザーが設立した慈善団体である。明確な法的制限を受ける、ファイザーからは独立した法人である。

 

2016年度取締役報酬表

 

下表には、2016年度に非従業員取締役として勤務した非従業員取締役の2016年度報酬が示されている。

 

氏名

現金で得た又は

支払われた報酬

(ドル)

株式報奨
(1)

(ドル)

その他の全報酬
(2)

(ドル)
合計(ドル)

デニス・A・オージェロ 201,676 187,500 11,450
(2) 400,626

W・ドン・コーンウェル 151,676 187,500 15,000 354,176

ジョセフ・J・エチェバリア 137,500 187,500 - 325,000

フランセス・D・ファーガソン 167,500 187,500 14,925
(2) 369,925

ヘレン・H・ホブズ 153,324 187,500 3,840
(2) 344,664

ジェームズ・M・キルツ 151,676 187,500 15,000 354,176

シャンタヌ・ナラヤン 137,500 187,500 15,000 340,000

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 153,324 187,500 14,000
(2) 354,824

スティーブ・W・サンガー 167,500 187,500 30,000
(2) 385,000

ジェームズ・C・スミス 153,324 187,500 - 340,824

 
(1) 付与されたユニット数は、付与日における報奨額187,500ドルを、2016年4月28日におけるファイザーの普通株式の終

値32.91ドルで除すことにより決定された。2016年度末、現職の各非従業員取締役が保有していた株式ユニット（配

当同等物を含む。）の総数は、オージェロ博士が36,584個、コーンウェル氏が114,419個、エチェバリア氏が17,436

個、ファーガソン博士は49,777個、ホブズ博士が44,565個、キルツ氏が129,612個、ナラヤン氏が36,628個、ノラ・

ジョンソン氏が53,091個、サンガー氏が110,644個、スミス氏が28,159個であった。

(2) 本欄の金額は、当社のマッチング・ギフト・プログラムに基づく2016年度の慈善寄付金である。オージェロ博士、ホ

ブズ博士、ノラ・ジョンソン氏及びサンガー氏の金額は2015年度の寄付金に関して2016年度に行われたマッチング拠

出を反映する。ファーガソン氏お金額は2015年度及び2016年度の寄付金に関して2016年度に行われたマッチング拠出

を反映する。当社の取締役による一部の慈善寄付金は、当該プログラムの下ではマッチング拠出の対象とならず、し

たがって、上表の金額は、取締役によってなされた拠出全額を反映していない可能性がある。

 

株式所有状況

 

下表は、当社の各取締役及び2016年度報酬表に記載されている各指名業務執行役員が、2017年1月31日の営業終了時現在、

実質的に所有している当社普通株式数、並びに当社の現取締役及び業務執行役員全員が全体で実質的に所有している株式数を

示している。これらの個人による実質的所有数は、全体で当社の発行済普通株式の1％未満である。
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下表及び脚注では、様々な報酬及び給付制度に基づき、当社の取締役及び業務執行役員の勘定に貸記されているストックオ

プション、株主投資収益ユニット、株式ユニット、制限株式ユニット（以下「RSU」という。）及び業績連動型繰延株式報奨に

ついても記載されている。

 

 株式数又はユニット数
60日以内に行使

可能なオプション
実質所有者 普通株式 株式ユニット

デニス・A・オージェロ 2,362 (1) 36,584(2) -

アルバート・ブーラ 112,489 (3) 30,653(4) -

ロナルド・E・ブレイロック - - -

W・ドン・コーンウェル 1,759 (1) 114,419(2) -

フランク・A・ダメリオ 342,176 (3) 76,009(4) -

マイケル・ドルステン 50,820 (3) 191,189(4) -

ジョセフ・J・エチェバリア -  17,436(2) -

フランセス・D・ファーガソン -  49,777(2) -

ジェノ・J・ゲルマーノ
＊ 115,712 (1)(3) 35,546(4) -

ヘレン・H・ホブズ -  44,565(2) -

ジェームズ・M・キルツ 2,259 (1) 129,612(2) -

シャンタヌ・ナラヤン -  36,628(2) -

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 10,000  53,091(2) -

イアン・C・リード 645,370 (3)(5) 317,117(4) -

スティーブ・W・サンガー 85 (1) 110,644(2) -

ジェームズ・C・スミス 2,000  28,159(2) -

ジョン・D・ヤング 92,434 (3) 78,559(4) -

全取締役及び業務執行役員全体(24人) 1,935,231 1,624,967 -

 
＊ 2016年2月8日付で、ゲルマーノ氏は、グローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長担当執行役

員の職を辞した。

(1) これらの株式には、家族名義の以下の株式数が含まれている。オージェロ博士が2,362株、コーンウェ

ル氏が300株、ゲルマーノ氏が1,961株、キルツ氏が2,259株、サンガー氏が85株である。オージェロ博

士、コーンウェル氏、ゲルマーノ氏及びキルツ氏は、当該株式の実質所有権を放棄している。

(2) これらのユニット（それぞれがファイザー普通株式１株と同等である。）は、当社の取締役報酬プログ

ラムに基づくものである（上述の「非従業員取締役報酬」を参照のこと。）。

(3) 当該数字には、ファイザー貯蓄制度に基づき貸記された株式及び／又はファイザーの株式報奨プログラ

ムに基づき過去に権利確定された繰延株式が含まれている。これらのプランは以下で説明する。また、

ヤング氏については、ファイザー株式所有制度における1,373株も含まれている。
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(4) ダメリオ氏、リード氏、ヤング氏、ブーラ博士及びドルステン博士の場合、ファイザー・インク貯蓄補

助制度（以下「PSSP」という。）及びファイザー・インク繰延報酬制度（以下「DCP」という。）に基

づき保有されており、役員辞任後に現金で支払われるユニット（ファイザーの普通株式１株と同等であ

る。）が含まれている。ゲルマーノ氏については、ワイス従業員貯蓄補助制度に基づき保有する4,572

個が含まれている。PSSP及びDCPについては、以下で説明する。また、2017年1月31日現在、以下のRSU

（ファイザーの普通株式１株と同等である。）も含まれている。ブーラ博士の12,905個、ダメリオ氏の

36,566個、ドルステン博士の31,833個、ゲルマーノ氏の30,974個、リード氏の110,127個、ヤング氏の

30,974個である。これらのユニットは、2017年1月31日現在権利未確定であったが、リード氏、ブーラ

氏及びゲルマーノ氏については、それぞれの年齢及びファイザーでの勤務年数を考慮し、付与され1年

間保有されたユニットは、権利確定スケジュールに従い、退職まで引き続き権利確定される。本欄に

は、2017年1月31日現在の以下の株主投資収益ユニットの形態による株式評価益受益権は含まれていな

い。ブーラ博士の748,721個（このうち42,476個が2017年2月23日に決済）、ダメリオ氏の1,847,616個

（このうち218,447個は2017年2月23日に決済）、ドルステン博士の1,785,093個（このうち218,447個は

2017年2月23日に決済）、ゲルマーノ氏の1,294,701個（このうち169,903個は2017年2月23日に決済）、

リード氏の6,483,138個（このうち788,835個は、2017年2月23日に決済）、ヤング氏の1,197,420個（こ

のうち51,578個は2017年2月23日に決済）である。RSU、PSA及びTSRUの権利確定、並びに2017年2月32日

に決済された株主投資収益ユニットの決済価格については、下記「報酬表―2016年度期末現在の未行使

株式報奨」及び「雇用終了時の見積給付金」を参照のこと。PSAに関する情報は上記の表に含まれてい

ない。

(5) グランター・トラストに保有する410,762株を含む。

 

証券取引法第16条(a)の実質的所有権報告義務の遵守

 

1934年米国証券取引法第16条(a)は、当社の取締役及び一部の執行役員に対し、ファイザー株式の所有状況及び取引に関す

る報告書をSEC及びNYSEに提出するよう求めている。当社の記録及びその他の情報に基づき、当社は、2016年度に証券取引法第

16条(a)の対象であった当社の取締役及び役員は、以下を除き、適用されるすべての報告要件を満たしたと考えている。2016年

6月、業務執行副社長であるアレクサンダー・R.マッケンジー氏は、とりわけ、直接所有する株式数について報告したForm 3の

報告を適時に提出した。当社による不注意な管理上の誤りのため、同Form 3 に記載の直接所有株式数（152,244）が正しくな

かった。誤りの通知を受け、マッケンジー氏は正しい株式数（161,099）を報告するForm 3の訂正を2016年10月に提出した。

 

 

業務執行役員報酬

 

報酬に関する説明及び分析

 

本「報酬に関する説明及び分析（CD&A）」の項は、2016年度におけるファイザーの業務執行役員報酬プログラム及び2017年

度プログラムの一部の構成要素を記述している。当社は、本プログラムを利用し、当社の事業を主導する業務執行役員を引き

付け、意欲を促進し、保持している。とりわけ、本CD&Aは、取締役会の報酬委員会（「委員会」）が、CD&Aで特定される指名

業務執行役員を含む、当社の業務執行役員に対する2016年度の報酬がどのように決定されたかを説明している。

 

・ イアン・リード（会長兼最高経営責任者）

・ フランク・A・ダメリオ（ビジネス・オペレーション部門業務執行副社長兼最高財務責任者（CFO））

・
アルバート・ブーラ博士

＊
（ファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業グループ社長）

・ マイケル・ドルステン博士（ワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロップメント社長）

・ ジョン・D・ヤング（ファイザー・エッセンシャル・ヘルス事業グループ社長）

・
ジェノ・J・ゲルマーノ

＊＊
（2016年2月8日まで、グローバル・イノベーティブ医薬品事業前グループ社

長）
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＊ 2016年2月8日より、ワクチン・オンコロジー及びコンシューマー・ヘルスケア事業グループ社長であったブーラ博士

は、グローバル・イノベーティブ医薬品（GIP）事業グループ社長にも就任した。GIP事業はその後ファイザー・イノ

ベーティブヘルスを設立するために統合された。

＊＊ 2016年2月8日付で、当社はゲルマーノ氏がファイザーを退職することを発表した。ゲルマーノ氏はこの発表をもって、

GIP事業部門社長の職を含む執行役員の職を辞した。

 

価値構築のための当社の戦略的重要事項

 

 

業績要約

 

2016年度は好調な財務実績、積極的な戦略的事業開発活動、製品アクセスの拡大及びパイプラインの進展という目覚ましい

年であった。

 

財務ハイライト及び成長を加速し当社のリーダー的地位を拡大する戦略的買収

 

・ ファイザーは2016年度に好調な財務実績を記録し、営業収益は11％増加した（外国為替の影響を除く。）。
(1)

 ○ ファイザー・イノベーティブ・ヘルス及びファイザー・エッセンシャル・ヘルスの営業収益は、2016年

度にそれぞれ対前年比で11％の増加を記録した。
(2)

・ アナコール・ファーマシューティカルの買収を通じて軽症から中等症アトピー性皮膚炎の治療薬である

Eucrisaを追加した。

・ アストラゼネカの低分子の抗感染薬事業の買収を通じて抗感染薬ポートフォリオを強化した。

・ メディベーション・インクの買収及び同社の主力製品であるイクスタンジ（前立腺がん患者の重要な薬）を

通じて癌治療における当社のリーダーシップを加速した。
 

   

(1) 当社の2016年度の収益については、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「収益 - 概要」を参照のこと。

(2) 当社の営業セグメント別収益の詳細については、本書「第3　事業の状況、1　業績等の概要」の「事業セグメント情報の

分析」を参照のこと。

 

製品アクセスの拡大

 

・ プレベナー13（100万分の250）をGaviワクチンアライアンスに提供し、Gavi45か国において幼児の保護に役

立った。

・ プレベナー13を人道的緊急事態向けに低価格で利用可能とするために当社のアクセス・プログラムを拡大

し、また難民支援団体に売上金を寄付した。

・ 避妊注射剤であるサヤナ・プレスが、3か国において自己注射が、また途上国5か国において新規登録が承認

された。
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パイプラインの進展

 

2017年1月31日現在、当社には臨床開発にある合計96のプログラムがあった。これには41の開発最終段階又は登録を含む。

当社は引き続き厳しいマクロ経済環境の中にあり、製品の独占権喪失（LOE）のマイナスの影響を補っているが、当社の株主に

価値を生み出し、戦略的重要事項全体で著しいマイルストーンを達成した。

 

 

以下に追加の重要なマイルストーンの達成を挙げる。

 

・ 以下を含む、6件の規制当局への提出を達成：

 ○ 米国及びEUにおる急性リンパ芽球性白血病の治療のためのイノツズマブ

 ○ 米国及びEUにおけるメルケル細胞肺がんの治療のためのアベルマブ

・ 新ターゲット及び治療法の組わせの可能性を特定することにより、免疫がん療法の研究を加速するために

IBMワトソンと協働

・ スパーク・セラピューティックスとのパートナーシップでB型血友病遺伝子治療の当社の研究についてFDAか

らブレークスルー指定を受ける。

・ 米国においてインフレクトラの承認及び発売

・ 軽症から中等症アトピー性皮膚炎の治療薬であるEucrisa（しばしば、eczemaと呼ばれる。）が米国のFDAに

より最近承認された。

 
 

株主への還元

 

 

2016年度中、当社の戦略的目標への前進、独占権の喪失（LOE）の管理、新興市場での営業収益の継続的成長、好調な業績

及び効率的な経営は、以下の株主への還元をもたらした。

 
・ 四半期配当の支払いを1株につき0.28ドルから0.30ドルへと2015年度と比較して約7％増加。

・ 当社の1年、3年及び5年のTSRはそれぞれ4.5％、17.8％及び79.1％であり、2016年12月31日終了年度のDRG

インデックスを上回った。

・ 2016年度の配当（73億ドル）及び株式買戻し（50億ドル）を通じて、株主へ123億ドルの還元。

・ 株価は2016年12月31日現在の終値32.48ドルと2015年12月31日現在の終値32.28ドルから上昇。
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ファイザーの業績に対する報酬の基本理念

 

委員会は、ファイザーの業務執行役員報酬プログラムは、業績を牽引し、株主価値を高めると確信している。

 

当社の業務執行役員の業績に対する報酬原則は以下のとおりである。

・ 相対的な時価総額及び複雑性を考慮し、当社の医薬品同業他社及び一般業界比較グループの概ね中央値に、

直接報酬総額及び各報酬構成要素を位置づける。

・ 年次インセンティブ報奨を年間の経営目標、財務目標及び戦略的目標に一致させる。

・ 長期株式インセンティブ報奨を通じて、絶対的及び相対的株主総利回りに基づく価値を提供する。

 

ファイザーの業績に対する報酬の基本理念に沿い、業務執行役員報酬プログラムは、報酬と業績の関連性を強化するよう設

計された。当社は、当社の指名業務執行役員の報酬の大部分を業績基準報奨の形で供与する。目標報酬総額のかなりの割合が

短期及び長期のインセンティブ報奨を通じて「可変」である。これらの報奨は実際の業績に関連づけられ、かなりの割合の業

績基準の株式報奨を含む。

 

2016年度指名業務執行役員（NEO）の報酬の構成

 

当社のプログラムは3つの主要な要素で構成される：給与、年次インセンティブ報奨及び長期インセンティブ報奨。

 

以下のグラフは、現職の指名業務執行役員に対する年度末の給与並びに目標年次インセンティブ報奨及び目標長期インセン

ティブ報奨を示す。

 

 

2016年度指名業務執行役員の直接報酬総額（以下「TDC」という。）

 

TDCは基本給与、業績年度に稼得した年次賞与及び業績年度に帰する長期インセンティブの付与の合計である。この「業績

年度」のアプローチが委員会が比較対象同業他社対するTDCの競争力を決定し、年次報酬及び業績の一致を評価するのに使用さ

れる。しかし、業績年度のTDCは、要約報酬表（以下「SCT」という。）の対応する報告額とは異なり、業績年度の計算におい

て平準化されるGAAPに基づく発生時期を反映する。
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業績年度のTDC　対　要約報酬表

 

以下の表は業績年度TDC対要約報酬表での報酬の差異を明確にする。

 

  

報酬

 業績年度TDC

（報酬委員会のアプローチ）

  

要約報酬表

 給与  年度末基本給与  当年度中に稼得した給与

 年次インセンティブ報奨（賞与）  業績年度に対して支払われる年

次インセンティブ報奨、翌年3月

に支払われる。

 業績年度に対する年次インセン

ティブ報奨、翌年3月に支払われ

る

 長期インセンティブ報奨  業績年度基準で行われる長期イ

ンセンティブ（LTI）（TSRU及び

PSA）報奨の付与価値、翌年2月

に付与される。

 TSRU及びPSAの会計原則に基づき

年度中に支払われる長期インセ

ンティブ（LTI）報奨付与価値、

TSRU並びに2015年度及び2016年

度のPSA付与の3分の1の価値を含

む。

 

2016年度CEO報酬の概要

 

以下のグラフは、リード氏の2015及び2016業績年度のTDC並びにSCTに反映されている金額の3構成要素を示す。このグラフ

はSCTに代わるものではない。

 

2016業績年度。TDC（18.9百万ドル）は、2015年度の業績年度TDC（19.2百万ドル）対比年率1.6％の減少である。これは年

次インセンティブ報奨の減少を反映する。

 

2016年度のSCT。総額（16.5百万ドル）は、TSRU並びに各2015及び2016年度のPSA付与の3分の1から成るLTI報奨の価値を含

む。なぜなら、会計原則は、3つの独立に設定された年次目標を利用する結果、報奨の3分の1が3業績年度の各年に含まれるこ

とを定めるからである。加えて、SCTは業績年度を基準にするのでなく、年度中に行われた付与を含む。したがって、会計基準

に基づくSCTの株式報奨（10.6百万ドル）は、13.0百万ドルと以下に示される2016業績年度のTDCと異なる。

 

 
(1) 本グラフに記されるSCTのTDCは、TDCアプローチに基づき考慮する類似要素を比較するために、年金価値の増減及びその

他の全報酬を含まない。

(2) 会計原則に従い、PSAは1年目標（毎年設定される。）を3回使用するため、１年につき3分の1計上される。従って、2016

年度のSCT金額はTSRU並びに2015及び2016年度PSA価値の3分の1を含み、年次目標が設定される場合、FASB ASCトピック

718号に従い計算される。
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LTI会計原則の影響。仮に会計原則がPSA付与の3分の1が3業績年度の各年に開示される旨を定めなかった場合、リード氏の

SCTによるTDCは2015年度に比較して約6.2％増加したであろう。業績年度通年の2016年度SCTによるTDCは、19.150百万ドル（給

与（1.905百万ドル）、2017年度に支払われた賞与（4.000百万ドル）及び2016年度LTI（13.245百万ドル））となったはずであ

る。これは2015年度SCT　DTC（18.037百万ドル。給与（1.859百万ドル）、2016年度に支払われた賞与（4.300万ドル）及び

2015年度LTI（11.878百万ドル）から成る。）から対前年比6.2％の増加となる。

 

以下のグラフは、リード氏の2015及び2016年度のSCTによるTDC（LTI報奨全額を含む。）の構成要素を示す（四捨五入）。

 

 
(1) 2015年度業績報奨（全額）は11.878百万ドル（5年から7年のTSRU（5.843百万ドル）及びPSA（6.035百万ドル））。

(2) 2016年度業績報奨（全額）は13.245百万ドル（5年から7年のTSRU（6.628百万ドル）及びPSA（6.617百万ドル））。

 

指名業務執行役員2016業績年度TDC及び要約報酬表

 

指名業務執行役員の報酬の決定は、当該役員の当社の全体的な業績への貢献及び彼らのそれぞれの事業又は職務の貢献を反

映する。以下の表は、現職の指名業務執行役員について2016業績年度のTDC対2016年度SCT TDCを示すが、SCTに代わることを意

図するものではない。

 

氏名
(3)

年度

年度末給与

(A)($)

業績年度報酬  要約報酬表
(1)

年次インセンティ

ブ報奨

(2017年度支払)

(B)($)

株式報奨
(2)

(2017年2月付与)

(C)($)

直接報酬総額

(D=A+B+C)($)  

直接報酬総額

(給与+株式以外

報奨（賞与）+会

計ベースの株式

報奨価値)

(E)($)

合計

(直接報酬総額

(E)+年金価値の

変動+全てのその

他報酬)

(F)($)

I・リード 2016 1,917,000 4,000,000 13,000,000 18,917,000  16,518,254 17,321,470

F・ダメリオ 2016 1,332,000 1,740,000 3,600,000 6,672,000  6,044,053 7,694,353

A・ブーラ 2016 1,140,000 1,788,000 3,600,000 6,528,000  5,678,000 8,870,445

M・ドルステン 2016 1,245,000 1,740,000 3,600,000 6,585,000  5,957,553 8,227,973

J・ヤング 2016 1,140,000 1,788,000 3,600,000 6,528,000  5,898,053 7,395,741

 
(1) SCT TDC（E列）は給与、株式以外のインセンティブ報酬及び会計原則に基づき評価された株式報奨（TSRU並びに2015年度及

び2016年度PSAの３分の1の価値を反映）を含む。「合計」（F列）は直接報酬総額（E列）及び年金の増加分及びSCTに含ま

れる全てのその他報酬を含み、従ってD列に示される2016業績年度TDCの金額とは異なる。

(2) 「株式報奨」（C列）の金額は2017年度長期インセンティブ付与価値の全体を表し、これはTSRU及びPSA付与価値の全額を含

む。

(3) 2016年2月8日より、ゲルマーノ氏はELTのメンバー及びグローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長を退任した。

従って、同氏の報酬データはこの補足表には報告されていない。
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前指名業務執行役員の退職

 

ゲーノ・J.ゲルマーノ

 

2016年2月8日付で、ファイザーは事業セグメントの組織変更及びゲルマーノ氏がファイザーを退職することを発表した。同

氏が2016年5月31日に退職するのに関連し、エグゼクティブ退職プラン（詳細については、下記の「エグゼクティブ退職プラ

ン」を参照のこと）の条件並びにゲルマーノ氏が参加していたその他プラン及びプログラムの離職条項に基づき、以下の報酬

及び金銭的利益を受け取った。

・　エグゼクティブ退職プランに基づく現金による退職金（4,375,260ドル）。この金額は同氏の年次基本給与に2016年度

目標賞与を加えた合計にプランに定める係数を掛ける退職計算式を用いて決定された。この支払は、エグゼクティブ

退職プランの条項に従い、2016年12月1日頃に行われた。

・　現金（486,109ドル）の支払。これは2016年度の業績目標による年次インセンティブ報奨の比例按分である。この支払

は、2017年3月15日頃に行われた。

 

発行済の株式報奨は、付与の条項に従い処理された。

 

年金及び退職者医療制度を含む、提供された利益はプラン及びプログラムの条項に従ったもので、ゲルマーノ氏の退職に関

連して特別の取扱は提供されなかった。

 

報酬慣行

 

報酬リスクの査定

 

ファイザーは報酬プログラム、株主へのアウトリーチ及び関連する分野において優れた慣行を継続して実施、維持してい

る。当社は毎年、当社の報酬プログラム、方針及び慣行に関するリスクの可能性について包括的な査定を実施する。

 

業務執行役員報酬プログラム：査定は毎年、委員会の独立アドバイザーであるFW・クック・アンド・カンパニーにより実施

される。査定は、(1)現金対株式、短期測定対長期測定及び財務目標対非財務目標の報酬関連のリスクを低減するための当社プ

ログラム構造に適切なバランスがあること、及び(2)報酬関連のリスク（クローバック、株式所有ガイドライン、株式管理規則

並びにインサイダー取引及びヘッジ禁止など）を軽減する最良慣行方針に重点を置く。

 

グローバル報酬プログラム：当社の世界中の報酬プログラムの査定プロセスは社外のカウンセルともに設計され、毎年経営

陣により実施され、委員会の独立アドバイザーが見直しを行う。この査定にはグローバル・インセンティブ・プラン及びコ

ミッション・プランの評価を含み、プラン指標、プラン参加率、クローバック/回収条項、及びその他リスク軽減要因並びに最

大支払の見込みを考慮する。
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優れた報酬慣行

 

当社は以下を行う。

 

✓ リスク軽減。当社の業務執行役員報酬プログラムには、業務執行役員の株式所有及び保有義務並びに一定の状

況下で業務執行役員に支払われた報酬を回収する当社の能力を含む、リスクを軽減する多数の制御を含む。

✓ 報酬の回収。法律により認められる範囲で、当社は業務執行役員及び一部他の役員に様々な状況において支払

われた現金又は株式ベースの報酬を回収できる。これには報酬がその後の修正再表示の対象となる特定の財務

業績の達成に基づく場合を含む。

✓ 株式所有要件。当社は業務執行役員及び取締役に株式所有要件を求める。当社は株式を売却したとき必要な水

準を下回ることになる場合、業務執行役員及び取締役に株式の売却（源泉税の義務を満たす場合を除く。）を

禁止する。

✓ 最小権利確定。当社の毎年の株式報奨は一般的に最低3年間の確定期間を規定する。但し、一定の雇用終了又

は特定の国における付与に関係する限定的な状況を除く。

✓ 活発な投資家のアウトリーチ。当社は活発な投資家向けアウトリーチ・プログラムを維持している。これによ

り当社は報酬プログラムに関する継続的フィードバック並びに当社がかかるプログラムを開示する方法の入手

が可能となる。

✓ 独立報酬コンサルタント。委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会は、当社又はその経営陣とその他のつ

ながりを持たず、厳しい選任基準を満たす独立報酬コンサルタントを雇用している。

 

当社は以下を行わない。

 

x ヘッジ又は担保に差し入れない。当社は業務執行役員及び取締役に、当社株式に関して担保差し入れ、ヘッジ

ング又は何らかのデリバティブ取引に従事することを禁止する。

x 「グロスアップ」しない。当社は業務執行役員に供与する手当（特典）又はその他給付のために税の「グロス

アップ」をしない。但し、米国を本拠地とする従業員についての転勤方針に従った一定の転勤費用を除く。

x 価格の見直しをしない。当社の株式インセンティブ制度は株主の承認なしに株式報奨の価格の見直し又は交換

を禁止する。

x 雇用契約なし。当社の業務執行役員は当社との雇用契約を締結していない。

 

2016年度の業務執行役員報酬に関する勧告的投票及び株主へのアウトリーチ・プログラム

 

従来からの勧告的投票

 

過去5年間を通じて、ファイザーの業務執行役員報酬プログラムは、株主より強力な支持を受けた。ファイザーの業務執行

役員報酬プログラムは、2016年及び2015年定時株主総会において、それぞれ94.4％及び94.2％の投票により承認された。当社

の報酬委員会及び取締役会のその他のメンバーは、当社の業務執行役員報酬プログラムに対する株主からの一貫した高い支持

は、確実に報酬と業績とが強い関連性を有するように当社が取り組んだ結果であると確信している。当社はまた、当社の株主

の投票は、当社の報酬の基本理念及び目標、市場の最良慣行及び株主利益に重点を置くこと対する支持を反映すると考える。

 

活発な2016年度の株主アウトリーチ・プログラム

2016年度、当社は、価値のある意見（報酬委員会及び取締役会と共有する。）を求めて引き続き活発に投資家へ

の長年続くアウトリーチ・プログラムを行った。2016年度中、当社は発行済株式総数のほぼ30％を代表する、30

を超えるグローバルな機関投資家と協働した。当社の業務執行役員報酬プログラム及び報酬と業績の関連性に関

する意見は、概ね肯定的であった。株主は、当社の報酬プログラムに対して支持を表明し、プログラムの策定及

び開示に関する重要な意見を述べた。

委員会及び取締役会は、当社の報酬プログラムを評価する際は、当社の株主の洞察を評価し、株主の意見、新た

に発生しているビジネス需要及び業務執行役員に対する報酬と業績の一層の関連性を検討する。委員会は、委任

勧誘状の開示の向上（特にGPP（賞与）目標設定へ対処する。）及びPSAプログラム設計及び追加詳細の根拠な

ど、多数の対応策をとった。
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2016年度における業務執行役員報酬プログラムの変更

 

毎年、委員会の独立報酬コンサルタントは、委員会に、業務執行役員報酬の傾向及び最良慣行の再検討、併せて当社の短期

及び長期の業務執行役員報酬プログラムに影響を与える可能性のある関連規制の更新を提供する。委員会は業務執行役員報酬

の決定及び報酬と業績の関連性を有効にするためにこの情報を利用する。

 

この毎年の再検討に基づき、かつ変化する事業ニーズ及び市場の最良慣行に応えて、委員会は業務執行役員報酬プログラム

を改良するために対応策を取った。当社は2016年度中に以下のとおりいくつかの変更を導入した

 

問題 措置 根拠

医薬品業界同業他社グルー

プ及び一般産業比較グルー

プの修正

業績及び基準報酬を測定するために使

用する、医薬品同業他社及び一般産業

比較グループの構成の変更を承認し

た。

・Gilead Sciencesを医薬品同業他社

に加えた。

・一般産業比較グループのダウケミカ

ル、デュポン及びヒューレット・

パッカードを3M、ロッキード・マー

チン及びマイクロソフトに置き換え

た。

医薬品同業他社を当社が競合する会社

とより密接に合致させるようにする。

会社再編活動のため数社を除去した。

長期インセンティブ報奨 2016年11月1日から権利確定したTSRU

が行使可能となるように年次付与が修

正された。この機能は退職に適格な受

給者に適用される（10年以上勤続かつ

55歳以上）。

行使時にTSRUは利益ユニット（PTU）

に変換される。PTUはもともとの決済

日付でファイザーの普通株式で決済さ

れる。

PTUはもともとのTSRU付与の全ての条

項（失効規定も含む。）に従う。

行使可能性条項は将来のTSRU付与にも

適用される。

退職の計画を提供すると共に、もとも

との5年若しくは7年間について株主の

一致を維持する。
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2016年度業務執行役員報酬プログラムの要約

 

構成要素/種類  業績評価基準  条件  目標

給与（現金）  定額現金報酬、毎年見直し必
要であれば修正をする。

 日々の職務遂行に対する定額報
酬は市場データ、職務範囲、責
任及び経験に基づき設定され
る。一般的に、市場水準、業績
及び社内の公平性を含む多くの
要因に基づき昇給の可能性を毎
年見直す。

 能力の高い業務執行役員
を引き付け、維持するの
に役立つ、競争力のある
水準の定額報酬を提供す
る。

年次短期インセン
ティブ/グローバ
ル・パフォーマン
ス・プラン(GPP)
（現金）

 当社、事業/営業ユニット及
び個人の業績

制度はファイザーの実績に基
づき積立てを行い、以下の項
目で加重される。

- 40% 収益

- 40% 調整後希薄化後EPS、

及び

- 20% 営業活動によるキャッ

シュフロー

 ファイザーの短期財務目標に対
する業績に基づき資金プール総
額が積立てられる。個人の報奨
は、業績年度について測定され
た事業/営業ユニット及び個人の
業績に基づく。

 3つの経営基準に対する当
社の業績に関連する短期
のインセンティブを提供
し、個人の報奨を財務及
び/又は戦略目標の達成に
基づく当社、事業/営業ユ
ニット及び個人の業績に
関連づける。

長期インセンティ
ブ報酬

(業績基準株式
100％)

 

5年及び7年の株主
投資収益ユニット
(TSRU)

 

それぞれ年間付与
価額合計の25％
（合計50％）

 絶対的TSR  5年及び7年のTSRUは、通常付与
日から3年後に権利確定し、それ
ぞれ付与日から5年後又は7年後
に決済される。

各TSRUについて稼得される価値
は、決済価格（決済日までの20
日間のファイザー普通株式の平
均終値）と付与価格（付与日に
おけるファイザー普通株式の終
値）との差額に、有効期間にわ
たり累積した配当同等物の価格
を加えたものに等しい。当該価
格を決済価格で除すことによ
り、株式に転換される。TSRがマ
イナスの場合、稼得される価値
はない。

 報奨が絶対的TSRに関連づ
けられるので、株主と直
接の一致を提供。

業績株式報奨(PSA)

 

年間付与価額合計
の50％

 
営業利益

＊
及び相対的TSR

PSAは付与が行われた年の1月1日
から3年の業績達成期間を持ち、
通常付与日から3年後の応答日に
業績に基づき権利確定する。

2014年度より後に付与されたPSA
は、3回の1年間の営業利益＊目
標（毎年設定される。）及びDRG

Index と比較した3年間の相対的

TSRの組合せに対する当社の業績
に基づき支払われる。

配当同等物は、業績期間末の報
奨（もしあれば）に基づき実際
に稼得した株式数に適用され
る。

稼得されたPSA及び配当同等物
は、ファイザー普通株式により
支払われる。

 報酬を経営目標及び3年間
の業績達成期間中の相対
的TSRに合わせることによ
り、株主の利益に一致さ
せる。
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＊ PSA業績基準としての営業利益は、ファイザーの非GAAP調整後営業利益（見積外国為替レートで表示）に基づき、さらにそ

の他予算外項目又は経常外項目を除外して調整されている。

 

構成要素/種類    条件  目的

退職金  年金制度  勤務年数及びIRCによる制限額を上限とした平
均所得額に基づき、適格加入者に対して退職
年金を提供する。（本制度は2011年1月1日以
降新規加入者の受入れを中止し、2017年12月
31日まで停止している。）

 勤続年数及び報酬に基づき、
退職年金を提供する。

  年金補助制度  上記の適格年金と同様の数式に基づき、税法
による制限額を超える報酬に関して、退職年
金を提供する。（本制度は2011年1月1日以降
新規加入者の受入れを中止し、2017年12月31
日まで停止している。）

 税法の制限を考慮せず、勤続
年数及び報酬に基づき退職年
金を提供する。

  貯蓄制度  加入者に対して、税法による制限額を上限と
し、適格な報酬の一部を繰り延べる機会、及
び当社によるマッチング拠出金(4.5％のマッ
チング拠出金を受領するために6.0％繰り延
べ)を提供する適格401(k)貯蓄制度である。

 従業員に401(k)制度の貯蓄機
能及び会社のマッチング拠出
金を提供する。

  退職貯蓄拠出金
(RSC)

 年金制度に加入していない者に対する、年齢
及び役務を基に調整した貯蓄制度及び貯蓄補
助制度への会社の拠出金(5％～9％)である。

 市場の傾向と一致した確定拠
出方法で退職貯蓄を提供す
る。

  貯蓄補助制度  適格な貯蓄制度と同様の方法（マッチング拠
出及びRSC）に基づき、税法による制限額を超
える適格報酬に関して貯蓄の機会を提供す
る。

 税法の制限を考慮せずに追加
の繰延べ、マッチング拠出及
びRSCを認める。

その他  諸手当  当社が業務執行役員に対して提供するその他
の給付である。CEO及びその他指名業務執行役
員に対する個人の財務プラニング・サービ
ス、ホームセキュリティ及び一定の個人の出
張手当の限定的な立替え払いから成る。

 競争上の慣行に従い追加の福
利厚生を提供する。効率性を
強化し、指名業務執行役員の
時間をより生産的に利用し、
これによりファイザー関連業
務により集中させる。
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第1部 - 当社報酬の基本理念

 

委員会は、ファイザーの業績報酬の業務執行役員報酬プログラムは、業績を牽引し、株主価値を高めるための業務執行役員

報酬に関する基本理念の目標に合致していると確信している。この基本理念は、委員会によって設定され、各業務執行役員の

報酬をファイザーの短期及び長期業績に見合うよう調整し、当社の長期的な成功に不可欠な主要な業務執行役員を引きつけ、

意欲を起こさせ、維持するために必要な報酬及びインセンティブを提供することを目的としている。

 

当社の業務執行役員報酬プログラムは：

・ 主要な業務執行役員の利益を当社株主の長期利益と見合うようにする。

・ 当社の事業及び財務実績を牽引する、主要な業務執行役員を引きつけ、意欲を起こさせ、維持する。

・ 業務執行役員報酬のかなりの金額を、当社の事業目標及び戦略に直接関連する予め設定された業績基準の

達成に関連づける。

 

ファイザーの業績報酬の基本理念に合致して、業務執行役員報酬プログラムは報酬と業績の関係性を強化するよう設計され

ている。当社は指名業務執行役員報酬の大部分を業績基準報奨の形で提供する。目標報酬総額のかなりの割合が、短期及び長

期のインセンティブ報奨の双方により「可変（at risk）」である。これらの報奨は実際の業績に関連づけられ、業績基準株式

をかなりの割合で含む。

 

当社の各業務執行役員（指名業務執行役員を含む。）について、報酬機会総額のかなりの部分が、ファイザーの株主総利回

り及び当社の戦略計画と経営計画の目標に対する進展を測定するその他業績要因に直接関連している。当社はまた、医薬品同

業他社グループ及び売上高で示される会社の時価総額及び複雑性、製品範囲、海外業務及びその他要因を考慮した一般業界比

較他社に対する当社の業績を評価する。当社はこれらの要因を、報酬の目標水準の設定並びに報奨機会の価値及び水準の決定

に使用する。

 

 

当社の3つの業務執行役員業績報酬の原則は以下のとおりである。

・ 相対的な時価総額及び複雑性を考慮し、当社の医薬品業界競合他社及び一般業界比較グループの概ね中央値

に、直接報酬総額及び各報酬構成要素を位置づける。

・ 年次インセンティブ報奨を年間の経営目標、財務目標及び戦略的目標に合わせる。

・ 長期株式インセンティブ報奨を通じて、絶対的及び相対的TSR業績に報奨を与える。
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第2部 - 当社業務執行役員報酬プログラムの構成要素

 

2016年度給与

 

給与は日々の職務の遂行に対する定額報酬である。2016年度の給与は、CEOについては直接報酬総額（年度末給与、目標賞

与及び目標長期インセンティブ）のおよそ11％、その他現職の指名業務執行役員についてはおよそ20％を占めた。指名業務執

行役員の基本給与は毎年、また昇進及び/若しくはその他職務の異動に関連して、見直しを受ける。

 

以下の表は、委員会が定めた2016年4月1日以後有効な、指名業務執行役員の年間給与を示す。

 

氏名 2016年4月1日の給与(ドル)

I・リード 1,917,000

F・ダメリオ 1,332,000

A・ブーラ 1,140,000

M・ドルステン 1,245,000

J・ヤング 1,140,000

G・ゲルマーノ＊ 1,175,000

 
＊ 2015年4月1日の給与から変更はない。

 

年次インセンティブ報酬プログラム/グローバル・パフォーマンス・プラン(GPP)

 

委員会は、賞与積立の割合を3つの財務基準（積立の範囲で）に対する実績に基づき決定し、業績に影響を与えるその他一

定の要因（パイプラインに関するファイザーの業績の定性的査定を含む。）を考慮する。

 

年次インセンティブ・プールへの積立て

 

当社の年次インセンティブ・プログラムは、当社の年間予算により決定する事前に設定した財務目標の達成に基づき、積み

立てられる。ある年度の年間予算及び設定された目標はその前年度の目標からの増減を反映して変動する。これは、外国為替

の変動、事業開発活動、資本配分計画、若しくはその他営業要因を含む多数の要因、ならびにその他一定の定性基準に基づき

発生する可能性がある。年次インセンティブの目的で、財政目標は以下のように加重される。
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その主な特長には、以下が含まれる。

・ 賞与プールへの積立ては、年次業務計画に基づく予め設定した加重財務目標に対する業績に基づいている。

・ 実績と当社の予め設定した財務目標の対比は、当社の年次予算と同じ主要な経営上の仮定を用いて測定さ

れ、見積外国為替レート、事業開発活動（例：買収及び事業売却）、株式買戻し及び配当等の資本配分計画

（予算額を上回る株式買戻しはGPPの目的では財務実績の計算から除かれる。）、又はその他営業要因

（例：独占権の喪失）並びにその他一定の定性基準を考慮する。

・ 各財務目標の達成のための積立ては、業績に基づく範囲内で決定され、業績に影響を与えた可能性のあるそ

の他の市場要素について限定的に考察することができる。

・ 報奨機会は、基準を下回る業績の場合の0％（プールは、閾値が満たされた場合を除き、積立てられな

い。）から最大200％の範囲で限定される。

 

年次インセンティブ・プールへの積立て及び報奨のための財務実績基準

 

毎年、委員会は、GRPプールの積立に使用される厳選した財務基準の継続的な使用（及び/又は異なる若しくは追加の基準を

使用すべきか）を、これらの基準が以下を満たしているかを確認するために、評価する。

 

・ ファイザーの年次事業計画の達成を支援する。

・ 必要以上若しくは過度のリスク負担を奨励することなく当社の長期目標の達成を支える一方で、短期業績の

最大化に合わせた決定及び行動を促進するために適切かつバランスが取れている。

・ 重要な見通しを提示する（すなわち、当社の業務執行役員及び従業員の業績により、当該財務評価法が明確

に理解され、かつそれにより影響を受ける可能性がある。）。

・ 最良の慣行と一貫性があり、当社の業界で一般的である。

 

2016年度年次インセンティブ財務基準

 

財務実績基準*  加重  補足基本原則

総売上高（収入合計）  40%  業績及び価値創造の主要指標である。成長について明確な重点を置く。販売業

にとり重要な指標である。明確な視線を持ち、従業員への影響がわかりやす

い。

調整後希薄化後EPS  40%  収益の指標である。利益を伴う成長についても重点を置く。経営陣に費用管理

に焦点を合わせる。長期の持続性のある業績の力強い指標と考えられる。明確

な視線を持ち、従業員への影響がわかりやすい。

営業活動によるキャッ

シュ・フロー

 20%  キャッシュ・フローは、営業及び研究への資金供与並びに配当及び株式買戻し

の方法での株主への資金の還元のための、短期の現金創出に重点を置く。経営

陣に費用管理及び運転資金の改善に焦点を合わせる。長期の株主価値の創造に

強い関連性を持つ。
 
* 年次インセンティブのためのこれらの目標と米国で一般に認められた会計原則（GAAP）及び非GAAPの数字との一致については

下記「財務評価法」 を、詳細については下記「年次インセンティブを目的とした財務業績」を参照のこと。

 

定性的考察／その他の要因

 

ファイザーの財務実績は、GPPプールへの積立てを決定する第一の要因である。プールへの積立ては、委員会の限定された

定性的検討に従い、財務業績の各種業績水準のマトリックスを使用する。定性的検討は、財務実績により決定される適切な範

囲内の資金積立てを決定するためのその他の要因の評価及び検討である。委員会は、適切とみなされる範囲内で、限定的裁量

を行使することができる。委員会は、この手法が、測定されている３つの基準に対する財務実績だけでなく、ファイザーの業

績に対する包括的な視点に基づき、最終的なGPPプールへの積立てを決定するために適切な限定された柔軟性を提供すると確信

している。
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委員会は、最終的なGPPプールへの積立て結果を評価する際に、以下の定性的要因を検討する。

 

・ 製品パイプラインに関するファイザーの業績についての定性的評価

・ その他の分野における目標と比較した事業実績並びにLOEの影響の管理

・ 相対的市場データ／競合他社の業績

 

最終的GRP資金割当

 

GPPプールへの積立てが委員会に承認された場合、CEOはELTと協働して、年次インセンティブ・プールを、以下を考慮して

相対的業績に基づき様々な事業／営業ユニットに配分するため、「トップダウン」の手法を用いる。

 

・ 調整前の売上高及び収益により測定された事業／営業ユニットの相対的財務業績

・ 事業／営業ユニットに対する特定の戦略的目標及び事業部門目標の達成度

 

事業／営業ユニットの長は、各ユニットの相対的業績に基づき、自身のユニット/地域に資金を割当てることができる。

 

年次インセンティブ報奨の目標設定

 

当社の指名業務執行役員に対する年次インセンティブ報奨機会の目標は、市場データに基づき設定される給与の中央値に対

する割合である。同じ給与等級の個人はすべて、同じ目標賞与を持つため、中央値の使用により年次賞与目標の統一性が保た

れる。これは賞与目標が実際の給与の割合である場合に、給与の相違を組み合わせる影響を低減する。年次インセンティブ報

奨の水準の目標は、

 

・ 各報酬構成要素及び直接報酬総額について概ね市場の中央値を目標とする当社の報酬基本理念に確実に合わ

せるため、毎年見直しが行われ、

・ 適切性を確保するために、競争に関する市場データ及び当社ELTメンバー間の社内の公平性を使用してベン

チマークとする。

 

2016年度、指名業務執行役員の年次インセンティブ機会の目標は、給与等級の中央値に対し100％から150％の範囲であっ

た。

 

年次インセンティブを目的とした財務業績

 

ファイザーは総売上高、調整後希薄化後ESP及びキャッシュ・フローについては2016年度の目標を凌駕した。委員会は2016

年度第1四半期にこれらの年次インセンティブを目的とする目標値を、前年の実績、予想成長率、事業開発活動の影響、独占権

の喪失及び外国為替レートの変動を考慮した予算アプローチを利用して設定した。その後委員会は、目標に十分な幅があると

判断した（詳細については、上記「年次インセンティブ・プールへの積立て」を参照のこと。）。

 

これらの実績はGAAPに基づく当社実績とは異なる。年次インセンティブを目的としたこれらの目標に関する米国GAAPとの比

較については、下記の「財務評価法」を参照のこと。
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2016年度財務目標（年次インセンティブを目的とする）

 

以下の表は2015年度実績並びに2016年度の基準値、目標及び実績の比較である。

 

財務目標(年次インセンティブを目的とする)
2015年度

実績
(1)

2016年度

基準値

2016年度

目標

2016年度

実績
(1)

総売上高
(2) 484億ドル 458億ドル 498億ドル 519億ドル

調整後希薄化後EPS
(3) 2.20ドル 2.04ドル 2.24ドル 2.37ドル

営業活動によるキャッシュ・フロー
(4) 146億ドル 110億ドル 145億ドル 162億ドル

 
(1) 2015年度実績は、ファイザーが2015年9月3日に買収したホスピーラの実績を除外している。上記の表中の

2016年度の数字は、ファイザーが2016年9月28日に買収したメディベーションの実績を除外している。

(2) 年次インセンティブを目的とした総売上高は、各年度において想定された見積外国為替レートに基づいて

おり、一部の経常外項目を除外している。よって、2016年度及び2015年度の実績は、それぞれ米国GAAPに

基づく売上高528億ドル及び489億ドルとは異なっている。

(3) 年次インセンティブを目的とした調整後希薄化後EPSは、各年度において想定された見積外国為替レートに

基づいており、一部の経常外項目は除外している。年次インセンティブを目的とした2016年度及び2015年

度における米国GAAPによる希薄化後EPSと米国非GAAPによる調整後希薄化後EPSとの比較については、「財

務評価法」を参照のこと。

(4) 2015年度及び2016年度の目標及び実績は、報酬目的により、一部の税務及びその他の裁量時期によって変

動する項目（非GAAPによる金額）は除外している。

 

注：年次インセンティブを目的とした2016年度及び2015年度における米国GAAPに基づく売上高及び米国GAAPに基づく希薄化

後EPSと非GAAPによる総売上高及び非GAAPによる調整後希薄化後EPSとの比較のそれぞれについては、「財務評価法」を

参照のこと。調整後希薄化後EPSは、パーチェス法による会計の調整、買収関連費用、非継続事業及び一定の重要項目

を除いた米国GAAPに基づく希薄化後EPSと定義される。年次インセンティブを目的とした非GAAPによる総売上高及び非

GAAPによる調整後希薄化後EPSは、米国GAAPに基づく売上高及び米国GAAPに基づく希薄化後EPSに取って代わるものでは

なく、またそのようにみなされるべきではない。

 

2016年度年次インセンティブ報奨

 

2017年2月に委員会は、2016年度業績に対する指名業務執行役員の年次インセンティブを決定した。

 

・ 委員会は、2016年度のリード氏の業績を精査し、他の取締役の意見及び社外コンサルタントの助言によ

り、同氏の2016年度年次インセンティブ報奨を決定した。

・ リード氏は、委員会に対し、各指名業務執行役員（並びにその他のELTメンバー）の個人の業績及び各事

業／営業ユニットの業績に関する評価に基づき、各メンバーについて2016年度年次インセンティブ報奨の

提言を行った。

・ 委員会は、他の取締役及び委員会の社外コンサルタントの意見と合わせ、報奨金額を決定するためにこれ

らの提言について審議し、各業務執行役員の業績及び当社全体の業績に対する相対的貢献度の評価を検討

した。

・ 社外取締役は、CEO及びその他の指名業務執行役員（並びにその他のELTメンバー）に対する2016年度年次

インセンティブ報奨を、委員会が承認したとおり、承認した。
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2016年度について事前に設定された目標に対するファイザーの財務実績、並びに委員会製品パイプライン及び事業環境に関

する進展を含むその他の要因の評価及びの検討に基づき、委員会は、目標の150％による2016年度のGPPプールへの資金拠出を

承認した。実際の年次インセンティブ報奨は、当社に対する客観的業績評価に基づき決定され、個人及び事業／営業ユニット

の業績について調整がなされた。各指名業務執行役員に対する年次インセンティブの実際の報奨支払額に加え、2016年度年次

インセンティブ報奨の目標及び支払範囲は、下表のとおりである。

 

氏名

2016年度

給与等級の

中央値
(1)

（ドル）

給与の中間値

に対する

支払目標

給与の中間値

に対する

支払範囲

目標報奨

(ドル)

最大報奨
(2)

(ドル)

報奨実績

(ドル)

I・リード 1,794,700 150％ 0-300％ 2,692,100 5,384,200 4,000,000

F・ダメリオ 1,170,500 100％ 0-200％ 1,170,500 2,341,000 1,740,000

A・ブーラ 1,170,500 100％ 0-200％ 1,170,500 2,341,000 1,788,000

M・ドルステン 1,170,500 100％ 0-200％ 1,170,500 2,341,000 1,740,000

J・ヤング 1,170,500 100％ 0-200％ 1,170,500 2,341,000 1,788,000

G・ゲルマーノ
(3) 1,170,500 100％ 0-200％ 486,109 972,218 486,109

 
(1) 目標年次インセンティブ報奨を決定するために当社が給与等級の中央値を使用する方法の説明については、

「年次インセンティブ報奨の目標設定」を参照のこと。

(2) 最大報奨は、目標報奨の200％である。

(3) １年間の目標報奨は1,170,500ドルであった。ゲルマーノ氏は2016年5月31日付でファイザーを退職した。従っ

て、同氏の比例按分した目標報奨は486,109ドルであった。

 

長期インセンティブ報奨プログラム(株式)

 

当社の長期インセンティブ報奨は、当社経営陣の利益を当社株主の利益と一致させる仕組みである。委員会は当社の業務執

行役員が以下について、ファイザーの長期業績及び株主価値創造の向上にその努力を集中させることを期待する。

 

・ TSRUからの実現価値がファイザーの株主が受領する価値に一致するので、TSRUを通じた絶対基準。

・ 社内目標に対する営業収益の実績及びDRGインデックスと比較したファイザーの相対的TSRに基づき稼得され

る、PSAを通じた相対的基準。

 

ファイザーの指名業務執行役員（及びその他ELTメンバー）に対する長期インセンティブ報酬は、すべて、長期的価値創出

の意欲を起こさせる2つの手段を用いた業績基準の株式報奨の形態によって付与される。

 

長期業績インセンティブ報奨  付与価値の割合（%）  目標/業績基準

5年及び7年の株主投資収益ユ

ニット合計（TSRU）  

合計で50% (各25%)

 

報奨を5年又は7年間にわたる完全なTSRに関連づける

ことにより株主に完全な長期の合致を提供する。

業績株式報奨 （PSA）

 

50%

 

報奨を戦略的財務業績基準（営業利益＊）及び3年間

のDRGインデックスと比較した相対的TSR業績の両方

に合わせる。

 

PSAは３回の１年間の営業利益及びDRGインデックスと比較した3年間の相対的TSRの組み合わせに対する業績に関連づけられて

いる。
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2016年度長期インセンティブ報奨の付与価格

 

2016年度の各指名業務執行役員の長期インセンティブ報奨の付与価格は、競争市場のデータ（中央値を目標とする。）、関

連する職務及び責務、個人の将来の進歩可能性、及びファイザーの実績に対する同人の影響に基づき、委員会により設定され

た。報奨はまた、人材保持の目的でも使用される。

 

これらの付与価格は、「2016年度要約報酬表」に示す会計上の価格とは大きく異なり、以下のとおりである。

 

  指名業務執行役員2016年度LTI付与価格 (2016年2月付与) (ドル)
(3)  

業績株式報奨の種類
(1)

割合 % I・リード F・ダメリオ A・ブーラ M・ドルステン J・ヤング

5年 TSRU 25% 3,250,000 900,000 900,000 900,000 900,000

7年 TSRU 25% 3,250,000 900,000 900,000 900,000 900,000

PSA 50% 6,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

LTI報奨付与価格合計
(2)

 13,000,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
 
(1) 従来の慣行に従い、付与価格は、付与された週の最初の取引日の価格/株価の終値を用いてTSRU及びPSAに転換される。実際の

付与価格は、転換日と付与日のTSRU/PSAの価値の変動のために異なる可能性がある。さらに、PSAの設計に基づき、会計規則

は、2015年度及び2016年度のPSA付与のそれぞれにつき、PSA付与の3分の1の価格が「2016年度要約報酬表」において示されて

いる。

(2) 表示の金額は付与の全額を示す。これは適用される会計規則に準拠してTSRUの価値並びに各2015年度及び2016年度のPSA付与

の3分の1を報告する、「2016年度要約報酬表」の2016年度報告金額と大きく異なる。委員会は年間報酬の決定においては全額

を考慮する。

(3) ゲルマーノ氏は2016年度の長期インセンティブ報奨を受け取らなかった。

 

株主投資収益ユニット(TSRU)

 

絶対的株主総利回りに基づく価値を提供するTSRUは、付与日から3回目の応当日に権利確定され、付与日から5年後又は7年

後（場合により）に決済される。決済価値は、決済価格と付与価格（両価格については下記を参照のこと。）の差額に、有効

期間中に累積された配当同等物を加えた金額に等しい。付与価格は、付与日における株価終値（2016年2月25日に付与された

TSRUについては1株当たり30.59ドル）であり、決済価格は、付与日から5年後又は7年後に終了する20日間の平均終値である。

決済価値は、ファイザー普通株式により付与される。

 

業績株式報奨 (PSA)

 

2015年度の年次付与から、当社はPSAの業績基準を3年間の相対的TSR（医薬品業界同業他社との比較）から以下の2つの指標

に修正した。

 

1) 3回の1年間の営業利益*、及び

2) 3年の業績期間にわたるDRGインデックスと比較した、相対的TSR。
  
* PSA業績基準としての営業利益は、見積外国為替レートで表示したファイザーの非GAAP調整後営業利益に基づ

き、さらにその他予算外若しくは反復しない事項を除外するよう調整されている。

 

以下の表はPSAプログラムの詳細及びPSAの特徴に関する委員会による決定理由を示す。
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業績株式報奨の特徴 委員会の理由

どのようにPSAは獲得されるのか？ PSAは戦略的な財務評価法である営業利益（OI）及びDRGインデックスに対

する相対的TSRの両方に基づく価値を提供する。以下のステップ・バイ・

ステップ表を参照のこと。

なぜ営業利益
(1)

をPSA測定基準とし

て使用するのか？

委員会は複数の測定基準を検討し、長期的な当社の業績との相関性が予想

されるため、また当社の財務健全性の主な評価指標として機能するとの見

方から、財務測定基準として、営業利益を選択した。

なぜ営業利益
(1)

は3年間毎年測定さ

れるのか？

当社の事業の性質を考慮すると、将来における株主価値は、外国為替の変

動、買収及び事業売却による影響に加え、時期が予測できない新薬の承

認、既存薬の独占権喪失により大きく成長が牽引されることが見込まれ

る。

なぜ相対的TSRがPSA測定基準として

使用されるのか？

3年間の業績期間に対する相対的TSR測定基準の使用を継続することで、3

年間及びそれを超える期間の業績を推進し、報酬の支払い及びファイザー

の価値の長期的成長がさらに密接に連携することを意図したバランスを提

供する。

どのようにTSRは計算されるのか？ TSRは各3年の業績期間の開始及び終了直前の30日間の取引日の平均に基づ

き算出される。

なぜ3年間の相対的TSRがDRGインデッ

クスとの比較されるのか？

時価総額の大きい医薬品会社で構成される、客観的に決定された公的に取

引されるインデックスの使用は、投資家及び参加者に一層の透明性及び追

跡の容易さを提供する。

 
(1) PSA業績基準の営業利益はファイザーの見積外国為替レートによる非GAAP調整後営業利益に基づいており、さら

にその他見積もりされていない若しくは経常外項目を除外して調整してある。

(2) プラスまたはマイナスの修正。

 

業績株式報奨（PSA）の決定方法

 

2016年度について、3年の業績期間末に稼得するPSAの数は以下のとおり決定される。

 

2016年度PSA（2016年―2018年）

 

段階1 段階2 段階3

2016年度-

2018年度

目標PSA

実績OI
(1)

18.220十億ドル

目標：17.714十億ドル

基準値：16.964十億ドル

2016年度業績要因

140%

(2017年2月に承認済)

最終 支払い
(2)

(2019年2月に承認予定)

 

この最終支払を決定する

ために、3年間の平均OI業

績要因が決定され、相対

的TSR（TSR差異の1.5

倍/2.0倍のレバレッジン

グの適用を含む。）によ

り調整される。

実績OI

未定

目標及び基準値

（2017年2月に承認され、2018年度

　のプロキシー書類にて公表)

2017年度業績要因

未定

(2018年2月に承認予定)

実績OI

未定

目標及び基準値：未定

（2018年2月）

2018年度業績要因

未定

(2019年2月に承認予定)
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2015年度PSA（2015年―2017年）

 

2015年2月、新たに設計されたPSAが初めて付与された。付与日より前、それに続く2回の2月の報酬委員会の各会合で、営業

利益の目標が委員会により設定され承認された。2015年2月の付与の最終支払いは、2018年初めに決定され、この時点で3年間

の平均営業利益の業績及び相対的TSRが計算される。支払は営業利益及び3年間の相対的TSR業績の結果を用いて決定される。

 

 
(1) PSA業績基準の営業利益はファイザーの見積外国為替レートによる非GAAP調整後営業利益（「第3　事業の状況、1.業績等の概

要」中の「米国GAAPに基づき報告された情報の非GAAP調整後情報への再分類 - 一部の内訳項目」の表を使用して計算）に基

づいており、さらにその他見積もりされていない若しくは経常外項目を除外して調整してある。

(2) 支払の範囲は0％から最大200％である。

(3) 2015年度及び2016年度は、それぞれレガシーなホスピーラ及びメディベーションを除く。

 

2014年度PSA（2015年度以前の報奨）

 

2017年2月27日、2014年2月27日に付与されたPSAが確定した。2014年度PSAの確定は、その当時の医薬品業界競合会社と比較

した3年の期間（2014年-2016年）にわたるファイザーの累積相対的TSR（再投資された配当金を含む。）に連動している。この

報奨のための当社の医薬品業界競合会社は、アッヴィ、アムジェン、アストラゼネカ、ブリストル・マイヤーズ　スクイブ、

イーライリリー、グラクソスミスクライン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、メルク、ノバルティス、ロシュ及びサノフィ

で構成された。支払範囲は、目標の0％から200％である。しかし、TSRが絶対値でマイナスになった場合（すなわち株式価格の

低下が配当同等物を超えた場合）、ファイザーの相対的順位に関係なく、目標金額を超える株式数は一切付与されない。

 

報酬支払範囲は、ファイザーのTSRにおける相対的順位に基づき、決定された。当該範囲内の実際の支払額に関する決定は

その後、委員会によってなされ、委員会は、経営陣の制御外の要因を含む、業績にプラス及びマイナスの影響を与えるその他

の要因を考慮する（但し、考慮する必要はない。）。いかなる場合も、委員会は、範囲を超える支払値を承認できない。

 

2014年-2016年業績株式報奨支払マトリックス

 
階層 順位 支払範囲

1 1位又は2位 166％-200％

2 3位又は4位 133％-166％

3 5位又は6位 100％-133％

4 7位又は8位 66％-100％

5 9位又は10位 33％-66％

6 11位又は12位 0％
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指名業務執行役員に対する2014年度長期株式インセンティブ付与には、上記のマトリックスに基づき、2016年度に終了する

業績期間中に稼得されたPSAが含まれていた。ファイザーの3年間（2014年度から2016年度）の業績により、相対的業績は7位

（階層4）となった。その結果、支払範囲は目標の66％から100％となった。2017年2月、委員会は、同業他社（特に第6位と第8

位の会社）と比較した相対的業績により、下記のとおり、目標の100％による支払いを承認した。ファイザーのTSR業績は第6位

の会社と近い位置にあり（2.5％）、第８位の会社はこれより離れている（10.8％）。

 

2014-2016年度業績報奨サイクルに対する業績株式報奨支払額

 

氏名
付与時の

目標報奨

報奨実績

株式数
(1)

1株当たり34,28ドルの報

奨実績価格
(2)

I・リード 100,031 110,011 3,771,177

F・ダメリオ 33,214 36,528 1,252,180

A.ブーラ
(3) 11,722 12,891 441,903

M・ドルステン 28,915 31,800 1,090,104

J・ヤング 28,134 30,941 1,060,657

G・ゲルマーノ 28,134 30,941 1,060,657

 
(1) これらの金額には、1株当たり34.28ドルで株式に転換された、3年間の目標報奨の100％に対する累積配当金が含まれてい

る。

(2) 本欄は、2017年2月27日の株価34.28ドルに基づく実際の報奨価格を示している。

(3) PSAの100％が繰延報酬プランに繰り延べられた。

 

2014年度業績制限株式ユニット

 

当社の指名業務執行役員に2014年度に付与されたRSUの権利確定は、2014年に開始し2016年12月に終了する3年間の業績期間

中の一定の業績基準の達成を条件とする。プログラムはIRCのセクション162(m)の要件に従うよう設計され、その結果報奨は税

務目的上、業績基準と見なされる可能性がある。2014年度RSUの支払は目標の100％であった。2014年度業績基準RSUの詳細につ

いては、下記の「税務方針」を参照のこと。
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第3部　当社業務執行役員の報酬決定方法
 

報酬委員会の役割

 

委員会は、社外取締役のみで構成され、当社の指名業務執行役員の報酬を決定し、ファイザーの業務執行役員の報酬プログ

ラムの設計及び管理を監督する責任がある。毎年、委員会は、委員会の独立報酬コンサルタントの意見とともに、各指名業務

執行役員の報酬の要素を含む、業務執行役員の報酬プログラムの包括的評価及び分析を見直し検討する。取締役会の社外取締

役は、当社の業務執行役員の報酬に関する委員会の決定をすべて検討する。

 

独立報酬コンサルタントの役割

 

2016年、委員会は、ジョージ・ポーリンが会長を務める、FW・クック・アンド・カンパニーを、委員会の独立報酬コンサル

タントとして雇用を継続した。その役割は、ファームの独立性についての当社の基準及び評価方針に従い、委員会に業務執行

役員の報酬事項に関する助言を行うことである。一般的に、これらのサービスには、委員会に業務執行役員報酬のプログラ

ム、基本理念及び業界の慣行の進展についての助言、当社のプログラム設計の競争力についての市場情報及び分析の提供、医

薬品業界競合他社グループの検討、適切性並びに当社の業績に関連する経営陣の提案の評価並びに当社独自の報奨及びその他

報酬価値の評価を含む。

 

2016年、委員会に対する継続的サービスの一部として、ポーリン氏は本年度中に開催された9回の委員会の会合に出席し

た。

 

2016年度中、ポーリン氏は、

 

・ 委員会に先立ちアジェンダを、また議事録を事後に検討した。

・ 当社の業務執行役員報酬の方針及びプログラムのリスク分析を実行した。その結果、その設計及び運営についてファ

イザーに「重大なリスクの可能性」はないと結論づけた。

・ 競合他社及び当社の業績と比較した業務執行役員報酬の検討を行った。これには集計表の使用及び達成可能な支払の

分析を含む。

・ 重要なM&A、分割及びその他金融取引に関連する業務執行役員の報酬事項につき助言を行った。

・ 業務執行役員報酬の競合他社グループ及び業執行役員のポジションについての競争力のあるベンチマーキングについ

て、委員会に助言を行った。

・ 業務執行役員報酬の構造を再検討した。

 

同氏はまた以下についても委員会に助言を行った。

 

・長期インセンティブ・プログラムの構成、TSRUの設計変更を含む。

・当社の長期ポートフォリオ戦略を支援する研究開発活動に携わる適格従業員向けの、ポートフォリオ業績株式報奨の

設計の適切さ。

・報酬方針及びプログラム並びに報酬に関連する開示の法令上及び規制上の進展。委任状勧告会社及び当社の主要な機

関投資家の投票方針を含む。

・市場の動向及び進展。

・退職金並びに当社の年金及び貯蓄制度への変更に関する事項。

・株主の関与。

 

支払報酬：2016年度における報酬委員会へのサービスに対して、FW・クック・アンド・カンパニーに支払った報酬総額は

320,873ドルであった。また、委員会は、ポーリン氏の出張費及び必要経費について、妥当な金額をFW・クック・アンド・カン

パニーに払戻しする。加えて、FW・クック・アンド・カンパニーはコーポレート・ガバナンス委員会に対する独立顧問として

のサービスを提供し、この業務に関連して38,699ドルの報酬を受領した。
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当社の目標の設定方法

 

当社は、総目標直接報酬を、当社の医薬品業界競合他社及び一般業界比較会社により決定される市場のほぼ中央値に設定す

る。各業務執行役員（指名業務執行役員を含む。）の総合的な報酬機会の大部分は、ファイザーの株主総利回り、並びに当社

の戦略的計画及び事業計画の目標に対する当社の進展状況を測定するその他の業績要因、加えて当社の医薬品業界競合他社グ

ループ及び一般業界比較グループの業績に対する当社の業績に直接関連している。かかる比較を行うにあたり、当社は、報酬

の目標水準の設定及び報奨機会の価格及び水準の決定に売上高、製品の範囲、海外事業及びその他の要因を用いるため、当該

要因により示される会社の時価総額及び複雑性を考慮する。

 

年次ベースで、委員会は各指名業務執行役員（並びにその他ELT（エグゼクティブ・リーダーシップ・チーム）メンバー）

の報酬機会総額を検討する。これには、現金報酬（給与及び目標年次インセンティブ）及び長期インセンティブ報酬（目標長

期インセンティブ価格）、並びに手当、退職給付及び医療保険給付を含む。委員会は、独立報酬コンサルタントの助言によ

り、各指名業務執行役員の今年の報酬目標を設定する。これには全般的に、年次のインセンティブの機会及び長期のインセン

ティブ報奨の設定を含む。定期的な給与の調整がある場合、通常毎年4月1日から有効となる。委員会の決定は、取締役会の社

外取締役により検討され、承認される。

 

下記の表は、当社の業務執行役員報酬の目標を決定する報酬委員会のプロセスを説明する。

 

分析/手段   当該情報の使用方法  目的

       

同業他社及び比較

グループの報酬の

分析

  ・ 当社は、業務執行役員の報酬の適切な総額水準及び構成を決

定する助けとして、同業他社及び比較グループの報酬価格の

中央値を目標とする。

 基本給与、年次インセン

ティブ目標及び長期インセ

ンティブ目標の最適な報酬

組合せ決定の助けとして、

比較グループの報酬価値の

中央値を利用して競争力の

ある報酬の枠組みを確立す

る。

    
データ元

当社の同業他社及

びGI比較グループ

会社により報告済

み公表財務及び報

酬情報

 

(主に、調査及び

公表ファイリング

から)

  ・ 各報酬目標は、当社の報酬管理プロセスを簡略化するため

に、番号をつけた給与等級に割り当てられる。

 

   

   - 各給与等級は、最低値、中間値及び最大値といった給与水

準の幅を持つ。

 

    

-

 

各等級の給与幅の最低値と最大値は給与幅中間値の上下

25％に設定され、その等級に割り当てられた職位の報酬の

上位及び下位四分位に近似することを目的としている。

  

        
   ・ 当社はこの枠組み/給与等級を、各業務執行役員の職位につい

て、給与に関する予備的な提言、目標年次インセンティブ報

奨機会及び目標長期インセンティブ価値を決定する指針とし

て検討する。

  

      
   注記：個別の業務執行役員に対する実際の報酬総額及び/又は各

報酬要素の額は、この中間値より多い場合も少ない場合もあ

る。

  

集計表

 

データ元

社内の報酬及び給

付データ

  ・ 当社は、目標及び実際の総報酬要素、並びに給付情報、累積

繰延報酬及び発行済みの株式報奨を含む、各ELTメンバーの

「集計表」を検討する。委員会は集計表は総報酬及び社内の

報酬の公平性を評価するのに役立つと考える。

 
委員会が競争市場の慣行及

び実績に関連して報酬総額

を評価する助けとなる追加

の情報を提供する。
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2016年度同業他社グループ　-　競争力のある報酬のポジショニング

 

当社は、業務執行役員に対する報酬の妥当な総額及び構成を決定するために、大手多国籍医薬品会社の同業他社グループ及

び一般業界比較グループ双方における報酬の中央値を目標としている。当社の規模、売上高、範囲及び時価総額は、これらの

一般業界比較グループのものとより類似し、他方、医薬品業界競合他社は当社の属する業界であるため、両方のグループを使

用することは有益であると考える。

 

同業他社の変更：2016年、独立報酬コンサルタントの支援を受けて、委員会は当社の比較グループの以下の変更を

承認した。(1)医薬品業界同業他社グループにGilead Sciencesを加え、(2)一般業界比較グループに、ダウ・ケミカ

ル、デュポン及びヒューレット・パッカードに替えて、3M、ロッキード・マーチン及びマイクロ・ソフトを加え

た。

 

当社は、米国以外を拠点とする同業他社の業績について一部の情報が入手可能であるが、比較可能なベンチマーク及びその

他情報の面では米国の報酬モデルと比較して報酬データは限定されている。両グループの会社の利用は、適切なバランスを提

供し、当社の年次ベンチマーク分析の実行に利用できる比較報酬データの量を増やす。両グループは、ファイザーへの人材供

給源、事業の複雑性並びに比較可能データの利用としても使用される。当社は、変更が必要か否か、毎年これらのグループに

ついて見直しを行う。

 

2016年度医薬品同業他社及び一般業界比較グループ

 

2016年度、医薬品業界同業他社グループは下記の表のとおりであった。

 

2016年度医薬品業界同業他社グループ

アッヴィ イーライリリー メルク

アムジェン ギリアド・サイエンシズ+ ノバルティス*

アストラゼネカ グラクソスミスクライン ロシュ*

ブリストル・マイヤーズ スクイブ ジョンソン・エンド・ジョンソン サノフィ*

* 委員会は、米国外を拠点とする医薬業界同業他社の業績に関するデータが入手可能である一方で、報酬に関するデータ

は、比較ベンチマークについては限定的であることを認識しており、ファイザーの報酬モデルと比較して異なる報酬モデ

ルを使用する場合がある。

+ 2016年度に追加

 

2016年度一般業界比較グループ

3M+ コノコフィリップス モンデリーズ

ＡＴ＆Ｔ エクスプレス・スクリプツ ペプシコ

ボーイング ジェネラル・エレクトリック プロクター・アンド・ギャンブル

キャタピラー ハネウェル ユナイテッド・パーセル・サービス

シェブロン IBM ユナイテッド・テクノロジーズ

コカコーラ ロッキード・マーチン+ ユナイテッドヘルス・グループ

コムキャスト マイクロソフト+ ベライゾン

+ 2016年度に追加
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同業他社グループの中央値とファイザーの比較

 

下記の表は、ファイザーの2016年度の売上高、純利益及び時価総額を、医薬品業界同業他社及び一般業界比較グループの

2016年度の売上高、純利益及び時価総額の中央値と比較したものである。

 

 
ファイザー

医薬品業界同業他社

グループ中央値

一般業界比較グループ

中央値

売上高* 528億ドル 256億ドル 653億ドル

純利益報告額* 72億ドル 45億ドル 53億ドル

時価総額* 2,031億ドル 986億ドル 1,573億ドル
 

* 売上高及び純利益は、公表された収益情報に基づいている。時価総額は、2017年2月28日現在のものであ

る。
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第4部　業績評価方法：2016年度報酬の決定

 

報酬と業績の関連性

 

本項は、委員会による各指名業務執行役員の業績及び年次査定の検討並びに委員会の独立報酬コンサルタントであるFW・

クック・アンド・カンパニーからの助言に基づく、委員会による主要な2016年度の報酬決定を説明する。

 

業績目標の設定

 

当社の指名業務執行役員の業績目標は、ファイザーの戦略的計画を達成するために、経営計画、財務計画及び／又は戦略的

計画等、当社の執行役員が年度中に重視すべきと委員会が考える目標を反映する。これらの目標に対する進展は、年度中に委

員会によって監視され検討される。委員会は、株主総利回りの上昇を強調すべきと認識しているが、当該目標に対する業績

は、1回の12か月の期間では反映されない可能性があることも認めている。

 

指名業務執行役員の直接報酬総額の決定に使用される、財務、経営及び戦略的要因の概要

 

主要な財務及び非財務目標の達成

・ 総売上高（総収入）

・ 調整後希薄化後EPS

・ 営業活動からのキャッシュ・フロー

・ 営業利益

・ 株主総利回り

・ 主要な事業/営業ユニットの財務実績の測定（売上高及び税引前利益など）

・ 個人の業績

 

2016年度報奨の決定

 

2016年度について、委員会は年次インセンティブの基金積立のマトリックス(業績に基づく基金積立の範囲を定める。)を検

討し、様々な業績レベルの基金積立レベルと業績との関係が適切であることを見出した。委員会はまた、事業環境及び関連す

る要因を考えて、目標（及びマトリックス上のその他の点）の困難さの程度が合理的であったが重要であったと結論付けた。

委員会はまた、毎年の長期インセンティブ報奨の目標水準を見直し、それらが適切であり、不必要又は過度のリスクテークを

促さないとの結論に至った。

 

業績に対する報酬制度

 

個人の報酬構成要素及び報酬総額は、ファイザー全体の業績に加え、各指名業務執行役員個人の財務目標及び戦略的目標に

対する業績を主に重視した判断、独立報酬コンサルタントの助言及びCEO（その他の指名業務執行役員の場合）の意見によっ

て、委員会によって決定される。委員会は、業績が達成された事業環境等の様々な質的要因も検討した。よって、委員会は、

競争市場、個人の業績、社内の公平性及び実現能力を含む複数の要因に基づき、各指名業務執行役員の報酬を決定した。委員

会は、2016年度の各指名業務執行役員の業績を評価するために重要な要素であった、以下の主要な個人の成果を考慮した。

 

2016年度指名業務執行役員の報酬及び業績の概要

 

2016年度に関する各指名業務執行役員の個人成果及び委員会の報酬行為（年度末の給与、2016業績年度賞与/GPP及び2017年

2月に付与されたLTI報奨の全額については、「指名業務執行役員2016業績年度TDC及び要約報酬表」を参照のこと。）の概要を

下表に示す。
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イアン・ C・リード

会長兼最高経営責任者

2016 年度末給与: 1.917百万ドル

 賞与/GPP: 4.000百万ドル

 LTI 付与: 13.000百万ドル

 (全額)
 

主要な成果

責務1: 当社の革新的な中核製品の業績改善

・パイプラインの全ての治療分野において39のプログ

ラムを進展させた。再発性進行乳がんのイブランス

（米国）、ROS-1陽性進行非小細胞肺がんのための

ザーコリ（米国及びEU）及び軽症から中等症アト

ピー性皮膚炎のためのEucrisa（米国）など、5つの

承認を規制当局から受けた。

・11の新化合物が臨床段階にあり着実ながん免疫療法

ポートフォリオの構築に顕著な進歩を達成した。メ

ルクKGaAと共同でアベルマブの30件の臨床プログラ

ムを開始した。そのうち10件は登録が潜在的に可能

である。メルケル細胞がんにおけるアベルマブの規

制当局への提出は米国及びEUにおいて審査のために

受理された。

・R&Dの能力を更に強化し、遺伝子治療、がん免疫療法

及び代謝性疾患などの臨床の重点分野における次世

代技術を確保するために、科学的共同研究を確立し

た。

 

責務 2: 適切な資本配分に関する決定

・的を絞った買収を通じてイノベーティブ・ヘルス及

びエッセンシャル・ヘルス事業の成長潜在力を加速

した。

- メディベーション（2016年9月28日）及びアナ

コール・ファーマシューティカルズ（2016年6月

24日）それぞれの買収を通じてをがん及び炎症＆

免疫治療の主導的地位を更に強化した。

- アストラゼネカの低分子抗感染薬事業の追加

（2016年12月22日）により抗感染薬の業界リーダ

としての地位をエッセンシャル・ヘルスが確立し

た。

・イブランス、ゼルヤンツ及びエリキュースの継続的

成長並びにチャンティックス、プレベナー13及び無

菌注射剤ポートフォリオの好調な実績を含む、新旧

ブランドから力強い売上実績を達成した。

・配当及び株式買戻しを通じて、株主に123億ドルを還

元した。

 

責務3: 社会における評判の向上

・利害関係者の有意義な関与及び公衆衛生でのイニシ

アチブへの継続的な投資を通じて、業界のリーダー

としてのファイザーの地位を維持した。

- 国内外の政府指導者と共に知的財産権の保護、医

療における価値ベースの意思決定及びバイオ医薬

品ビジネス・モデルを支えるその他政策の強化を

提唱した。

- 評判の良い、会社キャンペーンである「Driven

to Discover the Cure（治療法発見の推進）」を

開始し、さらに当社の研究及びイノベーションへ

の深い関与を示した。

- 消費者が自己の健康管理に積極的な役割を果たす

のを推進することを目指す、「Get Old,Get

Healthy / Stay Healthy（年齢を重ねて健康に/

健康を維持する）」及びチーフ・メディカル・オ

フィサー・プラットフォームといった、主要な公

衆衛生プログラムの範囲を著しく拡大した。

- 2億5,000万錠目のプレベナー13をGaviワクチンア

ライアンスに提供し、抗生物質のジスロマックを

1億2,000万錠以上寄付し、「国際トラコーマ・イ

ニシアチブ」への責任を継続した。

 

責務4: 信頼の文化の構築

・説明責任への重点を導入することで当社の信頼の文

化を引き続き前進させた。当社の毎年の社員意識調

査で主要な文化の分野全体での改善を維持した。

・ファイザーの事業目標達成にあたり競争上の優位性

として強固な文化の重要性を強調する、4年目の

「OWNIT!」Day を開催した。
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フランク・A・ダメリオ氏

ビジネス・オペレーション部門業務執行副社長兼最高財務責任者

2016 年度末給与: 1.332百万ドル

 賞与/GPP: 1.740百万ドル

 LTI 付与: 3.600百万ドル

 (全額)

主要な成果

・2016年度売上高及び調整後希薄化後EPSのガイダンス

を達成した。

・50億ドルの株式買戻しにより、発行済株式を約154百

万株削減した。

・様々な財務及び事業運営のイニシアチブを通じ、年

次経営計画に付随して、営業キャッシュ・フロー800

百万ドル及び削減額400百万ドルを生成した。

 

・アナコール・ファーマシューティカルズ・インクの

買収を2016年6月24日に、メディベーション・インク

の買収を2016年9月28日に成功理に完了した。

・配当及び株式買戻しを通じて123億ドルを株主に還元

した。

 

 

アルバート・ブーラ博士

ファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業のグループ社長

2016 年度末給与: 1.140万ドル

賞与/GPP: 1.788百万ドル

LTI 付与: 3.600百万ドル

(全額)

主要な成果

・ファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業につい

て、292億ドルの売上高及び159億ドルの税引前利益

（IBT）を達成した。

・以下を含む、製品の承認5件及び規制当局への提出6

件を達成した。

- 合計58か国でイブランスの承認

- 軽症から中等症アトピー性皮膚炎のためのEucrisa

の米国における承認

- 禁煙治療の補助薬チャンティックスの新ラベルの

承認

- 米国/EUにおけるメルケル細胞がんのためのアベル

マブの申請

・中国におけるプレベナー13及びブラジルにおけるゼ

ルヤンツなどの新興市場における重要な承認。

 

・当社の炎症＆免疫療法及びがん事業の主導的地位を

向上させる、アナコール・ファーマシューティカル

ズ・インクの買収を2016年6月24日に、メディベー

ション・インクの買収を2016年9月28日に成功理に完

了した。

・治療分野への焦点を明確にし、患者中心を強化した6

つのグローバルな独立した事業グループとしてファ

イザー・イノベーティブ・ヘルスの組織設計を完了

した。

・BIO（バイオテクノロジー・イノベーション協会）及

びファイザー財団理事会に勤務した。
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マイケル・ドルステン博士

ワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロップメント社長

2016 年度末給与: 1.245百万ドル

賞与/GPP: 1.740百万ドル

LTI 付与: 3.600百万ドル

(全額)

主要な成果

・以下の5つの承認を受けた：軽症から中等症アトピー

性皮膚炎のためのEucrisa（米国）、激痛に対する

Troxyca ER (米国)、ROS1陽性進行性非小細胞肺がん

のためのザーコリ（米国及びEU）、中等度から重度

の関節リウマチ患者の1日1回の治療のゼルヤンツ

（米国）、再発進行性乳がんのためのIbrance（米

国）。

・6つの中核的な治療分野を中心に、パイプラインにお

いて、39件のプログラム（第1相から登録まで）を進

展させた。主要な例としては以下がある。

- 急性骨髄性白血病の第１ラインとしてのマイロ

ターグ（米国/EU）、メルケル細胞がんの第２ライ

ンとしてのアベルマブ（米国/EU）、急性リンパ芽

球性白血病のためのInotuzumab イノツズマブ（米

国/EU）、B型髄膜炎のためのTrumenba（EU）、関

節リウマチ患者の1日1回の治療のゼルヤンツ

（EU）の提出

- 非小細胞肺がん（NSCLC）の第1ラインのアベルマ

ブ、卵巣プラチナ抵抗性/難治性、胃がん第3ライ

ン、胃がん第1ライン、腎細胞がん第1ライン（イン

ライタ）、尿路上皮細胞がん第1ライン、及び卵巣

がん第1ラインの第3相研究を開始した。

 

- 追加で第1相/第2相の研究開発が以下の分野で開始

した。炎症性腸疾患、アトピー性皮膚炎、関節リ

ウマチ、円形脱毛症、パーキンソン病、NASH（脂

肪肝とも呼ばれる）及び多発がん。

・がん免疫療法及び遺伝子治療の新たな方法へのアク

セスを含む、16件超の外部との資産関連及び技術の

取引を締結した。

- 3件の大型買収-アナコール・ファーマシューティ

カルズ・インク（2016年6月24日）、バンブー・セ

ラプーティクス（2016年8月1日）及びメディベー

ション・インク（2016年9月28日）。

- 5件の化合物ライセンス取引。

- 8件の主要プラットフォーム/共同研究の取引。

- 更に、新興バイオ企業との株式ベースの取引及び

学術機関との共同研究。

・ブレークスルー・セラピー指定（例：SPK-9001　B型

血友病）、優先審査及びファースト・トラック

（例：メルケル細胞がんのためアベルマブ）を含む

有利なFDAの規制上の指定を数件達成。

 
 

ジョン・D. ヤング氏

ファイザー・エッセンシャル・ヘルス事業のグループ社長

2016 年度末給与: 1.140百万ドル

 賞与/GPP: 1.788百万ドル

 LTI 付与: 3.600百万ドル

 (全額)

 

主要な成果

・ファイザー・エッセンシャル・ヘルスにより売上高

236億ドル及びIBT129億ドルを達成した。

・規制当局よりの2件の承認（Pemetrexed FD及び

Azacitidine）。

・規制当局への4件の申請を達成。無菌注射剤ポート

フォリオ（ボルテゾミブFD、アプレピタント経口懸濁

液、Doxercalciferol MDV及びGanirelix）並びにグ

ローバル・ブランド・ポートフォリオ2件（サヤナ・

プレス及び Dofetilide）

 

・インフレクトラの米国での発売。

・アストラゼネカの低分子抗感染薬事業の買収を完了

した（2016年12月22日）。

・全世界の保健機関とのプログラム及び協働を継続す

ることによりファイザーの評判に貢献した。
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第5部 - 2017年度報酬の活動

 

給与及び年次インセンティブ目標

 

2017年2月、委員会は、指名業務執行役員に対する給与（2017年4月1日から有効）及び2017年度目標年次インセンティブ報

奨の水準（給与中間値に対する割合に基づく。）を以下のとおり承認した。

 

氏名

2017年4月1日

給与

(ドル)

2017年度給与

中間値

(ドル)
(1)

2017年度目標年次

インセンティブ

(%)

2017年度目標年次

インセンティブ

(ドル)
(1)

I・リード 1,970,000 1,830,600 150% 2,745,900

F・ダメリオ 1,365,000 1,193,900 100% 1,193,900

A・ブーラ 1,180,000 1,193,900 100% 1,193,900

M・ドルステン 1,280,000 1,193,900 100% 1,193,900

J・ヤング 1,180,000 1,193,900 100% 1,193,900
 

(1) 2017年度給与中間値は市場に合わせて約2％増加した。従って、2017年度目標年次インセンティブの金額もまた、2017年度の給与

幅の中間値に対する割合に基づいているため2％増加した。給与中間値の直近の変更は2014年であった。

 

2017年度長期インセンティブ報奨

 

2017年2月、委員会は、2016年度業績及び将来の業績予想を考慮し、指名業務執行役員に対して長期株式インセンティブ報

奨を付与した。これらの報奨には、5年及び7年のTSRU及びPSAが含まれる。

 

   業績株式プログラムによるPSA 付与

に基づく将来の支払株式数見積もり
(1)

  

   5年TSRU 7年TSRU

 報奨価値 閾値 目標
(2)

上限
(3)

付与
(4)

付与
(5)

氏名  (ドル) (個数) (個数) (個数) (個数) (個数)

I・リード  13,000,000 0 193,337 386,674 527,597 438,005

F・ダメリオ  3,600,000 0 53,540 107,080 146,104 121,294

A・ブーラ  3,600,000 0 53,540 107,080 146,104 121,294

M・ドルステン  3,600,000 0 53,540 107,080 146,104 121,294

J・ヤング  3,600,000 0 53,540 107,080 146,104 121,294

 
(1) 指名業務執行役員が稼得する株式は、3回の1年の期間にわたる年間営業収益目標及びDRGインデックスと比較したファ

イザーの3年の期間にわたる相対的株主総利回りの業績と比較した当社の将来における業績を基準とするため、業績測

定期間（2017年-2019年）終了時に支払われる実際の株式数は未定である。稼得された株式に係る配当同等物は、業績

測定期間終了時に株式により支払われる。「業績株式報奨」に基づく本プログラムに関する詳細を参照のこと。

(2) 目標金額は、長期インセンティブ付与報奨価格合計の50％である。報奨価格合計の残りの50％はTSRUとして付与され

る。

(3) 3回の1年の期間にわたる年間営業収益目標及びDRGインデックスと比較したファイザーの3年の期間にわたる相対的株

主総利回りの業績と比較した業績に基づき、稼得される普通株式は、目標の0％から200％と様々である。いかなる場

合も、支払額は、目標の200％の上限額を超えないものとする。

(4) 5年TSRUは、付与日から3年目の応当日（2020年2月23日）に権利確定され、付与日から5年目の応当日（2022年2月23

日）に株式により決済される。各TSRUに対して決済時に付与された株式数は、株式数がプラスであることを条件とし

て、決済価格（2022年2月23日に終了する20日間の取引日のファイザー普通株式の平均終値）とTSRUの付与価格

（34.06ドル）の差額に、TSRU有効期間に計上された配当同等物を加えて、決済価格で除した数に等しい。

(5) 7年TSRUは、付与日から3年目の応当日（2020年2月23日）に権利確定され、付与日から7年目の応当日（2024年2月23

日）に株式により決済される。各TSRUに対して決済時に付与された株式数は、株式数がプラスであることを条件とし

て、決済価格（2024年2月23日に終了する20日間のファイザー普通株式の平均終値）とTSRUの付与価格（34.06ドル）

の差額に、TSRU有効期間に計上された配当同等物を加えて、決済価格で除した数に等しい。
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(注) 従来の慣行に従い、長期インセンティブ報奨価格は、付与が行われた週の最初の取引日における終値を用いて、ユニッ

トへ転換される。PSAの価格は、2017年2月21日の終値33.62ドルを用いて、ユニットへ転換された。5年TSRUの価格は

6.16ドルを用いて、7年TSRUの価格は7.42ドルを用いて、TSRUに転換された。TSRUの付与価格は、2017年2月21日現在の

モンテカルロ・シミュレーション法による見積価格である。

 

株式報奨付与の慣行

 

委員会は通常、指名業務執行役員を含む適格従業員に対し、毎年2月下旬に開かれる委員会会合において、株式報奨を承認

し、報奨は翌日に付与される。業務執行役員を含む一部の新規採用の従業員に対しては、採用月の最終営業日に株式付与が行

われる。継続従業員に対する特別株式付与は、報奨が承認された月の最終営業日に行われる。TSRU及びストックオプションの

行使／付与価格は、付与日におけるファイザー普通株式の終値に等しい。当社の株式インセンティブ制度では、株主の承認な

く、株式報奨の価格を再設定すること又は株式報奨を交換/売却することは禁止されている。

 

第6部 - 退職後報酬及び給付

 

以下の表はファイザーの退職後報酬プログラム及び給付に関する情報である。

 

制度/適格  給付の内容

年金及び貯蓄制度

適格指名業務執行役員を含む、米国及びプエ

ルトリコを拠点とした適格従業員が利用可能

である。

 

本制度は以下を含む。

-確定給付年金制度

-非適格年金補助制度

-確定拠出貯蓄制度

-非適格貯蓄補助制度

 

確定給付年金制度に基づく給付は、全加入者

について2017年12月31日で凍結される予定で

あるが、加入者は退職制度へのマイルストー

ンへと引き続き成長する可能性がある。

 

2018年1月1日より、米国及びプエルトリコを

拠点とした全適格従業員は、確定給付年金制

度の凍結と同時に貯蓄制度のRSCによる退職給

付を受ける。

 
2011年度以降の新規雇用の従業員、再雇用従業員並びに米国及び

プエルトリコに異動になった従業員は、当社のマッチング拠出に

加えて、確定拠出貯蓄制度への年齢及び勤務に応じて当社が拠出

する加重年間退職貯蓄（以下「RSC」という。）を通じた退職金が

提供される。2018年1月1日より、米国及びプエルトリコを拠点と

した全適格従業員は、会社のマッチング拠出に加えてRSCによる退

職金を受ける。

 

ファイザーの適格拠出貯蓄制度は、指名業務執行役員を含む米国

及びプエルトリコの全適格従業員に対して、その適格給与から一

定の制限額まで、課税前拠出、課税後拠出及び／又はロス拠出を

行うこと、並びにマッチング拠出を受領することを容認してい

る。加えて、当社は、適格加入者に対し、適格制度に関する税法

による制限を超える税引前拠出を行うこと、並びにマッチング拠

出及び適用される場合はRSCを受領することを容認する非適格貯蓄

補助制度を維持している。

 

年金制度に加入し、内国歳入法による制限（2016年度は265,000ド

ル）を超える利益を得ている米国の従業員（指名業務執行役員を

含む。）については、ファイザーは、関連する非適格給付補助制

度を維持している。

 

適格確定給付年金制度及び関連年金補助制度の規定及び特徴は、

「2016年度年金給付表」及び「2016年度非適格繰延報酬表」に付

随の説明に記載される。

保険制度

医療保険、歯科治療保険、生命保険及び長期

障害保険等、健康及び家族保護給付を提供し

ている。指名業務執行役員を含む米国及びプ

エルトリコの全従業員が利用できる。

 
プログラムは、指名業務執行役員を含むファイザー従業員に対す

る一定の基本的生涯給付及び保護を提供し、同時に従業員に選ば

れる企業として、ファイザーの魅力を向上させる目的で策定され

たものである。

 

これらの制度の費用は従業員と会社で分担される。各指名業務執

行役員に対する当社の年間給付対象費用は、約17,800ドルから

27,000ドルである。
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個人補足障害保険
 

ファイザーは、会社の団体長期身体障害保険に基づく限度額を超

える、個人補足身体障害保険の補償を追加で利用できるようにし

ており、加入者はこの補償の費用全額を支払う。

繰延報酬

業務執行役員に対し、業績株式報奨（PSA）に

基づき稼得した年次インセンティブ報奨及び

株式の受領について、ファイザー・インク繰

延報酬制度への繰延べを認めている。

 

一部の指名業務執行役員は、RSUの受領を繰り

延べることが求められる（下記「その他報酬

プログラム及び方針 - 税務方針」を参照のこ

と。）。

 
年次インセンティブ報奨は、以下の１以上に基づき繰延べること

ができる：ファイザー貯蓄制度（PSP）、ファイザー・インク貯蓄

補助制度（ファイザー貯蓄補助制度(PSSP)）及び/又はファイザー

繰延報酬制度。繰延べは、ミューチュアル・ファンド、ファイ

ザー株式及び/又は適用される米国長期金利の120％の利息が付さ

れる現金ファンド（2016年度は2.26％から3.14％の間の収益率）

のいずれかに名目上投資することができる。

 

ファイザー株式ユニット・ファンドは、再投資される配当同等物

ユニットである配当ともに支払われる。2016年度以降に繰延べが

必要とされる繰延べRSUは、ファイザー株式ファンドにのみ繰延べ

ることができる。

退職者医療給付

ファイザーは、指名業務執行役員を含む、米

国及びプエルトリコの全適格従業員の給付に

ついて、退職後の医療給付を維持している。

 
55歳以上及び40歳以降最低15年の役務期間を有する現従業員は、

退職後医療給付の受給資格を有する。指名業務執行役員を含む米

国の従業員については、現在の退職後医療給付金額は、退職の期

間を通じて123,000ドルから275,000ドル（勤務及び補償に基づ

く。）の範囲となる。

エグゼクティブ退職プラン

事由なく会社都合により雇用を終了する場合

の指名業務執行役員（ELTメンバーを含む。）

に対する退職給付金について定めている。

 

エグゼクティブ退職プランに基づく退職支払

金及び給付金は、本書「雇用終了時の見積給

付金」に詳述されている。

 

 
給付金は、

(a) 1回限りの支払金（基本給与に目標年次インセンティブを加え

た金額と定義される。）、又は

(b) 104週間の給与を上限として、13週間の給与に役務1年当たり3

週間分の給与を加えた額、のうち大きい額に等しい現金退職

金で構成される。

 

さらに、GPPの適格加入者は、一部の医療給付金及び保険給付金に

加えて、業績目標が達成されることを条件とし、退職年度の案分

計算された年次インセンティブも受領する。
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第7部 - その他報酬プログラム及び方針

 

諸手当

 

当社は、当社の指名業務執行役員（ELTメンバーを含む。）に対し、社用機の限定的個人使用、一定の財務相談サービスの

実費精算及びホームセキュリティ・サービスを含む、限られた数の諸手当を提供している。当社のCEOについては、社用車及び

運転手の利用、並びに危険度が高い地域への出張に関連して必要及び望ましいとみなされる場合は、限定的な個人のセキュリ

ティも含む。交通手段の給付は、移動の効率性を向上させ、当社の業務執行役員の時間をより生産的に利用させ、その代わり

にファイザー関連の活動により専念できるようにするものである。委員会はこれらの諸手当は市場の慣行に合致しており、執

行役員の安全確保、雇用及び人材保持に役立つと考える。

 

異動費用（一般的に米国を拠点とする従業員に関する異動方針に従う。）の場合を除き、指名業務執行役員に提供される諸

手当については、税金のグロスアップはない。したがって、指名業務執行役員を含む業務執行役員は諸手当に係る税金（一定

の異動費用を除く。）を支払う。報酬委員会は、これらの諸手当の提供を見直し、その合理性及び論理的根拠を注意深く検討

する。

 

諸手当  内容

社用車及び運転手

  CEO

安全確保の理由から、CEOは、個人使用（通勤を含む。）に社用車及び運転手を利用すること

ができ、費用の返済は必要ない。配偶者／パートナーの旅行は、通常個人使用とみなされ、

かかる旅行の増分費用は当社に返済しなければならない。

  その他の指名業務執行役員

業務上の理由により社用車及び運転手を利用できる。指名業務執行役員（CEOを除く。）は、

社用車及び運転手の個人使用について、当社への返済が求められる。

社用機   

  CEO

取締役会は、安全確保に関する社外第三者の調査報告に記載される提言により、CEOに対し、

私的な旅行を含むすべての航空機による旅行について、実行可能な最大限の範囲において、

当社が提供する社用機の使用を義務付けている。

当該安全確保に関する調査報告は、CEOの配偶者及び扶養児童がCEOに同伴する場合において

も、実行可能な最大限の範囲において、当社が提供する社用機の使用を推奨している。CEOの

配偶者又は扶養児童による旅行の場合は、通常個人使用とみなされ、課税及び開示義務の対

象となる。

リード氏及びダメリオ氏が、それぞれキンバリークラーク・コーポレーション及びフマナ・

インクの取締役会の会合に出席するため移動する場合は、取締役会に対する同氏らの役務が

ファイザーにとって重要な利益をもたらすという見解により、出張とみなされる。

  その他の指名業務執行役員

  限定的であるが私的な旅行において、社用機を使用することができる。CEO又はその指定人の

事前の承認がある場合のみ、個人使用が認められ、その他の制限を受ける。

その他諸手当   

財務相談  各業務執行役員に対して、税金の確定申告書類作成及び遺産相続計画を含む、財務相談サー

ビスに対して、年間10,000ドルを上限とする課税対象手当を支給する。

ホームセキュ

リティ・

 適切なホームセキュリティ・システム及び監視費用に対する課税対象の払戻しが指名業務執

行役員に支給される。
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下表の「その他の全報酬」の欄に開示されている諸手当の金額は、社用機の個人使用に対して当社にかかる増分費用に基づ

き算定されている。個人使用の増分費用は、当該使用について社用機を運営するためにファイザーに生じる変動費によって構

成される。当該費用には、乗務員の給与及び給付金、保険料、航空機購入費、減価償却費、並びに定期メンテナンス等の社用

機の個人使用があるか否かに関係なく発生する固定費又は非変動費は含まれない。

 

CEOによる社用車及び運転手の個人使用については、費用の払戻しは求められず、2016年度のリード氏による社用車及ぶ運

転手の個人使用について、払戻しがなされない当社に対する増分費用も、下表の「その他の全報酬」に反映されている。税務

上、自動車及び燃料の個人使用にかかる費用は、CEOに対する収入として帰属される。当該収入にかかる税金はすべてCEOが支

払い、CEOは当社によるこれら税金のグロスアップ支払いを供与されない。税規則においては、安全確保に関する社外第三者に

よる調査報告に記載される提言の結果として、運転手費用をCEOに対する収入として報告する義務はないことが定められてい

る。

 

2016年度指名業務執行役員に対して提供された諸手当の増分費用

 

氏名

社用機の

使用(ドル)

財務相談

(ドル)

社用車の

使用(ドル)

ホームセキュ

リティ(ドル)

その他

(ドル)
(1)

合計

(ドル)

I・リード 147,798 10,000 29,616 4,633 227 192,274

F・ダメリオ 26,274 10,000 － 1,073 779 38,126

A・ブーラ 26,112 10,000 － 6,218 2,240 44,570

M・ドルステン 72,446 10,000 － 2,646 2,728 87,820

J・ヤング 33,887 10,000 － 1,014 50,487 95,388

G・ゲルマーノ 4,536 － － － 227 4,763

 
(1) 指名業務執行役員に対する当該金額は、出張に関連して提供された一定の個人給付額である。ヤング氏については、異

動給付50,260ドル（税金のグロスアップ18,926ドルを含む。）も含む。これは、米国を拠点とする従業員に関するファ

イザーの異動方針に一致したものである。

 

 

税務方針

 

内国歳入法第162条(m)は、ファイザーが、CEO及び最高財務責任者を除く3名の高額所得の各指名業務執行役員に対し、1暦

年において控除できる非業績報酬金額を1.0百万ドルに制限している。当社は、内国歳入法第162条(m)が定義する「業績に基づ

く」報酬について、この制限から除外する目的で、年次短期及び長期インセンティブ報奨を構築しており、よってこれらの金

額は、所得税の目的で全額控除できる。しかしながら、2014年より前に付与されたRSUは、現在「業績に基づく」報酬としてみ

なされない。したがって、当社の指名業務執行役員は、控除額の損失を回避するために、通常RSU受領の繰延べが求められる。

2014年度のRSUは内国歳入法第162条(m)の意味での業績に基づく報酬であるように設計されていた。従って、2017年度における

これらの業績に基づくRSUの決済は強制繰延の対象ではなかった。2015年2月の年次LTI報奨より、RSUは年次LTI報奨の一部とし

て指名業務執行役員に付与されなくなった。

 

当社は、柔軟性及び競争力のある報酬を支払う能力を維持するため、すべての報酬を控除するよう求めていない。当社の指

名業務執行役員に対して支払われた業績に基づかない報酬が1.0百万ドルを超過するため、報酬の一部（CFOに支払われるもの

を除く。）は控除対象とはならない。
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金融派生商品の取引/ヘッジ方針

 

指名業務執行役員を含む業務執行役員は、ファイザー普通株式の購入若しくは売却、又はファイザー普通株式の空売りを禁

止されている。また、業務執行役員による当社普通株式に直接関連するプット、コール、ストラドル、株式スワップ又はその

他の派生証券の取引（「ヘッジ」とも呼ばれる。）も禁止されている。これらの規定は、当社の非従業員取締役にも適用され

る。

 

報酬の回収／クローバック

 

報酬委員会は、法律が許す範囲で、支払いがその後修正再表示の対象となった特定の財務成績の達成を前提としている場

合、指名業務執行役員及びその他の業務執行役員に対して支払われた現金又は株式に基づくインセンティブ報酬について、遡

及修正を行うことができる。該当する場合、当社は、個々の業務執行役員が不適当に受領したと委員会が判断する金額の回収

に努める。さらに、当社の株式インセンティブ報奨は、報酬回収規定を含んでいる。

 

株式所有及び保有要件

 

当社の指名業務執行役員は、株式所有及び保有要件の対象である。CEOは、年間給与の少なくとも6倍に相当する価値のファ

イザー普通株式を所有することが要求される。その他の各指名業務執行役員は、その年間給与の少なくとも4倍に相当する価値

のファイザー普通株式を所有することが要求される。これらの要件の目的により、所有株式には、指名業務執行役員が直接所

有する株式のみならず、様々なファイザーのプラン及びプログラムを通じて保有されている株式及び一定のユニットも含まれ

る。当社は、目標指針値を確立し、5年の期間にわたり、これらの目標を達成するまでの進捗状況を監視するためにそれを使用

する。その期間終了時には、業務執行役員は、適用される所有水準に達していることが期待されている。

 

指名業務執行役員は、適用される目標を達成するまで、株式を保有することが義務付けられており、一切株式を売却するこ

とはできない（源泉徴収税支払義務を満たす場合を除く。）。一度所有水準を満たしても、指名業務執行役員は売却によって

所有がかかる水準を下回る場合、株式を保有しなければならず、一切売却することはできない。2016年12月31日現在、リード

氏は、その給与の約16倍の価値に相当するファイザー普通株式及びユニットを所有していた。ファイザーはこの保有要件に

よって、株主利益と当社の指名業務執行役員の利益が合致すると考えている。加えて、一部の長期インセンティブ報奨は、株

主と退職の整合性を維持し、退職時に権利確定するのではなく、引き続き指名業務執行役員の退職後に規定の条件に従い、権

利確定し決済される。

 

2016年度株式所有
（１）

 

 
(1) 2016年12月31日現在の保有株式。2016年12月30日現在のファイザー株価終値を使用して決定された。

(注) ファイザー株式の担保差入を禁止する当社の方針に従い、個人ローン又はその他の債務に対する担保として、ファイ

ザー株式を差し入れている指名業務執行役員又はその他の役員はいなかった。
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委員会コンサルタントの選定基準

 

委員会が策定した報酬コンサルタントの選定の際の基準を以下のとおり設定した。独立報酬コンサルタントの役割に関

する詳細は、上記「当社業務執行役員の報酬決定方法－独立報酬コンサルタントの役割」を参照のこと。

 

・ 独立性の程度

 -　ファイザーが行うその他の事業のドル金額で測定される財政的独立性

-　選考のための面談で得た情報に加え、認識されているその業務によって客観的に評価される独立的思考

・ 事業環境に対する精通性

 -　製薬業界及び一般業界の比較グループに関する知識

-　ファイザー、その戦略的目標及び文化、上級経営陣並びに取締役会に関する特定の知識

-　市場動向、投資家の選考、議決権行使助言機関の方針、報酬に対するリスク管理及び適用される規制に

関する幅広い知識

-　一般及び投資家向け広報活動

・ 以下を含む特定の強み及び／又は際立った特徴

 -　独創的思考

-　コーポレート・ガバナンスに関する深い理解

-　特定の専門分野

-　グループ内での信頼関係及び強い存在感を構築する能力

・ コンサルタントが委員会の望むものと同等の顧問的役割を務める既存クライアントからの推薦

・ 潜在的問題、例えば

 -　他のクライアント又は委員会メンバーとの利益相反

-　利用可能性/アクセス可能性の程度

 

 

委員会コンサルタントの2016年度独立性評価

 

2016年度、委員会は、以下の要因を考慮し、その独立性の評価後、独立報酬コンサルタントとしてFW・クック・アンド・カ

ンパニー（代表：ジョージ・ポーリン氏、リードアドバイザー）を引続き維持することを決定した。
 
・ 同社又はポーリン氏のいずれも、関連する報酬問題に関するコーポレート・ガバナンス委員会に対するコ

ンサルタントとしての業務以外に、当社に対し他のサービスを提供していない

・ 総売上高に対する割合により同社が受領する報酬

・ 利益相反を防止するために策定された同社の方針及び手順

・ 同社又はポーリン氏と委員会メンバーとの重要な取引関係又は個人的関係の不存在

・ 同社又はポーリン氏のいずれも、当社の株式を保有していない事実

・ 同社又はポーリン氏と当社の業務執行役員との取引関係又は個人的関係の不存在

 

この評価に基づき、委員会は、FW・クック・アンド・カンパニーとの契約は、利益相反又は類似する懸念を引き起こすもの

ではないと判断した。コーポレート・ガバナンス委員会は、2016年2月、取締役に関連する報酬問題に関するコンサルタントと

して、FW・クック・アンド・カンパニーのサービスを維持する前に、同社に関する類似の評価を実施した。
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報酬表

 

2016年度要約報酬表

 

氏名及び主な役職 年度
給与

(ドル)

賞与

(ドル)

株式報奨

(ドル)
(1)

オプション

報奨(ドル)
(2)

I・リード

会長兼最高経営責任者

2016 1,905,250 - 3,984,592 6,628,412

2015 1,858,750 - 2,011,628 5,842,990

2014 1,815,000 - 6,447,998 6,361,672

F・ダメリオ

ビジネス・オペレーション部門業務執行副社長兼

最高財務責任者

2016 1,324,000 - 1,144,494 1,835,559

2015 1,293,750 - 603,492 1,752,896

2014 1,268,750 - 2,140,974 2,112,274

A・ブーラ

ファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業グルー

プ社長
(6)

2016 1,117,500 - 936,941 1,835,559

  -   

  -   

M・ドルステン

ワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロッ

プメント社長

2016 1,237,500 - 1,144,494 1,835,559

2015 1,207,500 - 603,492 1,752,896

2014 1,177,500 - 1,863,860 1,838,921

J・ヤング

ファイザー・エッセンシャル・ヘルス事業グルー

プ社長

2016 1,130,000 - 1,144,494 1,835,559

2015 1,085,000 - 603,492 1,752,896

2014 1,040,000 - 1,813,518 1,789,223

G・ゲルマーノ

前グローバル・イノベーティブ医薬品事業グルー

プ社長
(7)

2016 489,583 - 533,704 0

2015 1,168,750 - 603,492 1,752,896

2014 1,150,000 - 1,813,518 1,789,223

 

氏名及び主な役職 年度

非株式インセン

ティブ制度報酬

(ドル)
(3)

年金価値及び

非適格繰延

報酬の変動

(ドル)
(4)

その他の

全報酬

(ドル)
(5)

合計

(ドル)

I・リード

会長兼最高経営責任者

2016 4,000,000 331,706 471,510 17,321,470

2015 4,300,000 3,586,558 388,036 17,987,962

2014 3,000,000 5,266,550 391,828 23,283,048

F・ダメリオ

ビジネス・オペレーション部門業務執行副社長兼

最高財務責任者

2016 1,740,000 1,469,344 180,956 7,694,353

2015 2,341,000 509,904 169,132 6,670,174

2014 1,300,000 1,443,327 217,488 8,482,813

A・ブーラ

ファイザー・イノベーティブ・ヘルス事業グルー

プ社長
(6)

2016 1,788,000 2,023,112 1,169,333 8,870,445

     

     

M・ドルステン

ワールドワイド・リサーチ・アンド・ディベロッ

プメント社長

2016 1,740,000 1,043,662 1,226,758 8,227,973

2015 1,850,000 458,165 185,813 6,057,866

2014 1,300,000 938,593 156,180 7,275,054

J・ヤング

グローバル・エスタブリッシュ医薬品事業グルー

プ社長

2016 1,788,000 0 1,497,688 7,395,741

2015 2,100,000 0 377,537 5,918,925

2014 1,260,000 1,020,948 326,498 7,250,187

G・ゲルマーノ

前グローバル・イノベーティブ医薬品事業グルー

プ社長
(7)

2016 486,109 6,221,311 5,485,304 13,216,011

2015 1,850,000 1,219,961 187,621 6,782,720

2014 1,355,000 2,817,518 630,593 9,555,852
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(1) 「株式報奨」欄に示されている金額は、それぞれ、2016年度については2016年度及び2015年度に付与されたPSAの3分の1の価

格、2015年度については2015年度に付与されたPSAの3分の1の価格、2014年度については2014年度に付与されたRSU及びPSAの

付与日の価格である。この価格は、付与日（2016年2月25日）におけるファイザーの株価終値を用いる。2016年度のPSA価格

は、2016年2月25日の株価終値を用いて決定される、業績状況の推定結果に基づく目標支払額である。ここに含まれるユニッ

トに基づく2016年度に反映されたPSAの最大見込額（終値が30.59ドルと仮定する。）（2016年度及び2015年度に付与された

PSAの3分の1）は、以下の通りである（四捨五入される。）：リード氏が7,969,184 ドル、ダメリオ氏が2,288,988ドル、

ブーラ博士が1,873,882ドル、ドルステン博士が2,288,988ドル、ヤング氏が2,288,988ドル、ゲルマーノ氏が1,067,408ドル

（ゲルマーノ氏は2016年度の長期インセンティブ報奨を受領しなかった。）である。PSAの付与日における公正価値は、それ

ぞれの付与日におけるファイザーの株価終値により決定されている。

上記の表に示されている2016年度のPSAの金額は、2016年度から開始する3年間の業績期間のうち2016年度のPSA1年目の目標

及び2015年度のPSA2年目の目標のみが2016年度に決定されたため、適用される会計原則に従い、2015年度及び2016年度に付

与されたPSA付与価格の3分の1を示す。

委員会は付与を行ったときに2016年度報奨の全額を考慮した。下記の金額は、１株/ユニットにつき30.59ドルを使用する付

与日の完全な公正価値（四捨五入される。）である。

I・リード F・ダメリオ A・ブーラ M・ドルステン J・ヤング

目標PSA (ドル) 6,616,801 1,832,341 1,832,341 1,832,341 1,832,341

TSRU (ドル) 6,628,412 1,835,559 1,835,559 1,835,559 1,835,559

2016年度LTI報奨（付

与日の完全公正価値）

（ドル） 13,245,213 3,667,900 3,667,900 3,667,900 3,667,900

最大PSA (ドル) 13,233,602 3,664,682 3,664,682 3,664,682 3,664,682
  

(2) 「オプション報奨」欄に示されている金額は、2016年度、2015年度及び2014年度に付与されたTSRUの付与日における公正価

値である。付与日における公正価値は、本書「第6　経理の状況」の注記13「株式に基づく報酬の支払」に記載される仮定及

び方法に基づくモンテカルロ・シミュレーション法を用いて決定された。

(3) 「非株式インセンティブ制度報酬」欄に示される金額は、当該年度の業績に関し翌年の初めに支払われる指名業務執行役員

に付与された年次インセンティブ報奨である。

(4) 「年金価値及び非適格繰延報酬の変動」欄に示される金額は、2016年度、2015年度及び2014年度の年金の変更額である。

2016年度の年金金額は、下記「年金制度の仮定」の表の脚注に記載されるとおり、各年度の年金制度仮定に基づき、65歳時

点の未払年金の現在価値における2016年12月31日と2015年12月31日との差異、又は指名業務執行役員が年金制度及び補助年

金制度に基づき減額されない年金適格者である場合は現行給付額を示している。年金制度に関する詳細は、SEC規則に沿っ

た、下記「2016年度年金給付表」を参照のこと。

リード氏について、SCTに報告された金額は、同氏が30,992,370ドルの名目的移管を一回選択したことによる年金給付の減少

の結果、過年度より少なかった。30,992,370ドルは、2016年１月１日以降ファイザー貯蓄補助制度に振り替えられた2004年

度以降の補助年金制度給付の現在価値である。さらに、リード氏は年金制度への参加を中止し、年金価値の増減は同氏の残

りの給付に対する金利及び死亡率の影響を示す。下記「年金制度の概要」を参照のこと。

ヤング氏についてSCTに報告された金額は、価格変動がマイナスのためゼロであった。ヤング氏の年金給付の現在価値は

14,528ドル減少し、これは主に同氏の英国ポンドから米ドルへの為替レートの変動（英国給付のドル建ての価値を減少させ

た。）の影響を表すが、増額をもたらした年金価格に対する金利（同等の一括価値の算定に使用される）の低下の影響で一

部相殺された。

ゲルマーノ氏の年金増減の大半は、2015年12月31日時点の現在価値（10.4百万ドル）（SECのProxy規則に従いSCTに利用され

ている。）及び2015年12月31日現在のゲルマーノ氏の一括払退職年金額（16.2百万ドル）の差異を反映する。差額は55歳以

上65歳以下で退職する個人に適用があるすべての類似参加者向け制度の早期退職補助の適用及び一括払い率の変更によるも

のである。2016年のこの退職をもって、ゲルマーノ氏の年金給付総額は16.6百万ドルであり、これは同氏が2015年12月31日

に退職していたとして一括払いが400,000ドル増額されたのを反映する。
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(5) 「その他の全報酬」欄に示される金額は、貯蓄制度及び貯蓄補助制度に基づく当社のマッチング拠出金、ヤング氏について

はRSC拠出、並びに前述の「諸手当」の項目に記載のとおり各指名業務執行役員が受領する諸手当の当社負担の増分費用の合

計額である。さらに、ドルステン博士、ブーラ博士、ゲルマーノ氏及びヤング氏の金額には１回限りの1百万ドルの現金によ

る人材保持報奨を含む。報奨は取締役会が承認し、2015年11月のアラガンplcとの最終合併契約の締結に関連して行われた。

取締役会はこれらの業務執行役員がアラガンとの合併の完了及び2つの事業を統合に重要な役割を果たしたであろうと考え

た。2016年4月6日付でアラガンとの合併契約が解除されたことに鑑み、報奨の条項に基づき、報奨は2016年7月5前後に支払

われた。ゲルマーノ氏の金額は現金による退職金4,375,260ドルを含む（前述の「前指名業務執行役員の退職」を参照のこ

と。）。

(6) ブーラ博士は2014年度及び2015年度は指名業務執行役員ではなかった。

(7) 2016年2月8日から、ゲルマーノ氏は業務執行役員、ELTメンバー、グローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長の職

ではなくなった。

 

2016年度の制度に基づく報奨付与表

 

制度に基づく報奨付与についての以下の表は、2016年度に当社の指名業務執行役員に付与された非株式インセンティブ報奨

及び長期株式インセンティブ報奨に関する追加情報を提供している。長期インセンティブ報奨は、2014年ストック・プランに

基づき付与されたものであり、本CD&A項の「第2部：当社業務執行役員報酬プログラムの構成要素」の項に詳述されている。

 

 

付与日

(B)

非株式インセンティブ制度報奨に

基づく将来見積支払額
(1)

株式インセンティブ制度報奨に

基づく将来見積支払数
(2)

氏名(A)

閾値

(C)

目標

(D)

上限

(E)

閾値

(F)

目標
(3)

(G)

上限

(H)

I・リード 2/25/2016             

              

  0  2,692,100 5,384,200  0  130,258  260,516  

F・ダメリオ 2/25/2016             

              

  0  1,170,500 2,341,000  0  37,414  74,828  

A・ブーラ 2/25/2016             

              

  0  1,170,500 2,341,000  0  30,629  61,258  

M・ドルステン 2/25/2016             

              

  0  1,170,500 2,341,000  0  37,414  74,828  

J・ヤング 2/25/2016             

              

  0  1,170,500 2,341,000  0  37,414  74,828  

G・ゲルマーノ
(5)

2/26/2016
0  486,109 972,218  0  17,447  34,894  
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氏名(A)

付与日

(B)

その他すべての株式報

奨：株式数又はユニッ

ト数(I)

その他すべてのTSRU報

奨：TSRUの基礎となる

有価証券数
(3)

(J)

TSRU報奨の行使又は

基準価格(1株当たり

ドル)(K)

株式及びTSRUの付与

日現在の公正価値
(4)

(ドル)(L)

I・リード 2/26/2016  560,345 30.59 3,233,191

   500,770 30.59 3,395,221

     3,984,592

F・ダメリオ 2/26/2016  155,172 30.59 895,342

   138,675 30.59 940,217

     1,144,494

A・ブーラ 2/26/2016  155,172 30.59 895,342

   138,675 30.59 940,217

     936,941

M・ドルステン 2/26/2016  155,172 30.59 895,342

   138,675 30.59 940,217

     1,144,494

J・ヤング 2/26/2016  155,172 30.59 895,342

   138,675 30.59 940,217

     1,144,494

G・ゲルマーノ
(5)

2/26/2016    533,704

 
　

(1) 当該金額は、2016年1月1日から2016年12月31日までの業績測定期間における年次インセンティブ報奨に基づく支払額の閾

値、目標値及び上限値である。2016年度の実際の支払額は、「2016年度要約報酬表」の「非株式インセンティブ制度報

酬」の欄に記載されている。

(2) 当該金額は、2016年1月1日から2018年12月31日までの業績測定期間における当社のパフォーマンス・シェア報奨に基づく

支払額の閾値、目標値及び上限値である。PSAは3回の1年間の営業利益目標と3年間の業績期間に対する相対的TSR達成に対

して報奨を与えるよう設計されている。「目標」の金額は2015年度及び2016年度のPSAの付与の3分の1の価値を示す（上記

を参照のこと）。閾値を下回る業績に対する支払額は0％である。PSA付与全額についての詳細の情報は、SCTの脚注(1)を

参照のこと。

(3) 従来の慣行に合わせ、長期インセンティブ付与価格は、付与が行われた週の第1取引日における株価/価格終値を用いて、

ユニットへ転換される。PSA の金額は、2016年2月22日の株価終値30.05ドルを用いて、ユニットへ転換された。5年及び7

年のTSRU報奨の金額は、2016年2月22日現在のモンテカルロ・シミュレーション法により、それぞれの見積価格5.80ドル及

び6.49ドルを用いて転換された。PSAは、通常、付与日から3年後に権利確定する。5年及び7年TSRUも通常付与日から3年後

に権利確定し、付与日からそれぞれ5年後及び7年後に決済される。2015年2月の長期インセンティブの付与以降、追加の

PSAがRSUの代わりに付与された。従って、2016年度には指名業務執行役員にRSUは付与されなかった。

(4) 本欄に示される金額は、株式報奨の付与日現在の報奨価額（四捨五入される。）である。PSA、5年及び7年のTSRUは、それ

ぞれ2016年2月25日現在の公正価値30.59ドル、5.77ドル及び6.78ドルで示されている。

(5) 2016年2月8日から、ゲルマーノ氏はELTメンバー、グローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長の職ではなくなっ

たため、2016年度長期インセンティブ報奨を受領しなかった。表示の金額は、ゲルマーノ氏の年次インセンティブ報

奨/GPPの2016年度目標報奨の比例按分及び2015年度PSA報奨の3分の1の価値を示す。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

170/408



2016年度期末現在の未行使株式報奨

 

以下の表は、2016年12月31日現在、当社の指名業務執行役員が保有する未行使の株式報奨の詳細である。＊

 

   
 

オプション/TSRU報奨
(2)

氏名  

付与日/

業績測定

期間
(1)

 

行使可能な

未行使オプ

ションの基

礎となる有

価証券数

行使不可能

な未行使オ

プションの

基礎となる

有価証券数

権利確定済

未行使の

TSRUの基礎

となる有価

証券数

権利未確定

の未行使

TSRUの基礎

となる有価

証券数

株式インセン

ティブ制度報

奨：受領されて

いない未行使オ

プションの基礎

となる有価証券

数

オプショ

ン/TSRUの行

使価格

オプショ

ン/TSRUの

満期日

(A)   (B)  (C)  (B)  (C)  (D)  (ドル)(E)  (F)

I・リード  2/24/2011
 

    483,559      18.90  2/24/2018

  2/24/2011
(3)     420,000      20.90  2/24/2018

  2/23/2012
 

    788,835      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     668,724      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     649,780      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
 

    539,305      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       548,885    32.23  2/27/2019

  2/27/2014
       437,158    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       483,092    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       402,685    34.59  2/26/2022

  2/25/2016
       560,345    30.59  2/25/2021

  2/25/2016
       500,770    30.59  2/25/2023

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

             

  

1/1/2016-

12/31/2018

 

             

F・ダメリオ  2/24/2011
     174,081      18.90  2/24/2018

  2/23/2012
     218,447      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     185,185      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     209,251      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
     173,675      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       182,247    32.32  2/27/2019

  2/27/2014
       145,150    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       144,928    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       120,805    34.59  2/26/2022

  2/25/2016
       155,172    30.59  2/25/2021

  2/25/2016
       138,675    30.59  2/25/2023

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

             

  

1/1/2016-

12/312018
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A・ブーラ  2/24/2011
     25,387      18.90  2/24/2018

  2/23/2012
     42,476      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     36,008      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     39,923      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
     33,135      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       64,322    32.32  2/27/2019

  2/27/2014
       51,230    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       88,567    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       73,826    34.59  2/26/2022

  2/25/2016
       155,172    30.59  2/25/2021

  2/25/2016
       138,675    30.59  2/25/2023

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

             

  

1/1/2016-

12/312018

 

             

ドルステン  2/24/2011
     174,081      18.90  2/24/2018

  2/23/2012
     218,447      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     185,185      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     198,238      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
     164,534      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       158,662    32.23  2/27/2019

  2/27/2014
       126,366    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       144,928    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       120,805    34.59  2/26/2022

  2/25/2016
       155,172    30.59  2/25/2021

  2/25/2016
       138,675    30.59  2/25/2023

  
1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  
1/1/2015-

12/31/2017

 

             

  

1/1/2016-

12/31/2017

 

             

Ｊ・ヤング  2/24/2011
     43,520      18.90  2/24/2018

  2/23/2012
     51,578      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     43,724      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     121,145      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
     100,548      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       154,374    32.23  2/27/2019

  2/27/2014
       122,951    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       144,928    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       120,805    34.59  2/26/2022

  2/25/2016
       155,172    30.59  2/25/2021

  2/25/2016
       138,675    30.59  2/25/2023

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

             

  

1/1/2016-

12/31/2018
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G・ゲルマーノ  2/24/2011
     135,397      18.90  2/24/2018

  2/23/2012
     169,903      21.03  2/23/2017

  2/23/2012
     144,033      21.03  2/23/2019

  2/28/2013
     165,198      27.37  2/28/2018

  2/28/2013
     137,112      27.37  2/28/2020

  2/27/2014
       154,374    32.23  2/27/2019

  2/27/2014
       122,951    32.23  2/27/2021

  2/26/2015
       144,928    34.59  2/26/2020

  2/26/2015
       120,805    34.59  2/26/2022

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

             

  

1/1/2015-

12/31/2017
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株式報奨
(2)

氏名  

付与日/

業績測定

期間
(1)

 

権利未確定株式数又は

株式ユニット数

権利未確定株式又は株

式ユニットの市場価額

(ドル)

株式インセンティ

ブ・プラン報奨：権

利未確定・未稼得株

式、ユニット又はそ

の他の権利数

株式インセンティブ・プ

ラン報奨：権利未確定・

未稼得株式ユニット又は

その他の権利の市場価額

又は支払額(ドル)

(A)   (G)  (H)  (L)  (J)

I・リード  2/24/2011         

  2/24/2011
(3)        

  2/23/2012
        

  2/23/2012
        

  2/28/2013
        

  2/28/2013
        

  2/27/2014
 110,127  3,576,925     

  2/27/2014
        

  2/26/2015
        

  2/26/2015
        

  2/25/2016
        

  2/25/2016
        

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

    100,031  3,249,007

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    174,469  5,666,753

  

1/1/2016-

12/31/2018

 

    216,306  7,025,619

F・ダメリオ  2/24/2011         

  2/23/2012         

  2/23/2012
        

  2/28/2013
        

  2/28/2013
        

  2/27/2014
 36,566  1,187,664     

  2/27/2014
        

  2/26/2015
        

  2/26/2015
        

  2/25/2016
        

  2/25/2016
        

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

    33,214
 

1,078,791

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    52,341
 

1,700,036

  

1/1/2016-

12/312018

 

    59,900  1,945,552

A・ブーラ  2/24/2011         

  2/23/2012         

  2/23/2012         

  2/28/2013         

  2/28/2013         

  2/27/2014  12,905  419,154     

  2/27/2014         

  2/26/2015         
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  2/26/2015         

  2/25/2016         

  2/25/2016         

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

    11,722  380,731

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    31,986  1,038,905

  

1/1/2016-

12/312018

 

    59,900  1,945,552

M・ドルステン 2/24/2011
        

  2/23/2012
        

  2/23/2012
        

  2/28/2013
        

  2/28/2013
        

  2/27/2014
 31,833  1,033,936     

  2/27/2014
        

  2/26/2015
        

  2/26/2015
        

  2/25/2016
        

  2/25/2016
        

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

    28,915
 

939,159

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    52,341
 

1,700,036

  

1/1/2016-

12/31/2017

 

    59,900
 

1,945,552

Ｊ・ヤング  2/24/2011         

  2/23/2012         

  2/23/2012         

  2/28/2013         

  2/28/2013         

  2/27/2014  30,974  1,006,036     

  2/27/2014         

  2/26/2015         

  2/26/2015         

  2/25/2016         

  2/25/2016         

  

1/1/2014-

12/31/2016

 

    28,134  913,792

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    52,341  1,700,036

  

1/1/2016-

12/31/2018

 

    59,900  1,945,552

G・ゲルマーノ 2/24/2011         

  2/23/2012         

  2/23/2012         

  2/28/2013         

  2/28/2013
        

  2/27/2014
 30,974  1,006,036     

  2/27/2014
        

  2/26/2015
        

  2/26/2015
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1/1/2014-

12/31/2016

 

    28,134  913,792

  

1/1/2015-

12/31/2017

 

    52,341  1,700,036

 
＊ 2016年度の最終取引日である、2016年12月30日現在の価値である。

(1) 本表をより良く理解するために、TSRU、RSUの付与日、並びに関連するPSAの業績測定期間を表示した欄を加えている。表示の

PSAはすべて付与されている。

(2) 権利確定条項：

 

 TSRUは、以下のスケジュールに従い権利が確定し決済される。

 

付与日 権利確定

2/24/2011 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

2/23/2012 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

2/28/2013 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

2/27/2014 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

2/26/2015 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

2/25/2016 3年後にすべて権利確定し、5年後又は7年後に支払われる

 

 RSUは、以下のスケジュールに従い権利が確定する。

 

付与日 権利確定

2/27/2014 3年後にすべて権利確定する

 

(3) リード氏は、CEO指名に先立つ最終取引日（2010年12月3日）における当社普通株式の市場価格に25％のプレミアムが付された

付与価格20.90ドルにより、プレミアム付7年TSRUを受領した。当該付与のその他の条件は、上記「当社業務執行役員報酬プロ

グラムの構成要素」に記載されるものと同一である。
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2016年度オプション／TSRUの行使及び権利確定された株式の表

 

以下の表は、2016年度におけるオプション／TSRU報奨の行使／決済、及び株式／ユニット報奨の権利確定について、指名業

務執行役員によって実現された価額に関する追加情報を提供する。

 

氏名 TSRU報奨 オプション報奨

 

行使時の

取得株式数

納税目的で売却

される留保株式数

行使時の実現

価格(ドル)
(2)

行使時の

取得株式数

行使時の実現

価格(ドル)
(2)

I・リード 308,493 151,192 9,260,957 275,000 2,216,775

F・ダメリオ 111,057 52,430 3,333,940 292,000 2,777,720

A・ブーラ 16,196 5,976 486,202 20,000 101,074

M・ドルステン 111,057 52,450 3,333,940 - -

J・ヤング 27,764 11,854 833,485 41,700 319,451

G・ゲルマーノ 86,378 39,046 2,593,062 - -

 

氏名

制限株式／制限株式ユニット
2016年2月に支払われた

2013-2015年度業績株式
(1)

 

権利確定時の

取得株式数

納税目的で売却

される留保株式

数

権利確定時

の実現価格

(ドル)
(4)

権利確定時の

取得株式数

納税目的で売却

される留保株式

数

権利確定時

の実現価格

(ドル)
(4)

I・リード 121,708 0
(3) 3,679,227 60,737 30,702 1,836,080

F・ダメリオ 39,194 20,213 1,184,834 19,559 10,087 591,269

A・ブーラ 47,038 0
(3) 1,588,523 3,732 0 112,818

M・ドルステン 37,131 0
(3) 1,122,470 18,530 9,549 560,162

J・ヤング 22,691 0
(3) 685,962 11,324 5,051 342,325

G・ゲルマーノ 30,942 15,731 935,381 15,441 7,851 466,781

 
(1) PSAは、2013年度から2015年度までの業績測定期間にわたる相対的株主総利回りに基づき決定され、2016年2月28日に支

払われた。

(2) 2011年2月24日に付与され、2014年2月24日に権利確定し、2016年2月24日に30.02ドルで決済されたTSRUを含む。指名業

務執行役員は以下のストックオプションを権利行使した。
 

氏名 付与日 行使オプション 行使日

行使公正価値

(ドル)

I・リード 2/22/2007 250,000 5/9/2016 33.80

 9/28/2007 25,000 5/9/2016 33.80

F・ダメリオ 9/28/2007 192,000 5/10/2016 33.66

 9/28/2007 100,000 5/26/2016 34.49

A・ブーラ 3/16/2007 18,390 11/4/2016 30.04

 3/16/2007 1,610 11/4/2016 30.06

J・ヤング 2/22/2007 41,700 5/10/2016 33.53

(3) 当社のCEO及び指名業務執行役員（CFOは除く。）に適用される内国歳入法第162条(m)による法人税控除の損失リスクを

最小にするために、RSUが権利確定した場合、株式の支払いは、その個人が内国歳入法第162条(m)の対象外となったと合

理的に見込まれる年度の1月、又は雇用終了後の1月までのいずれか早い日まで、自動的に繰り延べられた（ただし、か

かる雇用終了日の6か月後の翌日まで支払いは行われない。）。

(4) RSUは、全指名業務執行役員に対して、2016年2月28日に30.23ドルで権利確定された。加えて、ブーラ博士の上記の金額

には、2016年2月28日に30.23ドルで確定したRSU7,478個及び2016年6月28日に34.44ドルで確定したRSU39,560個が含まれ

る。ブーラ博士のPSAは、ファイザー繰延報酬制度へ2016年2月28日に30.23ドルで繰り延べられた。
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退職給付

 

以下の2016年度年金給付表は、ファイザー統合年金制度（「年金制度」又は「PCPP」）に基づき、ヤング氏を除く各指名業

務執行役員に支払われる累積給付の現在価値を示しており、ワイス米国退職制度（以下「ワイスサブ制度」という。）及び

ファイザー退職年金制度（PRAPサブ制度）を含む、ファイザー及び旧ファイザーの年金算定方式を維持している。関連する

ファイザー非積立退職補助制度（以下「退職補助制度」という。）（ファイザー及びレガシーな会社の両方の年金算定方式を

含む。）、並びにワイス執行役員退職補助制度（以下総称して「補助制度」という。）に基づく給付も含まれる。ヤング氏を

除き、適格指名業務執行役員を含む、米国及びプエルトリコの全適格従業員について2016年度に稼得された年金給付は、ファ

イザーの年金算定方式に基づき提供された。ヤング氏について報告された金額（英ポンドから米ドルに、それぞれ2015年12月

31日及び2016年12月31日現在の１米ドルにつき0.674764英ポンド及び0.809979英ポンドの為替レートで換算）は、ファイザー

団体年金制度（以下「英国年金制度」という。）及び関連する未承認非積立退職給付制度（以下「英国退職補助制度」、総称

して「英国プラン」という。）に基づき稼得された給付金である。同氏は、米国へ異動になった2012年8月まで、英国プランに

加入していた。英国プランの条件に基づき、英国から異動するにあたり、ヤング氏は、年金受給対象となる勤務期間の算入は

停止され、英国プランに基づく同氏の報酬は凍結された。ヤング氏の給付総額の現在価値（米ドル建）は、主に、年金価値に

対する金利低下（相当額の一括払金の算定に使用される）の影響により一部相殺されたものの、英ポンドから米ドルへの為替

レートの変動が同氏の英国給付の米ドル価値を減少させた正味の効果により、14,528ドル減少した。

 

2016年度年金給付表

 

氏名 制度名

算定の対象

となる勤続

年数

65歳単生

年金支払額

(ドル)

累積給付の

現在価値

(ドル)
(1)

前年度

支払額

(ドル)

2016年12月

31日現在即時

支払可能な

年金(ドル)

一括払金額

(ドル)
(2)

I・リード
(3) 年金制度 35 140,400 1,966,929 0 140,400 2,047,626

 補助制度  954,979 11,979,553 30,992,370 900,863 13,138,420

F・ダメリオ 年金制度 9 38,051 369,310 0 24,353 403,355

 補助制度
(4)  742,696 7,182,661 0 475,325 7,872,808

A・ブーラ
(5) 年金制度 23 94,337 776,971 0 57,231 999,405

 補助制度  660,545 5,445,815 0 400,731 6,970,002

M・ドルステン
(6) 年金制度 8 36,788 369,906 0 20,642 403,739

 補助制度  382,056 3,787,636 0 214,529 4,105,586

J・ヤング
(7) 英国年金制度 23 527,483 6,395,228 0 0 0

 英国補助制度 1 19,638 333,342 0 0 0

G・ゲルマーノ 年金制度 28 131,053 1,268,123 0 94,384 2,194,403

 補助制度  231,512 2,340,321 12,993,272 155,335 2,885,540

 
(1) これら給付金の現在価値は、下記の、2016年12月31日の「年金制度の仮定」に基づいている。これらの仮定は、2017年度の

年間年金費用を決定するために用いられる。

(2) 当該金額は、2017年1月1日に給付金が一括で支払われる場合の年金価値を反映し、2016年12月31日現在、年金制度からの一

括金を受領する資格のない指名業務執行役員についてのみ説明の目的で示す。

(3) リード氏の年金制度の金額は、2010年11月の「ルール・オブ・90」（年齢に役務期間を加えた値が90以上）の達成を反映し

ている。これは、同氏が退職時に減額されない年金給付を受領することを意味する。30,992,370ドルの支払いは、2004年以

後の年金補助制度の2016年1月1日より有効な給付のファイザー貯蓄補助制度への名目的移管の価格である。これはリード氏

が名目的移管を一度選択した結果である。年金補助制度からリード氏への支払はなかった。そのかわり、年金補助制度から

貯蓄補助制度への移管があった。移管の条件に基づき、リード氏の年金補助制度給付は凍結され、金利及び死亡率の効果の

みが年金の増減に影響する（下記の「年金制度及び年金補助制度の概要」を参照のこと）。
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(4) ダメリオ氏の補助年金制度の給付は、2007年のダメリオ氏の雇用契約条件に基づき行った、年金受給対象となる勤務期間の

追加6年間の算入を反映している。上記の金額には、年金補助制度による65歳単生年金支払額305,510ドル及び年金補助制度

による累積給付の現在価値2,954,605ドルが含まれ、双方とも追加6年間の勤続年数に起因したものである。

(5) ブーラ博士の給付は、ファイザーが1993年から1999年に同博士の代わりにギリシャのTSAYに行った雇用主拠出の累積価値

12,797,337ギリシャ・ドラクマ（GRD）に起因する相殺を反映する。このために、給付は2015年12月31日及び2016年12月31日

現在でそれぞれ0.003201 GRD/USD及び0.003087 GRD/USDの換算率を用いGRDから米ドルへ換算された。

(6) 2012年より前のドルステン博士及びゲルマーノ氏の退職給付は、ワイスサブ制度の算定方式及びワイス執行役員退職補助制

度の算定方式の規定に基づいていた。

(7) ヤング氏は、2012年8月に英国から米国へ異動になったため、上表には、同氏の英国プランの加入中に計上された未払給付が

反映されている。当該報告金額は、65歳で支払われる未払給付の現在価値である。英国の年金法改正により、ヤング氏は、

英国年金制度の加入を取り止め、2011年4月1日、英国補助制度に加入した。同氏は、現在、年金制度又は年金補助制度に加

入していない。給付金は、それぞれ2015年12月31日及び2016年12月31日現在における為替レート（1米ドルにつき0.674764英

ポンド及び0.809979英ポンド）を用いて英ポンドから米ドルへ換算された。さらに、ヤング氏は英国年金から生存者給付を

提供されており、これは英国年金制度において他の全ての就業中の英国被雇用者に提供されている生存者給付と一致させ

て、仮にヤング氏が現役就業中に死亡した場合、同氏の配偶者に累積英国給付の50％を提供するものである。

 

当社は上記の「2016年度年金給付表」に「65歳単生年金支払額」という欄も含めている。本欄の金額は2016年12月31日に雇

用が終了すると仮定し、65歳に達した時点で業務執行役員に支払われる金額を示す。

 

当社はまた、「即時支払可能な年金」及び年金制度に基づき給付開始基準を満たす指名業務執行役員の「一括払金額」を示

す欄も追加した。

 

年金制度及び年金補助制度の概要

 

年金制度は、一部の指名業務執行役員を含む、一定の従業員を対象とする積立税制適格非拠出制の確定給付年金制度であ

る。下表は、当社の指名業務執行役員に対する旧制度からの給付を含む、年金制度条件の概要である。

 

ファイザーの年金制度
(1)

氏名 期間 制度 稼得年金 算定方式 支払形態

全指名業務執行役員

(J・ヤングを除く)

現在 年金制度/年金補

助制度

最も高い5暦年の平均給与及

びその年度に支払われた賞

与
(2)

税金制限額を上限とする収

入が年金制度に基づき含ま

れる、超過収益に関する給

付が年金補助制度に基づき

未払計上される。

ファイザーの算定方

式：「(年金収益の

1.4％) x 役務年数」

又は「(年金収益の

1.75％ - 社会保障基

礎年金の1.5％) x 役

務期間」のいずれか大

きい方
(1)

(上限35)

年金又は一括払

い(退職適格の場

合)
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旧制度

氏名 期間 制度 稼得年金 算定方式 支払形態

M・ドルステン及び

G・ゲルマーノ

2012年1月より前に稼

得した年金給付

年金制度/ワイスサ

ブ制度/補助制度

過去10年で最も高

い5暦年の平均給与

及びその年度に支

払われた賞与

(年金収益の2％ -

社会保障基礎年金年

間額の60分の1) x

役務年数(上限30)

年金又は一

括払い

J・ヤング 2012年8月より前に稼

得した年金給付

英国年金制度/英国

補助制度

基本給 2010年以降：年金収

益の1.75％ x 役務

年数

2011年より前：年金

収益の2.22％ x 役

務年数

年金

 
(1) 2016年度、年金制度及び関連する年金補助制度の適用を受けた報酬は、上記「2016年度要約報酬表」の「給与」と「非株

式インセンティブ・プラン報酬」の2016年度の合計金額に等しい。

(2) 一定の賞与は稼得年金に含まれない。

 

概要

 

年金制度に対する拠出はファイザーが全額行い、給付が支払われた信託基金に入金される。年金制度に基づき、給付金の算

定にあたり考慮される年間収入金額は、法律により制限が設けられている。2016年度の年間制限額は265,000ドルであった。年

金制度は現在、IRC要件に従い、支払われる年金額を、65歳で支払われる2016年度の年間上限額210,000ドルに制限している。

補助制度に基づき、ファイザーは、年金制度による支払額とこれらのIRCの制限がない場合に支払われるであろう金額との差額

に実質上等しい金額を、その一般資産から提供する。補助制度は非積立型であるが、一定の状況においては、ファイザーは、

補助制度に基づく支払義務を保証するために、信託を設定し積立てを行う予定である。2015年度、適格な現役加入者のため

に、2004年より後の年金補助制度給付の2016年1月から有効なファイザー貯蓄補助制度（PSSP）への名目的移管を１回限り選択

できる提案が行われた。リード氏はこの提案に適格であり、金額にして30,992,370ドルの移管を選択した。これは2016年1月の

移管額26,964,478ドル及び2016年3月に移管された残額4,027,892ドルである。その結果、上表に記される補助制度の金額は、

同氏のPSSP口座には相当額が増加する減額を含む（「2016年度非適格繰延報酬表」を参照のこと。）。名目的な移管を選択し

たことにより、リード氏は2015年12月31日をもって年金制度への参加を終了した。移管されなかったの残りの給付は変更な

く、制度の条項に従いリード氏に支払われる予定である。SCTに報告される年金価値の増減は、残りの給付に係る金利及び死亡

の影響を表す。業務執行役員の年金給付に関する取締役の方針は、名目移管が行われなかったかのごとく適用される。

 

累積給付金の現在価値は、財務諸表の作成にあたり使用される、以下の表の2016年12月31日現在の仮定に基づき算定され

た。
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年金制度の仮定
(1)

 

想定日 2014年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日

割引率 適格年金制度4.20％

非適格年金制度4.00％

適格年金制度4.59％

非適格年金制度4.46％

適格年金制度4.41％

非適格年金制度4.24％

一括払い金利 PRAPサブ制度については2014年

12月にIRSが公表した2014年11

月フル・イールドカーブから算

定し、2014年12月のマーサー・

イールドカーブのスポット・

レートの変動により調整され

た、インプライド・フォーワー

ド・レートに基づく金利。ワイ

スサブ制度についてはPRAPサブ

制度に使用した換算率の125％

PRAPサブ制度については、

PPA資金拠出計算目的で、

2015年12月にIRSが公表した

2015年11月フル・イールド

カーブから算定し、2015年12

月のマーサー・イールドカー

ブのスポット・レートの変動

により調整された、インプラ

イド・フォーワード・レート

に基づく金利。ワイスサブ制

度についてはPRAPサブ制度に

使用した換算率の125％

PRAPサブ制度については、PPA資

金拠出計算目的で、2016年12月

にIRSが公表した2016年11月フ

ル・イールドカーブから算定

し、2016年12月のマーサー・

イールドカーブのスポット・

レートの変動により調整され

た、インプライド・フォーワー

ド・レートに基づく金利。ワイ

スサブ制度についてはPRAPサブ

制度に使用した換算率の125％

一括払い選択割合
80/70％

(2)
- PRAP

65％
(3)

- ワイス

80/70％
(2)

- PRAP

65％
(3)

- ワイス

80/70％
(2)

- PRAP

65％
(3)

- ワイス

一括払い生命表 RP2000表に基づき、予測死亡率

（7～15年）の向上と共にIRS細

則2007-67により特定された男

女共通生命表

RP2000表に基づき、予測死亡

率（7～15年）の向上と共に

IRS細則2007-67により特定さ

れた男女共通生命表

RP2000表に基づき、予測死亡率

（7～15年）の向上と共にIRS細

則2007-67により特定された男女

共通生命表

年金生命表 2007年以降の死亡率向上予測を

除去するために調整された、予

測RP-2014年金受給者生命表

2007年以降の死亡率向上予測

を除去するために調整され

た、予測RP-2014年金受給者

生命表

2007年以降の死亡率向上予測を

除去するために調整された、予

測RP-2014年金受給者生命表

年金用死亡率向上基準 10年間の等級引下げ期間及び

0.75％最終年間改善率を使用す

るために調整された、予測MP-

2014基準

10年間の等級引下げ期間及び

0.75％最終年間改善率を使用

するために調整された、予測

MP-2014基準

65歳以下の最終改善率1.2％及び

直線的に115歳でゼロとなる等級

を仮定した予測MMP-2016基準。

最終率への等級下降期間は、年

齢に基づく10年間及び誕生年に

基づく15年間に発生する。

 
(1) これらの仮定は「2016年度要約報酬表」に記載される年金価値の変動を決定するためにも用いられた。

(2) 80％はPRAPサブ制度に、70％は年金補助制度のファイザー給付算定方式に関連している。業務執行役員が一括払金を受領す

る資格を有する範囲においてのみ適用される。

(3) 65％はワイスサブ制度及び年金補助制度のワイス給付算定方式に関連している。

 

年金給付表に示される一括払い金を計算するために、2017年1月1日現在、一括払いの金利は、最初の5年間に支払われる予

定の年金については1.47％、5年以降20年までの間の支払金については3.34％、20年以降の支払金については4.30％である。ワ

イス算定方式による給付の2012年1月1日より前に累積された部分について、2017年1月1日現在の一括払いの仮定は、男女同比

率（50％）の1994年団体年金生命表（男女共通）及び金利0.60％（2017年度第1四半期中の一括払い金の算定に使用された2016

年11月のPBGC一括払い金利の120％）に基づいている。
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早期退職規定

 

年金制度及び補助制度においては、定年は65歳である。PRAPサブ制度に基づくと、加入者が、年齢と役務期間を加えた数が

90以上となって雇用を終了する場合、当該従業員は、年金制度又は年金補助制度の早期支払条件に基づき、年金又は一括払金

のいずれかを減額されることなく受け取る資格を有する。リード氏は、2010年度中にこの指針値に達した。PRAPサブ制度に基

づき、従業員が55歳以上かつ役務期間が10年以上で退職する場合、当該加入者は、給付開始時から65歳まで毎年4％（1年未満

の場合は比例配分）減額された早期退職年金又は一括払金のいずれかを受領する選択が可能である。従業員が上記基準のいず

れも満たしておらず、年金制度に基づく3年間の権利確定役務期間を有する場合は、当該加入者は、55歳以上となって開始され

る年金受給の選択ができるが、65歳までは毎年6％（1年未満の場合は比例配分）減額され、これらの状況においては、適格な

PRAPサブ制度給付からの一括払金は利用できない。

 

業務執行役員の年金給付に関する取締役会の方針

 

取締役会は、上級業務執行役員の給付が、単生年金として算定され、報酬委員会の裁量により算出された当該執行役員の最

終的な平均給与の100％を超える場合、当社の確定給付年金制度から当該執行役員に対する支払いを行う前に、株主の承認を求

める方針を採用している。当該方針は、2006年1月1日後に未払計上された全給付金に適用される。当該方針の目的上「最終的

な平均給与」とは、収入が該当年度の給与及び年次現金インセンティブ（又は賞与）を含む場合、最も収入が高い5暦年の平均

収入（委員会により定義されるが、旧年金制度の定義には基づいていない。）を意味する。この方針は、あたかも一定の補助

給付の名目移管が行われなかったごとくに適用される。
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2016年度非適格繰延報酬表
(1)

 

以下の表は、2016年度の活動、並びに指名業務執行役員の様々な非適格貯蓄制度及び繰延制度の残高の概要を示す。以下の

制度により、業務執行役員は、課税前ベースで過去に稼得した金額を繰り延べることが可能となる。その制度とは、ファイ

ザー貯蓄補助制度（以下「PSSP」という。)、繰延報酬制度（以下「DCP」という。）、並びに2012年より前についてはワイス

2005年（409A）繰延報酬制度（以下「ワイスDCP」という。）である。PSPPへの雇用者による拠出を除き、これらの制度の残高

は、一般的に過去に稼得された報酬及びこれらの金額に係る利益の繰延べに起因している。従業員の繰延べに加え、PSPPは、

当社によるマッチング拠出及び下記のRSCといった2種類の当社による拠出金を有する。PSPPは非適格貯蓄補助制度であり、IRC

の制限の適用、業務執行役員の拠出に基づく当社によるマッチング拠出及びRSCがない場合、関連する税制適格401(k)プランに

基づき繰り延べられたであろう報酬の繰延べ(以下「PSP」という。)について定めている。さらに、PSSPは2004年以後の年金補

助制度の給付の移管を許可する。指名業務執行役員のうち、ヤング氏のみが現在RSCの受給資格を有する。

 

氏名 プラン
(2)

2016年度業務執

行役員の拠出額

(ドル)

2016年度ファイ

ザーの拠出額

(ドル)
(4)

2016年度

所得総額

(ドル)

引出/分配総

額(ドル)

2016年12月31日

現在の残高総額

(ドル)
(5)

I・リード PSSP 31,348,785 267,311 907,268 - 38,938,437

 繰延GPP - - - - -

 繰延PSA - - 863,816 - 7,407,301

 繰延RSU
(3) 3,679,227 - 3,586,545 - 31,549,487

 合計 35,028,012 267,311 5,357,629 - 77,895,225

E・ダメリオ PSSP 174,540 130,905 428,037 - 3,578,130

 繰延GPP - - - - -

 合計 174,540 130,905 428,037 - 3,578,130

A・ブーラ PSSP 376,125 112,838 189,650 - 2,058,636

 繰延GPP - - - - -

 繰延PSA 112,818 - 18,160 - 279,069

 繰延RSU
(3) 1,588,523 - (30,667) - 1,557,856

 合計 2,077,466 112,838 177,143 - 3,895,561

M・ドルステン PSSP 169,350 127,013 89,347 - 1,489,318

 繰延GPP - - - - -

 繰延RSU
(3) 1,122,470 - 620,436 - 11,410,555

 合計 1,291,820 127,013 709,783 - 12,899,873

J・ヤング PSSP 181,833 366,525 153,606 - 1,496,137

 繰延GPP - - - - -

 繰延RSU
(3) 685,962 - 128,528 - 2,124,386

 合計 867,795 366,525 282,134 - 3,620,523

G・ゲルマーノ PSSP 124,863 93,647 94,050 - 1,539,095

 繰延GPP - - - - -

 繰延RSU
(3) - - 307,600 - 7,336,163

 ワイスDCP - - 9,729 (104,581) 118,818

 合計 124,863 93,647 411,379 (104,581) 8,994,076
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(1) 本表に反映されている拠出金は、「2016年度要約報酬表」及び過年度の要約報酬表に適宜記載されている。所得総額は、

「2016年度要約報酬表」に反映されておらず、また過年度の要約報酬表にも記載されていなかった。

(2) PSPPによる拠出は、2015年度に報告され、2016年度に支払われた年次インセンティブ報奨に加え、業務執行役員の繰延べの

選択及び「2016年度要約報酬表」に示される給与に基づいたものである。加えて、リード氏について報告された拠出額は、

2016年1月及び3月に2004年度以降の年金補助制度の給付をファイザー貯蓄補助制度（PSSP）に一度名目的に移管した

30,992,370ドルを含む。PSPPの報告金額には、ドルステン博士及びゲルマーノ氏に対する旧ワイス従業員貯蓄補助制度（以

下「ワイスSESP」という。）による収入及び残高が含まれる。

(3) 拠出欄の金額は2016年度中に権利確定したRSU報奨であり、内国歳入法第162条(m)により、税額控除の損失を回避するために

強制的にDCPへ繰り延べられた。RSUの権利確定に関する詳細は、上記「2016年度オプション/TSRUの行使及び権利確定された

株式」の表を参照のこと。

(4) これらの金額は、2016年度に稼得されたPSSPの当社によるマッチング拠出及びRSCである。「2016年度要約報酬表」の「その

他の全報酬」に記載されている。

(5) 残高総額に記載されている金額は、2016年12月31日現在の従業員による拠出、当社による拠出／RSC、引出及び投資利益を含

む、指名業務執行役員の繰延累積額を反映している。2016年度第4四半期のマッチング拠出又は2016年度に稼得したRSCは

2017年度初めに入金されたため、報告額には含まれていない。当該金額は、本表の「2016年度ファイザーの拠出額」及び

「2016年度要約報酬表」の「その他の全報酬」の2016年度の欄に含まれている（拠出金が稼得された年度に基づく。）。
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ファイザー貯蓄制度

 

概要

 

当社は、米国の従業員に対してファイザー貯蓄制度を、適格要件を満たす従業員に対してPSPPを提供している。拠出金額は

「2016年度要約報酬表」又は過年度の要約報酬表に適宜反映されている。投資利益は含まれていない。

 

2016年度について、税法では、以下の制限が設けられている：

・　加入する従業員の口座に入金される「追加拠出」を、1年につき53,000ドル（又は50才以上の適格加入者については年

間59,000ドル）までとする。「追加拠出」には、マッチング拠出、RSC、課税前拠出、ロス401(k)拠出及び課税後拠出

が含まれる。

・　税制適格貯蓄制度へ配分される金額の上限は、年間18,000ドル（又は50歳以上の適格加入者については年間24,000ド

ル）であった。

・　貯蓄制度に基づく拠出額の算定にあたり考慮できる報酬額の上限は、265,000ドルである。

 

貯蓄制度

 

貯蓄制度は、税制適格退職貯蓄制度である。加入する従業員は、課税前ベース、ロス401(k)ベース及び課税後ベースで、税

法による制限に従い「定期収入」の最大30％まで貯蓄制度の口座に拠出することができる。貯蓄制度における「定期収入」に

は、給与及び賞与の両方が含まれる。さらに貯蓄制度に基づき、当社は、通常加入する従業員の定期収入の最初の3％について

は、かかる従業員が拠出する金額の1ドルにつき1ドルに等しい金額を、かかる従業員の定期収入の次の3％については、1ドル

追加されるごとに50セントをマッチング拠出する。マッチング拠出は即時に権利確定し、従業員が各四半期末に雇用されてい

ることを条件とし、各四半期末に支払いが行われる。ただし、従業員が退職、死亡又は就労不能により雇用を終了する場合を

除く。

 

マッチング拠出に加え、2011年以降、当社は、新規採用者、再雇用者並びに米国及びプエルトリコへ異動した従業員に対

し、当社による適格収入の5％から9％の年齢及び役務に基づく加重年間拠出RSCを提供する。RSCは、各従業員の拠出について

選定された同様の資金調達方法で投資される。RSCは、3年間の役務終了後に権利確定し、従業員が退職、死亡又は就労不能に

より雇用を終了する場会を除き、従業員が各年の12月31日に雇用されている場合にのみ拠出が行われる。ヤング氏は、2012年

に米国へ異動となり、米国年金制度に参加できなかったため、PSP及びPSSPに基づくRSCの受給資格を有する。

 

貯蓄補助制度

 

当社のPSSPは、「ファイザー貯蓄制度 - 概要」に記載の制限が存在しない場合、貯蓄制度に基づき実際に配分された金額

と従業員の口座に配分される金額との差額に等しい拠出金を支払うことを目的としたものである。PSPPに基づき、加入者は、

課税前ベースで適格給与の最大30％を繰り延べる選択をすることができる。通常、PSPPに基づき、拠出金に収入を合わせた金

額は、当社の一般資産から支払われる。加入者は、役務終了後に一括払い又は2回から20回の年次分割払いを受領する選択をす

ることができる。選択を行わない加入者は、一括払いで受領する。一定の状況において、当社は、PSPPによる支払義務を果た

すために、ラビ・トラストを設立し資金供給を行っている。

 

加えて、2012年度より前は、ドルステン博士及びゲルマーノ氏は、非積立型の非適格貯蓄補助制度であるワイス従業員貯蓄

補助制度（以下「ワイスSESP」という。）に加入していた。一定の状況において、当社は、ワイスSESPによる支払義務を果た

すために、ラビ・トラストを設立し資金供給を行っている。
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2016年度については、指名業務執行役員がPSPPに基づき繰り延べた金額がある場合、「2016年度要約報酬表」の「給与」及

び「非株式インセンティブ制度報酬」に当該金額が含まれている。各指名業務執行役員については、非適格繰延報酬の表に

PSPPの金額が示されている（ドルステン博士及びゲルマーノ氏については旧ワイスSESPによる金額を含まれる。）。業務執行

役員による拠出は、業務執行役員が、PSPPに基づく繰延べを選択した給与及び賞与の割合を反映している。マッチング拠出及

びRSC（適用がある場合）は、当該表の「ファイザーの拠出額」の欄に記載されている。指名業務執行役員については、貯蓄制

度及びPSPPに基づく当社のマッチング拠出及びRSCが、「2016年度要約報酬表」の「その他の全報酬」にも示されている。上表

のPSPPの「所得総額」は、PSPP（ドルステン博士及びゲルマーノ氏については旧ワイスSESPを含む。）の残高が過年度に変動

した金額から、従業員及び雇用者の拠出額を控除した額である。

 

雇用終了時の見積給付金

 

下表は、2016年12月31日現在、エグゼクティブ退職プランに基づいた雇用終了の仮定に基づき、また様々な雇用終了の考え

られる状況により、支払われる見積給付金を示す。

 

終了事由別に基づく見積給付金額

 

氏名＊
退職金

(1)

(A)

(ドル)

その他

(2)
(B)

(ドル)

事由のない雇用終了
支配権の変動による

雇用終了

死亡又は

就労不能

長期報奨

支払額
(3)(5)

(C)

(ドル)

合計

(A+B+C)

(ドル)

長期報奨

支払額
(4)(5)

(D)

(ドル)

合計

(A+B+D)

(ドル)

長期報奨

支払額
(4)(5)

(ドル)

I・リード 9,218,200 18,429 18,620,465 27,857,094 25,782,064 35,018,693 25,782,064

F・ダメリオ 2,502,500 25,663 5,012,910 7,541,073 7,828,665 10,356,828 7,828,665

A・ブーラ 3,643,481 27,093 3,008,090 6,678,664 4,991,278 8,661,852 4,991,278

M・ドルステン 2,415,500 25,780 4,600,683 7,041,963 7,393,373 9,834,653 7,393,373

J・ヤング 4,443,269 24,945 4,525,735 8,993,949 7,314,274 11,782,488 7,314,274

 
(1) 当該金額は、(a)1年間の給与（基本給与及び目標賞与と定義される。）、又は(b)上限を104週とする13週の給与に役務期

間1年につき3週の給与を加えたもののいずれか大きい方の額に等しい退職金である。これらの金額は、GPPに基づく支払金

がある場合はこれを含まない。GPPに基づき、個人は、退職金に加えて、業績目標を達成した場合の雇用終了年度の目標報

奨を比例配分して受領する。

(2) 当該金額は、現従業員の医療保険、歯科治療保険及び生命保険の12か月間の費用である。

(3) 当該金額は、事由のない雇用終了時、加入者が2016年12月31日現在で権利を持つ長期インテンティブ報奨の金額である。

定年退職の資格のある加入者は、1年間保有したすべての報奨は、報奨の元々の条件に従い引き続き権利が確定し分配され

る。保有が1年未満の報奨はすべて、比例配分される。RSUは分離して分配され、TSRU及びPSAはもともとの決済日に決済さ

れる。定年退職の資格のない加入者は、すべての報奨が比例配分される。RSUは分離して分配され、TSRU及びPSAはもとも

との決済日に決済される。すべての加入者について、権利確定した報奨は報奨のもともとの条項に従い決済される。金額

は2016年12月30日（2016年度の最終取引日であるため）の株価終値である32.48ドルに基づく。

(4) 当該金額は、死亡、就労不能又は支配権の変動による雇用終了の場合、2016年12月31日現在で加入者が受領する権利のあ

る長期インセンティブ報奨の金額である。2016年度より前に付与された報奨の場合、発行済みの報奨は、死亡、就労不能

又は支配権の変動による雇用終了の場合権利確定し、決済される。2016年度以降に付与された報奨については、死亡を除

くすべての場合（死亡の場合は報奨は権利確定し、決済される。）、報奨はもともとの決済日で引続き権利が確定し、決

済される。金額は2016年12月30日（2016年度の最終取引日であるため）の株価終値である32.48ドルに基づく。

(5) 当該金額には、2016年12月30日現在に権利確定した株式報奨の金額は含まれていない。

＊ 2016年2月8日付で、ゲルマーノ氏はELTのメンバー及びグローバル・イノベーティブ医薬品事業グループ社長を退任し、

2016年5月31日付で雇用を終了したため、ゲルマーノ氏は本表において報告されていない。エグゼクティブ退職プランの条

項に従い、同氏は現金による退職金4,375,260ドルを受領し、2016年12月31日現在の発行済み長期インセンティブ報奨の金

額は15,109,080ドルであった。詳細については、「前指名業務執行役員の退職」を参照のこと。
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就労不能、死亡、退職及び支配権変動時の支払い

 

指名業務執行役員は、就労不能、死亡、退職及び支配権変動時に、（プランの規定に従い）次の支払金を受領する権利を有

する。

 

就労不能 ファイザー給付プログラム 長期インセンティブ・プログラム

指名業務執行役員を含む適格

従業員向け給付

・当社が支払う給与額（給与及び賞与）の50％の長

期就労不能に対する保険及び従業員は年間給付

金350,000ドルを上限として、給与額の最大70％

（最大500,000ドル）の増額水準の保険に加入す

ることができる。

・障害又は病気が原因の長期就労不能給付の受給を

開始した者は、健康保険及び生命保険が24か月

間提供される。

・年金制度及び年金補助制度による給付は、雇用終

了した者については、未払計上は継続されな

い。

・2016年度以降に付与されたRSUは当初の権利

確定スケジュールに従い、引き続き権利確

定し、支払われる。2016年度より前に付与

されたRSUは即時権利確定し、分配される。

・権利確定したTSRUは当初の決済日に決済さ

れる。

・2016年度以降に付与された権利未確定の

TSRUは引き続き権利確定し、決済日に決済

される。2016年度より前に付与された権利

未確定のTSRUは即時権利確定し、決済され

る。

・2016年度以降に付与されるPSAは業績期間末

の実際の業績に基づき引続き権利確定し、

決済される。2016年度より前に付与された

PSAは即時権利確定し、目標値で支払いがな

される。

　   

死亡 ファイザーの給付プログラム 長期インセンティブ・プログラム

指名業務執行役員を含む適格

従業員向け給付

・ファイザーは、従業員に対し、上限を2.0百万ド

ルとする１回の支払額（給与及び賞与）に等し

い金額を無償で提供する。

・上限を4.0百万ドルとする支払額（給与及び賞

与）の8倍までの生命保険に加入することができ

る（ただし、保険可能性要件の証明を条件とす

る。）。

・従業員の死亡時における年金給付及び繰延報酬に

ついては、当該制度及び業務執行役員による選

択がある場合、それに従って支払いがなされる

・RSUは即時権利確定し、全額支払われる。

・権利未確定のTSRUは即時権利確定し、即時

決済される。権利確定済のTSRUは即時決済

される。

・PSAは即時権利確定し、目標値で支払いがな

される。
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退職 長期インセンティブ・プログラム、加入者が付与日から1年目の応当日後に退職した場合（55歳以上

かつ10年以上の勤務期間を有する。）

ファイザーの制度に基づく、

医療、年金及び貯蓄制度の給

付の詳細は、「第6部 - 退職

後報酬及び給付」の「年金及

び貯蓄制度」及び「退職後医

療給付」を参照のこと。

・RSUは引き続き権利確定され、当初の権利確定期間終了時に支払いが行われる。

・TSRUは引き続き権利確定され、付与日から5年目又は7年目の応当日に決済される。

・PSAは、引き続き権利確定される。PSAは、付与についての測定基準に対するファイザーの業績に

基づき、業績期間終了時に支払われる。

 

退職が付与日から1年目の応当日より前に生じた場合、当該長期インセンティブ報奨の権利未確定部

分は失権する。権利確定済TSRUは、付与日から5年目又は7年目の応当日に決済され、権利確定済ス

トックオプションは、オプション期間中行使可能である。

 

年齢及び役務年数に基づくと、リード氏及びブーラ博士は退職規定に該当する現指名業務執行役員

であり、2016年12月31日現在、その日に退職した場合、それぞれ15,795,935ドル及び2,225,893ドル

の価値を持つ長期インセンティブ報奨を所有していた。これらの金額には、権利確定されたTSRUの

現在価値を示すリード氏については51,546,359ドル又はブーラ博士については2,452,895ドルが含ま

れていない。リード氏及びブーラ氏の長期インセンティブ報奨によって受領する実際の金額は、決

済日（TSRU及びPSA）及び権利確定日（RSU）にそれぞれの時点での価値に基づき決定され、退職又

はその他離職とは関係づけられない。離職時のゲルマーノ氏の権利確定済みＴSRUの価値は

11,777,853ドルであった。

￥支配権変動時 長期インセンティブ・プログラム、加入者の雇用が支配権の変動後24か月以内に終了した場合

・2016年度以降に付与されたRSUは、当初の権利確定スケジュールに従い引続き権利確定し、支払わ

れる。2016年度より前に付与されたRSUは即時権利確定し、全額分配される。

・2016年度以降に付与された権利確定済TSRUは決済日に決済される。2016年度より前に付与された

権利確定済TSRUは即時に決済される。

・2016年度以降に付与された権利未確定TSRUは、引き続き権利確定し、決済日に決済される。2016

年度より前に付与された権利未確定TSRUは即時決済される。

・2016年度以降に付与されたPSAは業績期間末時点の実際の業績に基づき引続き権利確定し、決済さ

れる。2016年度より前に付与されたPSAは目標値で即時権利確定し、分配される。

 

以下の表は、2016年12月31日現在の当社の株式報酬制度に関する一部の情報である。

 

株式報酬制度に関する情報

 

制度

(A)未行使のオプション、ワ

ラント及び権利の行使に伴

い発行される有価証券数

(B)未行使のオプショ

ン、ワラント及び権利

の加重平均行使価格

(C)株式報酬制度に従い将来発

行可能な残りの有価証券数

((A)欄の有価証券を除く)

有価証券保有者により承認された株

式報酬制度 334,882,653
(1) $ 27.55 390,773,212

(2)

有価証券保有者により承認されてい

ない株式報酬制度
0 該当なし 0

合計 334,882,653 $ 27.55 390,773,212

 
(1) 当該金額には、以下が含まれている。

 

・ 未行使ストックオプションの行使に伴い発行可能な186,676,426株。そのうちの143,480,612株は、ファイザー・イン

ク2004年ストック・プラン（以下「2004年ストックプラン」という。）に基づき、24.57ドルの加重平均行使価格で

付与され、43,195,814株は、ファイザー・インク2014年ストック・プラン（以下「2014年ストックプラン」とい

う。）に基づき、34.47ドルの加重平均行使価格で付与された。
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・ 2004年ストック・プランに従って付与された発行済株式報奨に基づき発行可能であるが、2016年12月31日現在まだ稼

得されていない株式1,093,796株。当該未行使報奨に従い発行予定の株式がある場合、その株式数は、適用される業

績測定期間にわたり、株主総利回りという点で同業他社の業績と当社の業績を比較する測定方式により決定される。

これらの報奨には行使価格が設定されていないため、(B)欄の加重平均行使価格の算定には含まれていない。

・ 2014年ストック・プランに従って付与された発行済株式報奨に基づき発行可能であるが、2016年12月31日現在まだ稼

得されていない株式3,452,354株。当該未行使報奨に従い発行予定の株式がある場合、その株式数は、NYSE ARCA医薬

品Index (DRG Index)と比較した相対的な3年間の株主総利回りで調整した年間目標に対する3回の1年間の営業利益の

業績結果の平均と比較する測定方式により決定される。これらの報奨には行使価格が設定されていないため、(B)欄

の加重平均行使価格の算定には含まれていない。

. 32,521,230株。そのうち17,465,662株が2004年ストック・プランに基づき発行可能であり、15,055,568株が2014年ス

トック・プランに基づき発行可能であるが、2016年12月31日現在まだ稼得されていない。当該発行済報奨に従い発行

予定の株式がある場合、その株式数は、付与日から5年間の業績測定期間中のファイザーの長期製品ポートフォリオ

に関連した業績目標の達成により決定される。これらの報奨には行使価格が設定されていないため、(B)欄の加重平

均行使価格の算定には含まれていない。

・ 制限株式ユニットの対象となる29,605,207株。そのうち9,363,607株は、2004年ストック・プランに基づき付与さ

れ、20,241,600株は、2014年ストック・プランに基づき付与された。これらの報奨には行使価格が設定されていない

ため、(B)欄の加重平均行使価格の算定には含まれていない。

・ 2004年ストック・プランに基づき25.01ドルの加重平均行使価格で付与された、TSRUに従った権利未確定株式

5,652,634株及び権利確定済株式19,364,363株。並びに2014年ストック・プランに基づき30.99ドルの加重平均行使価

格で付与された、TSRUに従った権利未確定株式56,354,225株及び権利確定済株式42,145株。未行使TSRUに従い発行予

定の株式がある場合、その株式数は、決済価格と付与価格の差額に5年間及び7年間累積された配当金を加えた金額に

より決定される。決済価格は、付与日より5年目又は7年目の応当日に終了する20日間の平均終値である。

・ 2004年ストック・プランに基づき付与されたTSRUの行使によるプロフィット・ユニット（PTU）の対象である120,273

株。これらの報奨には行使価格が設定されていないため、(B)欄の加重平均行使価格の算定には含まれていない。
 

(2) 当該金額は、2014年ストック・プランに基づき将来付与される可能性のあるストックオプション及び報奨に従い、発行に

利用可能な株式数(393,773,212)である。2014年ストック・プランに基づき、付与されたオプション又はTSRUは、1対1の

割合で利用可能な株式数が減らされ、付与された株式報奨はすべて1対3の割合で利用可能な株式数が減らされる。

 

2000年、ファイザーは、ワーナーランバート・カンパニーを買収し、当社によるワーナーランバートの買収前に、一部の元

ワーナーランバート取締役が繰り延べていたワーナーランバート取締役報酬の決済において、ワーナーランバート1996年ス

トック・プランに従い、ファイザー普通株式3,760株を利用する義務を引き継いだ。これらの株式に関する情報は上記の表には

含まれていない。

 

2009年10月15日、ファイザーはワイスを買収し、ワイス・マネジメント・インセンティブ・プラン（以下「MIPプラン」と

いう。）を引き継いだが、当該プランに従った付与は以降行われておらず、今後も行わない。2016年12月31日現在、MIPプラン

の要件を満たしていることを条件に、加入者の口座には、ファイザーからの離職時に一括及び分割で提供されるファイザー株

式11,583株が発行可能であった。これらの株式に関する情報は上記の表には含まれていない。

 

財務評価法

 
下表は、本書の「年次インセンティブを目的とした財務業績」(未監査)に関連する年次インセンティブの目的における、

2016年度及び2015年度の米国GAAP及び非GAAP収益の比較、並びに米国GAAPによる希薄化後EPS及び非GAAP調整後希薄化後EPSの

比較を示している。これらの年次インセンティブ目的の財務評価法は、見積為替レートを利用し、従って当社のプレスリリー

ス並びに本書の「第3　事業の状況、1　業績等の概要」及び「第3　事業の状況、7　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析」で使用される為替レートとは異なる。
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財務評価法

 

(1株当たり金額を除き10億ドル) 2016年 2015年

GAAPによる収益 $52.8 $48.9

予算目的で有効な為替レートと比較した外国為替による影響 (0.7) 1.1

ホスピーラ社を除外 － (1.5)

経常外項目の除外 (0.2) －

年次インセンティブ目的の非GAAP収益 $51.9 $48.4

GAAPによる希薄化後EPS* $1.17 $1.11

パーチェス法による調整 - 税引後 0.48 0.45

買収関連費用 - 税引後 0.11 0.09

非継続事業 - 税引後 － －

特定の重要項目 - 税引後 0.64 0.54

非GAAP調整後希薄化後EPS* $2.40 $2.20

予算目的で有効な為替レートと比較した外国為替による影響 － 0.03

ホスピーラ社を除外 － (0.03)

経常外項目の除外 (0.03) 0.01

年次インセンティブ目的による非GAAP調整後希薄化後EPS $2.37 $2.20

 
* 調整後希薄化後ESPの完全な調整については、本書「第6　経理の状況」を参照のこと。四捨五入のため、合計は一致しな

い。

注： 上記の表の2016年度の数字は、メディベーション・インクの業績（非経常項目の一部）を除く。ファイザーは同社を2016

年9月28日付で買収した。
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５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1)　コーポレート・ガバナンスの状況

 

概要

 

ファイザーは、健全なコーポレート・ガバナンス慣行の実行に熱心に取り組んでいる。当社は、適切なガバナンスが株主の

長期的利益を促進し、取締役会及び経営陣の説明責任を強化し、信頼できる社会の一員としての当社の評判を向上させると考

える。当社は、発展し続ける慣行並びに当社の株主及びその他利害関係者が提起する問題を反映するために、当社のコーポ

レート・ガバナンス方針及び手順を定期的に精緻化することにより、当社の長年にわたるコーポレート・ガバナンスの卓越性

を維持し、向上させる。

 

当社のガバナンス構造及び手順は、当社のコーポレート・ガバナンス原則及び委員会規約等、ガバナンスに関する重要な文

書により導かれている。これらは、取締役会及びその委員会が職務を遂行するにあたり、その運営を管理する。当該原則は、

コーポレート・ガバナンス委員会及び取締役会全体により最低年1回見直しが行われ、変動する規制要件、発展し続ける慣行、

当社の株主及びその他の利害関係者が提起する問題、並びに当然の結果として生じる状況に対応して、定期的に更新される。

 

取締役会の情報

 

取締役会のリーダーシップ構造

 

取締役会は、その主な責務の1つを、経営陣及び積極的に関与し高い機能性を有する取締役会について、独立した立場で監

視するために、その最適なリーダーシップ構造を評価し決定することであると認識している。取締役会は、その経験、株主と

の重要な関わり及び当該問題に対する調査結果に基づき、取締役会の最適なリーダーシップ構造に関する多数の見解があるこ

とを理解している。

 

当社が業務を行う動的かつ競争の激しい環境を考慮すると、取締役会は、状況によって適したリーダーシップ構造は変動す

る可能性があると考えている。当社の付属定款及びコーポレート・ガバナンス原則に基づき、取締役会は、そのリーダーシッ

プ構造を変更することが適切であり、ファイザー及びその株主にとって最善の利益であると判断した場合、いつでもリーダー

シップ構造を変更することが可能であり変更を行うつもりである。この理解のとおり、社外取締役は、特定の構造を好ましい

とみなしておらず、少なくとも年に1度、取締役会のリーダーシップ構造を検討する。この検討には、その時点の当社の運営及

びガバナンス環境に鑑み、代替的リーダーシップ構造についての評価、議題に関する経験的データの見直し及び株主による意

見に加え、取締役会のリーダーシップに関する最適モデルの達成目標及び取締役会による経営陣の効率的な管理が含まれる。

 

投資家は、会長及びCEOの職務が兼任される状況において、取締役会が、明確に定義された役割及び責務を有する有能な主

導的社外取締役を選任することが不可欠であると考えていることを取締役会は認識している。当社のコーポレート・ガバナン

ス原則は取締役会のリーダーシップ及び投資家の選好の最適モデルを達成する取締役会の目標に一致するものである。

 

リーダーシップ構造に関する2016年度の見直し

 

コーポレート・ガバナンス委員会による精査を受け、社外取締役は、直近では2016年12月、取締役会のリーダーシップ構造

を再検討し、リード氏を会長とする現行のリーダーシップ構造を維持することを決定した。社外取締役は、この統一された構

造はファイザーに強固かつ一貫性のあるリーダーシップをもたらすと考える。
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これらの判断は、以下の通り、社外取締役のリード氏に関する継続的な確信に基づいたものである。

 

・研究開発指向型のバイオ医薬品業界及び規制環境における幅広い経験及び知識を有している、

・課題の多い業界及びマクロ経済環境において、取締役会及び当社を統制するために必要な指導力及び展望を引き続き実証

している、

・根本的に投資家主導の見解を持っている、

・堅調な業績を生み出し、当社従業員の信頼の文化への関与を強化している指導力を実行している。

 

当社が事業を行う規制環境及び市場環境を考慮すると、当業界に関する深い専門性及び当社に関する知識を有する一人の明

確な指導者が会長職とCEO職を兼務することで、社内及び社外の両方において確固たる及び効果的な指導力が発揮される。

 

当社の取締役会リーダーシップ構造は、更に以下により強化されている。

・当社の取締役会（リード氏を除く社外取締役の全員で構成されている）が実行する強固かつ独立した監視機能　（下記

「取締役の独立性」を参照のこと。）。

・ファイザーの主導的社外取締役により提供される独立リーダーシップ

・当社取締役会委員会の全委員の独立性　―　監査委員会、報酬委員会、コーポレート・ガバナンス委員会、法規制遵守委

員会及び科学技術委員会

・当社のコーポレート・ガバナンス原則、方針及び慣行

・取締役会及び委員会の手続きは、社外取締役の定期的な執行会議、事前設定した目標に対するCEOの業績の年次評価、並

びにとりわけリード氏の会長としての役割におけるCEOと取締役会との相互関係を評価するための個別の評価を含む、CEO

の業績に関する実質的かつ独立した管理体制について定めている。

 

執行会議

 

社外取締役の執行会議は、通常定例取締役会の会合ごとに開催されている。主導的社外取締役が主導し、社外取締役は、

特にCEO及びその他の上級管理職の業績を評価する基準、かかる基準に照らしたCEOの業績、並びにCEO及びその他の上級管理

職の報酬について見直しと議論を行う。

 

当社の主導的社外取締役

 

ファイザーにおいて主導的社外取締役の地位は、明確に定義された役割及び責務を有し、社外取締役のリーダーシップの重

要な責任を伴う。デニス・A・オージェロ博士は2015年定時株主総会以降当社の主導的社外取締役を務めている。オージェロ博

士は、主導的社外取締役に就任後、取締役会の各委員会の職権上のメンバーも務め、科学技術委員会の委員でもある。

 

主導的社外取締役の任期中、オージェロ博士は、強固な指導力及び自立的思考、事業に関する深い理解、科学に関する高い

専門的水準並びに投資家との積極的な面談を示してきた。社外取締役は、主導的社外取締役としての勤務を継続するオージェ

ロ博士の能力について自信をもっている。
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主導的社外取締役の役割

 

ファイザーにおける主導的社外取締役は、取締役が承認した規約に基づき、明確な責務、重要な権限及び明確に定義された

責任を備えている。当該責務及び権限には以下が含まれる。

 

・ 社外取締役の執行会議、並びに会長兼CEOが出席しないその他の取締役会会議の議長を務めること。

・ 各委員会の職権上のメンバーを務め、様々な委員会の会合に定期的に出席すること。

・ 社外取締役の会合を招集すること。

・ 取締役会との関係、並びに取締役に対する指導力及び指示を行う能力に関する年次評価を含む、社外取締役

会による会長兼CEOの評価を主導すること。

・ 社外取締役と会長兼CEOとの連絡係としての役目を果たすこと。

・ 取締役へ提供される情報の質、量及び時期等を承認すること。

・ 議題の進行に貢献し、これを承認すること。

・ 全議題の討議に十分な時間を確保できるように、取締役会会合の回数及び頻度について取締役会の承認を促

進し、会議スケジュールを承認すること。

・ 取締役会に直接報告をする社外アドバイザー及びコンサルタントの雇用維持を承認すること。

・ 定期的に株主からの照会を受け付け、適宜これらの照会に対応すること。

・ 株主又はその他の利害関係者からの要求があり、適切である場合には、相談及び直接的対話のために応対可

能にしておくこと。
 

 

主導的社外取締役規約は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-policies)に掲載され

ている。

 

リスク管理における取締役会の役割

 

経営陣は、取締役による監視に従い、エンタープライズ・リスクマネジメント（以下「ERM」という。）プログラムを通じ

てを含み、リスク評価及びリスク管理に責任を有する。ERMプログラムはリスクの特定及び管理の枠組みを提供する。各リスク

は、適宜、当社の主要事業及び業務機能の責任者であるエグゼクティブ・リーダーシップ・チーム（ELT）の1名又は複数のメ

ンバーに割当てられる。取締役会は、そのリーダーシップ構造及びERMプログラムが、取締役会のリスク管理機能をサポートし

ていると確信する。

 

取締役は、直接及び委員会を通じて、リスク評価及びリスク管理に対する監視責任を担う。

 

取締役会

 

取締役会は、当社の戦略的計画、資本構造及び研究開発活動の関連リスクを含む、特定のリスクについて検討を行う。加え

て、取締役会は、当社のELTのメンバーから定期報告書を受け取る。これには、それぞれが責任を有する分野の関連リスクの議

論が含まれる。取締役会は、当社のリスクデータ又は当社の事業のその他の側面に影響を与え得る進展についても、定期的に

報告を受ける。

 

取締役会は、委員会のリスク監視及び委員会委員長による取締役会への報告を通じてその他の活動について、常時把握して

おく。これらの報告は、取締役会の各定例会議で提出される。
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監査委員会

 

監査委員会は、ファイザーのERMプログラムを監視する第一義的責任を有する。委員会に直属するファイザーの主任内部監

査役は、法務部門及びコンプライアンス部門と協力し、ERMプログラムを促進し、ERMが当社の戦略上及び運営上の計画プロセ

スに確実に統合されることを支援する。年間を通じた委員会会合の議題には、個々のリスク分野についての討議に加え、ERMの

手順に関する年次概要書が含まれる。

 

監査委員会は、当社の情報セキュリティ及びリスク管理プログラムの討議を含む、ファイザーの情報セキュリティ及び技術

リスク（サイバー・セキュリティを含む。）についても検討し、それらに関して定期的に概況説明も受けている。ファイザー

の最高情報責任者は、ERMプログラムに完全統合され委員会が監視する、ファイザーのサイバー・セキュリティ・リスク管理プ

ログラムを主導している。

 

法規制遵守委員会

 

法規制遵守委員会は、ファイザーのコンプライアンス・プログラム（その有効性の評価を含むが、これに限定されない。）

を検討し、監視する責任がある。同委員会は、当社の事業運営、業績又は戦略に影響を与える可能性のある現在及び新たに発

生するリスク及び規制・法律施行の傾向に関する情報を受領する。同委員会は医療保険法のファイザーのコンプライアンス・

プログラム、並びに適用ある法規制及び社内手続きの遵守状況に関連した重要なリスクを監視し検討する第一義的責任を有す

る。

 

法規制遵守委員会及び監査委員会は、随時合同執行会議を開催し、委員会のリスク管理分野に関連したリスクについて議論

する。

 

取締役会のその他の委員会

 

報酬委員会

コーポレート・ガバナンス委員会

科学技術委員会

 

取締役会のその他の委員会は、それぞれが責任を有する分野の関連リスクを監視する。例えば、報酬委員会は、業務執行役

員の報酬及び報酬全般について、当社の報酬に関する方針及び慣行の関連リスクを検討する。

 

取締役会による会社の戦略に対する監督

 

取締役会及びその委員会は、主要な事業・組織構造のイニシアチブ、資本割当優先順位及び事業発展機会の可能性を含む、

当社の戦略の監督に関与する。取締役会はほぼ毎回の取締役会会議において会社の戦略に関する話し合いを行い、少なくとも

年に一度、当社の営業計画及び長期の戦略計画を含む、当社の短期及び長期目標に関する正式な更新情報を受領する。取締役

会の委員会はそれぞれの担当分野に関連する戦略の構成要素を監督する。

 

業務継承計画における取締役会の役割

 

経営陣継承計画

 

長期にわたるリーダーシップの継続性を確保するファイザーの上級経営陣の地位の継承計画は、当社の成功に不可欠であ

る。取締役会は最高経営責任者、並びに一部のその他上級経営陣の地位の継承につき計画を立てる責任がある。この問題は執

行会議において定期的に討議される。取締役会を助けるために、最高経営責任者が毎年取締役会にその他の上級経営陣の査定

及び最高経営責任者を承継する可能性を提供する。最高経営責任者はまた、取締役会に一部の上級経営陣の地位の後継者候補

の評価を提供する。
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さらに、コーポレート・ガバナンス委員会は最高経営責任者とともに、選任された役員が維持する地位に関する承継計画を

定期的に見直し、これらの地位を維持する個人の選任に関して取締役会に勧告を行う。

 

取締役会継承計画

 

コーポレート・ガバナンス委員会は継続的に取締役会の継承計画に重点を置く。この機能を果たすために、同委員会は取締

役会全体に対して、取締役としての選任候補者の採用及び推薦に責任を持つ。視点の多様性、経験、専門性、スキル、専門知

識及びその他の資格並びに取締役個人の特質の適切なバランスを通じて会社に効果的な監視機能を提供する取締役会を達成す

ることが目標である。

 

効率性評価における取締役会の役割

 

取締役会及び各委員会はその業績及び効率性につき厳格な毎年の自己評価を行う。コーポレート・ガバナンス委員会はこの

プロセスを監視し、これは暦年の初頭に実施される。評価の期間中、委員会は複数の要因、例えば取締役の独立性及び様々な

委員会で職務を行う資格も含めて査定を行う。委員会の委員長の割当及び委員のローテーションもまた検討され、2016年にお

いては一部の取締役会委員会の構成の変更をもたらした（下記の「委員会の入れ替え」を参照のこと。）。委員会はまた、個

別の取締役の評価をプロセスに組み込むか、又は評価を外部の第三者に委ねるかを含む、全体的な評価プロセスを監視し、

2016年には委員会は現在の方式の評価プロセスを維持することを決定した。

 

評価結果はその後の取締役会の会合のエグゼクティブ・セッションにおいて提示される。各委員会の評価の結果は、それぞ

れの委員会のその後の会合において提示される。追加の検討が必要な結果は、その後の取締役会の会合及び委員会の会合（必

要に応じて）において対処される。

 

取締役会及び委員会の情報

 

2016年度中、取締役会の会合は9回あった。当社の在任中の各取締役は、2016年度に取締役であった期間中に開催された、

取締役会及び（自身が委員を務める）取締役委員会の全会合の75％以上に出席した。コーポレート・ガバナンス原則に従い、

その時点で在職の取締役は全員、2016年度の定時株主総会に出席した。

 

以下の表は、2016年度の各常設の取締役会委員会の構成員及び会合の情報である。＊

 

氏名
監査

委員会

報酬

委員会

コーポレート・

ガバナンス

委員会

法規制遵守

委員会

科学技術

委員会

デニス・A・オージェロ医学博士     ●

W・ドン・コーンウェル ● ●  ● ●

ジョセフ・J・エチェバリア ●  ●  ●

フランセス・D・ファーガソン博士   ● 委員長 ●

ヘレン・H・ホブス医学博士   ● ● 委員長

ジェームズ・M・キルツ  ●   ●

シャンタヌ・ナラヤン  ●  ● ●

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 委員長   ● ●

イアン・C・リード      

スティーブン・W・サンガー ●  委員長  ●

ジェームズ・C・スミス ● 委員長   ●

2016年度会合 14 9 5 4 3
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＊ 2017年2月、ロナルド・E・ブレイロックが取締役に選出され、コーポレート・ガバナンス委員会及び科学技

術委員会のメンバーとなった。

 

委員会の入れ替え

 

取締役会はコーポレート・ガバナンス委員会の助言を受け、委員会の構成及び委員長を見直し、決定する。定期的な委員会

の入れ替えはを通じて、当社は継続性及び経験の深さによる利益と新鮮な視点及び当社事業の異なる面に対する取締役の理解

を向上させることのバランスを目指す。

 

上記の表は、特に、2016年6月23日から有効な一部の取締役会委員会の構成の変化を反映する。これには、特にノラ・ジョ

ンソン氏が監査委員会新委員長に、スミス氏が報酬委員会の新委員長に、及びホブス博士が科学技術委員会の新委員長にそれ

ぞれ選任されたことを含む。

 

取締役会委員会

 

監査委員会

 

スザンヌ・ノラ・ジョンソン（委員長）

その他の委員会メンバー：W・ドン・コーンウェル、ジョセフ・J・エチェバリア、スティーブン・W・サンガー及

びジェームズ・C・スミス

2016年度会合開催数：14

・全委員は社外取締役であり、財務に精通し、「監査委員会財務専門家」に適格である。

・取締役会が承認した規約により運営される。

 

監査委員会は、主に以下の責任を有する：

・独立登録公認会計事務所、社内監査役及び経営陣と共に、財務報告に関する内部統制の妥当性及び有効性について精査

し、協議する。

・経営陣、社内監査役及び独立登録公認会計事務所と共に、年次監査、開示財務諸表、決算発表及び適用される会計原則に

関する事項を精査し協議する。

・法律、規制、並びに内部手続き及び方針の遵守状況に関する経営陣からの報告書を検討する。

・主導的社内監査役の任命、交代、解雇及び年次実績を最高財務責任者との協議に基づき、検討し、承認する。

・内部監査プログラムの範囲及び結果を精査し、協議する。

・リスク評価及びリスク管理に関する当社の方針について、経営陣と共に精査し協議する。

 

同委員会はまた、当社の独立登録公認会計事務所の指名、報酬、雇用及び監視に直接責任を有する。

 

監査委員会は、独立登録公認会計事務所が提供する承認前のすべてのサービスについて、方針及び手続きを策定している。

また監査委員会は、会計、内部統制及び監査事項に関して当社が受け取った苦情の受領、保存及びその極秘の取扱いに関する

手順も確立した。

 

監査委員会規約については、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-committees-

charters)で入手可能である。
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報酬委員会

 

ジェームズ・C・スミス（委員長）

その他の委員会メンバー：W・ドン・コーンウェル、ジェームズ・M・キルツ及びシャンタヌ・ナラヤン

2016年度会合開催数：9

・全委員が社外取締役である。

・取締役会が承認した規約により運営される。

 

報酬委員会は、当社の全般的な報酬の基本理念を検討、承認し、ファイザーの業務執行役員報酬プログラム及び給付プログ

ラム、方針及び慣行の運営を監視する。報酬委員会の役割は、以下を含む：

・年次及び長期の業績目標並びにCEOの目標を設定し、本書「第5　提出会社の状況、4　役員の状況」の「2016年度要約報

酬表」に記載されている指名業務執行役員を含む業務執行役員のためにCEOが承認した目標を検討する。

・CEOの業績を評価し、報酬を決定する。

・当社の報酬の競争力及び報酬構成要素を評価する目的で、ファイザーの同業他社及びデータ元を毎年精査し、承認する。

・報酬プログラム及び方針が当社に与えるリスクの可能性を毎年見直し、評価する。

・当社の業務執行役員（指名業務執行役員を含む。）に対するすべての報酬決定を毎年見直し、承認する。

・株主が承認する及び/又は加入者が業務執行役員又はその他上級経営陣を含む場合、当社の現金ベース及び株式ベースの

報酬制度の運営を、給与の平等性及び性別若しくは保護団体に対する無差別を含めて監督する（株式付与の審査及び承認

を含む。）。

 

委員会の各構成員は、1934年証券取引法規則16b-3に定義される「非従業員取締役」であり、内国歳入法第162条(m)に定義

される「社外取締役」に該当する。

 

報酬委員会が、適用法令、規則、規制及びニューヨーク証券取引所（NYSE）上場基準に従いその単独の裁量で適切であると

みなすとおり、報酬委員会は、その職務の一部を他の委員会、役員及び/又は小委員会に委譲する権限がある。

 

報酬委員会規約は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-committees-charters)で入

手可能である。

 

報酬委員会の兼任及び内部関与　　2016年度及び本報告書日現在、報酬委員会の構成員のうち、当社の役員若しくはファイ

ザーの従業員であった者又は現在役員を務めている若しくは従業員である者はいなかった。また、ファイザーの報酬委員会又

は取締役の構成員を雇用した又は雇用している会社の報酬委員会委員だった又は現在報酬委員会委員を務めている業務執行役

員はいなかった。
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コーポレート・ガバナンス委員会

 

スティーブン・W・サンガー（委員長）

その他の現委員会メンバー：ロナルド・E・ブレイロック、ジョセフ・J・エチェバリア、フランセス・D・ファー

ガソン及びヘレン・H・ホブス

2016年度会合開催数：5

・全委員が社外取締役である。

・取締役会が承認した規約により運営される。

 

コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役会及びその委員会の慣行、方針及び手続きを監督する。職務には、以下が含ま

れる。

・取締役会の構成員及び取締役会の継承計画に関する基準を策定する。

・取締役候補の推薦及び採用、並びに取締役の職歴、技術、専門知識及び特性における多様性の適切なバランスを確保す

る。

・取締役及び取締役候補者の独立性を評価する。

・取締役会の構成員及び上級業務執行役員の潜在的な利益相反を考慮する。

・関係者との取引を精査する。

・取締役会の各種委員会の様々な機能を監視する。

 

コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役会の構成に関する助言、取締役会の検討事項についての提言、並びに取締役会

で承認される取締役報酬についての助言及び提言も行う。

 

同委員会は、以下の直接責任を有する：

・取締役会及びその委員会の自己評価の監督、

・コーポレート・ガバナンス原則及び取締役資格基準の見直し、

・取締役退職方針の遵守の確立及び監視、

・経営陣に協力し、上級業務執行役員の機能及び社外活動を審査、及び

・当社のロビーイングの優先順位及び活動を監視する。

 

同委員会はまた、（ⅰ）政治的支出に関する方針及び慣行を含む公共政策に関する当社の問題、及び（ⅱ）会社の社会的責

任、持続可能性及び慈善活動に関する当社の問題、について確かな情報に基づく立場を維持する。

 

コーポレート・ガバナンス委員会規約は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-

committees-charters)で入手可能である。
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法規制遵守委員会

 

フランセス・D・ファーガソン博士（委員長）

その他の委員会メンバー： W・ドン・コーンウェル、ヘレン・H・ホブス、シャンタヌ・ナラヤン及びスザンヌ・

ノラ・ジョンソン

2016年度会合開催数：4

・全委員が社外取締役である。

・取締役会が承認した規約により運営される。

 

法規制遵守委員会の主たる責務は、

・コンプライアンス・プログラム、並びに関連する法律、規制、社内手続きへの遵守状況を含む、取締役会によるファイ

ザーの重要な医療関連規制及びコンプライアンス事項の監視及び検討を支援する。

・経営陣と協議し、コンプライアンス関連活動及び事項に関する情報及び報告書を評価する。

・被買収会社における当社のコンプライアンス・プログラムの統合及び実施を監視する。

・当社の事業運営、業績又は戦略に影響を与える可能性のある医療関連分野の現在及び発生しつつあるリスク及び規制・法

律施行の傾向についての情報を受ける。

 

同委員会はまた、報酬委員会と協力して、政府又は規制当局による措置を受けることになる重要な不正行為に関与した業務

執行役員、上級管理職、コンプライアンス業務担当者及び／若しくは弁護士、又はかかる従業員を直接監督する他の者のイン

センティブに基づく報酬がある場合、その減額、受領資格取消し又は回収すべき範囲において、報酬委員会に対して提言を行

う。

 

法規制遵守委員会規約は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-committees-

charters)で入手可能である。

 

科学技術委員会

 

ヘレン・H・ホブス（委員長）

その他の委員会メンバー： デニス・A・オージェロ医学博士、ロナルド・E・ブレイロック、W・ドン・コーン

ウェル、ジョセフ・J・エチェバリア、フランセス・D・ファーガソン、ジェームズ・M・キルツ、シャンタヌ・ナ

ラヤン、スザンヌ・ノラ・ジョンソン、スティーブン・W・サンガー及びジェームズ・C・スミス

2016年度会合開催数：3

・全委員が社外取締役である。

・取締役会が承認した規約により運営される。

 

科学技術委員会は、当社のバイオ医薬品の研究開発及び技術イニシアチブに関する経営陣の戦略的方向性、並びにそれらに

対する投資について定期的に調査する責任がある。

 

責任には、

・ファイザーの研究開発パイプラインの進展の監視、

・当社の研究開発プログラムの質、方向性及び競争力に関する評価、
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・主要な科学技術及び能力を取得し維持するファイザーの手法の検討

が含まれる。

 

同委員会はまた、新たな課題を特定し、研究開発主導者の業績を評価し、外部の科学専門家による検討の十分性を検討す

る。

 

科学技術委員会規約は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-committees-charters)

で入手可能である。

 

コーポレート・ガバナンス委員会による報告

 

コーポレート・ガバナンス委員会は、ファイザーのコーポレート・ガバナンスに関する方針、手続き及び慣行を継続して精

緻化することにより、ファイザーのコーポレート・ガバナンスにおける卓越した実績を維持し強化することに努めている。以

下は、2016年度に当社がこれらの目標達成に向けて行った方法の実例である。

 

取締役及び委員会に関する事項：2016年度、同委員会は、各種委員会の委員を務める取締役の資格を評価し、一部の委員会

の構成について一部の委員長を含む変更を提言した。取締役の独立性を評価した。取締役会及び委員会について包括的自己評

価プロセスを実施した。評価プロセスの全部又は一部を実施するために第三者プロバイダーを利用するか否かにつき評価し

た。当社の一部の委員会規約を含む当社の運営上の書類を精査し、必要に応じて修正の提言を行った。また発展中の分野にお

ける取締役会及び委員会の機能についても継続して検討した。

 

取締役リーダーシップ構造：同委員会は、年に1回の取締役リーダーシップ構造の徹底的な見直しを実施し、会長職とCEO職

との兼任及び主導的社外取締役から成る現行のリーダーシップ構造を維持することを社外取締役に勧告した。

 

新取締役候補の採用及び評価：2016年度、同委員会は、現行の取締役継承計画を継続し、「スキル・マトリックス」及び他

の基準に基づき、取締役候補者を評価した。当該手続きにより、2017年2月、同委員会は推薦を行い、取締役は、取締役、並び

にコーポレート・ガバナンス委員会及び科学技術委員会の委員として、ロナルド・E・ブレイロック氏を選任した。特に資格に

ついては、ブレイロック氏は、その財務の専門能力並びにリスク管理及びビジネス・リーダーシップのスキルにより、取締役

会において、重要な役割を果たしている。同委員会は、当社の会長兼CEOによる推薦及び第三者リサーチ会社による評価によ

り、取締役に選任されたブレイロック氏について検討を行った。当社は、取締役就任に関する社外の要請並びに社外顧問によ

り示された提案についても審査した。

 

企業の社会的責任：同委員会は、その規約に基づき、企業の社会的責任、持続可能性及び慈善活動に関連する当社の問題に

ついて常に情報を維持し、医薬品業界及び特にファイザーの評判に影響を与え得る新たな問題を監視する。同委員会は、年度

末時点でファイザーの企業の社会的責任への取組みに関する最新情報を受領した。

 

公共政策及び企業の政治的支出：委員会の規約に基づき、同委員会はまた政治支出の慣行を含む、公共政策に関する当社の

問題について十分に情報を得た立場を維持する必要がある。定期的な討議、並びに当社の半年毎の政治活動委員会及び政治献

金報告書の精査を通じて、ファイザーの公共政策及び企業政治献金慣行についても把握していた。

 

ロビー活動：2016年、当社のロビー活動に関する投資家のフィードバック及び優れたコーポレート・ガバナンスに対する

ファイザーの責任の結果、同委員会は当社のロビーイングの優先順位及び活動に対する監視を更に強化し、この責任を明確に

するために委員会の規約を修正した。その結果、同委員会は経営陣からの半年毎の報告を通じて当社のロビーイングの優先順

位及び活動について十分に情報を受ける立場を維持した。
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法規制上の進展：同委員会は、コーポレート・ガバナンス及び業務執行役員の報酬に関する進展及び最良慣行（SEC規則及

びNYSE上場基準を含む。）の監視及び評価を継続した。

 

株主との関わり：同委員会は、各委員会会合において、株主及び利害関係者からの意見を評価し、年間を通じてファイザー

が行っている投資家へのアウトリーチ活動の間に受領した株主の意見を定期的に検討した。

 

リーダーシップ計画：2016年度、同委員会は、ファイザーの経営に関する長期かつ緊急時の継承計画を見直した。

 

法規制遵守委員会による報告

 

法規制遵守委員会は、重要な医療関連規制及びコンプライアンス問題の監視を行う取締役会を援助する。同委員会は、その

規約に基づき、ファイザーのコンプライアンス・プログラムに関する報告を受け、これについて経営陣は主たる責任を有す

る。

 

2016年度、同委員会は、重要な医療関連規制、コンプライアンス・リスク、並びに関連するコンプライアンス・プログラム

による取組み及び機能に関する報告書を受領し、最高コンプライアンス・リスク責任者を含む経営陣と討議した。

 

検討した事項には、

・ファイザー製品の開発、製造及びマーケティングに関連した潜在的医療関連規制又はコンプライアンス・リスク、並びに

それらのリスクを軽減する取組み、

・コンプライアンスに関連した、ファイザーに関わる政府調査及びその他の法的手続き、

・潜在的な医療関連法令遵守又は規制事項に関する一定の内部調査、

・同委員会の監視範囲内の分野で実施される内部監査結果、

・FDAからの警告書及びその他の規制当局による重要な通信に関する更新、

・ファイザーのコンプライアンス・プログラムへの被買収会社の統合、

・ファイザーの報復禁止に関する方針及び手続き、並びにファイザーが受領する報復に関する申立て、

・販売マーケティング担当者に関するファイザーのインセンティブ報酬慣行、

・連邦医療法及び規制の遵守に関するファイザーの方針及び慣行の外部調査

が含まれる。

 

同委員会の活動において、同委員会は、潜在的リスク及びその監督権限の範囲内の分野におけるリスクを軽減するために講

じた措置を検討した。

 

株主へのアウトリーチ

 

つながり

+

協力

+

通信

当社は投資家のエンゲージメン

トを、良好なガバナンスの根本

であり、当社が業界トップの慣

行を維持するのに不可欠である

と考える。

当社は株主との協力アプロー

チを目指し、当社が受取る投

資家の様々な視点を評価す

る。

当社は取締役会全体と投資家の

意見を直接共有する。投資家は

主導的社外取締役又は監査委員

会委員長と電子メール又は書面

により自身の懸念について話し

合うことができる。
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つながり

 

投資家との協働は、当社の良好なガバナンスの責任の根本であり、当社が業界トップの慣行を維持するのに不可欠で

ある。本年度を通して、当社は、現在及び新たに発生するグローバルなガバナンスの傾向に対する有益な見解を得て共有

するために投資家とのつながる機会を求める。

 

2016年度、当社は、様々な重要なコーポレート・ガバナンスに関連する事項（業務執行役員の報酬を含む。）並びに

長期事業戦略及びその他当社の業界固有の問題を協議するために、発行済株式の30％弱に相当する30件を超える世界中の

国際的な投資家に面会した。これらの会合は、年間を通じて、電話会議若しくは協議会での１対１により直接行われた。

株主へのアウトリーチは第一義的に経営陣の機能であるが、当社取締役会のメンバーもまた適切な場合参加する。当社の

機関投資家との討議に加え、当社はまたリテールの投資家及びその他利害関係者からの質問にも対応した。

 
協力

 

当社は株主アウトリーチへの協力的アプローチに向けて努力し、受け取った投資家の視点の多様性を評価する。これ

は株主の利益及び意欲についての当社の理解を深めるのに役立つ。会議の議題は様々なテーマを対象とする。これには下

記に挙げた項目を含むがそれには限定されない。

 

2016年度株主協議の要約

 

取締役会関連：投資家は取締役のスキル、多様性及び入れ替えに依然として重点を置いているため、当社の討議の大

部分は取締役会の構成及び取締役の新規採用の問題に取り組んだ。一部の株主は、特に現在及び将来の事業ニーズに関連

した取締役会の構成の更新及び進化を取締役会がどのように検討しているかを理解したいという要望が強かった。概し

て、当社の取締役会の構成、個々の取締役、取締役会の方針又は投資家との関わり方に対する全体的なアプローチについ

て投資家は最小限の懸念を示した。投資家は近年の新たな取締役の追加及び取締役会全体の多様性に関しては好意的な

フィードバックを提供した。

 

リスクの監視に関して、投資家は当社のERMプログラム全体について質問をした。一部の投資家は、リスク管理プロセ

スにおける取締役会並びに監査委員会及び法規制遵守委員会、更には経営陣の具体的な役割についてさらに明確にするよ

う求めた。

 

取られた措置：本書全体の取締役会の構成、取締役会委員会の入れ替え、取締役のスキル及びリスク監視に関する更

新された開示を参照のこと。

 

業務執行役員の報酬：投資家は、議論の中で、当社の業務執行役員報酬プログラムについて引き続き支持を表明し、

よく構成され業績と合致しているとみなした。投資家は、特に当社の対前年比の短期インセンティブプラン目標の設定に

関する開示、並びに当社のプログラムの長期的構成要素について討議することに関心を示した。これには営業利益を財務

指標として使用すること、及びDRGインデックスを当社PSAの業績評価のための比較としての使用することを含む。

 

取られた措置：本書の「４　役員の状況－非従業員取締役報酬」を参照のこと。

 

持続可能性/非財務指標の報告：会社の持続可能性に関する見解及び会社がどのようにこれらの要因を自己の事業目標

及び企業文化に統合していくかについての投資家の関心は一般的に増加している。投資家は、ファイザーの慣行、一定の

報告方法に関する当社の見解並びに当社の事業に影響を与える及び/又は評判リスクをもたらす可能性のある、財務以外

の、環境、社会及びガバナンス（以下「ESG」という。）問題の類型について質問を行った。当社は当社の業績を測定し、

4つの財務以外の主要業績指標についてのデータを提供する：薬剤へのアクセス、従業員の安全、環境面で持続可能な目標

及びサプライチェーンの環境的持続可能な目標。
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取られた措置：ファイザーはESG指標の開示に関する適切な次の段階の評価を継続しており、この問題について投資家

と引き続き協働していく。

 

ロビー活動： 承認はされなかったものの、2016年度のロビー活動に関する株主提案による投票及び当社のガバナンス

慣行を向上させる責任に応えて、当社はロビー活動に関する当社の現在の慣行及び開示について投資家のフィードバック

を引き出した。多くの投資家が当社の現在の開示及び取締役会の監督の一般レベルにあまり若しくはほとんど関心を示さ

ず、会社が公共政策問題に関与する必要性への理解を伝えた。しかし、一部の投資家は当社がコーポレート・ガバナンス

委員会の当社のロビー活動に対する監視の役割及び経営陣の承認プロセスの役割についてより具体的な情報を含むことを

提案した。

 

取られた措置：2016年に、コーポレート・ガバナンス委員会はロビー活動の監督をさらに強化し、この責任を明確に

するために委員会規約を修正した。その結果、コーポレート・ガバナンス委員会は、会社のロビーイングの優先順位及び

活 動 に つ い て 、 経 営 陣 に よ る 半 年 ご と の 報 告 を 通 じ て 十 分 に 情 報 を 受 け る 立 場 を 維 持 し て い る 。

www.pfizer.com/about/corporate- governance/board-committees-chartersを参照のこと。

 

通信

 

当社の目標は様々なプラットフォーム － 当社のウェブサイト、印刷物及び株主総会若しくは投資家向けプレゼン

テーションにおいて直接 － を通じて株主とコミュニケーションを取ることである。2016年、機関投資家との会合に加え

て、当社はガバナンス又はその他会社の問題について取締役会又は会社秘書役宛てに送付された1,000件を超えるリテール

の投資家の問い合わせに回答した。当社は少なくとも四半期毎にコーポレート・ガバナンス委員会及び取締役会全体と投

資家及びその他利害関係者の意見を直接共有する。当社は株主と取締役会とのコミュニケーションを対話と見做し、必要

に応じて、取締役会のメンバーが直接当社の株主に関与する。

 

当社取締役との連絡方法

 

株主及びその他の利害関係者は、以下の方法で、主導的社外取締役及び監査委員会委員長を含む、当社の取締役と連

絡を取ることができる。

 

書面により：Corporate Secretary, Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New York 10017-5755へ送付、

又は

電子メールにより：当社のウェブサイト上(www.pfizer.com/about/corporate_governance/contact_directors)で送

付。

 

株主からの通信は、当該通信において概説される事実又は状況に応じて、適宜、取締役会又は取締役個人若しくは複

数の取締役に届けられる。取締役会は取締役会の任務及び責任に関係しない一定の事項は、適宜宛先を変更若しくは除外

するよう要請している。

 

企業責任及び持続可能性

 

企業責任及び持続可能性は、ファイザーの事業戦略に欠くことのできないものであり、会社としての当社の行動を導く助け

となる。当社はいつも健全な財務実績を提供することに重点を置くが、当社が業務を行う地域社会及び環境に配慮した方法で

そのようにする責任がある。
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当社は、環境、社会及びガバナンス（ESG）の実績に対する高まる関心及び財務実績への影響について社会的に責任がある

主流の投資家との対話に積極的に取り組んでいる。今日、当社はこれらの原則が、コーポレート・ガバナンス委員会を通じて

これらの問題の監視を維持する、ファイザーのあらゆるレベル（取締役会を含む。）に浸透することに努力する。同委員会は

当社の会社の社会的責任、持続可能性及び慈善活動の努力及び発展を監視する。

 

当社は当社の事業戦略、評判及び主要な利害関係者に関連する問題への当社のアプローチを引き続き発展させる。例えば、

当社は2016年1月に国際連合（UN）で設定された、17の持続可能性発展目標（SDG）の達成を助ける責務がある。UNは民間部門

による積極的な関与を含むSDGの広範な基盤に支援を必要とする。ファイザーは、世界中の個人及び患者の健康と発展を促進す

る業界の関与を促進し、当社の企業目標を調整することを約束している。

 

薬剤へのアクセス

 
会社として、当社は人々がより健康な生活を営むのを助けるワクチン及び治療法の創薬、開発及び提供に責任がある。当社

は、すべての個人が質の高い医療を利用する価値があり、当社の治療法をより利用しやすくすることにより、世界全体の保健

にプラスの影響与える重要な役割を果たすと考える。当社は創造的な商業戦略を人道主義のアプローチと組み合わせて世界全

体の保健に持続的かつ有意義な影響を生み出すよう努力する。ファイザーはまた、当社の製品及びパイプラインを通じて、世

界保健機構により特定された、世界の疾病負担の上位21への対処に重点を置く。

 

環境、健康及び安全

 

当社は、持続可能な未来は当社の従業員、当社の製品を使用する人々及び当社が関係する地域社会の健康及び幸福の確保に

絶対不可欠と考える。当社組織のあらゆる面にわたり環境的な持続可能性を努力することにより、当社の二酸化炭素排出を公

的な科学に基づく目標に沿って削減し、当社製品の環境への影響を最小化し、かつ水資源を管理することで、当社は社会及び

当社の事業に追加の価値を加えることを目指す。

 

当社の環境上の持続可能性目標は３つの分野に焦点を合わせる：二酸化炭素の排出量を削減する、当社の事業に使用する水

を減らす、及び廃棄物を最小化する革新的な方法を探す。これらの目標は、当社の社内業務のために設定されたが、当社は拡

大された環境上の拠点全体での持続可能性の能力を推進する必要も認識している。従って、2016年、当社は一定の基準を満た

す当社のサプライヤーの小集団のために環境上の持続可能性の公的な追加目標を実施した。

 

当社は、政府及び病院の調達機関、リテーラー及び薬局、投資家、権利擁護団体、当社の従業員及びファイザーのその他利

害関係者が当社の持続可能性プログラム及び製品の環境上の影響につき情報提供に関心を高めていることを認識する。これら

の分野における明確な責任を設定することは、ファイザーがこれらの関心に対応する能力を後押しする。

 

当社は世界の従業員の長期の成功並びに成長と発展を促進し、従業員の健康と安全、当社が業務を運営する環境と地域社会

の保護を助けるために、OWNIT!カルチャーを活用する。

 

当社の進歩の報告

 

当社の投資家及びその他利害関係者の一部は、財務的、社会的及び環境的な見通しを含む全体的なレベルでのファイザーの

業績評価に関心があることを理解している。当社は財務以外の主要な業績指標について、以下のファイザーの進歩の情報を提

供する。

・薬剤へのアクセス

・従業員の安全
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・環境面で持続可能な目標

・サプライチェーンの環境的持続可能な目標。

 

さらに当社は、現在世界的に認識されている外部枠組みの遵守を含む、財務以外の報告への全体的な当社のアプローチの評

価を続ける。これらには、グローバル・リポーティング・イニシアチブ（GRI）、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）及

び国際統合報告評議会（IIRC）がある。

 

会社の社会的責任及び持続可能性の努力についての詳細は、ファイザーの2016年度年次報告書（www.pfizer.com/annual）

を参照のこと。

 

公共政策への関与及び政治参加

 

公共政策への関与

 

規制が厳しく競争が激化する業界において、当社は事業活動を行う。当社が患者ニーズを満たし、株主価値を高める当社の

能力に影響を与え得る公共政策の問題に関与することは、当社の事業、患者及び株主にとって不可欠である。これらの問題に

は、生物医学研究の促進、医療のイノベーション、知的財産権の保護の支持、包括的な税制改革及び介護への患者のアクセス

が含まれる。当社が新薬を開拓し、市場に導入し、患者の健康及び安全性を引き続き確実に優先できる革新的環境の形成及び

維持を支援できるよう、政策担当者と共に定期的に取り組んでいる。

 

ファイザーは、米国研究製薬工業協会、全米製造業者協会、バイオテクノロジー産業協会、米国商工会議所及びビジネス・

ラウンドテーブルを含む、複数の業界団体及び事業者団体のメンバーにもなっている。これらの組織は、当社が属する他の団

体同様、全体として当社の事業影響を与え得る幅広い政策問題について合意することを目的とした、医薬品業界及び企業団体

である。これらの組織に対する当社の支援は、これらの組織の医療政策及び擁護活動におけるその専門知識及びファイザーに

とって重要な問題の支援に基づき、当社の政府関連業務の責任者によって毎年評価される。医療政策問題における当該組織の

立場に加え、当該組織は、ファイザーにとり第一義的に重要な問題の範囲を超えた、広範囲に渡るその他の問題に関与する可

能性がある。特定の問題について懸念が生じた場合、当社は、当該団体の理事及び委員を務める当社の従業員を通じて、適宜

当社の懸念を表明することが可能となっている。ファイザーのこれら団体のメンバーとしての参加は、当社が必ずしも組織及

び/又はそのメンバーの立場に同意するとは限らないという理解を伴う。

 

企業の政治献金

 

ファイザーは、企業の政治献金を統制する連邦、州及び地方の法律及び報告要件のすべてを遵守している。当社は、ファイ

ザーから年間総額100,000ドル以上の支払金を受け取る業界団体に対し、ファイザーが直接支払いを行った場合、内国歳入法第

162条(e)(1)(B)に基づき控除の対象とならない経費又は献金に使用された支払金のファイザー負担分について報告するよう要

請している。企業の政治献金は、ファイザーの企業方針に従い、政治活動委員会（以下「PAC」という。）及び企業政治献金に

関する報告書において、半年ごとにすべて公表されている。公認会計事務所Bond Beebeは、2年に1度、各連邦選挙周期の終了

時に、当該報告書を監査する。

 

ファイザーは、当社の政治献金に関する報告慣行について、投資家及びその他の利害関係者と定期的に協議し、当社の開示

が引き続き彼らのニーズを満たしているかを確認する。株主による関与は、開示水準を引き上げ、政治的支出に関連した企業

政策の策定又は修正に役立っている。
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独立支出

 

当社は、直接的な独立支出を行っていない。独立支出とは、明確に特定された候補者の選出又は敗北を明白に擁護するテレ

ビ、印刷物又はソーシャルメディア・コミュニケーションに対する支払いに会社の財政資金を使用することである。当社は、

連邦又は州の選挙に関連した直接的な「独立支出」を行うことを禁止する厳格な方針を採用している。

 

企業及びPACの政治的支出の承認及び監視に対する方針及び手続き

 

PACは従業員が米国の政治過程に参加するための機会を提供する、無党派の従業員が運営する団体である。企業及びPACの政

治的支出に関するすべての決定は、PAC運営委員会が実施する厳正な審査手続きを受ける。PAC運営委員会は、当社が行う各献

金が、当社の事業目的を促進したこと及びファイザー内の個々の従業員の政治的選好又は見解に基づくものではないことを確

認するために、当社全体の各部門からの従業員で構成される。

 

PAC運営委員会は、ファイザーのみならず当社の患者へも影響をもたらす問題への見解に基づき、当社が献金を行った候補

者を評価する。同委員会は、候補者の属する地域又は州において、ファイザーの施設又は従業員が所在しているか否かにも留

意する。PAC及び企業の献金依頼はすべて、ファイザー政治献金方針委員会（以下「PCPC」という。）と共有する。当該委員会

は、経営企画部門の業務業務執行副社長が委員長を務め、異なる部署の上級責任者で構成される。

 

連邦及び州のロビー活動

 

当社の米国政府関係主導者は、コーポレート・ガバナンス委員会による監督をもって、当社のロビー活動を担当している。

すべての従業員と政府及び監督当局とのコミュニケーションは、ファイザーの内部方針及び手続により定められており、これ

には「ファイザーの業務遂行方針」に公表されるガイダンスを含む。

 

当社は、2007年誠実なリーダーシップと公明な政治法に従い、当社の連邦ロビー活動について、四半期ごとに報告書を提出

している。ファイザーの連邦ロビー活動に加え、当社が報告する金額には、ファイザーがメンバーである業界団体による連邦

ロビー活動に対する支出金額も含まれている。これらの報告書は、ウェブサイト(https://soprweb.senate.gov/index.cfm?

event=selectfields)に掲載されている。

 

ファイザーの州におけるロビー活動については、ファイザーが現在運営しているすべての州において、州の登録及び報告要

件に準拠している。

 

取締役会の監視

 

コーポレート・ガバナンス委員会は、当社の半年毎のPAC及び企業政治献金に関する報告について、定期的な討議及び見直

しを行うことにより、公共政策及び企業の政治的支出慣行に関する情報を常に維持する責任を有する。同委員会はまた、次年

度に向けたロビー活動の優先順位に関する年度末の報告を含む半年ごとの経営陣からの報告を通じて当社のロビーイングの優

先順位及び活動につき報告を受ける。
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ファイザーの事業倫理及び業務遂行に関する方針

 

当社の従業員は、最高経営責任者、最高財務責任者及び会計監査役を含む全員が、当社業務を一貫して適法かつ倫理的に遂

行する助けとな　るために、ファイザーの事業倫理に関する方針を遵守するよう要求される。ファイザーの方針は、会社全体

の方針及び手順の遵守、良好な業務遂行をもたらす自由な同僚間の関係、並びに高潔な人格等、包括的なプロセス基盤を形成

するものである。当社の方針及び手順は、雇用方針、利益相反、知的財産及び秘密情報の保護を含む、職業上の行為の全領域

が対象となっており、当社の業務遂行に適用される法規制の厳格な遵守が求められている。行動規範は、1年おきにすべての従

業員にその訓練が割り当てられる。更に、「ファイザーの完全性の保証」が、従業員が行動規範に馴染み、ファイザーの中核

的価値の支持に同意し、ファイザーの方針に従うことを確実にするため、毎年すべての従業員にコンピュータを利用して発行

される。

 

従業員は、その誠実な判断により、ファイザーの業務遂行方針の実際の又は明白な違反と思われる行為を報告することが義

務付けられている。誠実に助言を求め、懸念を提起し、違法行為を報告し、又は調査において情報を提供する従業員に対する

報復は厳格に禁止されている。当社の監査委員会は、会計、内部会計統制又は監査事項について寄せられた苦情の受領、保管

及び取扱いの手続き、疑わしい会計処理又は監査事項に関する懸念について、従業員による秘密かつ匿名の通報を可能にする

手続きを有している。

 

当社の行動規範（行動の報告方法に関する情報を含む。）の全文は、当社のウェブサイト

(www.pfizer.com/about/compliance/code-of-conduct)で公表されている。当社は、当社の最高経営責任者、最高財務責任者及

び会計監査役に影響を与えるこれらの倫理方針規定及び基準について、将来修正又は放棄した場合は、適用されるSEC及びNYSE

の規則によって求められるとおり、可能な限り速やかに当社のウェブサイト上で公表する。

 

取締役の行動規範

 

当社の取締役は、取締役としての行動規範及び倫理規範を遵守することが求められている（以下「取締役規範」とい

う。）。取締役規範は、取締役会及び個々の取締役に対し、倫理的リスクの分野に注力させ、取締役による倫理的問題の認識

及び処理を手助けし、非倫理的業務行動を報告する仕組みを提供し、かつ誠実及び信頼の文化を育成することを目的としてい

る。取締役規範は、利益相反、企業機会の不公平又は非倫理的利用、秘密情報の厳格な保護、適用される法規制の遵守、並び

に事業倫理及び当社の従業員による法順守の監督といった、ファイザーの取締役会の役務に関連する職業上の業務遂行の全分

野に及ぶ。

 

取締役の行動規範及び倫理規範の全文は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-

policies)で公表されている。

 

その他のガバナンス慣行及び方針

 

取締役の独立性

 

当社の取締役会は、取締役の独立性の評価及び決定に用いる取締役資格基準（以下「基準」という。）を採用している。当

社の基準は、NYSEの独立性要件を満たしており、またある点においてはそれより厳しい基準である。

 

取締役資格基準：非従業員取締役は、当社の基準に従い独立性が認められるために、取締役としての職務以外でファイザー

と重要な関係を有していない必要がある。当該基準には、ファイザー又はその独立登録公認会計事務所との雇用又は関係につ

いて、取締役及びその近親者に対する厳格なガイドライン、監査委員会委員とファイザーとの直接的又は間接的な金融関係の

禁止、報酬委員会委員の独立性評価の検討、並びにファイザーと非従業員取締役との商業的及び非営利的関係両方の制限が盛

り込まれている。取締役は、ファイザーから個人的な融資又は信用供与を受けることはできず、ファイザー及びその子会社と

の対等取引を求められ、利益相反が感知されるいかなる状況についても、これを開示することが要求される。当社の取締役資

格基準は、当社のウェブサイト(www.pfizer.com/about/corporate-governance/board-policies)で公表されている。
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当社の基準に基づき、以下を含む一定の関係及び取引は、取締役の独立性を損なうような重大な取引であるとはみなされて

いない。

 

・ 取締役がファイザーと取引のある他社の従業員又は取締役の近親者がその業務執行役員であり、過去3年の各

事業年度における他社への年間売上高又は他社からの年間購入額が、他社の年間売上高の1％未満である。

・ 取締役又はその近親者が、他社の業務執行役員であり、他社へ対する当社の負債額又は他社のファイザーへ

対する負債額が、他社の連結総資産の1％未満である。

 

2016年度、ファイザーと当社の取締役又はその近親者が業務執行役員であった事業体との間には、負債は一切なかった。

 

オージェロ博士及びホブズ博士は、ファイザーが通常の業務において取引のある医療機関又は研究機関に雇用されている。

ナラヤン氏は、当社が通常の業務において取引のあるアドビ・システムズ・インコーポレーテッドの最高経営責任者であり、

スミス氏は、当社の通常の業務において取引のあるトムソン・ロイター・コーポレーションの最高経営責任者である。当社

は、各事業体との取引を精査し、これらの取引が通常の業務の過程においてなされたものであり、当該取引は、当社の基準に

定められる基準を下回った（それぞれの事業体の過去3年の各年間収益の1％未満）と判断した。

 

当社の基準では、当社の取締役又は取締役の配偶者が、業務執行役員として従事している非営利団体への寄付金について、

公開されている当該団体の直近の合計収益の2％（又は1,000,000ドルのいずれか大きい額）未満となっているが、これは取締

役の独立性を妨げるものではない。当社が2016年に寄付を行った非営利団体の業務執行役員となっている取締役もその配偶者

もいない。しかしながら、当社の取締役又はその配偶者が関係している非営利団体への慈善寄付の概要を委員会が入手できる

ようになっている。寄付金のいずれも、当社の基準で定められた水準には達していなかった。

 

独立性の評価：コーポレート・ガバナンス委員会は、ファイザーの法律顧問と共に、取締役及び取締役会委員会のメンバー

の独立性について、当社の基準に加え、適用される法的基準及びNYSE上場会社基準を再検討した。各取締役が記入した年次ア

ンケートの回答の概要及び取締役の関連事業体との取引報告書についても、委員会は入手可能である。この見直しに基づき、

委員会は、報告書を全取締役に送付し、取締役会は、委員会による報告書及びその補足情報に基づき、独立性の判断を行っ

た。

 

取締役会は、現取締役（イアン・C・リード氏を除く。）は全員、当社及びその経営陣から独立しており、独立性に関する

ファイザーの基準を満たしていると判断した。独立した取締役は、デニス・A・オージェロ博士、フランセス・D・ファーガソ

ン博士、ヘレン・H・ホブズ博士、スザンヌ・ノラ・ジョンソン氏、ロナルド・E・ブレイロック氏、W・ドン・コーンウェル

氏、ジョセフ・J・エチェバリア氏、ジェームズ・M・キルツ氏、シャンタヌ・ナラヤン氏、スティーブ・W・サンガー氏及び

ジェームズ・C・スミス氏である。取締役会は、イアン・C・リード氏がファイザーのCEOとして雇用されているため、独立した

取締役ではないと判断した。

 

こうした判断にあたり、取締役会は、通常の事業の過程において、ファイザー及びその子会社と当社の一部の取締役が関係

している又は関係していた事業体との間で、関係及び取引が発生する可能性があることを考慮した。
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当社のウェブサイトで入手できるガバナンス書類

 

当社のコーポレート・ガバナンス原則、並びに以下の取締役会方針及びその他のコーポレート・ガバナンス資料は、当社の

ウェブサイト(www.pfizer.com/about/leadership_and_structure/meet_board及び

www.pfizer.com/about/corporate_governance)で公表されている。
 
・ 取締役会の紹介

・ 取締役会委員会及び規約

・ 付属定款

・ 修正再表示基本定款

・ 主導的社外取締役の規約

・ 取締役資格基準

・ ファイザーの業務遂行方針

・ 取締役の業務倫理規範

・ 業務執行役員の年金給付に関する取締役会の方針

・ 関係者取引承認方針

・ ファイザー株式の担保差入禁止方針

・ 報酬委員会コンサルタントの選任基準方針

・ 取締役会との連絡

・ コーポレート・ガバナンスに関するよくある質問

 

当社は、当社の秘書役宛の書面による請求に応じて、無料でこれらの資料を提供する。請求先は、Corporate Secretary,

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New York 10017-5755である。当社のウェブサイト上の情報は、本報告書の

一部ではない。

 

公認会計士

 

(ⅰ) 業務を執行した公認会計士の名前等

 

監査法人名 業務を執行した公認会計士の氏名 提出会社に対する継続監査年数

KPMG LLP デニス・ウォーレン 4年

 

KPMG LLPは、25年以上の間、当社の独立監査人として業務を遂行している。

 

(ⅱ) 監査業務に係る補助者の構成

 

監査業務に係る補助者の構成は、米国における約125名の公認会計士及びその他の専門家が、2016年度の当社の財務諸

表の監査を行った。
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(2)　監査報酬の内容等

 

①　独立登録公認会計事務所等に対する報酬の内容

 

以下の表は、2016年12月31日及び2015年12月31日に終了した年度の当社年次財務諸表の監査について、KPMGが提供し

た専門サービスに対する報酬、並びに当該期間中KPMGが提供したその他のサービスに対する報酬である。

 

 2016年度 2015年度

監査報酬
(1) $ 44,452,000 $ 42,408,000

監査関連報酬
(2) 1,176,000 2,148,000

税務報酬
(3) 4,297,000 3,791,000

その他すべての報酬
(4) 0 0

合計 $ 49,925,000 $ 48,347,000

 
(1) 監査報酬は、主に連結財務諸表及び財務報告に関する内部統制、並びに法定監査において実施した

監査業務によるものであった。2015年度に対する2016年度の監査報酬の増加は、主にホスピーラの

輸液システムの分割財務書類の監査によるものである。

(2) 監査関連報酬は、主に従業員給付制度及び買収活動に関連したデュー・デリジェンスの監査による

ものであった。

(3) 税務報酬は、主に税法の遵守並びに報告及び分析サービスに関するものであった。

(4) KPMGは、当該期間中に「その他のサービス」を提供しなかった。

 

独立登録公認会計事務所の監査サービス及び容認される非監査サービスについての監査委員会の事前承認に関する方針

 

監査人の独立性に関するSEC及び公開会社会計監督委員会(PCAOB)の要件に従い、監査委員会は、独立登録公認会計事

務所の指名、報酬の設定及びその業務の監視に責任を有している。その責任を履行するために、監査委員会は、独立登録

公認会計事務所が提供するすべての監査サービス及び容認される非監査サービスを事前承認する方針を策定している。

 

次年度の監査における独立登録公認会計事務所との雇用契約を締結する前に、経営陣は、以下の4つの各サービスに

おいて当該年度に提供される予定のサービス及び関連報酬のリストを、監査委員会に提出する。

 

1. 監査サービスには、財務諸表及び財務報告に関する内部統制に関して行った内部監査業務に加え、財

務内容に関する意見書、法定監査、並びに財務会計及び／又は報告基準の適切な適用をめぐる討議

等、一般的に独立登録公認会計事務所のみが提供すると合理的に予想される業務が含まれる。

2. 監査関連サービスは、合併買収に関連したデュー・デリジェンス、従業員給付制度の監査及び一定の

規制要件を満たすことが求められる特定の手続き等、独立登録公認会計事務所が従来実施している保

証及び関連サービスである。

3. 税務サービスには、特に独立登録公認会計事務所の税務担当者が実施した財務諸表の監査に関連した

サービスを除く、税務分析、主に事業発展分野における税務関連活動遂行の調整補佐、その他の税務

関連規制要件の支援、並びに税法の遵守及び報告等のすべてのサービスが含まれる。

4. その他すべてのサービスとは、監査、監査関連又は税務にも分類されないサービスである。ファイ

ザーは、通常独立登録公認会計事務所による当該サービスを要請することはない。
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②　その他重要な報酬の内容

 

該当なし。

 

③　独立公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 

上記①を参照のこと。

 

④　監査報酬の決定方針

 

監査委員会は、業務開始前に、独立公認会計事務所による各分野のサービスについて事前承認を行い、各分野の報酬

を予算計上する。報酬委員会は、独立登録公認会計事務所及びその経営陣に対し、サービス分野ごとに事業年度を通し

て、定期的に予算に対する実際の報酬額を報告するよう求めている。事業年度中、当初事前承認された分野で予定されて

いなかった追加サービスについて、独立登録公認会計事務所に依頼しなければならない状況が生じる場合がある。その場

合、監査委員会は、独立登録公認会計事務所に依頼する前に、特別に事前承認を必要とする。

 

監査委員会は、1名以上の委員に対し、事前承認を委任することができる。委任された委員は、情報の目的において

のみ、次回予定されている会合において、監査委員会に対して事前承認の決定を報告しなければならない。
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第６ 【経理の状況】

 
 
（イ）ファイザー社及びその子会社（以下、「当社」と総称）の添付連結財務諸表書類は、米国において一般に認

められた会計処理及び手続の基準並びに用語及び様式に準拠して作成されている。当社が採用した会計原則、会計

手続及び表示方法と我が国において一般に認められた会計原則等の主要な相違点は、「4.日米の会計慣行の相違」

に記載されている。

米国においては、1934年制定の米国証券取引法及びニューヨーク証券取引所の規則により、連結財務諸表の提出が

義務づけられている。当社の連結財務諸表は、株主への年次報告書で開示されたものであり、その年次報告書は米

国証券取引委員会（以下、「SEC」という。）へ提出された当社の様式10-Kに含まれている。

本書記載の財務諸表書類（2016年及び2015年12月31日現在の連結貸借対照表並びに2016年12月31日を以って終了し

た3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・フロー

計算書）は、様式10-Kに開示するために当社が作成した連結財務諸表の原文がそのまま記載されている。財務諸表

書類の邦文はその原文を翻訳したものである。

本書に記載されている邦文の財務諸表書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

大蔵省令第59号、以下、「財務諸表等規則」）第131条第1項の規定の適用を受けている。

 

（ロ）2016年度の年次報告書に開示された連結財務諸表は、当社の米国における会計監査人であるケーピーエム

ジー・エルエルピーの監査を受けており、以下にその会計監査人の監査報告書及び同意書を掲載している。

なお、前述した財務諸表書類は、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）第35条の規定に基づく「財務諸

表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省第12号）第1条の2の規定により、金融商品取引法第193条の2

第1項の規定に基づく我が国の公認会計士または監査法人による監査証明を受けていない。

 

（ハ）本書記載の当社の連結財務諸表（原文）は米国ドルで表示されている。「円」で表示された金額は、「財務

諸表等規則」第134条の規定に基づき、2017年５月31日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場

仲値、1米ドル=110.96円の為替レートで換算された金額である。なお、換算上百万ドル未満の端数は四捨五入した

ため、その合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

（ニ）円換算額及び「4.日米の会計慣行の相違」に関する記載は、当社の連結財務諸表（原文）には含まれておら

ず、したがって、上記（ロ）の会計監査の対象にもなっていない。
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1【財務書類】

 
（1)連結損益計算書

期 間 2016年12月31日

を以って終了する

事業年度

2015年12月31日

を以って終了する

事業年度

2014年12月31日

を以って終了する

事業年度

 

 

科 目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

売上高 $ 52,824 5,861,351 $ 48,851 5,420,507 $ 49,605 5,504,171

原価及び費用       

　売上原価
（a） 12,329 1,368,026 9,648 1,070,542 9,577 1,062,664

　販売費、IT関連費及び

　一般管理費
（a） 14,837 1,646,314 14,809 1,643,207 14,097 1,564,203

　研究開発費
（a） 7,872 873,477 7,690 853,282 8,393 931,287

　無形資産償却費 4,056 450,054 3,728 413,659 4,039 448,167

　再編費用及び買収関連費用 1,724 191,295 1,152 127,826 250 27,740

　その他の（収益）費用 - 純額 3,655 405,559 2,860 317,346 1,009 111,959

税引前継続事業利益 8,351 926,627 8,965 994,756 12,240 1,358,150

法人税等 1,123 124,608 1,990 220,810 3,120 346,195

継続事業利益 7,229 802,130 6,975 773,946 9,119 1,011,844

非継続事業：       

事業利益-税引後 16 1,775 17 1,886 (6) (666)

非継続事業処分による利益（損失）

-税引後
- - (6) (666) 55 6,103

非継続事業利益-税引後 17 1,886 11 1,221 48 5,326

非支配持分控除前当期純利益 7,246 804,016 6,986 775,167 9,168 1,017,281

控除：非支配持分に帰属する

　　　当期純利益
31 3,440 26 2,885 32 3,551

ファイザー社に帰属する当期純利益 $ 7,215 800,576 $ 6,960 772,282 $ 9,135 1,013,620

（続く）
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（1)連結損益計算書（続き)

期 間 2016年12月31日

を以って終了する

事業年度

2015年12月31日

を以って終了する

事業年度

2014年12月31日

を以って終了する

事業年度

　

　

科 目 ドル 円 ドル 円 ドル 円

希薄化前普通株式一株当たり利益：  

ファイザー社普通株主に帰属する

継続事業利益
$ 1.18 130.93 $ 1.13 125.38 $ 1.43 158.67

非継続事業の利益-税引後 - - - - 0.01 1.11

ファイザー社普通株主に帰属する

当期純利益
$ 1.18 130.93 $ 1.13 125.38 $ 1.44 159.78

希薄化後普通株式一株当たり利益：       

ファイザー社普通株主に帰属する

継続事業利益
$ 1.17 129.82 $ 1.11 123.17 $ 1.41 156.45

非継続事業の利益-税引後 - - - - 0.01 1.11

ファイザー社普通株主に帰属する

当期純利益
$ 1.17 129.82 $ 1.11 123.17 $ 1.42 157.56

加重平均株式数：（単位：百万株）       

　基本的株式数 6,089 675,635 6,176 685,289 6,346 704,152

　希薄化後株式数
（b） 6,159 683,403 6,257 694,277 6,424 712,807

普通株式一株当たりの現金配当金 $ 1.20 133.15 $ 1.12 124.28 $ 1.04 115.40

(a) 注記1K「開示方針及び重要な会計方針：無形資産の償却、減価償却及び特定の長期性資産」において開示されているものを除き、無形資

産の償却費は含まれない。

(b) 2016年度の金額は、2016年1月1日に適用開始した新会計基準を反映している。当該新会計基準は、買戻し株式に自己株式方式を適用する

場合に、仮定される入金額に超過税務ベネフィットを含めないことを要求している（注記1B参照）。

金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。

 

 
連結財務諸表の一部である後掲の注記参照
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（2)連結包括利益計算書

期間 2016年12月31日

を以って終了する

事業年度

2015年12月31日

を以って終了する

事業年度

2014年12月31日

を以って終了する

事業年度

　

　

科目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

非支配持分配分前当期純利益 $ 7,246 804,016 $ 6,986 775,167 $ 9,168 1,017,281

　       

外貨換算調整勘定 （純額） $ (815) (90,432) $ (3,110) (345,086) $ (1,992) (221,032)

組替調整額
（a） - - - - (62) (6,880)

　 (815) (90,432) (3,110) (345,086) (2,054) (227,912)

デリバティブ取引に係る未実現

保有益（損失）（純額）
(442) (49,044) 204 22,636 24 2,663

実現（利益）損失に係る組替

調整額
（b）

 
452 50,154 (368) (40,833) 477 52,928

　 10 1,110 (165) (18,308) 501 55,591

売却可能有価証券に係る未実現

保有益（損失）（純額）
248 27,518 (846) (93,872) (640) (71,014)

実現（利益）損失に係る組替

調整額
（b） (118) (13,093) 796 88,324 222 24,633

　 130 14,425 (50) (5,548) (418) (46,381)

給付制度：数理計算上の差異（純

額）
(1,888) (209,492) (37) (4,106) (4,173) (463,036)

償却による組替調整額
（c） 558 61,916 550 61,028 195 21,637

清算に係る組替調整額（純額)
（c） 127 14,092 671 74,454 101 11,207

その他 195 21,637 199 22,081 188 20,860

　 (1,009) (111,959) 1,383 153,458 (3,690) (409,442)

給付制度：過去勤務収益及び

その他（純額）
184 20,417 432 47,935 746 82,776

償却による組替調整額
（c） (173) (19,196) (160) (17,754) (73) (8,100)

縮小に係る組替調整額（純額）
（c） (26) (2,885) (32) (3,551) 8 888

その他 6 666 (3) (333) (9) (999)

　 (8) (888) 237 26,298 672 74,565

税引前その他包括損失 (1,692) (187,744) (1,705) (189,187) (4,988) (553,468)

その他包括損失に係る

税金費用（収益）
（d） (174) (19,307) 528 58,587 (946) (104,968)

非支配持分配分前その他

包括損失
$ (1,518) (168,437) $ (2,232) (247,663) $ (4,042) (448,500)

非支配持分配分前包括利益 $ 5,728 635,579 $ 4,754 527,504 $ 5,126 568,781

控除：非支配持分に帰属する

     包括利益（損失）
28 3,107 (1) (111) 36 3,995

ファイザーに帰属する包括利益 $ 5,701 632,583 $ 4,755 527,615 $ 5,090 564,786

(a) 連結損益計算書における「非継続事業処分による利益-税引後」に組み替えられている。

(b) 連結損益計算書における「その他の（収益）費用-純額」に組み替えられている。

(c) 通常、純期間年金費用の一部として、連結損益計算書における「売上原価」「販売費、IT関連費及び一般管理費」或いは「研究開発費」

に適切に組み替えられている。追加情報については、注記11「年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度」参照。

(d) 注記5E「税金：その他包括損失に影響を与える税金費用（収益）」参照。

金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。連結財務諸表の一部である後掲の注記参照
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（3)連結貸借対照表

貸 借 対 照 表 日 2016年12月31日 2015年12月31日

科 目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

資産の部

　　現金及び現金同等物 $  2,595 287,941 $  3,641 404,005

　　短期投資 15,255 1,692,695 19,649 2,180,253

　　売掛金（以下の貸倒引当金控除後） 8,225 912,646 8,176 907,209

　　　2016年 609百万ドル（67,575百万円）
    

　　　2015年 384百万ドル（42,601百万円）

　　棚卸資産 6,783 752,642 7,513 833,642

   税金資産 3,041 337,429 2,662 295,376

　　その他の流動資産 2,249 249,549 2,154 239,008

売却目的で保有する資産 801 88,879 9 999

流動資産合計 38,949 4,321,781 43,804 4,860,492

　　長期投資 7,116 789,591 15,999 1,775,249

　　有形固定資産（減価償却累計額控除後） 13,318 1,477,765 13,766 1,527,475

　　識別可能無形資産（償却累計額控除後） 52,648 5,841,822 40,356 4,477,902

　　のれん 54,449 6,041,661 48,242 5,352,932

　　繰延税金資産及びその他の税金資産 1,812 201,060 1,794 199,062

　　その他の資産 3,323 368,720 3,420 379,483

資産の部合計 $ 171,615 19,042,400 $ 167,381 18,572,596

（続く）
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（3）連結貸借対照表（続き）

貸 借 対 照 表 日 2016年12月31日 2015年12月31日  
科 目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円  
負債及び資本の部  
　　短期借入債務（一年以内返済予定長期債務を

　　含む）
$ 10,688 1,185,940 $ 10,159 1,127,243  

　 2016年   4,225百万ドル（468,806百万円）

　　2015年   3,719百万ドル（412,586百万円）
    

　　買掛金 4,536 503,315 3,620 401,675  
　　未払配当金 1,944 215,706 1,852 205,498  
　　未払法人税等 437 48,490 418 46,381  
　　未払給与等 2,487 275,958 2,359 261,755  
　　その他の流動負債 11,023 1,223,112 10,990 1,219,450  

流動負債合計 31,115 3,452,520 29,399 3,262,113  
　　長期債務 31,398 3,483,922 28,740 3,188,990  
　　年金給付債務- 純額 6,406 710,810 6,310 700,158  
　　退職後給付債務- 純額 1,766 195,955 1,809 200,727  
　　長期繰延税金負債 30,753 3,412,353 26,877 2,982,272  
　　その他未払税金 4,000 443,840 3,992 442,952  
　　その他の固定負債 6,337 703,154 5,257 583,317  

負債の部合計 111,776 12,402,665 102,384 11,360,529  
契約義務と偶発債務     
　     

　　　優先株式（無額面）：

　　　　授権資本株式数　　　　　   27百万株

　　　　発行済株式数　  2016年   597百万株

　　　　　　　　　　   2015年　 649百万株

24 2,663 26 2,885

　　　普通株式（額面　0.05ドル）：

　　　　授権資本株式数 　　　　12,000百万株

　　　　発行済株式数　　2016年 9,230百万株

　　　　　　　　　　   2015年 9,178百万株

461 51,153 459 50,931

　　資本剰余金 82,685 9,174,728 81,016 8,989,535  

　　自己株式（原価）： 2016年　3,160百万株

　　　　　　　　　　   2015年　3,003百万株
(84,364) (9,361,029) (79,252) (8,793,802)

　　利益剰余金 71,774 7,964,043 71,993 7,988,343  
　　その他の包括損失累計額 (11,036) (1,224,555) (9,522) (1,056,561)  

ファイザー社株主に帰属する資本合計 59,544 6,607,002 64,720 7,181,331  
非支配持分に帰属する資本 296 32,844 278 30,847  

資本の部合計 59,840 6,639,846 64,998 7,212,178  
負債及び資本の部合計 $ 171,615 19,042,400 $ 167,381 18,572,596  

金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。
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(4)連結株主持分計算書
ファイザー社株主に帰属する資本

非支配持分に

帰属する資本 資本合計

科　

目

優先株式 普通株式 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の

包括損失

累計額 合計

　

　

　 株数 額面価額 株数 額面価額 株数 原価

期　

間

百万

株

百万

ドル
百万円百万株

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円 百万株 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円

2014

年 1

月 1

日現

在残

高

829 33 3,662 9,051 453 50,265 77,283 8,575,322 (2,652) (67,923) (7,536,736) 69,732 7,737,463 (3,271) (362,950) 76,307 8,467,025 313 34,730 76,620 8,501,755

当期

純利

益

           9,135 1,013,620   9,135 1,013,620 32 3,551 9,168 1,017,281

その

他の

包括

利益

（損

失）

( 税

引

後)

             (4,045) (448,833) (4,045) (448,833) 3 333 (4,042) (448,500)

現金

配当

決議

額

                     

 -

普通

株式

           (6,690) (742,322)   (6,690) (742,322)   (6,690) (742,322)

 -

優先

株式

           (2) (222)   (2) (222)   (2) (222)

 -

非支

配持

分

                 (6) (666) (6) (666)

株式

に基

づく

報酬

の支

払

   59 3 333 1,693 187,855 (2) (100) (11,096)     1,597 177,203   1,597 177,203

自己

株式

の買

入

        (165) (5,000) (554,800)     (5,000) (554,800)   (5,000) (554,800)

優先

株式

- 転

換・

償還

(112) (4) (444)    (4) (444) - 1 111     (8) (888)   (8) (888)

その

他
- - - - (1) (111) 5 555 - - - - - -  5 555 (22) (2,441) (17) (1,886)

2014

年12

月31

日現

在残

高

717 $29 3,218 9,110 $455 50,487 $78,977 8,763,288 (2,819) ($73,021) (8,102,410) $72,176 8,008,649 ($7,316) (811,783) $71,301 7,911,559 $321 35,618 $71,622 7,947,177

 

ファイザー社株主に帰属する資本

非支配持分に

帰属する資本 資本合計

科　

目

優先株式 普通株式 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の

包括損失

累計額 合計

　

　

　 株数 額面価額 株数 額面価額 株数 原価

期　

間

百万

株

百万

ドル
百万円百万株

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円 百万株 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円

2014

年12

月31

日現

在残

高

717 29 3,218 9,110 455 50,487 78,977 8,763,288 (2,819) (73,021) (8,102,410) 72,176 8,008,649 (7,316) (811,783) 71,301 7,911,559 321 35,618 71,622 7,947,177

                     

当期

純利

益

           6,960 772,282   6,960 772,282 26 2,885 6,986 775,167
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その

他の

包括

利益

（損

失）

( 税

引

後)

             (2,206) (244,778) (2,206) (244,778) (26) (2,885) (2,232) (247,663)

現金

配当

決議

額

                     

 -

普通

株式

           (7,141) (792,365)   (7,141) (792,365)   (7,141) (792,365)

 -

優先

株式

           (2) (222)   (2) (222)   (2) (222)

- 非

支配

持分

               -  (16) (1,775) (16) (1,775)

株式

に基

づく

報酬

の支

払

   67 3 333 2,015 223,584 (1) (72) (7,989)     1,946 215,928   1,946 215,928

自己

株式

の買

入

        (182) (6,160) (683,514)     (6,160) (683,514)   (6,160) (683,514)

優先

株式

- 転

換・

償還

(68) (3) (333)    (3) (333)  1      (5) (555)   (5) (555)

その

他
 - - - - - 27 2,996 - - - - -   27 2,996 (27) (2,996) -  

2015

年12

月31

日現

在残

高

649 $26 2,885 9,178 $459 50,931 $81,016 8,989,535 (3,003) ($79,252) (8,793,802) $71,993 7,988,343 ($9,522) (1,056,561) $64,720 7,181,331 $278 30,847 $64,998 7,212,178
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（4)連結株主持分計算書（続き)
ファイザー社株主に帰属する資本

非支配持分に

帰属する資本 資本合計

科　

目

優先株式 普通株式 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の

包括損失

累計額 合計

　

　

　 株数 額面価額 株数 額面価額 株数 原価

期　

間

百万

株

百万

ドル
百万円百万株

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円 百万株 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

百万

ドル
百万円 百万ドル 百万円

2015

年12

月31

日現

在残

高

649 26 2,885 9,178 459 50,931 81,016 8,989,535 (3,003) (79,252) (8,793,802) 71,993 7,988,343 (9,522) (1,056,561) 64,720 7,181,331 278 30,847 64,998 7,212,178

                     

当期

純利

益

           7,215 800,576   7,215 800,576 31 3,440 7,246 804,016

その

他の

包括

利益

（損

失）

( 税

引

後)

             (1,514) (167,993) (1,514) (167,993) (3) (333) (1,518) (168,437)

現金

配当

決議

額

                     

 -

普通

株式

           (7,446) (826,208)   (7,446) (826,208)   (7,446) (826,208)

 -

優先

株式

           (2) (222)   (2) (222)   (2) (222)

- 非

支配

持分

               - - (10) (1,110) (10) (1,110)

株式

に基

づく

報酬

の支

払

   52 3 333 1,672 185,525 (3) (111) (12,317)     1,563 173,430   1,563 173,430

自己

株式

の買

入

        (154) (5,000) (554,800)     (5,000) (554,800)   (5,000) (554,800)

優先

株式

- 転

換・

償還

(52) (2) (222)    (2) (222) - -      (5) (555)   (5) (555)

その

他

(a)

 -  - -  -  - -  13 1,442   13 1,442 -  13 1,442

2016

年12

月31

日現

在残

高

597 $24 2,663 9,230 $461 51,153 $82,685 9,174,728 (3,160) ($84,364) (9,361,029) $71,774 7,964,043 ($11,036) (1,224,555) $59,544 6,607,002 $296 32,844 $59,840 6,639,846

 

 

(a)2016年度第4四半期に、株式に基づく報酬の会計処理の特定の要素に関する新会計基準を適用したことによる2016年1月1日時点の累積的影
響額13百万ドルを表している。詳細は注記1Bを参照。

金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。

　

連結財務諸表の一部である後掲の注記参照
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（5)連結キャッシュ・フロー計算書

期 間 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

　 を以って終了する を以って終了する を以って終了する

　 事業年度 事業年度 事業年度

科 目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　非支配持分控除前当期純利益 $　7,246 804,016 $　6,986 775,167 $　9,168 1,017,281

　営業活動より調達した資金（純額）

への純利益の調整：
      

　　減価償却費及び無形資産償却費 5,757 638,797 5,157 572,221 5,537 614,386

　　資産の除却及び減損損失 1,613 178,978 1,119 124,164 531 58,920

ベネズエラにおける為替差損 - - 806 89,434 - -

　　非継続事業の処分による利益

（損失）
- - 6 666 (51) (5,659)

　　HIS事業資産の評価減（見積売却費

用控除後の公正価値まで切下げ）
1,712 189,964 - - - -

　　継続事業に係る繰延税金 (700) (77,672) (20) (2,219) 320 35,507

非継続事業に係る繰延税金 - - 2 222 (3) (333)

　　株式に基づく報酬費用 691 76,673 669 74,232 586 65,023

　　退職給付制度に係る費用計上額を

上回る拠出額
(712) (79,004) (617) (68,462) (199) (22,081)

　　その他の損益項目調整（純額）
(a) 209 23,191 (160) (17,754) (430) (47,713)

　　資産及び負債のその他の変動（取

得、売却した事業の影響を除く）
      

　　　売掛金 (134) (14,869) 21 2,330 148 16,422

　　　棚卸資産 365 40,500 (199) (22,081) 175 19,418

　　　その他の資産 (60) (6,658) 236 26,187 1,161 128,825

　　　買掛金 871 96,646 254 28,184 297 32,955

　　　その他負債
(a) (223) (24,744) 664 73,677 (650) (72,124)

　　　その他税金（純額） (734) (81,445) (235) (26,076) 492 54,592

営業活動より調達した資金（純額） 15,901 1,764,375 14,688 1,629,780 17,084 1,895,641

投資活動によるキャッシュ・フロー：      

　有形固定資産の取得 (1,823) (202,280) (1,397) (155,011) (1,199) (133,041)

　短期投資の購入 (15,957) (1,770,589) (28,581) (3,171,348) (50,954) (5,653,856)

　短期投資の償還/売却による収入 29,436 3,266,219 40,064 4,445,501 47,374 5,256,619

　短期投資（満期日までの期間が3ヶ

月以下）の償還/売却による（支

出）収入-純額

(4,218) (468,029) 5,768 640,017 3,930 436,073

　長期投資の購入 (8,011) (888,901) (9,542) (1,058,780) (10,718) (1,189,269)

　長期投資の償還/売却による収入 11,254 1,248,744 6,929 768,842 6,145 681,849

　買収（取得現金控除後） (18,368) (2,038,113) (16,466) (1,827,067) (195) (21,637)

　無形資産の取得 (176) (19,529) (99) (10,985) (384) (42,609)

その他の投資活動（純額） 51 5,659 344 38,170 347 38,503

投資活動に使用した資金（純額） (7,811) (866,709) (2,980) (330,661) (5,654) (627,368)

（続く）
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（5）連結キャッシュ・フロー計算書（続き）

期 間 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

　 を以って終了する を以って終了する を以って終了する

　 事業年度 事業年度 事業年度

科 目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー：

　短期借入の増加による収入 7,472 829,093 5,557 616,605 13 1,442

　短期借入の元本返済 (5,102) (566,118) (3,965) (439,956) (10) (1,110)

　短期借入金（満期日までの期間が

3ヶ月以下）の増加（減少）による

収入（支出）-純額

(3,084) (342,201) 2,717 301,478 (1,841) (204,277)

　長期債務からの収入
(a) 10,976 1,217,897 - - 4,491 498,321

　長期債務の元本返済 (7,689) (853,171) (2,990) (331,770) (2,110) (234,126)

　自己株式の買入 (5,000) (554,800) (6,160) (683,514) (5,000) (554,800)

　支払配当金 (7,317) (811,894) (6,940) (770,062) (6,609) (733,335)

　ストック・オプション行使収入 1,019 113,068 1,263 140,142 1,002 111,182

　その他の財務活動（純額）
(a) (196) (21,748) 109 12,095 (123) (13,648)

財務活動に使用した資金 （純額） (8,921) (989,874) (10,409) (1,154,983) (10,187) (1,130,350)

為替相場変動による現金及び現金同等

物への影響額
(215) (23,856) (1,000) (110,960) (83) (9,210)

現金及び現金同等物の純増（減） (1,046) (116,064) 298 33,066 1,160 128,714

現金及び現金同等物期首残高 3,641 404,005 3,343 370,939 2,183 242,226

現金及び現金同等物期末残高 $　2,595 287,941 $　3,641 404,005 $　3,343 370,939

キャッシュ・フローの補足情報      

非資金取引      

ホスピーラ社の債務と当社債務の

交換取引
（b） $　　　- - $　1,669 185,192 $　　　- -

期中現金支払（受領）額：       

　　法人税等 $　2,521 279,730 $　2,383 264,418 $　2,100 233,016

　　支払利息 1,451 161,003 1,302 144,470 1,550 171,988

金利ヘッジ (338) (37,504) (237) (26,298) (374) (41,499)
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(a) 金額は新会計基準の適用を反映しており、当該新会計基準は、適用年度の期首より将来に向けて、超過税務ベネフィットを財務活動では

なく営業活動によるキャッシュ・フローとして表示し、源泉徴収税目的で株式を直接預かる場合に当社が支払う現金を営業活動ではなく

財務活動によるキャッシュ・アウトフローとして、適用年度及び2015年度と2014年度に遡って表示することを要求している。詳細は注記

1Bを参照。

(b) 2015年10月において、ファイザー社は当時取得直後のホスピーラ社の子会社の17億ドルの債務をファイザー社の債務に実質的に同額で交

換した。詳細は注記7D「金融商品：長期債務」を参照。

金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。

 

連結財務諸表の一部である後掲の注記参照
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注記１　開示方針及び重要な会計方針

A．開示方針

当該連結財務諸表及び注記に用いられる用語については、2016年度財務諸表の冒頭に記載されている定義集を参

照。

 

連結財務諸表には、親会社及びすべての子会社が含まれており、米国における一般に公正妥当と認められた会計原

則（以下、「U.S．GAAP」とする）に準拠して作成されている。連結範囲の決定は、過半数の議決権のほか、経済

的またはその他による実質的な支配も考慮して実施される。通常、当社では議決権以外に支配関係を求めることは

ない。米国外で活動している子会社については、各事業年度において、11月30日現在及び同日を以って終了する年

度の財務情報を含んでいる。当社の米国子会社の決算日は、各事業年度の12月31日であり、事業年度は同日を以っ

て終了する1年である。在外子会社のほとんどすべての未分配利益剰余金は、法律上及び契約上の制限を受けてい

ない。すべての重要な内部取引は相殺消去されている。関係会社間の売上取引により生じる税金支払額は、第三者

への資産の売却が実現するまで繰り延べられている。

 

2015年及び2014年12月31日を以って終了した事業年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、当社は、新会計

基準の適用に伴い、源泉徴収税目的で株式を直接預かる場合に当社が支払った現金を営業活動ではなく財務活動に

よるキャッシュ・アウトフローとする当期の表示と一致するように組替を行っている。追加情報については、注記

1B参照のこと。

 

債務発行費用に関する新会計基準の適用に伴い、当社は、2015年12月31日における連結貸借対照表において、「そ

の他の流動資産」、「その他の固定資産」、「短期借入債務（一年以内返済予定長期債務を含む）」及び「長期債

務」の当期の表示に一致させるために一部組替を行い、2015年及び2014年12月31日を以って終了した事業年度の連

結キャッシュ・フロー計算書において、「資産及び負債のその他の変動（取得、売却した事業の影響を除く）」、

「短期借入の元本返済」及び「長期債務の元本返済」の当期の表示に一致させるため一部組替を行っている。追加

情報については、注記1B参照のこと。

 

当社は、事業活動を次の２つの異なる事業セグメントに分けて管理している。ファイザー・イノベーティブヘルス

(IH)及び、従来エスタブリッシュ・プロダクトとして知られていた、ファイザー・エッセンシャルヘルス(EH)であ

る。当社は2016年度第２四半期から現在イノベーティブ医薬品事業とコンシューマー・ヘルスケア事業を一つの事

業セグメント、すなわちIHとして管理していることを反映するように、当社のセグメントを再編した。2014年度の

期首から2016年度の第２四半期までの間、当社はこれらの事業をグローバル・イノベーティブ医薬品事業セグメン

ト（GIP）とグローバル・ワクチン、オンコロジー、コンシューマー・ヘルスケア事業セグメント（VOC）という、

２つの事業セグメントとして管理していた。当社は当該再編を反映するために、過年度のセグメント情報を修正し

ている。追加情報については、注記1B参照のこと。

 

2017年２月３日に当社は、当社のグローバル輸液療法事業の純資産であるHISについて、グローバル・デバイス製

造会社のICUメディカル社への、現金及び条件付き現金対価、ICUメディカル社の普通株式及びセラーファイナンス

で構成される約900百万ドルを上限とした売却を完了した。HISには、IVポンプ、ソリューション及びデバイス事業

が含まれる。当社は、当社が保有するICUメディカル社の株式の移転に対する18カ月の特定の制限に合意した。HIS

に関連する資産及び負債は、2016年12月31日における連結貸借対照表において、売却目的保有として表示してい

る。追加情報については、注記2B参照のこと。

 

2016年９月28日に、当社は、１株当たり現金81.50ドルでメディベーション社を買収した。メディベーション社買

収のために移転された対価の公正価値の合計額は、現金約143億ドル（取得した現金との純額139億ドル）である。

当社の財務諸表には、取得日以降のメディベーション社の資産、負債、経営成績及びキャッシュ・フローを反映し

ており、当社の米国内の報告期間に従い、当社の2016年12月31日を以って終了する事業年度の連結財務諸表には、

旧メディベーション社の実績の約３ヶ月分を反映している。追加情報については、注記2Aを参照。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

224/408



2016年６月24日に、当社は1株当たり現金99.25ドルでアナコール社を買収した。アナコール社買収のために移転さ

れた対価の公正価値の合計額は、現金約49億ドル（取得した現金との純額45億ドル）及び引受負債698百万ドルで

ある。当社の財務諸表は、取得日以降のアナコール社の資産、負債、経営成績及びキャッシュ・フローを反映して

おり、当社の米国内の報告期間に従い、当社の2016年12月31日を以って終了する事業年度の連結財務諸表には、旧

アナコール社の実績の約６ヶ月分を反映しているが、当該影響は僅少である。追加情報については、注記2Aを参

照。

 

2016年４月６日に、当社は、ファイザー社とアラガン社との間で2015年11月22日に締結した合併契約が両者の合意

に基づき解除されたと発表した。当該決定は、2016年４月４日に米財務省が発表した規制が、合併契約下における

「不利な税法上の変更」に当てはまると結論付けられたことによる。合併契約の解消に伴い、2016年４月８日

（ファイザー社の第２四半期にあたる）に、ファイザー社は、解除された取引に関連するアラガン社の費用の払戻

しとして、アラガン社に150百万ドル（税引前）を支払った（注記4を参照）。また、ファイザー社とアラガン社

は、合併契約に関する一切の請求について互いに免責した。

 

2015年９月３日に、当社は、現金約161億ドル（取得した現金との純額157億ドル）で、ホスピーラ社を買収した。

当社の財務諸表は取得日以降のホスピーラ社の資産、負債、経営成績及びキャッシュ・フローを反映している。当

社の米国内及び米国外の報告期間に従い、当社の2015年12月31日を以って終了する事業年度の連結財務諸表は、旧

ホスピーラ社の米国内事業については４カ月分、旧ホスピーラ社の米国外事業については３カ月分の経営成績を反

映している。追加情報については、注記2A参照のこと。

 

連結財務諸表及び関連する注記の金額は端数処理を行っているため、合計金額と一致しない可能性がある。百分率

表記はすべて、端数処理されていない金額で計算されている。

 
B．新会計基準の適用

2016年度第４四半期に、当社は、株式に基づく報酬の会計処理の特定の要素に関する新会計基準を採用し、2016年

１月１日より適用している。具体的には、当該新会計基準は、従前は資本剰余金に認識していた、株式に基づく報

酬の超過税務ベネフィットまたは税金不足額（配当相当額の税務ベネフィットを含む）を法人税等の構成要素とし

て認識することを要求している。2016年度の１年間の当社の税務ベネフィット（純額）は、89百万ドルである。当

該基準は、限定的な遡及適用を要求しているため、連結損益計算書の過年度の当該税務ベネフィットの表示を遡及

修正することを認めていない。さらに、未払法人税等を減額しないため従前は認識していなかった超過税務ベネ

フィットの累積的影響額（純額）は、2016年１月１日時点で13百万ドルであり、利益剰余金の増加として反映して

いる。

 

また、当該新会計基準により、当社の連結キャッシュ・フロー計算書は、超過税務ベネフィットを今年度は営業活

動によるキャッシュ・フローとして表示している。当社は、当該表示方法を2016年１月１日より将来に向けて適用

することを選択したため、過年度の当社の連結キャッシュ・フロー計算書については、当該表示方法に修正してい

ない。また、源泉徴収税を目的として株式を直接預かる場合に当社が支払った現金を、今年度は、財務活動による

キャッシュ・アウトフローに表示している。当該表示組替は遡及的に適用することが要求される。その結果、2016

年度は137百万ドルを連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローに表示し、2015年度及

び2014年度は、それぞれ189百万ドル及び195百万ドルのキャッシュ・アウトフローを、連結キャッシュ・フロー計

算書の営業活動から財務活動に組替えしている。また、当社は各期に認識すべき報酬コストの金額を算定する際

に、失効が生じた時点で認識するのではなく、予想される失効の影響を見積もる方法を継続適用することを選択し

た。さらに、2016年度の希薄化後普通株式一株当たり当期純利益の算定において、買戻し可能な株式に自己株式方

式を採用する場合、仮定される入金額に超過税務ベネフィットを含めないことになった。
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当社は、2016年１月１日より新会計基準を適用し、債務発行費用を当該債務の帳簿価額から直接控除して表示する

方法に変更したが、これは社債発行差金の表示方法と整合している。上記の変更は債務発行費用の測定及び認識に

影響を与えていない。2016年12月31日時点における債務発行費用は115百万ドルであり、「短期借入債務（一年以

内返済長期債務を含む）」の控除項目（１百万ドル）、及び「長期債務」の控除項目（114百万ドル）として表示

している。2015年12月31日の連結貸借対照表において、当社は当期の表示と一致させるため、債務発行費用79百万

ドル（「その他流動資産」から１百万ドル、「その他固定資産」から79百万ドル）を組替え、それらを「短期借入

債務（一年以内返済長期債務を含む）」の控除項目（１百万ドル）、及び「長期債務」の控除項目（79百万ドル）

として表示している。追加情報については、注記7Aを参照。

 

当社は企業結合における取得資産と引受負債の暫定的な金額に対する測定期間中の修正に関し、取得者は修正金額

が決定した報告期間に認識する新基準を2016年１月１日から適用している。当該新基準の適用による2016年度の当

社の連結財務諸表への重要な影響はない。追加情報については、注記2Aを参照。

 

当社は、発行した、もしくは投資として保有している複合金融商品の会計処理に関する新基準を2016年１月１日よ

り適用しているが、当該基準の適用による当社の連結財務諸表への重要な影響はない。

 

C．見積りと仮定

連結財務諸表の作成にあたり、当社は買収に関連する金額を含め、報告金額及び開示内容に影響を与える特定の見

積りと仮定を用いている。これらの見積りや基礎となる仮定は、当社の財務諸表のすべての要素に影響を与える可

能性がある。例えば、連結損益計算書においては、収益の控除（リベート、チャージバック、値引及び返品等）、

売上原価の決定、減価償却及びその他の償却による費用の配分、事業再編費用及び偶発事象の影響の推定に際し

て、見積りを使用している。連結貸借対照表においては、売掛金、投資、棚卸資産、繰延税金資産、固定資産、無

形資産（取得した仕掛研究開発資産を含む）等の資産の評価及び回収可能性を判断する際に見積りを使用してお

り、未払税金、給付債務、偶発事象、リベート、チャージバック、売上値引、返品の見越計上額、及び事業再編費

用引当金等の負債の報告金額を判断する際にも見積りを使用しており、これらはすべて連結損益計算書にも影響を

及ぼしている。

 
当社の見積りは、当社は合理的と考えているが、本質的に不確実性及び予測不能性を伴う、複雑な判断及び仮定に

基づいている場合が多い。仮に当社の見積り及び仮定が実際の結果と一致しない場合、当社の経営成績に大きな影

響を及ぼす可能性もある。

 
将来の事象及びそれらの影響を正確に決定することはできないため、当社の見積り及び仮定は、不完全または不正

確であったと判明する場合もあり、また、予期しない事象及び状況の発生により、見積り及び仮定を修正する可能

性もある。当社は、実績が見積りと相違する結果をもたらす各種のリスクと不確定要因（例えばヘルスケア環境、

競争、訴訟、法令及び規制の変更）の影響を受けている。当社は、実績及び将来事象の予想に基づいて、見積り及

び仮定を定期的に評価している。当社は、事実及び状況が変更の必要性を示す場合、当社の見積り及び仮定を修正

している。当該修正は、当社の財務諸表に対し、関連した会計基準のもとで過去に遡って修正する事を要求されな

い限り、一般的には将来に向かって反映される。当社以外の他者が、同じ事象及び状況に対して合理的な判断をす

る場合には、当社とは異なる代替的な見積金額範囲を推定し、支持する可能性がある。

 
D．買収

当社の連結財務諸表は、買収完了日以降の買収した事業の経営成績を含んでいる。当社は買収した事業を取得法に

より会計処理している。取得法では、特に、大半の取得資産及び引受負債を取得日における見積公正価値で認識

し、取得した仕掛研究開発の公正価値を貸借対照表に計上することを要求している。買収関連費用は、発生時に費

用処理される。移転された対価が、取得した事業の純資産に配分された価値を超過する場合、当該超過額はのれん

として計上される。U.S.GAAPにおいて定義される事業を構成しない純資産を取得した場合、のれんは計上されず、

取得した仕掛研究開発資産は費用化される。
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企業結合における条件付対価は、買収の取得原価に含まれており、取得日の公正価値で認識されている。公正価値

は通常、期待値に基づく割引キャッシュ・フロー法により算定する。条件付対価により生じたすべての負債は条件

が解決するまでの間、報告日における公正価値で再測定される。これらの変動は「その他の（収益）費用－純額」

に損益として認識される。

 
買収に関連して計上される金額は、将来の事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断を伴うとともに、見積り及

び仮定に強く依存することになる。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 
E．公正価値

当社は、当初認識時、あるいは事後の会計処理時または開示の際に、特定の資産及び負債を公正価値で測定するこ

とを要求される場合が多い。例えば、当社は、企業結合で取得した純資産の当初認識時、特定の減損損失を測定す

る際、特定の金融商品を会計処理及び開示する際に、広範囲にわたり公正価値を使用する。当社は公正価値を出口

価格アプローチにより見積っている。出口価格アプローチは、秩序ある市場で資産を売却した時に受取る対価や負

債の譲渡時に支払う対価によって、公正価値を測定する方法である。出口価格による公正価値の測定は、非財務資

産が最高かつ最善の方法で運用されており、負債の債務不履行リスクは譲渡の前後で同一であると想定している市

場参加者の観点を考慮している。

 

公正価値を見積る際は、資産または負債の性質及び複雑性に応じて、以下の1つまたはすべての方法を使用する。

 

・インカム・アプローチ：将来キャッシュ・フローの純額の現在価値に基づいて算定する評価技法

・マーケット・アプローチ：同一のまたは比較可能な資産または負債を含む市場取引により生成された価格とその

他の関連する情報に基づく評価技法

・コスト・アプローチ：同等の資産を取得または建設する原価（機能的及び（または）経済的減価に対する引当金

控除後）に基づく評価技法

 
特定の投資については、一定の条件が存在する場合に、当社は、１株当たり純資産価値（net asset value,

NAV）（またはそれに準ずるもの）を公正価値として使用する実務上の簡便法を採用する場合がある。この実
務上の簡便法を利用する場合、純資産価値（NAV）は、公正価値評価に使用するインプットの形態に関する公
正価値ヒエラルキーに従い分類する開示規定の対象外となる。
 
当社の公正価値の評価技法は、以下のインプットの形態に応じている。

 
・活発な市場における同一の資産または負債の公表価格（レベル１のインプット）

・活発な市場における類似の資産または負債の公表価格、活発でない市場における同一または類似の資産または負

債の公表価格、資産または負債に関する公表価格以外の直接的または間接的に観察可能なインプット、相関また

はその他の手法により観察可能な市場データから主に導き出される、または裏付けられるインプット（レベル２

のインプット）

・見積りや仮定を反映させた観察不能なインプット（レベル３のインプット）

 
公正価値に関する単一の金額の見積りは、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、

また見積り及び仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。
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F．外貨換算

海外の事業については、多くの場合、各国の現地通貨を機能通貨として使用している。当社は、機能通貨で記録さ

れている資産及び負債の米国ドルへの換算にあたっては貸借対照表日の為替レートを用いており、また、機能通貨

で記録されている収益及び費用の米国ドルへの換算にあたっては期中平均為替レートを用いている。米国ドルへの

換算に伴い生じる影響額については、「その他の包括利益（損失）」に計上している。非機能通貨で記録されてい

る貨幣性資産及び負債を機能通貨に換算した場合の影響は、「その他の（収益）費用－純額」に計上している。超

インフレーション下の地域での事業については、貨幣項目を貸借対照表日の為替レートで換算し、換算差額を「そ

の他の（収益）費用-純額」に計上している。また、非貨幣項目は取得日の為替レートで換算している。

 
G．売上高及び売掛金

収益認識

当社は製品が出荷され、所有権が顧客に移転した時点で売上を認識している。売上の認識時点において、当社は

チャージバック、リベート、値引、返品といった、様々な売上の控除項目を見積計上している。当社が将来の返品

高やその他の売上控除項目を合理的に見積ることができない場合は、返品リスクや追加的な売上控除リスクが実質

的に消滅した時点で収益を認識している。

 
収益からの控除

当社の製品総売上高は、一般的に、関連収益を認識する期間と同一の期間に見積計上する、様々な収益控除項目の

影響をうけている。それらの収益控除項目は、主として卸売業者に対するチャージバック、リベートや値引きであ

るが、当社の医薬品に関連するマネジドケア組織、小売業者及び政府機関等の流通業者に対するものも含んでい

る。これらの控除項目は、関連債務の見積りを反映している。従って、報告期間の総売上高に対する控除項目の影

響を見積る際に知識や判断が必要となる。特に、

 
・米国では、低所得者医療扶助制度（メディケア）、高齢者医療保険制度（メディケイド）、及び成果に基づいた

リベート契約について、過去の四半期毎のリベート支払額と実際に発行された処方箋との実績率に基づいて引当

金を計上している。当社は、それぞれの期間の売上に対して実績率を適用し、リベート引当金や関連費用を決定

している。この実績率は、実行可能な限り最新のものになっていることを確かめるために、定期的に評価されて

いる。当社はまた、メディケアの「カバレッジ・ギャップ」であるパートDのメディケア受給者（いわゆる「ドー

ナツ・ホール」）に対する先発医薬品の値引の影響を見積り計上している。この見積りは、メディケア受給者の

実績数及びカバレッジ・ギャップに対して行われる新たな値引の見込適用率を基礎に行われている。当社は、過

去の傾向や将来の予測が実行可能な限り最新のものになっていることを確かめるために、当該見積りを定期的に

評価している。成果に基づいたリベート契約については、比率を検討する際に、当社は処方の状況やリベート率

の変更のような現在の契約条項も考慮している。

 
・米国以外では、当社の医療用医薬品に係る売上控除項目の大部分は契約で算出されているか、または法制上規定

されており、当社の見積りは各期間において実際に請求した売上高に基づいているため、見積りプロセスにおけ

る変動リスクを減少させている。欧州では、政府の予算外の医療用医薬品に係る支出総額または特定の製品売上

高による閾値に基づいてリベートの金額を算定している国もあり、当社は、想定される支払金額の水準を予測す

るために、当社が実際に請求した売上高に対する見積り配賦率を適用している。また、当社は第三者の情報を入

手して見積りの十分性をモニターしている。

 
・医療用医薬品に係るチャージバック（主に、米国の卸売業者が第三者に対する契約金額を守ることに対する支

払）に対する当社の引当金は、一般的に負債の発生から２～５週間以内に精算されるため、実際の金額に近似し

ている。
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・医療用医薬品の売上返品に係る引当金は、それぞれの市場における、返品に係る方針や慣行、売上に対する過去

の返品率、過去の返品原因に対する理解、製品の保管期限、出荷から返品までの期間の見積り、及び将来の返品

の見積りに影響しうるその他の要因、例えば、独占権の消滅、製品の自主回収、市場環境の変化といった諸条件

を加味した計算に基づいている。一般的に、返品された製品は廃棄され、顧客は販売価格の返金を受ける。

 
・セールスインセンティブは、関連収益の計上時またはインセンティブの提供時のいずれか遅い時期に、収益から

控除している。当社は、顧客動向を予測するために、類似したインセンティブプログラムの過去の実績に基づ

き、セールスインセンティブの費用を見積っている。

 
高齢者等医療保険制度、低所得者医療扶助制度及び関連する州制度、実績連動契約リベート、チャージバック、値

引き、返品、及び現金割引に係る引当金は2016年12月31日時点で合計43億ドルであり、連結貸借対照表上、約28億

ドルは「その他の流動負債」に含まれ、357百万ドルは「その他の固定負債」に含まれ、約12億ドルは「売掛金

（貸倒引当金控除後）」から控除されている。高齢者等医療保険制度、低所得者医療扶助制度及び関連する州制

度、実績連動契約リベート、チャージバック、値引き、返品、及び現金割引に係る引当金は2015年12月31日時点で

合計39億ドルであり、連結貸借対照表上、約26億ドルは「その他の流動負債」に含まれ、272百万ドルは「その他

の固定負債」に含まれ、約11億ドルは「売掛金（貸倒引当金控除後）」から控除されている。

 
売上控除項目に関連して計上される金額は、将来の事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断を伴うとともに、

見積り及び仮定に強く依存することになる。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 
製品売上に関連して顧客から徴収し、政府当局に支払われる税金は、「売上高」から除かれている。

 
共同契約

共同パートナーへの支払額または受領額は、契約の性質（契約条件を含む）、支払いの性質及び適用される会計基

準に基づいて損益計算書に表示している。共同販促契約の下では、共同パートナーが取引の主体であり、当社は共

同パートナーの純売上または純利益の一部を受領する場合、当社は共同パートナーから受領する金額を売上高の構

成要素である提携による収益として計上している。提携による収益は共同販売パートナーが商品を出荷し、所有権

が顧客に移転した時点で計上される。これらの商品の販売及びマーケティングに係る費用は「販売費、IT関連費及

び一般管理費」に含まれている。当社が共同パートナーのために製品を製造する契約においては、当社は共同パー

トナーが商品を販売し、所有権が顧客に移転した時点で収益を計上している。共同パートナーに対して支払うすべ

てのロイヤリティは「売上原価」に含めて計上している。共同パートナーから受領したロイヤリティ支払額は、

「その他の（収益）費用－純額」に含まれている。

 
売掛金

売掛金は正味実現可能価額で表示されている。売掛金総額に対する引当金は、過去の経験、既知の懸念債権への特

定の引当金、及びその他の現時点の情報に基づいて決定された債権ポートフォリオ固有の推定損失における最善の

見積りを反映している。売掛金の直接償却は、債権全額を回収するための合理的なすべての手段（適切な場合は訴

訟を含む）が尽きた場合にのみ行う。

 

H．売上原価及び棚卸資産

棚卸資産は原価と時価のいずれか低い価額で評価されている。製品、仕掛品及び原材料については実際平均原価に

より算定されている。当社は定期的に棚卸資産について減損の判定を行い、必要な場合は引当金を計上している。

 

I．販売費、IT関連費及び一般管理費

「販売費、IT関連費及び一般管理費」は発生時に費用計上している。これらの費用は、市場調査、広告宣伝、物

流、情報技術や訴訟等に関する内部及び外部の費用を含んでいる。
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広告宣伝費は合計で、2016年度約32億ドル、2015年度約31億ドル、2014年度約31億ドルであった。制作費は発生時

に費用計上しており、ラジオやテレビの広告枠の費用は関連する広告が出稿されたときに費用化される。

 

J．研究開発費

研究開発費は発生時に費用計上している。これらの費用にはライセンス契約に係る費用の他、当社独自の研究開発

に係る費用も含まれている。規制の認可を受ける前の化合物については、ライセンス契約に基づき第三者に支払っ

た前払金及びマイルストーン・ペイメントを費用として計上している。前払金は発生時に費用処理し、マイルス

トーン・ペイメントは特定のマイルストーンを達成した際に費用処理している。化合物が認可を受けた場合、その

後のマイルストーン・ペイメントを「識別可能無形資産（償却累計額控除後）」に計上し、当該資産の耐用年数が

不確定でない限り、残存契約期間または予想される製品のライフサイクル期間の短い方の期間にわたり毎期定額法

により償却を行っている。

 
知的財産権のために支払った前払金及びマイルストーン・ペイメントに関連している研究開発費は合計で、2016年

度82百万ドル、2015年度は429百万ドル、2014年度は14億ドルであった。追加情報は、注記2C及び注記2D参照。

 

K．無形資産の償却、減価償却及び特定の長期性資産

長期性資産には次のものが含まれている。

・有形固定資産（減価償却累計額控除後）

取得原価及び取得後の重要な改良費用が計上されている。土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産は、個々の資

産の見積耐用年数にわたって定額法で減価償却している。また、減価償却は意図した利用が可能になった時点か

ら償却を開始している。税法上認められている場合には、加速償却を適用している。

 
・識別可能無形資産（償却累計額控除後）

取得した資産は取得原価で計上される。耐用年数が有限の無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたり定額法

で償却している。市販品に関連する耐用年数が不確定な無形資産については、耐用年数が確定するまで償却され

ない。仕掛研究開発プロジェクトに関連する無形資産は、特定の条件や経営者の判断を除き、米国、欧州及び世

界各国のいずれかにおける主要な市場での承認が得られるまでは償却されない。償却資産の耐用年数は一般的

に、実質的にすべてのキャッシュ・フローが生み出されると予測される期間を特定することにより決定してい

る。

 
・のれん

買収した事業に対して移転した対価が、その事業に配分された純資産価額を上回った超過額をのれんとして計上

している。のれんは償却されない。

 
製品、化合物及び知的財産の販売、製造、研究、マーケティング及び流通における当社の能力に寄与する、耐用年

数が有限の取得した無形資産に関する償却費用は、それら無形資産が多様な事業の機能に有益であるため「無形資

産償却費」に含まれている。単一の機能に関連する無形資産の償却費及び有形固定資産の減価償却費は、「売上原

価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」、「研究開発費」のいずれか適切な科目に含まれている。

 
当社はすべての長期性資産について、年度を通じて減損の兆候を検討している。当社は、のれん及び耐用年数が不

確定な資産については少なくとも年次で、その他のすべての長期性資産については、減損の兆候が発見された都

度、減損テストを実施している。減損の認識が必要とされた場合には、当社は、公正価値がこれらの資産の帳簿価

額を下回っている金額を長期性資産の減損損失として計上している。
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・開発された技術権のような耐用年数が有限の無形資産や有形固定資産のようなその他の長期性資産については、

減損の兆候が発見された時はその都度、当社は、資産または資産グループから生じる割引前の見積りキャッ

シュ・フローを計算し、見積価額と帳簿価額を比較している。帳簿価額が見積価額を上回っている場合は、帳簿

価額が公正価値を超過した金額を減損損失として計上している。さらに、減損を検討した場合においては必ず、

当社は資産の残存耐用年数を再評価し、適切に修正している。

 
・ブランドや仕掛研究開発資産のような耐用年数が不確定な無形資産については、必要に応じて、資産の公正価値

を測定し、該当する場合は帳簿価額が公正価値を超過した金額を減損損失として計上している。さらに、仕掛研

究開発資産以外について減損を検討した場合においては必ず、当社が当該資産の耐用年数を不確定として扱うこ

とが適切であるか再評価している。

 
・のれんについては、必要に応じて、報告単位の公正価値を計算し、公正価値と帳簿価額を比較している。帳簿価

額が公正価値を上回った場合は、報告単位の公正価値からのれん以外のすべての識別可能な純資産額の公正価値

を差し引くことによりのれんの公正価値を決定している。そして、のれんの帳簿価額がこのように算出した公正

価値を超えた場合に、その超過した金額を減損損失として計上している。

 
減損の検討は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、また見積りや仮定に大きく

依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 

L．再編費用及び買収関連費用

当社は、取得した事業の再構築及び統合計画を実行する場合やコスト削減及び生産性向上イニシアチブに関連して

再編費用を計上することがある。「再編費用及び買収関連費用」には、すべての再編費用及び買収した事業の取

得・統合に関連したその他の特定の費用が含まれている。再編の結果、資産の見積り耐用年数が変更される場合

は、当該変更による追加的な影響は「売上原価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」、「研究開発費」のそれ

ぞれ適切な科目に分類している。撤退に係る費用は実行される可能性が高く、かつ金額の見積りが可能となった時

点で計上している。事業買収に関連して発生した、銀行、法務、会計等の取引費用は、発生時に費用処理してい

る。

 
再編費用及びその他の関連費用計上額は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、

また見積りや仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 

M．現金同等物及びキャッシュ・フロー計算書

現金同等物には、購入日から３ヶ月以内に満期が到来する譲渡性預金及び定期預金のような、現金とほぼ同程度の

流動性を持った項目が含まれている。但し、この定義を満たすものであっても、それがより大きな投資対象の一部

を構成する場合には、「短期投資」として分類している。

 
公正価値ヘッジまたはキャッシュフロー・ヘッジとして指定した金融商品に関連するキャッシュ・フローは、ヘッ

ジ対象項目の分類に応じて、営業活動、投資活動または財務活動に含めている。純投資ヘッジとして指定した金融

商品に関連するキャッシュ・フローは、ヘッジ手段の性質に応じて分類している。ヘッジ会計の要件を満たさない

金融商品に関連するキャッシュ・フローは、その目的や会計上の性質にしたがって分類している。

 

N．投資及びデリバティブ

当社の投資は、売買目的ファンド及び売買目的有価証券、売却可能有価証券、満期保有目的証券（投資について満

期まで保有する積極的な意思と能力を有する場合）、及び市場性のない持分証券で構成されている。投資は、その

性質、会社の保有する意思と能力、及び行使により及ぼす影響の程度によって分類している。
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・売買目的有価証券は、公正価値で評価し、公正価値の変動額を「その他の（収益）費用-純額」に計上してい

る。

・売却可能負債証券及び売却可能持分証券は、公正価値で評価し、公正価値の変動は実現するまで「その他包括利

益（損失）」に計上している。

・満期保有目的負債証券は償却原価で評価している。

・市場性のない持分投資は、持分法または取得原価で評価している。当社が投資先の財務及び営業方針に重要な影

響力を与えている持分投資に対して、当社は持分法を適用している。持分法の下では、当社は投資先の損益に対

する持分割合の金額を「その他の（収益）費用-純額」に計上している。投資原価が取得日における投資先の純

資産に対する持分割合を超える部分は投資先の識別可能資産に配分され、識別可能資産を超過した金額がのれん

となる。当初、これらの投資は原価で測定され、一般的には条件付対価は含まない。

 

投資の売却取引に伴う実現損益は、個別法により計算している。

 

当社はすべての金融資産について定期的に減損の評価をしている。負債及び持分証券への投資については、公正価

値の下落が一時的ではないと判断した場合に減損損失を認識し、当該投資の新たな取得原価を設定する。

 

デリバティブは公正価値で評価し、貸借対照表の各区分に計上している（注記7A参照）。なお、公正価値の変動は

「純利益」に計上し、ヘッジ関係が適格であるデリバティブに係る変動は「その他の包括利益（損失）」に計上し

ている（注記7E参照）。

 
単一の公正価値の見積りや減損の検討は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、

また見積りや仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 

O．税金資産及び税金負債並びに法人税に係る偶発事象

税金資産は、主に、連結グループ内部における資産の移転に関連した税効果であり、当該資産が連結グループ外部

の第三者に対して売却された場合、または残存経済耐用年数にわたる償却により回収された場合に連結損益計算書

で認識されるもの、及び税務当局からの還付金または将来の税金債務削減により回収が見込まれる未収還付税金を

含んでいる。

 

繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の会計上の簿価と税務上の簿価の差額に係る将来の税務上の帰結

を、制定された税率及び税法を使用して計上している。当社は、繰延税金資産を回収するために必要な場合は実行

する、現行の慎重かつ実行可能なタックスプランニングを盛り込んだ、将来の見積課税所得の評価に基づいて、当

社の繰延税金資産に回収可能性がないと考えられる場合に評価性引当金を計上している。同一税務法域内のすべて

の繰延税金資産及び繰延税金負債は相殺し、連結貸借対照表の非流動の部に表示している。

 

当社は法人税に係る偶発事象に関して便益認識モデルを用いている。当社は税務ポジションのテクニカル・メリッ

トのみに基づき、税務ポジションが税務調査において「50％を超える可能性」で維持されると結論付けられる場合

に税務上の便益を認識している。当社は、税務上の便益を、最終的に解決された場合に50％を超える可能性で認識

される金額を以って測定している。これらの判定を行う際には当社の税務ポジションがすべての関連情報について

十分な知識を持っている税務当局によって調査されることを前提としている。
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便益認識モデルにおける当初の評価において税務上の便益を認識できない場合、当社は税務ポジションを定期的に

モニターし、その後、（i）税法の改正、類似の判例または新たな情報により、当社の税務ポジションがテクニカ

ル・メリットに基づいて認められる可能性が「50％を超える可能性」まで十分に達した場合、（ⅱ）時効が成立し

た場合、（ⅲ）税務調査の結果、当社にとって好ましい結果で解決された場合、事後的に税務上の便益を認識して

いる。当社は、連邦、州、及び海外における税務調査の結果、時効の成立状況、税法の改正状況、または「50％を

超える可能性」基準に関するテクニカル・メリットのポジションを増加または減少させる新たな情報に基づいて、

当社の税務ポジションを定期的に再評価している。不確実な税務ポジションに関連した負債は、12ヶ月以内に現金

を支払うと予想される場合にのみ短期に分類している。延滞利息及びペナルティがある場合は「法人税等」に含め

て計上し、連結貸借対照表上、関連する税金負債に分類している。

 
評価性引当金及び法人税に係る偶発事象の計上額は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくも

のであり、また見積りや仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 

P．年金及び退職後給付制度

当社の全世界の大部分の従業員は、確定給付型、確定拠出型、またはその双方の年金制度に加入している。米国で

は、当社は適格及び補足的（非適格）確定給付及び確定拠出型年金制度のみならず、主に退職者に対する医療保険

で構成される退職後給付制度も有している。当社は、それぞれの確定給付型の年金制度について、積立余剰または

積立不足の金額を、連結貸借対照表の資産または負債として認識している。給付債務は、通常、適正な給付額算定

式に基づき、既に提供された労務サービスに帰属すべきすべての給付の年金原価で測定されている。当社の年金及

びその他の退職後給付債務の計算には、離職率の見積り及び加入者の死亡率等の仮定が含まれている。当社の年金

制度では、給付債務については将来の報酬水準に関する仮定を含んでいる。当社のその他の退職後給付制度では、

ヘルスケア及び生命保険給付における費用の見積りのほか、従業員またはその他（政府のプログラム等）の負担金

額についても仮定を含んでいる。制度資産は、公正価値により測定される。純期間給付費用は、「売上原価」、

「販売費、IT関連費及び一般管理費」及び「研究開発費」のいずれか適切な科目に計上されている。

 
年金及び退職後給付制度に関する計上額は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであ

り、また見積りや仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。

 

Q．法的偶発債務及び環境偶発債務

当社及びいくつかの当社の子会社は、様々な特許権、製造物責任及びその他の製造物関連責任、消費者、環境に関

する訴訟及びクレーム、政府の調査、製品保証及び損害賠償等、当社の通常の業務から生じる様々な偶発事象にさ

らされている。当社は損失発生の可能性が高く、その額が見積り可能と結論づけられる範囲において、引当金を計

上している。損失発生額の範囲の中で最善の見積りが存在する場合、当社はその金額を見積計上している。損失発

生額の範囲に最善の見積りが存在しない場合、損失発生額の範囲の中で最低の金額を見積計上している。また、当

社は現存する保険契約により見込まれる回収可能額を、回収が保証された時点で計上している。

 
偶発債務に関する計上額は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、また見積りや

仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。
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R．株式報酬

当社の報酬プログラムは、株式報酬を含んでいる。株式報酬プログラムに基づいて付与される権利は一般的に公正

価値で会計処理され、これらの公正価値に相当する額は、原則として権利確定期間を通じて毎期定額法によって償

却され、「売上原価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」及び「研究開発費」のいずれか適切な科目に計上さ

れている。

 
株式報酬に関する支払計上額は、将来事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に基づくものであり、また見積

りや仮定に大きく依存している。見積り及び仮定に関連するリスクについては、注記1C参照。
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注記２ 買収、売却目的で保有する資産及び負債、ライセンス契約、研究開発及び共同契約、持分法投資

並びに原価法投資

A．買収

メディベーション・インク

2016年９月28日に、当社は、１株当たり現金81.50ドルでメディベーション社を買収した。メディベーション社の

買収に対して移転された対価の公正価値の合計額は、現金約143億ドル（取得した現金との純額139億ドル）であ

る。当該対価のうち、約365百万ドルについては、2016年12月31日時点では支払っておらず、「その他の流動負

債」に計上している。現在、メディベーション社はファイザー社の完全子会社である。メディベーション社は、が

ん治療用小分子の開発及び商業化に注力しているバイオ医薬品会社である。メディベーション社のポートフォリオ

には、腫瘍細胞内のアンドロゲン受容体シグナル伝達経路の中の複数の段階をブロックするアンドロゲン受容体阻

害剤である、イクスタンジ（エンザルタミド）が含まれている。ファイザー社及びアステラス社は、共同でイクス

タンジの開発及び商業化を進めている。アステラス社は、米国外でのイクスタンジの独占販売権を保有している。

さらに、メディベーション社のパイプラインには、BRCA遺伝子変異乳がんの治療を目的とする現在臨床第３相試験

実施中のタラゾパリブと、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫及び悪性血液疾患用に現在開発中のがん免疫資産であ

るピディリズマブという二つの開発段階のオンコロジー資産がある。本件買収に関連して、当社は、主として「開

発された技術権」（平均耐用年数約12年）87億ドル及び「仕掛研究開発」44億ドルからなる「識別可能無形資産」

131億ドルを暫定的に計上し、「のれん」55億ドル、「繰延税金負債（純額）」44億ドル及び条件付対価340百万ド

ルを暫定的に計上している。当社は、買収日時点で存在していた事実及び状況に対する市場参加者の仮定をより良

く反映するために、測定期間中に認識した見積公正価値の変動を計上している。移転された対価の取得した資産及

び引き受けた負債への配分はまだ完了していない。

 

バンブー・セラピューティクス・インク

2016年８月１日に、当社は神経筋の状態に関連している特定の希少疾患及び中枢神経システムに影響する特定の希

少疾患を持つ患者を治療できる可能性のある遺伝子療法開発に重点を置く、株式非公開のバイオテクノロジー会社

であるバンブー社のすべての残存株式を、150百万ドルに加えて、開発、認可及び商品化の重要な進捗を条件とす

る、最高495百万ドルの潜在的マイルストーン支払を対価として取得した。バンブー社取得のために移転された対

価の公正価値合計額は、約331百万ドルであり、現金130百万ドル（取得した現金との純額101百万ドル）、マイル

ストーン支払金からなる条件付対価157百万ドル、及びファイザー社が以前に保有していた資本持分の公正価値44

百万ドルを含んでいる。当社は以前、2016年度第１四半期にバンブー社の少数持分を約43百万ドルで取得してい

た。バンブー社の残存持分を取得した時点で、当社は当社の既存投資から生じた利益１百万ドルを「その他の（収

益）費用－純額」に認識している。本買収は当社に、当社の希少疾患ポートフォリオを補完する臨床及び臨床前資

産、組換えAAV（アデノ随伴ウイルス）ベクターの設計及び製造技術、並びに完全に機能を果たす第Ⅰ/Ⅱ相の遺伝

子治療製造施設をもたらした。バンブー社は、現在ファイザー社の完全子会社である。本買収に関連して、当社

は、「仕掛研究開発」のみで構成される「識別可能無形資産」325百万ドルを暫定的に計上している。また、当社

は、「のれん」133百万ドル及び「繰延税金負債（純額）」93百万ドルを暫定的に計上している。移転された対価

の取得した資産及び引き受けた負債への配分はまだ完了していない。

 

アナコール・ファーマシューティカルズ・インク

2016年６月24日、当社は１株当たり99.25ドルでアナコール社を買収した。アナコール社買収のために移転された

対価の公正価値の合計額は、現金約49億ドル（取得した現金との純額で45億ドル）及び引受負債698百万ドルで

あった。アナコール社は、現在ファイザー社の完全子会社である。アナコール社は、同社のホウ素化学を土台とし

た低分子療法に特化したバイオ医薬品会社である。抗炎症性の非ステロイド局所PDE4阻害剤である、アナコール社

のクリサボロールは、2016年12月14日にEucrisaという名称で米国食品医薬品局（FDA）の承認を受けている。この

買収に関連して、当社は現金決済の支払手形の公正価値698百万ドルを計上し、主に「仕掛研究開発」48億ドルか

ら構成される「識別可能無形資産」49億ドルと計上し、「のれん」647百万ドル及び「繰延税金負債（純額）」352

百万ドルを暫定的に計上している。当社は、買収日時点で存在していた事実及び状況に対する市場参加者の仮定を

より良く反映するために、測定期間中に認識した見積公正価値の変動を計上している。当社は、移転された対価の

取得した資産及び引き受けた負債への配分について重要な調整は生じないと考えているが、当該評価はまだ完了し

ていない。
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ホスピーラ・インク（ホスピーラ社）

2015年９月３日、当社は世界をリードする無菌注射剤及びインフュージョンテクノロジーの提供業者であり、バイ

オシミラーの提供業者でもあるホスピーラ社を、１株当たり現金90ドルで買収した。ホスピーラ社の買収のために

移転された対価の公正価値の合計額は、現金で約161億ドル（取得した現金との純額157億ドル）である。ホスピー

ラ社は、現在ファイザー社の子会社であり、ホスピーラ社製品の事業はEHセグメントに含まれている。各地域の

ファイザー社とホスピーラ社の企業結合は、複数の法規制管轄地域において結合に関する様々な法規制に基づく手

続が済むまで完了しない。

 

ホスピーラ社の主要なビジネスは、急性疾患治療及びオンコロジー領域のジェネリック注射剤医薬品、バイオシミ

ラー、輸液療法と薬物治療管理システムの開発及び製造、マーケティング及び販売である（下記の注記2Bを参

照）。ホスピーラ社の幅広い製品群は、病院に加えて、クリニック、在宅ヘルスケア、長期治療施設等の、その他

の提供業者により使用されている。ホスピーラ社の買収により、EH事業はジェネリック及びブランド名のある無菌

注射剤、商品化されているバイオシミラー、薬物治療管理システム、開発中のバイオシミラー等の幅広いポート

フォリオを持つことになったため、当社のEH事業が強化されたと考えている。

 

以下の表は、買収日時点で認識した取得資産と引受負債の暫定金額並びに2015年度に当初計上した暫定金額に対し

て2016年度に行った調整（測定期間中の調整）及びのれん調整額を要約したものである。測定期間中の調整は、ど

の年度においても当社の損益に重要な影響を与えていない。移転された対価の取得資産及び引受負債への最終的な

配分は完了している。

 

　（単位：百万ドル）

買収日に認識した金額

（2015年12月31日時点の

計上額）

報告期間内

の調整
(a)

買収日に

認識した金額

（調整後）

確定

運転資本（棚卸資産を除く）
（b）

$     274 $    68 $    342

棚卸資産 1,924 (23) 1,901

有形固定資産 2,410 (57) 2,352

識別可能無形資産（仕掛研究開発は除く）
（c）

8,270 20 8,290

仕掛研究開発 995 35 1,030

その他の固定資産 408 (46) 362

長期債務 (1,928) - (1,928)

退職給付債務 (117) - (117)

税金勘定（純額）
（d）

(3,394) 14 (3,380)

その他の固定負債 (39) (23) (61)

識別可能資産合計 8,803 (12) 8,791

のれん 7,284 12 7,295

純取得資産/連結計上金額 $  16,087 $     - $  16,087

(a) 公正価値の見積金額の調整は、主として、買収日時点で存在する事実及び状況についての市場参加者の仮定をより良く反映するものであ

る。測定期間中の調整は、買収日以降に生じたものではない。

(b) 現金及び現金同等物、短期投資、売掛金、その他の流動資産、売却目的で保有する資産、買掛金、その他の流動負債を含む。

(c) 加重平均年数約17年の、耐用年数が有限の開発された技術権（77億ドル）及び、加重平均年数約12年の、耐用年数が有限のその他の識別

可能無形資産（570百万ドル）からなる。

(d) 買収日に認識した最終金額（調整後）は、「流動税金資産」（57百万ドル）、「非流動繰延税金資産及びその他の非流動税金資産」（58

百万ドル）、「未払法人税」（５百万ドル）、「非流動繰延税金負債」（34億ドル）及び「その他未払税金」（101百万ドル、うち未払利

息５百万ドル含む）に含まれている。買収日に認識した暫定金額（調整前）は、「流動税金資産」（79百万ドル）、「非流動繰延税金資

産及びその他の非流動税金資産」（25百万ドル）、「未払法人税」（５百万ドル）、「非流動繰延税金負債」（34億ドル）及び「その他

未払税金」（114百万ドル、うち未払利息５百万ドル含む）に含まれている。
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買収日における売掛金の公正価格は、被取得企業の帳簿価額に近似していた。契約上の売掛金額の総額は565百万

ドルであり、うち12百万ドルは回収不能であると推定される。

 

通常の事業の過程において、ホスピーラ社は保証及び賠償に関する債務に加えて、環境、法律及び税金に関する債

務を負う。これらは、偶発事象を含むことがある。関連する会計基準により明確に除外されている場合を除き、偶

発事象により発生する資産と負債の公正価値が取得日において測定できる場合は、偶発事象を買収日における公正

価値で計上する必要がある。買収日における資産と負債の公正価格が測定できない場合、次の条件の両方を満たす

場合、資産あるいは負債を買収日に認識する（ⅰ）買収日時点で資産が存在していた、もしくは負債が発生してい

た可能性が高い場合（ⅱ）資産または負債の金額を買収日時点で合理的に見積ることができる場合。

 

・環境問題－通常の業務の過程において、ホスピーラ社は、改善作業、資産除去債務、環境保障及び賠償など環境

問題に関する負債を負う。環境問題に係る偶発事象は、ファイザー社の財務諸表にとって重要ではない。

・法的問題－ホスピーラ社は、製造物責任、特許、商業、独占禁止、環境問題及び政府調査等を含む、同社の事業

にとって通常の性質を持つ様々な訴訟に係っている。法的問題に係る偶発事象は、ファイザー社の財務諸表に

とって重要ではない。

・税金問題－通常の業務の過程において、ホスピーラ社は法人税に関する債務を負う。法人税は、企業結合会計に

関連する、認識及び公正価値測定基準の両方の対象外である。法人税に関する偶発事象に対する引当は、ホス

ピーラ社にて以前から使われていた控除の認識モデルに基づき引続き計上される。買収日における法人税に関す

る純負債は、不確実な税務ポジションに関する109百万ドルを含む約34億ドルである。法人税に関する純負債に

は、公正価値の調整に伴う税への影響の追加調整約32億ドルと、当社がホスピーラ社の計画もしくは意図してい

た方法と違う方法において解決する予定の法人税約719百万ドルが含まれる。例えば、当社は一部の海外資金を

引き揚げる計画であるため、ホスピーラ社が無期限に利益を再投資し続ける予定として税金を以前は計上してい

なかった当該利益に関し、繰延税金を計上した。

 

のれんは、移転された対価が認識される純資産を上回る金額で計算され、個別に識別できず独立して認識できない

その他の取得した資産から生じる将来の経済的便益を表している。具体的には、ホスピーラ社の買収の一部として

計上されたのれんは、以下を含む。

 

・ホスピーラ社の事業とファイザー社の事業を統合することにより起こると当社が考える、期待される特定のシナ

ジー効果及びその他便益。

・個別に認識する要件を満たさない無形資産、及び将来の、現時点では識別できていない将来のプロジェクト及び

製品。

・ホスピーラ社の既存ビジネスのゴーイング・コンサーン要素の価値（ファイザー社がすべての純資産を個別に取

得した場合と比べて、構築された純資産の集合体を買収する方がより高い収益率が得られる）。

 

のれんは償却も税務上の控除もされない。ホスピーラ社取得に関連するのれんのすべては、当社のEH事業に関する

ものである（追加情報については注記10参照）。
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実績とプロフォーマへの買収の影響

以下の表は、買収日である2015年９月３日からファイザー社の国内と海外の2015年度事業年度末までの期間で、

ファイザー社の連結損益計算書に含まれているホスピーラ社の業績を表示したものである（注記1A参照）。

 

（単位：百万ドル） 2015年12月31日

収益 $     1,513

ファイザー社の普通株主に帰属する純損失
(a)

(575)

（a）以下の項目について、取得日時点で認識した暫定的な見積り公正価値に関連するパーチェス法会計処理による費用を含む

（ⅰ）売却済棚卸資産の買収日における公正価値の調整額（378百万ドル、税効果前）、（ⅱ）ホスピーラ社から取得した識別可能な無形資産

の公正価値に関する償却費（161百万ドル、税効果前）、（ⅲ）ホスピーラ社から取得した固定資産の公正価値の調整額に関する減価償却費

（34百万ドル、税効果前）、（ⅳ）ホスピーラ社から取得した長期債務の公正価値調整に関連する償却費（税引前13百万ドル）及び、リスト

ラクチャリングと統合費用（556百万ドル、税効果前）。

 

下記の表は、ホスピーラ社の買収が2014年1月1日に起こったと仮定した場合の、補足的なプロフォーマ情報を表示

している。

 

（単位：百万ドル（一株当たり情報を除く）） プロフォーマ連結業績（非監査の補足情報）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2015年 2014年

収益 $   52,082 $   54,069

ファイザー社普通株主に帰属する純利益 7,669 8,173

ファイザー社普通株主に帰属する希薄化後一株当たり利益 1.23 1.27

 

非監査のプロフォーマ補足連結業績は、買収法の会計処理を適用して作成しており、買収が2014年1月1日に起こっ

ていたと仮定した場合の結合会社の業績を反映するものではなく、結合会社の将来の業績を予測するものでも、買

収により期待される費用削減の実現を反映するものでもない。結合会社の実際の業績は、多くの要因により、ここ

で表示されているプロフォーマ調整とは大きく異なるかもしれない。プロフォーマ財務情報（非監査の補足情報）

は、ホスピーラ社からの取得資産と引受負債の取得原価配分に関する仮定を含む、様々な仮定を含んでいる。

 

非監査のプロフォーマ補足連結業績は、ホスピーラ社及びファイザー社の過去の財務情報を反映しているが、2014

年１月１日にホスピーラ社を買収したものと仮定し、主に以下の調整（税効果前）を行っている。

・ホスピーラ社の取得原価に基づいた無形資産償却費の消去（2015年に約33百万ドル、2014年に約77百万ドル）。

・取得した識別可能な無形資産の公正価値に関する追加の償却費（2015年に約342百万ドル、2014年に約502百万ド

ル）。

・取得した固定資産の公正価値調整に関する追加の減価償却費（2015年に約52百万ドル、2014年に約102百万ド

ル）。

・売却済と推定される買収日における棚卸資産の、公正価値調整に関する調整（2015年に364百万ドルの費用の消

去、2014年に591百万ドルの費用の加算）。

・ホスピーラ社債務の公正価値調整に関連した利息費用の減額調整（2015年に約18百万ドル、2014年に約42百万ド

ル）。

・ホスピーラ社の買収が2014年１月１日に完了したとするプロフォーマ仮定の下では、2014年度に計上していたで

あろうと考えられる、ホスピーラ社及びファイザー社の両社に発生する費用を反映した、買収に直接起因する買

収関連費用の調整（2015年に877百万ドルの費用の消去、2014年に877百万ドルの費用の加算）。

 

上記の調整は、該当する税金の影響についても調整している。取得した無形資産、固定資産、棚卸資産及び債務の

公正価値調整に関する税効果は、その調整が起こると推定される様々な管轄での法定税率を反映している。ホス

ピーラ社の取得原価に基づく無形資産償却費の消去と、買収に直接関連付けられる買収関連費用の公正価値調整に

関する税効果は、関連する控除が発生する管轄の税率を基礎としている。
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バクスター・インターナショナル・インク（バクスター社）の市販ワクチン事業

2014年12月１日（当社の海外事業においては2015年度第１四半期に属する）に、当社はバクスター社の市販ワクチ

ン事業資産を最終購入価格648百万ドルで買収した。買収した事業資産は、NeisVac-Cと、FSME-TMMUN/ TicoVacで

構成されている。NeisVac-Cは、C群髄膜炎菌性髄膜炎の予防ワクチンであり、FSME-TMMUN/ TicoVacは、ダニ媒介

性脳炎の予防ワクチンである。買収に関連して、当社は376百万ドルの「識別可能無形資産」を計上しており、主

な構成は、「開発された技術権」371百万ドルである。その他、当社は「棚卸資産」を194百万ドル、「のれん」を

12百万ドル計上している。取得資産及び引受負債への取得対価の最終配分は完了している。

 

イノファーマ社

2014年９月24日に、ファイザー社は前払現金225百万ドル及び取得日における見積り公正価値約67百万ドルの条件

付対価にて、株式未公開の医薬品開発会社イノファーマ社の買収を完了した。条件付対価は、米国食品医薬品局

（FDA）への登録申請及び受理、または、特定の開発中の製品に関連した販売申請のFDAによる承認に基づいた、最

大で135百万ドルの追加マイルストーン・ペイメントで構成されている。当社は、当該買収により、オンコロジー

及び中枢神経障害の領域における無菌注射剤ポートフォリオの革新的な成長機会を入手したと確信している。当該

買収に関連して、当社は247百万ドルの「識別可能無形資産（償却累計額控除後）」を計上している。主な構成

は、「仕掛研究開発」に212百万ドル、「開発された技術権」に35百万ドル、「繰延税金負債（純額）」に81百万

ドル、及び「のれん」に125百万ドルである。取得した資産及び負債への対価の最終配分は完了している。

 

B. 売却目的で保有する資産及び負債

2016年10月６日に、当社は、ICUメディカル社が当社のグローバル輸液療法事業の純資産（以下、「HIS」）のすべ

てを現金約10億ドル及びICUメディカル社普通株式を対価として取得することに合意したと公表した。HISは、IVポ

ンプ、ソリューション及びデバイス事業を含んでいる。ICUメディカル社の要望を受けHISの直近の業績を考慮した

結果、2017年１月５日にICUメディカル社がHISを、現金及び条件付き現金対価、ICUメディカル社普通株式並びに

セラーファイナンスで構成される最大約900百万ドルの対価で取得することに修正合意した。

 

当該修正取引は、2017年２月３日にクローズした。クロージング日に、修正契約条件に基づき、当社はICUメディ

カル社の新株発行普通株式320万株（当初合意とおり。当社はクロージング日のICUメディカル社普通株式の終値か

ら流動性不足によるディスカウントを控除した金額に基づき約430百万ドルと評価した）、約束手形75百万ドル及

び現金純額約200百万ドル（一般的な運転資金調整前）を受領した。さらに、当社には、ICUメディカル社の結合後

企業としての2019年12月31日までの一定の累積業績目標の達成度に基づいた、最高225百万ドルの条件付現金対価

を受領する権利がある。ICUメディカル社の株式受領後、当社はクロージング日時点でICUメディカル社の約16.4％

を所有している。当社は、当社が保有するICUメディカル社の株式の移転に対する18カ月の特定の制限に合意し

た。ICUメディカル社から受領した約束手形の期間は3年、初年度の金利はLIBOR+2.25%、２年目及び３年目の金利

は LIBOR+2.50%である。

 

当社は、クロージング日である2017年２月３日時点で、条件付対価を除くすべての購入金額を受領しているが、米

国外の特定の管轄区域においては一時的な規制上または事業上の制約により、HIS純資産の売却が完了していな

い。HIS純資産に占める割合は相対的に低いこれらの管轄区域において、当社はICUメディカル社の経済的利益のた

めにHIS純資産を引続き管理しており、暫定期間中の当該事業に関するいかなるリスクに対してもICUメディカル社

から賠償を受けることになっている。当社は、これらの管轄区域におけるHIS純資産の売却は、2018年度第１四半

期までに完了すると予想している。当社は条件付対価以外のすべての売却対価を既に受領しており、ICUメディカ

ル社は当該取引を完了させる義務を契約上負っているため、当社は会計上、これらの管轄区域のHIS純資産につい

ても売却済として取扱っている。
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当該売却取引に関連して、当社はHIS純資産をICUメディカル社に整然と移管するための特定の移管契約を締結し

た。これらの契約は主として、最長24カ月間で一般的に提供される管理サービスに関するものである。また、当社

はクロージング後通常5年間、ICUメディカル社のために特定のHIS製品の製造及び供給を行い、ICUメディカル社は

当社のため特定のファイザー社製品を供給する。これらの契約はファイザー社にとって重要ではないため、当社が

売却後のICUメディカル社の営業及び（または）財務方針に影響力を及ぼすものではない。

 

2016年12月31日に、当社は、売却目的で保有するHIS事業の純資産の帳簿価額が売却費用控除後の公正価値を上

回っていると判断し、税引前減損損失17億ドルを「その他の（収益）費用－純額」に計上した（注記4参照）。当

該価値の下落は、主に当初予想していなかった顧客契約競争の増加及び価格設定要因の結果、HIS事業から生じる

将来キャッシュ・フローの予測が低下したことが原因である。

 

HIS事業に関連する資産及び負債は、2016年12月31日の連結貸借対照表において、売却目的保有として表示してい

る。売却目的で保有するHIS事業の資産は「売却目的保有資産」に計上し、売却目的で保有するHIS事業の負債は

「その他の流動負債」に計上している。2016年12月31日及び2015年12月31日時点の、売却目的保有に分類された

HIS事業及びその他の資産の構成は以下のとおりである。
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 （単位：百万ドル）

 　　　　　　　12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年

売却目的で保有する資産：   

棚卸資産 $   377 $   -

有形固定資産 457 -

識別可能無形資産 1,319 -

のれん 119 -

その他の資産 152 -

控除：HIS資産の正味実現可能価額への調整額
（a） (1,681) -

売却目的で保有するHIS資産の合計 743 -

売却目的で保有するその他の資産
（b） 58 9

売却目的で保有する資産 $   801 $   9

売却目的で保有する負債：   

未払報酬及び関連項目 $    54 $   -

その他の負債 103 -

売却目的で保有するHIS負債の合計 $   157 $   -

(a)2016年度に、当社はHIS資産の正味実現可能価額への調整額1,681百万ドル及び見積売却費用31百万ドル、合計1,712百万ドルをHIS資産の減

損損失として計上している。

(b)売却目的で保有するその他の資産は、主として有形固定資産及びその他の資産から構成される。

 

C．ライセンス契約

セレクティスＳＡ社（セレクティス社）

2014年６月に、当社は、選択細胞表面抗原標的に向けオンコロジーの分野でキメラ抗原受容体T細胞免疫療法を開

発するためにセレクティス社と全世界契約を締結した。2014年８月に、当該ライセンス契約に関し、当社はセレク

ティス社に契約前渡金として約80百万ドルを支払い「研究開発費」に計上した。また、当社は当社が選択した最大

15個のターゲットに関連する研究開発費に資金を提供し、契約の範囲内でセレクティス社が選択した４個のター

ゲットに関連する研究開発費の一部についてセレクティス社のために資金を提供する。セレクティス社は、当社が

選択したターゲットの製品ごとに開発、規制、商業化に関する最大185百万ドルのマイルストーン・ペイメント及

び当社が市販する製品の純売上高に応じた段階的ロイヤルティを受け取ることができる。加えて2014年８月に、当

社は新たに発行された株式を約35百万ドルで引き受け、セレクティス社の資本の約10％を取得した。2016年及び

2015年11月30日時点で、ファイザー社のセレクティス社に対する持分は、セレクティス社の発行済株式数の約８％

である。

 

ネキシウムの店頭販売権

2012年８月に、当社はネキシウムの全世界における独占的な店頭（OTC）販売権に係る契約をアストラゼネカ社と

締結した。ネキシウムは、胃食道逆流症の治療に認可されている医療用医薬品である。このコンシューマー・ヘル

スケア・ライセンス契約に従い、当社はアストラゼネカ社に250百万ドルを契約前渡金として支払い、発生時に研

究開発費として計上している。2014年５月27日に当社は米国でネキシウム24HRの販売を開始し、2014年７月11日に

はアストラゼネカ社に200百万ドルの製品販売開始に伴うマイルストーン・ペイメントを支払った。その後、2014

年８月1日に、当社は欧州でネキシウムコントロールの販売を開始し、2014年９月15日にアストラゼネカ社に50百

万ドルの製品販売開始マイルストーン・ペイメントを支払った。これらの承認後マイルストーン・ペイメントは、

「識別可能無形資産（償却累計額控除後）」に計上しており、ネキシウムブランドの見積耐用年数にわたって償却

される。2015年12月31日の「その他の流動負債」には、アストラゼネカ社への未払マイルストーン・ペイメント93

百万ドルが含まれており、その後2016年４月にアストラゼネカ社に支払われた。アストラゼネカ社は、全世界の売

上水準に基づく約200百万ドルのマイルストーン・ペイメントを全世界売上に基づく四半期ごとのロイヤルティ・

ペイメントに加えて受け取ることができる。
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D．研究開発及び共同契約

ノバクエスト社共同投資ファンドⅡ（NovaQuest Co-Investment Fund Ⅱ, L.P.）との研究開発契約

2016年11月１日に、当社はbococizumabのグローバル臨床開発プログラムの中止を公表した。当社は、2016年12月

にノバクエストに対して31.3百万ドルを払い戻した。当該払戻し額は、（下記の2016年５月の契約に基づく）開発

費としてノバクエストが当社に支払った前払金のうち、プログラム開発の中止によりプログラム費用として使用さ

れなかったものである。2016年11月18日に終了した当該契約に基づいた、ノバクエストから追加の受け取る又は支

払い予定はない。

 

2016年５月に、ノバクエスト社がファイザー社のbococizumab化合物の特定の第３臨床試験に関連した開発費に最

大250百万ドルの資金を提供し、ファイザー社は当該化合物を開発し、規制の認可を得るために商業的に妥当な努

力をするという契約を、ファイザー社とノバクエスト社は締結した。ノバクエスト社が提供する開発資金は、開発

費の40％までをまかない、2016年から2017年の５四半期にわたって支払われる予定であった。実質的かつ本質的な

リスクがノバクエスト社に移転しているため、2016年のプログラム費用に該当する開発資金は発生時に「研究開発

費」の減少として認識している。2016年度の「研究開発費」の減少額は、合計180.3百万ドルであった。

 

ノバクエスト社共同投資ファンドⅤ（NovaQuest Co-Investment Fund V, L.P.）との研究開発契約

2016年４月に、ファイザー社は、ノバクエスト社がファイザー社のリバピンセル化合物の特定の第3臨床試験に関

連した開発費に最大200百万ドルの資金を提供し、ファイザー社は当該化合物を開発し、規制の認可を得るために

商業的に妥当な努力をするという契約をノバクエスト社と締結した。ノバクエスト社が提供する開発資金は、開発

費の100％をまかない、2016年から2019年までの約12四半期にわたって支払われる予定である。実質的かつ本質的

なリスクがノバクエスト社に移転しているため、当社は開発資金を契約上のサービスを履行する債務として認識

し、発生時に「研究開発費」の減少として認識している。2016年度の「研究開発費」の減少額は、合計46.6百万ド

ルであった。潜在的な規制の認可に従って、ノバクエスト社は、最初の商業販売達成度及び一定水準の累積純売上

高に基づく最高総額267百万ドルの定額マイルストーン・ペイメント及び、約８年間に渡り、リバピンセルの純売

上高に基づくロイヤリティの組み合わせを受け取る権利を有している。売上に基づく定額のマイルストーン・ペイ

メントは、無形資産として計上され、リバピンセル製品の推定商業期間にわたって「無形資産の償却」として償却

され、純売上高のロイヤリティは発生時に「売上原価」として計上される。

 

RPI Finance Trust社との研究開発契約

2016年１月に、ファイザー社は、ロイヤリティファーマ社の子会社であるRPI社が、主にホルモン受容体の早期陽

性乳がんの補助薬物治療（適応）に使われるファイザーのIbrance（palbociclib）製品の特定の第3臨床試験に関

連した開発費に最大300百万ドルまで資金提供する契約をRPI社と締結した。RPI社が提供する開発資金は、主に

2021年までの臨床試験に使用される費用の100％をまかなう予定である。実質的かつ本質的なリスクはRPI社に移転

しているため、当社は開発資金を契約上のサービスを履行する債務として認識し、発生時に「研究開発費」の減少

として認識している。2016年度の「研究開発費」の減少額は、合計44.9百万ドルであった。開発が成功し、該当す

る臨床試験によりアメリカ合衆国もしくはEUの一部の主要な市場でIbranceが認可された場合、RPI社は臨床試験結

果により250百万ドルの承認ベースの定額マイルストーン・ペイメント及び約7年間に渡り一定のIbrance製品の売

上に基づくロイヤリティを受け取る権利を有している。認可時に支払われる固定マイルストーン・ペイメントは無

形資産として計上され、Ibrance製品の見積商業期間にわたり「無形資産の償却」として償却され、純売上高のロ

イヤリティ発生時に「売上原価」として計上される。

 

共同契約

当社は通常の業務として、研究の完了及び規制当局の承認を必要とする医薬品開発に加え、既存の医薬品に関して

も共同契約を締結している。共同契約は、特に研究や商業化への取り組みといった共同活動を含む第三者との契約

上の合意である。当社とパートナーは、共同契約事業に積極的に参加し、当該事業から生じる重要なリスクを負担

し、利益を享受する。共同契約における当社の権利及び義務は多岐にわたっている。例えば、当社は当社または他

社により開発された医薬品の販売促進を共同で行う契約を有しており、また、医薬品を共同研究する契約やその商

品化、マーケティング、プロモーション、製造及び流通を共同で行う契約も有している。
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当社と共同パートナーの間での支払の構成と金額（収益/費用）は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

売上高-売上高
（a）

$　659 $ 644 $ 786

売上高-業務提携
（b）

1,746 1,312 957

共同契約による売上高　 2,405 1,956 1,743

売上原価
（c）

(315) (282) (280)

販売費、IT関連費及び一般管理費
（d）

(5) (287) (268)

研究開発費
（e）

64 (330) (1,210)

その他の（収益）費用-純額
(f)

542 482 518

(a) 当社製造製品の共同パートナーへの販売。

(b) ほぼ全額は、共同販促契約に基づいて、パートナーから稼得した金額に関連している。2016年の増加は、エリキュースとの業務提携によ

る収益の増加及び2016年9月のメディベーション社買収によりイクスタンジ収益が含まれていることによる。一部はレビフの共同販促契約

が2015年度末に終了したことにより相殺されている。2015年の増加は、エリキュースとの業務提携による収益の増加による。一部はスピ

リーバの収益の減少（アメリカ及び特定のヨーロッパ各国で2014年に共同販促契約の期限が切れたことによる）により相殺されている。

(c) 主に、当社のパートナーが稼得したロイヤリティやパートナーから購入した棚卸資産に係る売上原価に関連している。

(d) 発生した販売費、IT関連費及び一般管理費に係る当社のパートナーに対する純払戻額を示している。

(e) 主に、パートナーが稼得した前渡金支払額、事前承認マイルストーン・ペイメント、加えて純払戻額を含んでいる。前渡金支払額及びマ

イルストーン・ペイメントは、2016年度は15百万ドル、2015年度は310百万ドル（主にOPKOヘルス社（以下OPKO社）との共同契約に関する

ものである。下記参照）2014年度は12億ドル（メルク社との共同契約に関するものである。下記参照）である。2016年度は、リリー社

（下記参照）との共同契約に関連した払戻額120百万ドルも含んでいる。

(f) 2016年度、2015年度及び2014年度は、2013年10月31日以降アメリカ及びカナダでエンブレルの売上により獲得したロイヤリティを含む。

2013年10月31日にアメリカ及びカナダで当社の共同販促契約の期限が切れ、当社は以後2016年10月31日までの36カ月間に亘りロイヤリ

ティを受領する権利を得た。

 
上表に記載された金額は、共同パートナー以外の第三者との取引も、共同契約の下で製品に関連して発生したその

他の費用も含んでいない。

 
加えて、当社の共同販促契約の下、当社は、2015年度には20百万ドル、及び2014年度には80百万ドルを承認後のマ

イルストーン・ペイメントとして共同パートナーに支払っている。当該支払額は、識別可能無形資産-開発された

技術権に計上されている。2016年度に、当社は承認後のマイルストーン・ペイメントを共同パートナーに支払って

いない。2015年度に、当社は主にリリー社（下記参照）との提携契約に関連して、当社の共同パートナーから契約

前渡金とマイルストーン・ペイメント200百万ドル（下記参照）を受領している。当該金額は当社の連結貸借対照

表の前受収益に計上され、複数年間にわたり、「その他の（収益）費用-純額」に認識している。

 
イーライ・リリー社（リリー社）との共同契約

2013年に、当社はリリー社との提携契約を締結した。この提携契約は、共同でTanezumabの開発及び世界での商業

化を行い、それにより当社とリリー社は製品開発費用ならびに潜在的収益及び特定の製品関連費用を均等に分担す

るものである。2015年３月にFDAがTanezumab開発プログラムの部分的な臨床試験の実施保留命令を解除したことを

受け、当社は契約提携に基づきリリー社から200百万ドルの前受金を受け取った。当社はこの前受金を連結貸借対

照表上で「前受収益」に計上し、2015年度第２四半期から複数年に渡って「その他の（収益）費用‐純額」に認識

している。ファイザー社とリリー社は、2015年７月にTanezumabの第３相臨床試験を再開した。リリー社との契約

提携に基づき、当社は特定の規則及び商業的マイルストーンの達成度に応じて、リリー社から追加の報酬を受け取

ることができる。
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OPKOヘルス社（OPKO社）との共同契約

当社は、胎内発育不全で生まれた子ども（SGA）のうち、２歳までに成長障害が治らなかった小児の成長阻害治療

薬並びに、成人及び小児の成長ホルモン欠損症（GHD）の治療薬となるOPKO社の長時間作用型のヒト成長ホルモン

（hGH-CIP）の開発と製品化を目的とした共同契約をOPKO社と締結していたが、2015年１月に終了した。2015年２

月に、当社はOPKO社に対して295百万ドルの契約前受金を支払い、「研究開発費」として計上した。OPKO社は一定

の規制に関するマイルストーンの達成度に基づき、追加で275百万ドルまで受け取ることができる。さらにOPKO社

は規制当局の承認により、成人のGHDに対するhGH-CIPの商業化に関するロイヤリティ収入を受け取ることができ

る。規制当局の承認後小児のGHDに対するhGH-CIPの上市時に、ロイヤリティはhGH-CIPと当社製品であるジェノト

ロビンの双方において段階的総収益配分に移行する。

 

メルク社との共同契約

2014年11月に、当社は、複数のタイプの癌に対する治療薬として、アベルマブ（現在開発中である抗PD-L1抗体薬

MSB0010718C の申請中の国際一般名）を共同開発し商業化するために、メルク社との共同契約を締結した。当社と

メルク社は単剤として新型抗PD-L1抗体薬治療の可能性を探求するとともに、当社とメルク社が持つ承認済のオン

コロジー治療及び治験によるオンコロジー治療の幅広いポートフォリオにより、様々な組み合わせの可能性を追求

している。当社とメルク社はまた、第１相臨床試験へ抗PD-L1抗体薬を進めるために、資源と専門知識を融合して

いる。この契約条件の下、2014年度第４四半期において、当社はメルク社に850百万ドルを前渡金として現金で支

払い、またメルク社は、最大約20億ドルの規制及び商業マイルストーン・ペイメントを受け取る権利を有する。両

社は当該契約により、すべての開発及び商業化の費用を共同で負担し、抗PD-L1または抗PD-1製品の販売から獲得

した利益を均等に分割する。また、契約の一部として、当社はザーコリの米国市場及び他のいくつかの主要市場の

共同販促権をメルク社に与えており、2015年に特定の主要市場で共同販促活動が開始されている。2014年に、当社

は共同契約に関連する12億ドルの「研究開発費」を計上した。その構成としては、850百万ドルの現金での前渡金

及びメルク社に与えた共同販促権の見積公正価値309百万ドルの追加計上によるものである。

 

E．持分法投資

海正ファイザーファーマシューティカルズ社に対する投資（以下、「海正ファイザー社」とする）

2012年９月、当社と中国の大手製薬会社である浙江海正薬業社は、主に中国において優位性のあるブランドジェネ

リック薬の開発、製造、マーケティング及び販売を目的とした新会社海正ファイザー社を設立した。海正ファイ

ザー社は250百万ドルの資本金で設立されており、当社の出資額は122.5百万ドルである。2013年１月１日、当社及

び浙江海正薬業社は一部の従業員を海正ファイザー社に移管するとともに、商品化された製品及び開発中の製品、

知的財産権、固定資産及び流通・顧客契約に関する一定の権利等を海正ファイザー社に拠出した。2013年における

当社の拠出は米国会計基準により定義される事業を構成しており、当該拠出は一定の商品化された製品、未だ商品

化されていないその他の製品及びすべての関連する知的財産権の中国における権利等を含む。双方からの拠出の結

果として、海正ファイザー社は心血管疾患、感染症、オンコロジー、メンタルヘルス及び他の治療分野をカバーす

る幅広いブランドジェネリック薬のポートフォリオを持つことになった。
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当社はまた、事業活動の海正ファイザー社への円滑な移行を確実に行うことを目的とした一定の移行契約を締結し

ており、その主要なものはファイザー社製品移行期間契約及び関連する供給及び販売促進活動に関する契約であ

る。当該契約は、海正ファイザー社が独自の製造・流通活動を提供できるまでの間、当社から海正ファイザー社に

提供される製造活動についてマージンを提供するとともに、当社製品の供給、販売促進及び流通について監督を行

うものである。移行を前提とする一方、契約期間は双方の合意に基づき数年間延長することができ、無期限とする

ことも可能である。当該契約は、当社にとって重要性はなく、海正ファイザー社の運用及び（または）財務政策の

影響が及ぶことはない。当社は、取締役会への参加、少数株主拒否権及び49％の議決権を通じて当社が海正ファイ

ザー社に対して重要な影響力を与えているため、当社の海正ファイザー社に対する持分を持分法投資として会計処

理している。海正ファイザー社に対する当社の投資は「長期投資」に計上しており、海正ファイザー社の純利益の

うち当社の持分を「その他の（収益）費用－純額」に計上している。

 

2016年度に、当社は海正ファイザー社の価値に一時的でない下落があったと判断し、「その他の（収益）費用－純

額」（注記４参照）に、第１、第２、第４四半期に認識した損失から構成される合計452百万ドルの損失を計上し

た。2016年度第１四半期及び第２四半期に、当社は海正ファイザー社価値に一時的でない下落があったと判断し、

それぞれ81百万ドル及び130百万ドルの損失を計上した。当該価値の下落は、主に継続的な中国経済の低迷、並び

に海正ファイザー社による新製品導入時期及び数量の変更によりリスクが増加した結果、海正ファイザー社が生み

出す将来キャッシュ・フローの予想が下振れしたことによるものである。2016年度第４四半期に、当社は241百万

ドルの損失を計上した結果、2016年12月31日における海正ファイザー社に対する当社の投資の帳簿価額は270百万

ドルに減少した。当社は海正ファイザー社に関する戦略的代替案を継続的に評価している。これらの戦略的代替案

は、将来的における海正ファイザー社に対する当社の投資価値に影響を与える可能性がある。

 

2015年度第３四半期において、当社は海正ファイザー社の価値に関し、一時的でない価値の下落があったと結論付

け、それにより、2015年に、「その他の（収益）費用‐純額」に463百万ドルの損失を計上した（注記4参照）。価

値の下落は、近年の予想を下回る業績、競争の激化、製品に関連した中国経済の低迷及び規制環境の変化から、海

正ファイザーから生み出される将来キャッシュ・フローへの期待が低まったことを受けている。

 

海正ファイザー社への投資の評価にあたって、当社は予想キャッシュ・フローに固有の様々なリスク及び最終年度

における名目成長係数に対する最善の見積りを反映した、割引キャッシュ・フロー法を用いている。この方法に特

有の重要な見積り及び仮定には、予想キャッシュ・フローの発生時期及び金額（競合他社、法律、経済、及び規制

が製品に対して与えると予想される影響を含む）、長期的持続可能成長率を考慮した長期成長率及びカントリーリ

スクを含む予想キャッシュ・フロー特有の様々なリスクを考慮した割引率が含まれる。2015年12月31日時点の、当

社の海正ファイザー社に対する投資簿価は約775百万ドルであった。

 

ヴィーブ・ヘルスケア社に対する投資（ヴィーブ社）

2014年１月21日、欧州委員会は、当社とグラクソ・スミスクライン社が、HIV-1治療薬の研究開発と商品化のみに

特化するために2009年に設立した持分法適用会社である、ヴィーブ社が開発したHIV-1治療のための製品である

Ticicay（ドルテグラビル）を承認した。この承認により、当社のヴィーブ社に対する持分比率は、当社とグラク

ソ・スミスクライン社間の契約に従い、2014年４月１日に12.6％から11.7％へ減少した。結果として、2014年度、

当社は「その他の（収益）費用-純額」に約30百万ドルの損失を計上した。当社は継続してヴィーブ社の取締役会

に代表を派遣していること及び少数株主拒否権を保有していることから、ヴィーブ社に対する投資の会計処理に持

分法を適用している。
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Laboratorio Teuto Brasileiro 社への投資（Teuto社）

当社は40％保有しているブラジルのジェネリック会社であるTeuto社の株式残り60％を取得できる選択権を有して

おり、Teuto社の株主は保有する60％の株式を当社に売り渡す権利を有している。Teuto社の株主との合意による

と、2016年はコール及びプット・オプションを行使できる最後の年であったが、当社及び他のTeuto社の株主は、

オプション行使可能期間を2017年まで延長することで合意した。当社は、取締役会への参加、株主総会での拒否権

及び40％の議決権を通じてTeuto社の事業活動に重要な影響を与えているため、Teuto社に対する持分を持分法投資

として会計処理している。

 

・2016年に、当社はTeuto社の価値に一時的でない下落が生じていると判断し、当社の持分法投資について50百万

ドルの損失を「その他の（収益）費用－純額」（注記４参照）に計上した。当該価値の下落は、主に政治リス

ク、高インフレ及びブラジルレアルの下落の影響によるブラジルの経済状態の低迷の結果、Teuto社が生み出す

将来キャッシュ・フローの予想が下振れしたことによるものである。

・2014年度に、当社は2013年度の買入オプション及び売却オプションの見積損失の減少による収益を「その他の

（収益）-純額」に約55百万ドル、当社の持分法投資に関して減損損失56百万ドルを「その他の（収益）-純額」

に計上した。

 

Teuto社の投資を評価する際に、当社は予想キャッシュ・フローに特有の様々なリスク及び最終年度における名目

成長係数に対する最善の見積りを反映した、割引キャッシュ・フロー法を使用している。当該評価方法に特有の重

要な見積り及び仮定には、予想キャッシュ・フローの発生時期及び金額（競合他社、法律、経済、及び規制が製品

に及ぼすと予想される影響を含む）、長期的持続可能成長率を考慮した長期成長率及びカントリーリスクを含む予

想キャッシュ・フロー特有の様々なリスクを考慮した割引率が含まれる。

 

F. 原価法投資

AM Pharma B.V. （AMファーマ社）

2015年４月に、当社は炎症性疾患に対する組み換えヒトアルカリファターゼ（recAP）の開発を目的としたオラン

ダの株式未公開のバイオ医薬品会社である、AMファーマ社の非支配持分を取得し、残余持分を取得できる独占的オ

プションを確保した。当該オプションは、2017年に予定されている敗血症に伴う急性腎障害を治療するrecAPの第

２相臨床試験完了後、行使可能になる。当該契約条件に従い、当社は独占的オプション及び非支配株主持分につい

て87.5百万ドルを支払い、原価法投資として「長期投資」に計上した。これに加え当社はオプションの行使時及び

当該投資による製品の発売時に、最大512.5百万ドルを支払う可能性がある。
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注記３　事業再編費用及び買収、コスト削減/生産性向上イニシアチブに関連するその他の費用

当社には、買収取引、事業の統合、事業再編及び全世界的なコスト削減/生産性向上イニシアチブに関連した重要

な費用が発生している。例示としては以下のとおりである。

 

・買収活動について発生した費用は、主に取引の実行費用、統合費用（コンサルティングやシステム及びプロセス

統合に関する支出等）及び合併会社において非継続予定の従業員や資産及び活動に関連する再編費用である。

・コスト削減/生産性向上イニシアチブについて発生した費用は、主に施設の閉鎖、その他施設の合理化、人員削

減、及び全世界的なシステム開発を含んだシェアード・サービスの拡大に係るものである。

 

販売及びマーケティング、製造、研究開発並びに情報処理やシェアード・サービス、企業経営といった、当社のす

べての事業及び機能はこれらの取引により影響を受けうる。

 

当社のホスピーラ社の買収に伴い、当社は非結合会社の適切な原価構造を達成することに努力を集中している。買

収後の最長３年間で、当社はホスピーラ社の統合に関連して、約10億ドル（下記の「直近の重要な活動」セクショ

ンで説明されている、取得した仕掛研究開発権の返還に関する、2015年の215百万ドルの費用を含まない）の費用

が発生すると予測している。

 

2014年初めに、当社は、新たなグローバル事業構造再編及び追加のコスト削減/生産性向上イニシアチブという新

規プログラムに関連して、2014年から2016年に費用が発生する見込みであることを公表した。当社ではこれらのプ

ログラムに関して、以下の取り組みが進行中である。

 

・2014年のグローバル事業構造の再編。これは、主に、特定の機能の合理化、局所的配置及び事業を支援する従業

員の再編成並びに将来の報告義務支援のために必要なシステム変更を含む。2016年12月31日までに、当社は約

219百万ドルの費用を計上し、この取り組みは完了した。

 

・実施スケジュールが必然的に長期となる、製造工場ネットワークの合理化と最適化。2014年から2016年の取り組

みにおける当社の工場ネットワーク戦略及び製造オペレーションの施設最適化に関連して、当社は過去の買収活

動に関連した約367百万ドルの費用及び新たな非買収関連コスト削減イニシアチブに関連した約11億ドルの費用

を計上した。

 

・主に事業資産の合理化並びにその他の集約及び費用削減機会に関連した、その他の新しいコスト削減/生産性向

上イニシアチブ。当社はこれらのコスト削減活動に関連し、2014年から2016年の間に、約14億ドルの費用を計上

した。

 

上記に言及されているプログラム（ホスピーラ社との合併に関して予測される費用を除く）に関連して、2014年か

ら2016年の間に発生した費用の総額は約31億ドルであり、再編費用、実行費用及び資産再編による追加償却費が含

まれる。この金額の約4分の1は非現金支出であった。

 

直近の重要な活動

2016年度において、当社は、主にホスピーラ社の統合及び前述のプログラムに関連したコスト削減及び買収関連費

用（取引関連費用を除く）として約21億ドルを計上した。
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当社の買収及びコスト削減/生産性向上イニシアチブに関連して発生した費用の構成は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

再編費用
（a）

:    

従業員解雇 $ 　 940 $ 　 489 $ 　 68

資産の減損 142 254 45

撤退費用 74 68 58

再編費用計 1,156 811 170

取引費用
（b）

127 123 -

統合費用
（c）

441 219 80

再編費用及び買収関連費用 1,724 1,152 250

連結損益計算書に計上された追加の償却費-アセッ

トリストラクチャリング
（d）

:    

売上原価 201 117 228

販売費、IT関連費及び一般管理費 - - 1

研究開発費 7 5 31

追加の償却費-アセットリストラクチャリング計 207 122 261

連結損益計算書に計上された実施費用
（e）

:    

売上原価 230 102 78

販売費、IT関連費及び一般管理費 81 82 140

研究開発費 25 14 52

その他の（収益）費用 - 純額 3 5 1

実施費用計 340 203 270

買収及びコスト削減/生産性向上イニシアチブ関連

費用計 $   2,271 $   1,478 $   781

(a)  2016年度の、「従業員解雇」は、主に製造、販売、研究、共通部門における従業員約4,900人の人員整理計画を反映したものである。従

業員解雇費用は一般的に、実行の可能性が高くかつ見積り可能であるとき計上され、そのうち多くは解雇後の期間に支払われる可能性が

ある、未払の退職金及び年金並びに退職後給付を含んでいる。

2016年度の再編費用の構成は、以下のとおりである。

・ファイザー・イノベーティブヘルス（IH）（272百万ドル）、ファイザー・エッセンシャルヘルス（EH）（158百万ドル）、国際研究

開発（WRD）、グローバル製品開発（GPD）及びファイザー・メディカル（M）（WRD/GSP/M）（169百万ドル）、生産活動（368百万ド

ル）及び共通（189百万ドル）。

2015年度の再編費用（ベネズエラでの当社の労働力を36％削減させることに関する39百万ドルの費用を含む）の構成は以下のとおりで

ある。

・IH（85百万ドル）、EH（402百万ドル）、WRD/GPD/M（80百万ドル）、生産活動（80百万ドル）及び共通（164百万ドル）。

2014年度の再編費用の構成は、以下のとおりである。

・IH（63百万ドル）、EH（57百万ドル）、WRD/GPD/M （37百万ドル）、生産活動（97百万ドル）及び共通（65百万ドル）、並びに新規

の個々のセグメントに直接関連しない、主に販売人員の再編計画に関する見積り費用の変更を反映した、前期の再編費用の部分的な

取消しに関連する収益149百万ドル。
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ホスピーラ社買収の結果生じた、当社のバイオシミラー製品薬群の一部の重複を除くため、当社は2015年9月に、ホスピーラ社が、

Rituxan ® (リツキマブ) 及びHerceptin ® (トラスツズマブ)へのバイオシミラーへの潜在可能性を踏まえて取得していた権利を、セル

トリオン社に返還することを選択した。よって、取得した権利を返還した時点で、2015年に当社は総額215百万ドルの次の内容で構成さ

れる費用を計上した（ⅰ）「資産減損」に含まれる仕掛研究開発関連資産の除却、総額170百万ドル（ⅱ）「資産減損」に含まれるセル

トリオン社への前払金額の除却25百万ドル（ⅲ）「撤退費用」に含まれる、セルトリオン社への支払い20百万ドル。

 

(b) 「取引費用」は、銀行、法務、会計及びその他の類似サービスに係る外部費用を表しており、2016年度の大半はメディベーション社とア

ナコール社の買収、及びアラガン社との終了した取引に直接関連している。2015年度の「取引費用」は、ホスピーラ社の買収と、アラガ

ン社との終了した取引に直接関連する外部費用を表しており、主に銀行、法務、会計及びその他の類似サービスに係る費用を含んでい

る。

(c) 「統合費用」は取得した事業を統合するのに直接要した外部の追加的な費用を表しており、主にコンサルティングやシステム及びプロセ

スに関するコンサルティング及び統合費用が含まれている。2016年度の「統合費用」は、主に当社によるホスピーラ社の買収及びアラガ

ン社との終了した取引に関連している。2015年度の「統合費用」は、当社によるホスピーラ社の買収に直接関連する外部の追加的な費用

を表している。

(d) 「追加の償却費-アセットリストラクチャリング」は事業再編に伴う資産の見積耐用年数の変更による影響を表している。

(e) 「実施費用」は買収に関連しないコスト削減/生産性向上イニシアチブの実施に直接関連した外部の追加的な費用を表す。

 

再編費用の構成及び引当残高の変動は、以下のとおりである。

（単位：百万ドル） 従業員解雇費用 減損損失 撤退費用 引当残高

2015年１月１日における残高 $　　1,114 $　　　 - $　　　 52 $　　1,166

引当額 489 254 68 811

利用及びその他(a） (495) (254) (71) (820)

2015年12月31日における残高(b) 1,109 - 48 1,157

引当額 940 142 74 1,156

利用及びその他(a) (502) (142) (86) (730)

2016年12月31日における残高(c) $　　1,547 $　　　 - $　　　 36 $　　1,583

(a) 為替換算調整を含む。

(b) 「その他の流動負債」（776百万ドル）及び「その他の固定負債」（381百万ドル）に含まれている。

(c) 「その他の流動負債」（863百万ドル）及び「その他の固定負債」（720百万ドル）に含まれている。
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注記４　その他の（収益）費用（純額）

「その他の（収益）費用（純額）」の構成は、以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

受取利息
（a）

$　　(470) $　　(471) $　　(425)

支払利息
（a）

1,186 1,199 1,360

支払利息（純額） 716 728 935

ベネズエラにおける為替差損
（b）

- 806 -

ロイヤリティ関連収益
（c）

(905) (922) (1,002)

特定の法的事項（純額）
（d）

510 975 993

資産の処分益（純額）
（e）

(171) (232) (288)

HIS純資産の再測定による減損損失
（f）

1,712 - -

一部の資産に対する減損損失
（g）

1,447 818 469

事業及び法的組織費用
（h）

261 282 168

その他（純額）
（i）

85 403 (265)

その他の（収益）費用（純額） $ 　3,655 $ 　2,860 $ 　1,009

(a) 2015年度と2014年度の比較- 「受取利息」の増加は、投資収益率が高水準であったことによる。「支払利息」の減少は、主に、2015年度

第1四半期における長期債務の一部返済と、一部の固定金利の債務の変動金利の債務への効果的な転換の利益による。資産計上された支払

利息の総額は、2016年度は61百万ドル、2015年度は32百万ドル及び2014年度は41百万ドルであった。

(b) 2015年度の「ベネズエラにおける為替差損」は、2015年のベネズエラの状況に関連して認識した為替差損である。当社は、再評価が必要

なベネズエラ・ボリバル建ての当社の正味貨幣性資産が、もはやベネズエラ政府の公定レートであるCENCOEXの6.30ではなく、むしろ、よ

り低率の公定レートである当時のSIMADIの200で決済されると結論づけた。それらの状態には、米ドル建ての連結会社間の勘定に関し、ベ

ネズエラ・ボリバルの大規模な通貨変換を行うことが難しいこと、ベネズエラでの当社の労働力を36％削減させる結果となった、2015年

度第4四半期の業務再編実行の効果への評価、及び、経済の変化へのベネズエラの対応の変容に関する当社の予想を含んでいる。

(c) 2016年度の「ロイヤリティ関連収益」の減少は、米国及びカナダにおけるエンブレルの共同契約の36カ月のロイヤリティ期間（2013年10

月31日に満了した契約における共同期間）が2016年10月31日に満了したため、エンブレルのロイヤリティ収益が54百万ドルに低下したこ

と、及びその他のロイヤリティ契約が満了したことを反映しており、一部はイクスタンジのロイヤリティ関連収益63百万ドルによって相

殺されている。

(d) 2016年度の「特定の法的事項（純額）」は、主に、ニューヨーク連邦裁判所で係争中の当社に対する、セレブレックス及びベクストラに

関する広域訴訟を解決するための486百万ドルを含んでおり、一部は、もはや損失が生じる可能性がないと見込まれる訴訟費用引当金の戻

入益と相殺されている。2015年度は、主に、ファイザー社がワイス社を買収した2009年よりも数年前である2001年から2006年間の、ワイ

ス社のプロトニックス製剤（パントゾールソディウム）のメディケイドにおけるリベートの計算に関する慣行が、連邦民事不正請求禁止

法及び連邦の判例法に違反していたという訴訟を解決するために、2016年2月に合意に到達し、2016年4月に最終化された同意原則に関連

する784.6百万ドルを含んでいる。追加情報については、注記17A5を参照。2014年度は、主にニューロンチン関連問題に関係して約610百

万ドル（適応外の販売促進活動及び独占禁止法訴訟を含む）、ニューヨーク連邦裁判所で係争中の当社に対する証券法に関する集団訴訟

の和解のための400百万ドル、及びエフェクサー関連問題に関係した約56百万ドルを含んでいる。一部は、2件の訴訟費用引当金につい

て、支払いの可能性がないと見込まれるため戻入れた利益130百万ドルにより相殺されている。

(e) 2016年度の「資産の処分益（純額）」は、主に（ⅰ）売却可能負債証券の売却による実現利益総額666百万ドル、（ⅱ）売却可能負債証

券の売却による実現損失総額548百万ドル、（ⅲ）満期を迎えた売却可能負債証券の外国為替要素をヘッジするために利用されたデリバ

ティブから生じた純損失64百万ドル、（ⅳ）製品及び化合物の権利の販売及びライセンス収入による利益約84百万ドル、及び（ⅴ）非公

開会社の持分証券投資の売却益約2百万ドルを含んでいる。2016年度における売却可能有価証券の売却による収入は102億ドルであった。

2015年度の「資産の処分益（純額）」は、主に（ⅰ）売却可能持分証券の売却による実現利益総額164百万ドル、（ⅱ）売却可能負債証券

の売却による実現損失総額960百万ドル、（ⅲ）売却した売却可能負債証券の外国為替部分をヘッジするために利用したデリバティブから

生じた純利益937百万ドル、（ⅳ）製品及び化合物の権利のライセンス収入による利益約90百万ドル、及び（ⅴ）非公開会社の持分証券投

資の売却益約３百万ドル。2015年度における売却可能有価証券の売却による収入は43億ドルであった。2014年度の「資産の処分益（純

額）」は、主に（ⅰ）売却可能持分証券の売却による実現利益総額76百万ドル、（ⅱ）売却可能負債証券の売却による実現利益総額138百

万ドル、（ⅲ）売却可能負債証券の売却による実現損失総額436百万ドル、（ⅳ）売却した売却可能負債証券の外国為替要素をヘッジする

ために利用されるデリバティブから生じる純利益323百万ドル及び（ⅴ）製品及び化合物の権利のライセンス収入による利益約135百万ド

ル、（ⅵ）市場性のない持分証券の取引に関連した売却益約39百万ドルが含まれている。2014年度における売却可能有価証券の売却によ

る収入は102億ドルであった。
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(f) 2016年度は、HIS事業の純資産を見積り売却コスト控除後の公正価値まで切り下げたことに関連する費用を表している。追加情報について

は、注記2B参照。

(g) 2016年度は、主に、以下を反映した無形資産の減損損失869百万ドルを含む。（ⅰ）細菌感染症の治療に関するジェネリックの注射抗菌剤

の開発された技術権関連366百万ドル及び（ⅱ）貧血治療のための仕掛研究開発化合物関連265百万ドル（共に当社によるホスピーラ社の

買収関連で取得）、（ⅲ）当社によるイノファーマ社の買収に関連で取得した無菌注射剤の仕掛研究開発資産128百万ドル及び（ⅳ）その

他の仕掛研究開発資産110百万ドル（うち、81百万ドルは当社によるホスピーラ社の買収に関連して取得したものであり、29百万ドルは

2011年の当社によるキング社の買収に関連して取得したものである）。2016年度の無形資産の減損損失のセグメント別構成は以下のとお

りである。

・ファイザー・エッセンシャルヘルス事業部門（EH）（840百万ドル）

・ファイザー・イノベーティブヘルス事業部門（IH）（29百万ドル）

さらに、2016年度には、当社が49％保有する中国の海正グループ（海正ファイザー社）に対する持分法投資関連の減損損失452百万ドル及び

当社が40％保有するTeuto社に対する持分法投資関連50百万ドルが含まれている。海正ファイザー社及びTeuto社の詳細については、注記2E

参照。

当社によるホスピーラ社の買収に関連して取得した貧血治療のための仕掛研究開発化合物に関する2016年度の無形資産減損損失は、特にバ

イオシミラー製品を上市する前に認可から180日待たなければならないとする直近の判決を含む、法規制上の遅延の影響を反映している。当

社によるイノファーマ社の買収に関連して取得した無菌注射剤の仕掛研究開発化合物に関する2016年度の無形資産減損損失は、特にポート

フォリオ優先順位に関する意思決定及び特定の化合物の商業的知名度の低下を反映している。当社によるホスピーラ社の買収に関連して取

得した開発された技術権及びその他の仕掛研究開発資産に関する2016年度の無形資産減損損失は、特に、法規制上の遅延の影響、最新の科

学的研究成果、最新の商業的予測、価格の変更及び激化する競争環境を反映している。当社によるキング社の買収に関連して取得した、そ

の他の仕掛研究開発資産に関する2016年度の無形資産減損損失は、競争環境の変化を反映している。

　

2015年度に発生した「一部の資産に対する減損損失」には、主に、当社の海正ファイザー社（海正ファイザー社に関する追加情報に関して

は、注記2E参照）に対する49％の持分法投資に関連する463百万ドルの減損損失及び、以下を反映する無形資産の減損損失323百万ドルを含

む。（ⅰ）耐用年数が不確定なブランド資産関連132百万ドル、（ⅱ）注意欠陥多動障害の治療に関する開発された技術権関連120百万ド

ル、（ⅲ）仕掛研究開発資産関連71百万ドル。2015年度における無形資産の減損損失費用は、ファイザー・エッセンシャルヘルス事業部門

（EH）（294百万ドル）、国際研究開発事業部門（WRD）（13百万ドル）、コンシューマー・ヘルスケア事業部門（17百万ドル）である。

 

2015年度における無形資産の減損損失はとりわけ、最新の科学的研究成果、最新の商業的予測、価格の変更及び激化する競争環境を反映し

ている。

 

2014年度に発生した「一部の資産に対する減損損失」に含まれる、無形資産の減損損失396百万ドルの主な構成は以下のとおりである。

（ⅰ）皮膚線維症の治療のための化合物の仕掛研究開発190百万ドル（全額減損）、（ⅱ）主にキリバントXRに関する開発された技術権159

百万ドル、（ⅲ）耐用年数が不確定なブランド資産47百万ドルである。2014年度における無形資産の減損損失の影響額は、ファイザー・イ

ノベーティブヘルス事業部門（IH）（12百万ドル）、ファイザー・エッセンシャルヘルス事業部門（EH）（166百万ドル）、国際研究開発事

業部門（WRD）（190百万ドル）、コンシューマー・ヘルスケア事業部門（28百万ドル）である。さらに、2014年度には、Teuto社に対する投

資に関連した減損損失約56百万ドルが含まれている。2014年度における無形資産の減損損失は、とりわけ最新の将来の販売予測や仕掛研究

開発に関連した開発計画の変更や最新の科学的研究成果を反映している。

 

(h) 当社の商業オペレーションを調整するためのインフラ変更費用（当社の事業を内部で個別の法人に分割し、各事業をより効果的にサポー

トするために当社グループ内部の供給オペレーションを合理化する費用を含む）である。

(i) 2016年度の「その他（純額）」は、とりわけ下記の内容を含んでいる。（ⅰ）解除された取引に関連してアラガン社に生じた費用の払戻

しとしてアラガン社に支払った150百万ドル、（ⅱ）契約解除の結果生じた収益116百万ドル及び（ⅲ）債務の期限前償還（関連する金利

スワップの終了を含む）に伴う純損失312百万ドル。2015年度は、とりわけ以下の内容を含んでいる。（ⅰ）資産の正味売却価額への引き

下げに関連する費用194百万ドル、（ⅱ）条件付対価に関する負債の公正価値の変動を反映する費用159百万ドル、（ⅲ）持分法適応会社

に関連した45百万ドルの収益。2014年度は、とりわけ以下の内容を含んでいる。（ⅰ）過去の買収に関係のある条件付対価に関する負債

の公正価値の変動を反映する約40百万ドルの利益、（ⅱ）持分法適応会社に関連した86百万ドルの収益、（ⅲ）Teuto社の残余持分を取得

するオプションに関する見積損失の下方修正に関連した、55百万ドルの利益、そして（ⅳ）当社のヴィーブ社への持分比率の変動に関す

る損失30百万ドル。Teuto社及びヴィーブ社に関する追加的な情報は、注記2E参照。
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「その他の（収益）費用（純額）」に含まれている資産の減損損失は、公正価値の見積りに基づいている。

 
2016年度に「その他の（収益）費用（純額）」に減損損失を計上した無形資産に関する追加的情報は以下のとおり

である。

 （単位：百万ドル）

 2016年12月31日を以って終了する事業年度

 公正価値
（a）

2016年

 金額 レベル1 レベル2 レベル3 減損損失

無形資産－仕掛研究開発
（b）

$　　　95 $　　　　- $　　　- $　　　95 $　　　503

無形資産－開発された技術権
（b）

30 - - 30 366

合計 $ 　　125 $ 　　  - $　　　- $ 　　125 $　　　869

 

(a) 公正価値は減損損失計上時のものであり、これらの資産は継続的に公正価値で評価されるものではない。注記1E参照。

(b) 2016年度に公正価値まで切り下げられた無形資産が反映されている。公正価値はインカム・アプローチの一種であり、割引キャッシュ・

フロー法として知られる複数期間超過利益法によって決定された。当社はまず、資産に関連するすべての期待キャッシュ・フロー（純額）の

予測を行い、それに対して資産固有の割引率を用いることで現在価値を求めている。この方法特有の重要な見積り及び仮定としては、予想さ

れたキャッシュ・フロー（純額）の発生時期及び金額（予測される競合他社、法律及び（または）規制の製品に対する影響、仕掛研究開発資

産に関連する技術リスクの影響を含む）、予測されたキャッシュ・フロー特有の様々なリスクを反映した割引率、予測されたキャッシュ・フ

ローの地理的多様性を勘案した税率が挙げられる。
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注記５　税金

A．継続事業利益に係る税金

「税引前継続事業利益」の構成は以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

米国 $   (8,534) $   (6,809) $   (4,744)

海外 16,886 15,773 16,984

税引前継続事業利益合計
（a）（b）

$　　 8,351 $　　 8,965 $ 　12,240

(a) 2016年度と2015年度の比較- 米国内の損失の増加は、主にHIS事業の純資産を見積り売却コスト控除後の公正価値まで切り下げた費用、資

産の減損の増加、並びに事業再編費用及び特定の買収関連費用の増加によるものであり、一部は2015年度に4カ月しか含まれていなかった

米国内の旧ホスピーラ社の事業が2016年度は丸一年分含まれている影響により相殺されている。海外収益の増加は、主にベネズエラの為

替差損が一過性のものであったことによるものであり、一部はHIS事業の純資産を見積り売却コスト控除後の公正価値まで切り下げる費

用、並びに事業再編費用及び特定の買収関連費用の増加により相殺されている。

(b) 2015年度と2014年度の比較- 米国内の損失の増加は、セレブレックス及びザイボックスの独占力の低下、事業再編費用及び販売費、IT関

連費及び一般管理費の増加によるものである。損失の一部はプレべナー13及びイブランスといった一部製品の収益及びホスピーラ事業の

影響により相殺されている。海外収益の減少は、ベネズエラの為替差損、減損損失の増加及び一部の先進国市場におけるリリカの独占力

の低下によるものであり、一部は研究開発費の減少により相殺されている。

 

税務管轄別の「法人税等」の構成は以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

米国:    

法人税等:    

連邦税 $　　 342 $     67 $　　 393

州税及び地方税 (52) (8) 85

繰延税金:    

連邦税 (419) 300 725

州税及び地方税 (106) (36) (256)

米国法人税等合計 (235) 323 948

海外:    

法人税等 1,532 1,951 2,321

繰延税金 (175) (284) (149)

海外法人税等合計 1,358 1,667 2,172

法人税等合計 $　 1,123 $　 1,990 $　3,120

 

2016年度の「法人税等」に影響を及ぼしている事項は以下のとおりである。

・海外への再投資が永続する見込みのない、ほぼすべてが当期において米国外で獲得された資金に対する繰延税

金費用（米国）約11億ドル （注記5C参照）

・時効の成立及び過年度の一部の税務ポジションが複数の外国の税務当局との間で主に解決したことに伴う、還

付金及び還付金の利息を表す税務上の便益約460百万ドル

・プロトニックスに関する一部訴訟を解決する最終的な原則合意が2016年2月に、そして2016年4月に成立したこ

とに伴い当社の税務ポジションの技術的な優位性の実現性に関する評価を引き上げたことに関連する便益

　・税務ベネフィット（純額）89百万ドルは、2016年度第４四半期に新会計基準を採用し、2016年１月１日より適

用しているものであり、株式に基づく報酬の超過税務ベネフィットまたは税金不足額を法人税等の構成要素と

して認識している（注記1B参照）

　・米国ヘルスケア法に基づき連邦政府に支払う未払債務の損金不算入312百万ドル

・2015年12月に法律が成立した米国研究開発費の税額控除の永久的な延長
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2015年度の「法人税等」に影響を及ぼしている事項は以下のとおりである。

　・海外への再投資が永続する見込みのない、ほぼすべてが当期において米国外で獲得された資金に対する繰延税

金費用（米国）約21億ドル （注記5C参照）

　・時効の成立及び過年度の一部の税務ポジションが複数の外国の税務当局との間で主に解決したことに伴う、還

付金及び還付金の利息を表す税務上の便益約360百万ドル

　・2015年12月に法律が成立した米国研究開発費の税額控除の永久的な延長、並びに税務上のイニシアチブに関連

する税額控除

　・ベネズエラにおける為替差損の損金不算入

　・主にプロトニクス関連クレーム解決のための合意に係る費用の損金不算入

　・医療と教育負担抑制調整法により一部修正された患者保護並びに医療費負担適正化法（米国ヘルスケア法）に

基づき連邦政府に支払う未払債務の損金不算入251百万ドル

2014年度の「法人税等」に影響を及ぼしている事項は以下のとおりである。

・海外への再投資が永続する見込みのない、ほぼすべてが2014年度において米国外で獲得された資金に対する繰

延税金費用（米国）約22億ドル （注記5C参照）

・時効の成立及び過年度の一部の税務ポジションが複数の外国の税務当局との間で主に解決したことに伴う、還

付金及び還付加算金を表す税務上の便益約350百万ドル

・Teuto社について、当社は無期限に投資を継続する予定であることから残余持分を取得できる選択権に関連し

て2013年度に計上した損金不算入の損失の減少による有利な影響

・2014年12月に成立した法律による米国研究開発費の税額控除の延長

・米国ヘルスケア法の結果として連邦政府に支払う未払債務の損金不算入362百万ドル

 

すべての期間において、企業買収の過程で引き継いだまたは発生した連邦、州及び外国税の負債は「法人税等」に

含まれていない（注記2A参照）。
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B．税率の調整

米国の連邦法人所得税率と当社の「継続事業利益」に係る実効税率との調整は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

米国連邦法人所得税率 35.0% 35.0% 35.0%

米国外事業体への課税
（a）,（b）,（c）

(13.8) (9.6) (7.4)

税額の確定及び税務ポジションの解決
（d）

(5.5) (4.0) (2.9)

米国ヘルスケア法
（d）

1.3 0.9 1.0

米国研究開発費の税額控除及び製造業控除
（d）

(1.0) (1.0) (0.9)

一部の訴訟の解決及び訴訟費用
（d）

(2.9) 3.1 -

その他（純額）
（e）

0.3 (2.1) 0.5

継続事業利益に係る実効税率 13.4% 22.2% 25.5%

(a) 米国外事業体への課税について、当該税率の影響は当社が米国外で事業を行っている各国ごとの税率、相対所得、本国送金の決定に関連

する費用とともに、「税額の確定及び税務ポジションの解決」に含まれていない不確実な税務ポジションの変動の影響を反映している。

特に（ⅰ）所得の税務管轄は、当社の実効税率の重要な構成要素である。これは、海外の税率が通常米国の法定税率より低く、当該構成

要素の税率の影響は海外所得の管轄及び当社の全社的な所得と比較した当管轄の所得水準に影響される。（ⅱ）本国送金の決定に関連す

る費用及び当社の海外事業における米国税金の影響は、当社の実効税率の重要な構成要素であり、通常所得の税務管轄から生じる毎年の

実効税率の減少を一部相殺している。（ⅲ）「税額の確定及び税務ポジションの解決」に含まれていない不確実な税務ポジションの変動

の影響は、毎年の当社の実効税率の構成要素であり、当社の実効税率の増加または減少につながる可能性がある。所得の税務管轄別構成

は、本国送金費用や所得の発生場所に影響されるが、本国送金の決定、通常の事業における営業結果の変動及びその他収益及び費用（事

業再編費用、資産の減損及び戦略的な事業の意思決定に伴う収益及び費用等）の地域及び発生場所の結果に応じて変動する可能性があ

る。税務管轄の場所に基づく税引前収益及び「法人税等」の構成要素及び税額の確定及び「法人税等」に影響を及ぼすその他の項目に関

する情報については、注記5Aを合わせて参照。

(b) 開示されているすべての事業年度について、所得の税務管轄に由来する実効税率の減少は、主に、当社のプエルトリコ、シンガポール、

コスタリカ及びドミニカ共和国子会社における一般に低い税率及び製造、その他のインセンティブによる。当社は2029年度に期限が到来

するプエルトリコ政府からの奨励的恩典を受けており、この恩典により、当社は法人税、固定資産税及び地方税が一部免除されている。

シンガポールにおいては、当社は製造活動及びその他の活動からの収益に対して2031年度まで有効な奨励的税率の恩恵を受けている。コ

スタリカ及びドミニカ共和国においては、それぞれ2028年度及び2019年度までホスピーラのインフュージョンテクノロジー事業に係る免

税措置の恩恵を受けている。

(c) 2016年度の有利な税率調整項目には、ベネズエラに関する為替差益の損金不算入が生じなかったこと含まれる。2015年度の税率調整項目

には、ベネズエラに関する為替差益の損金不算入が含まれる。2014年度の税率に有利な影響は、Teuto社について、当社が無期限に投資継

続する予定であることから残余持分を取得できる選択権に関して2013年度に計上した損金不算入額の減少も含まれる。追加情報について

は、注記2E参照。

(d) 税額の確定及び税務ポジションの解決、米国ヘルスケア法、米国研究開発費の税額控除、一部の訴訟の解決及び訴訟費用の影響について

は、注記5A参照。

(e) 2015年度において、「その他（純額）」には、主に通常の事業活動の一環で生じたいくつかの税務上のイニシアチブに付随する税務上の

便益が含まれている。
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C．繰延税金

繰延税金は、財務会計上と税務上の基準の相違により生じる。

繰延税金資産及び負債（税務管轄毎の相殺前）の構成は以下のとおりである。

  （単位：百万ドル）

 2016年 2015年

 繰延税金 繰延税金

 資産 （負債） 資産 （負債）

前払/繰延項目 $　 2,180 $   (68) $　 2,247 $   (38)

棚卸資産 366 (47) 381 (190)

無形資産 1,139 (15,172) 1,063 (10,885)

有形固定資産 92 (982) 65 (1,096)

従業員給付 3,356 (74) 3,302 (167)

再編費用及びその他の費用 458 (2) 318 (20)

法的及び製品保証引当金 650 - 730 -

繰越欠損金／繰越税額控除
（a）

2,957 - 3,808 -

未分配利益剰余金
（b）

- (23,108) - (23,626)

州税、地方税の調整 301 - 328 -

その他 306 (503) 310 (646)

小計 11,806 (39,956) 12,552 (36,668)

評価性引当金 (1,949) - (2,029) -

繰延税金合計 $  9,857 $ (39,956) $  10,523 $ (36,668)

繰延税金負債（純額）
（c）

 $ (30,099)  $ (26,145)

(a) 2016年度と2015年度の金額は、適用される管轄の税法の下で、税務ポジションの否認から生じるであろうあらゆる追加的な法人所得税を

解消するために、当社が利用可能な繰越欠損金、類似の税務欠損金及び（または）繰越税額控除を有している場合における30億ドル及び

29億ドルの未認識の税務上の便益がそれぞれ控除されている。

(b) 2016年度の減少は、再投資が永続する見込みのない、米国外で獲得された留保利益に対して過年度に計上した繰延税金負債の取崩しを反

映しており、一部は、再投資が永続する見込みのない、米国外で獲得された当期の利益に対して当期に追加計上した繰延税金負債によっ

て相殺されている。追加情報については、注記5A参照。

(c) 2016年度において、「繰延税金資産及びその他の税金資産（非流動）」（654百万ドル）及び「繰延税金負債（非流動）」（308億ドル）

が計上されている。2015年度において、「繰延税金資産及びその他の税金資産（非流動）」（732百万ドル）及び「繰延税金負債（非流

動）」（268億ドル）が計上されている。

 
当社は、期限が未確定、または2017年度から2036年度の間の複数の時点で期限が終了する連邦、州、及び海外の未

払税金を減額できる主に外国税額控除、純損失、純譲渡損に関する繰越欠損金、及び寄附金控除を有している。当

社の米国における特定の繰越欠損金は、米国内国歳入法382項の制限を受けている。
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当社は、繰延税金資産を回収するにあたり必要な場合に実行可能な現行の慎重かつ適切なタックスプランニングを

盛り込んだ将来の見積課税所得の評価に基づき、当社の繰延税金資産に回収可能性がないと考えられる場合に評価

性引当金を計上している。

 

2016年12月31日現在において、当社は在外子会社の未分配利益剰余金約860億ドルについて米国の法人税等を計上

していない。これらの剰余金は、再投資が永続する見込みのため、2016年12月31日現在の仮定に基づいた認識され

ていない繰延税金負債の計上は現実的ではない。

 
D．税金に係る偶発事象

当社は多くの税務管轄において法人税の課税対象となっており、法人税に関連する資産及び負債の計上にあたって

は、一定の見積りが必要となる。当社におけるすべての税務ポジションは、各税務管轄の税務当局から調査を受け

ることを前提にしている。税務調査は複雑な事象や解釈、判断が絡むことがあり、特に交渉や訴訟による場合は解

決に数年を要する場合もある。当社の評価は経営者により合理的と考えられる見積りと仮定に基づいているが、当

社の未認識の税務上の便益と潜在的な税務上の便益についての見積りが実際の結果と一致しない可能性があり、当

該見積りの差異は、税務当局の決定時または時効の成立時に当社の財務諸表へ重大な影響をもたらす可能性があ

る。そのため、当社は不確実性が解決された年度にこれらの事案を個別の問題として取扱っている。

 

法人税の偶発事象に関する会計方針についての記述は注記1O参照。見積りと仮定に関する不確実性についての記述

は注記1C参照。

 

不確実な税務ポジション

税法は複雑であり、様々な解釈が存在することから、当社の税務ポジションの一部が税務調査において維持される

か否かについては不確実性が存在する。2016年及び2015年12月31日現在において、当社は関連する利息を除き、そ

れぞれ約46億ドル及び約48億ドルの未認識の税務上の便益を有している。

 
・不確実な税務ポジションに関連する税金資産は、主としてある税務管轄における法人税等の支払いに起因して生

じうる別の税務管轄における潜在的な税務上の便益の見積りを表している。これらの潜在的な便益は、通常、二

重課税を最小限にするための租税条約によって要求される一般に税務当局間の調整と呼ばれる協調行動及び不確

実な税務ポジションの解決によって生じるであろう外国税額控除に起因する。当社が「50％を超える可能性」が

あると考えている税金資産の回収可能性は、ある税務管轄における税金の実際の支払いに依存することもあれ

ば、時として他の税務管轄における還付申立ての実現に依存することもある。2016年及び2015年の12月31日現在

において、当社はそれぞれ約12億ドル及び約11億ドルの不確実な税務ポジションに関連する資産を計上してい

る。2016年度において、これらの残高は「繰延税金資産及びその他の税金資産（非流動）」（10億ドル）及び

「繰延税金負債（非流動）」（201百万ドル）に含まれている。2015年度において、これらの残高は「繰延税金資

産及びその他の税金資産（非流動）」（963百万ドル）及び「繰延税金負債（非流動）」（179百万ドル）に含ま

れている。

 
・不確実な税務ポジションに関連する税金債務は、未認識の税務上の便益を表す。未認識の税務上の便益は、当社

の財務諸表に計上された見積り便益が上述の不確実性のために税務申告において容認される金額、または容認さ

れることが見込まれる金額と異なる場合に生じる。これらの未認識の税務上の便益は、主として多国籍企業間で

共通の問題に関連している。これらの未認識の税務上の便益の大部分が認識された場合、当社の実効税率に影響

を及ぼす。
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未認識の税務上の便益の総額に係る期首及び期末の調整項目は、以下のとおりである。
 （単位：百万ドル）

 2016年 2015年 2014年

期首残高 $  (5,919) $  (6,182) $  (6,087)

買収
（a）

(83) (110) -

前期に生じた税務ポジションに基づく増加
（b）

(11) (31) (110)

前期に生じた税務ポジションに基づく減少
（b）,

（c） 409 496 473

前期に生じた決定に基づく減少
（d）

126 64 70

当期に生じた税務ポジションに基づく増加
（b）

(489) (675) (795)

為替換算に係る影響 (5) 319 161

その他（純額）
（b）, （e）

146 199 106

期末残高
（f）

$  (5,826) $  (5,919) $  (6,182)

(a) 2016年度は主にメディベーション社及びアナコール社の買収に関連している。2015年度は主にホスピーラの買収に関連している。注記2A

参照。

(b) 主に「法人税等」に含まれる。

(c) 当該減少は特定の税務ポジションについて米国及び諸外国の税務当局と有効に解決を図ったことによるものである。注記５A参照。

(d) 主に現金支払い及び減税に関連している。

(e) 主に該当する時効の成立による減少に関連している。

(f) 2016年度において、「未払法人税等」（14百万ドル）、「税金資産（流動）」（17百万ドル）、「繰延税金資産及びその他の税金資産

（非流動）」（184百万ドル）、「繰延税金負債（非流動）」（28億ドル）及び「その他未払税金」（28億ドル）を含んでいる。2015年度

において、「未払法人税等」（38百万ドル）、「税金資産（流動）」（22百万ドル）、「繰延税金資産及びその他の税金資産（非流

動）」（135百万ドル）、「繰延税金負債（非流動）」（27億ドル）及び「その他未払税金」（30億ドル）を含んでいる。

 
・未認識の税務上の便益に関連する利息はそれぞれの税務管轄の法律に従い計上されており、また、連結損益計算

書上「法人税等」に計上されている。2016年度において、当社は72百万ドルの正味利息費用を計上した。2015年

度において、当社は71百万ドルの正味利息費用を計上した。2014年度において、当社は40百万ドルの正味利息費

用を計上した。未払利息の総額は2016年12月31日現在で771百万ドル（現金支出による約18百万ドルの減少を反

映している）、2015年12月31日現在で714百万ドル（現金支出による約5百万ドルの減少を反映している）であ

る。未払利息は2016年度において、「未払税金」（4百万ドル）「税金資産（流動）」（13百万ドル）及び「そ

の他未払税金」（754百万ドル）に含まれている。未払利息は2015年度においては、「税金資産（流動）」（12

百万ドル）及び「その他未払税金」（702百万ドル）に含まれている。なお、未払加算金に重要性はない。注記

5A参照。

 

税務調査の状況及び不確実な税務ポジションに対する未払税金の潜在的影響

米国は当社の主要な税務管轄の一つであり、定期的に米国内国歳入庁（以下、「IRS」という。）の税務調査を受

けている。

 
・ファイザー社について、IRSは2009年から2010年の税務年度に係るRevenue Agent’s Report　（RAR）を発行し

た。当社は当該RARについて合意しておらず、いくつかの論点について不服申立を行っている。2011年から2013

年の税務年度について、現在税務調査を受けている。2014年から2016年の税務年度については未だ税務調査が行

われていない。その他すべての税務年度については終了している。

・ホスピーラ社について、2010年から2011の年連邦法人所得税の税務調査は、2016年度第２四半期に有効に収束し

た。現在IRSは2012年から2013年及び2014年から2015年（短期課税年度）の税務調査を行っている。その他のす

べての税務年度については終了している。ホスピーラ社に対する税務調査中の税務年度は、当社にとって重要な

ものではないと考えている。

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

258/408



・アナコール社及びメディベーション社について、未だ税務調査が行われていない税務年度は、当社にとって重要

なものではないと考えている。

 
米国における現在調査中の税務年度に加え、カナダ（2010年度から2016年度）、日本（2015年度から2016年度）、

欧州（2011年度から2016年度、主に、アイルランド、イギリス、フランス、イタリア、スペイン及びドイツ）、ラ

テンアメリカ（1998年度から2016年度、主にブラジル）及びプエルトリコ（2010年度から2016年度）等、当社の他

の主要な税務管轄においても現在調査中の税務年度が存在する。

 
税務当局との合意または時効の成立は、不確実な税務ポジションの重要な減少をもたらす可能性がある。当社は次

の12カ月間において、税務当局との合意または時効の成立により、未認識の税務上の便益が利息を除き100百万ド

ル程度減少する可能性があると見積っている。当社の評価は経営者により合理的と考えられる見積りと仮定に基づ

いているが、見積った未認識または潜在的な税務上の便益は実際の結果と一致しない可能性があり、当該見積りの

差異は、税務当局との合意の成立時または時効の成立時に当社の財務諸表へ重大な影響をもたらす可能性がある。

そのため、当社は不確実性が解決される都度、これらの差異を個別に取扱っている。税務当局の税務調査結果に

よっては、当社に対する行政手続または法的手続が発生する可能性があるため、不確実な税務ポジションが変動す

る時期及び金額を見積ることは困難であり、かつ、そのような変動は重要なものになりうる。
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E .その他の包括損失に影響を与える税金費用/（収益）

「その他包括損失」に含まれる税金費用/（収益）の構成要素は、以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 

12月31日を以って終了する事業年度

2016年 2015年 2014年

外貨換算調整勘定（純額）
（a）

$ 　 (15) $ 　 90 $ 　 42

デリバティブに係る未実現利益（損失）（純額） (75) (173) (199)

実現損益に係る組替調整額 158 104 262

小計 83 (69) 63

売却可能有価証券に係る未実現利益（損失）（純額) 49 (104) (56)

実現損益に係る組替調整額 (15) 59 10

小計 34 (45) (46)

年金制度：数理計算上の損失（純額） (535) (23) (1,416)

償却による組替調整額 186 183 61

清算に係る組替調整額（純額） 45 237 35

その他 36 66 61

小計 (269) 462 (1,258)

年金制度：過去勤務収益及びその他（純額） 67 160 281

償却による組替調整額 (64) (59) (28)

縮小に係る組替調整額（純額） (10) (12) -

その他 (1) - (1)

小計 (7) 89 253

その他の包括損失に含まれる税金費用/（収益） $  (174) $  528 $  (946)

(a) 無期限に保有されるであろう海外の子会社投資に係る外貨換算調整勘定については、税金は考慮されていない。
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注記６　その他の包括損失累計額（非支配持分を除く）

「その他の包括損失累計額」（税引後）の変動の構成は以下のとおりである。

   （単位：百万ドル）

　 未実現利益（損失）  年金制度  　

外貨換算

調整勘定 デリバティブ

売却可能

有価証券  

数理計算上の

利益（損失）

過去勤務

（費用）収益

及びその他

 その他の

包括利益

（損失）

累計額

2014年1月1日

現在残高 $  (590) $  79 $  150  $ (3,223) $ 313

 

$ (3,271)

その他の包括利益

（損失）
（a）

(2,099) 438 (372) (2,432) 419

 

(4,045)

2014年12月31日

現在残高 (2,689) 517 (222) (5,654) 733

 

(7,316)

その他の包括利益

（損失）
（a）

(3,174) (96) (5) 921 148

 

(2,206)

2015年12月31日

現在残高 (5,863) 421 (227) (4,733) 880

 

(9,522)

その他の包括利益

（損失）
（a）

$  (797) $ (73) $   96  $   (740) $   (1)

 

$ (1,514)

2016年12月31日

現在残高 $ (6,659) $ 348 $ (131) $ (5,473) $ 879

 

$ (11,036)

(a) 非支配持分に帰属する外貨換算調整勘定を含まない。当該金額は2016年度3百万ドル（損失）、2015年度26百万ドル（損失）、2014年度3

百万ドル（利益）である。

 
2016年12月31日現在、当社は、「その他の包括損失累計額」に計上している次の税引前金額について、2017年度

の損益に組み替えることを見込んでいる。デリバティブに係る未実現利益（税効果前）328百万ドル（外貨建連結

会社間売上及び売却可能有価証券に係る組替調整額により生ずる損失により相殺されると見込まれる）、給付制

度債務、制度資産、その他従業員給付項目に係る数理計算上の損失608百万ドル及び主に給付制度の変更に関する

過去勤務収益184百万ドル。
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注記７　金融商品

A．主要な金融資産と金融負債

特定の金融資産と金融負債に関する情報は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 12月31日現在

 2016年  2015年

継続的に公正価値で評価される主要な金融資産
（a）

     

売買目的有価証券
（b）

$ 325  $ 287

売却可能負債証券
（c）

 18,632   32,078

MMF  1,445   934

売却可能持分証券
（c）

 540   603

デリバティブ（債権ポジション）
（d）

     

金利スワップ  625   837

為替スワップ  79   135

先物為替予約  551   559

合計  22,198   35,433

その他の主要な金融資産      

満期保有目的負債証券（償却原価）
（c）,（e）

 1,242   1,388

市場性のない持分証券（原価、持分法）
（e）,（f）

 735   1,336

合計  1,977   2,724

主要な金融資産合計 $ 24,175  $ 38,157

継続的に公正価値で評価される主要な金融負債
（a）

     

デリバティブ（負債ポジション）
（g）

     

金利スワップ $ 148  $ 139

為替スワップ  1,374   1,489

先物為替予約  143   81

合計  1,665   1,709

その他の主要な金融負債      

短期借入債務      

元本  10,674   10,160

ヘッジ会計及びパーチェス法による会計処理に関連した公正価値の

調整額（純額）  24   2

未償却のディスカウント、プレミアム及び債務発行費用（純額）
（h）

(11)  (3)

短期借入債務合計（発生時の入金額で評価、調整後）
（e）

 10,688   10,159

      

長期債務      

元本  30,529   27,573

ヘッジ会計及びパーチェス法による会計処理に関連した公正価値の

調整額（純額）  998   1,294

未償却のディスカウント、プレミアム及び債務発行費用（純額）
（h）

(130)  (127)

長期債務合計（発生時の入金額で評価、調整後）
（i）

 31,398   28,740

合計  42,085   38,899

主要な金融負債合計 $ 43,750  $ 40,608
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(a) 当社は金融商品を評価する際に、マーケット・アプローチを継続的に採用している。追加情報については、注記1E参照。継続的に公正価

値で評価される当社のすべての金融資産及び金融負債は、レベル1のインプットを使用する金融商品（全体の2％未満）及び純資産価値で

測定するマネー・マーケット・ファンドを除き、公正価値を算定する際にレベル2のインプットを使用している。

(b) 2016年12月31日時点で、売買目的有価証券は株式ファンド236百万ドル及び債券ファンド89百万ドルにより構成されている。2015年12月31

日時点で、売買目的有価証券は株式ファンド185百万ドル及び債券ファンド102百万ドルにより構成されている。2016年12月31日における

株式ファンド71百万ドル及び2015年12月31日における株式ファンド85百万ドルは、従前のファルマシア貯蓄制度に起因する信託により保

有されているものである。

(c) 2016年度において、未実現総利益及び未実現総損失に重要性はない。2015年度において、売却可能負債証券に関連する未実現損失は593百

万ドル、及び未実現利益は44百万ドルであった。2015年度において未実現損失を計上している投資の大部分は、外貨建有価証券に係る為

替の影響であり、先物為替予約及びクロス・カレンシー・スワップによりヘッジされている。当社には、当該投資を満期まで保有する意

図及び能力がある。

(d) 損益を相殺するための特定の契約（すなわち、2016年12月31日時点において公正価値で162百万ドルの先物為替契約、2015年12月31日時点

において公正価値で136百万ドルの先物為替契約）を除き、ヘッジ手段として指定している。

(e)　継続的に公正価値により評価していない満期保有目的負債証券、市場性のない原価法で評価される持分証券及び短期借入債務について

は、2016年12月31日時点及び2015年12月31日時点の見積公正価値と帳簿価額の間に重要な差異は生じていない。当社の満期保有目的負債

証券及び短期借入債務の公正価値測定は、レベル2のインプットに基づいてマーケット・アプローチを使用している。市場性のない原価法

で評価される持分証券はレベル3のインプットに基づいている。2015年12月31日時点における短期借入債務には、ヘッジ手段として保有さ

れた公正価値で547百万ドルの外貨建て短期借入債務が含まれている。

(f) 当社の保有する市場性のない持分証券は、ライフサイエンス分野に対する投資である。

(g) 損益を相殺するための特定の契約（すなわち、2016年12月31日時点において公正価値で269百万ドルの為替スワップと113百万ドルの先物

為替予約、2015年12月31日時点において公正価値で234百万ドルの為替スワップと59百万ドルの先物為替予約）を除き、ヘッジ手段として

いる。

(h) 当社は2016年1月1日時点で新基準を適用し、債務の発行に係る費用を当該債務の帳簿価額から直接控除する表示方法に変更した。当該表

示方法は、社債発行差金の表示方法と整合している。追加情報については、注記1B参照。

(i) 長期借入金（1年内返済分を除く）の公正価値は、2016年12月31日時点で349億ドル、2015年12月31日時点で327億ドルである。長期借入金

の公正価値測定はマーケット・アプローチを使用しており、レベル2のインプットに基づいている。

 

単一の公正価値の見積りは、将来事象や不確実性に係る一連の複雑な判断の結果として導かれる。また、見積りと

仮定に大きく依存することとなる。当社の見積り公正価値の算出に係る一般的な会計方針については、注記1Eを参

照。見積りと仮定に伴うリスクの説明については、注記1Cを参照。

 

当社の金融資産及び金融負債の公正価値の見積りに使用している手法及び仮定は以下のとおりである。

・売買目的持分証券－市場価格を使用している。

・売買目的負債証券－観察可能な市場金利を使用している。

・売却可能負債証券－観察可能な市場データ及び信用調整された金利イールド・カーブに基づくまたはそれに裏

付けられる重要なインプットを用いた第三者のマトリックス・プライシングモデルを使用している。売掛債権

担保証券、ローン担保証券及び不動産担保証券は、期限前償還率、デフォルト率及び回収率のような観察可能

な市場データに裏付けられる重要なインプットを用いた第三者モデルで評価される。

・MMF－観察可能な純資産価格を使用している。

・売却可能持分証券－主に複数の観察可能な価格の合成を用いた第三者のプライシングサービスを使用してい

る。

・デリバティブ（資産及び負債）－観察可能な市場データに由来するまたは裏付けられる重要なインプットを用

いた第三者のマトリックス・プライシングモデルを使用している。該当部分については、これらのモデルは将

来キャッシュ・フローを、金利イールド・カーブ、通貨の先物及び現物価格を含む、市場ベースの観察可能な

インプットを用いて割り引いている。当社のデリバティブへの信用リスクの影響は重要ではない。
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・満期保有目的負債証券－観察可能な市場データ及び信用調整された金利イールド・カーブに基づくまたはそれ

に裏付けられる重要なインプットを用いた第三者のマトリックス・プライシングモデルを使用している。

・持分法投資を除く未公開株式－観察可能なバイオテック・インデックスに係るインプライド・ボラティリティ

を、当社のポートフォリオの帳簿価格に適用している。

・短期借入債務及び長期債務－観察可能な市場データ及び当社の信用格付に基づくまたはそれに裏付けられる重

要なインプットを用いた第三者のマトリックス・プライシングモデルを使用している。

 

当社は定期的に第三者の価格提供サービスに係る方法論、インプット、及びアウトプットについて妥当性を再検討

している。当社の手順には、たとえば他の第三者のプライシングモデルを参照することや、（LIBORのような）主

要観測可能インプットを監視すること、及び金融商品の実際売却価額と比較することを含んでいる。

 

主要な金融資産及び金融負債は、連結貸借対照表上以下の科目で表示されている。

（単位:百万ドル）

 12月31日現在

 2016年  2015年

資産    

現金及び現金同等物 $ 547  $ 978

短期投資  15,255   19,649

その他の流動資産
（a）

 567   587

長期投資  7,116   15,999

その他の固定資産
（b）

 689   944

合計 $ 24,175  $ 38,157

負債      

短期借入債務（一年以内返済予定長期債務を含む）
（c）

$ 10,688  $ 10,159

その他の流動負債
（d）

 443   645

長期債務
（c）

 31,398   28,740

その他の固定負債
（e）

 1,222   1,064

合計 $ 43,750  $ 40,608

(a) 2016年12月31日現在の公正価値で評価されたデリバティブには、金利スワップ26百万ドル、通貨スワップ43百万ドル及び先物為替予約497

百万ドルが含まれている。2015年12月31日現在の公正価値で評価されたデリバティブには、金利スワップ2百万ドル、通貨スワップ46百万

ドル及び先物為替予約538百万ドルが含まれている。

(b) 2016年12月31日現在の公正価値で評価されたデリバティブには、金利スワップ599百万ドル、通貨スワップ36百万ドル及び先物為替予約54

百万ドルが含まれている。2015年12月31日現在の公正価値で評価されたデリバティブには、金利スワップ835百万ドル、通貨スワップ89百

万ドル及び先物為替予約20百万ドルが含まれている。

(c) 当社は、2016年1月1日時点で新基準を適用し、債務の発行に係る費用を当該債務の帳簿価額から直接控除する表示方法に変更した。当該

表示方法は、社債発行差金の表示方法と整合している。追加情報については、注記1B参照。

(d) 2016年12月31日現在の公正価値で評価したデリバティブには、金利スワップ1百万ドル、通貨スワップ300百万ドル及び先物為替予約143百

万ドルが含まれている。2015年12月31日現在の公正価値で評価されたデリバティブには、金利スワップ5百万ドル、通貨スワップ560百万

ドル及び先物為替予約の80百万ドルが含まれている。

(e) 2016年12月31日現在の公正価値で評価したデリバティブには、金利スワップ147百万ドル及び通貨スワップ11億ドルが含まれている。2015

年12月31日現在の公正価値で評価したデリバティブには、金利スワップ134百万ドル通貨スワップ約928百万ドル及び先物為替予約の1百万

ドルが含まれている。
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また、2016年12月31日及び2015年12月31日現在、当社は長期債権を有しており、公正価値の決定には、類似した貸

付が類似の信用格付けを有する借り手に対し、残存貸付期間と同一の貸付期間で実施される場合における期末時点

の金利を用いて割引いた将来キャッシュ・フローを使用している。これらの長期債権については、2016年12月31日

及び2015年12月31日時点の見積公正価値と帳簿価額の間に重要な差異は生じていない。

 

各表示期間において認識された金融資産の減損損失に重要性はなかった。

 

B．負債証券に対する投資

売却可能負債証券及び満期保有目的負債証券の契約上の償還期限、または、必要に応じて推定償還期限は以下のと

おりである。

（単位：百万ドル）

　 償還期限（年）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

2016年12月31

日現在の合計

売却可能負債証券  

社債
（a） $　2,783 $  2,727 $ 1,557 $  23 $　7,089

西欧,スカンジナビア及びその他の外

国国債
（b） 4,661 432 - - 5,093

米国国債 2,134 88 - - 2,222

西欧、スカンジナビア、オーストラ

リア及びその他の外国政府機関債

（b）

1,746 137 - - 1,883

国際機関債
（b） 910 294 - - 1,204

その他の資産担保債
（c） 367 217 18 3 605

連邦政府抵当金庫及びその他連邦政

府による資産担保証券
535 - - - 535

     

     

満期保有目的負債証券  

定期預金及びその他 1,000 1 3 - 1,004

西ヨーロッパの外国国債
(b) 236 2 - - 238

負債証券合計 $ 14,371 $　3,898 $ 1,579 $ 　26 $ 19,873

(a) 政府、政府機関または国際機関により発行されたものであり、そのすべてが投資適格に該当する。

(b) 企業の多様なグループにより発行され、その大部分は金融機関によるものであり、事実上そのすべてが投資適格に該当する。

(c) 売掛債権担保証券、ローン担保証券及び不動産担保証券を含み、そのすべてが投資適格に該当し、また、証券の資本構造上優先的な順位

にある。ローン担保証券は様々な会社あるいは学生ローンの被担保債務として担保に供されており、また売掛債権担保証券はクレジット

カード債権によって担保されている。不動産担保証券は様々な住宅及び商業ローンによって担保されている。これらの証券は、前払率や

不履行率、回復率などの測定可能な市場データといった重要な情報に基づく外部モデルを使用して評価されている。

 

C．短期借入債務

短期借入債務には、2016年12月31日現在58億ドル、2015年12月31日現在49億ドルのコマーシャル・ペーパーが含ま

れている。短期借入債務に係る加重平均実効金利は2016年12月31日現在1.3％、2015年12月31日現在1.9％である。

 

2016年６月24日に、当社はアナコール社を買収し、買収日時点の公正価値698百万ドルの短期債務を引き継ぎ、

2016年度第２四半期及び第３四半期に当該債務を返済した。

 
2016年12月31日現在、79億ドルの与信枠をもっており、そのうち790百万ドルが一年以内に期限切れとなる。これ

らの与信枠の78億ドルは未使用であり、当社の債権者は当社の要求により71億ドルを当社に貸し出すことを約束し

ている。また、70億ドルの当社の未使用与信枠はすべて2021年が期限であるが、当社のコマーシャル・ペーパー債

務のサポートに使用される可能性がある。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

265/408



D．長期債務

2016年11月の社債公募発行

2016年11月21日に、当社は元本総額60億ドル（2019年満期10億ドル、2021年満期10億ドル、2026年満期17.5億ド

ル、2036年満期10億ドル、2046年満期12.5億ドル）、加重平均実効金利3.10%の優先無担保社債を公募発行した。

当該社債の全額または一部は、元本の100％または将来の元本及び利息の支払額を米国債利回りに0.10％から0.20%

の追加スプレッド（割引期間により変動する）を加えた割引率で現在価値に割り引いたもののいずれか大きい方の

金額に未払利息を加算した金額で、当社がオプションを行使すれば、いつでも償還可能である。

 

当社は2016年11月の60億ドル公募社債発行による調達資金の一部を用いて、帳簿価額34億ドルの社債を満期日前に

償還価額37億ドルで買戻した。当該買戻した社債には、満期日2019年、年利6.20％、帳簿価額32.7億ドルの優先社

債が含まれていた。その結果、当社は社債の早期償還に伴い、純額で約312百万ドルの損失を計上した。当該損失

は金利スワップの終了損益を含んでおり、連結損益計算書の「その他の（収益）費用－純額」に計上している（注

記４参照）。

 

2016年６月の社債公募発行

2016年６月３日に、当社は元本総額50億ドル、加重平均実効金利2.09%の優先無担保社債を公募発行した。当該社

債の全額または一部は、元本の100％または将来の元本及び利息の支払額を米国債利回りに0.05％から0.15%の追加

スプレッド（割引期間により変動する）を加えた割引率で現在価値に割り引いたもののいずれか大きい方の金額に

未払利息を加算した金額で、当社がオプションを行使すれば、いつでも償還可能である。

 

ホスピーラ社の債務の取得

ホスピーラ社の買収日である2015年９月３日において、ホスピーラ社から元本合計1,750百万ドル

の債務を引き継いだことにより、当社の長期債務は買収日時点の公正価格で1,928百万ドル増加した。

 

2015年10月、ファイザー社は当時買収した直後の子会社であるホスピーラ社の債務17億ドルを実質的に同額でファ

イザー・インクの債務に、ホスピーラ社の債務と同一の利率及び返済期日で交換した。残存のホスピーラ社名義の

債務は僅少である。この交換により、ホスピーラ社の債務に関する契約内容は変更され、実質的にすべての財務制

限条項は削除された。この交換による純利益への影響に重要性はない。
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長期債務

長期優先無担保債務の構成は以下のとおりである。
（a）

（単位：百万ドル）

12月31日現在

　 満期日 2016年  2015年

4.55% ユーロ
（b）

2017年 5月 $    -  $  980

1.10%
（b）

2017年 5月 -  1,000

1.20% 2018年 6月 1,250  -

1.50% 2018年 6月 1,000  1,000

6.20% 2019年 3月 -  3,250

2.10% 2019年 5月 1,500  1,500

1.70% 2019年12月 1,000  -

5.75% ユーロ 2021年 6月 2,108  2,178

1.95% 2021年 6月 1,150  -

2.20% 2021年12月 1,000  -

3.00% 2023年 6月 1,000  1,000

3.40% 2024年 5月 1,000  1,000

2.75% 2026年 6月 1,250  -

3.00% 2026年12月 1,750  -

4.00% 2036年12月 1,000  -

5.95% 2037年 4月 2,000  2,000

6.50% 英国ポンド 2038年 6月 1,852  2,223

7.20% 2039年 3月 2,500  2,500

4.40% 2044年 5月 1,000  500

4.125% 2046年12月 1,250  -

債券及びその他の債務（加重平均利率3.30%
（c）

） 2018年-2021年 2,464  3,974

債券及びその他の債務（加重平均利率5.99%
（d）

） 2023年-2043年 4,455  4,468

長期債務元本合計  30,529  27,573

ヘッジ会計及びパーチェス法会計に関連する公正価値調整

額（純額）  998  1,294

未償却ディスカウント、プレミアム及び社債発行費用 (130) (127)

長期債務合計 $31,398  $28,740

上記には含まれない1年以内返済予定長期債務 $ 4,225  $ 3,719

(a) 当該債務は、証券の元本の100％、または残存期間の元本及び金利の支払額を米国財務省の債券金利に0.05％から0.50％を付加した率で割

り引いた現在価値の合計額のいずれか高い金額に未払利息を加算した金額で、任意の時期に償還することができる。

(b) 2016年12月31日時点で、発行債務は「長期借入金（1年内返済分）」に振り替えられている。

(c) 2016年12月31日時点で、加重平均の契約満期が約2年の発行債務を含む。

(d) 2016年12月31日時点で、加重平均の契約満期が約16年の発行債務を含む。

 

2016年12月31日現在、長期債務の満期は、以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 2018年 2019年 2020年 2021年 2021年以降 合計

満期 $ 3,567 $3,350 $ 360 $ 4,241 $ 19,879 $ 31,398

 

E．金融派生商品及びヘッジ活動

為替リスク

海外関係会社の売上高、損益、及び純投資の大部分は為替リスクにさらされている。当社は、関連する収益と費用

を同一の通貨で管理すること、及び関連する資産と負債を同一の通貨で管理することを含む、使用可能な方法で部

分的に為替リスクを管理することに努めている。また市場の状況に応じて、為替変動リスクは、デリバティブ及び

現地通貨建ての負債を使用するによっても管理している。これらの金融商品は現地通貨建ての特定の取引を米ドル

建てに換算することにより生じる純利益及び純投資への影響を軽減することに寄与している。
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2016年12月31日現在、為替変動リスクをヘッジまたは相殺する目的で保有する外貨建てデリバティブの名目元本合

計額は275億ドルである。これらのデリバティブは、主としてユーロ、英国ポンド及び日本円の為替エクスポー

ジャーをヘッジまたは相殺している。当社の将来の為替相場の変動リスクをヘッジするもので、最も長期にわたる

ものは、2038年に満期が到来する19億ドルの英国ポンド建債務に係るものである。

 
外国為替リスクを管理するために利用するすべてのデリバティブは公正価値で測定され、連結貸借対照表の資産ま

たは負債として計上される。当社は、以下に示すように、金融商品の性質、目的（相殺またはヘッジ関係）及び

ヘッジ関係の有効性に応じて、公正価値の変動額を収益または「その他の包括利益（損失）」において認識してい

る。

 
・当社は、キャッシュフロー・ヘッジとして指定された先物為替予約及び為替スワップのうち、有効とされた部分

から生じた損益を「その他の包括利益（損失）」に計上し、ヘッジ対象が損益に影響を及ぼす期と同じ期に損益

に組み替えている。

・当社は、同一の外貨で相殺する資産または負債に係る先物為替予約及び為替スワップから生じた損益を、通常同

時に相殺するヘッジ対象から生じた損益の影響額とともに認識する。これらの契約は、為替相場の変動による影

響を相殺するため、原則として月末残高に反映された通貨ポジションと逆のポジションをとる。

 

・当社は純投資ヘッジとして指定された為替スワップ及び先物為替予約から生じる損益の影響を以下の3つの方法

によって、損益として認識している。定期的なスワップの支払純額は期間を通じて、先物レートと直物レートと

の差の変動額は即時に、そして直物レートの変動額は当社の純投資の売却または実質的な清算時点に損益を認識

する。

・当社は、海外関係会社における純投資額に対するヘッジとして指定された外貨建債務から生じた為替差損益を

「その他の包括利益（損失）」に計上し、純投資の売却または実質的な清算時点に、損益に組み替えている。

 
当社は先物為替予約を、各ヘッジ指定日から2年以内に予定している当社のユーロ、日本円、英ポンド、豪ドル及

びカナダドル建て連結会社向けの在庫売上の一部のキャッシュフロー・ヘッジとして指定している。2016年12月31

日現在、当社の連結会社向け予定売上をヘッジしている先物外国為替想定元本金額は31億ドルであり、税引前利益

222百万ドルを「その他の包括損失累計額」に計上している。年度末の外国為替相場に基づき、当社は12ヶ月以内

に税引前利益164百万ドルを「売上原価」に振り替えると予想している。

 

ヘッジ関係が有効でない場合は、直ちに損益として認識している。表示している各期末において有効でないヘッジ

に重要性はなかった。

 
F. 金利リスク

当社の利付投資、借入金は金利リスクに晒されている。当社は主として変動金利のベースで投資、借り入れを行っ

ている。当社では、市況に応じて、金利スワップなどのデリバティブを利用することにより、負債構成を変更する

こともある。当社はヘッジ対象と金額及び期間を一致させることにより、ヘッジ対象の固定金利をヘッジまたは相

殺するためのデリバティブに関する契約を締結している。2016年12月31日現在、金利スワップの名目元本合計額は

160億ドルである。デリバティブは、主に米ドル建て固定金利負債及びユーロ建て固定金利負債の固定金利をヘッ

ジする。

 
金利リスクを管理するために利用するすべてのデリバティブ契約は公正価値で測定され、連結貸借対照表の資産ま

たは負債として計上される。公正価値の変動は、以下のとおり損益計算書上で認識される。

 
・当社は、公正価値ヘッジとして保有している金利スワップから生じる損益を、ヘッジされたリスクの公正価値の

変動を認識した時点で認識している。また、ヘッジされたリスクに対応する固定金利負債による相殺効果も同様

に損益として認識している。
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ヘッジ関係が有効でない場合は、直ちに損益として認識している。表示している各期末において有効でないヘッジ

に重要性はなかった。

 
為替リスクや金利リスクをヘッジもしくは相殺するために生じた損益に係る情報は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

　

OIDに認識した

利益（損失）金額

（a）,（b）,（c）

OCIに認識した

利益（損失）金額

（有効な部分のみ）

（a）,（d）

OCIからOIDに

組み替えた利益（損失）

金額（有効な部分のみ）

（a）,（d）

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

キャッシュフロー・ヘッジに関連する

デリバティブ    

為替スワップ $　　　- $　　　- $　　(280) $　　(826) $　　(387) $　(613)

先物為替予約 (4) - (164) 1,028 (65) 980

純投資ヘッジに関連するデリバティブ    

先物為替予約 1 (1) (15) 256 - -

ヘッジ指定していないデリバティブ    

先物為替予約 (92) (42) - - - -

為替スワップ (13) (4) - - - -

純投資ヘッジに関連する非デリバティ

ブ    

外貨建て短期借入 - - (26) 3 - -

その他純額 - (16) 1 - (1) -

$ 　(107) $　　(64) $　　(483) $　　461 $   (452) $  367

(a) OID＝「その他費用（収益）-純額」。これは、連結損益計算書の「その他の（収益）費用‐純額」に含まれている。OCI＝「その他の包括

利益（損失）」。これは、連結包括利益計算書に含まれている。

(b) 公正価値ヘッジとして指定された適格デリバティブに関連する損益だけでなく、このようなヘッジ関係において、それらを相殺するヘッ

ジ対象の損益を含む。

(c) 表示している各期末において、影響額に重要性はない。

(d) キャッシュフロー・ヘッジに関連したデリバティブのうち、有効とされた部分については「その他の包括利益（損失）」中の「デリバ

ティブ取引に係る未実現保有益（損失）」に計上している。純投資ヘッジに関連するデリバティブ及びヘッジに構成された現地通貨建て

の負債のうち、有効とされる部分については「その他の包括損失」中の「外貨換算調整勘定（純額）」に計上している。

 

デリバティブの公正価値及び連結貸借対照表への影響額については、注記7Aを参照。保有するデリバティブの一部

は、当社が取引先に対して債務を返済できないリスクを軽減するために設けられた信用リスクに関連する条件を有

する信用サポート契約によって保証されている。2016年12月31日現在、純額で負債ポジションである、これらのデ

リバティブの公正価値の総額は936百万ドルであり、通例に従いこの部分に対して958百万ドルの担保を差し入れて

いる。仮に、スタンダード&プアーズ社（S&P）による格付がAを下回る、またはムーディーズ社による格付がこれ

と同程度の評価を下回っていたとしても、当社は追加担保を差し入れる必要はなかった。

 

G．信用リスク

当社は、定期的に外国為替及び金利契約の取引先の信用力を調査しており、取引先の契約不履行による重要な損失

の発生は現在見込まれていない。金融商品に係る信用リスクは、特定の重要な取引先を除き、個別の取引先に集中

していない。追加情報については、注記18C参照。2016年12月31日現在、当社は世界中の多岐にわたる高格付けの

（主として、S&P社によるA以上の格付けを有する）取引先銀行に対し12億ドルの債権を有している。当社の投資の

詳細については、注記7Bを参照。
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一般的に当社が顧客からの担保を要求することはない。しかしながら、デリバティブについてはエクスポージャー

のレベルや当社及び相手先の信用格付に基づいた担保の提供を要求できる条項を含むクレジット・サポート契約に

基づいて実行される。2016年12月31日現在、当社は、様々な相手先から613百万ドルの現金担保を受け入れてい

る。これらの担保は、主に当社のデリバティブ契約の公正価値に係る概算の裏づけとなっている。受領した担保に

係る債務は「短期借入債務（一年以内返済予定長期債務を含む）」に計上している。
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注記８ 棚卸資産

棚卸資産の構成は以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年

製品 $       2,293 $  2,714

仕掛品 3,696 3,932

材料及び貯蔵品 793 867

棚卸資産合計
（a）

$      6,783 $  7,513

上記に含まれていない非流動の棚卸資産
（b）

$         683 $    594

(a) 2015年12月31日からの変更点は、主に、「売却目的で保有する資産」への振替額377百万ドルである（注記2B参照）。

(b)「その他の資産」に含まれている。これらの棚卸資産の回収可能性に関して問題はない。
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注記９ 有形固定資産

有形固定資産の構成は以下のとおりである。

  （単位：百万ドル）

  12月31日を以って終了する事業年度

 耐用年数 2016年 2015年

土地 - $         530 $     588

建物 　33-50年 9,810 9,604

機械及び装置 　8-20年 11,248 10,933

器具備品及びその他 　3-12 1/2年 4,410 4,351

建設仮勘定 - 2,127 1,791

合計  28,125 27,268

控除：減価償却累計額  14,807 13,502

有形固定資産合計
（a）

 $      13,318 $  13,766

(a) 有形固定資産合計の減少は、主に減価償却及び「売却目的で保有する資産」への振替額457百万ドル（注記2B参照）、並びに、これらより

重要性はないが、減損及び外国為替の影響によるものであり、部分的に資本的支出により相殺されている。
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注記10 識別可能無形資産及びのれん

A.　識別可能無形資産

貸借対照表に関する情報

「識別可能無形資産」の構成は、以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

　 2016年12月31日  2015年12月31日

　

償却累計額

控除前帳簿

価額 償却累計額

識別可能

無形資産

（償却累計

額控除後）  

償却累計額

控除前帳簿

価額 償却累計額

識別可能

無形資産

（償却累計

額控除後）

耐用年数が有限の無形資産：  

開発された技術権 $　83,390 $　(49,650) $　33,740  $　77,613 $　(47,193) $　30,419

ブランド 2,092 (1,032) 1,060  1,973 (928) 1,044

ライセンス契約及びその他 1,869 (1,005) 864  1,619 (918) 701

87,351 (51,687) 35,664  81,205 (49,040) 32,165

耐用年数が

不確定な無形資産：     

ブランド及びその他 6,883 6,883  7,021  7,021

仕掛研究開発
(a）

10,101 10,101  1,171  1,171

16,984 16,984  8,192  8,192

識別可能無形資産合計
(a）

$　104,335 $　(51,687) $　52,648  $　89,396 $　(49,040) $　40,356

(a) 識別可能無形資産（償却累計額控除後）の増加は、主にメディベーション社、アナコール社及びバンブー社（注記2A参照）の買収の一環

で取得した資産、並びにホスピーラ社の買収に関する測定期間調整の影響によるものであり、一部は償却費、減損及び「売却目的で保有

する資産」（注記2B参照）への振替額13億ドルにより相殺されている。無形資産の減損に関する情報は注記4参照。仕掛研究開発資産の増

加は、主にアナコール社及びメディベーション社の買収の一環で取得した資産（大部分はクリサボロール及びイクスタンジ）によるもの

である。クリサボロールの知的財産権は米国外の企業が保有している。

 
各事業部門に関連する当社の識別可能無形資産（償却累計額控除後）合計に対する割合は、下記のとおりである。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年12月31日

 IH EH WRD

開発された技術権 64% 35% -

耐用年数が有限のブランド 73% 27% -

耐用年数が不確定のブランド 71% 29% -

仕掛研究開発 92% 5% 4%

 
 

開発された技術権

開発された技術権は、当社が第三者から取得した、開発された技術に関連する償却後原価を表したものである。こ

れらの権利は、当社が、製品、化合物及び（または）完了したプロセスに関連して取得した製品、化合物及び知的

財産を、開発、使用、販売及び（または）販売用に使用する権利を含んでいる。当社は治療分野における多くの開

発された技術権について、適切に分散化されたポートフォリオを保有しており、バイオ医薬品事業において商品化

されている。開発された技術権の重要な構成要素は下記のとおりである（重要性の順に）：イクスタンジ、プレベ

ナー13/プレベナー13インファント、エンブレル及びこれより重要性はないが、プレマリン、プレベナー13/プレベ

ナー13アダルト、プリスティーク、タイガシル、リファクトAF、エフェクサー及びベネフィックス。本カテゴリー

には、注射技術及び特定のバイオ医薬品部門における当社の共同合意に基づき支払われたマイルストーン・ペイメ

ントが含まれている。
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ブランド

ブランドは商用名及びノウハウに関する償却後原価または未償却原価を表しており、その製品自体は既に特許権の

保護を受けていない。これらの資産の大部分は当社のコンシューマー・ヘルスケア事業部門に関連するものであ

る。耐用年数が不確定なブランドの重要な構成要素は下記のとおりである（重要性の順に）：アドビル、ザナック

ス/ザナックスXR、セントラム、カルトレイト、メドロール及びプリパレーションH。耐用年数が有限であるブラン

ドの重要な構成要素は下記のとおりである（重要性の順に）：ネキシウム、デボ・プロヴェラ、ザベドス及びこれ

より重要性はないが、アドビル・コールド、サイナス及びヨードホルム ビフィホルム。

 

仕掛研究開発

仕掛研究開発資産は、主要な市場で規制当局からの承認を未だ得られていない研究及び開発に係る資産を示してい

る。仕掛研究開発の重要な構成要素は、アナコール社買収の一部として取得した軽度から中等度のアトピー性皮膚

炎治療プログラム、メディベーション社買収の一部として取得した非転移性及び転移性の前立腺がん治療、及び生

殖細胞系乳癌感受性遺伝子（BRCA）変異性進行乳癌治療プログラムである。

 
仕掛研究開発資産は、関連する研究開発が成功または中止となるまで、耐用年数を確定できない資産として分類す

ることが要求される。従って買収日以降の開発期間において、これらの資産は、米国、欧州、及びその他一連の

国々といった主要な市場で承認が得られるまで特定の条件及び経営者判断がない限り償却されない。償却開始時点

において、当社は対象となった資産の耐用年数を決定し、仕掛研究開発から振り替え、償却を開始する。対応する

研究開発が中止となった場合、当社は関連する仕掛研究開発は除却処理し、減損損失を計上する。

 

仕掛研究開発に関しては、失敗するリスクも大きく、これらの資産が最終的に成果を生み出すか不確実である。バ

イオ医薬品部門のビジネスはハイリスクであるため、仕掛研究開発の多くは、将来的に減損や廃棄となることが想

定される。

 

償却

当社の耐用年数が有限の各無形資産及び最大の構成要素である開発された技術権の加重平均償却年数は約11年であ

る。これら耐用年数が有限の無形資産に係る総償却額は、2016年度に41億ドル、2015年度に38億ドル、2014年度に

41億ドルであった。

 

2017年度から2021年度の各期の予想年間償却費は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

     2017年     2018年      2019年     2020年     2021年

償却費 $4,827 $4,706 $4,481 $3,442 $3,348

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

274/408



B. のれん

「のれん」の帳簿価額の構成及び変動額は以下のとおりである。

IH EH 合計

2015年1月1日現在残高 $  24,430 $　17,639 $  42,069

増加
（a） 39 7,284 7,323

その他
（b） (660) (489) (1,149)

2015年12月31日現在残高 23,809 24,433 48,242

増加
（c） 6,357 12 6,369

その他
（d） (32) (130) (162)

2016年12月31日現在残高 $  30,134 $  24,315 $  54,449

(a) EHの増加分は、ホスピーラ社の買収に関連している。追加情報は、注記2A参照。

(b) 主に為替換算の影響を反映している。

(c) IHの増加は、主にメディベーション社、アナコール社及びバンブー社の買収に関連しており、ディベーション社、アナコール社及びバン

ブー社から取得した資産及び引き継いだ負債の評価が完了するまで変更する可能性がある（注記2A参照）。

(d) 主に為替換算の影響及びEHに関して2016年度に行った売却目的で保有する資産への振替額119百万ドルを反映している（注記2B参照）。

 

当社は、事業活動を次の２つの異なる事業セグメントに分けて管理している。ファイザ―・イノベーティブヘルス

（IH）及び従来はエスタブリッシュ・プロダクト事業として知られていた、ファイザー・エッセンシャルヘルス

（EH）である。2016年度第２四半期より、当社が現在イノベーティブ医薬品事業とコンシューマー・ヘルスケア事

業を一つの事業セグメントとして管理していることを反映するように事業セグメントを再編した。これらの事業

は、2014年度の期首から2016年度第２四半期まで、GIPセグメントとVOCセグメントという、２つの異なる事業セグ

メントとして管理されていた。当社は、新たな事業セグメント構造に従い、のれんの表示を遡及修正している。追

加情報については、注記18を参照。当該セグメント変更により、従来GIPセグメントに関連していたのれんは公正

価値に基づいて、新たな報告単位に再配分することが求められた。
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注記11　年金・退職後給付制度及び確定拠出型制度

全世界の大部分の従業員は、確定給付年金制度及び確定拠出型年金制度のいずれかまたは両方に加入している。米

国では、適格及び補足的（非適格）確定給付年金制度及び確定拠出型年金制度を有している。適格年金制度は内国

歳入法の特定の要件を満たしており、一般的に適格年金制度への拠出は税務上損金算入される。通常、適格年金制

度は広範な各グループ企業の従業員に対して給付を行い、その範囲、給付、拠出に関して、高額報酬従業員に対す

る優遇を制限している。補足的（非適格）年金制度は特定の従業員に対して追加的な給付を行う。更に、当社は退

職後給付制度を通じて、特定の退職者及びその適格な扶養家族に対して医療保険給付を提供する。2015年度におい

て、当社はホスピーラ社の買収の結果として約115百万ドルの年金及び退職後給付債務の純額を、さらにホスピー

ラ社の米国適格年金終了を決し追加で122百万ドルを計上した。
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A．純期間給付費用及びその他の包括損失における変動

当社の年金制度において認識された年間費用（収益）及び「その他の包括損失」における変動は以下のとおりであ

る。

 （単位：百万ドル）

 

年金制度  

米国（適格）
（a）

米国補足的（非適格）
（b）

海外
（c）,(f)

退職後給付制度
（d）,(f)

 2016年 2015年 2014年 2016年 2015年 2014年 2016年 2015年 2014年 2016年 2015年 2014年

勤務費用 $ 257 $ 287 $ 253 $ 18 $ 22 $ 20 $ 165 $ 186 $ 199 $ 41 $  55 $ 55

利息費用 646 676 697 53 54 57 233 307 394 101 117 169
期待運用収益 (958) (1,089) (1,043) - - - (381) (418) (459) (34) (53) (63)
償却費：             
数理計算上の損失 395 346 63 37 44 29 93 122 97 32 38 6
過去勤務収益 5 (5) (7) (1) (2) (2) (3) (7) (7) (174) (146) (57)

年金制度の縮小 10 3 2 1 - - (2) 5 - (26) (31) (7)
年金制度の清算 90 556 52 28 34 28 9 81 22 - - -
特別退職給付 - - - - - - 1 1 8 - - -

利益に計上された純
期間給付費用（収
益） 444 773 16 137 153 132 115 277 254 (59) (21) 102

その他の包括
損失に計上され

た（利益）費用
（e）

253 (396) 2,768 121 (143) 163 640 (542) 260 3 (540) (174)

包括利益において認
識された（利益）費
用 $ 697 $ 378 $ 2,784 $ 258 $  10 $ 294 $ 755 $(265) $ 514 $ (56) $ (560) $ (72)

(a) 2016年度と2015年度の比較－当社の米国適格年金制度の純期間給付費用の減少は、主に（ⅰ）下記の2015年度と2014年度の比較に記載し

ている、特定の制度利用者に対する一時的な一括払い決済オプションに関連する2016年度の清算活動が2015年度と比較して減少したこ

と、（ⅱ）割引率の上昇による勤務費用の減少、（ⅲ）給付債務期首残高減少による利息費用の減少、によるものである。上記の減少

は、（ⅰ）期待運用収益率の低下、及びファイザー社の年金債務を清算するために2015年度に実施した、特定の受給権が確定している退

職者に対する一括払い等によって年金資産ベースの純額が約11億ドル減少したことによる年金資産の期待運用収益の減少、並びに（ⅱ）

主に2015年度においてホスピーラ社の適格年金制度を終了した際の再測定の結果生じた数理計算上の損失の償却額の増加によって相殺さ

れている。

2015年度と2014年度の比較－当社の米国適格年金制度の純期間給付費用の減少は、主に（ⅰ）年金受給権が確定している特定の退職者に

対する、ファイザー社の年金債務を清算する一括払い、または確定した年金給付を年金払いの選択提案に伴う年金債務の清算に関連した

一時費用419百万ドル、及び（ⅱ）退職給付債務の測定のために使用された割引率が2014年度に低下したことにより発生した数理計算上の

不利差異（繰り延べられている数理計算上の不利差異の増加）に係る償却額の増加と、より小規模ではあるが、2014年度における予定死

亡率の変化（制度利用者の平均余命の長期化を反映している）によるものである。当該退職給付費用の増加は以下の2つの要因によって一

部相殺されている。（ⅰ）2015年1月初頭に10億ドルの任意拠出金が拠出されたことに伴う制度資産の増加により、期待運用収益が増加し

たこと。なお、期待運用収益の増加は、制度資産の期待運用収益率が8.5％から8.3％に低下したことにより、一部相殺されている。

（ⅱ）給付債務の測定のために使用された割引率が2014年度に低下したことに伴い、利息費用が減少したこと。

(b) 2016年度と2015年度の比較－当社の米国補足的（非適格）年金制度の純期間給付費用の減少は、主に（ⅰ）給付債務の測定のために使用

された割引率が2015年度に上昇したことにより数理計算上の損失に係る償却額が減少したこと（ⅱ）清算活動の減少、（ⅲ）割引率の上

昇による勤務費用の減少によるものである。

2015年度と2014年度の比較－当社の米国補足的（非適格）年金制度の純期間給付費用の増加は、主に（ⅰ）給付債務の測定のために使用

された割引率が2014年度に低下したことにより数理計算上の損失に係る償却額が増加したこと（ⅱ）清算活動の増加によるものである。

(c) 2016年度と2015年度の比較－当社の海外年金制度の純期間給付費用の減少は、主に（ⅰ）勤務費用及び利息費用を測定する当社のアプ

ローチの変更（下記(f)参照）に伴う勤務費用及び利息費用の減少、（ⅱ）清算活動の減少（ⅲ）2015年度に生じた多額の数理計算上の有

利差異により数理計算上の損失（純額）が減少し、数理計算上の不利差異の償却額が減少したことによるものである。上記の純期間給付

費用の減少は、年金資産ベースの減少及び年金資産の期待運用収益率の低下による年金資産の期待運用収益の減少によって一部相殺され

ている。

2015年度と2014年度の比較－当社の海外年金制度の純期間給付費用の増加は、主に（ⅰ）制度資産における期待運用収益率の低下によ

る、制度資産の期待運用収益の減少、（ⅱ）2014年度における、給付債務を算出するための割引率の低下による数理計算上の損失の償却

額の増加、（ⅲ）スウェーデンの年金制度の終了による清算費用の増加によるものである。上記の純期間給付費用の増加は、2014年度に

確定給付債務の測定に使用した割引率の低下に伴う利息費用の減少によって一部相殺されている。
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(d) 2016年度と2015年度の比較－当社の退職後給付制度の純期間給付収益の増加は、主に（ⅰ）2016年度及び2015年度の退職後医療制度の上

限変更による過去勤務収益の増加、（ⅱ）給付債務の減少に伴う利息費用の減少、（ⅲ）割引率の上昇に伴う勤務費用の減少、（ⅳ）

2015年度の給付債務の算定に用いた割引率の上昇に伴う数理計算上の損失の償却額の減少によるものである。上記の増減は、（ⅰ）主に

IRC Section 401(h)払戻し規定に基づく、特定の退職者を対象とした2014年度及び2015年度の適格処方薬費用の制度資産からファイザー

社への支払を反映した制度資産の減少に伴う制度資産の期待運用収益の減少、及び（ⅱ）制度縮小利益の減少によって一部相殺されてい

る。

2015年度と2014年度の比較－当社の退職後給付制度の純期間給付費用の減少は、主に（ⅰ）過去勤務収益に係る償却額の増加、（ⅱ）

Employer Group Waiver Planに基づき認められている、メディケア・パートDプラン補助金に適格なプログラムを採用するための特定の

退職者医療給付の変更、及び特定の制度参加者に対して給付上限を設定する変更を実施したことに起因する制度縮小利益の増加、（ⅲ）

2014年度に給付債務の測定に使用した割引率の低下に伴う利息費用の減少を要因としている。この減少は、2014年度に給付債務の測定に

使用した割引率の低下に伴う数理計算上の損失の増加によって部分的に相殺されている。

 (e) その他の包括損失の変動の詳細は、連結包括利益計算書の退職給付活動を参照。

(f) 2016年1月1日より、当社は、一部の海外年金制度及びその他の退職後給付制度の勤務費用及び利息費用の測定に使用するアプローチを変

更した。2015年度及び2014年度において、当社は、各制度の債務の測定に使用されるイールドカーブから算出される単一の加重平均割引

率を利用して、勤務費用及び利息費用を測定していた。2016年度においては、当社は特定の海外制度について、イールドカーブに沿った

スポットレートを制度債務に係るキャッシュ・フローに適用することによって勤務費用及び利息費用を測定することを選択した。当社

は、新たなアプローチは、制度債務のキャッシュ・フローのタイミングが、イールドカーブ上の対応したスポットレートと整合するた

め、勤務費用及び利息費用の測定がより精緻なものになると考えている。当該変更は当社の制度債務の測定に影響しない。当社は当該変

更を会計上の見積の変更として扱っており、将来に向けて適用している。当該見積りの変更に関連した2016年の費用の削減額42百万ドル

は、主に特定の海外年金制度に関するものであり、四半期毎に一定額を認識している。退職後給付制度に対するアプローチの変更は、

2016年度の連結損益計算書に対して重要性はなかった。

 

2017年度の純期間給付費用として償却されることが予想される「その他の包括損失累計額」は以下のとおりであ

る。
（単位：百万ドル）

 年金制度  

 

米国

（適格）

米国補足的

（非適格） 海外

退職後

給付制度

数理計算上の損失 $   (414) $    (50) $    (113) $    (31)

過去勤務収益及びその他 (5) 1 4 184

合計 $   (419) $    (49) $    (109) $    153

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

278/408



B．年金数理計算上の仮定

以下の表は当社の確定給付年金制度の年金数理計算上の加重平均基礎率を示している。

（単位：パーセント）

 2016年 2015年 2014年

給付債務算定の基礎となる加重平均基礎率：    

割引率：    

米国適格年金制度 4.3% 4.5% 4.2%

米国非適格年金制度 4.2% 4.5% 4.0%

海外年金制度 2.4% 3.1% 3.0%

退職後給付制度 4.2% 4.5% 4.2%

予測昇給率：    

米国適格年金制度 2.8% 2.8% 2.8%

米国非適格年金制度 2.8% 2.8% 2.8%

海外年金制度 2.6% 2.6% 2.7%

純期間給付費用算定の基礎となる加重平均基礎率：    

割引率：    

米国適格年金制度 4.5% 4.2% 5.2%

米国非適格年金制度 4.5% 4.0% 4.8%

海外年金制度（利息費用） 2.7% 3.0% 3.9%

海外年金制度（勤務費用） 3.0% 3.0% 3.9%

退職後給付制度 4.5% 4.2% 5.1%

期待運用収益率：    

米国適格年金制度 8.0% 8.3% 8.5%

海外年金制度 5.2% 5.5% 5.8%

退職後給付制度 8.0% 8.3% 8.5%

予想昇給率：    

米国適格年金制度 2.8% 2.8% 2.8%

米国非適格年金制度 2.8% 2.8% 2.8%

海外年金制度 2.6% 2.7% 2.9%

(a)前述のとおり、当社は2016年1月1日に、特定の海外年金制度及びその他の退職後給付について、勤務費用及び利息費用の測定に用いるアプ

ローチを変更した。当該変更に伴い、海外年金制度については、給付債務に係る利息の算定に適用した割引率と勤務費用の算定に適用した割

引率を別々に開示している。
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上記の基礎率は、会計年度末の給付債務及び翌会計年度の純期間給付費用算定に用いられる。したがって、各年度

の純期間給付費用算定上の基礎率は各前年度末に、給付債務算定上の基礎率は各年度末に設定される。

 

純期間給付費用及び給付債務は年金数理計算上の基礎率に基づいており、当該基礎率は年度ごとに見直しがなされ

る。当社はそれらの基礎率を退職給付費用に影響を及ぼす可能性がある市場の動向はもとより、長期的視野に立っ

た年次評価を行うことにより見直しを行っている。

 

米国確定給付制度の加重平均割引率は毎期決定される。当該割引率は、退職給付債務を十分決済可能な率を反映し

たAA/Aa格以上に格付けされた信頼性の高い債券投資のポートフォリオについて、その市場実勢レートを年度末に

おいて反映するように評価及び変更されている。海外年金制度の割引率は、AA/Aa格以上に格付けされた社債相当

の投資に対するベンチマークによって設定され、十分な情報が存在する場合にはイールド・カーブ・アプローチを

含む。これらの割引率の決定は、該当地域における要求事項と整合している。全体として、2016年度末における割

引率の決定に使われたイールド・カーブは、前年度と比べて低い利率を示した。

 

当社の米国の退職後給付制度において使用する保険医療費率の傾向の仮定は以下のとおりである。

 2016年 2015年

来期仮定する保険医療費率の傾向（65歳未満） 6.3% 6.5%

来期仮定する保険医療費率の傾向（65歳以上） 7.4% 7.9%

医療費率の傾向が下落すると想定される比率 4.5% 4.5%

最終的な比率に収束する年 2037年 2037年

 

退職後給付に対して想定される保険医療費率の傾向が1%ポイント上昇または低下した場合、2016年12月31日時点で

以下の影響が予想される。

 （単位：百万ドル）

 上昇 低下

勤務費用、利息費用の総額への影響 $    5 $   (5)

退職後給付債務への影響     37    (50)

年金制度及び退職後給付制度に対する数理計算上及びその他の仮定は、将来の事象に関する一連の複雑な判断を伴

うとともに、経営陣が妥当であると考える見積りや仮定に強く依存することになる。見積り及び仮定に関連するリ

スクについては、注記1C参照。
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C．債務及び積立状況

当社の給付制度の給付債務、制度資産及び積立状況の変動分析は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 

12月31日を以って終了する事業年度

年金制度  

 

米国

（適格）
（a）

米国補足的

（非適格）
（b）

海外
（c）

退職後給付制度
（d）

 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年

給付債務の変動
（e）

        

給付債務期首残高 $ 14,926 $ 16,575 $ 1,343 $ 1,481 $ 9,214 $ 10,796 $ 2,463 $ 3,168

勤務費用 257 287 18 22 165 186 41 55

利息費用 646 676 53 54 233 307 101 117

従業員拠出 - - - - 7 7 85 79

制度改定 - 62 - 4 (6) (1) (177) (497)

基礎率変更を主因とする

変動その他 725 (774) 185 (70) 1,273 (273) 22 (185)

為替換算調整額 - - - - (781) (938) - (20)

買収/事業売却（純額） - 542 - 9 1 19 - 49

縮小 9 3 1 - (14) (2) - (3)

清算 (449) (2,034) (78) (93) (45) (499) - -

特別退職給付 - - - - 1 1 - -

給付額 (568) (412) (72) (65) (358) (389) (282) (300)

給付債務期末残高
（e）

15,547 14,926 1,450 1,343 9,691 9,214 2,254 2,463

制度資産の変動         

制度資産公正価値期首残高 11,633 12,706 - - 7,959 8,588 622 762

制度資産の実際運用益

(損) 939 (124) - - 693 290 44 (3)

事業主拠出 1,000 1,000 151 158 209 558 (12) 84

従業員拠出 - - - - 7 7 85 79

為替換算調整額 - - - - (782) (602) - -

買収/事業売却（純額） - 496 - - (1) 6 - -

清算 (449) (2,034) (78) (93) (45) (499) - -

制度資産からの給付額 (568) (412) (72) (65) (358) (389) (282) (300)

制度資産公正価値期末残高 12,556 11,633 - - 7,683 7,959 458 622

期末時積立状況（給付債務を

下回る制度資産） $ (2,990) $ (3,292) $ (1,450) $ (1,343) $ (2,008) $ (1,255) $ (1,796) $ (1,841)

(a) 米国適格年金制度の積立状況における有利な変動は、主に年金資産の実際運用収益の増加によるものであり、一部は2016年度末における

割引率の低下に伴う数理計算上の損失により相殺されている。

(b) 当社の米国追加（非適格）年金制度は一般的に積立がなされておらず、当該制度に係る給付債務は当該債務に係る年間現金支出より実質

的に多額であり、営業活動から生じた現金より支払われる。給付債務の増加は、主に割引率の低下によるものである。

(c) 海外年金制度の資産の積立状況における不利な変動は、主に（ⅰ） 割引率の低下に伴う数理計算上の損失によるものであり、一部は制度

資産の実際収益の増加によって相殺されている。
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(d) 退職後給付制度の資産の積立状況における有利な変動は、主に特定の米国及びプエルトリコの退職後給付制度における制度改訂によるも

のである。米国制度の変更は、制度内の特定のグループに対する費用に固定上限額を適用した。プエルトリコの制度変更には、（ⅰ）　

制度内の特定のグループに対する費用に上限を設定すること、及び（ⅱ）EGWPの採用が含まれる。これらの変更により、米国の退職後給

付制度及びプエルトリコの退職後給付制度の制度負債は、それぞれ82百万ドル及び95百万ドル削減された。

(e) 米国及び海外の退職給付制度にとっての給付債務とは、予測給付債務 である。退職後給付制度にとっての給付債務とは累積給付債務

（ABO）である。すべての米国適格年金制度に関するABOは、2016年は154億ドル、2015年は148億ドルであった。米国追加（非適格）年金

制度のABOは、2016年は14億ドル、2015年において13億ドルであった。海外年金制度のABOは、2016年は93億ドル、2015年は88億ドルで

あった。

 

連結貸借対照表に計上されている積立状況は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 

12月31日現在

年金制度   

 

米国

（適格）

米国補足的

（非適格） 海外  退職後給付制度

 　2016年 　2015年 　2016年 　2015年 　2016年 　2015年  　2016年 　2015年

固定資産
（a）

$     - $     - $    - $    - $  300 $  572  $    - $    -

流動負債
（b）

(160) - (152) (126) (28) (25) (30) (31)

固定負債
（c）

(2,830) (3,292) (1,297) (1,216) (2,279) (1,801) (1,766) (1,809)

積立状況 $ (2,990) $ (3,292) $(1,450) $(1,343) $(2,008) $(1,255) $(1,796) $(1,841)

(a) 主に「その他の資産」に含まれている。

(b) 「未払給与等」に含まれている。

(c) 「年金給付債務- 純額」及び「退職後給付債務- 純額」にそれぞれ適切に含まれている。

 

「その他の包括損失累計額」に計上されている累積金額（税引前）の構成は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

 

12月31日現在

年金制度   

 

米国

（適格）

米国補足的

（非適格） 海外  退職後給付制度

 　2016年 　2015年 　2016年 　2015年 　2016年 　2015年  　2016年 　2015年

数理計算上の損失
（a）

$(4,530) $(4,272) $ (538) $ (419) $(2,629) $(1,979) $(502) $(523)

過去勤務（費用）収益及び

その他 (27) (33) 2 4 40 29  1,392 1,415

合計 $(4,558) $(4,305) $ (536) $ (415) $(2,589) $(1,949) $ 889 $ 892

(a) 数理計算上の損失累計額は、主に割引率及びその他の仮定の変更による予測給付債務の累積的な変更及び制度資産に係る期待運用収益と

実際運用収益の累積差額により生じたものである。これらの数理計算上の損失累計額は「その他の包括損失累計額」に認識されており、

回廊アプローチを使用して就業中の従業員の平均残存勤務期間に渡って純期間給付費用として償却される。2017年度に使用される予定の

平均償却期間は、米国適格年金制度8.2年、米国補足的（非適格）年金制度8.1年、海外年金制度19.3年、退職後給付制度9.1年である。
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特定の給付制度に関連する積立状況は以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 12月31日現在

 年金制度

 

米国

（適格）

米国補足的

（非適格） 海外

  2016年  2015年  2016年  2015年  2016年  2015年

制度資産を超過する累積給付債務がある

年金制度：       

制度資産公正価額 $ 12,556 $ 11,633 $   - $   - $ 4,625 $  976

累積給付債務 15,422 14,755 1,410 1,324 6,558 2,495

制度資産を超過する予測給付債務がある

年金制度：       

制度資産公正価額 12,556 11,633 - - 4,936 1,546

予測給付債務 15,547 14,926 1,450 1,343 7,244 3,373

 

2016年12月31日現在、当社のすべての米国年金制度及び多くの海外年金制度は積立不足である。
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D．制度資産

制度資産の構成は以下のとおりである。

   （単位：百万ドル）

 2016年

12月31日

現在

公正価値
（a）

純資産価

値で測定

した資産
（b）

2015年

12月31日

現在

公正価値
（a）

純資産価

値で測定

した資産
（b） レベル1 レベル2 レベル3 レベル1 レベル2 レベル3

米国適格年金制度           

現金及び現金同

等物 $ 672 $ 92 $ 580 $ -

 

$ - $ 417 $ 81 $ 336 $ - $ -

持分証券：           

海外持分証券 3,970 3,943 27 - - 3,720 3,717 2 1 -

持分合同運用

ファンド 1,062 - 772 -

 

290 951 - 689 - 262

債券：           

社債証券 3,232 14 3,217 1 - 2,866 3 2,861 2 -

政府発行債 1,060 - 1,060 - - 989 - 989 - -

債券合同運用

ファンド 92 - - -

 

92 222 - 57 - 165

その他投資：           

パ ー ト ナ ー

シ ッ プ 投 資
（c） 1,093 - - -

 

1,093

1,120 - - - 1,120

保険契約 235 - 235 - - 259 - 259 - -

そ の 他 合 同

ファンド
（d）

1,140 - - -

 

1,140
1,089 - - - 1,089

合計 12,556 4,049 5,891 1 2,615 11,633 3,801 5,193 3 2,636

海外年金制度           

現金及び現金同

等物 439 38 401 -

 

- 207 14 193 - -

持分証券：           

海外持分証券 174 163 11 - - 901 816 85 - -

持分合同運用

ファンド 2,490 - 1,265 -

 

1,224 2,218 16 854 - 1,348

債券：           

社債証券 489 - 474 - 15 653 171 469 - 12

政府発行債 853 - 786 - 67 1,224 109 1,048 - 67

債券合同運用

ファンド 1,750 - 1,174 -

 

576 1,216 37 919 - 260

その他投資：           

パ ー ト ナ ー

シ ッ プ 投 資
（c） 32 - - - 32 40 - 6 - 33

保険契約 272 - 17 254 1 257 - 21 219 17

その他
（d）

1,185 - 430 324 431 1,245 59 370 398 418

合計 7,683 201 4,558 578 2,346 7,959 1,222 3,965 618 2,155

米国退職後給付制

度
（e）

    

 

     

現金及び現金同

等物 - - - -

 

- 6 - 6 - -

持分証券：           

海外持分証券 - - - - - 64 64 - - -

持分合同運用

ファンド - - - -

 

- 16 - 12 - 4

債券：           

社債証券 - - - - - 49 - 49 - -

政府発行債 - - - - - 17 - 17 - -

債券合同運用

ファンド - - - -

 

- 4 - 1 - 3

その他投資：           
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   （単位：百万ドル）

 2016年

12月31日

現在

公正価値
（a）

純資産価

値で測定

した資産
（b）

2015年

12月31日

現在

公正価値
（a）

純資産価

値で測定

した資産
（b） レベル1 レベル2 レベル3 レベル1 レベル2 レベル3

パートナーシッ

プ投資
（b）

- - - -

 

-
19 - - - 19

保険契約 458 - 458 - - 429 - 429 - -

その他合同運

用 フ ァ ン ド
（c） - - - -

 

- 19 - -

 

- 19

合計 $ 458 $ - $ 458 $ - - $ 622 $ 64 $ 514 - $ 45

(a) 公正価値はレベル1、2、3に区分された評価技法へのインプットに基づいて決定される（注記1E参照）。

(b) 下記に記載のとおり、2016年1月1日に適用した新会計基準の規定に従い、1株当たり純資産価値（または、その相当額）で測定された特定

の投資は公正価値ヒエラルキーに分類していない。上表中の純資産価値は公正価値ヒエラルキーから年金給付制度資産総額として表示し

た金額への調整を可能にするために記載している。

(c) 主に非公開株式、非公開社債、リミテッド・パートナーシップの公開持分及び重要性はないが不動産及びベンチャーキャピタルへの投資

を含む。

(d) 米国の制度資産については主にヘッジファンド及び重要性はないが不動産への投資を含み、また、海外の制度資産について不動産及び

ヘッジファンドへの投資を含む。

(e) 当社の米国の退職者医療制度の一部を支援する退職後制度資産を反映している。
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観察不能な重要なインプットを使用して評価された、重要な投資の変動分析は以下のとおりである。

 

 

12月31日を以って終了する事業年度

海外年金制度

保険契約 その他

 2016年 2015年 2016年 2015年

 

期首公正価値
(a)

$  219 $  254 $ 398 $ 395

制度資産の実際運用益：     

期末保有資産 11 16 (1) 30

期中の売却資産 - - 6 13

取得、売却及び清算-純額 20 (19) (18) (21)

為替レートの変動 4 (33) (61) (19)

期末公正価値 $  254 $  219 $ 324 $ 398

(a)　当社は2016年1月1日より新会計基準を適用しており、実務的な簡便法として一株当たり純資産（または、その相当額）を用いて公正価値

を測定した2016年度及び2015年度の特定の投資を、上記の公正価値ヒエラルキーの表の中でレベル1，2、3として分類していないが、合

計額には含めている。したがって、当期の表示に合わせるために過年度の年金資産の分類表を組替えている。

 

公正価値の単一の見積りは、将来の事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断を伴うとともに、見積りや仮定に

強く依存する。当社の見積公正価値の算出に係る一般的な会計方針については、注記1Eを参照。見積り及び仮定に

関連するリスクについては、注記1C参照。

 

持分証券、固定利付債及びその他の投資は、それぞれ合同運用ファンドに合算される場合がある。大半の合同運用

ファンドは年度末の純資産価値報告額に基づいたファンドの持分を反映するように評価している。当社は、パート

ナーシップ及びその他の投資を、年度末の純資産価値報告額（または、その相当額）に基づいて評価しており、決

算日のズレ（最大3ヶ月）を適切に調整している。

 

退職給付制度及び退職後給付制度の制度資産の公正価値の見積りに使用した方法及び仮定は下記のとおりである。

・現金及び現金同等物：レベル１の投資は、現金、現金同等物及び為替相場で評価された外国通貨を含む場合があ

る。レベル２の投資は、ファンド管理会社が安定した純資産価値で価格付けする合同運用ファンドである短期投

資ファンドを含む場合がある。

・持分証券：レベル１の投資は、取引されている主要なマーケットで報告される終値または最終取引価格で評価さ

れる個別の証券を含む場合がある。レベル１及びレベル２の投資は、取引所相場価格または活発な市場における

原証券の相場価格から算定した公表純資産価値に基づいて、公正価値が容易に測定可能な合同運用ファンドを含

む場合がある。レベル３の投資は、非上場、上場廃止、取引停止、または流動性のない個別の証券を含む場合が

あり、一般的には入手可能な最終価格で評価する。

・固定利付債：レベル１の投資は、取引されている主要なマーケットで報告される終値または最終取引価格で評価

される個別の証券を含む場合がある。レベル２の投資は、原証券の観察可能な価格に基づいて公正価値が容易に

測定可能な合同運用ファンドを含む場合がある。レベル２の投資は、ビッド評価プライシングモデルまたは類似

した特徴を持つ債券の取引価格を用いて評価する、社債、国債及び政府機関債、並びにその他の固定利付証券を

含む場合がある。レベル３の投資は、観察可能でないインプットを織り込む独自のプライシングモデルを使用す

る投資マネジャーまたはブローカーのような代替的プライシング・ソースを用いて評価する債券を含む場合があ

る。

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

286/408



・その他の投資：レベル１の投資は、取引されている主要なマーケットで報告される終値または最終取引価格で評

価される個別の証券を含む場合がある。レベル２の投資は、利付預金、米国債及び社債に投資している保険契約

を含む場合がある。

 

リスク及びエクスポージャーを管理するため、特定の投資は、株式または債券先物、スワップ、オプション及び通

貨先物または為替予約等のデリバティブを含むことが承認されている。
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給付制度の長期目標の投資配分の範囲、及び給付制度資産の公正価値の割合は以下のとおりである。

 （単位：パーセント）

 12月31日現在

 

 

目標投資配分率  制度資産の割合

2016年  2016年 2015年

米国適格年金制度：     

現金及び現金同等物 0-10%  5.3% 3.6%

持分証券 35-55%  40.1% 40.2%

債券 30-55%  34.9% 35.0%

その他の投資
(a)

5-17.5%  19.7% 21.2%

合計 100%  100% 100%

海外年金制度：     

現金及び現金同等物 0-10%  5.7% 2.6%

持分証券 25-50%  34.7% 39.2%

債券 30-55%  40.2% 38.8%

その他の投資 10-30%  19.4% 19.4%

合計 100%  100% 100%

米国退職後給付制度：     

現金及び現金同等物 0-5%  - 1.0%

持分証券 -  - 12.8%

債券 -  - 11.2%

その他の投資 95-100%  100% 75.0%

合計 100%  100% 100%

（a） 2016年度のその他の投資における年金資産の割合（実績）には、2009年にファイザー社がワイス社を買収する前からワイス社が締結し

ていた確定給付制度の特定の対象者のためのグループ固定年金保険契約235百万ドル（2015年度は259百万ドル）及び、主に上場持分証

券を保有する投資事業組合への投資144百万ドル（2015年度は129百万ドル）が含まれている。

 

海外制度資産は、長期にわたる純期間給付費用と現金拠出を最小化しつつ、将来の給付債務の支払いを可能とする

利益を生み出すことを目的として運用されている。当社は制度資産を管理するにあたり、長期的な投資配分範囲を

使用している。当社の長期的な収益予測は、過去の経験、ポートフォリオの多様性やアクティブ・ポートフォリ

オ・マネジメントによる影響、並びに現在及び将来の経済及び株式市場の状況に対する当社の視点を織り込んだ、

多角的かつ国際的な投資戦略に基づき、精緻化されている。

 

当社の長期的な投資配分範囲は各年金制度の長期給付債務の状況の範囲内において、当社の資産区分ごとの期待運

用収益及び投資リスクに対する許容誤差を反映している。当該投資配分範囲は資産区分ごとの過去の投資実績と期

待運用収益のほか、ボラティリティ、各制度資産区分間の相関関係、及び当社の債務状況等を総合的に勘案した分

析により決定される。

 

年金制度資産の投資全体に対する責任を負う各社の委員会または理事会が各年金制度を監督している。投資方針及

び関連する配分目標を決定する際に、各委員会または理事会は、多岐にわたる要因を検討する。当社の各海外年金

制度の資産配分目標は、関連する理事会または委員会が独自に設定している。海外年金制度の資産配分範囲目標

は、当該制度のすべての目標配分を合算したものを反映しており、各制度の配分目標が一般的に収まる範囲を示し

ている。

 

合同運用ファンド及び非公開株式ファンドの投資管理者は、デリバティブへ投資することがそれぞれの投資管理契

約において容認されている。
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E．キャッシュ・フロー

当社は、従業員の退職給付に係る法令及び地方税法に基づく最低限の要求水準を満たすのに十分な金額を適格年金

制度に積み立てている。

 

当社の給付制度に関する予測将来キャッシュ・フローは以下のとおりである。

 （単位：百万ドル）

 年金制度   

 

米国

（適格）

米国補足的

（非適格） 海外  退職後給付制度

予想される当社拠出額：      

　 2017年
（a）

$    1,160 $     152 $     175  $      179

予想給付支払額：      

　2017年 $    1,519 $     152 $     331  $      186

　2018年 1,058 128 333  196

　2019年 947 118 335  198

　2020年 952 119 350  197

　2021年 930 112 356  196

　2022 - 2026年 4,391 503 1,867  919

(a) 2017年1月に、10億ドルの任意拠出金が米国適格年金制度に支払われた。当該拠出金は、将来予想される強制拠出金の前払いと考えられて

おり、年金給付保証会社の変動保険料の削減効果も期待される。

 

上表は、給付債務の計算に使用されている現在の数理計算上の仮定のもとで、制度資産または一般資産から支払わ

れることが予定されている米国及び海外の制度給付を表している。そのため、実際の支給額は給付見込額と異なる

場合がある。

 

F．確定拠出制度

当社は米国やその他複数の国において、確定拠出制度を有している。米国の確定拠出制度の大半については、従業

員は当該制度へ給与や賞与の一部を拠出し、当社は従業員拠出額の一部を、現金により拠出している。2011年１月

１日以降は、米国またはプエルトリコの新規雇用の非組合従業員、再雇用者、及び転勤者に対しては確定給付年金

制度を廃止し、代わりに確定拠出年金制度の下で退職貯蓄拠出制度を提供している。退職貯蓄拠出制度とは、各従

業員の適格賃金、年齢、及び勤務期間に基づいて決定される、従業員非拠出の雇用主による年次拠出（すなわち、

従業員の拠出に依存しない）である。2018年１月１日からは、米国及びプエルトリコの確定給付制度に参加してい

るすべての非組合従業員は、確定拠出制度の下で、退職貯蓄掛金を受け取ることになる。当社は確定拠出制度に関

連する費用を2016年度に317百万ドル、2015年度に287百万ドル、2014年度に278百万ドルを計上した。

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

289/408



注記12　資本

A．普通株式

当社は状況及びワラント価格に応じて、相対取引または公開市場取引により当社普通株式を購入している。当社の

取締役会の承認を得た各自己株式買戻しプランの下で買い戻された株式は全社的な目的のために利用される。2013

年６月27日、当社は追加で100億ドルの自己株式買戻しプランが取締役会により承認されたことを公表し、2015年

度第１四半期に終了した。2014年10月23日、当社は追加で110億ドルの自己株式買戻しプラン（2014年10月度自己

株式取得プラン）が取締役会により承認されたことを公表し、2015年１月にそれに従って株式取得を開始した。

2015年12月、取締役会は新たに110億ドルの長期間にわたる自社株購入の計画を承認した。

 

2016年３月８日、当社はゴールドマン・サックス社と当社普通株式50億ドル相当を買戻す加速型自社株買い契約を

締結した。契約条件に従い、2016年３月10日に、当社はゴールドマン・サックス社に50億ドルを支払い、ゴールド

マン・サックス社から当社普通株式約136百万株を初回受渡しとして受領した。当該株式は、2016年３月８日の

ニューヨーク証券取引所の当社普通株式の終値29.36ドルに基づいており、加速型自社株買い契約の想定金額の約

80％に相当する。2016年６月20日、ゴールドマン・サックス社との加速型自社株買い契約は完了し、契約条件に従

い、ゴールドマン・サックス社は当社に対して特定の株数のファイザー社普通株式を受け渡す義務を負うことに

なった。当該契約の決済条件に従い、当社はゴールドマン・サックス社から当社普通株式18百万株を追加で受領し

た。加速型自社株買い契約において受渡しを受けたすべての株式に対して支払った平均価格は、１株当たり32.38

ドルであった。受領した普通株式は、自己株式に含まれている。当該契約は、当社が以前公表した自社株買い承認

に基づいて行われたものである。

 

2015年２月９日、当社はゴールドマン・サックス社と当社普通株式を買戻す加速型自社株買い契約を締結した。こ

の契約は当社が以前公表した自社株買い承認に従って締結された。契約の条項に準拠して、2015年２月11日、当社

はゴールドマン・サックス社に50億ドルを支払い、ゴールドマン・サックス社から当社の普通株式約151百万株を

取得した。2015年７月２日、ゴールドマン・サックス社との加速型自社株買戻し契約は終了した。その結果、契約

の条項に基づいて、当社は一定数のファイザー社の普通株式または同価値のドル貨をゴールドマン・サックス社に

支払う義務を負った。契約の清算条項に準拠して、当社は現金でこの金額を支払うことを選択し、2015年７月13日

にゴールドマン・サックス社に160百万ドルを追加で支払い、結果としてゴールドマン・サックス社に合計約52億

ドルを支払った。最終的に加速型自社株買戻し契約に基づき取得した株式の平均価格は、一株当たり34.13ドルで

あった。

 

以下の表は、加速型自社株買戻し契約を含む、当社が公表した自社株購入計画に基づき、購入された当社の普通株

式数及び購入価格である。

（単位：百万株、十億ドル） 2016年
（a）

2015年
（b） 2014年

購入された普通株式数 154 182 165

購入価格 $ 5.0 $ 6.2 $ 5.0

（a）2016年3月8日に締結した加速型自社株買戻し契約に従い購入し、決済時に受領した株式を表している。詳細については上記参照。

 (b) 2015年2月9日に締結した加速型自社株買戻し契約（詳細については上記参照）に準拠して52億ドルで購入された約151百万株及び2015年

度末までに取得したその他の自社株を含む。

 

2016年12月31日現在、当社の残存株式取得承認額は約114億ドルである。
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2017年２月２日、当社はシティバンク社と当社普通株式50億ドル相当を買戻す加速型自社株買い契約を締結した。

当該契約は、当社が以前公表した自社株買い承認に従って締結された。詳細については、注記19を参照。

 

B．優先株式

A種転換権付永久優先株式は従業員持株制度（以下、「優先ESOP」とする）の信託により保有されており、6.25％

の配当が累積し四半期毎に支払われる。一株当たり表示価額は40,300ドルであり、配当及び清算配当に係る権利に

ついて、普通株式よりも優先する。いずれの株式も保有者の権利として、2,574.87株の、同数の議決権が付与され

た当社普通株式に転換可能である。転換権は当社普通株式を指標としており、株式による決済が要求されるため、

当社普通株式の発行日時点の公正価値により評価される。当社は常時または優先ESOPの廃止時に、優先株式を現

金、普通株式またはそれらの組み合わせにより、一株当たり40,300ドルで買い戻すことが可能である。

 
C．従業員持株制度

当社は二つの従業員持株制度（以下、併せて「ESOPs」とする）を有する。一つは優先ESOPであり、もう一つは当

社の普通株式を保有する（以下、「普通ESOP」とする）。

 

普通ESOPにより保有されている普通株式は、配当の再投資を含め、一株当たり利益の算定上発行済株式とみなし、

優先ESOPにより保有されている優先株式は希薄化後一株当たり利益算定上転換が実行されたものとみなす。2016年

12月31日時点で、優先ESOPは優先株式を保有しており、約1百万株の当社普通株式へ転換可能である。また普通

ESOPは約55百万株の当社普通株式を保有している。2016年12月31日時点で、ESOPsにより保有されているすべての

優先株式及び普通株式は米国ファイザー社の確定拠出制度の加入者へ割り当てられている。普通ESOPに係る報酬費

用は、2016年度において9百万ドル、2015年度において８百万ドル及び2014年度において133百万ドルである。2015

年より以前は、ファイザー社のマッチング拠出は主に普通ESOPに投資されていた。2015年1月から、従業員の自己

拠出の投資指示に基づきマッチング拠出も投資されるようになった。この結果、2015年度及び2016年度の普通ESOP

に関連する報酬費用はかなり減少した。
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注記13　株式に基づく報酬の支払

当社の報酬制度は株式に基づく支払を含んでいる。報酬価値は、優良な調査データにおける類似する従業員、また

は報酬決定目的で利用する同業他社グループに基づく公正価値を参考にして決定しており、報酬委員会が決定す

る、RSU（条件付株式）、PPS（ポートフォリオ・パフォーマンス株式）、TSRU（株主投資収益ユニット）、ストッ

ク・オプション、PSA（業績連動株式報酬）、及び制限付付与の各形式の長期インセンティブ・ビークルに配分さ

れる。

 

2004年度ストックプランを改訂及び修正し、2014年度ストックプランに差し替えた。2014年４月24日現在での2004

年度プランにおける残余付与可能な株式（繰越株式）に加えて、2014度プランは、付与することが承認された交付

株式520百万株を提供する。さらに、2014年度プランの規定で、36カ月の間に個人に付与されるストック・オプ

ション、株価上昇受益権（SAR）（TSRUとして知られている）、RSUまたは他の業績連動型報酬の数が20百万株に制

限される。また、2014年度プランの下での利用可能な株式の上限に対して、ストック・オプションとTSRUが１単位

当たり１株であるのに対し、RSU、PPS、PSA及び制限付付与については1単位当たり3株と数えられる。2004年度プ

ランの規定では、36カ月の間に個人に付与されるストック・オプション、TSRUまたは他の業績連動型報酬の数は8

百万株に制限され、また、ストック・オプションとTSRUが１単位当たり１株であるのに対し、RSU、PPS、PSA及び

制限付付与については1単位当たり2株と数えられていた。2016年12月31日時点で、391百万株が報酬として利用可

能である。

 
要求されてはいないものの、当社はこれらのプランの下での責務を果たすべく、授権株式数内の未発行の株式、及

び規模はこれより小さくなるが自己株式による給付を行っている。

 

当社は、2016年度第４四半期に、2016年１月１日を適用日として新会計基準を適用した。詳細は注記1Bを参照。
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A．当期純利益に与える影響

株式報酬費用及びその税効果の構成は以下のとおりである（2013年度において非継続事業として報告されているも

のを含む）。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

条件付株式 $ 299 $ 306 $ 270

ポートフォリオ・パフォーマンス株式 135 147 96

株主投資収益ユニット 134 36 37

ストック・オプション 106 165 150

業績連動株式報酬 13 11 30

役員報酬 4 4 3

株式報酬費用計 691 669 586

株式報酬費用に係る税効果 (205) (198) (179)

株式報酬費用-税引後 $ 486 $ 471 $ 407

 
いずれの開示対象年度においても、棚卸資産の一部として資産計上された金額に重要性はなかった。

 
B．条件付株式（RSU）

RSUは、主要な従業員に対し発行され、また権利確定日にその保有者に規定数の当社普通株式を取得する権利を付

与するものであり、当該普通株式はRSUに対して支払われる配当同等物から生ずる普通株式を含んでいる。開示対

象年度において付与されたRSUについては、ほぼ例外なく、付与日から3年の継続勤務期間の経過後に権利確定す

る。

 
当社は、付与日におけるRSUの価値を付与日の当社普通株式の終値を用いて測定する。公正価値に基づく方法によ

り決定された評価額は、概して権利確定までの期間にわたり定額法で償却され、「売上原価」、「販売費、IT関連

費及び一般管理費」及び（または）「研究開発費」にそれぞれ適切に計上されている。

 
2016年度におけるすべてのRSUの状況の要約は以下のとおりである。

 
　　　　　　　株式数（千株）

　　一株当たり付与日現在

　　加重平均公正価値

2015年12月31日現在権利未確定残高 29,135 $31.53

付与 10,581 30.74

権利確定 (9,630) 27.41

配当同等物の再投資 1,093 32.56

喪失 (1,574) 32.18

2016年12月31日現在権利未確定残高 29,605 $32.59

 
すべてのRSUの状況に関連するデータは以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

権利確定分の公正価値合計 $　 293 $　 371 $　 401

権利未確定RSU報酬に係る未認識報酬費用-税引前 $　 262 $　 279 $　 255

RSU費用認識時までの加重平均予想期間（年） 1.7 1.8 1.8

 

EDINET提出書類

ファイザー・インク(E05856)

有価証券報告書

293/408



C．ストック・オプション

ストック・オプションとは、主要な従業員に対し発行され、また権利確定日にその保有者に規定数の当社普通株式

を、オプション付与日の当社普通株式の終値と同額の単位当たり価格で購入する権利を付与するものである。

 
2016年度より、ストック・オプションの付与を受けるのは、海外の限定された従業員のみとなった。いずれの開示

対象年度においても、上級経営陣及びその他の主要経営陣に付与されたストック・オプションはないが、特定のそ

の他の従業員には付与された。ほぼ例外なく、2005年以降に付与されたストック・オプションは付与日から３年の

継続勤務期間の経過後に権利確定し、10年間の権利行使期間を有する。たいていの場合、ストック・オプションは

権利確定する前に、付与日から少なくとも1年間保有されなければならない。事業の売却、工場の閉鎖または事業

再編の場合、状況によるが、従業員により保有されるオプションは即時に権利確定し、３ヶ月後から当該オプショ

ンの残余行使期間にわたり権利行使可能である。

 
当社は付与日における各ストック・オプションの価値を、ほぼすべての付与について、ブラック-ショールズ-マー

トン・オプション-プライシングモデルを用いて測定している。公正価値に基づく方法により決定された評価額

は、概して権利確定までの期間にわたり定額法で償却され、「売上原価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」

及び（または）「研究開発費」にそれぞれ適切に計上されている。

 

ストック・オプションの評価に用いている加重平均後の評価前提は、以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

予想配当率
（a）

3.85% 3.19% 3.18%

リスクフリーの利子率
（b） 1.55% 1.89% 1.94%

予想株価ボラティリティ
（c） 21.64% 18.34% 19.76%

権利行使までの予想期間（年）
（d） 6.75 6.75 6.50

(a) 予想権利行使期間内における一定の配当率により決定される。

(b) 米政府発行のゼロクーポン債の付与時点における推定利回りにより決定される。

(c) 過去のボラティリティを勘案した予想ボラティリティにより決定される。

(d) 権利行使及び権利確定後の過去の趨勢により決定される。
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2016年度におけるすべてのストック・オプションの状況の要約は以下のとおりである。

 

株式数

（千株）

一株当たり

加重平均行使価格

加重平均

残余行使期間

（年）

本源的価値合計

（百万ドル）
（a）

2015年12月31日現在未行使残高 232,554 $26.41   

付与 1,371 30.59   

権利行使 (42,550) 24.03   

喪失 (2,949) 33.18   

失効 (1,750) 28.55   

2016年12月31日現在未行使残高 186,676 26.86 5.7 $ 1,138

2016年12月31日現在

権利確定済または確定予定分
（b）

184,537 26.77 5.6 1,138

2016年12月31日現在

権利行使可能分 105,862 $21.85 4.1 $ 1,126

(a) 普通株式の現物市場価格から権利行使価格を控除したものである。

 (b) 権利確定予定オプション数は予想権利喪失分も考慮して算定している。

 
すべてのストック・オプションの状況に関連するデータは以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（百万ドル、但しストック・オプション単位当たり価値を除く） 2016年 2015年 2014年

付与日におけるストック・オプション単位当たり加重平均公正価値 $    3.89 $    4.30 $    4.40

行使時本源的価値合計 $     389 $     666 $     458

権利行使時の現金受取額 $   1,019 $   1,263 $   1,002

権利行使による税効果 $     112 $     187 $     131

権利未確定分に係る未認識報酬費用-税引前 $      58 $     159 $     147

ストック・オプション費用認識時までの加重平均予想期間（年） 1.1 1.8 1.8
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D．ポートフォリオ・パフォーマンス株式（PPS）

PPSは主要な従業員に付与されており、権利確定すると、パフォーマンス期間の終了時点において、所有者に当該

株式に対して支払われた配当同等物から生じた株式を含む、割当可能な範囲内の株式数の当社普通株式を受け取る

権利を与えるものである。開示対象年度において付与されたPPSについては、付与日から継続勤務期間３年経過後

に権利確定し、付与される株式数は、それが存在する場合、付与年度から５パフォーマンス期間における当社の長

期製品ポートフォリオに関連して事前に設定された目標の達成度合に応じて決定される。パフォーマンス期間にお

いて獲得される株式数は、当初付与数の０％から200％の範囲内で変動する。

 

当社は付与日におけるPPSの価値を、当社普通株式の終値を用いた本源的価値法を利用して算定している。その価

値は権利確定までの期間にわたり定額法で償却され、「売上原価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」及び

（または）「研究開発費」に計上されているほか、必要に応じて当社普通株式の価格の変更、想定獲得株式数の変

動、及び特別なパフォーマンス基準が成し遂げられるという経営者の見積りの変化、及び（または）見込権利確定

期間に関する経営者の見積りの変化を反映するために各開示事業年度において調整される。

 
2016年度におけるすべてのPPSの要約及び達成されるであろう最大の報酬は以下のとおりである。

 

株式数株式数

（千株）

一株当たり

加重平均本源的価値

2015年12月31日現在権利未確定残高 22,503 $　32.28

付与 8,059 30.59

権利確定
(a)

(6,900) 30.23

喪失 (1,396) 33.29

2016年12月31日現在権利未確定残高
(a)

22,266 $　32.48
(a) 2016年12月31日現在の権利確定分・未確定分の未行使かつ未交付の株式数は32,521株である。

 
すべてのPPSの状況に関連するデータは以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

権利確定分の公正価値合計 $ 118 $ 　60 $  　-

権利未確定PPS報酬に係る未認識報酬費用-税引前 $ 　93 $ 　102 $ 　139

PPS費用認識時までの加重平均予想期間（年） 1.8 1.7 1.8

 
E. 株主投資収益ユニット （TSRU）

TSRUは、上級経営陣及び主要経営陣に対して、また2016年度からは特定のその他の従業員に対しても付与される。

TSRUは保有者に対して、決定された清算価格と付与価格との差額に５年もしくは７年間の配当額の合計を加算した

金額に等しい価値の当社普通株式を受け取る権利を与えるものである。清算価格は、付与日から５年目または７年

目にあたる日に終了する20取引日の当社普通株式終値の平均値である。付与価格は付与日における当社普通株式の

終値である。TSRUは付与から５年目または７年目で自動的に清算されるが、重要な喪失のリスクがなくなる時期で

ある付与から３年目に権利確定する。

 

2016年10月26日に、報酬委員会は現在付与済のTSRU報酬の修正を承認し、2016年11月１日より適格退職者（勤続年

数10年以上かつ55歳以上）の保有者は自身が保有するTSRUが権利確定した際の行使、及びPTUへの転換が選択可能

となった。当該選択及び転換により受領する価値は、株価の変動（行使日までの直近20営業日の終値平均（選択価

格）から付与価格を控除した金額）に付与日以降の累積配当加算し、行使したTSRUの数を乗じることによって算定

される。当該価値を選択価格で除することによって、PTUの数量が算出される。PTUは、配当相当単位（DEU）を獲

得する権利があり、PTU及びDEUは、TSRUの当初の決済日（すなわち、付与日から５年目または７年目）にファイ

ザー社の普通株式で決済され、失効規定を含む、当初付与のすべての条件及び規定の影響を受ける。本修正は、上

級経営陣を含む従業員約2,900人に適用される。当該修正による追加費用はなかった。
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当社は付与日におけるTSRUの価値を、モンテカルロ・シミュレーションモデルを用いて測定している。公正価値に

基づく方法により決定された評価額は、概して権利確定までの期間にわたり定額法で償却され、「売上原価」、

「販売費、IT関連費及び一般管理費」及び（または）「研究開発費」のそれぞれに適切に計上されている。

　

TSRUの評価に用いた加重平均後の計算基礎は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

 2016年 2015年 2014年

予想配当率
（a）

3.85% 3.19% 3.18%

リスクフリーの利子率
（b）

1.31% 1.76% 1.78%

予想株価ボラティリティ
（c）

21.64% 18.41% 19.76%

契約期間（年） 5.12 5.91 5.97

(a) TSRUの予想権利行使期間内における一定の配当率により決定される。

(b) 米国政府発行のゼロクーポン債の付与時点における推定利回りにより決定される。

(c) 過去のボラティリティを勘案した予想ボラティリティにより決定される。

 
2016年度におけるすべてのTSRUの状況の要約は以下のとおりである。

 株式数（千株）

一株当たり付与日現

在加重平均公正価値

一株当たり加重平均

付与価格

2015年12月31日現在未確定残高 18,067 $ 　6.07 $ 　31.27

付与 53,467 5.83 30.59

権利確定 (6,440) 5.14 27.41

喪失 (3,087) 5.91 30.90

2016年12月31日現在未確定残高 62,007 $ 　5.97 $ 　31.10

 

2016年12月31日におけるTSRU及びPTUに関する情報の要約は以下のとおりである。
（a）（b）

 

TSRU

（千株）

PTU

（千株）

一株当たり加重平均

付与価格

加重平均

残余行使期間（年）

本源的価値合計

（百万ドル）

現在未行使のTSRU残高 81,413 - $ 29.15 3.5 $ 439

権利確定したTSRU 19,406 - 22.93 1.5 279

権利確定予定のTSRU 58,362 - 31.13 4.2 150

行使されPTUに転換されたTSRU - 120 $    - 0.2 $  4

(a) 2016年度において、当社は一株当たり18.95ドルの加重平均付与価格で4,442,865株を精算した。

(b) 2016年度において、一株当たり20.86ドルの加重平均付与価格でTSRU 237,246株が120,273株のPTUに転換された。

 

すべてのTSRUの状況に関連するデータは以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル、但しTSRU単位当たり価値を除く） 2016年 2015年 2014年

一単位当たり付与日現在加重平均公正価値 $　 5.83 $　 6.66 $　 6.51

権利未確定TSRU報酬に係る未認識報酬費用-税引前 $ 　164 $  　29 $  　30

TSRU費用認識時までの加重平均予想期間（年） 1.9 1.8 1.8
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F．業績連動株式報酬（PSA）

PSAは、上級経営陣及びその他の主要経営陣に対して付与されるものである。PSAは付与日から３年の継続勤務期間

の経過後に権利確定する。2016年度及び2015年度に付与された報酬に対して支払われる株式数（該当する場合、配

当同等物から生じている割り当て分を含む。）は、次に記載の予め設定された２つの業績目標によって決定され

る。（ⅰ）３事業年度の営業利益、及び（ⅱ）３年間の評価期間におけるNYSE ARCA製薬指数（DRG指数）と比較し

た場合の株主総利益（TSR）。2014年度に付与された報酬から支払われた株式数は、付与日の年度から3事業年度間

の、同業他社と比較したファイザー社のTSRに関連している、予め設定された業績目標によって決定される。パ

フォーマンス期間において獲得される株式数は、当初付与数の０％から200％の範囲内で変動する。

 

当社は付与日におけるPSAの価値を、当社普通株式の終値を利用した本源的価値法で測定している。価格は権利確

定までの期間にわたり定額法で償却され、「売上原価」、「販売費、IT関連費及び一般管理費」及び（または）

「研究開発費」にそれぞれ適切に計上されているほか、必要に応じて当社普通株式の価格の変更、想定獲得株式数

の変動、及び特別なパフォーマンス基準が成し遂げられるという経営者の見積りの変化を反映するために各開示事

業年度において調整される。

 
2016年度におけるすべてのPSAの状況の要約及び享受されるであろう最大の報酬に対応する付与株式は以下のとお

りである。

 
株式数（千株）

一株当たり加重平均

本源的価値

2015年12月31日現在権利未確定残高 3,871 $　 32.28

付与 1,900 30.59

権利確定 (289) 30.23

喪失 (936) 30.61

2016年12月31日現在権利未確定残高 4,546 $　 32.48

 
すべてのPSAの状況に関連するデータは以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

権利確定株式の公正価値合計 $　 9 $　 14 $　 39

権利未確定PSA報酬に係る未認識報酬費用-税引前 $　30 $　 24 $　 21

PSA費用認識時までの加重平均予想期間（年） 1.8 1.9 1.7
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注記14　普通株主に帰属する普通株式一株当たり利益

普通株式一株当たり利益の詳細な計算は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万円） 2016年 2015年 2014年

一株当たり利益計算の分子－希薄化前：    

継続事業利益 $ 7,229 $ 6,975 $ 9,119

減額：非支配持分に帰属する当期純利益 31 26 32

ファイザー社に帰属する継続事業利益 7,198 6,949 9,087

減額：優先株式に係る配当－税引後 1 1 1

ファイザー社普通株主に帰属する継続事業利益 7,197 6,948 9,086

非継続事業利益－税引後 17 11 48

減額：非支配持分に帰属する非継続事業利益

－税引後 - - -

ファイザー社普通株主に帰属する非継続事業利益

－税引後 17 11 48

ファイザー社普通株主に帰属する当期純利益 $ 7,214 $ 6,959 $ 9,134

一株当たり利益計算の分子－希薄化後：    

ファイザー社普通株主及び転換後普通株主に帰属

する継続事業利益 $ 7,197 $ 6,948 $ 9,087

ファイザー社普通株主及び転換後普通株主に帰属

する非継続事業利益－税引後 17 11 48

ファイザー社普通株主及び転換後普通株主に帰属

する当期純利益 $ 7,214 $ 6,960 $ 9,135

一株あたり利益計算の分母：    

加重平均発行済普通株式数－希薄化前 6,089 6,176 6,346

潜在普通株式－ストック・オプション、従業員報

酬制度、転換権付優先株式及び加速型自社株買い

契約により発行され得る株式
（a）

70 81 78

加重平均発行済普通株式数－希薄化後
（a）

6,159 6,257 6,424

従業員報酬制度により発行され得る当社普通株式

の市場平均価格を上回る行使価格を有するストッ

ク・オプション
（b）

63 50 44

(a) 2016年度の金額は2016年1月1日より適用している新会計基準を反映している。当該新会計基準は、買戻し可能な株式について自己株式方

式を適用する際の入金額に超過税務ベネフィットを含めないと規定している（注記1B参照）。

(b) これらの潜在普通株式は2016年、2015年及び2014年12月31日において存在しているが、希薄化効果がないため、各年度ともに希薄化後一

株当たり利益の算定には含めていない。
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注記15　リース契約

当社は、事業活動において使用する資産、設備をリースにより調達している。当該リース契約においては、リース

料に加えて、税金、保険料、維持費及びその他の運転費用を直接支払うケース、またはその他の運転費用が増加し

た場合には、さらに高額なリース料を支払うケースもある。再リースに係る収益を控除した後の支払リース料は、

2016年度292百万ドル、2015年度243百万ドル及び2014年度216百万ドルである。

 

解約不能なオペレーティング・リース取引について、今後最低限支払わなければならないリース料は以下のとおり

である。

（単位：百万ドル） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2021年以後

リース料 $ 　220 $ 　188 $　163 $ 138 $ 　125 $　 967
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注記16 保険

当社の付保状況は、付保時における市場動向（費用と利用可能性を含む）により、保険による補償を得るか、また

は、自家保険により対応するか決定される。保険に係る費用、利用可能性、及び内包されるリスクの性質次第で、

自家保険の金額に重要性が生じる可能性がある。当社は、付保の費用と利用可能性を考慮し、製造物責任を含む一

定のエクスポージャーに対し自家保険にて対応することを決定している。当社が、付保されていない、または保険

の補償範囲や付保を超える多額の債務を被る場合、当該金額が支払われた及び（または）発生した期間において、

当社のキャッシュ・フローまたは業績に重要な影響が生じる可能性がある（注記17参照）。

 
注記17 契約債務及び偶発事象

 

当社及び当社の一部の子会社は、通常の事業の過程において生じる多数の訴訟の対象となっている。当社の税金

に係る偶発事象については、連結財務書類の注記5Dを参照のこと。

 

A. 訴訟

 

当社の税金以外に係る偶発事象には、以下が含まれるがこれらに限定されない。

 

・　様々な製品、製法または投与形態に関する特許の保護範囲及び／または有効性に対する申立てに関わる特

許訴訟。当社は、これらほとんどの訴訟において原告となっている。当社が原告である訴訟の不利な結果

は、薬剤に対する特許保護を喪失させ、当該薬剤からの収益が大幅に減少し、又は関連資産価値の減損を

招くおそれがある。

・　人身傷害、消費者、FDA認可外の販売促進、証券、独占禁止法及び契約違反を含む、製造物責任及びその

他の製品関連訴訟は、とりわけ医学的因果関係、ラベル警告及び当該警告への依存、科学的証拠及び発

見、実際に立証可能な被害、並びにその他の事項に関連する極めて複雑な問題を伴う場合が多い。

・　合併関連及び製品価格設定に関する申立て、並びに環境に関する申立て及び法的手続きを含む、商事及び

その他の事項は、案件ごとに異なる複雑性を伴う可能性がある。

・　米国及びその他の国々における国、州及び地方の政府機関による医薬品会社への広範囲にわたる規制に関

連した政府調査。

 

これらの一部の偶発事象により、損害賠償、罰金及び／もしくは民事罰、並びに／または刑事責任を含む、多大

な損失が生じる可能性がある。

 

当社は、これらの問題における当社の主張及び防御は十分であると考えているが、訴訟は本質的に予測不可能で

あり、厳しい評決が下される。当社は、その諸問題のいずれによっても、当社の財政状態に著しく不利な影響が及

ぶとは考えていない。しかしながら、当社は、判決を受け、和解に合意し、または特定の事項の判決に対する当社

の予想を修正する可能性があり、その進展が、未払計上を行った期間の経営成績、及び／または支払いを行った期

間のキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

当社は、発生が想定されかつ合理的に見積もり可能な損失について、未払計上を行っている。当社の偶発事象の

実質上全てが、重要な不確実性にさらされるため、損失の可能性及び／または損失の測定の判断は複雑となる。し

たがって、未払計上額を超える潜在的損失の範囲を見積もることは不可能である。当社の評価は、経営陣が合理的

であるとみなした見積もり及び仮定に基づいているが、評価の過程は、不完全または不正確と判明する可能性のあ

る見積もり及び仮定に大きく依存している。また、予想外の事象及び状況が生じ、当社は、それらの見積もり及び

仮定を変更せざるを得なくなる可能性がある。

 

法律及び環境に関する偶発事象に対して計上した金額は、将来の事象及び不確実性に関する一連の複雑な判断に

よるものであり、見積もり及び仮定に大きく依存している。
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当社が当事者となっている係属中の重要な案件は、下記のとおりである。係属中の案件が重要な案件か否かを判

断するにあたり、当社は、特に損害賠償及び他の救済措置が特定された場合、法的手続きにおいて求められる損害

賠償金額及びその他の救済措置の性質、申立ての法的根拠及び当社の抗弁が容れられる見込に対する見解、訴訟が

クラスアクションであるもしくはそれを意図するものであるか否か及び認証されていない場合、裁判所がクラスを

認証する見込みについての当社の見解、法的手続きが係属中である法域、当社または当社の知る限りにおいて他社

が行っている類似した法的手続きの実績、当社の財務諸表の読者が入手可能な情報を全て考慮した上で、訴訟の開

示が当社の財務諸表に関する読者の判断を変えるか否かを含め、訴訟の開示が当社の財務諸表の読者にとって重要

であるか、当社の評判に対する法的手続きの潜在的影響、並びに案件に対する一般の関心の程度といった、重要性

評価のための定量的及び定性的要因の両方を考慮する。さらに、当社は、当社が原告である特許案件について、特

に特許保護されている製品の財務的重要性を考慮する。重要な案件を判断するにあたり定性的要因を考慮した結

果、下記のような案件があるが、経営陣は、未払計上額を超える潜在的損失の可能性はほとんどないと考えてい

る。

 

A1.　訴訟 - 特許訴訟

 

当社は、他の医薬品メーカーと同様に、下記を含むがそれに限定されない当社の特許に関する多数の訴訟に関与

している。その訴訟の大半は、当社の製品、製法または剤型を対象とする特許が無効である及び／またはジェネ

リック医薬品メーカーの製品を対象としていないという、ジェネリック医薬品メーカーによる申立てに関するもの

である。また、様々な個別の訴訟に加え、一部の製品に関する特許権の請求事項または特許権を行使しようとする

試みが不正競争及び／または独占禁止法に違反していると主張して、反訴も提起されている。下記の多数の当社の

製品について、米国における特許に対する申立てのみならず、その他様々な国においても、当社の一部製品に対す

る特許権について、訴訟が提起されている。当社は、様々な法域において、他の特許損害賠償訴訟の当事者でもあ

り、これによりジェネリック医薬品メーカー、支払人、政府又はその他当事者が、ジェネリック医薬品業界への参

入が遅れたとして、当社に損害賠償を求めている。さらに、当社のライセンス及び提携パートナーは、その製品を

対象とする特許について、ジェネリック医薬品メーカーによる申立てに直面し、当該製品に対する当社のライセン

スまたは共同販促権に影響を与える可能性がある。当社はまた、１乃至複数の第三者が当社の商業上またはその他

活動によりその特許権が侵害されていると申立て、賠償請求及び/又は差止めによる救済を求めている特許訴訟の

対象である。例えば、当社の子会社であるホスピーラはジェネリック医薬品及びバイオシミラー製品を市場に出そ

うとする努力に関して、特許権及び特許関連の紛争に関与している。仮に市販されている当社の医薬品の１つが第

三者の有効な特許権を侵害していると判明した場合、かかる第三者はかなりの金額の損害賠償が認められる可能

性、又は当社はかかる製品をその後販売ができなくなる可能性がある。当社又は当社の子会社の１つ（ホスピーラ

など）が第三者の有効な特許権を故意に侵害したと判明した場合、かかる損害賠償は３倍にも跳ね上がる可能性が

ある。

 

当社が原告となっている訴訟

 

ボシュリフ（ボスチニブ）

 

2016年12月、ワイスLLC、ワイス・ファーマシューティカル・インク及びPF Prism C. V. （以下、総称して「ワ

イス」という。）は、アレンビック・ファーマシューティカル・リミテッド及びアレンビック・ファーマシュー

ティカル・インク（以下、総称して「アレンビック」という。）、サン・ファーマシューティカル・インダスト

リーズ・インク及びサン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド（以下、総称して「サン」と

いう。）に対して、ボスチニブのジェネリック版の販売認可を求めて、アレンビックとサンがそれぞれFDAに提出

した新薬簡略承認申請に関連して、デラウェア州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。アレンビック及びサ

ンの両社は、ボスチニブの多形相及び慢性骨髄性白血病の治療を対象とし2026年に失効する特許について、異議申

立てを行っている。
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エピペン

 

2011年に当社が取得し現在完全子会社となっているキング・ファーマシューティカルズ・インク（以下「キング

社」という。）は、ノバルティス・AGの一部門であるサンド・インク（以下「サンド社」という。）が、エピネフ

リン注射剤の販売認可を求めて、FDAに提出した新薬簡略承認申請に関連して、2010年7月、サンド社に対し、

ニュージャージー州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。サンド社は、エピペンというブランド名で販売さ

れているエピネフリンと共に使用する次世代自己注射器を対象とし、2025年に失効する特許について、異議申立て

を行っている。

 

フレクター・パッチ（ジクロフェナク）

 

2015年10月、ファイザーのフレクター・パッチ製品を対象とする特許の所有者（帝國製薬株式会社及びAltergon

SA）は、新薬承認申請の所有者（IBSA Institut Biochemique SA）と共に、Actavis Laboratories UT, Inc.に対

して、2019年の特許失効前におけるフレクター・パッチのジェネリック版の販売認可を求めて、FDAにActavis

Laboratories UT, Inc.が提出した新薬簡略承認申請に関連して、デラウェア州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を

提起した。2016年8月、ファイザーの子会社である、アルファーマ・ファーマシューティカルズLLCが訴訟の原告に

加わった。

 

プレセデックス・プレミックス

 

2014年6月、Ben Venueラボラトリーズ・インク（以下「Ben Venue社」という。）は当社の子会社であるホス

ピーラに、ホスピーラのプレミックス型プレセデックスのジェネリック版の販売認可を求めて、FDAに新薬簡略承

認申請を提出したことを通知した。これには集中治療室におけるプレセデックスの使用に関する特許（2019年3月

に失効する。）が無効である又は侵害されていないとの主張を含んでいる。2014年8月、ホスピーラ及びオリオ

ン・コーポレーション（訴訟対象である特許の共有者）は、Ben Venue社、Hikma ファーマシューティカルPLC (以

下「Hikma」という。)及び West-Wardファーマシューティカル・コーポレーションに対して、訴訟対象の特許の有

効性及び侵害を主張して、デラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。2014年10月、ユーロヘルス・インター

ナショナル・サールがBen Venue社及びHikmaに代わった。2016年6月、本件はファイザーにとり重要ではない条件

で和解した。

 

2015年6月、アムニール・ファーマシューティカルズLLC（以下「アムニール社」という。）はホスピーラに、ホ

スピーラのプレミックス型プレセデックスのジェネリック版の販売認可を求めて、FDAに新薬簡略承認申請を提出

したことを通知した。これにはプレセデックスのプレミックスの製剤及び使用に関する4件の特許（全て2032年に

失効する。）は無効である又は侵害されていないとの主張を含んでいる。2015年8月、ホスピーラはアムニール社

に対して訴訟の対象である特許の有効性及び侵害を主張して、デラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。

 

2015年12月、フレゼニウスKabi USA LLC（以下「フレゼニウス社」という。）はホスピーラに、ホスピーラのプ

レミックス型プレセデックスのジェネリック版の販売認可を求めて、FDAに新薬簡略承認申請を提出したことを通

知した。これにはプレセデックスのプレミックスの製剤及び使用に関する4件の特許（全て2032年に失効する。）

は無効又は侵害されていないとの主張を含んでいる。2016年1月、ホスピーラはフレゼニウス社に対して訴訟の対

象である特許の有効性及び侵害を主張して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。

 

2016年8月、パー・ステライル・プロダクツLLC（以下「パー社」という。）はホスピーラに、ホスピーラのプレ

ミックス型プレセデックスのジェネリック版の販売認可を求めて、FDAに新薬簡略承認申請を提出したことを通知

した。これにはプレセデックスのプレミックスの製剤及び使用に関する4件の特許（全て2032年に失効する。）は

無効である又は侵害されていないとの主張を含んでいる。2016年9月、ホスピーラはパー社に対して訴訟対象の特

許の有効性及び侵害を主張してデラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。2016年12月、本件はホスピーラの

アムニール社（全ての控訴を含む。）に対する訴訟の判決が出るまでの間、停止した。
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トビエース（フェソテロジン）

 

当社は、Toviazに関連する特許を所有するUCB Pharma GmbH（以下、「UCB」という。）より、全世界でToviazを

販売する独占権を取得している。

 

2013年5月より、ジェネリック医薬品メーカー数社は、ジェネリック版Toviazの販売認可を求めて、またFDAの治

療的同等性評価のある承認医薬品リスト（一般的に「オレンジブック」という。）に記載されているToviazについ

て当社保有の全特許の無効、権利行使不能及び／または非侵害を主張して、FDAに新薬簡略承認申請を提出したこ

とを当社に通知した。2013年6月より、当社は、当該ジェネリック医薬品メーカー全社に対し、Toviazに関する5件

の特許の侵害を主張して、デラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。5件の特許のうち3件は2019年に失効す

る組成物特許であり、1件が同じく2019年に失効する方法特許、1件が2022年に失効するフェソテロジン塩を対象と

する特許である。2015年6月及び7月に当社はジェネリック医薬品メーカーの被告のうち4社と和解した。残りの４

被告に関する審理は2015年7月に開かれた。2016年4月、地方裁判所は訴訟の対象である特許は有効で侵害されてい

ると支持した。この判決に対する被告の控訴期限は2016年6月に失効した。

 

2014年12月、マイラン・ファーマシューティカル・インク（以下「マイラン・ファーマシューティカル」とい

う。）は、トビエースのジェネリック版の販売認可を求めて、またオレンジブックに記載されているトビエースに

ついて当社が保有する全特許の無効、権利行使不能及び／または非侵害を主張して、FDAに新薬簡略承認申請を提

出したことを当社に通知した。2015年1月、当社は、マイラン・ファーマシューティカルに対し、トビエースに関

する5件の特許の侵害を主張して、デラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。5件の特許のうち3件は2019年

に失効する組成物特許であり、1件が同じく2019年に失効する用途特許、1件が2022年に失効するフェソテロジン塩

を対象とする特許である。2017年1月、地方裁判所は訴訟の対象である5件の特許は有効で侵害されているとの判決

を下した。

 

タイガシル（チゲサイクリン）

 

2014年11月、マイラン・ラボラトリーズ・リミテッド（旧、Agilaスぺシャリティーズ・プライベート・リミ

テッド）（以下「マイラン・ラボラトリーズ社」という。）は、ジェネリック版タイガシルの販売認可を求めて、

FDAに新薬簡略承認申請を提出したことを当社に通知した。マイラン・ラボラトリーズ社は、タイガシルの多形体

に関する特許（2030年に失効する。）及びタイガシルの製剤特許（2029年に失効する。）の無効及び非侵害を主張

している。同社は、組成物特許については申立てを行っていない。2015年1月、当社は、マイラン・ラボラトリー

ズ社に対し、タイガシルの多形体に関する特許及び製剤特許の有効性及び侵害を主張し、デラウェア州連邦地方裁

判所に訴訟を提起した。2016年12月、当社はマイラン・ラボラトリーズ社に対する請求をファイザーにとり重要で

ない条件で和解し、訴訟は取り下げられた。

 

さらに、2015年9月及び2015年12月、当社はマイラン・ラボラトリーズ社及びアコード・ヘルスケア・インク

（以下「アコード社」という。）がそれぞれ、チゲサイクリン注射剤のために提出したSection 505(b)(2)新薬承

認申請の通知を受領した。マイラン・ラボラトリーズ社及びアコード社は、タイガシルの多形体に関する特許及び

2028年及び2029年にそれぞれ失効する2件のタイガシルの製剤特許の無効及び非侵害を主張する。2015年10月、当

社は、マイラン・ラボラトリーズ社に対し、訴訟の対象である特許の有効性及び侵害を主張し、デラウェア州連邦

地方裁判所及びウェスト・バージニア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。2016年12月、当社はマイラン・ラボラ

トリーズ社に対する請求をファイザーにとり重要でない条件で和解し、マイラン・ラボラトリーズ社に対する訴訟

を取り下げた。

2016年2月、当社は、アコード社に対し、訴訟の対象である特許の有効性及び侵害を主張し、デラウェア州連邦

地方裁判所及びノースカロライナ州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。2017年2月、当社はアコード社に

対する請求をファイザーにとり重要でない条件で和解し、アコード社に対する訴訟を取り下げた。
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ゼルヤンツ（トファシチニブ）

 

2017年2月、当社は、マイクロラブUSAインク及びマイクロラブ・リミテッド（以下、総称して「マイクロラブ

社」という。）に対し、トファシチニブ5ミリグラム錠のジェネリック版の販売認可を求める新薬簡略承認申請に

おいてマイクロラブ社による異議申立てのあった3件の特許につき、その侵害及び有効性を主張して、デラウェア

州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。訴訟の対象である3件の特許のうち、1件目は有効成分を対象とし

2020年12月に失効し、2件目はトファシチニブの光学異性体を対象とし2022年に失効し、3件目はトファシチニブの

多形相を対象とし2023年に失効する。2020年12月に失効するゼルヤンツのその他3つの特許は、マイクロラブ社に

よる異議申立てを受けていない。

 

これとは別に、2017年2月にも当社はサン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッドに対し、

2023年に失効するトファシチニブの多形相を対象とする当社特許の侵害及び有効性を主張して、デラウェア州連邦

地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。この特許は、トファシチニブ11ミリグラム徐放錠のジェネリック版の販売

認可を求める新薬簡略承認申請において、サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッドにより

異議申立てを受けていた。

 

イクスタンジ（エンザルタミド）

 

2016年12月、メディベーション及びメディベーション・プロステート・セラプーティクス・インク（以下、総称

して「メディベーション・グループ」という。）、アステラス・ファーマ・インク、アステラスUS LLC及びアステ

ラス・ファーマUSインク（以下、総称して「アステラス」という。）並びにカリフォルニア大学理事は、アクタビ

ス・ラボラトリーズFLインク及びアクタビスLLC（以下、総称して「アクタビス」という。）及びザイダス・

ファーマシューティカル(USA)インク及びカディラ・ヘルスケア・リミテッド（以下、総称して「ザイダス」とい

う。）並びにアポテックス・インク及びアポテックス・コーポレーション（以下、総称して「アポテックス」とい

う。）に対し、これらの会社それぞれによるエンザルタミドのジェネリック版の販売認可のためにFDAに提出され

た新薬簡略承認申請に関連して、デラウェア州連邦地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。当該ジェネリック薬製

造業者は、エンザルタミド及び前立腺がんの治療を対象とする早ければ2026年に失効する特許に異議を申立ててい

る。

 

当社の共同/ライセンス・パートナーが関与する訴訟

 

ネキシウム24HR（エソメプラゾール）

 

当社は、アストラゼネカPLC（以下「アストラゼネカ社」という。）より、米国においてネキシウムのOTC（一般

医薬品）版（以下「ネキシウム24HR」という。）を販売する独占権を有している。2014年10月より、アクタビス・

ラボラトリーズ・FL・インク、その後Andrx Labs LLC（以下「Andrx社」という。）、Perrigo Company plc（以下

「Perrigo社」という。）、ルピン・リミテッド及び2015年10月にDr. Reddy's Laboratories, Inc. & Ltd. (以下

「Dr. Reddy's」という。)は、オレンジブック（医薬品品質情報集）に記載されているネキシウム24HRに関するア

ストラゼネカ社の1以上の特許が失効する前に、ジェネリック版ネキシウム24HRの販売認可を求めて、FDAに新薬簡

略承認申請を提出したことを当社に通知した。2014年11月から2015年11月まで、アストラゼネカ社は、アクタビ

ス・ラボラトリーズ・FL・インク、Andrx社、Perrigo社、ルピン・リミテッド及びDr. Reddy'sのそれぞれに対

し、申立ての対象となった特許の侵害を主張して、ニュージャージー州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。当社

は、アストラゼネカ社の特許侵害訴訟の当事者ではない。
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トビエース（フェソテロジン）-当事者系レビュー

 

2016年1月、マイラン・ファーマシューティカル及びマイラン・ラボラトリーズは米国特許商標庁に、トビエー

スの有効成分である、フェソテロジンを対象とする5件の特許の当事者系レビューを求める申立てを提出した。5件

の特許のうち3件は2019年に失効する組成物特許であり、1件が同じく2019年に失効する方法特許、1件が2022年に

失効するフェソテロジン塩を対象とする特許である。この特許はUCBが所有し、当社はUCBからトビエースを世界中

で販売する排他的ライセンスを所有する。2016年7月、特許審判部は5件の特許全てにつき当事者系レビューを行う

こ と に 合 意 し た 。 Amerigen Pharmaceuticals Limited 、 Alembic Pharmaceuticals Limited 及 び Torrent

Pharmaceuticals Limitedが当事者系レビューに加わった。

 

当社が被告となっている訴訟

 

インフレクトラ（インフリキシマブ-dyyb）

 

2015年3月、ヤンセン及びニューヨーク大学は共同で、ホスピーラ、セルトリオン・ヘルスケア・カンパニー・

リミテッド及びセルトリオン・インクに対し、インフリキシマブ-dyybがインフリキシマブ、その製造及び使用に

関する6件の特許を侵害していると主張して、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に特許侵害の訴訟を提起した。

インフリキシマブ-dyybは、インフレクトラの商標名でホスピーラが米国において販売する予定である。その後特

許のうち4つは原告により取り下げられ、未解決の2件の特許（インフリキシマブ抗体特許及び細胞培養メディアに

関する特許）は訴訟が継続している。2016年8月、マサチューセッツ州連邦地方裁判所は抗体特許は無効である決

定し、ヤンセンは当該判決を巡回控訴裁判所に控訴した。

 

A2.　訴訟 - 製造物責任に関する訴訟

 

当社は、その他の医薬品会社と同様、当社の医薬品及びその他の製品に関連して、下記を含むがそれに限定され

ない多数の訴訟の被告となっている。それらの訴訟における原告は、人身傷害及び経済的損失を受けたとして、

様々な根拠により損害賠償及びその他の救済を求めている。

 

アスベスト

 

1967年から1982年の間、ワーナー・ランバート社は、呼吸保護装置及びアスベスト安全服の製造販売を行ってい

たアメリカン・オプティカル・コーポレーション（以下「アメリカン・オプティカル社」という。）を所有してい

た。ワーナー・ランバート社は、1982年のアメリカン・オプティカル社の売却に伴い、アスベスト関連及びその他

の請求を含む特定の債務について、買収会社を免責することで合意した。2016年12月31日現在、アメリカン・オプ

ティカル社及びその他多数を被告とする約56,200の申立てが、各地の連邦裁判所及び州裁判所で係属中であり、そ

れらの訴訟では、アスベスト及びその他有害とされる物質への接触から人身傷害を受けたとして、損害賠償が求め

られている。ワーナー・ランバート社は、2000年にファイザーによって買収され、ファイザーの完全子会社であ

る。ワーナー・ランバート社は、こうした請求に対して積極的な防御を展開しており、今後も様々な解決方法を模

索していく。

 

各連邦裁判所及び州裁判所においては、当社に対する多数の訴訟が係属中であり、ファイザー及びファイザーが

以前所有していた一部の子会社が販売するアスベスト及びその他有害とされる物質を申立てによれば含有した製品

への接触により人身傷害を受けたと主張して、損害賠償が求められている。

 

ファイザーまたはその子会社が所有しているまたは過去に所有していた工場におけるアスベストへの接触につい

て、損害賠償を求めた少数の訴訟もまた、各地の連邦裁判所及び州裁判所で係属中である。
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エフェクサー

 

・　人身傷害訴訟

 

エフェクサーの服用が原因とされる人身傷害を主張した多くの個人訴訟及び複数の原告による訴訟が、当社及

び／または当社の子会社に対し、各地の連邦裁判所及び州裁判所に提起されている。数ある訴訟の中でも、エフェ

クサーに関する人身傷害訴訟には、妊婦がエフェクサーを服用したことにより引き起こされたとする様々な先天的

欠損症を主張する訴訟が含まれている。これらの先天的欠損症に関する訴訟の原告は、補償的損害賠償及び懲罰的

損害賠償を求めている。2013年8月、先天的欠損症に関する連邦訴訟は、併合審理前手続のため、ペンシルバニア

州東部地区連邦地方裁判所の広域訴訟（In re Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) Products Liability

Litigation MDL-2458）に移送された。ほとんどの原告は、自発的にその訴訟を取り下げた。広域訴訟ならびに併

合されたカリフォルニア州の州裁判所の手続きは、管理上延期されている。

 

・　独占禁止法訴訟

 

2011年5月より、エフェクサーの徐放性製剤であるエフェクサーXRについて、未認定クラスアクションを含む訴

訟が、連邦裁判所においてはワイス社に対して、また一部の訴訟においてはワイス社の関連会社及びその他一部の

被告に対して提起された。これらの各訴訟の原告は、2008年6月14日から被告が不法行為を停止したとされる時点

まで、いずれかの被告からエフェクサーXRまたはエフェクサーXRのジェネリック製品を直接もしくは間接的に購入

した、または購入代金を患者に払い戻した米国及びその属地の全員で構成されるクラスを代表することを求めてい

る。全ての訴訟の原告は、ワイスがエフェクサーXRの一部特許を不正に取得かつオレンジ・ブックに不適切に記載

し、エフェクサーXRの一部特許を行使し、及びエフェクサーXRについてジェネリック医薬品メーカーと訴訟和解契

約を締結した結果、連邦独占禁止法の違反、並びに一部の訴訟においては、一定の州の独占禁止法、消費者保護法

及びその他様々な法律に違反したため、米国及びその属地におけるジェネリック版エフェクサーXRの発売延期を主

張している。各原告は、2008年6月14日以降、米国及びその属地におけるエフェクサーXRまたはエフェクサーXRの

ジェネリック製品に対する過払いについて、三倍賠償（個別の訴訟においてまたは未認定クラスアクションにおけ

る推定クラスを代表して）を求めている。これらの訴訟は全て、ニュージャージー州連邦地方裁判所に併合されて

いる。

 

2014年10月、地方裁判所は、訴訟和解契約に基づく直接購入者の原告からの申立てを棄却したが、その他の直接

購入者の原告からの申立ての棄却は行わなかった。2015年1月、地方裁判所は、直接購入者及び最終支払人の原告

が主張するものを含む、原告が第3巡回控訴裁判所に控訴している全ての和解契約に関する申立てについて、一部

最終判決を下した。最終支払人の原告による残りの申立てに関する棄却申立ては係属中である。

 

ゾロフト

 

ゾロフトの服用が原因とされる人身傷害を主張した多くの個人訴訟及び複数の原告による訴訟が、当社及び／ま

たは当社の子会社に対し、各地の連邦裁判所及び州裁判所に提起されている。数ある訴訟の中でも、ゾロフトに関

する人身傷害訴訟には、妊婦がゾロフトを服用したことにより引き起こされたとする先天性欠損症を主張する訴訟

が含まれている。これらの先天性欠損症に関する訴訟の原告は、補償的損害賠償及び懲罰的損害賠償、並びにゾロ

フト販売から得た利益の返還を求めている。2012年4月、先天性欠損症に関する連邦訴訟は、併合審理前手続きの

ため、ペンシルバニア州東部地区連邦地方裁判所の広域訴訟（In re Zoloft Products Liability Litigation

MDL-2342）に移送された。原告の多くは、自発的にその訴訟を取り下げた。2016年4月、地方裁判所は略式判決を

求める申立てを認め、残りのほぼ全原告の請求を却下した。2016年5月、原告は地方裁判所の判決を第3巡回控訴裁

判所に控訴した。
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リピトール

 

・　独占禁止法訴訟

 

2011年11月より、リピトールに関連する未認定クラスアクションが、様々な連邦裁判所において、とりわけファ

イザー、ファイザーの一部関連会社、及び大半の訴訟においては、ランバクシー・インク（以下「ランバクシー

社」という。）及びランバクシー社の一部関連会社に対して提起された。これらの訴訟の原告は、2010年3月から

被告が不法行為を停止したとされる時点まで（以下「クラス期間」という。）、いずれかの被告からリピトール

（一部の訴訟においてはジェネリック版リピトール）を直接購入した、間接的に購入したまたは購入に対し払戻し

を行った者または事業体で構成される全米規模、複数の州にわたるまたは州規模のクラスを代表することを求めて

いる。原告は、(ⅰ)ファイザー及びランバクシー社が、リピトールに関する一部の特許訴訟で和解し、ファイザー

がランバクシー社に対し、異なる日に開始する各市場でのジェネリック版リピトールの販売許可を与えた2008年の

合意によって、並びに(ⅱ)一部の訴訟においては、リピトールの一部特許の取得及び／または行使によって、連邦

独占禁止法及び／または州の独占禁止法、消費者保護法並びにその他様々な法律に違反したとして、ジェネリック

版リピトールの発売延期を主張している。各訴訟では、特にクラス期間中のリピトール（または一部の訴訟におい

てはジェネリック版リピトール）に対する過剰請求を主張して、推定クラスを代理して三倍賠償が求められてい

る。加えて、ファイザー、ランバクシー社及びそれらの一部関連会社に対して、個人訴訟が提起されており、とり

わけ上記の未認定クラスアクションで主張されている請求及び求められている救済措置に実質的に類似した主張が

なされ、原告に対する救済が求められている。これらの訴訟は、審理前手続のため、ニュージャージー州連邦地方

裁判所における広域訴訟（In re Lipitor Antitrust Litigation MDL-2332）に併合された。

 

2013年9月及び2014年、地方裁判所は、直接購入者による申立てを再訴不能な形で棄却した。2014年10月及び11

月、地方裁判所は、その他全ての広域訴訟の原告による申立てを再訴不能な形で棄却した。全ての原告が、再訴不

能な形で彼らの請求を棄却した地方裁判所の命令を不服として、第3巡回控訴裁判所に控訴した。さらに直接購入

者であるクラスアクションの原告は、当該判決の修正申立て及び修正訴状の提出許可申立てを却下する命令を不服

として、第3巡回控訴裁判所に控訴した。

 

また、2013年1月、ウェストバージニア州は、ファイザー及びランバクシー社に対し、ウェストバージニア州裁

判所に訴訟を提起した。当該訴訟では、特にウェストバージニア州及びその住民を代理して、上記の未認定クラス

アクションで主張されている請求及び求められている救済措置に実質的に類似した主張がなされ、救済措置が求め

られている。

 

・　人身傷害訴訟

 

各地の連邦裁判所及び州裁判所において、当社に対し、多数の個人及び複数の原告による訴訟が提起されている

おり、原告は、リピトール服用により2型糖尿病を発症したと主張している。原告は、補償的損害賠償及び懲罰的

損害賠償を求めている。2014年2月、連邦訴訟は、併合審理前手続のため、サウスカロライナ州連邦地方裁判所に

おける広域訴訟（In re Lipitor (Atorvastatin Calcium) Marketing, Sales Practices and Products Liability

Litigation (No. II) MDL-2502）に移送された。2016年、広域訴訟のうちいくつかのケースがカリフォルニア州連

邦裁判所及び特定の州裁判所に差し戻された。2017年1月、地方裁判所は略式判決を求める当社の申立てを認め、

広域訴訟で係属中の残りの訴訟のほぼ全てを却下した。2017年1月、原告は地方裁判所の決定を第4巡回控訴裁判所

に控訴した。
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バイアグラ

 

バイアグラの摂取の結果、黒色腫（メラノーマ）及び/又は黒色腫の症状が進行したとして、個人及び複数原告

による多数の訴訟が、当社に対して、様々な連邦裁判所及び州裁判所に提起された。原告は補償的損害賠償及び懲

罰的損害賠償を求めている。2016年4月、連邦裁判所の訴訟は、併合審理前手続のため、カリフォルニア州北部地

区連邦地方裁判所における広域訴訟（In Re Viagra (Sildenafil Citrate) Products Liability Litigation、

MDL-2691）に移送された。

 

チャンティックス/チャンピックス

 

2008年12月より、チャンピックスを購入及び服用した、またはチャンピクスの購入に対し患者に払戻しを行っ

た、カナダの個人及び第三者支払人全員を代理した未認定クラスアクションが、当社に対して、オンタリオ州上級

司法裁判所（トロント地域）、ケベック州高等裁判所（モントリオール地域）、カルガリー司法管轄地区アルバー

タ州高等裁判所及びブリティッシュ・コロンビア州高等裁判所（バンクーバー登録地域）に提起された。これらの

各訴訟では、チャンピックスの安全性及び有効性等について、カナダの製造物責任法に基づき、また推定クラスを

代表して申立てが行われており、懲罰的損害賠償を含む金銭的救済措置が求められている。2012年6月、オンタリ

オ州上級司法裁判所は、オンタリオ州の訴訟をクラスアクションとして認定した。このクラスとは、(ⅰ)2007年4

月2日から2010年5月31日までの期間に、チャンピックスを服用したカナダに所在する者及び特定の精神神経の有害

事象の少なくとも1つが発症した全ての者、(ⅱ)クラスメンバーとの関係により、カナダの法律に従って、チャン

ピックスについて申立てを行う権利を有する全ての者、並びに(ⅲ)カナダの法律に従い、チャンピックスについて

申立てを行う権利を有する全ての健康保険会社で構成されると定義されている。オンタリオ州上級司法裁判所は、

ファイザー・カナダ・インクに対してのみクラスを認定し、ファイザー・インクに対する訴訟は、クラスメンバー

で共通する争点の審理後まで延期されるべきであるとの判断を下した。ケベック州、アルバータ州及びブリティッ

シュ・コロンビア州の訴訟は、全国規模で手続きが行われているオンタリオ州訴訟に有利な形で延期されている。

 

セレブレックス

 

2014年7月より、セレブレックスに関連して、ファイザー及びファイザーの一部子会社に対する複数の未認定ク

ラスアクションが、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に提起された。原告は、2014年5月31日から被告が不法

行為を停止したとされる時点までに、セレブレックスまたはジェネリック版セレブレックスを被告から直接購入し

た、間接的に購入した、またはその購入価格の全額もしくは一部について患者に対し払戻しを行った者または事業

体で構成される、全米規模または複数の州にわたるクラスを代表することを求めている。原告は、ファイザーが、

セレブレックスに関する特許を不正に入手及び不適切に表示し、不当提訴に関与し、並びに和解行為を通じて不当

提訴による影響を長引かせた結果、ジェネリック製品の市場参入のさらなる遅延を引き起こし、連邦または一部の

州の独占禁止法、消費者保護法及びその他さまざまな法律に違反し、ジェネリック版セレブレックスの発売が遅延

したとの主張を行っている。各訴訟においては、2014年5月31日以降、セレブレックスについて、過払いが発生し

たとして、推定クラスを代表して、三倍賠償が求められている。2014年12月、地方裁判所は、直接購入者及び最終

支払人による訴訟を併合する当事者らによる共同申立てを認め、2015年３月、これらの訴訟は全て併合された。

2014年10月及び2015年3月、当社は直接購入者及び最終支払人の修正訴状について、それぞれ却下の申立てを提出

した。2015年11月、地方裁判所は直接購入者の修正訴状を却下する当社申立ての一部を認めず、一部は認めた。

2016年2月、地方裁判所は最終支払人の修正訴状を却下する当社申し立ての一部を認めず、一部を認め、2016年8

月、地方裁判所は最終支払人の残りの請求のほぼ全てを却下した。
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静脈食塩溶液

 

2016年11月から、静脈食塩溶液に関連して、ホスピーラ、ホスピーラ・ワールドワイド・インク及びその他被告

に対する複数の未認定クラスアクションが、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提起された。原告は、2013年1

月1日から申立てによれば被告が不法行為を停止したとされる時点までにいずれかの被告により販売された静脈食

塩溶液を直接購入した米国内の全ての個人及び法人で構成されるクラスを代表することを求めている。原告は、被

告が、連邦独占禁止法に違反して、制限的な生産を行い、米国全土で販売された静脈食塩溶液の価格を人為的に固

定、引上げ、維持及び/または安定させたと申し立てている。原告は三倍賠償を求め（原告自身及び想定されるク

ラスを代理して）、2013年1月以降の米国内での静脈食塩溶液の（申立てによるところの）価格の過剰請求につい

て被告に対する差し止め命令を求める。2017年2月3日、当社は静脈食塩溶液を含む世界中の点滴治療の純資産

（HIS）をICUメディカルに売却完了した。

 

イクスタンジ

 

2014年4月、カリフォルニア大学理事は、カリフォルニア州サンフランシスコ上位裁判所にメディベーション・

グループに対する訴状を提出した。メディベーションは2016年9月にファイザーにより買収され、現在はファイ

ザーの完全子会社である。カリフォルニア大学理事の訴状は、メディベーション・グループとカリフォルニア大学

理事との間のライセンス契約に基づき、メディベーション・グループがメディベーション・グループのサブライセ

ンス及びアステラスとの提携契約に基づきイクスタンジに関して受領する支払額の10％の持分を求めている。審理

は2017年5月に開始する予定である。

 

ホルモン療法消費者クラスアクション

 

認定された消費者クラスアクションが、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所においてワイス社に対して係

属中である。申立てによると、この訴訟はホルモン療法製品のFDA認可外の販売に基づくものであり、当初は2003

年12月に提起された。当該訴訟のクラスは、1995年1月から2003年1月の間にワイス社のホルモン代替製品を購入

し、それによる人身傷害訴訟を求めていないカリフォルニア州の消費者で構成される。クラスは、購入価格の全額

払い戻しを含む、補償的損害賠償及び懲罰的損害賠償を求めている。

 

エリキュース

 

多数の個人及び複数原告による訴訟が、当社及びブリストル・マイヤーズ　スクイブ・カンパニーに対して、

様々な連邦裁判所及び州裁判所に提起されている。これにより原告は、申立てによればエリキュースの摂取の結果

の出血による不法死亡を含む、人身傷害の補償を求めている。原告は補償的損害賠償及び懲罰的損害賠償を求めて

いる。

 

2017年2月、連邦訴訟は、併合審理前手続のため、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の広域訴訟（In Re

Eliquis (Apixaban) Products Liability Litigation MDL-2754）に移送された。
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A3.　訴訟 - 商事及びその他の訴訟

 

平均卸売価格に関する訴訟

 

ファイザー、ファイザーの一部子会社及びその他の製薬会社は、様々な州裁判所において、多数の州により訴訟

を提起された。原告らは、被告が、一部の製品について、製品が販売された実際の平均価格よりも高い平均卸売価

格（以下「AWP」という。）の情報を提示したと主張している。AWPは、メディケア・パートB及びメディケイド、

並びに多くの民間の保険契約及び医療制度に基づく払戻基準を決定するために用いられるものである。当該訴訟の

うち1件を除く全ての訴訟は、和解、棄却または終局判決により解決済みである。残りの1件の訴訟における原告の

州（イリノイ州）は、購入者が払戻しを受けるAWPと実際の販売価格の差額が、特定の製品を購入するインセン

ティブとして被告により奨励されたと主張している。この訴訟では、特に詐欺行為ならびに州の不公正取引慣行及

び消費者保護法の違反が申し立てられ、民事罰及び三倍賠償を含む金銭的及びその他の救済措置が求められてい

る。

 

モンサント関連事件

 

1997年、モンサント・カンパニー（以下「旧モンサント社」という。）は、新しく設立された会社ソルティア・

インク（以下「ソルティア社」という。）に、化学薬品製造事業及び施設を提供し、ソルティア社の株式を分割し

た。2000年、旧モンサント社は、ファルマシア・アップジョン・カンパニーと合併し、ファルマシア・コーポレー

ション（以下「ファルマシア社」という。）を設立した。その後ファルマシア社は、新しく設立した子会社モンサ

ント・カンパニー（以下「新モンサント社」という。）にその農業事業を譲渡し、2段階に分けて同社をスピンオ

フし、2002年に完了した。2003年、ファルマシア社はファイザーに買収され、ファイザーの完全所有子会社となっ

ている。

 

2002年に完了したスピンオフに関連して、新モンサント社は、ファルマシア社の旧農業事業に関する一切の債務

を引き受け、ファルマシア社に免責を与えることで合意した。新モンサント社は、農業事業から生じたまたはそれ

に関連した様々な請求及び訴訟に伴い、ファルマシア社を防御し免責している。

 

1997年のスピンオフに関連して、ソルティア社は、旧モンサント社の化学事業関連の債務を引き受け、ファルマ

シア社に免責を与えることで合意した。合衆国破産法第11章に基づく事業再編の結果、旧モンサント社の化学事業

に関連するソルティア社の免責義務は、ソルティア社が所有または運営した施設に限定されている。さらに、2002

年に完了したスピンオフに関連して、新モンサント社は、ソルティア社が引き受けた債務を含む、主に旧モンサン

ト社の化学事業に関連した債務を引き受け、ファルマシア社に免責を与えることで合意した。ソルティア社及び新

モンサント社によるかかる債務の引受け及びファルマシア社をかかる債務から免責する合意は、ファルマシア社が

被告となっている旧モンサント社の化学事業に関連した係属中の訴訟及び将来の訴訟に適用される。この訴訟に

は、ポリ塩化ビフェニルへの暴露を含む、環境問題関連の請求を申し立てる訴訟が含まれる。ソルティア社及び新

モンサント社は、旧モンサント社の化学事業から生じたまたはそれに関連した様々な請求及び訴訟に伴い、ファル

マシア社を防御し免責している。
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環境問題

 

2009年、当社は、コネチカット州ノース・ヘブンに所在するファルマシア社の操業中止状態にある工業用化学薬

品工場について、米国環境保護庁（以下「EPA」という。）に是正措置調査報告書を提出した。また、ニュー

ジャージー州バウンド・ブルックに所在するワイス・ホールディングス・コーポレーションの操業中止状態にある

工業用化学薬品工場について、施設全体の実現可能性の調査を見直した。2010年9月、当社のノース・ヘブンに所

在する施設に関する是正措置調査報告書が、EPAにより承認され、当社は、EPAとの最新の行政命令合意書に基づ

き、2011年後半に施設の改善工事を開始した。2011年7月、ワイス・ホールデイングス・コーポレーションは、バ

ウンド・ブルックの施設について、EPAとの撤去措置に関する行政和解合意書及び命令同意書（以下「2011年行政

和解合意書」という。）をまとめた。2012年5月、当社は、問題となっている当該施設からラリタン川への地下水

放出に対処するため、暫定的救済措置の工事を完了した。2012年9月、EPAは、バウンド・ブルックの施設の主要工

場区域に関する最終改善計画を発表した。当該改善計画は、概して当社が見直した施設全体の実現可能性調査で評

価された改善措置のひとつに従ったものである。2013年3月、ワイス・ホールディングス・コーポレーション（現

「ワイス・ホールディングスLLC」）は、EPAと行政和解合意書及び命令同意書を締結し、当社は、主要工場区域改

善の具体的な設計の開始、及び隣接した2ヵ所の潟湖に関する集中的な実現可能性調査の実施が許可された。2015

年9月、EPAを代理して米国は、ニュージャージー州連邦地方裁判所に対し、ワイス・ホールディングスLLCに設計

の終了及び主要工場区域改善の実施を認める訴状及び同意判決の申立を行った。2015年12月、当該地方裁判所によ

り同意判決（これは、2011年行政和解合意書に優先する。）が出された。当社はノース・ヘブンの施設に対する見

積改善費用及びバウンド・ブルックの施設に関する施設改善費用を引き当ててきた。

 

当社は、1980年包括的環境対処・補償・責任法(改正済)及びその他の州、地方または外国の法律に基づいて提起

された、その他多数の訴訟における当事者となっている。当該訴訟においては、主な救済措置として、過去及び／

または将来の改善費用の払戻しを求められている。

 

A4.　訴訟 - 政府の調査

 

当社は、他の製薬会社と同様、米国及び当社が事業を運営している先進国市場及び多数の振興市場における政府

機関によって、調査及び広範囲に及ぶ規制を受けている。その結果、当社は、政府機関との間に相互関係を継続し

ている。政府機関による調査の結果によっては、刑事責任、多額の罰金及び／または民事罰の対象、並びに適切な

法域において事業を行う当社の能力の制限となることもあり得る。政府機関による調査は、以下のとおりである。

 

フェニトインナトリウムのカプセル剤

 

2012年、ファイザーはフェニトインナトリウムのカプセル剤の英国における販売認可を第三者に譲渡したが、完

成品を当該第三者に供給する権利は保持した。2013年5月、英国競争・市場庁（以下「CMA」という。）は、英国市

場におけるフェニトインナトリウムのカプセル剤の供給について調査を開始した旨を当社に通知した。2015年8

月、CMAはファイザー及び英国子会社であるファイザー・リミテッドが、英国及びEUの独占禁止法に違反する行為

を行ったとの異議告知書を発行した。2016年12月、CMAはファイザー及びファイザー・リミテッドに対して84百万

ポンドの罰金を科した。2017年2月、ファイザーはCMAの決定を競争審判所に上訴した。

 

薬剤給付管理会社に関する民事調査要求

 

2016年3月、ファイザーは、2006年1月から現在までの期間の特定の医薬品に関するファイザーと薬剤給付管理会

社との契約関係に関連し、米国ニューヨーク州南部地区連邦地検より民事調査要求を受領した。当社はこの民事調

査要求に応えて、政府への情報提供を行っている。
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自己負担援助機関に関する召喚状

 

2015年12月及び2016年7月、ファイザーはメディケア患者への財政支援を提供する、患者アクセスネットワーク

財団及びその他501(c)(3)の団体に関連する書類を要求する米国マサチューセッツ州連邦地検よりの召喚状を受領

した。当社はこの召喚状に応えて、政府への情報提供を行っている。

 

A5.　訴訟 - 2016年度に解決した案件

 

2016年度、下記の訴訟を含む一部の案件が解決し、または最終的な和解合意もしくは和解基本合意の対象となっ

た。

 

スーテント（スニチニブリンゴ酸塩）

 

2010年5月、マイラン社は、ジェネリック版スーテントの販売認可を求めて、また2021年に失効するスーテント

の組成物特許、並びに2020年及び2021年にそれぞれ失効するその他2件の特許について、様々な根拠に基づき申立

てを行うため、FDAに新薬簡略承認申請を提出したことを当社に通知した。2010年6月、当社は、マイラン社に対

し、それら3件の特許侵害を主張して、デラウェア州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。2020年に失効する特許

は、本件審理前に取り下げられた。2014年10月、裁判所は、2021年に失効する2件の特許が有効であり、侵害され

たとの判決を下した。2014年10月、マイラン社は、米国連邦巡回控訴裁判所に控訴した。2016年1月、米国連邦巡

回控訴裁判所は地方裁判所の判決を支持し、2021年に失効する2件の特許の有効性と侵害を維持した。

 

プロトニックス

 

2009年、米国司法省（以下「DOJ」という。）は、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に非公開で提出された2件

の代理訴訟への参加について、民事訴状を提出した。当該訴訟では、2001年からファイザーがワイス社を買収する

前の2006年の間にメディケイドにおけるリベートの目的で、プロトニックスの価格設定に関連してワイス社が行っ

た慣行が、連邦民事不正請求禁止法及び連邦の判例法に違反していたという主張がなされた。2件の代理訴訟は公

開され、訴状には、実質的に類似する主張が含まれていた。さらに、2009年、複数の州及びコロンビア特別区は、

DOJによって提起された民事訴訟と実質的に類似する主張に基づき、各州法の違反を主張し、同じ訴訟番号により

訴状をマサチューセッツ州連邦地方裁判所に提出した。2016年2月12日、ワイス社及びDOJはマサチューセッツ州連

邦地方裁判所に係属する訴訟を784.6百万ドルで解決する基本合意に達し、これは2015年12月31日終了年度の「そ

の他の（収益）/控除―純額」に計上され、2016年4月29日に支払われた。2016年4月、この合意は最終的なものと

なった。最終合意はワイス社による責任の承認を含まない。2016年8月、裁判所は訴えを却下する決定を下した。

 

エフェクサーXR（ベンラファキシンHCI）

 

2006年、ワイス及びワイス・カナダ・リミテッド（以下、総称して「ワイス社」という。）は、ワイス社の1件

の特許満了前に、ラティオファーム・インク（以下「ラティオファーム社」という。）が、カナダにおいて、ジェ

ネリック版エフェクサーXRの承認を取得できないよう、同社に対し、カナダ連邦裁判所に訴訟を提起した。当該訴

訟の結果、ラティオファーム社は、そのジェネリック製品について、規制当局からの承認取得を禁じられた。しか

しながら、2007年8月、カナダ連邦控訴裁判所は、争点となっている特許が、ラティオファーム社に対し、適用さ

れるカナダの承認に関する規制に基づき主張がなされなかったと判断し、ワイス社による訴訟は却下された。
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訴訟が却下された後、2007年、ラティオファーム社は、2006年1月から2007年8月まで、カナダにおけるジェネ

リック版エフェクサーXRの販売をワイス社に阻止されたことによる損害賠償を求めて、カナダ連邦裁判所に訴訟を

提起した。2011年、連邦裁判所は、ラティオファーム社による訴訟を却下したが、2012年、連邦控訴裁判所は、当

該訴訟を回復させた。2011年及び2012年、ファイザー・インクは、ラティオファーム社を買収したテバ・カナダ・

リミテッドに対し、当該訴訟の和解金の一部として、総額52.5百万カナダドルを支払った。

 

当該訴訟の審理は2014年1月に開かれ、2014年3月、連邦裁判所は、さまざまな調査結果を公表した。2014年6月

30日、カナダの連邦裁判所は、それらの調査結果に基づき判決を下し、テバ・カナダ・リミテッドに支払う総額約

125百万カナダドルの損害賠償額（これは補償的損害賠償、判決前利息及び訴訟費用から成る。）を裁定した。こ

の金額は、2014年7月、ワイス社の承継会社となるファイザー・カナダ・インクによって支払われた。2014年9月、

ファイザー・カナダ・インクは、当該判決を不服として控訴し、2016年5月、連邦控訴裁判所は下級審の決定を無

効とし、更なる審理のために下級審に差し戻した。下級裁判所はこの金額を再確認、減額または増額するかのいず

れかを決定する。ラティオファーム社は、控訴裁判所の決定を検討するために、カナダ最高裁判所からの許可を求

めている。

 

リピトールの内部告発による訴訟

 

2004年、元従業員は、当社に対して「内部告発」による訴訟を、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所に提起

した。米国ニューヨーク州東部地区連邦地検が当該訴訟への介入を拒否した2007年9月まで、当該訴状は封印され

たままであった。2007年12月、当該訴状が当社に送達された。原告は、米国連邦民事不正請求禁止法及び各州の不

正請求禁止法に違反したリピトールのFDA認可外の販売促進活動を主張し、かかるFDA認可外の使用のためのリピ

トールの購入または購入に対する患者の払戻しの結果として、連邦政府及び特定の州を代表して、三倍損害賠償及

び民事罰を求めている。また原告は、連邦及び州の　不服として、第2巡回控訴裁判所に控訴した。2016年5月、第

2巡回控訴裁判所は地方裁判所による虚偽請求の訴因の棄却を支持し、その後聴聞会の申立てを退けた。原告によ

る連邦最高裁判所による再審を求める移送命令書の申立てを提出する期限は2017年1月に失効した。2016年11月、

地方裁判所は原告の雇用法に基づく請求を、管理上終了した（ただし、原告は2017年1月まで再開請求が可

能。）。2016年12月、原告の雇用法に基づく請求を検討する訴訟を再開する要求が認められた。当社は、原告の雇

用に関する請求については、ファイザーにとり重要でない条件で解決できると予想する。

 

セレブレックス及びベクストラ

 

2004年終盤より、ファイザー並びにその一部の現役員及び元役員が、セレブレックス及びベクストラの安全性を

不実表示したことにより、連邦証券法に違反したと主張する複数の未認定クラスアクションが、連邦裁判所及び州

裁判所に提起された。2005年6月、連邦訴訟は、併合審理前手続のため、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所

の広域訴訟（以下「MDL」という。）（In re Pfizer Inc. Securities, Derivative and “ERISA” Litigation

MDL-1688）へ移送された。2012年3月、広域係属訴訟における裁判所は、2000年10月31日から2005年10月19日の間

に、ファイザー普通株式を購入または取得した全ての者で構成するクラスを認証した。2014年5月、広域係属訴訟

における裁判所は、ファイザーによる原告の損害因果関係に関する証言及び損害鑑定の除外申立てを認めた。その

後当社は、訴訟の棄却を求めて、事実審理省略判決の申立てを行い、原告は、専門家による修正報告書の提出許可

を申請した。2014年7月、裁判所は、原告の修正報告書の提出許可申立てを却下し、当社の事実審理省略判決の申

立てを認め、原告の請求を全面的に棄却した。2014年8月、原告は、地方裁判所の判決を不服として、第2巡回控訴

裁判所に控訴した。2016年4月、第2巡回控訴裁判所は、地方裁判所の判決を破棄し、更なる審理のために本件を地

方裁判所に差し戻した。2016年7月、関係者は全ての被告対して486百万ドルで本件を解決する基本合意に達した。

これは2016年12月31日終了年度の「その他の（収益）/控除－純額」に記録され、和解合意の条項に従い支払われ

た。2016年12月、地方裁判所は和解合意を承認した。
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B. 保証及び免責

 

通常の事業の過程で、また資産及び事業の売却に関連して、当社は、取引または取引前の活動に関連して発生す

る可能性のある一定の債務について、取引の相手方を免責する場合が多い。こうした免責は、概して環境、税務、

従業員及び／または製品関連事項、並びに特許侵害の申立てに関連するものである。免責を受ける当事者が、免責

条件に従い申立てに成功した場合、当社は、損失の補償を求められることになる。こうした免責には、通常閾値、

特定請求期間、並びにその他の制約及び制限が設けられている。当社は、これまでこれらの規定に基づき高額を支

払ったことはなく、2016年12月31日現在、こうした免責の推定公正価値に計上された金額も大きな影響はなかっ

た。

 

ファイザー・インクは、過去に買収し現在はファイザーの子会社となっている一部の会社の長期債務も保証して

いる。

 

C. 購入契約

 

2016年12月31日現在、当社は、総額47億ドルの商品サービス購入契約を締結している。これらの契約は法的拘束

力があり、広告、ITサービス、従業員給付制度運営サービス及び生じる可能性があると合理的にみなされる潜在的

マイルストーン・ペイメントに関連した金額が含まれている。

 

注記18　セグメント別、地域別及びその他の売上情報

A．セグメント情報

当社は事業活動を次の２つの異なる事業セグメントに分けて管理している。ファイザー・イノベーティブヘルス

（IH）と従前はエスタブリッシュ・プロダクトとして知られていた、ファイザー・エッセンシャルヘルス（EH）で

ある。2016年度第２四半期より、当社当社は現在イノベーティブ医薬品事業とコンシューマー・ヘルスケア事業を

一つの事業セグメント、すなわちIHとして管理していることを反映するように再編された。2014年度期首から2016

年度第２四半期までの間、これらのセグメントはGIPセグメント及びVOCセグメントという２つのセグメントとして

管理されていた。当社は当該再編を反映するため、前期情報（経営者が定義した収益及び利益）を修正している。

IH及びEHは、それぞれ１名のマネージャーが指揮している。各事業セグメントは、各事業活動及び新治験薬や概念

実証に概ね達している既存品に対する追加効能に関する仕掛研究開発プロジェクトに対して責任を有している。各

事業は先進国と新興成長市場に地域別の拠点を有している。

 

当社は、セグメント区分、及び経営者が業績評価及び資源配分に使用するアプローチを定期的に見直している。
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事業セグメント

各事業セグメントについて、追加情報は以下のとおりである。

 

IHセグメント  EHセグメント

IHは患者の生活を大幅に改善する革新的な価値創造薬

及びワクチン、並びにコンシューマーヘルスケア製品

の開発及び商品化に注力している。主な治療分野は、

内科学、ワクチン、腫瘍学、炎症/免疫、希少疾病及び

コンシューマーヘルスケアである。

 EHは、先進市場及び新興市場のいずれにおいても市

場独占権を失った、あるいは失うのが近いであろう

ブランド、ブランドジェネリック医薬品、無菌性注

射剤医薬品、バイオシミラー及び2017年2月までイ

ンフュージョン・システムを含む。また、EHは研究

開発組織及び当社の受託製造事業も含む。

主要ブランド：

-プレベナー13

-ゼルヤンツ

-エリキュース

-リリカ（米国、日本及びその他の特定の市場）

-エンブレル（米国及びカナダ以外）

-バイアグラ（米国及びカナダ）

-イブランス

-イクスタンジ

-OTCコンシューマー製品（例：アドビルやセントラ

ム）

 主要ブランド：

-リピトール

-プレマリン・ファミリー

-ノルバスク

-リリカ（欧州、ロシア、トルコ、イスラエル及び

中央アジア諸国）

-セレブレックス

-プリスティーク

-無菌注射剤製品

 

 

2016年度の下記の変更はIHに影響を与えている。

・当社のWRDとイノベーティブ・ポートフォリオで臨床試験中の資産の臨床開発に主たる責任を持ち、当社のイノ

ベーティブ製品の後期開発段階用に新しく統合されたセンターであるGPD組織を2016年度初めに創設したことに関

連して、2016年度第２四半期より一部の開発関連機能をIHからGPDに移行した

 

2016年度の下記の変更はEHに影響を与えている。

・2016年度期首より、当社の受託製造事業を行うファイザー・センターワンは、EHの一部となっている。ファイ

ザー・センターワンは、以下から構成されている。(i)ファイザーの従前からの受託製造事業及び活動中の医薬品

原薬の販売事業（以前はファイザー・センターソースまたはPCSとして知られていた。）。ゾエティス社との製造

供給契約関連収益及び費用（2016年度より前はPGSの一部としてEHの外部で管理し、「その他未配分項目」に計上

していた）を含む。(ⅱ)ホスピーラ社から引き継いだOne-2-One無菌注射剤の受託製造事業に係る収益及び費用

（当社によるホスピーラ社の取得日である2015年９月３日以降は、EHに含まれている。）

 

・EHの新研究開発組織の創設に伴い、2016年度第１四半期より、一部の機能がファイザー社WRDからEHの新研究開

発組織に移管された。このEH内の新研究開発組織は、新たに潜在的な無菌注射剤及び治療法並びにバイオシミラー

の開発を期待されている。

 

当社の最高意思決定者は、特に業績評価や資源配分のために２つの事業セグメントの売上と利益を利用している。
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その他の費用及び事業活動

以下に関連する費用のような特定の費用は、当社の事業セグメントに配分されていない。

 

・国際研究開発（WRD）－一般的に当社のIH事業のための研究プロジェクト概念実証の達成と、その後それらのプ

ロジェクトを臨床並びに商業開発のために、新規に創設したGPD組織を通じてIHセグメントに移行する責任をも

つ。研究開発支出には知的財産権に対する契約前渡金及びマイルストーン・ペイメントが含まれている。WRD組

織はまた、EH事業を含む様々な研究開発プロジェクトに技術的な専門知識やその他サービスを提供するための科

学的あるいはその他のプラットフォームサービスの組織に対しても責任を有している。さらに、WRDは、すべて

の安全性活動を含む、すべての規制対応及び監督機関との調整について責任を有している。

 

・グローバル製品開発（GPD）－GPDは、一般的に当社のWRDのイノベーティブ・ポートフォリオのための臨床試験

中の資産に関する臨床開発に責任を持つ。GPDはまた、技術的サポート及びその他のサービスをファイザーの研

究開発に提供している。新たにGPD組織が設立されたことに伴い、2016年度第２四半期より、一部の開発関連機

能をWRD及びIHからGPDに移管した。当社は、GPD の一部としている2016年度の表示に合わせるために、2016年度

第１四半期の費用約78百万ドル、2015年度の費用約341百万ドル、2014年度の費用約343百万ドルをWRDからGPD

に、2016年度第１四半期の費用約76百万ドル、2015年度の費用約318百万ドル、2014年度の費用約271百万ドルを

IHからGPDに組み替えた。

 

・ファイザー・メディカル－ヘルスケア製品の供給業者、患者及びその他の関係者に対する薬品情報の供給、透明

性及び開示活動、臨床試験の結果報告、ヘルスケアの品質向上及び医療教育に対する補助金、全世界における公

衆衛生及び医療機関への協力に責任を持つ。2014年度及び2015年度は、規制当局による検査の事前審査、当社が

スポンサーになっている臨床試験の内部監査、及び内部の規制コンプライアンスのプロセスにも責任を有してい

た。

 

・共通－プラットフォーム機能（全世界における技術、全世界における不動産運用、法令、資金調達、人材、国際

的な公共活動、コンプライアンス及び国際調達）と、特定の報酬及び受取利息や費用などのその他の共通費用、

及び投資利益や損失を含む。

 

・その他の未配分費用－ビジネスユニット（事業セグメント）の管理者が管理していないため、事業セグメントに

直課していない、当社の製造及び生産活動に関連する間接費用（生産に係る製造原価差異を含む）を表す。2016

年度の「売上原価」の増加は、特に特定の旧ホスピーラ及び旧ファイザー製品に対する需要が計画を下回ったこ

とによる製造原価差異の変動を反映している。

 

・その他の取引及び事象は次のとおり。（ⅰ）パーチェス法による調整は、在庫、無形資産、及び有形固定資産に

係る公正価値の調整額に対する償却費用計上額である。（ⅱ）買収関連費用は、取引の履行、買収事業の統合及

び結合企業の再編に係る費用として計上したものである。（ⅲ）特定の重要項目は、重要かつ（または）異常、

時には再発性のある、経営者が個別に評価する項目であり、非買収関連事業再編費用、法務における和解費用、

及び関連する移管活動を含む資産の減損及び資産あるいは事業の売却などを含んでいる。
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セグメント資産

当社は、事業セグメントごとではなく全社ベースで資産の管理を行っている。これは、当社の多くの資産が、工場

ネットワーク資産のように共有されていることや、売掛債権のように多くの顧客が当社の複数の事業セグメントと

取引をしており混在しているためである。そのため、当社の最高意思決定者は事業セグメントごとに資産情報の定

期的な検討は行っておらず、したがって、当社は事業セグメントごとの資産情報を報告していない。総資産は2016

年12月31日時点で約1,720億ドルであり、2015年12月31日時点で約1,670億ドルであった。

 

損益計算書に関する主要な情報

報告セグメントごとの損益計算書に関する主要な情報は下記のとおりである。

売上 利益
（a）

減価償却
（b）

12月31日を以って終了

する事業年度

12月31日を以って終了

する事業年度
（a）

12月31日を以って終了

する事業年度
（b）

（百万ドル） 2016年 2015年 2014年 2016年 2015年 2014年 2016年 2015年 2014年

報告セグメント：

IH
（c）

$ 　29,197 $ 　26,758 $ 　24,005 $ 15,854 $ 14,581 $ 12,743 $  583 $  552 $  522

EH
(d)

23,627 22,094 25,401 12,898 12,714 16,020 600 446 490

報告セグメント合計 52,824 48,851 49,406 28,752 27,295 28,763 1,183 998 1,012

その他事業活動
(e)

- - - (3,184) (3,091) (3,151) 86 77 74

調整項目：

共通
（f）

- - - (5,326) (5,430) (5,200) 356 354 384

パーチェス法による

調整
（f）

- - - (4,185) (3,953) (3,641) 3,890 3,573 3,782

買収関連取引
(f)

- - - (785) (894) (183) 7 75 53

特定の重要項目
（g）

- - 198 (5,888) (4,321) (3,749) 200 48 207

その他未配分項目

（f） - - - (1,032) (642) (601) 35 33 24

$　 52,824 $ 　48,851 $ 　49,605 $ 8,351 $　8,965 $ 12,240 $ 5,757 $ 5,157 $ 5,537

 
(a) 税引前継続事業利益

(b) 一部の生産設備は共用されている。これらの減価償却費は生産量の見積りを基に配分されている。これらの金額は、継続事業に関する減

価償却費のみに関係している。

(c)　当社は、2016年6月24日にアナコール社を買収し、2016年9月28日にメディベーション社を買収した。それぞれの買収日以降の2016年度の

当社の経営成績及びIHセグメントの業績は、旧アナコール社事業の約6ヶ月分の業績（重要性はない）及び旧メディベーション社事業の約

3ヶ月分の業績を含んでいる。また、2016年度の初めのGPD組織の設立に伴い、2016年度第2四半期から特定の開発関連機能をIHからGPDに

移管した。当社は、2016年度のGPDの一部としての表示に合わせるために、2016年度第1四半期の76百万ドル、2015年度の318百万ドル、

2014年度はの271百万ドルを、IHからGPDに組み替えた。

(d) 2015年9月3日に、当社はホスピーラ社を買収した。買収日以降の2015年度の当社の経営成績及及びEHセグメントの業績は、旧ホスピーラ

社のOne-2-One受託製造事業を含む、旧ホスピーラ社事業を含んでいる。国内及び海外の報告期間に従い、2015年度の当社の経営成績及び

EHセグメントの業績は、ホスピーラ社の米国における営業活動については当該買収日からの4か月間、ホスピーラ社の海外における営業活

動については、当該買収日からの３か月間を反映している。追加情報については、注記2A参照。 2016年度より、ファイザー・センターワ

ンという当社の受託製造事業はEHセグメントの一部となった。ファイザー・センターワンは、以下から構成されている。(ⅰ)ファイザー

の既存の受託製造事業及び活動中の医薬品販売事業（以前はファイザー・センターソースまたはPCSとして知られていた）の収益及び費

用。ゾエティス社との製造供給契約に関連する収益及び費用（2016年度より前は、PGSの一部としてEH以外で管理し、「その他未配分項

目」に計上していた）を含む。（ⅱ）旧ホスピーラ社のOne-2-One無菌注射剤受託製造事業の収益及び費用（2015年9月3日の当社によるホ

スピーラ社の買収日以降、EHに含めていた）。当社は、EHの一部とする当期の表示方法に合わせるために、PCSの過年度の業績（ゾエティ

ス社との製造供給契約関連の収益及び費用を含む、2015年度のPCS売上506百万ドル及びPCS利益96百万ドル、2014年度のPCS売上253百万ド

ル及びPCS利益69百万ドル）を組み替えた。前述のとおり、2016年度の新EH研究開発組織の設立に伴い、特定の機能をファイザー社のWRD

組織から新EH研究開発組織に移管した。EHの一部とする当期の表示方法に合わせるために、当社は2015年度は約274百万ドル、2014年度は

281百万ドルの費用をWRDからEHに組み替えた。

(e) その他事業活動には、WRD、GPD及びファイザー・メディカル組織により管理されている費用が含まれている。

(f) 説明については、上記の「その他の費用及び事業活動」参照。
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(g) 特定の重要項目は、その性質や規模から、経常的な通常の事業から発生すると見込まれない、重要かつ（または）非経常的な項目であ

り、継続的（事業再編費用や法的費用等）な場合もある。

2014年度の売上における特定の重要項目は、主に当社とゾエティス社の製造供給契約関連の売上を表している。

2016年度の利益における特定の重要項目は、以下を含む。（ⅰ）当社のコスト削減イニシアチブ関連で、非買収関連の事業再編費用及び

実行費用15億ドル、（ⅱ）特定の法的費用494百万ドル、（ⅲ）HIS事業資の評価を売却費用控除後の公正価値まで切り下げた減損損失17

億ドル、（ⅳ）特定の資産の減損損失14億ドル、（ⅴ）事業及び法的組織を整合させるための費用261百万ドル、及び（ⅵ）その他費用

509百万ドル。追加情報については、Note 2B、注記3及び注記4参照。

2015年度の利益における特定の重要項目は、以下を含む。（ⅰ）当社のコスト削減イニシアチブ関連で、非買収関連の事業再編費用及び

実行費用584百万ドル、（ⅱ）ベネズエラにおける為替差損及び棚卸資産の減損損失878百万ドル、（ⅲ）一部の資産に対する減損損失787

百万ドル（ⅳ）年金の終了に関連する費用491百万ドル、（ⅴ）事業及び法的な企業提携に係る費用282百万ドル、（ⅵ）特定の訴訟問題

に係る費用968百万ドル、及び（ⅶ）その他費用332百万ドル。追加情報については、注記3及び注記4参照。

2014年度の利益には以下の主要な項目が含まれている。（ⅰ）特定の訴訟問題に係る費用999百万ドル、（ⅱ）一部の資産に対する減損損

失440百万ドル（ⅲ）ブランド医療用医薬ユーザーフィーの1年延長費用215百万ドル、（ⅳ）当社のコスト削減イニシアチブ関連で、非買

収関連のリストラ費用及び実行費用598百万ドル、（ⅴ）メルク社との共同契約に関する前払い手数料12億ドル、（ⅵ）事業と法的な独自

提携費用168百万ドル、（ⅶ）その他費用165百万ドル。追加情報については、注記2D、注記3及び注記4参照。

 

持分法による投資先の純利益の持分は、当社の事業セグメントのいずれにとっても重要ではない。

 

事業セグメント情報は、各セグメントが表示期間において独立した企業とし営業していたと仮定した場合に、当社

の各事業セグメントが計上していたと考えられる収益、費用及び税引前継続事業利益を表したものではない。

 

 

B．地域別情報

売上高が500百万ドルを超えている米国以外の国は、2016年度は11カ国、2015年度及び2014年度は12カ国であっ

た。2016年度、2015年度及び2014年度において売上高合計の10%以上の割合を占めている国は、米国のみである。

 

地域別の売上高は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

米国
（a）

$ 26,369 $ 21,704 $ 19,073

先進欧州諸国
（a）（b）

9,306 9,714 11,719

その他先進国
（a）（c）

6,729 6,298 7,314

新興市場
（a）(d）

10,420 11,136 11,499

売上高 $　52,824 $　48,851 $　49,605

(a)　当社は、2016年6月24日にアナコール社を買収し、2016年9月28日にメディベーション社を買収した。当社の経営成績は、各買収日以降の

アナコール社及びメディベーション社の経営成績を含んでいる。当社の国内の報告期間に従い、当社の2016年度の経営成績は、旧アナ

コール社事業の約6ヶ月分の業績（重要性はない）を含み、旧メディベーション社事業の約3ヶ月分の業績を含む。2015年9月3日に、当社

はホスピーラ社を買収している。買収日以降、当社の経営成績はホスピーラ社事業の経営成績を含んでいる。国内及び海外の報告期間に

従い、当社の2015年度の経営成績は、ホスピーラ社の米国における営業活動については当該買収日からの4か月間、ホスピーラ社の海外

における営業活動については、当該買収日からの3か月間を反映している。追加情報については、注記2A参照。

(b)　先進欧州諸国は以下の市場を含む。西欧、スカンジナビア諸国及びフィンランド。ユーロ建売上高は、2016年度、2015年度及び2014年度

においてそれぞれ72億ドル、74億ドル及び90億ドルである。

(c) その他先進国は、日本、カナダ、オーストラリア、韓国、及びニュージーランドを含む。

(d) 新興成長市場は、アジア（日本及び韓国を除く）、ラテンアメリカ、アフリカ、東欧、中欧、中東及びトルコを含むが、これらに限定さ

れるものではない。
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地域別の長期性資産は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

有形固定資産（純額）    

米国 $　 6,649 $　 7,072 $　 5,575

先進欧州諸国
(b)

4,228 4,376 4,606

その他先進国
（c）

643 660 617

新興市場
（d）

1,797 1,658 963

有形固定資産（純額） $ 13,318 $ 13,766 $ 11,762

(a) 2016年度は、メディベーション社の買収日（2016年9月28日）及びアナコール社の買収日（2016年6月24日）以降の旧メディベーション社

及び旧アナコール社から引き継いだ金額を反映している。2016年度及び2015年度は、買収日である2015年9月3日以降のホスピーラ社から

引き継いだ金額を反映している。

(b) 先進欧州諸国は、西欧、スカンジナビア諸国及びフィンランドを含む。

(c) その他先進国は、日本、カナダ、オーストラリア、韓国、及びニュージーランドを含む。

(d) 新興成長市場は、アジア（日本及び韓国を除く）、ラテンアメリカ、アフリカ、東欧、中欧、中東及びトルコを含むが、これらに限定さ

れるものではない。

 
C．その他の売上情報

重要な顧客

当社は、主に卸売顧客に対してバイオ医薬品を販売している。2016年度においては、米国の最大手卸売顧客3社へ

の売上高はそれぞれ売上高全体の16%、12%及び10%であり、３社合計の売掛債権残高は2016年12月31日における残

高全体の約29％を占めていた。2015年度においては、米国の最大手卸売顧客３社への売上高はそれぞれ売上高全体

の14％、11％及び10％であり、また3社合計の売掛債権残高は2015年12月31日における残高全体の約23％を占めて

いた。2014年度においては、米国の最大手３社への売上高はそれぞれ売上高全体の13％、10％及び９％であり、ま

た３社合計の売掛債権残高は2014年12月31日における残高全体の約25％を占めていた。すべての事業年度において

も、これらの売上及び関連する売掛債権はバイオ医薬品事業に集中している。
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重要な製品別売上高

詳細な製品売上高は以下のとおりである。

 12月31日を以って終了する事業年度

（単位：百万ドル） 2016年 2015年 2014年

ファイザー・イノベーティブヘルス（IH）

（a） $ 29,197 $　26,758 $　24,005

インターナルメディスン $ 　8,858 $ 　7,611 $ 　6,727

リリカ IH
（b）

4,165 3,655 3,350

バイアグラ GIP
（c）

1,181 1,297 1,181

チャンティックス/チャンピックス 842 671 647

トビエース 258 267 288

BMP2 251 232 228

提携収益
（d）

1,588 1,256 759

その他のすべてのインターナルメディスン

（e） 573 233 276

ワクチン $ 　6,071 $ 　6,454 $ 　4,480

プレベナー/プレベナー13 5,718 6,245 4,464

FSME-IMMUN/TicoVac 114 104 -

その他のすべてのワクチン 239 104 16

オンコロジー $ 　4,563 $ 　2,955 $ 　2,218

イブランス 2,135 723 -

スーテント 1,095 1,120 1,174

ザーコリ 561 488 438

インライタ 401 430 410

イクスタンジ提携収益 140 - -

その他のすべてのオンコロジー 231 194 195

炎症・免疫（I&I） $  3,928 $  3,918 $  4,241

エンブレル（米国及びカナダを除く） 2,909 3,333 3,850

ゼルヤンツ 927 523 308

その他のすべての炎症・免疫（I&I） 93 61 82

希少疾患 $  2,369 $  2,425 $  2,893

べネフィックス 712 752 856

ジェノトロピン 579 617 723

リファクトAF/シンサ 554 533 631

ソマバート 232 218 229

ラパミューン 170 197 339

その他のすべての希少疾患 122 108 114

コンシューマー・ヘルスケア $  3,407 $  3,395 $  3,446

ファイザー・エッセンシャルヘルス（EH） $ 23,627 $ 22,094 $ 25,600

レガシー・エスタブリッシュ・医薬品

（LEP）
（g）

$ 11,194 $ 11,745 $ 13,016

リピトール 1,758 1,860 2,061

プレマリン・ファミリー 1,017 1,018 1,076

ノルバスク 962 991 1,112

エピペン 386 339 294

キサラタン/キサラコム 363 399 495

レルパックス 323 352 382

ゾロフト 304 374 423

エフェクサー 278 288 344

ジスロマック/ジーマックス 272 275 311

ザナックス/ザナックスXR 222 224 253

カルデナリン 192 210 263

ニューロンチン 182 196 210
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ティコシン 153 179 141

デポプロベラ 126 170 201

ジフルカン 119 181 208

その他すべてのLEP 4,538 4,689 5,242

無菌注射剤医薬品（SIP）
（h）

$  6,018 $ 　3,944 $ 　3,277

メドロール 450 402 381

スルペラゾン 396 339 354

フラグミン 318 335 364

タイガシル 274 304 323

その他すべての無菌注射剤医薬品（SIP） 4,579 2,563 1,855

ペリLOE製品
（l）

$  4,220 $ 　5,326 $ 　8,855

リリカ EH
（b）

801 1,183 1,818

セレブレックス 733 830 2,699

プリスティーク 732 715 737

ブイフェンド 590 682 756

ザイボックス 421 883 1,352

バイアグラ EH
（c）

383 411 504

レバチオ 285 260 276

その他すべてのペリLOE製品 276 362 714

インフュージョン・システム
（j）

$　 1,158 $    403 $      -

バイオシミラー
（k）

$    319 $     63 $      -

インフレクトラ/レムシーマ 192 30 -

その他のすべてのバイオシミラー 127 33 -

ファイザー・センターワン
（l）

$    718 $    612 $    451

売上高 $ 52,824 $　48,851 $　49,605

リリカ合計
（b）

$  4,966 $  4,839 $  5,168

バイアグラ合計
（c）

$  1,564 $  1,708 $  1,685

提携医薬品の収入合計 $　 1,746 $　 1,312 $　  957
    

 

(a) これまでイノベーション・プロダクト事業として知られてきたIH事業は、インターナルメディスン、ワクチン、オンコロジー、炎症・免

疫、希少疾患及びコンシューマー・ヘルスケアを含み、すべての旧アナコール社及び旧メディベーション社の事業を含む。アナコール社

及びメディベーション社の事業は、アナコール社は買収日である2016年6月24日以降、メディベーション社は買収日である2016年9月28日

以降、当社の連結損益計算書のIH事業の経営成績に含まれている。したがって、2016年度のIH事業の収益は、旧アナコール社事業の約6ヶ

月（重要性はない）及び旧メディベーション社事業の3ヶ月分を反映している。

(b) 欧州各国、ロシア、トルコ、イスラエル及び中央アジア諸国におけるリリカの収益はリリカEHに含まれている。その他すべてのリリカの

収益はリリカIHに含まれている。リリカ合計の収益は、全世界のリリカIH及びリリカEH収益の合計を示している。

(c) アメリカとカナダにおけるバイアグラの収益はバイアグラIHに含まれている。その他すべてのバイアグラの収益はバイアグラEHに含まれ

ている。バイアグラ合計の収益は、全世界のバイアグラIH及びバイアグラEH収益の合計を示している。

(d) すべての表示年度についてエリキュースを含み、2015年度及び2014年度についてレビフを含む。

(e) エリキュースの直接販売市場を含む。
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(f) これまでエスタブリッシュ・プロダクト事業として知られてきたEH事業は、既存のエスタブリッシュ・プロダクト、無菌注射剤医薬品、

ペリLOE製品、インフュージョン・システム（2017年2月まで）、バイオシミラー及びファイザー・センターワンを含み、すべての既存の

ホスピーラ社事業を含む。既存のホスピーラ社のOne-2-One無菌注射剤受託製造事業を含む、ホスピーラ社の事業は、買収日の2015年9月3

日以降、当社の連結損益計算書ではEH事業の経営成績に含まれている。そのため、当社の国内及び海外の報告期間に従い、2015年度の当

社及びEH事業の経営成績は、旧ホスピーラ社の米国内事業については4カ月分、旧ホスピーラ社の海外事業については3カ月分を反映して

いる。また、2016年度の期首より、当社の受託製造事業のファイザー・センターワンはEH事業の一部となっている。ファイザー・セン

ターワンは、以下から構成されている。(ⅰ)ファイザーの既存の受託製造事業及び活動中の医薬品販売事業（以前はファイザー・セン

ターソースまたはPCSとして知られていた）の収益及び費用。ゾエティス社との製造供給契約に関連する収益及び費用（2016年度より前

は、PGSの一部としてEH以外で管理し、「その他未配分項目」に計上していた）を含む。（ⅱ）旧ホスピーラ社のOne-2-One無菌注射剤受

託製造事業の収益及び費用。当社は、EHの一部とする当期の表示方法に合わせるために、過年度のPCS売上（2015年度は506百万ドル、

2014年度は253百万ドル）を組み替えた。

(g)  既存のエスタブリッシュ・プロダクトには、特許を失った製品（無菌注射剤及びペリLOE製品を除く）を含んでいる。

(h)　無菌注射剤医薬品は、ジェネリック注射剤及びペリLOE製品を除く専売の注射剤を含んでいる。

(i)　ペリLOE製品は、最近特許を失った、またはまもなく失うと予想される製品を含んでいる。これらの製品は主に、特定の欧州先進市場に

おけるリリカ、世界的にプリスティーク、多くの先進市場におけるセレブレックス、ザイボックス及びレバチオ、特定の先進欧州市場及

び日本におけるブイフェンド及びバイアグラ、ならびに欧州におけるインスプラを含んでいる。

(j)　インフュージョン・システム（2017年2月2日まで）は、輸液ポンプ、関連するソフトウェア及びサービス並びに大容量のI.Vソリュー

ション及びこれに関連する管理セットを含むI.V輸液製品で構成される薬物治療管理システム製品を含んでいる。

(k)　バイオシミラーは、米国及び特定の国際市場におけるインフレクトラ/レムシーマ（バイオシミラー・インフリキシマブ）、特定の欧

州、アジア及びアフリカ/中近東市場におけるニベスチム（バイオシミラー・フィルグラスチム）、及び特定の欧州、アフリカ/中近東市

場におけるレタクリット（バイオシミラー・エポエチン・ゼータ）を含んでいる。

(l)　ファイザー・センターワンは、以下の収益を含む。(ⅰ)ファイザーの既存の受託製造事業及び活動中の医薬品販売事業（以前はファイ

ザー・センターソースまたはPCSとして知られていた）の収益。ゾエティス社との製造供給契約に関連する収益を含む。（ⅱ）旧ホスピー

ラ社のOne-2-One無菌注射剤受託製造事業の収益

 

当社は、当期の表示に合わせるために、主に既存のエスタブリッシュ医薬品と無菌注射剤医薬品の間で組替を行っている。
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注記19 後発事象

2017年２月２日、当社はシティバンク社と当社普通株式50億ドル相当を買戻す加速型自社株買い契約を締結した。

当該契約は、当社が以前公表した自社株買い承認に従って締結された。契約条件に従い、2017年２月６日に当社は

シティバンク社に50億ドルを支払い、シティバンク社から1株当たり31.73ドルで当社普通株式約126百万株を初回

受渡しとして受領した。当該株式は2017年２月２日のニューヨーク証券取引所の当社普通株式の終値に基づいてお

り、加速型自社株買い契約の想定金額の約80％に相当する。2017年２月６日現在、受領した普通株式は「自己株

式」に含まれている。2017年度第３四半期末までに予定されている契約の決済時点で、シティバンク社は追加の普

通株式を当社に受渡す必要が生じる可能性があり、特定の状況において当社がシティバンク社に当社の普通株式を

受渡す必要が生じる、または現金支払を選択する可能性がある。この場合、当該取引期間におけるファイザー社の

普通株式の売買高加重平均株価からディスカウント分を控除した金額に基づいて、１株当たり最終平均株価、受渡

株数または現金支払額が決定される。本契約は、当社が以前公表した自社株買い承認に基づいて行われたものであ

る。本加速型自社株買い契約実行後の当社の自社株買い承認枠は、2017年２月６日時点で約64億ドルである。
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2【主な資産及び負債の内容】

 

添付の連結財務諸表注記参照。

 

 

3【その他】

 

(1) 決算日後の状況

 

2017年２月３日に当社は、当社のグローバル輸液療法事業の純資産HISをグローバル・デバイス製造会社のICUメディカル

社へ、現金及び条件付現金対価、ICUメディカル社の普通株式及びセラーファイナンスで構成される最高約900百万ドルで

売却した。クロージング日に当社は、ICUメディカル社の新株発行普通株式320万株（評価額約428百万ドル）、約束手形

75百万ドル及び現金純額約200百万ドル（一般的な運転資金調整前）を受領した。さらに当社には、HIS結合後であるICU

メディカル社の2019年12月31日までの一定の累積業績目標の達成度に基づく、最高225百万ドルの条件付現金対価を受領

する権利がある。

 

2017年３月17日に当社は、元本総額10.65億ドル、満期日2047年の優先無担保社債を金利4.20%で公募発行した。また、

2017年３月６日に当社は、元本総額40億ユーロ、加重平均実効金利0.23%の優先無担保社債を公募発行した。

 

(2) 訴訟等

 

本書の連結財務諸表注記17の「契約債務及び偶発事象」を参照のこと。

 

 

4【日米の会計慣行の相違】

　　添付の連結財務書類は、米国で一般に認められた会計原則及び会計慣行に基づいて作成されたものである。したがって、

我が国において一般に認められた会計原則に基づいて作成されたものとは相違する部分もある。主な相違点の要約は、以

下のとおりである。

　（イ）支払利息の資産化

　　　　米国においては、自家用の資産の取得または製造に伴って発生した支払利息のうち一定の要件を満たしたものについ

ては、これを資産化し、償却資産については耐用年数に応じて償却しなければならない。

 

　　　　我が国においては、利息の資産化は強制されていない。

 

　（ロ）退職年金

米国においては、退職年金に係る会計基準により、予測給付債務と制度資産の公正価額の差額を貸借対照表上におい

て認識することを要求している。さらに、年金数理計算上の仮定と実績の差から生じる未認識数理債務及び制度変更

から生じる未認識過去勤務債務のうち期間年金費用として認識されていない部分については税効果考慮後の金額でそ

の他の包括利益として認識することを要求している。

また、米国においては、コリドーアプローチを採用し、その他包括利益に計上されている数理差異のうち、予測給付

債務もしくは年金資産の公正価値のいずれか大きい方の10％（コリドー）の範囲内の場合は費用処理をぜずに、超過

する額については、従業員の予測平均残存勤務期間にわたり定額法により償却する方法が要求される。
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　　　　我が国においては、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、税効果調整後純資産の部（その他の包括利

益累計額）に計上することとし、積立状況を示す額をそのまま負債（又は資産）計上することを要求している。

　　　　また、我が国においては、基礎率等の計算基礎に重要な変動が生じない場合には計算基礎を変更しない等合理的な範

囲で重要性による判断を認める方法（重要性基準）の適用が選択できる。

 

　（ハ）雇用者の年金以外の退職後給付の会計と雇用者の雇用終了後の給付の会計

　　　　米国においては、雇用者の年金以外の退職後給付に係る会計基準により、退職者の健康管理及び生命保険にかかる費

用を退職者の予測勤務期間中に費用計上することを求めている。それに加えて、退職者以外で従来従業員であった

か、または休職中の従業員に対して行う雇用終了後の給付には、雇用終了後の給付を引当計上することを要求してい

る。

 

　　　　我が国においては、これに該当する規定はない。

 

　（ニ）非継続事業

　　　　米国においては、ある事業が非継続事業となったときは、その事業は開示されている財務諸表のすべての期間に渡っ

て非継続事業として表示される。

 

　　　　我が国においては、非継続事業としての独立掲記は要求されていない。

 

　（ホ）企業結合

　　　　米国においては、企業結合に関する基準により、取得者は原則として取得したすべての識別可能な資産、負債及び非

支配持分を取得日における公正価値にて全額を認識、測定することが要求される。そして、非支配持分の公正価値と

交付対価の合計と、識別可能な取得資産を比較し、非支配持分の公正価値と交付対価の合計が上回る場合にはのれん

とし、下回る場合にはその差額を利益として処理することが要求される。さらに、企業結合に伴い発生した取引コス

トは即時費用化することとなる。

 

　　　　我が国においては、取得原価は原則として取得の対価となった財の企業結合日における時価で算定し、その取得原価

を、識別可能資産及び負債にその時価を基礎として配分することが要求されているとともに、少数株主持分に係るの

れんの計上、すなわち全部のれんは認められていない。

 

　（へ）のれん及び無形資産

　　　　米国においては、のれんは償却せず、最低限年度ごとに減損テストを実施することが要求されている。また、耐用年

数が有限の無形資産は、それぞれの見積り耐用年数にわたり定額法で償却する。耐用年数が不確定な無形固定資産に

ついては耐用年数が確定するまで償却を行なわず、各年度で減損テストが実施される。

 

　　　　我が国においては、のれんは20年以内の一定の年数にわたり償却することが要求されている。

 

　（ト）売手が買手に与えた対価（販売促進費等）

　　　　米国においては、売手が買手に与えた対価のうち、一定の要件を満たすもの以外は、売手の損益計算書上売上控除項

目として処理することを求めている。

 

　　　　我が国においては、販売促進費等は一般に販売費及び一般管理費として処理される。
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　（チ）法人所得税の不確実性

米国においては、財務諸表における税務ポジションの認識及び測定について規定されている。この基準に基づいた場

合、税務ポジションの評価は、２段階のプロセスで行われる。１段階目は、認識に関するものである。会社は、税務

ポジションのテクニカル・メリットに基づき、税務ポジションが税務調査において「50%を超える可能性」で維持され

るかどうかを判断する。当該判断の際には、税務ポジションがすべての関連情報について十分な知識を有している税

務当局により調査されることを前提としている。２段階目は、測定に関するものである。認識基準である「50%を超え

る可能性」を満たした税務ポジションは、財務諸表における計上額を決定する必要がある。税務ポジションは、最終

的に解決された場合に50%を超える可能性で認識される最大の税務上の便益の金額にて測定される。

 

我が国においては、法人所得税の不確実性に関する特定の会計基準はない。

 

　（リ）繰延税金資産の賃借対照表における分類

米国においては、繰延税金資産及び負債は全て、固定資産及び固定負債に区分して計上する。

 

我が国においては、繰延税金資産及び負債は、流動及び固定に区分して表示する。

 

　（ヌ）共同契約

米国においては、共同契約に係る会計基準により、複数の企業が商業上等の目的を達成するために独立した法的事業

体を設立せずに、契約に基づき共同事業を進める場合における、関連する費用及び収益の損益計算書での表示や計上

区分、及び共同契約に係る事項の財務諸表での注記が定められている。なお、共同契約には、各参加者が積極的に参

加し、重要なリスクと経済価値にさらされている契約が該当する。

 

我が国においては、上記に該当する明確な基準は存在しない。

 

　（ル）公正価値による測定

　　　　米国においては、金融資産・負債及び財務諸表上定期的（少なくとも年次）に公正価値により測定・開示される非金

融資産・負債について、公正価値の定義、公正価値の測定フレームワークの構築及び公正価値による測定の開示方法

が規定されている。当該基準は最低年一度財務諸表上の金融及び非金融資産・負債に適用される。

　　　

我が国においては、公正価値による測定に関して、包括的に規定する会計基準はない。また、公正価値に関する階層

は存在しない。

 

　（ヲ）負債及び資本双方の特徴を持つ金融商品

　　　　米国においては、負債及び資本の双方の要素を有する金融商品について、区分処理することが規定されており、測定

に関する基準が定められている。

　　　

我が国においては、負債及び資本双方の特徴を持つ金融商品について、包括的に規定する会計基準はない。

 

　（ワ）長期性資産の減損

　　　　米国においては、長期性資産について、帳簿価額が回収されないことを示す、事象又は状況の変化(兆候)が存在する
場合、減損テストを行う。減損は、資産の帳簿価額と割引前キャッシュフローを比較して判定し、割引前キャッシュ
フローが帳簿価額を下回った場合、資産の公正価値と資産簿価の差額が減損として測定される。減損損失は、減損が
認識された時点で損失計上される。
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　　　　我が国においては、減損損失は、公正価値に基づかず、資産の正味売却価額または使用価値のいずれか高い額である
回収可能額と資産簿価との差額として測定される。

　　　　

（カ）株式を基礎とした報酬(ストック・オプション等)の会計

　　　米国においては、ストック・オプション等が付与された日の公正価値に基づいて、必要な勤務期間(通常は付与日から

権利確定までの期間)にわたり、報酬費用を認識するよう求められている。

　　　　
我が国においては、付与日の公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき会
計期間に発生したと認められる額を費用処理する。
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第７ 【外国為替相場の推移】

 

日本円と米ドルとの為替相場は、国内において時事に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度及び

最近6月間において掲載されているので、本項の記載を省略する。

 

 

第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

1.　株主名簿への登録

新株式は、その株主の名義（又は株主の委託者の氏名）で当社の株主名簿に登録される。

 
2.　株式の移転の手続

株式は、当社の株主名簿上の名義書換を行うことによって、これを譲渡することができる。名義書換には、株主本人

又はその適法に指名された代理人が、適法に裏書された株券を提出することを要する。

 

3.　株主への通知

当社の株主宛ての通知は、株主名簿に記載された住所宛てに送付することによって行う。

 

4.　議決権行使に関する手続

株主総会において議決権を行使できる株主は登録された株式毎に１議決権を本人又は代理人により行使できる。すべ

ての議決は、法令又は定款若しくは附属定款に定めのある場合を除き、出席株主の過半数によってなされる。

 
5.　配当支払の手続及び基準日

当社は、株主に対して、取締役会の決議により配当を支払うことができる。配当支払いのための基準日は取締役会が

これを定め、その基準日現在の株主名簿上の株主に対して配当が支払われる。

 

6.　提出会社の未発行株式また自己株式を他の株主に優先して買取り又は引受ける権利の行使に関する手続き

該当なし

 

7.　名義書換取扱場所及び株主名簿管理人

当社は、当社株式に関する名義書換取扱場所及び株主名簿管理人を日本に置かない。

 
8.　決算期

毎年12月31日

 
9.　公告

日本において新株式に関する公告は行わない。

 
10.　株式の譲渡制限

なし
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11.　本邦における課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は、以下のとおりである。

 

(ⅰ)　配当

(イ) 日本の居住者たる個人株主

日本の居住者たる個人株主に対して直接海外の証券会社等（国外における支払の取扱者）より支払われる外国上場株

式の配当金については、日本の源泉徴収は行われない。この場合、かかる個人は、確定申告をする際に、配当額合計を配

当所得として所得に含めることを要し、これを含めた課税所得金額に基づいて税金を納付しなければならない（総合課

税）。ただし、日本の居住者たる個人株主のうち年間の給与収入金額が2,000万円以下であり、かつ当該年度の所定の給

与所得等以外の所得の金額（米国の源泉徴収額を控除した後の配当金の額を含む。）が20万円以下の者は、確定申告をす

ることを要しない。また、通常の総合課税による方法の他に20％（平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は

20.315％）の税率による申告分離課税により申告することも可能である。

 

一方、日本の居住者たる個人株主が日本国内における配当の支払の取扱者から外国上場株式に係る配当の支払を受け

る場合には、その支払われる配当金について日本の源泉徴収が行われる。平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間

は20.315％、平成50年1月1日以降に支払われる配当については20％の税率が適用される。この場合、日本の居住者たる個

人株主については、選択により、総合課税による確定申告は行わずに源泉徴収だけで配当の課税関係が完結することも可

能である（申告不要制度）。また、通常の総合課税による方法の他に20％（平成26年1月1日から平成49年12月31日までの

間は20.315％）の税率による申告分離課税により申告することも可能である。

 

(ロ) 内国法人である株主

内国法人である株主に対して直接海外の証券会社等（国外における支払の取扱者）より支払われる外国上場株式の配

当金については、日本の源泉徴収は行われない。当該配当金は、益金として内国法人の課税所得に算入される。

 

一方、内国法人である株主が日本国内における配当の支払の取扱者から外国上場株式に係る配当の支払を受ける場合

には、その支払われる株式の配当金について日本の源泉徴収が行われる。日本の法人に対しては、平成26年1月1日から平

成49年12月31日までの間は15.315％、平成50年1月1日以降に支払われる配当については、15％の税率が適用される。当該

配当金は、益金として内国法人の課税所得に算入され、日本の源泉税の全部又は一部は法人税額から控除される。

 

(ハ) 日本の居住者たる個人が受領する配当で総合課税又は申告分離課税の対象となるもの及び日本の法人が受

領する配当について課される米国の源泉徴収税額の全部又は一部について外国税額控除の適用を受けるこ

とができる。

 

(ⅱ)　譲渡損益

(イ) 日本の居住者たる個人株主

日本の居住者たる個人株主の外国上場株式の譲渡益については、平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は

20.315％、平成50年1月1日以降については20％の税率が適用される。
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(ロ) 内国法人である株主

内国法人である株主の外国上場株式の譲渡益については、内国法人の課税所得に算入される。

 

(ⅲ)　相続税

(イ) 日本国の居住者が株式を相続した場合、当該株式は日本国の相続税の対象となる。

(ロ) この場合、株式が同時に米国の遺産相続税の対象となることがあるが、米国で徴収されたこれらの租税に

ついては、一定の場合日本国の相続税法上外国税額控除が認められている。
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第９ 【提出会社の参考情報】

 

１【提出会社の親会社等の情報】

 

該当なし。

 

 

２【その他の参考情報】

　

当社は、当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、次の書類を提出している。

 

(1) 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項

第6号の2に基づく報告書)及び添付書類

 平成28年2月22日関東財務局長に提出

(2) 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項

第1号に基づく報告書)及び添付書類

 平成28年4月8日関東財務局長に提出

(3) 上記(1)の臨時報告書の訂正報告書  平成28年6月3日関東財務局長に提出

(4) 2015年度有価証券報告書(自2015年1月1日至同年12月31日)及

び添付書類

 平成28年6月30日関東財務局長に提出

(5) 2016年度半期報告書(自2016年1月1日至同年7月3日)及び添付

書類

 平成28年9月30日関東財務局長に提出

(6) 臨時報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項

第1号に基づく報告書)及び添付書類

 平成29年3月30日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項なし。
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登録済独立監査人の同意書

 

 

ファイザー社株主及び取締役会　御中

 

 

私どもは、ファイザー社及び子会社の2016年及び2015年12月31日現在の連結貸借対照表、及び2016年12月31日を

以って終了した３年間の各事業年度の連結損益計算書、連結株主持分計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結包括利益計算書、並びに2016年12月31日現在の財務報告に係る内部統制の有効性についての2017年２月23日付

の私どもの監査報告書を本有価証券報告書に記載することを承諾する。私どもは、また、ファイザー社によって提

出される有価証券報告書における「第６　経理の状況」の冒頭にて私どもに言及することを承諾する。

 

 

ケーピーエムジー・エルエルピー

 

2017年６月16日
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登録済独立監査人の監査報告書

 

 

取締役会及びファイザー社株主　御中

 

 

　私どもは、添付のファイザー社及び子会社の2016年及び2015年12月31日現在の連結貸借対照表並びに2016年12月

31日を以って終了した３年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分計算書及び連結

キャッシュ・フロー計算書について監査を行った。これらの連結財務諸表の作成責任は、会社の経営者にあり、私

どもの責任は、私どもの監査に基づいて、これらの連結財務諸表について意見を表明することにある。

 

　私どもは、米国公開会社会計監督委員会による監査基準に準拠して監査を行った。これらの監査基準は、財務諸

表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、私どもが監査を計画し実施することを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、連結財務諸表に記載されている金額及び開示事項を立証する証拠の検証

を含んでいる。監査はまた、会社の経営者が採用した会計方針及び経営者によって行われた重要な見積りの妥当性

の検討も含め、全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私どもは、私どもの監査が、監査意見

表明のための合理的な基礎を提供しているものと確信している。

 

　私どもの意見によれば、上記の連結財務諸表は、米国において一般に認められた会計原則に準拠して、ファイ

ザー社及び子会社の2016年及び2015年12月31日現在の財政状態並びに2016年12月31日を以って終了した３年間の各

事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示している。

 

　私どもはまた、米国公開会社会計監督委員会の基準に準拠して、トレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）によ

り発行された「内部統制－統合的枠組み(2013)」による基準に基づき、2016年12月31日現在の当社の財務報告に係

る内部統制の有効性についても監査を実施し、2017年２月23日付の私どもの監査報告書において、2016年12月31日

現在の財務報告に係る内部統制の有効性について無限定適正意見を表明した。

 

 

 

ケーピーエムジー・エルエルピー

 

2017年 ２月23日
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Consent of Independent Registered Public Accounting Firm

 

 

To the Board of Directors and the Shareholders of Pfizer Inc.:

 

We consent to the use of our report dated February 23, 2017, with respect to the consolidated balance sheets of

Pfizer Inc. and Subsidiary Companies as of December 31, 2016 and 2015, and the related consolidated statements

of income, comprehensive income, equity, and cash flows for each of the years in the three-year period ended

December 31, 2016, and the effectiveness of internal control over financial reporting as of December 31, 2016,

which reports appear in the 2016 Annual Report on Form 10-K of Pfizer Inc., incorporated herein by reference and

to the reference and to the reference to our firm under the heading “Section VI - Financial Conditions” in the

Japanese Securities Report filed by Pfizer Inc. with the Ministry of Finance in Japan.

 

 

 

New York, New York

June 16, 2017
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The Board of Directors and Shareholders of Pfizer Inc.:

 

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Pfizer Inc. and Subsidiary Companies as of December 31, 2016 and 2015,

and the related consolidated statements of income, comprehensive income, equity, and cash flows for each of the years in the three-year period

ended December 31, 2016. These consolidated financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is

to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.

 

We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those

standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material

misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An

audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall

financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

 

In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Pfizer Inc.

and Subsidiary Companies as of December 31, 2016 and 2015, and the results of their operations and their cash flows for each of the years in

the three-year period ended December 31, 2016, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.

 

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), the effectiveness

of Pfizer Inc. and Subsidiary Companies’ internal control over financial reporting as of December 31, 2016, based on criteria established in

Internal Control－Integrated Framework (2013) issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),

and our report dated February 23, 2017 expressed an unqualified opinion on the effective operation of the Company’s internal control over

financial reporting.

 

 

New York, New York

February 23, 2017
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